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1 

別 紙 

 

一、 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称   リサイクル燃料貯蔵株式会社 

住    所   青森県むつ市大字関根字水川目 596 番地１ 

代表者の氏名   代表取締役社長  高橋 泰成 

 

二、 工事を行う事業所の名称及び所在地 

名    称   リサイクル燃料備蓄センター 

所  在  地   青森県むつ市 

 

三、 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の区分並びに設計及び工事の方法 

区       分 使用済燃料貯蔵設備本体 

使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 

計測制御系統施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

放射線管理施設 

その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設のうち 

以下の設備 

 ・使用済燃料貯蔵建屋 

 ・通信連絡設備等 

 ・消防用設備 

設計及び工事の方法 別添Ⅰ，別添Ⅱ及び別添Ⅲのとおり 

 

四、工事工程表 

別添Ⅳのとおり 

 

五、設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

別添Ⅴのとおり 
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六、 変更の理由 

平成 22年８月 27 日付け平成 22･06･16 原第７号にて認可され，令和３年８月 20日付

け原規規発第2108202号にて変更認可された設計及び工事の方法について新規制基準に

基づく事業変更許可を踏まえて変更する。  

なお，新規制基準に基づく事業変更許可を踏まえた変更については，工事に時間を要

し早期に工事着手の必要がある電気設備の工事を優先して行う必要があることを踏ま

え下表のとおり順次行うこととしており，令和３年８月 20 日付け原規規発第 2108202

号にて変更認可された設計及び工事の方法と本申請により変更を行うものである。 

 

 

表. 分割申請計画 

項目 対象施設，設備 備考 

前回申請対象施設，

設備 

  その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の 

  うち以下の設備 

   ・電気設備 

令和３年８月 20 日

付 け 原 規 規 発 第

2108202 号にて変更

認可 

 

今回申請対象施設，

設備 

  使用済燃料貯蔵設備本体 

  使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入

設備） 

  計測制御系統施設 

  放射性廃棄物の廃棄施設 

  放射線管理施設 

  その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の 

（ うち以下の設備 

   ・使用済燃料貯蔵建屋 

   ・通信連絡設備等 

   ・消防用設備 

  

 

 



 
 

 
 
 
 
 

別添Ⅰ 基本設計方針 
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目次＊ 

 

Ⅰ 基本設計方針 

 1 共通項目 

1.1 使用済燃料の臨界防止 ················································· 1 

1.2 閉じ込めの機能 ······················································ 3 

1.3 除熱 ································································ 4 

1.4 遮蔽 ································································ 5 

1.5 地震による損傷の防止 ················································· 6 

1.6 津波による損傷の防止 ················································ 14 

1.7 自然現象等 ························································· 16 

1.8 火災等による損傷の防止 ·············································· 25 

1.9 安全機能を有する施設 ················································ 29 

1.10 材料及び構造 ······················································· 31 

1.11 汚染の拡大防止 ····················································· 33 

1.12 換気設備 ····················································· 前回申請 

1.13 人の不法な侵入等の防止 ········································ 前回申請 

 

 
2 個別項目 

2.1 使用済燃料貯蔵設備本体 ·········································· 2.1－1 

2.2 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） ···················· 2.2－1 

2.3 計測制御系統施設 ··············································· 2.3－1 

2.4 放射性廃棄物の廃棄施設 ·········································· 2.4－1 

2.5 放射線管理施設 ················································· 2.5－1 

2.6 使用済燃料貯蔵建屋·············································· 2.6－1 

2.7 電気設備 ····················································· 前回申請 

2.8 通信連絡設備等 ················································· 2.8－1 

2.9 消防用設備 ····················································· 2.9－1 

  

 

 

 

 

 

 

                

＊： 令和３年８月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可され，今回申請に関係しない事項については，目次
において前回申請と記載し，本申請では記載しない。 
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変更前の基本設計方針は，平成 22年 8月 27 日付け平成 22・06・16 原第 7号にて認可され，令和 3年 8月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可された設計及び工事の方法に係る基本設計方針である。 

令和 3年 8月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可された箇所を下線で示す。また，同様に変更認可された表については，前回申請と記載する。 

変更前 変更後 

1.1 使用済燃料の臨界防止 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達するおそれがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行う。 

 

(1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，使用

済燃料集合体を収納した条件下で，技術的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95 以

下となるよう設計する。 

 

(2) 臨界防止機能の一部を構成する金属キャスク内部のバスケットは，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事

業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における放射線照射影響，腐食等の経年

変化に対して十分な信頼性を有する材料を選定し，技術的に想定されるいかなる場合でも臨界防止上有意

な変形を起こさない設計とする。金属キャスク内部のバスケットにより，適切な使用済燃料集合体間隔を

保持し，使用済燃料集合体を相互に近接しないよう，使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持する

構造とし，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60

年間を通じてバスケットの構造健全性が保たれる設計とする。 

 

(3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件下

で，金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，技術

的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95 以下となるよう設計する。 

 

(4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮した設計とする。 

ａ． 配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置

等において適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射条件（無限配列）としていることから，金属キャ

スクの滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット及び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率

の変化はわずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与えることはない。 

ｂ． 中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮する。 

製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ． 減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあたり冠水することを設計上適切に考慮する。 

ｄ． 燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮しない。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物に

よる燃焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

 

1.1 使用済燃料の臨界防止 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

(5) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，臨界評価で考慮した因子についての条件又

は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵

上必要な条件を満足していることを，記録により確認する。 
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変更前 変更後 

1.2 閉じ込めの機能 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ

込め設計を行う。 

 

(1) 金属キャスクは，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60 年間を通じて，使用済燃料集合体を内封する空間を不活性雰囲気に保つとともに負圧に維持す

る設計とする。 

 

(2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧

に維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空間を金属キャスク外部から隔離する設計とする。

また，一次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定することにより，閉じ込め機能について監視できる設計と

する。金属キャスクの構造上，漏えいの経路となり得る蓋及び蓋貫通孔のシール部には金属ガスケットを

用いることにより長期にわたって閉じ込め機能を維持する設計とする。 

 

(3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了後において，収納された使用済燃料集合体の検査等のために

一次蓋を開放しないことを前提としているため，万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋の閉

じ込め機能に異常がある場合には，二次蓋の金属ガスケットを交換し，一次蓋の閉じ込め機能に異常があ

る場合には，金属キャスクに蓋を追加装着できる構造を有すること等，閉じ込め機能の修復性を考慮した

設計とする。 

 

 放射性廃棄物の廃棄施設の設計及びドラム缶の漂流防止対策の基本設計方針については，「別添Ⅰ 基本

設計方針」の「2.4 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 閉じ込めの機能 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.3 除熱 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵建屋に給気口及び排気口を設け，通風力を利用した自然換気方式に

より動力を用いないで使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去できるよう，次の方針に基づき除熱設計を行う。 

 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維持する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キ

ャスク表面に伝え，周囲空気等に伝達することにより除去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を維持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ

量が１％を超えない温度，照射硬化の回復現象により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及

び水素化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が生じない温度以下となるように制限する。 

 

(2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点から，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬

に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてその構成部材の健全性が保たれる温度範囲

にあるよう設計する。 

 

(3) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵建屋内の

雰囲気温度を低く保つことができる設計とする。なお，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測設備，

放射線監視設備等の電気品の性能維持を考慮するとともに，コンクリート温度はコンクリートの基本特性

に影響を及ぼさないよう，また構造材としての健全性を維持するよう考慮する。給気口及び排気口は，積

雪等により閉塞しない設計とする。また，除熱機能について監視できる設計とする。 

 

(4) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃

料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した

使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 除熱 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.4 遮蔽 

使用済燃料貯蔵施設は，事業所周辺及び管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所の線量を低減できるよ

う，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

 

(1) リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカイシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法に

基づき定められている線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50

μSv/年以下）なるように，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋により，適切な遮蔽を講ずる設計とす

る。 

 

(2) 金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽する設

計とする。また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有

する 60 年間における中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の低下を考慮しても，金属キャスク表面及び金属

キャスク表面から１ｍの位置における線量当量率は，それぞれ２mSv/h 以下，100μSv/h 以下となるよう

設計する。 

 

(3) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃

料集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である

原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記

録により確認する。 

 

(4) 放射線業務従事者が立ち入る場所については，放射線業務従事者が受ける線量が線量限度を超えないよ

うにし，さらに，放射線業務従事者及び一時立入者（以下「放射線業務従事者等」という。）の立ち入る

場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるように，遮蔽及び機器の配置を行うとともに，各

場所への立入頻度，滞在時間等を制限することにより，放射線業務従事者等の被ばくを低減する。また，

遮蔽設計の基準となる線量率を施設内の区分に応じて適切に定め，区分の基準線量率を満足するように設

計する。なお，放射線業務従事者等の被ばく管理については，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯

蔵施設保安規定（以下「保安規定」という。）に定め，運用する。 

 

(5) 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くし公衆の線

量限度以下に低減できるよう，適切な措置を講ずる。なお，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所

における線量の管理については，保安規定に定め，運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 遮蔽 

（変更なし） 

 

 



6 

 

Ⅰ 1 

変更前 変更後 

1.5 地震による損傷の防止 

1.5.1 地盤 

使用済燃料貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）は，使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和

２年４月１日施行。以下「技術基準規則」という。）第六条に適合するため，耐震設計上の重要度に応じた地

震力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものとする。 

貯蔵施設には，施設に大きな影響を及ぼすような地震の発生によって崩壊するおそれがある斜面は存在せ

ず，貯蔵施設は耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支持するこ

とができる地盤に設置される。 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は杭基礎とし，耐震Ｂクラス施設に適用される地震力及

び基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても貯蔵建屋を十分に支持することができる地盤に設

置されたものとする。 

貯蔵施設のうち，電気設備をはじめとする耐震Ｃクラス施設，設備は，耐震Ｃクラス施設に適用される地

震力が作用した場合においても当該施設，設備を十分に支持することができる地盤に設置されたものとする。 

また，貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴

う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，基本的安全機能が損な

われるおそれがない地盤に設置する。 

また，貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれがない地盤（将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤）

に設置する。 

 

1.5 地震による損傷の防止 

1.5.1 地盤 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

ａ． 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震による加速度によって作用する地震力に対して基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。 

ｂ． 使用済燃料貯蔵施設は，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞ

れの重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。 

ｃ． Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

機器系については，その施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され

る機能に影響を及ぼさないことを確認する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておお

むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

ｄ． Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

1.5.2 耐震設計 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
Ⅰ 1 

変更前 変更後 
ｅ． 貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車は，Ｂクラスの設計とし，かつ，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とする。 

ｆ． Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計

とする。 

ｇ． Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，その影響について検討を行う。その場

合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものとする。 

ｈ． 基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その他の安全機能を有する施設の波及的影響によっ

て，その基本的安全機能を損なわないように設計する。 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線

による公衆への影響を防止する観点から，「基本的安全機能を確保する上で必要な施設」及び「その他の安

全機能を有する施設」に分類するとともに，耐震設計上の重要度を次のように分類する。 

 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャスク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能の一部を担っている貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キャスクの落下，転倒，衝突を防止する機能を有する

受入れ区域天井クレーン，及び金属キャスクの転倒，衝突を防止する機能を有する搬送台

車 

 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその他の安全機能を有する施設であり，安全機能を確保

するために必要な機能が喪失しても，基本的安全機能を損なうおそれがない施設であり，

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性を確保する必要がある施設 

 

上記に基づく施設の耐震性評価の考え方を第 1.5.2 表に示す。 

第 1.5.2 表には，当該施設を支持する建屋の支持機能が保持されることを確認する地震動による地震力

ついても併記する。 

 

 (3) 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

ａ． 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれクラスに応じて

次の地震層せん断力係数 Ci 及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，建築基準法施行令第 88 条に規定する地震層せん断力係数 Ci に，次に示す施設の耐震

設計上の重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｂクラス   1.5 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
Ｃクラス   1.0 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん断力係数 Co を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，

地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数 Ciに乗じる施設の耐震設計上の重要

度分類に応じた係数を 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数 Co は 1.0 以上とする。 

(b) 機器・配管系 

耐震設計上の重要度分類の各クラスの水平地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数 Ci に，次に

示す施設の耐震設計上の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度を 20％増

しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラス   3.0 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，貯蔵建屋の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直

震度を 20％増しとした震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は，高さ方向に一定とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数 Co 等の割増し係数の適用については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設，公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

ｂ． 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及び B クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用することとす

る。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震

動の振幅を 2 分の 1にしたものによる地震力を適用する。 

基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳから定める入力地震動を入力として，動的解析により水

平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を入力として，

動的解析により水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。ここで，弾性設計用地震

動Ｓｄは，基準地震動ＳＳに工学的判断から求められる係数 0.5 を乗じて設定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動 

ＳＳによる地震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 (a) 入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によれば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂子又

層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭を介して支

持させることとする。 

基準地震動ＳＳは，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的知見に基づき適切なものを策定する。基準地震動ＳＳを策

定する解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が 0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想定すること

とする。 

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向及び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面で定
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
義された基準地震動から，建物及び地盤が地震動に与える影響を考慮して定めることとする。 

(b) 動的解析法 

イ． 貯蔵建屋 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，

適切な解析法を選定する。貯蔵建屋の動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法による。 

貯蔵建屋の動的解析に当たっては，貯蔵建屋の剛性はその形状，構造特性及び材料特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系及び 3次元 FEM モデルに置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建屋・杭と地盤との相互作用を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

杭の配置状況，地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験等に基づ

き適切に定める。 

地盤－建屋・杭連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレ

ベルを考慮して定める。なお，貯蔵建屋への入力地震動における計算での減衰定数については，各基準

地震動により生じる地盤のひずみに応じた値とする。 

基準地震動ＳＳに対する応答解析において，貯蔵建屋の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

ロ． 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，

適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切

な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて

構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

配管系については，耐震設計上の重要度分類においてＣクラスの施設の配管のみであるため動的解析

は実施しない。 

ｃ． 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造

等により適切に選定する。 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。 

ａ． 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

(a) 建物・構築物 

イ． 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 

ロ． 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件 

(b) 機器・配管系 

イ． 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
ｂ． 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

イ． 常時作用している荷重，すなわち固定荷重及び積載荷重 

ロ． 貯蔵時の状態で施設に作用する荷重 

ハ． 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 

ニ． 地震力，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重 

ただし，ロ．貯蔵時の状態で施設に作用する荷重には，機器系から作用する荷重が含まれるものとす

る。 

また，ニ．地震力には，機器系からの反力による荷重が含まれるものとする。 

(b) 機器・配管系 

イ． 常時作用している荷重，すなわち死荷重 

ロ． 貯蔵時の状態で作用する荷重 

ハ． 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷重 

ニ． 地震力 

ｃ． 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(a) 建物・構築物 

イ． 地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの状態で

作用する荷重，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重とを組み合わせる。 

(b) 機器・配管系 

イ． Ｓクラス 

(ｲ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力と常時作用して

いる荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの状態で作用する荷重とを組み

合わせる。 

(ﾛ) 基準地震動ＳＳによる地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャス

ク取り扱いの状態で作用する荷重とを組み合わせる。 

ロ． Ｂクラス 

(ｲ) 静的地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの状

態で作用する荷重とを組み合わせる。 

(ﾛ) 共振のおそれのある場合については，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1を乗じた地震力と，常時作

用している荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの状態で作用する荷重と

を組み合わせる。 

ハ． Ｃクラス 

(ｲ) 静的地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの状

態で作用する荷重とを組み合わせる。 

 (c) 荷重の組合せ上の留意事項 

動的地震力については，水平 2方向と鉛直方向とを適切に組み合わせ算定するものとする。 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
ｄ． 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，次のとおりとし，JEAG 等の安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

(a)  建物・構築物 

イ． 貯蔵建屋 

(ｲ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

(ﾛ) 保有水平耐力 

建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して重要度に応じた妥当な安全余裕を有して

いることを確認するものとする。 

(ﾊ) 基準地震動ＳＳとの組合せに対する許容限界 

貯蔵建屋が構造物全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐力

に対して妥当な安全余裕をもたせることとする。 

終局耐力は，貯蔵建屋に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又は歪みが著しく

増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験等に基づき適切に定めるものとする。 

ロ． Ｃクラスの建物・構築物 

上記イ．(ｲ)による許容応力度を許容限界とする。 

(b)  機器・配管系 

イ． Ｓクラスの機器系 

(ｲ) 基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに対する許容限界 

荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないように応力，荷重等を制

限する値を許容限界とする。 

(ﾛ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的震度による地震力との組合せに対する許容限界 

荷重条件に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。 

ロ． Ｂクラス及びＣクラスの機器系 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。なお，Ｂ

クラスの機器で基準地震動ＳＳによる地震力に対して基本的安全機能を損なわない設計とするものは，

荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない限度を許容限界とする。 

 

(5) 設計における留意事項 

ａ． 波及的影響に対する考慮 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その他の安全機能を有する施設の波及的影響によって，

その基本的安全機能を損なわないように設計する。この波及的影響の評価に当たっては，以下の４つの観

点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，事象選定及び影響評価を実施するとともに，基準地

震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力を適用する。 

波及的影響の評価に当たっては， 基本的安全機能を確保する上で必要な施設の設計に用いる地震動又

は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえ
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
て適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用す

る場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，4 つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな

検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ． 相対変位 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力によるその他の安全機能を有する施設と基本的安全

機能を確保する上で必要な施設の相対変位により，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の基本的

安全機能を損なわないことを確認する。 

ロ． 不等沈下 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力に対して不等沈下により，基本的安全機能を確保する

上で必要な施設の基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設とその他の安全機能を有する施設との接続部における相

互影響 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力に対して，基本的安全機能を確保する上で必要な施設

に接続するその他の安全機能を有する施設の損傷により，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の

基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

(c) 貯蔵建屋内におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安全機能

を確保する上で必要な施設への影響 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力に対して，貯蔵建屋内のその他の安全機能を有する施

設の損傷，転倒及び落下等により，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の基本的安全機能を損な

わないことを確認する。 

(d) 貯蔵建屋外におけるその他の安全機能を有する施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安全機能

を確保する上で必要な施設への影響 

イ. 基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力に対して，貯蔵建屋外のその他の安全機能を有する

施設の損傷，転倒及び落下等により，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の基本的安全機能

を損なわないことを確認する。 

ロ. 基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力に対して，基本的安全機能を確保する上で必要な施

設の周辺斜面が崩壊しないことを確認する。 

 

(6) 周辺斜面 

貯蔵建屋の周辺斜面は，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，貯蔵建屋に影響を及ぼすような崩壊を起

こすおそれがないものとする。 

なお，貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面は，最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大 1：2で，高さ

5ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，斜面法尻と貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上確保されている。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能が損なわれるおそれはない。 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 
 

前回申請 

第 1.5.2 表 施設の耐震性評価の考え方 

 主要設備 

（注１） 

直接支持構造物 

（注２） 主要設備や直

接支持構造物

に対する間接

支持構造物 

（注３） 

主要設備や直接支

持構造物との相互

影響を考慮すべき

設備（注４） 

間接支持構造物

による影響や相

互影響を考慮し

た影響の評価に

用いる地震力 

適用範囲 

耐

震 

ク

ラ

ス 

適用範囲 

耐

震 

ク

ラ

ス 

基本的安

全機能を

確保する

上で必要

な施設 

・金属キャスク Ｓ ・貯蔵架台 Ｓ ・貯蔵建屋 

・受入れ区域 

天井クレーン 

・搬送台車 

基準地震動ＳＳ

により定まる地

震力 

・受入れ区域天井クレーン Ｂ 

・受入れ区域天

井クレーン

の支持構造

物 

Ｂ ・貯蔵建屋 ― 

Ｂクラス施設に

適用される静的

地震力 

・搬送台車 

・貯蔵建屋 
Ｂ ― ― ― ― ― 

その他の

安全機能

を有する

施設 

・仮置架台 

・たて起こし架台 

・検査架台 

・圧縮空気供給設備 

・蓋間圧力検出器 

・表面温度検出器 

・給排気温度検出器 

・表示・警報装置 

・廃棄物貯蔵室 

・エリアモニタリング設備 

・周辺監視区域境界付近固定 

モニタリング設備 

・無停電電源装置 

・電源車 

・共用無停電電源装置 

・軽油貯蔵タンク（地下式） 

・通信連絡設備 

・消防用設備 

・その他 

Ｃ 

・機器，電気計

装設備等の

支持構造物 

Ｃ 
・貯蔵建屋 

・事務建屋 等 
― 

Ｃクラス施設に

適用される静的

地震力 

（注１）主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

（注２）直接支持構造物とは，主要設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直

接的に受ける支持構造物をいう。 

（注３）間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建屋）をいう。 

（注４）設備相互間の影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類

に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

 

 

 

 

第 1.5.2 表 施設の耐震性評価の考え方 

（変更なし） 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 

1.6 津波による損傷の防止 

1.6.1 津波防護の基本方針 

使用済燃料貯蔵施設が事業（変更）許可を受けた基準津波に相当する仮想的大規模津波により受入れ区域の

損傷を仮定しても，基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう，津波防護基本方針の対象とする設備に対

する仮想的大規模津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対策を講じる設計とする。 

 

1.6.1.1 津波防護基本方針の対象とする設備 

使用済燃料貯蔵施設が，仮想的大規模津波により，その基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう，津

波防護基本方針の対象となる設備は，使用済燃料貯蔵設備本体（金属キャスク及び貯蔵架台），並びに貯蔵区

域（貯蔵区域の遮蔽扉を除く。）とする。 

なお，受入施設については，津波防護基本方針の対象とする設備としないが，受入施設のうち仮置架台，た

て起こし架台及び検査架台については，津波防護基本方針の対象となる設備に対して影響を及ぼさないよう，

仮想的大規模津波により漂流しない設計とする。仮置架台及びたて起こし架台については，最も厳しい条件と

なる金属キャスクが仮置きされた状態において漂流しない設計とする。 

また，敷地内への津波の浸水を前提として，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう設計

するため，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は設置しない。 

 

1.6.2 仮想的大規模津波の設定 

各施設・設備の評価に用いる津波として，更なる安全性向上の観点から，既往の知見を大きく上回る仮想的

大規模津波を想定し，これを基準津波に相当する津波として，津波防護施設及び浸水防止設備の設置による遡

上波の到達や流入の防止は行わず遡上波が使用済燃料貯蔵施設に到達する前提とする。 

仮想的大規模津波は津波高さ T.P.＋23ｍの津波であり，使用済燃料貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸

水深となる。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を設置しないことから，個別の入力津波は設定しない。 

 

1.6.3 津波防護対策 

｢1.6.2 仮想的大規模津波の設定｣で設定した仮想的大規模津波による津波防護基本方針の対象とする設

備への影響を，基本的安全機能への影響の有無の観点から評価することにより，施設の特性に応じた津波防護

対策を実施する。 

仮想的大規模津波による敷地内の浸水を想定しても，以下の対策により金属キャスク（貯蔵区域）の基本的

安全機能を確認するための監視を継続して実施する。 

津波襲来後の活動に対して，電気設備は活動拠点へ給電できる設計とし，給電された通信連絡設備を用いて

リサイクル燃料備蓄センター内外へ通報連絡できる設計とする。 

また，津波襲来により金属キャスクの通常の監視機能が喪失するため，計測設備及び放射線監視設備につい

ては，以下を考慮した設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により金属キャスクの表面温度及び蓋間圧力を計測できる設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により貯蔵建屋給排気口近傍の温度を計測できる設計とする。 

・放射線監視設備のうち代替の放射線サーベイ機器により貯蔵建屋内及び周辺監視区域付近の放射線を計

測できる設計とする。 

1.6 津波による損傷の防止 

1.6.1 津波防護の基本方針 

 （変更なし） 

 

 

 

1.6.1.1 津波防護基本方針の対象とする設備 

  （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 仮想的大規模津波の設定 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 津波防護対策 

（変更なし） 
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Ⅰ 1 

変更前 変更後 

上記の電気設備，通信連絡設備，代替計測用計測器，放射線サーベイ機器は，仮想的大規模津波の津波高さ

T.P.＋23ｍより標高の高い敷地南側高台又は敷地南東側高台の活動拠点に配備する。 

なお，使用済燃料貯蔵施設の浸水を想定した活動に必要な対策や体制を整備することを保安規定に定め，運

用する。 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の設計方針 

貯蔵建屋の貯蔵区域は，波力及び津波漂流物の衝突に耐えるよう設計する。 

貯蔵建屋については，水深係数３を用いた仮想的大規模津波に伴う波圧に対する評価に基づき，貯蔵区域の

外壁において，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，変形，応力が許容値を超えないことを評価する。 

同様に，貯蔵区域の遮蔽扉（３箇所）においても，閉鎖されている状態で，仮想的大規模津波に伴う波圧に

対し，応力が許容値を超えないことを評価する。 

また，貯蔵区域の外壁及び遮蔽扉の評価においては，津波波圧による荷重に対する確認に加え，津波波圧に

よる荷重及び津波漂流物による衝突荷重に対する評価を行う。 

なお，受入れ区域については，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，外壁の応力が許容値を超えることから

損傷を仮定する。 

貯蔵区域に貯蔵されている金属キャスク及び貯蔵架台は，その基本的安全機能が貯蔵区域の浸水により損

なわれないよう設計するとともに，受入れ区域の損傷を仮定しても，落下物等の衝突により仮置きされている

金属キャスクの閉じ込め機能が損なわれないよう設計する。 

金属キャスクについては，損傷を仮定する受入れ区域には貯蔵しないが，金属キャスクの搬入・搬出時に津

波の襲来を受けた場合を仮定して，受入れ区域の損傷に伴う落下物や津波漂流物に対し，金属キャスクの密封

境界部がおおむね弾性範囲内にとどまることを評価する。 

なお，津波漂流物については，仮に，貯蔵区域の遮蔽扉が開放された状態で受入れ区域が損傷しても，損傷

した受入れ区域が障壁となること等の理由から，衝撃力のある大型の漂流物が貯蔵区域の機器搬出入口から

支障なく流入し金属キャスク及び貯蔵架台に衝突する可能性は極めて小さいと考えられる。 

また同様に，損傷した受入れ区域が障壁となることから，貯蔵区域に設置している貯蔵架台に直接波力が作

用することはないが，仮に貯蔵架台に固定している金属キャスク及び貯蔵架台に対して，仮想的大規模津波に

よる水流が水平方向に作用しても，金属キャスク，貯蔵架台及び床面の固定状態が維持されることを評価す

る。 
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変更前 変更後 

1.7 自然現象等 

1.7.1 外部からの衝撃による損傷の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃のうち自然現象等による損傷の防止において，リサイクル燃料備蓄セ

ンターの敷地及びその周辺で想定される洪水，風（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除く。）による荷重の組合せに遭遇した場合

においても基本的安全機能を損なわない設計とし，自然現象による影響に対して，その安全性を損なうおそれが

ある場合は，防護措置又は供用中における運用上の適切な措置を講じる。使用済燃料貯蔵施設の設計において考

慮する自然現象については，その特徴を考慮し，必要に応じて異種の自然現象の組合せによる重畳を考慮する。

重畳を考慮する自然現象の組合せについては，使用済燃料貯蔵施設で設計上の考慮を必要とする自然現象（地震

及び津波を除く。）として抽出された風（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響（降下火

砕物）及び森林火災の８事象について，以下の観点から重畳を考慮する必要性を検討する。 

・自然現象に伴う荷重の影響の現れ方（影響の現れ方が異なる組合せ，影響の大きさが一方の自然現象で代表

できる組合せ及び自然現象同士で影響が相殺される組合せについては，重畳を考慮する自然現象の組合せ

から除外される） 

・複数の自然現象が同時に発生する可能性（同時に発生する可能性が合理的に考えられない自然現象の組合せ

及び発生可能性が小さく継続時間も短い自然現象の組合せについては，重畳を考慮する自然現象の組合せ

から除外される） 

検討の結果，使用済燃料貯蔵建屋に対する荷重の観点から，積雪，風（台風）及び火山の影響（降下火砕物）

の組合せによる重畳を考慮することとし，積雪については，敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別地域気象

観測所での観測記録から170cm，函館海洋気象台での観測記録から91cm）を考慮し，170cmの積雪に基づき積雪荷

重を設定する。火山の影響（降下火砕物）については，基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある火山事象と

して設定した層厚30cm，密度1.5g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物の荷重を設定する。風（台風）については，建

築基準法に基づき，34m/sの風速を設定する。 

使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃のうち，リサイクル燃料備蓄センターの敷地又はその周辺において想

定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害

等の使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して，基本的安全機能を損なわない設計とし，人為事象に

よる影響に対して，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置又は供用中における運用上の適切な措

置，その他，対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。 

なお，人為事象のうち，洪水，地滑り，ダムの崩壊及び船舶の衝突については，立地的要因により設計上考慮

する必要はない。 

生物学的事象については，事象の進展が緩慢であること，及び使用済燃料貯蔵施設は，金属キャスクを静的に

貯蔵する施設であり，生物学的事象により電源喪失に至った場合でも基本的安全機能が損なわれるおそれがない

ことから設計上考慮する必要はない。 

有毒ガスについては，立地的要因及び金属キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，保守等の実

施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人員が常駐することはなく，外部火災に伴う有毒ガスの流入時には使用済燃料

貯蔵建屋内の人員は迅速に避難することから，設計上考慮する必要はない。 

電磁的障害については，使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キャスクに収納した状態で静的に貯

蔵する施設であり，電磁干渉や無線電波干渉によって基本的安全機能を損なうおそれはないことから，設計上考

1.7 自然現象等 

1.7.1 外部からの衝撃による損傷の防止 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

慮する必要はない。 

航空機落下については，これまでの事故実績をもとに，民間航空機，自衛隊機及び米軍機が使用済燃料貯蔵施

設へ落下する確率を評価し，その結果は，約5.1×10-8回/施設・年であり，10-7回/施設・年を下回ることを確認

し事業（変更）許可を受けており，設計上考慮する必要はない。 

なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データの変更状況を確認し，防護措置の要否

を判断することについて，保安規定に定め，運用する。 

外部からの衝撃による損傷の防止においては，外部からの衝撃より防護すべき施設（以下「外部事象防護施設」

という。）を明確にし，これらの基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

外部事象防護施設は，基本的安全機能を有する金属キャスク（貯蔵架台含む。以下「1.7 自然現象等」にお

いて同じ。），及び施設が有する機能の基本的安全機能との関係性を考慮し，遮蔽機能及び除熱機能の一部を担

う使用済燃料貯蔵建屋とする。 

外部事象防護施設の防護設計においては，設計上の考慮を必要とする自然現象等の影響により，外部事象防護

施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護施設以外の施設についても考慮する。 

また，設計上の考慮を必要とする自然現象の影響を考慮し，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能の継続的確

認に必要な代替計測の手順について，保安規定に定め，運用する。 

外部事象防護施設は，以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設計す

る。 

（1）自然現象 

a. 竜巻 

外部事象防護施設は，想定される竜巻が発生した場合においても，作用する設計荷重に対してその基本的

安全機能を損なうおそれのない設計とする。また，外部事象防護施設は，過去の竜巻被害状況から想定され

る竜巻に随伴する事象に対して，基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

さらに，外部事象防護施設の基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある飛来物の影響を考慮する。 

外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材について

は飛散防止措置として，車両については固縛又は車両退避の措置を実施すること，並びに，大型の資機材に

ついては固縛又は固定の措置を実施することを保安規定に定め，運用する。 

b. 火山の影響（降下火砕物） 

金属キャスクは使用済燃料貯蔵建屋内に収容されるため，基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある

火山事象として設定した降下火砕物の荷重（層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態））に対し，使用済燃料

貯蔵建屋の構造健全性を維持することにより，外部事象防護施設の基本的安全機能を損なうおそれのない

設計とする。 

また，降下火砕物の除去を実施すること及び降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じないよう，金属

キャスク及び貯蔵建屋の点検を実施すること，並びに，金属キャスクに付着した降下火砕物の分析を実施す

ることを保安規定に定め，運用する。 

さらに，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価すること，並びに，火山モニタリン

グ観測データに有意な変化があった場合の対応についても，保安規定に定め，運用する。 

c. 風（台風） 

外部事象防護施設の風荷重に対する設計は，地方毎に過去の台風の記録及び文献を考慮し，建築基準法に

基づく風速34m/sによる風荷重に対し,構造健全性を維持することにより，基本的安全機能を損なうおそれの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）自然現象 

a. 竜巻 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

b. 火山の影響（降下火砕物） 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 風（台風） 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

ない設計とする。 

d. 低温・凍結 

金属キャスク及び屋外機器で凍結のおそれのあるものに対しては，敷地付近で観測された最低気温の観測

値（むつ特別地域気象観測所での観測記録から－22.4℃，函館海洋気象台での観測記録から－19.4℃）を考

慮した低温・凍結に対して，基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

屋外機器で凍結のおそれのあるものについては，使用時以外は乾燥保管の運用とする，または地下に設置

することにより機能を損なわない設計とする。 

e. 降水 

外部事象防護施設は，敷地付近で観測された日最大降水量（むつ特別地域気象観測所での観測記録から

162.5mm，函館海洋気象台での観測記録から176㎜）及び１時間降水量の最大値（むつ特別地域気象観測所で

の観測記録から51.5mm，函館海洋気象台での観測記録から63.2mm）を考慮した降水に対して，貯蔵建屋内へ

の降水の浸入防止を考慮した設計により，降水に起因する金属キャスク表面への結露の付着を防止する。ま

た，万が一，建屋内に降水が浸入した場合でも基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

f. 積雪 

外部事象防護施設の積雪に対する設計においては，敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別地域気象観

測所での観測記録から170cm，函館海洋気象台での観測記録から91cm）から，170cmの積雪を考慮した積雪荷

重を設定し，使用済燃料貯蔵建屋は，積雪荷重に対して，構造健全性を維持することにより基本的安全機能

を損なうおそれのない設計とする。 

また，積雪に対しては，あらかじめ手順を定め，除雪を行うことを保安規定に定め，運用する。 

g. 落雷 

使用済燃料貯蔵建屋は，落雷による雷撃に対し，建築基準法に基づき建屋屋上に棟上導体を設置する設計

とする。 

 

 

（2）人為事象 

a. 外部火災 

外部事象防護施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災が発生した場合においても基本的安

全機能を損なうおそれのない設計とする。 

自然現象として想定される森林火災に対しては，延焼防止を目的として，敷地内に防火帯を設ける設計と

する。 

森林火災による熱影響については，火炎輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より外部事象防護施設の基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

火災源については，敷地内の火災源及び敷地外の火災源を考慮する。また，火災による二次的影響（ばい

煙）を考慮するとともに，有毒ガスによる影響を考慮する。 

また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要

最小限とすること，及び外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，自衛消防隊が動力消防ポンプを用いて

貯蔵建屋の外壁及び防火帯内設置設備に事前放水することとし，その手順の整備を，保安規定に定め，運用

する。 

 

d. 低温・凍結 

（変更なし） 

 

 

 

 

e. 降水 

（変更なし） 

 

 

 

 

f. 積雪 

（変更なし） 

 

 

 

 

g. 落雷 

使用済燃料貯蔵建屋は，落雷による雷撃に対し，建築基準法に基づき建屋屋上に棟上導体を設置する設計

とする。避雷対策を施すことから，使用済燃料貯蔵建屋及び同建屋内に貯蔵する金属キャスクは，落雷によ

り基本的安全機能を損なうおそれはない。 

 

 

（2）人為事象 

a. 外部火災 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.7.1.1 竜巻による損傷の防止 

外部事象防護施設は竜巻防護に係る設計時に，事業（変更）許可を受けた最大風速 100m/s の竜巻（以下「設

計竜巻」という。）が発生した場合について竜巻より防護すべき施設に作用する荷重を設定し，外部事象防護

施設が基本的安全機能を損なわないよう，施設の設置状況等を考慮して影響評価を実施し，外部事象防護施設

が基本的安全機能を損なうおそれがある場合は，影響に応じた防護措置その他の適切な措置を講じる設計とす

る。 

(1) 影響評価における荷重の設定 

構造強度評価においては，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設

計竜巻荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組み合わせた設計荷重を設定する。 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては，設計竜巻 100m/s の特性値（移動速度 15m/s，最大接線

風速 85m/s，最大接線風速半径 30m，最大気圧低下量 89hPa，最大気圧低下率 45hPa/s）に基づいて設定する。 

飛来物の衝撃荷重としては，事業（変更）許可を受けた設計飛来物であるワゴン車（長さ 5.4m×幅 1.9m×

高さ 2.3m，質量 1,970kg，飛来時の水平速度 53m/s，飛来時の鉛直速度 27m/s）及び鋼製材（長さ 4.2m×幅

0.3m×奥行き 0.2m，質量 135kg，飛来時の水平速度 51m/s，飛来時の鉛直速度 34m/s）よりも運動エネルギ

又は貫通力が大きな資機材等の設置状況，寸法，質量及び形状から影響の有無を判断する。 

固縛，固定又は退避を実施することにより飛来物とならない措置を講じることから，設計飛来物が衝突す

る場合の荷重を設定することを基本とする。 
なお，外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材に

ついては飛散防止措置として，車両については固縛又は車両退避の措置を実施すること，並びに，大型の資

機材については固縛又は固定の措置を実施することを保安規定に定め，運用する。 
 

(2) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

外部事象防護施設のうち金属キャスクに対しては，竜巻飛来物が使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」

という。）の開口部を通過して衝突する可能性は極めて低く，また，設計飛来物の衝突を仮定しても基本的

安全機能への影響は小さいため，竜巻による直接的な影響を考慮する必要はない。 

外部事象防護施設のうち貯蔵建屋は，金属キャスクを内包する外殻の施設として，基準竜巻，設計竜巻及

び設計荷重を適切に設定し，設計荷重に対して構造強度評価を実施し，要求される機能を維持する設計とす

ることを基本とする。 

貯蔵建屋は，金属キャスクを内包する外殻の施設として，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝

突に対し，竜巻通過時及び竜巻通過後においても，設計飛来物が金属キャスクに衝突することを防止し，設

計飛来物が貯蔵建屋に衝突したとしても，貫通，裏面剝離の発生により，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.1 竜巻による損傷の防止 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

(3) 竜巻随伴事象に対する設計 

外部事象防護施設は，竜巻随伴事象により基本的安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻随伴事象として以下の事象を想定する。 

a. 火災 

竜巻随伴による火災に対しては，「外部火災による損傷の防止」における想定に包絡される設計とする。 

b. 溢水 

外部事象防護施設は，自然換気により使用済燃料集合体の崩壊熱を除去する設計であり，崩壊熱除去に

水を使用しないこと及び貯蔵建屋近辺に大規模な溢水源がないことから，竜巻により，外部事象防護施設

の基本的安全機能に影響を及ぼすような溢水は発生しない。 

c. 外部電源喪失 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キャスクに収納した状態で静的に貯蔵する施設である

ことから，竜巻により外部電源系統からの電気の供給が停止しても，外部事象防護施設の基本的安全機能

に直接影響を及ぼすおそれはない。 

 

(3) 竜巻随伴事象に対する設計 

（変更なし） 

 

a. 火災 

（変更なし） 

b. 溢水 

（変更なし） 

 

 

c. 外部電源喪失 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.7.1.2 火山による損傷の防止 

外部事象防護施設は，使用済燃料貯蔵施設の運用期間中において基本的安全機能に影響を及ぼし得る火山事

象として事業（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，

外部事象防護施設が基本的安全機能を損なうおそれがない設計とする。 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価すること，並びに，火山モニタリング観

測データに有意な変化があった場合の対応について，保安規定に定め，運用する。 

 

(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は，事業（変更）許可を受けた，層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態）と設定す

る。 

 

(2) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する外部事象防護施設である使用済燃料貯蔵建屋及び金属キャスクは，降下火砕

物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，防護措置を講ずることにより，基本的安全機能を損

なうおそれがない設計とする。 

a. 直接的影響に対する設計方針 

（a）荷重 

貯蔵建屋の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して，構造健全性を維持することにより基本的

安全機能を損なわない設計とする。なお，建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火

砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物の荷重を短期に生じる荷重とし，建築基準法による短

期許容応力度を許容限界とする。 

評価に当たっては，以下の荷重の組合せ及び建築基準法との関係性を考慮する。 

ⅰ．貯蔵建屋に常時作用する荷重 

貯蔵建屋に作用する荷重として自重及び積載荷重の常時作用する荷重を考慮する。 

ⅱ．その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外の自然現象は，荷重の影響において風(台風）及び積

雪であり，降下火砕物との荷重と重畳させる。 

なお，降下火砕物の除去を実施することを保安規定に定め，運用する。 
（b）粒子の衝突 

降下火砕物は微小な鉱物結晶であり，その衝突による貯蔵建屋への影響については，「竜巻による損

傷の防止」で設定している設計飛来物の影響に包絡されることから，粒子の衝突の影響を考慮する必要

はない。 

（c）閉塞 

貯蔵建屋の給気口及び排気口は，降下火砕物の粒径より十分に大きな格子とするとともに，貯蔵区域

の給気口及び排気口は降下火砕物の堆積厚さを考慮した十分に高い位置に設けることにより，降下火砕

物により閉塞しない設計とする。 

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵建屋へ侵入しにくい構造とする。 

 

1.7.1.2 火山による損傷の防止 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

（変更なし） 

 

 

(2) 降下火砕物に対する防護対策 

（変更なし） 

 

 

a. 直接的影響に対する設計方針 

（a）荷重 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）粒子の衝突 

（変更なし） 

 

 

（c）閉塞 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

（d）摩耗 

外部事象防護施設には動的機器はないことから，摩耗の影響を考慮する必要はない。 

（e）腐食 

降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じることはないが，金属キャスク外表面に塗装等の対策を施

し，短期での腐食により基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵建屋へ侵入しにくい構造とする。 

なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じないよう，金属キャスク及び貯蔵建屋の点検及び

金属キャスクに付着した降下火砕物の分析の実施を保安規定に定め，運用する。 

（f）大気汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のために，監視盤室に監視員が常駐する必要がないことか

ら，大気汚染の影響を考慮する必要はない。 

（g）水質汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のために，水を用いないことから，水質汚染の影響を考慮

する必要はない。 

（h）絶縁低下 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のために，必要な電気系機器及び計測制御系機器がないこ

とから，絶縁低下の影響を考慮する必要はない。 

b. 間接的影響に対する設計方針 

（a）外部電源喪失 

外部事象防護施設は，金属キャスクを静的に保管する施設であり，送電網の損傷により外部電源が喪

失した場合においても基本的安全機能を損なうことはないことから，外部電源喪失の影響は考慮する必

要はない。 

（b）交通の途絶 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のために，外部からの支援を必要とする機器はないことか

ら，交通の途絶の影響は考慮する必要はない。 
 

（d）摩耗 

（変更なし） 

（e）腐食 

（変更なし） 

 

 

 

 

（f）大気汚染 

（変更なし） 

 

（g）水質汚染 

（変更なし） 

 

（h）絶縁低下 

（変更なし） 

 

b. 間接的影響に対する設計方針 

（a）外部電源喪失 

（変更なし） 

 

 

（b）交通の途絶 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.7.1.3 外部火災による損傷の防止 

想定される外部火災において，火災・爆発源を使用済燃料貯蔵施設敷地内及び敷地外に設定し，外部からの衝撃よ

り防護すべき施設（以下「外部事象防護施設」という。）に係る温度や距離を算出し，それらによる影響評価を行い，

最も厳しい火災・爆発が発生した場合においても基本的安全機能を損なわない設計とする。 

外部事象防護施設は，防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋による防護及び熱影響評価によって，基本的安全機能

を損なわない設計とする。 

また，外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，自衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建屋の外壁及び防火

帯内設置設備に事前放水することとし，その手順の整備を保安規定に定め，運用する。 

(1) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

森林火災については，森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた最大火線強度から設定し，事業

（変更）許可を受けた防火帯（22m）を敷地内に設ける設計とする。 

また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小

限とすることを保安規定に定め，運用する。 

(2) 使用済燃料貯蔵施設敷地内の火災源に対する設計方針 

火災源として，森林火災，使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険物貯蔵設備の火災，航空機墜落による火

災，敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定し，火災源

からの外部事象防護施設への熱影響を評価する。 

外部事象防護施設である使用済燃料貯蔵建屋の評価条件を以下のように設定し，評価する。評価結果より火災

源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，使用済燃料貯蔵建屋の外壁表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計，又は使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を算

出し，その温度が許容温度を満足する設計とする。 

また，外部事象防護施設である金属キャスクについては，火災の影響を評価し，金属キャスクの許容温度を満

足する設計とする。 

・森林火災については，使用済燃料貯蔵施設周辺の植生を確認し，作成した植生データ等をもとに求めた，事

業変更許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大反応強度から算出される火炎輻射強度（358kW/m2）

による危険距離及び使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険物貯蔵設備の火災については，貯蔵量等を勘案して火災源ごとに

使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め評価する。なお，敷地南東側の高台に設置する軽油貯蔵タンク

は，地下に埋設するため火災評価の対象外とする。 

・航空機墜落による火災については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平

成21・06・25 原院第1号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が10-7（回／炉・

年）となる面積及び離隔距離を算出し，使用済燃料貯蔵建屋への影響が最も厳しくなる地点で火災が起こる

ことを想定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。 

・敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落による火災の重畳については，各々の火災の評価条件により算

出した輻射強度，燃焼継続時間等により，使用済燃料貯蔵建屋外壁の受熱面に対し，最も厳しい条件となる

火災源を選定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。なお，森林火災と近隣の産業施設の火

災の重畳については使用済燃料貯蔵施設から見た森林火災の発火点の位置と近隣の産業施設の立地点の方

位が異なり，離隔距離も大きく異なるため，同時に火災が発生しても影響が重畳することは考え難いため，

1.7.1.3 外部火災による損傷の防止 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

(1) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

（変更なし） 

 

 

 

(2) 使用済燃料貯蔵施設敷地内の火災源に対する設計方針 

火災源として，森林火災，使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険物貯蔵設備の火災，航空機墜落による火

災，敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定し，火災源

からの外部事象防護施設への熱影響を評価する。 

外部事象防護施設である使用済燃料貯蔵建屋の評価条件を以下のように設定し，評価する。評価結果より火災

源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，使用済燃料貯蔵建屋の外壁表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計，又は使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を算

出し，その温度が許容温度を満足する設計とする。 

また，外部事象防護施設である金属キャスクについては，火災の影響を評価し，金属キャスクの許容温度を満

足する設計とする。 

・森林火災については，使用済燃料貯蔵施設周辺の植生を確認し，作成した植生データ等をもとに求めた，事

業変更許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大反応強度から算出される火炎輻射強度（358kW/m2）

による危険距離及び使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険物貯蔵設備の火災については，貯蔵量等を勘案して火災源ごとに

使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め評価する。なお，敷地南東側の高台に設置する軽油貯蔵タンク

は，地下に埋設するため火災評価の対象外とする。 

・航空機墜落による火災については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平

成21・06・25 原院第1号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が10-7（回／炉・

年）となる面積及び離隔距離を算出し，使用済燃料貯蔵建屋への影響が最も厳しくなる地点で火災が起こる

ことを想定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。 

・敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落による火災の重畳については，各々の火災の評価条件により算

出した輻射強度，燃焼継続時間等により，使用済燃料貯蔵建屋外壁の受熱面に対し，最も厳しい条件となる

火災源を選定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。なお，森林火災と近隣の産業施設の火

災の重畳については使用済燃料貯蔵施設から見た森林火災の発火点の位置と近隣の産業施設の立地点の方

位が異なり，離隔距離も大きく異なるため，同時に火災が発生しても影響が重畳することは考え難いため，
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変更前 変更後 

重畳による影響はない。 

 

 

 

 

(3) 近隣の産業施設の火災・爆発源に対する設計方針 

近隣の産業施設である使用済燃料貯蔵施設敷地外の危険物貯蔵施設の火災・爆発源に対して，危険距離，危険

限界距離を算出し，その危険距離，危険限界距離を上回る離隔距離を確保することで，外部事象防護施設の基本

的安全機能を損なわない設計とする。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外10km以内の範囲において，火災・爆発により使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす

ような石油コンビナート施設は存在しないため，火災・爆発による外部事象防護施設への影響については考

慮しない。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外半径10km以内の危険物貯蔵施設の火災については，火災源ごとに使用済燃料貯蔵

建屋外壁の表面温度が許容温度となる危険距離を求め評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外南北 10km，東西 10 ㎞の範囲の高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を求め評価する。 

(4) 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計方針 

外部火災による二次的影響（ばい煙・有毒ガス）については，使用済燃料貯蔵建屋には除熱のための空気を通

風させる給気口及び排気口を設置するため，それらの開口部から火災により生じたばい煙，有毒ガスがそのまま

建屋内に流入することが考えられる。ばい煙の粒子径は一般的にはマイクロメートル（μm）のオーダーである

ため，外部からのばい煙等の付着により給気口及び排気口が閉塞される可能性は極めて低い。また，使用済燃料

貯蔵建屋の給気口及び排気口の設置位置を考慮しても，過去の気象観測記録による最大積雪量及び降下火砕物

最大堆積層厚と比較して十分高い位置にあり，ばい煙等を含む異物の堆積による給気口及び排気口の閉塞はな

いことからばい煙による使用済燃料貯蔵建屋への影響はない。 

使用済燃料貯蔵建屋の構造上ばい煙が使用済燃料貯蔵建屋内に長時間滞留することはないため，ばい煙の熱

による影響については考慮する必要はない。また，外部火災により発生すると考えられる有毒ガスについては，

金属キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，保守及び巡視の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋

に人が常駐することはなく，火災に伴う有毒ガスの流入時には使用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅速に避難する

ことから，有毒ガスに対する使用済燃料貯蔵建屋の居住性を考慮する必要はない。 

重畳による影響はない。 

・外部火災により発生した熱気流の侵入による金属キャスクへの影響については，各々の火災において影響が

最も厳しい条件となる火災源を選定し，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度上昇量を算出し，金属キャスク

への影響を評価する。また，火災の影響により金属キャスクが断熱状態になることを仮定し，各々の火災に

おいて最も燃焼継続時間が長くなる火災源を選定し，金属キャスクの温度上昇量を求め評価する。 

(3) 近隣の産業施設の火災・爆発源に対する設計方針 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計方針 

（変更なし） 
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Ⅰ 1 

 

変更前 変更後 

1.8 火災等による損傷の防止 

1.8.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安全機能を損なうことのないよう，火災及び爆発の

発生防止，火災及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び爆発の影響軽減について適切に組み合わせ

た火災防護対策を講ずる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上では，金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属

製の不燃性材料でありそれ自体が火災発生源となることはないが，周囲で発生した火災の熱的な影響によ

り金属キャスクの基本的安全機能を損なうことのないよう，金属キャスク周囲における火災防護対策を講

ずる。使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）については，基本的安全機能のうち貯蔵建屋が担

っている遮蔽及び除熱の機能が火災により損なわれないよう，耐火能力を有するコンクリート壁，防火扉

及び防火シャッタで構成する。また，金属キャスクを取り扱う設備である受入れ区域天井クレーン及び搬

送台車については，金属キャスク取扱い中の火災による金属キャスクの落下，転倒及び重量物の落下によ

る波及的影響を防止する設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損なうような爆発を発生させる機器・設備は存在し

ない。 

 

1.8.2 火災の発生防止 

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とするとともに，ケー

ブルについても金属キャスクへの影響に応じて難燃ケーブル等を使用する設計とする。 

ａ．主要な施設及び構造材に対する不燃性材料の使用 

(a) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設は，以下の通り不燃性材料を使用する設計とする。 

ⅰ．金属キャスク及び貯蔵架台は，主要材料が金属製の不燃性材料とする。 

ⅱ．受入れ区域天井クレーンのつり具，ブレーキ，ワイヤロープは金属製とする。 

ⅲ．搬送台車のドライブユニットは，鋼板製のカバーで囲んだ構造とする。 

ⅳ．貯蔵建屋は，不燃性材料を構造材とする鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及

び鉄骨造）とする。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設以外の施設についても，実用上可能な限り不燃性材

料を使用する設計とする。 

ⅰ．受入設備（仮置架台，たて起こし架台，検査架台）は金属製である。なお，たて起こし架台及

びその周辺に敷設する衝撃吸収材は木材をステンレス板で覆い，着火しない構造とする。 

ⅱ．配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物のうち主要な構造

材は，金属製の不燃性材料を使用する。 

ⅲ．火災時に着火するおそれのある材料を貯蔵建屋に設置する場合は，耐火被覆により着火しない

構造とする。 

ｂ．難燃ケーブル及び難燃性ケーブルの使用 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性について UL 垂直燃焼試験の試験規格に適合

するとともに，延焼性について IEEE383，IEEE1202 の試験規格に適合した難燃ケーブル，又はそれら

1.8 火災等による損傷の防止 

1.8.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

   （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 火災の発生防止 

   （変更なし） 
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変更前 変更後 

の試験規格に基づく実証試験に合格した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合品と同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計とす

るか，又は金属製の盤，電線管に収納する設計とする。 

ｃ．換気空調設備のフィルタ 

貯蔵建屋のうち，金属キャスクを貯蔵する貯蔵区域及び金属キャスクを仮置きする受入れ区域は除

熱のための空気の通風を自然換気により行い，換気空調設備のフィルタは使用しない。 

ｄ．保温材に対する不燃性材料の使用 

保温材は，空気圧縮機配管の火傷防止保温や冷却水ポンプ保温等，配管，ポンプ等の火傷防止，防

露，凍結防止に使用することを目的としており，不燃性材料を使用する設計とする。 

ｅ．貯蔵建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

貯蔵建屋のうち，貯蔵区域の壁の一部（床面から 1.6ｍの範囲），受入れ区域の床及び壁の一部（床

面から 1.6ｍの範囲）は，不燃性のエポキシ樹脂系塗料にて塗装する設計とする。 

(2) 火災の発生防止 

発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を講じ，電気系統には遮断器を設け過電流による電気火

災防止対策（過熱及び損傷の防止対策）を講ずる設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設においては，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがなく，着火

源となる火花を発生する設備や高温の設備で異常な温度上昇の防止対策を必要とする設備は設置しない。

また，使用済燃料集合体は，金属製の乾式キャスクに収納しており，冷却水が存在しないことから，冷却

水が放射線分解により水素を発生することはない。 

蓄電池の過充電に伴う水素ガス発生防止のために，無停電電源装置，共用無停電電源装置及び直流電源

装置は，整流器過電圧時に整流器を停止する機能を有する設計とする。また，無停電電源装置，共用無停

電電源装置及び直流電源装置を設置する部屋は室内環境維持及び水素が発生した際にその濃度を低減する

ことを目的として換気を行う。 

可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管されている可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに設

定されている耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁が必要な耐火時間を満足するよう持ち込みを制限する。 

また，貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置きしない運用とする。 

ａ．発火性物質及び引火性物質の漏えい防止対策 

貯蔵区域及び受入れ区域に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又はグリスを内包する機器

は，密閉構造の軸受により潤滑油及びグリスの漏えいを防止するか，受け皿を設置して漏えいの拡大

を防止する設計とする。 

軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令に従い，軽油の漏れに対応できるよう，繊維強化プ

ラスチックによるタンクの被覆や漏えいの検知を行う設計とする。また，電源車についても，軽油の

漏れ，あふれ又は飛散による火災を防止できるよう，電源車周囲に軽油の拡散防止対策を施す設計と

する。 

ｂ．電気系統の過電流による電気火災防止対策 

電気系統は，「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき，過電流継電器と遮断器の組合

せにより故障機器系統の早期遮断を行い，過負荷や短絡に起因する過熱，焼損による電気火災を防止

する設計とする。 
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変更前 変更後 

(3) 落雷による火災発生の防止 

貯蔵建屋は地上高さ 20ｍを超える設計であり，落雷による火災発生を防止するため，建築基準法に基づ

き JIS A 4201「建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備を設置する設計とする。 

 

1.8.3 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うため，火災感知設備及び消火設備を設置する設計

とする。これらの設備は，その故障，損壊又は異常な作動により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に

支障を及ぼすおそれがないものとする。 

(1) 火災感知設備 

貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に，「消防法」に基づき，火災区域内を網羅するように火災感知器

を設置するとともに，火災警報を警報設備である火災受信機において表示，吹鳴する設計とする。 

ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知器は，早期に火災を感知できるよう，各室における取付け面高さ，温度及び霧が発生する

環境条件，予想される火災の性質（炎が生じる前に発煙する，火災が発生すると温度が上昇する，及

び煙は霧や靄の影響を受けると感知が困難である）を考慮して型式を選定する。 

外部から流入した霧及び靄が滞留して感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所に設置する火

災感知器は，機能に支障のないように熱感知器（差動式スポット型感知器）を選定する。その他の場

所に設置する火災感知器は，火災時に炎が生じる前の広範囲の発煙段階から感知できる煙感知器を選

定する。そのうち，天井が高く広い区域に設置する火災感知器は，その区域を監視できる煙感知器

（光電式分離型感知器）を選定し，その他の場所に設置する火災感知器は，煙感知器（光電式スポッ

ト型感知器）を選定する。 

ｂ．火災受信機 

貯蔵建屋の火災警報は，出入管理建屋の火災受信機及び監視盤室の表示機（副受信機）において表

示，吹鳴する設計とする。 

また，事務建屋の火災受信機においても表示，吹鳴する設計とする。 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源が喪失しても有効な蓄電池（60 分間監視後に 10 分以上吹鳴）を有して

いる。また，上記に加え，受変電施設に設置している共用無停電電源装置から給電される設計とす

る。 

 (2) 消火設備 

貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域は，除熱のための空気を通風させる給気口及び排気口が設置されて

おり煙が充満しないこと及び放射線の影響により消火活動が困難となることはないことから固定式消火設

備は設置しないが，貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災に対して，消火活動を早期に行うことを目

的に，「消防法」に基づき適切に消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽を設置する。 

使用済燃料貯蔵施設における火災発生時には，自衛消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火災発生

時の消火活動に関する教育及び自衛消防隊による総合的な訓練を定期的に実施する。 

(3) 自然現象の考慮 

ａ．凍結防止対策 

動力消防ポンプの水源となる防火水槽は，冬季の凍結を考慮して地下に設置する設計とする。 

 

 

 

 

1.8.3 火災の感知及び消火 

   （変更なし） 
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変更前 変更後 

ｂ．風水害対策 

貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災の性質に応じて配置する消火器及び動力消防ポンプは，

風雨時の屋外でも使用可能な設計とする。 

 

1.8.4 火災の影響軽減 

火災の影響軽減措置（火災に対する防護措置）として，貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯区域

で構成し，貯蔵区域はさらに６分割した区画を設定する。これらの区域及び区画は，３時間耐火能力を有

するコンクリート壁，並びに１時間耐火能力を有する防火扉及び防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特

定防火設備）で分離する。 

更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火シャッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填し

た遮蔽扉を併設する。 

これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の区域や区画に波及しない設計とする。なお，ケー

ブルトレイ，電線管及び空気配管が，区域及び区画の床若しくは壁を貫通する場合においては，ケーブル

トレイ，電線管及び空気配管と，区域及び区画の床若しくは壁との隙間をモルタルその他の不燃性材料で

埋める設計とする。 

また，軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令に従い，火災による被害の拡大を防止するために

鉄筋コンクリート造の塀を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4 火災の影響軽減 

   （変更なし） 
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変更前 変更後 
1.9 安全機能を有する施設 

 (1) 安全機能を有する施設は，第1.9.1表のとおり分類し施設設計を行う。安全機能を有する施設のうち，基本

的安全機能を確保する上で必要な施設は，金属キャスク，貯蔵架台，使用済燃料貯蔵建屋，受入れ区域天井ク

レーン及び搬送台車をいう。 

(2) 安全機能を有する施設は，本使用済燃料貯蔵施設以外の原子力施設との間で共用しない設計とする。また，

安全機能を有する施設は本使用済燃料貯蔵施設内で共用しない設計とする。 

 (3)  安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，工事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切な規

格及び基準によるものとする。また，十分な使用実績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。  

(4) 安全機能を有する施設は，設計貯蔵期間を通じて，基本的安全機能及び安全機能を確認するための検査又は

試験及び同機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とする。また，金属キャスクを本施設外へ

搬出するために必要な確認ができる設計とする。 

(5) 金属キャスク取扱設備は，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車であり，動作中に金属キャスクの基本的安

全機能を損なうことがないよう必要な検査及び修理等ができる設計とする。 

(6) 一般産業用工業品の更新や交換等は，本申請書で記載している仕様又は性能を満足していることを評価のう

え使用を開始し，定期事業者検査等で性能を維持していることを確認する。一般産業用工業品は保安規定に基

づくマニュアル類に従い，施設管理計画に反映し，設備の維持管理を行う。 

 (7) 通信連絡設備，安全避難通路（誘導灯）及び一般消耗品等の一般産業用工業品については，適切な時期に交

換を行うことで設備の維持管理を行う。 

  (8) 消防法に定める機器等（感知器，火災受信機等）は，消防法に基づき消防法に合致したものと交換し所轄消

防へ必要な届出を実施する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 安全機能を有する施設 

 （変更なし） 
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変更前 変更後 

 

                                              前回申請 

 

第1.9.1表 安全機能を有する施設 

   （変更なし） 

 

 

 

第1.9.1表 安全機能を有する施設 

設備・機器名称 臨界防止 遮蔽 閉じ込め 除熱 火災 
外部衝撃 

（注１） 

耐震 

（注２） 

その他 

（注３） 

使用済燃料貯

蔵設備本体 

金属キャスク 〇 〇 〇 〇 〇 〇 Ｓ 〇 

貯蔵架台 ― ― ― ― 〇 〇 Ｓ 〇 

使用済燃料の

受入施設 

受入れ区域天井クレーン ― ― ― ― 〇 〇 Ｂ 〇 

搬送台車 ― ― ― ― 〇 〇 Ｂ 〇 

圧縮空気供給設備 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

仮置架台 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

たて起こし架台 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

検査架台 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

計測制御系統

施設 

蓋間圧力監視装置 

― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 表面温度監視装置 

給排気温度監視装置 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

廃棄物貯蔵室 ― ― 〇 ― 〇 〇 Ｃ 〇 

固体廃棄物の廃棄施設 

放射線管理施

設 

屋内管理用設備 

放射線管理関係設備 

― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 放射線監視設備 

屋外管理用設備 

その他使用済

燃料貯蔵設備

の附属施設 

使用済燃料貯蔵建屋 ― 〇 ― 〇 〇 〇 Ｂ 〇 

電気設備 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

通信連絡設備 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

消防用設備 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

人の不法な侵入等防止設備 ― ― ― ― 〇 〇 Ｃ 〇 

〇：対象設備，―：対象外 

（注１）金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋で基本的安全機能を確保する。     （注２）耐震設計上の重要度分類 

（注３）各設備・機器において，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の第12条以降に該当するもの 
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変更前 変更後 

1.10 材料及び構造 

金属キャスク及び貯蔵架台の設計，材料の選定，製作，工事及び検査は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準

に関する規則の解釈」（令和 2 年 2 月 5 日制定 原規規発第 2002054 号-3），（社）日本機械学会「使用済燃料貯

蔵施設規格 金属キャスク構造規格 JSME S FA1-2007」及び（社）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版含む。）」によるものとする。 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所

外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における温度，放射線等の環境及びその環境下で

の腐食，クリープ，応力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必要とされる

強度，性能を維持し，必要な安全機能を失うことのない設計とする。 

金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バスケット及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，応力腐食割

れ等を防止するために，使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計とす

る。また，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆措置を講ずる。 

 

1.10.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

ａ． 金属キャスク及び貯蔵架台が，その使用される圧力，温度，水質，放射線，荷重その他の使用条件

に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性

を含む。）を有する設計とする。 

(2) 破壊じん性 

ａ．密封容器に使用する材料は，当該密封容器が使用される圧力，温度，放射線，荷重その他の使用条件

に対して適切な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認する。 

ｂ．貯蔵架台に使用する材料は，当該貯蔵架台の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを

機械試験その他の評価方法により確認する。 

(3) 非破壊試験 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台に使用する材料は有害な欠陥のないことを非破壊試験により確認する。 

 

1.10.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時において，全体的な変形を弾性域に抑える設計と

する。 

ｂ．密封容器は，破断延性限界に十分な余裕を有し，金属キャスクに要求される機能に影響を及ぼさない

設計とする。また，密封シール部については，変形を弾性域に抑える設計とする。 

ｃ．密封容器は，試験状態において，全体的な塑性変形が生じない設計とする。また，密封シール部につ

いては，変形を弾性域に抑える設計とする。 

(2) 疲労破壊の防止 

ａ．密封容器及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時において，疲労破壊が生じない設計とする。 

(3) 座屈による破壊の防止 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時において，座屈が生じない設計とする。 

1.10 材料及び構造 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1 材料について 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 構造及び強度について 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.10.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）について 

密封容器の主要な耐圧部の溶接部は，次とおりとする。 

(1) 不連続で特異な形状でない設計とする。 

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

欠陥がないことを，非破壊試験により確認する。 

(3) 適切な強度を有する設計とする。 

(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接

士であることをあらかじめ確認した溶接とする。 

 

1.10.4  耐圧試験又は漏えい試験について 

金属キャスクは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがな

い設計とする。 

1.10.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）について 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4  耐圧試験又は漏えい試験について 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

1.11 汚染の拡大防止  
使用済燃料貯蔵建屋のうち，受入れ区域の床，壁の一部（床面から1.6ｍの範囲）及び扉は，汚染の除去が

しやすいよう，エポキシ樹脂系塗料又は合成樹脂調合ペイントにて塗装する設計とする。 

放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室を受入れ区域の独立し

た区画に設け，放射性廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に入れ，保管廃棄可能な設計とする。 
また，漏えいが生じたときの漏えい拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける構造とす

るとともに，床等及び腰壁は，汚染の除去がしやすく，廃水が浸透し難いエポキシ樹脂系塗料にて塗装する

設計とする。 
なお，管理区域内において法令に定める表面密度限度の10分の１を超えるような予期しない汚染を床，壁

等に発生させた場合又は発見した場合については，保安規定に定め，運用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 汚染の拡大防止  
（変更なし） 
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別添Ⅰ 2.1 使用済燃料貯蔵設備本体 
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第 2.1－1表 使用済燃料貯蔵設備本体の主要設備リスト 

付表 主要設備リストの略語の定義 



 

2.1－1 

 

Ⅰ ２ 

(1) 設置の概要 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架台で構成する。 

金属キャスクは，胴，底板，一次蓋，二次蓋及びバスケット等で構成する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための支持構造物である。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する機能を有するとともに，使用済燃料集合

体の事業所外運搬に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾式容器であり，使

用済燃料貯蔵施設に搬入された後も使用済燃料集合体を別の容器に詰め替えることなく

貯蔵を行う。 

なお，本申請においては，金属キャスク（タイプ２）と同一構造であり，多様な種類の

使用済燃料集合体を収納できるＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）を設置する。



 

 

2.1－2 
Ⅰ ２ 

(2) 基本設計方針 

変更前  変更後  

ａ．使用済燃料貯蔵設備本体の構成 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架台で構成する。 

 

ｂ．金属キャスク 

金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，

臨界を防止する設計とする。使用済燃料集合体を貯蔵容量最大に収納した条件下で，金属キャス

クの搬入から搬出までの全工程において，金属キャスクの取扱時に金属キャスクが相互に近接す

ること等技術的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95 以下となるよう設計す

る。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持するとともに金属キャスクの

内部の空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 

金属キャスクは，一次蓋及び二次蓋による多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間

部を正圧に維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空間を金属キャスク外部から隔離

する設計とするとともに閉じ込め機能の修復性を考慮した設計とする。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャスク表面に伝え，周囲空気，使用済燃

料貯蔵建屋に伝達することにより除去する設計とする。 

燃料被覆管の温度は，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を超えない温度，照射硬化の回復現

象により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再配向による燃料被覆

管の機械的特性の低下が生じない温度以下となるように制限する。 

金属キャスク構成部材の温度は，基本的安全機能を維持できる温度以下となるように制限する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十

分に遮蔽する設計とする。 

また，金属キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材の放射線照射，熱による遮蔽性能の低下

を考慮しても，金属キャスク表面及び金属キャスク表面から 1ｍの位置における線量当量率は，そ

れぞれ 2 mSv/h 以下，100μSv/h 以下となるよう設計する。 

金属キャスクは，自重，内圧，熱荷重等を考慮して設計するとともに，貯蔵期間中に操作員の単

一の誤操作により発生すると予想される貯蔵架台への衝突により生じる荷重等を考慮しても，基

本的安全機能を損なわない構造強度を有する設計とする。 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50 年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における温度，放射線等

の環境及びその環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必

要とされる強度，性能を維持し，必要な安全機能を失うことのないように設計する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムとともに封入して貯蔵する設

計とし，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆措置を講ずる。 

 

 

ａ．使用済燃料貯蔵設備本体の構成 

（変更なし） 

 

ｂ．金属キャスク 

 金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，

臨界を防止する設計とする。使用済燃料集合体を貯蔵容量最大に収納した条件下で，金属キャス

クの搬入から搬出までの全工程において，金属キャスクの取扱時に金属キャスクが相互に近接す

ること等技術的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95 以下となるよう設計す

る。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持するとともに金属キャスクの

内部の空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 

金属キャスクは，一次蓋及び二次蓋による多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間

部を正圧に維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空間を金属キャスク外部から隔離

する設計とするとともに閉じ込め機能の修復性を考慮した設計とする。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャスク表面に伝え，周囲空気，使用済燃

料貯蔵建屋に伝達することにより除去する設計とする。 

燃料被覆管の温度は，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を超えない温度，照射硬化の回復現

象により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再配向による燃料被覆

管の機械的特性の低下が生じない温度以下となるように制限する。 

金属キャスク構成部材の温度は，基本的安全機能を維持できる温度以下となるように制限する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十

分に遮蔽する設計とする。 

また，金属キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材の放射線照射，熱による遮蔽性能の低下

を考慮しても，金属キャスク表面及び金属キャスク表面から 1ｍの位置における線量当量率は，そ

れぞれ 2 mSv/h 以下，100μSv/h 以下となるよう設計する。 

金属キャスクは，自重，内圧，熱荷重等を考慮して設計するとともに，貯蔵期間中に操作員の単

一の誤操作により発生すると予想される貯蔵架台への衝突により生じる荷重等を考慮しても，基

本的安全機能を損なわない構造強度を有する設計とする。 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50 年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における温度，放射線等

の環境及びその環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必

要とされる強度，性能を維持し，必要な安全機能を失うことのないように設計する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムとともに封入して貯蔵する設

計とし，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆措置を講ずる。 

異常時や貯蔵後の搬出に備えた対応として，金属キャスクの搬入前に契約先である原子炉設置

者との間で，原子炉等規制法第五十九条に基づく容器の承認の更新及び搬出の際に必要な措置に



 

 

2.1－3 
Ⅰ ２ 

変更前  変更後  

 

 

 

ｃ．貯蔵架台 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定する設計とする。 

貯蔵架台は，その使用される圧力，温度，水質，放射線，荷重その他の使用条件に対して適切な機

械的強度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有す

るものとし,有害な欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

貯蔵架台に使用する材料にあっては，当該貯蔵架台の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を

有する設計とする。 

貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。また，取

扱い時及び貯蔵時において，疲労破壊及び座屈が生じない設計とする。 

 

関する取り決めを行い，貯蔵期間中における原子炉設置者が行う当該措置の履行状況を確認する。

なお，当該措置の履行状況について確認することを保安規定に定め運用する。  

 

ｃ．貯蔵架台 

 （変更なし） 
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２

 

第 2.1－1 表 使用済燃料貯蔵設備本体の主要設備リスト 

施設名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

使
用
済
燃
料
貯
蔵

設
備
本
体 

金属キャスク Ｓ 
基本的 

安全機能 
変更なし 

貯蔵架台 Ｓ 
その他の

安全機能 
変更なし 



 

2.1－5 

 
Ⅰ ２ 

付表 略語の定義（1/2） 

 略  語 定     義 

耐

震

重

要

度

分

類 

Ｓ 耐震重要度分類におけるＳクラス 

Ｂ 耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１及びＢ－２を除く。） 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動

Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持でき

る設計とするもの 

Ｂ－２ 
Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，基本的安全機能を有す

る施設がその安全機能を損なわないように設計するもの 

Ｃ 耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１を除く。） 

Ｃ－１ 
Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，基本的安全機能を有す

る施設がその安全機能を損なわないように設計するもの 

－ 
当該施設において基本的安全機能を有する施設又はその他の安全機

能を有する施設として使用しないもの 



 

2.1－6E 

 
Ⅰ ２ 

付表 略語の定義（2/2） 

 略  語 定     義 

安

全

機

能

の

分

類 

基本的安全機能 

技術基準規則第二条第七項に規定する機能の総称であり，そ

の機能に該当する施設・設備 

イ 臨界防止機能（使用済燃料が臨界に達することを防止す

る機能をいう。） 

ロ 遮蔽機能（公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすことの

ないよう，金属キャスクに封入された使用済燃料又は使用

済燃料によって汚染された物（以下「使用済燃料等」とい

う。）からの放射線を遮蔽する機能をいう。） 

ハ 閉じ込め機能（公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすこと

のないよう，金属キャスクに封入された使用済燃料等を閉じ

込める機能をいう。） 

ニ 除熱機能（使用済燃料の健全性及び金属キャスクを構成す

る部材の健全性を維持するよう，金属キャスクに封入された

使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能をいう。） 

その他の安全機能 

技術基準規則第二条第六項に規定する安全機能であり，使

用済燃料貯蔵施設の安全性を確保するために必要な機能

であり，その機能に該当する施設・設備（基本的安全機能

を除く。） 

－ 上記以外の施設・設備 
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別添Ⅰ 2.2 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 
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  第 2.2－1表 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）の主要設備リスト 



2.2－１ 
 
Ⅰ 2 

(1) 設置の概要 
使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスクの搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャス

クの移送及び取扱いに対して，基本的安全機能を確保できる使用済燃料の受入施設を設

ける。なお，受入施設には，受入設備がありその中に搬送設備である受入れ区域天井クレ

ーン及び搬送台車を有する。 

金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金

属キャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに転倒防止対策を講ずる設計

とする。   



 

2.2－2 
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(2) 基本設計方針 
変更前 変更後 

別添Ⅰ 2.2  

a． 使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスクの搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送及び取扱い

に対して，基本的安全機能を確保できる使用済燃料の受入施設を設け,金属キャスクを安全に取り扱う能力を

有する設計とする。 

使用済燃料の受入施設は，金属キャスクの搬入後及び搬出前の仮置き，金属キャスクの移送及び取扱い並

びに検査等を行う受入れ区域天井クレーン，搬送台車等で構成する。 
 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域に設置し，受入れ区域における金属キャスク

の移送及び取扱いを行う。 

また，搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域との間の金属キャスクの移送を行う。 

b． 金属キャスクの仮置きを行う仮置架台，金属キャスクのたて起こしを行うたて起こし架台，金属キャスク

の検査を行う検査架台を受入れ区域に設置し，空気圧縮機及び空気貯槽等の圧縮空気供給設備は付帯区域に

設置する。 

c． 金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャスク単独及

び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに転倒防止対策を講ずる設計とする。また，緩衝体等の移送及び取

扱いに対して手順を定め，落下防止対策を講ずる設計とする。 

d． 金属キャスクは，取扱時の他の構造物及び機器との衝突事象に対し，基本的安全機能を損なわない構造強

度を有する設計とする。 

e． 受入設備 

(a)  受入れ区域天井クレーン 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域上部に設置し，受入れ区域における金属

キャスクの移送及び取扱いを行い，以下の設計とする。 

イ．受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクの総重量を十分上回る重量に耐えることのできる強度に

設計する。 

ロ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレーキ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二重

化する。 

ハ． 受入れ区域天井クレーンは，動力源である電気の供給が停止した場合に動作するブレーキを設ける。

ニ．受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重及びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上耐 

え得る設計とする。 

ホ．受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクをつった状態で仮置き中の金属キャスク上を通過できな

いように可動範囲を制限するインターロックを設け，金属キャスク相互の衝突を防止する。 

(b)  搬送台車 

搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域の間との金属キャスクの移送及び取扱いを行い，以下の設計とす

る。 

イ．搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停止により動力源である圧縮空気の供給が停止した場合に

は，金属キャスクを着床させ衝突を防止する。 

ロ．搬送台車は障害物との接触を検知する装置を設け，衝突を防止する。また，操作員及び補助員による

緊急停止機構を設ける。 
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a．使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスクの搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送及び取扱い

に対して，基本的安全機能を確保できる使用済燃料の受入施設を設け,金属キャスクを安全に取り扱う能力を

有する設計とする。 

使用済燃料の受入施設は，金属キャスクの搬入後及び搬出前の仮置き，金属キャスクの移送及び取扱い並び

に検査等を行う受入れ区域天井クレーン，搬送台車等の受入設備で構成する。なお，受入設備の中に搬送設備

である受入れ区域天井クレーン及び搬送台車を有する。 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域上部に設置し，受入れ区域における金属キャス

クの移送及び取扱いを行う。 

また，搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域との間の金属キャスクの移送を行う。 

b．（変更なし） 

 

 

c．（変更なし） 

 

 

d．（変更なし） 

 

e．搬送設備及び受入設備 

(a)（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

(c)  圧縮空気供給設備 

圧縮空気供給設備は，空気圧縮機及び空気貯槽等から構成され搬送台車等へ圧縮空気を供給する。空

気貯槽に安全弁を設置し，過圧防止対策を講ずる設計とする。 
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変更前 変更後 

(c)  仮置架台 

仮置架台は，搬入した金属キャスクを検査するまでの間，搬出する金属キャスクをキャスク輸送車両

へ移送及び取扱いをするまでの間及び金属キャスクの点検で一時的に金属キャスクを仮置きするための

架台である。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能を維持するための具体的な設計は，以下のとおり行

う。 

 イ．仮置架台は，地震荷重及び金属キャスク質量の適切な組合せを考慮しても強度上耐えるように設計

する。 

(d)  たて起こし架台 

たて起こし架台は，水平状態の金属キャスクを垂直状態にたて起こすための架台である（金属キャス

クの点検，搬出の場合も同様とする）。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能を維持するための具体的な設計は，以下のとおり行

う。 

 イ．たて起こし架台は，地震荷重及び金属キャスク質量の適切な組合せを考慮しても強度上耐えるよう

に設計する。 

ロ．万一，たて起こし時に金属キャスクが転倒しても，金属キャスクの閉じ込め機能に著しい損傷を与

えないように衝撃吸収材をたて起こし架台及びその周辺に敷設する。 

(e)  検査架台 

検査架台は，金属キャスクの受入検査，施設外へ搬出するために必要な検査，三次蓋の取外し・取付，

計測器の取付・取外し及び金属キャスクの点検が行える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 仮置架台 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

(e)  たて起こし架台 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 検査架台 

（変更なし） 

 

f．冷却水系統 

冷却水系統は，圧縮空気供給設備の空気圧縮機のインタークーラ，アフタークーラ及びオイルクーラの冷却

用に冷却水を供給するために設置する。 

g．運用 

保安規定に，金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定めて運用する。 
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第 2.2－1表 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）の主要設備リスト          (1/2) 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
（
搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備
） 

搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備 

受入れ区域天井クレーン Ｂ 
その他の
安全機能 

変更なし 

搬送台車 Ｂ 
その他の
安全機能 

変更なし 

仮置架台 Ｃ 
その他の

安全機能 
変更なし 

たて起こし架台 Ｃ 
その他の

安全機能 
変更なし 

衝撃吸収材 － 
その他の

安全機能 
変更なし 

検査架台 Ｃ 
その他の

安全機能 
変更なし 

記載なし － － 空気圧縮機 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 空気貯槽 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 安全弁 Ｃ 
その他の
安全機能 
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2
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 (2/2)  
 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設 

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備
） 

搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備 

記載なし － － 空気除湿装置 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 除湿装置前置フィルタ Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 除湿装置後置フィルタ Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 主配管 Ｃ 
その他の
安全機能 

Ⅰ
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2.3－1 Ⅰ 2 

(1) 設置の概要 

使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能のうち，閉じ込め機能及び除熱機能が確保

されていることを監視するために必要な各種データを測定し，表示，記録及び警報を発

報するための計測設備を設ける。 

計測設備は，金属キャスク蓋間圧力を測定するための蓋間圧力検出器，金属キャスク

表面温度を測定するための表面温度検出器，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」と

いう。）の給排気温度を測定するための給排気温度検出器，表示及び警報を発報するため

の表示・警報装置で構成する。 

また，基本的安全機能が確保されていることを監視できなくなった場合に備え，代わ

りに監視を行うための代替計測用計測器を配置する。 

 

  



 

2.3－2 
Ⅰ 2 

(2) 基本設計方針 

変更前 変更後 

ａ．計測設備の構成 

計測設備は，金属キャスクの表面温度，金属キャスクの蓋間圧力及び使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建

屋」という。）の給排気温度を計測できる設計とする。また，金属キャスクの表面温度，金属キャスクの蓋間

圧力及び貯蔵建屋の給排気温度の計測値が警報設定値に達した場合は，速やかに警報を発する設計とする。 

  なお，計測設備は，外部電源喪失時にも無停電電源装置から受電し，監視を継続できる設計とする。 

 

 

 

 

 

ｂ．蓋間圧力検出器 

金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視するために蓋間圧力検出器を設け，金属キャスクの蓋間

圧力を測定する設計とする。蓋間圧力検出器は，点検中及び不具合時においても蓋間圧力を測定できるよう

１基の金属キャスクに対し二系統設ける。 

金属キャスクの蓋間圧力を監視し放射性物質の放出がないことを確認することにより，使用済燃料備蓄セ

ンター及びその周辺監視区域境界付近における放射性物質濃度の監視を不要とする設計とする。 

 

ｃ．表面温度検出器 

使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度が制限される値以下に維持されていることを評価するための必

要なデータを測定するために表面温度検出器を設け，金属キャスクの表面温度を測定する設計とする。 

 

ｄ．給排気温度検出器 

貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温度に異常がないことを監視するため，給排気温度検出器を設け，貯蔵建屋

の給排気温度を測定する設計とする。 

 

ｅ．表示・警報装置 

金属キャスクの蓋間圧力検出器と表面温度検出器，貯蔵建屋の給排気温度検出器，エリアモニタリング設

備，及びモニタリングポストの測定値を，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に表示する設計とする。測

定値が警報設定値に達した場合は，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置にて警報を発報する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．計測設備の構成 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視のため，温度及び圧力の測定を行う計測設備で構成する。 

計測設備は，金属キャスクの一次蓋と二次蓋間の圧力を測定するための蓋間圧力検出器，金属キャスクの

表面温度を測定するための表面温度検出器，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）の給気口と排

気口の温度を測定するための給排気温度検出器及び測定したデータを表示し警報設定値に達した場合に警報

を発報する表示・警報装置で構成する。計測設備は，測定したデータを記録する機能を有する設計とする。 

また，基本的安全機能が確保されていることを監視できなくなった場合に備え，代わりに監視を行うため

の代替計測用計測器を保有する。 

 

 

ｂ．蓋間圧力検出器 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

ｃ．表面温度検出器 

（変更なし） 

 

 

ｄ．給排気温度検出器 

（変更なし） 

 

 

ｅ．表示・警報装置 

（変更なし） 

 

 

 

ｆ．代替計測用計測器 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が確保されていることを監視できなくなった場合に備え，代わりに

監視を行うために必要な代替計測用計測器を保有する。監視ができなくなった場合には，代替計測用計測器

の準備が整い次第，監視を行う。 

 

 

 

 



 

2.3－3 
Ⅰ 2 

変更前 変更後 

ｇ．火災・爆発防止対策 

 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性について UL垂直燃焼試験の試験規格に適合するとと

もに，延焼性について IEEE383，IEEE1202 の試験規格に適合した難燃ケーブル，又はそれらの試験規格に基

づく実証試験に合格した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005傾斜試験適合品と同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，

又は金属製の盤，電線管に収納する設計とする。 

 

ｇ．火災・爆発防止対策 

火災・爆発の防止対策は，「別添Ⅰ 1.8 火災等による損傷の防止」に従う。 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性について UL垂直燃焼試験の試験規格に適合するとと

もに，延焼性について IEEE383，IEEE1202 の試験規格に適合した難燃ケーブル，又はそれらの試験規格に基

づく実証試験に合格した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005傾斜試験適合品と同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，

又は金属製の盤，電線管に収納する設計とする。 

 

 

 



 

 

第 2.3－1 表 計測制御系統施設の主要設備リスト 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

計
測
制
御
系
統
施
設 

計
測
設
備 

蓋間圧力検出器 Ｃ 
その他の
安全機能 

変更なし 

表面温度検出器 Ｃ 
その他の

安全機能 
変更なし 

給排気温度検出器 Ｃ 
その他の

安全機能 
変更なし 

記載なし － － 
圧力検出器（蓋間圧力の代替計測

用） 
Ｃ 

その他の
安全機能 

記載なし － － 
非接触式可搬型温度計（表面温度

の代替計測用） 
Ｃ 

その他の
安全機能 

記載なし － － 
温度検出器（給排気温度の代替計

測用） 
Ｃ 

その他の
安全機能 
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別添Ⅰ 2.4 放射性廃棄物の廃棄施設 
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       第 2.4－1表 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト 



 

2.4－1 

 

Ⅰ 1.2 

(1) 設置の概要 

 使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄物はないことから，放射性廃

棄物を処理する能力を有する廃棄施設はない。ただし，搬入した金属キャスク等の表

面に法令に定める管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合は，除染に

使用した水，除染液，ウエス，ゴム手袋等が放射性廃棄物として発生する。廃棄物貯

蔵室は，これらの使用済燃料貯蔵施設内で発生した液体廃棄物及び固体廃棄物を保管

廃棄するための施設である。 

廃棄物貯蔵室は，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域内に設けられ，管理区域内で発生

する放射性の液体廃棄物及び固体廃棄物をドラム缶に入れて保管廃棄する。 

 なお，廃棄物貯蔵室は，200ℓドラム缶 100本相当を保管廃棄する能力を有する。 

 

 



 

2.4－2 

 

Ⅰ 1.2 

(2) 基本設計方針 

変更前 変更後 

a. 放射性廃棄物の廃棄施設の構成 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄物はないことから，放射性廃棄物を処理する能力

を有する廃棄施設はなく，放射性廃棄物を保管廃棄する廃棄施設を設置する。 

 

b. 放射性廃棄物の廃棄方法 

搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合

は，除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の固体廃棄物はドラム缶に入れた後，廃棄物貯蔵室に

保管廃棄する。 

 

c. 廃棄物貯蔵室の構造 

(ａ) 廃棄物貯蔵室は，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立

した区画内に設け，出入口にはせきを設ける構造とするとともに，床及び腰壁は，廃水が浸透し難い

材料で仕上げる。また，せきや床面を巡視点検時に確認することにより，廃棄物からの漏えいを発見

できる構造とする。 

(ｂ) 廃棄物貯蔵室の汚染されるおそれがあり，かつ，人が触れるおそれがある床及び壁の表面は，汚染

を除去しやすい材料で仕上げる設計とする。 

 

ｄ．廃棄物貯蔵室の貯蔵容量 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃棄物はないが，万一，受入れた金属キャスクに汚染

があった場合，必要な汚染防止対策を講ずるためそれ以降の廃棄物の発生量の低減を図る。これにより廃

棄物貯蔵室の保管廃棄する能力，貯蔵容量は 200ℓ ドラム缶 100 本相当で十分である。 

 

ｅ．廃棄物貯蔵室の放射線監視及び漏えい検知  

(ａ) 廃棄物貯蔵室は，放射線監視設備及び漏えい検知装置を設ける設計とする。また，放射線監視設備

の計測値が警報設定値に達した場合及び漏えい検知装置が漏えいを検知した場合は，速やかに警報を

発する設計とする。 

 なお，放射線監視設備は，外部電源喪失時にも無停電電源装置から受電し，監視を継続できる設計

とする。  

(ｂ) 廃棄物貯蔵室は，放射線しゃへい物の側壁における線量当量率を計測できる設計とする。また，管

理区域における外部放射線に係る線量当量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染

された物の表面の放射性物質の密度を測定するための機器を設ける。 

 

 

 

 

a. 放射性廃棄物の廃棄施設の構成 

   （変更なし） 

 

 

b. 放射性廃棄物の廃棄方法 

   （変更なし） 

 

 

 

c. 廃棄物貯蔵室の構造 

   （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

ｄ．廃棄物貯蔵室の貯蔵容量 

（変更なし） 

 

 

 

   －＊１，＊２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．仮想的大規模津波への対応  

仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているドラム

缶が廃棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するためドラム缶を固縛する漂流防止対策を講ず

る。漂流防止対策として，水面に浮上するドラム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆う構造とする。 

 

＊１：平常時に放射性液体廃棄物の発生はなく，保管廃棄する廃棄物貯蔵室において著しい漏えいの発生はないため漏えい検知装置は不要。 

＊２：放射線監視設備については，放射線管理施設に記載する。 



 

 

第 2.4－1 表 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

放
射
性
廃
棄
物
の

廃
棄
施
設 

廃棄物貯蔵室 Ｃ 
その他の
安全機能 

変更なし 
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別添Ⅰ 2.5 放射線管理施設 
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       第 2.5－1表 放射線監視設備の主要設備リスト 



2.5－1 Ⅰ 2 

(1) 設置の概要 

リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業務従事者等を放射線から防護

するため，管理区域及び周辺監視区域境界付近を適切にモニタリングする放射線監視設

備，放射線業務従事者等の管理区域への出入管理を行う出入管理設備及び放射線業務従

事者等の線量管理を行う個人管理用測定設備を設ける。 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定モニタリン

グ設備及び放射線サーベイ機器で構成する。 

仮想的大規模津波（以下「津波」という。）襲来時には，放射線サーベイ機器を用いて

放射線の監視を行う。 

出入管理設備は，管理区域立入りを管理するため，チェックポイント（管理区域への

出入管理を行うエリア）を通る設計とする。チェックポイントには，管理区域への出入

管理を行う入退域管理装置を設置する。 

個人管理用測定設備は，放射線業務従事者等の線量管理のため，チェックポイントに

外部放射線による線量当量を測定する個人線量計を備える。 

 

  



2.5－2 

 
Ⅰ 2 

(2) 基本設計方針 

変更前 変更後 

ａ．放射線管理施設の構成 

  リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業務従事者等を放射線から防護するため，管理区域及

び周辺監視区域境界付近を適切にモニタリングする放射線監視設備，放射線業務従事者等の管理区域への出

入管理を行う出入管理設備及び放射線業務従事者等の線量管理を行う個人管理用測定設備を設ける設計とす

る。 

 

ｂ．放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サ

ーベイ機器で構成する。 

放射線監視設備は，その測定値が警報設定値に達した場合は，速やかに警報を発する設計とする。 

  なお，放射線監視設備は，外部電源喪失時にも無停電電源装置から受電し，監視を継続できる設計とする。 

 

ａ）エリアモニタリング設備 

エリアモニタリング設備は，放射線しゃへい物の側壁における線量当量率を測定できる設計とする。 

 管理区域における外部放射線に係る線量当量を測定するために，積算線量計を配置する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ）周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

周辺監視境界付近固定モニタリング設備は，敷地境界における外部放射線による線量当量率を測定できる

設計とする。 

  周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定するために，積算線量計を配置する。 

 

 

 

 

ｃ）放射線サーベイ機器 

管理区域における空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度を測定するために放射線サーベイ機器を設ける。 

 

 

 

 

ａ．放射線管理施設の構成 

   （変更なし） 

 

 

 

 

ｂ．放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サ

ーベイ機器で構成する。エリアモニタリング設備と周辺監視区域境界付近モニタリング設備のモニタリング

ポストで測定した線量当量率は，計測設備の表示・警報装置に表示し，警報設定値に達したときは警報を発

報する設計とする。 

 

ａ）エリアモニタリング設備 

エリアモニタリング設備は，管理区域内の放射線を監視するために，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建

屋」という。）内の側壁における線量当量率を測定し測定結果を記録するとともに，監視盤室及び事務建屋の

表示・警報装置に表示する設計とする。また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率の著しい上昇

を検知し，警報設定値に達したときは，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に警報を発報する設計とす

る。 

管理区域における外部放射線に係る線量当量の測定は，警報発報機能を有するエリアモニタリング設備で

間接的に測定する。 

 

 ｂ）周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備は，敷地境界における外部放射線による線量当量率を監視す

るために，周辺監視区域境界付近にモニタリングポスト２基を設置して線量当量率を測定し，測定結果を記

録するとともに，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に表示する設計とする。測定値が警報設定値に達

したときは，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に警報を発報する設計とする。 

  周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量を測定するために，積算線量計を有するモニタ

リングポイント 12基を配置する。 

 

ｃ）放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時に外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度

等を測定するために，放射線サーベイ機器を設ける。放射線サーベイ機器を用いて管理区域における線量当

量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を定期的または必要の都度，測定する。 

代替計測に使用する放射線サーベイ機器は，貯蔵建屋と津波による影響を受けない南側高台の資機材保管

庫に保管する。津波襲来後には，南側高台の資機材保管庫に保管する放射線サーベイ機器を用いて，リサイ

クル燃料備蓄センター内の放射線管理を行う。 

 

 



2.5－3 

 
Ⅰ 2 

 

変更前 変更後 

 

ｃ．出入管理設備 

使用済燃料貯蔵建屋の管理区域への立入りはチェックポイント（管理区域への出入管理を行うエリア）を

通過する設計とし，チェックポイントで放射線業務従事者等の出入管理を行う。管理区域への出入管理につ

いては，保安規定で定め，運用する。 

 

ｄ．個人管理用測定設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部放射線による線量当量を測定する個人線量計を備える。チェ

ックポイントで個人線量計を装着した後に放射線管理区域に入域することを保安規定で定め，運用する。 

 

ｅ．情報の表示 

  放射線から放射線業務従事者等を防護するため，管理区域における線量当量率，空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を放射線業務従事者等が安全に認識できるよう，チェックポイント及

び事務建屋に掲示する。なお，チェックポイント及び事務建屋への掲示については，保安規定で定め，運用す

る。 

  放射線から公衆を防護するため，モニタリングポストの測定値を監視盤室及び事務建屋に表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．出入管理設備 

   （変更なし） 

 

 

 

ｄ．個人管理用測定設備 

   （変更なし） 

 

 

ｅ．情報の表示 

   （変更なし） 

 

 



 

 

第 2.5－1 表 放射線監視設備の主要設備リスト  

施設名  
設備名  

変更前  変更後  
機器名称 

（設備，系統含む）  
耐震重要

度分類  
安全機能 

の分類  
機器名称 

（設備，系統含む）  
耐震重要

度分類  
安全機能 

の分類  

放
射
線
管
理
施
設 

放
射
線
監
視
設
備 

エ リ ア モ ニ

タ リ ン グ 設

備  

ガンマ線エリアモニタ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  

中性子線エリアモニタ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  

周 辺 監 視 区

域 境 界 付 近

固 定 モ ニ タ

リング設備  

モニタリングポスト  
（ガンマ線モニタ（低レンジ））  

C 
その他の

安全機能  
変更なし  

モニタリングポスト  
（ガンマ線モニタ（高レンジ））  

C 
その他の

安全機能  
変更なし  

モニタリングポスト  
（中性子線モニタ）  

C 
その他の

安全機能  
変更なし  

放 射 線 サ ー

ベイ機器  

GM 管サーベイメータ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  

電離箱サーベイメータ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  

シンチレーションサーベイメー

タ  
C 

その他の

安全機能  
変更なし  

中性子線用サーベイメータ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  

ガスモニタ  C 
その他の

安全機能  
変更なし  
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別添Ⅰ 2.6 使用済燃料貯蔵建屋 
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       第 2.6－1表 使用済燃料貯蔵建屋の主要設備リスト 



2.6－1 Ⅰ 2 

 
(1) 設置の概要 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は，金属キャスクを最大 288 基収

容する地上１階で，平面が約 131m（南北方向）×約 62m（東西方向）の鉄筋コンクリ

ート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。標高 16m の整地地

盤からの高さは，約 28m である。ただし，本標高は東京湾平均海面（T.P.）を基準と

したものである。 

 



2.6－2 

 
Ⅰ 2 

(2) 基本設計方針 
変更前 変更後 

 

ａ．使用済燃料貯蔵建屋の構成 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は，貯蔵建屋，遮蔽ルーバ及び遮蔽扉から構成する。 

 

ｂ．使用済燃料貯蔵建屋 

貯蔵建屋は，金属キャスクを最大 288 基収容する地上１階で，平面が約 131m（南北方向）×約 62m（東西

方向）の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。標高 16m の整地地

盤からの高さは，約 28m である。ただし，本標高は東京湾平均海面（T.P.）を基準としたものである。 

貯蔵建屋は，使用済燃料貯蔵設備本体，使用済燃料の受入れ施設，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄

施設，放射線管理施設及びその他使用済燃料貯蔵施設の附属施設の主要な設備を収容し，貯蔵区域，受入れ

区域及び付帯区域から構成する。 

受入れ区域及び貯蔵区域には，金属キャスク表面から金属キャスク周囲の空気に伝えられた使用済燃料集

合体の崩壊熱を，その熱量に応じて生じる空気の通風力を利用して自然換気方式により適切に貯蔵建屋外へ

放散するための給気口及び排気口を設ける。適切な通風力を得るため，貯蔵区域の排気口は地上高さ約 23m に

設け，受入れ区域の排気口は地上高さ約 20m に設ける。また，貯蔵区域では，計測設備等の電気品の性能維

持を考慮し，貯蔵建屋内の雰囲気温度が 45℃以下，コンクリートの基本特性に大きな影響を及ぼすような自

由水の逸散が生じない温度及び構造材としての健全性を維持するための温度を考慮し，貯蔵建屋のコンクリ

ート温度が 65℃以下に保たれるよう，片側の給気口から中央の排気口までの金属キャスク配置を１列当たり

最大６基とする。 

貯蔵建屋の除熱解析においては，貯蔵建屋及び金属キャスクを一次元又は三次元で適切にモデル化し，一

次元熱計算により貯蔵建屋内の雰囲気温度を，三次元熱流動解析により貯蔵建屋のコンクリート温度を評価

する。 

また，金属キャスク表面からの放射線を遮蔽するため，貯蔵建屋の壁は十分な厚みを有するコンクリート

壁とするとともに，人の出入口に迷路を，給気口に迷路構造を設ける。 

 

ｃ．遮蔽ルーバ 

金属キャスク表面からの放射線を遮蔽するため，貯蔵建屋の排気経路に十分な厚みを有する遮蔽ルーバを

設ける。 

 

ｄ．遮蔽扉 

金属キャスク表面からの放射線を遮蔽するため，貯蔵建屋の機器搬出入口扉及び一部の人員用扉は十分な

厚みを有する遮蔽扉とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．使用済燃料貯蔵建屋の構成 

   （変更なし） 

 

ｂ．使用済燃料貯蔵建屋 

   （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．遮蔽ルーバ 

   （変更なし） 

 

 

ｄ．遮蔽扉 

   （変更なし） 

 

 



 

 
 

第 2.6－1 表 使用済燃料貯蔵建屋の主要設備リスト 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵

設
備
の
附
属
施
設 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
屋 

使用済燃料貯蔵建屋 Ｂ－２ 
基本的安
全機能 

変更なし 

遮蔽ルーバ Ｂ－２ 
基本的安

全機能 
変更なし 

遮蔽扉 Ｂ－２ 
基本的安

全機能 
変更なし 
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別添Ⅰ 2.8 通信連絡設備等 

 
 
 



目－1 Ⅰ 2 

 
 

目次 

 

(1) 設置の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.8－1 

 

(2) 基本設計方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.8－2 

 



2.8－1 Ⅰ 2 

 
(1) 設置の概要 

通信連絡設備は安全設計上想定される事故が発生した場合，リサイクル燃料備蓄セン

ター内に居る全ての人に対して必要な指示，連絡又は警報が発報できるよう，社内電話

設備，送受話器，放送設備，警報装置及び無線連絡設備を設ける。 

さらに，リサイクル燃料備蓄センター外必要箇所と連絡ができるよう，社内電話設備，

加入電話設備及び衛星携帯電話を設ける。 

また，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）には，通路誘導灯，避難口誘

導灯及び保安灯を設ける設計とし，かつ，単純，明確及び永続性のある標識（通路誘導

灯及び避難口誘導灯）を設けることにより，避難経路の扉（安全避難用扉）を経由して

貯蔵建屋外に避難できる安全避難通路を確保する。 
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(2) 基本設計方針 
変更前 変更後 

 

ａ．通信連絡設備等の構成 

通信連絡設備等は，通信連絡設備及び避難通路等（事業所内の人の退避のための設備）から構成する。通信

連絡設備は，社内電話設備及び加入電話設備から構成する。避難通路等は，安全避難用扉及び誘導灯（通路誘

導灯，避難口誘導灯，保安灯）から構成する。 

 

 

ｂ．通信連絡設備 

必要箇所との連絡を行うため，通信連絡設備を設ける。 

 

通信連絡設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出する

まで，いずれの状態においても安全性の確保の観点から，以下を考慮した設計とする。 

(1) 通信連絡設備は，事務建屋及び監視盤室等から施設内各所に指示・連絡できる設計とする。 

(2) 通信連絡設備は，使用済燃料中間貯蔵施設と施設外必要箇所に連絡できる設計とする 

 

通信連絡設備は，事務建屋，監視盤室及びその他の建屋内外の各所に送受話器を設置し，監視盤室等から

各所に指示・連絡できるようにする。また，施設外必要箇所との通信連絡ができるように施設内には，加入電

話設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．通信連絡設備等の構成 

通信連絡設備等は，通信連絡設備及び避難通路等（事業所内の人の退避のための設備）から構成する。通信

連絡設備は，社内電話設備，送受話器，放送設備，警報装置，無線連絡設備，加入電話設備及び衛星携帯電話

から構成する。避難通路等は，安全避難用扉及び誘導灯（通路誘導灯，避難口誘導灯，保安灯）から構成す

る。 

 

ｂ．通信連絡設備 

リサイクル燃料備蓄センター内の通信連絡設備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」と

いう。）等から異なる手段により通信連絡できるように，異なる機器で構成された社内電話設備及び送受話器

を設置し，事故時に迅速な連絡を可能にすると共に，放送設備，警報装置及び無線連絡設備を設置し，事務建

屋及び貯蔵建屋等からリサイクル燃料備蓄センター内に居る全ての人に対して的確に指示，連絡又は警報を

発報することができる設計とする。 

リサイクル燃料備蓄センターとリサイクル燃料備蓄センター外必要箇所との通信連絡設備は，異なる手段

により通信連絡できるように社内電話設備，加入電話設備及び衛星携帯電話を設置する設計とする。 

 

(a)  社内電話設備 

社内電話設備は，固定電話機，ＰＨＳ端末，ＰＨＳ基地局，電話交換機から構成され，センター内の各所

から固定電話機又はＰＨＳ端末を通じ，指示，連絡が可能な設計とする。また，電気通信事業者が提供する

公衆交換電話網である加入電話設備に接続することにより，固定電話機又はＰＨＳ端末を通じ，公衆交換

電話網に加入するセンター外必要箇所との連絡が可能な設計とする。 

 

(b)  送受話器 

送受話器は，ハンドセット，パケット交換機から構成され，センター内の各所からハンドセットを通じ，

指示，連絡が可能な設計とする。 

 

(c)  放送設備 

放送設備は，マイク，スピーカ及び警報装置で構成され，センター内の各所へスピーカにより一斉放送

又は警報を発報することができる設備であり，社内電話設備及び送受話器それぞれと接続することにより，

一斉放送が可能な設計とする。 

 

(d)  警報装置 

警報装置は，放送設備に組み込まれた装置又は放送設備に接続した装置であり，警報を発報することが

できる設計とする。 

 

(e)  無線連絡設備 

無線連絡設備は，携帯型無線機及び無線連絡設備（中継局）で構成され，送受話する機器であり，センタ

ー内の各所で通話が可能な設計とする。 

 

(f)  加入電話設備 

加入電話設備は，公衆交換電話網に加入するセンター外必要箇所との連絡が可能な設計とする。また，  
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ｃ．避難通路等 

(a) 安全避難用扉 

避難通路の扉（安全避難用扉）は，貯蔵建屋から屋外に避難できる安全避難通路を確保できるよう設け

る。 

 

(b) 誘導灯 

誘導灯（通路誘導灯，避難口誘導灯，保安灯）は，「消防法」及び所轄消防署協議に基づき，通常の照明

用の電源が喪失した場合においても機能する避難用の照明として設ける。また，単純，明確及び永続性の

ある標識として，通路誘導灯及び避難口誘導灯を設ける。これらの誘導灯により安全避難通路を確保する。 

 

 

 

 

加入電話設備に接続の加入電話回線は，災害優先電話が災害発生時に輻輳による使用制限を受けず連絡

ができる設計とする。 

  

(g)  衛星携帯電話 

衛星携帯電話は，可搬型で衛星と無線で接続し，屋内で使用する場合は必要に応じてアンテナを経由し

て連絡が可能な設計とする。 

 

仮想的大規模津波が襲来した場合においても，通信連絡設備を津波高さ T.P.＋23ｍより高い敷地南側高台

の予備緊急時対策所に設置することにより，リサイクル燃料備蓄センター内外への通信連絡ができるよう，

全ての通信連絡設備が浸水しない設計とする。 

 

ｃ．避難通路等 

(a) 安全避難用扉 

   （変更なし） 

 
 

(b) 誘導灯 

   （変更なし） 

 

 



 
 
 
 
 

別添Ⅰ 2.9 消防用設備 
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2.9－1 Ⅰ 2 

 
(1) 設置の概要 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する等，火

災の発生を防止するための予防措置を講ずることから，火災の可能性は少ないが，万

一の場合を考え，消防用設備を「消防法」に基づき適切に設置する。 
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(2) 基本設計方針 
変更前 変更後 

 

ａ．消防用設備の構成 

消防用設備は，消火設備（動力消防ポンプ，消火器（粉末(ABC)消火器，大型粉末消火器，化学泡消火器），

防火水槽），火災感知設備（光電式分離型感知器，光電式スポット型感知器，差動式スポット型感知器，火災

受信機，表示機），火災区域構造物及び火災区画構造物（防火シャッタ，防火扉，コンクリート壁），並びに避

雷設備（棟上導体）から構成する。 

 

ｂ．消火設備 

消火設備は「消防法」に基づいて適切に設置し，消火活動の円滑化を図り，火災による人的，物的被害を軽

減し，施設の安全性が損なわれない設計とする。 

 

ｃ．火災感知設備 

火災感知設備は「消防法」に基づいて適切に設置し，火災の早期発見を図り，火災による人的，物的被害を

軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とする。 

 

ｄ．火災区域構造物及び火災区画構造物 

火災区域構造物及び火災区画構造物は「建築基準法」に基づいて適切に設置し，火災の影響軽減を図り，火

災による人的，物的被害を軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とする。 

 

ｅ．避雷設備 

避雷設備は「建築基準法」に基づいて適切に設置し，落雷による火災発生の防止を図り，火災による人的，

物的被害を軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．消防用設備の構成 

   （変更なし） 

 

 

 

 

ｂ．消火設備 

   （変更なし） 

 

 

ｃ．火災感知設備 

   （変更なし） 

 

 

ｄ．火災区域構造物及び火災区画構造物 

   （変更なし） 

 

 

ｅ．避雷設備 

   （変更なし） 

 

 



 

 
 

第 2.9－1 表 消防用設備の主要設備リスト 

施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
附
属
施
設 

消
防
用
設
備 

記載なし － － 動力消防ポンプ Ｃ 
その他の

安全機能 

記載なし － － 粉末（ABC）消火器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 大型粉末消火器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 化学泡消火器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 防火水槽 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 光電式分離型感知器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 光電式スポット型感知器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 差動式スポット型感知器 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 火災受信機 Ｃ 
その他の
安全機能 
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施設名 

設備名 

変更前 変更後 

機器名称（設備，系統含む） 
耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 
機器名称（設備，系統含む） 

耐震重要

度分類 

安全機能 

の分類 

そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
附
属
施
設 

消
防
用
設
備 

記載なし － － 表示機 Ｃ その他の
安全機能 

記載なし － － 防火シャッタ Ｃ－１ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 防火扉 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － コンクリート壁 Ｃ 
その他の
安全機能 

記載なし － － 棟上導体 Ｃ 
その他の
安全機能 
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別添Ⅱ 各施設の設計仕様,準拠規格及び基準 

 



目－1 Ⅱ  
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イ 使用済燃料貯蔵設備本体············································ イ－1 

ロ 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） ······················ ロ－1 

ハ 計測制御系統施設 ················································· ハ－1 

ニ 放射性廃棄物の廃棄施設············································ ニ－1 

ホ 放射線管理施設 ··················································· ホ－1 

へ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

ヘ.1 使用済燃料貯蔵建屋··········································· ヘ.1－１ 

ヘ.2 電気設備 ···················································· 前回申請 

ヘ.3 通信連絡設備等 ·············································· ヘ.3－１ 

ヘ.4 消防用設備 ·················································· ヘ.4－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
＊： 令和３年８月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可され，今回申請に関係しない事項については，目次

において前回申請と記載し，本申請では記載しない。 



 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅱ イ 使用済燃料貯蔵設備本体 



目－1 

 Ⅱ 

目次 

 

(1) 設計仕様  ························································· イ－1 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準  ·································· イ－5 







 

イ－3 
Ⅱ  

注記 

＊１：記載の適正化を行う（既設工認には「キャスク容器」と記載）。 

＊２：記載の適正化を行う（既設工認には「一次蓋厚さ」と記載）。 

＊３：記載の適正化を行う（既設工認には「内幅」と記載）。 

＊４：記載の適正化を行う（既設工認には「プレート厚さ」と記載）。 

＊５：記載の適正化を行う（既設工認には「胴」と記載）。 

＊６：記載の適正化を行う（既設工認には「一次蓋」と記載） 

＊７：収納する燃料は以下の通りとし，金属キャスクへの収納に当たっては，収納する使用済燃

料集合体の燃焼度，原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの期間及び配置を

管理する。 

1. 収納する燃料：新型８×８ジルコニウムライナ燃料 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：40,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの期間：18 年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量：12.1 kW 以下 

＊８：収納する燃料は以下の通りとし，金属キャスクへの収納に当たっては，使用済燃料の種類，

収納する使用済燃料集合体の燃焼度及び原子炉から取り出して金属キャスクに収納するま

での期間に応じた配置を管理する。 

1. 収納する燃料：新型８×８ジルコニウムライナ燃料のみ，高燃焼度８×８燃料のみ又

は新型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃料 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：40,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの期間：18 年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量：12.1 kW 以下 

2. 収納する燃料：新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ燃料 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：34,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの期間：24 年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量：10.9 kW 以下 

3. 収納する燃料：新型８×８燃料のみ 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：28,500 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの期間：24 年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量：8.0 kW 以下 

＊９：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 

＊１０：全質量（使用済燃料集合体 69体を含む。）は，118.3 t 以下とする。 

＊１１：公称値を示す。 

＊１２：バスケットの外径は，バスケットプレートを胴内面の溝で支持する構造とするため，  

胴内径の寸法を示す。 

＊１３：記載の適正化を行う（既設工認には「中性子しゃへい材」と記載）。 

＊１４：構造強度部材であり，遮蔽機能も有する部材である。 

＊１５：記載の適正化を行う（既設工認には「中性子しゃへい材カバー」と記載）。 



 

イ－4 
Ⅱ  

ｂ. 貯蔵架台 

 変更前 変更後 

名  称 － 貯蔵架台 
貯蔵架台 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ））

主
要
寸
法 

たて mm 3000 

（変更なし） 

横 mm 3000 

高さ mm  310 

材  料 － SGV480 

個  数 － 
   1 

（金属キャスク 1 基当たり） 

 



 

 
 

イ
－
5 

Ⅱ
 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32年 6月 10 日 昭和 32 年法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 平成 12 年通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための 

安全審査指針（平成 14年 10 月 3日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する 

省令（平成 12年 6月 16 日 平成 12 年通商産業省令第 113 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本産業規格（JIS） 

（変更なし） 

 

（変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

（変更なし） 

 

（変更なし） 

（変更なし） 

・使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格（JSME S FA1-2007），

（社）日本機械学会 

・日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設

計及び検査基準:2010（AESJ-SC-F002:2010），（社）日本原子力学会 

・日本溶接協会規格（WES） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1-2005，2007），

（社）日本機械学会 

・発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007），（社）日本機械

学会 

（変更なし） 
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変更前 変更後 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

（記載削除） 

（記載削除） 

 

E
 



 
 

 
 
 
 
 

別添Ⅱ ロ 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 
 
 
 



 
 目－１ 

 
 

Ⅱ  

 
目次 

 

(1) 設計仕様 ··························································· ロ－ 1 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 ···································· ロ－13 

 

 



ロ－1 

 
Ⅱ  

（1）設計仕様 
a．受入れ区域天井クレーン 

 変更前 変更後 

名           称 － 受入れ区域天井クレーン 

変更なし 

種        類 － 天井走行形 

容 量 t 主巻  160／補巻  20 

主
要
寸
法 

走行レール間距離 mm 18650＊４ 

ガ ー ダ 距 離＊１ mm 7728＊４ 

高   さ mm 2298＊４ 

ガ ー ダ 幅＊２ mm 1899＊４ 

ガ ー ダ 高 さ＊３ mm 2332＊４ 

材 料 － 
SS400 

SM490A 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.28.7ｍ）＊５，＊６ 

 
＊１：記載の適正化を行う。既設工認にはクレーン本体ガーダ距離と記載。 
＊２：記載の適正化を行う。既設工認にはクレーン本体ガーダ幅と記載。 
＊３：記載の適正化を行う。既設工認にはクレーン本体ガーダ高さと記載。 
＊４：公称値を示す。 
＊５：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 
＊６：据付高さを示す。 



ロ－2 

 
Ⅱ  

b. 搬送台車 

 変更前 変更後 

名 称 － 搬送台車 

変更なし 

種    類 － 自走台車式 

容    量 kg 140000 

主
要
寸
法 

た て mm 3016＊１ 

横 mm 5087＊１ 

高 さ mm 2277＊１ 

材 料 － 
ASTM A36（SS400 相当） 

ASTM A500B（STKR400 相当） 

個 数 台 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.16.3ｍ）＊２ 

＊１：公称値を示す。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。



ロ－3 

 
Ⅱ  

c. 仮置架台 

 変更前 変更後 

名 称 － 仮置架台 

変更なし 

種 類 － 金属キャスク横置式 

容 量 kg 150000 

主
要
寸
法 

た て mm 3350＊１ 

横 mm 4970＊１ 

高 さ mm 2200＊１ 

材 料 － SM490A 

個 数 基 7 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.16.3ｍ）＊２ 

＊１：公称値を示す。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 



ロ－4 

 
Ⅱ  

d. たて起こし架台 

 変更前 変更後 

名 称 － たて起こし架台 

変更なし 種 類 － 金属キャスク横置式 

容 量 kg 150000 

主
要
寸
法 

た て mm 4870＊１ 6150＊１ 

横 mm 4970＊１ 

変更なし 

高 さ mm 2115＊１ 

材 料 － SM490A 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.16.3ｍ）＊２ 

＊１：公称値を示す。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 



ロ－5 
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ｅ．たて起こし架台（衝撃吸収材） 

 変更前 変更後 

名 称 － 衝撃吸収材 

変更なし 

種 類 － 床面設置式 

圧 潰 応 力 MPa 3 

主
要
寸
法 

た て mm 3100＊１ 

横 mm 9705＊１ 

高 さ mm 1010＊１ 

材 料 － 
SUS304 

バルサ材 

個 数 式 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.16.3ｍ）＊２ 

＊１：公称値を示す。 
＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 
 



ロ－6 

 
Ⅱ  

ｆ. 検査架台 

 変更前 変更後 

名 称 － 検査架台 

変更なし 

種 類 － 金属キャスクたて置式 

主
要
寸
法 

た て mm 5025＊１ 

横 mm 6745＊１ 

高 さ mm 6130＊１ 

材 料 － 
STKR400 

SS400 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

受入れ区域 

（T.P.16.3ｍ）＊２ 

＊１：公称値を示す。 
＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 
 



ロ－7 

 
Ⅱ  

 g．空気圧縮機 

 変更前 変更後 

名 称 － 

－ 

空気圧縮機＊１ 

圧 

縮 

機 

種 類 － 回転式 

流 体 － 空気 

吐 出 圧 力 MPa 0.93 

容 量 

（吸込空気量） 

m3/min

（normal） 
39.62＊２ 

冷 却 方 式 － 水冷式 

主
要
寸
法 

た て mm 2800＊３ 

横 mm 1700＊３ 

高 さ mm 2150＊３ 

材 料 － FC300，S45C 

個 数 基 1 

電
動
機 

種 類 － 三相誘導電動機 

定 格 出 力 kW 315 

個 数 台 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

付帯区域 

（T.P.16.3ｍ） 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：搬送台車の要求事項は，27m3/min(normal)以上。 
＊３：公称値を示す。 
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 h．空気貯槽（安全弁） 

 変更前 変更後 

名 称 － 

－ 

空気貯槽＊１ 

空 
 

気 
 

貯 
 

槽 

種 類 － たて置円筒形 

流 体 － 空気 

容 量 m3 8 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

主 要 

寸 法 

高 さ mm 3706.5＊２ 

外 径 mm 1882＊２ 

材 料 

胴 ， 鏡 － SS400 

管 台 － STPG370 

フランジ － SS400 

個 数 基 1 

安全弁 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

吹 出 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

主 要 

寸 法 

高 さ mm 411 

フ ラ ン

ジ 直 径 
mm 140 

材 料 － FC200 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

付帯区域 

（T.P.16.3ｍ） 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：公称値を示す。 



ロ－9 
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i．空気除湿装置 

 変更前 変更後 

名 称 － 

－ 

空気除湿装置＊１ 

種 類 － たて置円筒形 

流 体 － 空気 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

吸 着 剤 － 活性アルミナ 

主要寸法 

た て mm 1840＊２ 

横 mm 700＊２ 

高 さ mm 2645＊２ 

材 料 

胴 ， 鏡 － SS400 

管 台 － STPG370 

フ ラ ン ジ － SS400 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

付帯区域 

（T.P.16.3ｍ） 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：公称値を示す。 
 



ロ－10 
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 j．除湿装置前置フィルタ 

 変更前 変更後 

名 称 － 

－ 

除湿装置前置フィルタ＊１ 

種 類 － たて置円筒形 

流 体 － 空気 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

ろ 材 － ガラス繊維ろ紙 

主 要 

寸 法 

高 さ mm 1320＊２ 

外 径 mm 318.5＊２ 

材 料 

胴 － SGP 

鏡 － SS400 

フ ラ ン ジ  SS400 

管 台 － STPG370 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

付帯区域 

（T.P.16.3ｍ） 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：公称値を示す。 



ロ－11 
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 k．除湿装置後置フィルタ 

 変更前 変更後 

名 称 － 

－ 

除湿装置後置フィルタ＊１ 

種 類 － たて置円筒形 

流 体 － 空気 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

ろ 材 － セルロースろ紙 

主 要 

寸 法 

高 さ mm 1110＊２ 

外 径 mm 318.5＊２ 

材 料 

胴 － SGP 

鏡 － SS400 

フ ラ ン ジ － SS400 

管 台 － STPG370 

個 数 基 1 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

付帯区域 

（T.P.16.3ｍ） 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：公称値を示す。 
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l．主配管 

変更前 変更後 

名

称 

流

体 

最
高
使
用
圧
力 

最
高
使
用
温
度 

主要寸法 

材

料 

取

付

箇

所 

（

設

置

床

） 

名 称 

流

体 

最
高
使
用
圧
力 

最
高
使
用
温
度 

主要寸法 

材 料 

取

付

箇

所 

（

設

置

床

） 

外

径 

厚

さ 
外径 厚さ 

－ － MPa ℃ mm mm － － － － MPa ℃ mm mm － － 

－ 

空気圧縮機＊１ 

～ 

空気貯槽＊１ 

空
気 0.98 60 

89.1＊２ 5.5＊２ STPG370 
付帯区域 

(T.P.16.3ｍ) 

空気貯槽＊１ 

～ 

除湿装置後置 

フィルタ＊１ 

114.3＊２ 6.0＊２ STPG370 

付帯区域 

受入れ区域 

(T.P.16.3ｍ) 

除湿装置後置 

フィルタ＊１ 

～ 

接続口＊１ 

114.3＊２ 4.0＊２ SUS304TP 
受入れ区域 

貯蔵区域 

(T.P.16.3ｍ) 

89.1＊２ 4.0＊２ SUS304TP 

60.5＊２ 3.5＊２ SUS304TP 

27.2＊２ 2.5＊２ SUS304TP 

＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：公称値を示す。 

 



 

 
 

 ロ
－

1
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(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための 

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する 

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

・電気事業法（昭和 39 年 7 月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9 年 3 月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・電池工業会規格（SBA） 

・日本産業規格(JIS) 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-2001) 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-2005) 

（変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし）   
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変更前 変更後 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-2005/2007) 

・日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS) 

・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 

・日本電機工業会規格(JEM) 

・電気技術規程及び指針(JEAC，JEAG) 

・国際電気標準会議規格(IEC) 

・国際標準化機構規格(ISO) 

・米国機械学会規格(ASME) 

・米国試験材料協会（ASTM） 

・米国規格協会規格(ANSI) 

・米国電気電子学会(IEEE) 

・日本溶接協会規格（WES） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日 法律第 57 号） 

・クレーン等安全規則（昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令第 34 号） 

・ボイラー及び圧力容器安全規則 

（昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令第 33 号） 

・クレーン構造規格（昭和 37 年 10 月 31 日 労働省告示第 53 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

（変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

（変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

（変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 
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別添Ⅱ ハ 計測制御系統施設 
 
 
 



目－1 Ⅱ  

 
目次 

 

(1) 設計仕様 ··························································· ハ－1 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 ···································· ハ－7 

 



ハ－1 Ⅱ  

（1）設計仕様 

ａ．蓋間圧力検出器 

 変更前 変更後 

名     称 － 蓋間圧力検出器＊１ （変更なし） 

検 出 器 の 種 類 － 電気式圧力検出器 （変更なし） 

計 測 範 囲 MPa[abs] 0 ～ 0.50＊３ 0 ～ 0.50＊５ 

警 報 動 作 範 囲 MPa[abs] 0 ～ 0.50＊２,＊４ 0 ～ 0.50＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 
（変更なし） 

個    数 － 2（金属キャスク１基当たり） （変更なし） 
注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「蓋間圧力監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「二次蓋」と記載。 
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Ⅱ  

ｂ. 表面温度検出器 

 変更前 変更後 

名     称 － 表面温度検出器＊１ （変更なし） 

検 出 器 の 種 類 － 熱電対 （変更なし） 

計 測 範 囲 ℃ 0 ～ 150＊３ 0 ～ 150＊５ 

警 報 動 作 範 囲 ℃ 0 ～ 150＊２,＊４ 0 ～ 150＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 
（変更なし） 

個     数 － 1（金属キャスク１基当たり） （変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「表面温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「金属キャスクの側部表面」と記載。 
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ｃ. 給排気温度検出器 

 変更前 変更後 

名     称 － 給排気温度検出器＊１ （変更なし） 

検 出 器 の 種 類 － 測温抵抗体 （変更なし） 

計 測 範 囲 ℃ －30 ～ 70＊３ －30 ～ 70＊５ 

警 報 動 作 範 囲 ℃ －30 ～ 70＊２,＊４ －30 ～ 70＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域

（T.P.16.3m）＊２ 
（変更なし） 

個     数 － 
2（給気側） 

24（排気側） 
（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「給排気温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 
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ｄ. 代替計測用計測器 

 (ａ)圧力検出器(蓋間圧力の代替計測用) 

 変更前 変更後 

名     称 － 

－ 

圧力検出器 

(蓋間圧力の代替計測用) 

検 出 器 の 種 類 － 電気式圧力検出器 

計 測 範 囲 MPa[abs] 0 ～ 0.50＊１ 

警 報 動 作 範 囲 MPa[abs] － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

 

取付箇所 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域＊２

（T.P.16.3m） 

個     数 － 1（金属キャスク１基当たり） 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク二次蓋に圧力検出器を取付けて使用する。 
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Ⅱ  

 (ｂ)非接触式可搬型温度計(表面温度の代替計測用) 

 変更前 変更後 

名     称 － 

－ 

非接触式可搬型温度計 

(表面温度の代替計測用) 

検 出 器 の 種 類 － 赤外線放射温度計 

計 測 範 囲 ℃ 0 ～ 150＊１ 

警 報 動 作 範 囲 ℃ － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個     数 － 

2（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が 150 基までの場合 

4（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が 150 基超の場合 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク側部表面の既設表面温度検出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は資機材保管庫

に保管する。 
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 (ｃ)温度検出器(給排気温度の代替計測用) 

 変更前 変更後 

名     称 － 

－ 

温度検出器 

(給排気温度の代替計測用) 

検 出 器 の 種 類 － 熱電対 

計 測 範 囲 ℃ －30 ～ 70＊１ 

警 報 動 作 範 囲 ℃ － 

取 付 箇 所 － 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個     数 － 2（予備 1）＊３ 

注記＊１：設計要求値 

＊２：貯蔵区域の給気口と排気口の既設給排気温度検出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は資機材保管庫

に保管する。 
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(2)  準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための 

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する 

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9 年 3 月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなけれ

ばならない基準（平成 19 年 10 月 1 日 経済産業省・環境省告

示第 9 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・日本電気計測器工業会規格（JEMIS） 

（変更なし 

 

（変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

（変更なし） 

 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則等に係る電磁的方法による

保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準（平成

24 年 9 月 19 日 原子力規制委員会告示第 2 号） 

（変更なし） 

 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 

（変更なし） 

 



 
 

 
 
 
 
 

別添Ⅱ ニ 放射性廃棄物の廃棄施設 
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目次 

 

(1) 設計仕様 ··························································· ニ－1 
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（1）設計仕様 

ａ）放射性廃棄物の廃棄施設 

ａ．廃棄物貯蔵室 

 変更前 変更後 

名    称 － 廃棄物貯蔵室 
（変更なし） 

種    類 － 建物＊１ 

容    量 － 200ℓ ドラム缶 100 本 200ℓ ドラム缶 100 本相当 

主
要
寸
法 

南 北 方 向 m 9.5＊２ 

（変更なし） 

東 西 方 向 m 4.4 

高    さ m 8.5 

取 付 箇 所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋 

廃棄物貯蔵室 

（T.P.16.3m）＊１ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊２：廃棄物貯蔵室内のせきの一部を含む。 

 

ｂ．漏えい検知器 

 変更前 変更後 

名    称 － 漏えい検知器＊１ 

－＊２ 

検出器の種類 － 電極式液位計 

表 示 箇 所 － 監視盤室 

取 付 箇 所 － 廃棄物貯蔵室内漏えい検知用ピット 

個    数 － 1 
注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「漏えい検知装置」と記載。 

＊２：平常時に放射性液体廃棄物の発生はなく，保管廃棄する廃棄物貯蔵室におい

て著しい漏えいの発生はないため漏えい検知器は不要。 
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(2)  準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-2008） 

・原子力発電所耐震設計技術規程 （JEAC4601-2008） 

・乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設

計に関する技術規程 （JEAC4616-2009） 

・日本産業規格（JIS） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準（（一社）日本建築学会 1999

年） 

・鋼構造設計規準（（一社）日本建築学会 2005 年） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 
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・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準（（一社）日本建築学会 

2001 年） 

・建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会 2001 年） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

別添Ⅱ ホ 放射線管理施設 
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目次 
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(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 ··································· ホ－11 
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（1）設計仕様 

ａ．エリアモニタリング設備 

 (a)ガンマ線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名     称 － ガンマ線エリアモニタ （変更なし） 

検出器の種類 － 半導体検出器 （変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 1 ～ 10４ ＊２ 1 ～ 10４ ＊４ 

警報動作範囲 μSv/h     1 ～ 10４ ＊１,＊３ 1 ～ 10４ ＊４ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋廃棄物貯蔵室＊５ 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又は監視盤室で行う。

記録は，監視盤室で行う。]＊１ 

（変更なし） 

個     数 － 

12 

（使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域） 

 1 

（使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建屋廃棄物貯蔵室）＊５ 

（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」と「使用環境温度」の記載

を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：記載の適正化を行う。既設工認には「受入れ区域」と記載。 
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(b)中性子線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名    称 － 中性子線エリアモニタ （変更なし） 

検出器の種類 － ３He 比例計数管 （変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２ 10－２ ～ 3×10３ ＊４ 

警報動作範囲 μSv/h    10－２ ～ 10４ ＊１,＊３ 10－２ ～ 3×10３ ＊４ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又は監視盤室で行

う。記録は，監視盤室で行う。]＊１ 

（変更なし） 

個    数 － 

6 

（使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域） 

（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」と「使用環境温度」の記載

を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 
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ｂ．周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

(a)モニタリングポスト（ガンマ線モニタ（低レンジ）） 

 変更前 変更後 

名    称 － 
モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（低レンジ）＊１ 
（変更なし） 

検出器の種類 － NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 （変更なし） 

計 測 範 囲 nGy/h 10 ～ 10４ ＊３ 10 ～ 10４ ＊５ 

警報動作範囲 nGy/h   10 ～ 10４ ＊２,＊４ 10 ～ 10４ ＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングポストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監視盤室で  

行う。記録は，監視盤室で行う。]＊２ 

（変更なし） 

個    数 － 2＊８ （変更なし） 
注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」と「使用環境温度」の記載

を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニタリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタリングポスト１箇所あたり検出

器の個数は「1」である。 
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(b)モニタリングポスト（ガンマ線モニタ（高レンジ）） 

 変更前 変更後 

名     称 － 
モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（高レンジ）＊１ 
（変更なし） 

検 出 器 の 種 類 － 電離箱 （変更なし） 

計 測 範 囲 nGy/h 10３ ～ 10８ ＊３ 10３ ～ 10８ ＊５ 

警 報 動 作 範 囲 nGy/h    10３ ～ 10８ ＊２,＊４ 10３ ～ 10８ ＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監視盤室で行

う。記録は，監視盤室で行う。]＊２ 

（変更なし） 

個     数 － 2＊８ （変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」と「使用環境温度」の記載

を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニタリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタリングポスト１箇所あたり検出

器の個数は「1」である。 
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(c)モニタリングポスト（中性子線モニタ） 

 変更前 変更後 

名     称 － 
モニタリングポスト 

中性子線モニタ＊１ 
（変更なし） 

検 出 器 の 種 類 － ３He 比例計数管 （変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊３ 10－２ ～ 5×10３ ＊５ 

警 報 動 作 範 囲 μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２,＊４ 10－２ ～ 5×10３ ＊５ 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監視盤

室で行う。記録は，監視盤室

で行う。]＊２ 

（変更なし） 

個     数 － 1＊８ （変更なし） 
注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇所」と「使用環境温度」の記載

を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニタリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に  

よる。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あるが，モニタリングポストＡにのみ設置す

るため，検出器の個数は「1」である。 
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ｃ．放射線サーベイ機器 

 (a)ＧＭ管サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名    称 － ＧＭ管サーベイメータ （変更なし） 

検出器の種類 － ＧＭ管＊１ （変更なし） 

計 測 範 囲 min－１ 0 ～ 10５ ＊１,＊２ 0 ～ 10５ ＊３ 

警報動作範囲 － － － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋＊１

（T.P.16.3m）＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４ 

個    数 － 1（予備１）＊１,＊５ 2（予備１）＊５ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に 

  よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所でのモニタリング時に使用する。 

＊５：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は備品管理建屋

に保管する。 
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 (b)電離箱サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名    称 － 電離箱サーベイメータ （変更なし） 

検出器の種類 － 電離箱＊１ （変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 1 ～ 3×10５ ＊１,＊２ 1 ～ 10５ ＊３ 

警報動作範囲 － － － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個    数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に 

  よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所でのモニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は備品管理建屋

に保管する。 
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(c)シンチレーションサーベイメータ 

 変更前 変更後 

名     称 － 
シンチレーションサーベイ

メータ 
（変更なし） 

検出器の種類 － 
NaI（Tl）シンチレーション

検出器＊１ 
（変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 10－２ ～ 3×10１ ＊１,＊２ 10－２ ～ 3×10１ ＊３ 

警報動作範囲 － － － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個     数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に 

  よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所でのモニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は備品管理建屋

に保管する。 
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 (d)中性子線用サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名    称 － 中性子線用サーベイメータ （変更なし） 

検出器の種類 － ３He 比例計数管＊１ （変更なし） 

計 測 範 囲 μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊１,＊２ 10－２ ～ 5×10３ ＊３ 

警報動作範囲 － － － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個    数 － 1（予備 1）＊１,＊６ 2（予備 1）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に 

  よる。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所でのモニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は備品管理建屋

に保管する。 
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(e)ガスモニタ 

 変更前 変更後 

名    称 － ガスモニタ （変更なし） 

検出器の種類 － 電離箱＊１ （変更なし） 

計 測 範 囲 Bq/cm３ 10－２ ～ 4.46×10４ ＊１,＊２,＊３ 10－２ ～ 3×10２ ＊２,＊４ 

警報動作範囲 － － － 

取 付 箇 所 

（ 設 置 床 ） 
－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

取付箇所＊１ 

－＊５ 

（変更なし） 

個    数 － 1（予備 1）＊６ （変更なし） 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書に 

  よる。 

    ＊２：トリチウム以外のβ線放射体の場合。85Kr 換算の場合。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所でのモニタリング時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台保有する。予備は備品管理建屋

に保管する。 
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(2)  準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための 

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する 

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9 年 3 月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなけれ

ばならない基準（平成 19 年 10 月 1 日 経済産業省・環境省告

示第 9 号） 

・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針(昭

和 51 年 9 月 28 日原子力委員会決定) 

・発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する

審査指針(昭和 56 年 7 月 23 日原子力安全委員会決定) 

・発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評

価について(平成元年 3 月 27 日原子力安全委員会了承) 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線

量限度等を定める告示（平成十三年三月二十一日経済産業省告

示第百八十七号） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則等に係る電磁的方法による

保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準（平成

24 年 9 月 19 日 原子力規制委員会告示第 2 号） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制

委員会告示第８号） 
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変更前 変更後 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・日本電気計測器工業会規格（JEMIS） 

 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 
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別添Ⅱ へ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

別添Ⅱ へ.1 使用済燃料貯蔵建屋 
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目次 

 

(1) 設計仕様 ························································· ヘ.1－1 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 ·································· ヘ.1－5 
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(2)  準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-2008） 

・原子力発電所耐震設計技術規程 （JEAC4601-2008） 

・乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設

計に関する技術規程 （JEAC4616-2009） 

・日本産業規格（JIS） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準（（一社）日本建築学会 1999

年） 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 
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変更前 変更後 

・鋼構造設計規準（（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準（（一社）日本建築学会 

2001 年） 

・建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会 2001 年） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 
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別添Ⅱ へ.3 通信連絡設備等 
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Ⅱ
  

ヘ
.
3
－
1 

(1)  準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

 （JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本産業規格（JIS） 

 

 

 

 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 
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別添Ⅱ へ.4 消防用設備 
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(1) 設計仕様 ······················································· ヘ.4－ 1 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 ································ ヘ.4－10 
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（2）準拠すべき主な法令，規格及び基準 

変更前 変更後 

 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための

安全審査指針（平成 14 年 10 月 3 日 原子力安全委員会決定） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する

省令（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

 （JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本産業規格（JIS） 

 

 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

   （変更なし） 

 

 



 

 

 

 

 

別添Ⅲ 工事の方法 
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別添Ⅲ 1 工事の方法（金属キャスク以外の設備） 
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目次* 

 

1. 工事の手順 ······························································ 1 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 ·········································· 1 

2. 使用前事業者検査の方法 ·················································· 2 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 ········································ 2 

2.2 機能又は性能に係る検査················································ 5 

2.3 基本設計方針検査 ····················································· 6 

2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 ···································· 7 

3. 工事上の留意事項 ························································ 8 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 ······························ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

＊： 令和３年８月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可され，今回申請で変更がない事項については，当該
事項を記載した章，節又は項等の表題に前回申請に同じと記載する。  
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図表目次 

 

図 1－1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー ······························· 10 

 

 

表 2－1 構造，強度又は漏えいに係る検査 ······································ 3 
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表 2－4 品質マネジメントシステムに係る検査 ·································· 7 
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本別添資料は，使用済燃料貯蔵施設を構成する設備のうち，金属キャスクを除く設備（以

下「金属キャスク以外の設備」という。）の工事の方法について説明するための資料である。 

金属キャスク以外の設備の工事の方法として，別紙に示す主な法令，規格及び基準に準

拠し，使用済燃料の貯蔵の事業許可を受けた事項及び「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）の要求事項に適合するための設計（基本設

計方針及び設計仕様）に従い実施する工事の手順と，それら設計や工事の手順に従い工事

が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。 

 これらの工事の手順，使用前事業者検査の方法及び判定基準は，「設計及び工事に係る品

質マネジメントシステム」に定めたプロセスに基づいたものとする。 

 

1. 工事の手順 前回申請に同じ 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

金属キャスク以外の設備の設置工事に関する工事の手順を，使用前事業者検査との

関係を含め図 1－1に示す。 
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2. 使用前事業者検査の方法 前回申請に同じ 

 金属キャスク以外の設備が設計及び工事の計画に従って施設されたものであることを

確認するために十分な方法により，使用前事業者検査を図 1－1 のフローに基づき実施

する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載し

たプロセスにより，抽出されたものの検査を実施する。 

 また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内

容と重要度に応じて全数立会い，抜取り立会い，記録確認のいずれかとすることを要領

書等で定め実施する。 

 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

 構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき，表 2－1に示す検査を

実施する。 
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表 2－1 構造，強度又は漏えいに係る検査(1／2） 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム」に

記載したプロセスにより，

当該工事における構造，強

度又は漏えいに係る確認事

項として次に掲げる項目の

中から抽出されたもの 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・据付検査（組立及び据付状

態を確認する検査） 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・建物・構築物の構造を確認

する検査 

材料検査 使用されている材料が設

工認に記載のとおりであ

ること。また，関係規格＊1

等に適合することを，記録

又は目視により確認する。 

使用されている

材料が設工認の

とおりであるこ

と。また，関係

規格＊1等に適合

すること。 

寸法検査 主要寸法が設工認に記載

の数値に対して許容範囲

内であることを，記録又は

目視により確認する。 

主要寸法が設工

認に記載の数値

に対して許容範

囲内にあるこ

と。 

外観検査 有害な欠陥のないことを

記録又は目視により確認

する。 

機能・性能に影

響を及ぼす有害

な欠陥がないこ

と。 

据付検査

（組立及

び据付状

態を確認

す る 検

査） 

設備の組立状態並びに据

付位置及び状態が設工認

に記載のとおりであるこ

とを，記録又は目視により

確認する。 

設工認に記載の

とおりに設置さ

れていること。 

状態確認

検査 

設置要求に対する機器の

保管状態，員数等が設工認

に記載のとおりであるこ

とを確認する。 

機器の保管状

態，員数等が設

工認に記載のと

おりであるこ

と。 

＊1：消防法及び JIS，設計の際に採用した適用基準又は適用規格 
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表 2－1 構造，強度又は漏えいに係る検査(2／2） 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム」に

記載したプロセスにより，

当該工事における構造，強

度又は漏えいに係る確認事

項として次に掲げる項目の

中から抽出されたもの 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・据付検査（組立及び据付状

態を確認する検査） 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・建物・構築物の構造を確認

する検査 

耐圧検査 関係法令＊2 の規定に基づ

く検査圧力で所定の時間

保持し，検査圧力に耐え異

常のないことを，記録又は

目視により確認する。 

検査圧力に耐

え，かつ，異常

のないこと。 

漏えい検

査 

耐圧検査終了後，関係法令

＊2 の規定に基づく検査圧

力により漏えいの有無を，

記録又は目視により確認

する。 

検査圧力により

著しい漏えいの

ないこと。 

建物・構

築物の構

造を確認

する検査 

建物・構築物が設工認に記

載のとおり製作され，組み

立てられていること。ま

た，関係規格＊1等に適合す

ることを，記録又は目視に

より確認する。 

主要寸法が設工

認に記載の数値

に対して許容範

囲内にあるこ

と。また，関係

規格＊1等に適合

すること。 

＊1：消防法及び JIS，設計の際に採用した適用基準又は適用規格 

＊2：労働安全衛生法又は消防法等  
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2.2 機能又は性能に係る検査 

 設備の機能又は性能を確認できる状態になったとき，表 2－2 に示す検査を実施す

る。 

 

表 2－2 機能又は性能に係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム」に

記載したプロセスにより，

当該工事における機能又は

性能に係る確認事項として

次に掲げる項目の中から抽

出されたもの 

・系統構成確認検査 

・運転性能・容量確認検査 

・警報・インターロック検査 

・計測範囲・設定値確認検査 

系統構成

確認検査 

実際に使用する系統構成

及び可搬型設備等の接続

が可能なことを、記録又は

目視により確認する。 

実際に使用する

系統構成になっ

ていること。 

可搬型設備等の

接続が可能なこ

と。 

運 転 性

能・容量

確認検査 

設計で要求される機能・性

能について，実際に使用す

る系統状態又は模擬環境

により試運転等を行い，機

器単体又は系統の機能・性

能を，記録又は目視により

確認する。 

実際に使用する

系統構成になっ

ていること。 

目的とする機

能・性能が発揮

できること。 

警報・イ

ンターロ

ック検査 

警報確認及びインターロ

ック確認等を行い，設備の

機能・性能又は特性を，記

録又は目視により確認す

る。 

警報及びインタ

ーロックが正常

に動作するこ

と。 

計 測 範

囲・設定

値確認検

査 

計測範囲又は設定値を，記

録又は目視により確認す

る。 

計測範囲又は設

定値が許容範囲

内であること。 
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2.3 基本設計方針検査 

 基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係

る検査」では確認できない事項について，表 2－3に示す検査を実施する。 

 

表 2－3 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 2－1及び表 2－2

では確認できない事項について，設工

認に記載された工事の方法及び基本設

計方針に従って据付けられ，機能及び

性能を有していることを確認する。 

設工認に記載された工

事の方法及び基本設計

方針に従って据付けら

れ，機能及び性能を有

していること。 
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2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

 実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロ

セス，「１．工事の手順」及び「２．使用前事業者検査の方法」のとおり行われている

ことの実施状況を確認するとともに，使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事

の段階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保するために，表 2－4 に示す

検査を実施する。 

 

表 2－4 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメント

システムに係る検

査 

工事が設工認の「工事の方法」及び

「設計及び工事に係る品質マネジメン

トシステム」に示すプロセスのとおり

実施していることを，品質記録や聞取

り等により確認する。この確認には，

検査における記録の信頼性確認とし

て，基となる記録採取の管理方法の確

認やその管理方法の遵守状況の確認を

含む。 

設工認で示す「設計及

び工事に係る品質マネ

ジメントシステム」及

び「工事の方法」のと

おりに工事管理が行わ

れていること。 
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3 工事上の留意事項 前回申請に同じ 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

使用済燃料貯蔵施設の設置における工事の実施に当たっては，本設工認申請書（基

本設計方針等），事業（変更）許可申請書，保安規定及び労働安全衛生法等を遵守する

とともに，従事者及び公衆の安全確保等の観点から，以下に留意し工事を進める。 

ａ．設置の工事を行う使用済燃料貯蔵施設の機器等について，周辺資機材及び環境条

件からの悪影響や劣化等を受けないよう，保管・設置エリアを区画し，シート等

で養生を行う。作業環境を維持するために４Ｓ（整理，整頓，清潔，清掃）に努

めるとともに，放射線の影響を受けないようにする。機器に開口部がある場合に

は，開口部からの異物の混入がないように養生を行う等の必要な措置を講じる。 

ｂ．工事に当たっては，既設の機器等へ悪影響を与えないよう，現場状況，作業環境

及び作業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想

定される影響を確認する。作業開始前にフェンスまたはロープ等による区画及び

シート類による養生を行い，作業エリアを設定し，人と物の出入りを制限する。

作業に伴い持ち込む可燃性物品を極力少なくする。火花等が発生する作業を行う

場合は，作業エリア周辺に可燃物・危険物がないことを確認し，作業エリアを不

燃物又は難燃物で区画し消火器を設置する。作業に伴い機器・配管等の開口部が

発生する場合には，異物混入防止管理エリアを設定して工具・機材の出入りの管

理を行う等の必要な措置を講じる。 

ｃ．設置又は変更の工事を行う使用済燃料貯蔵施設の機器等について，必要に応じて，

供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。 

ｄ．使用済燃料貯蔵施設の状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工

程を管理する。 

ｅ．設置又は変更の工事を行う使用済燃料貯蔵施設の機器等について，供用開始後に

必要な機能・性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間，維持する。設置

後，長期間経ている機器等については，供用開始前までに点検を実施する。 

ｆ．現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の

着用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，

公衆の放射線防護のため，敷地境界において，空間放射線量を適切に測定する。 

ｇ．修理の方法は，基本的に「図 1－1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の

手順により行うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又

は取外しを行い，据付，溶接又は取付け，若しくは同等の方法により，同等仕様

又は性能・強度が改善されたものに取替えを行う等，機器等の機能維持又は回復

を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板の取付け

若しくは同等の方法により適切な処置を実施する。 

ｈ．特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準規則に適合するよう，安全性

及び信頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施す

る。 
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ｉ．一般産業用工業品の更新や交換等の際は，本設工認申請書で記載している仕様又

は性能を満足していることを評価する。 
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図 1－1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー

【凡例】 

   ：品質マネジメントシステムに係る検査以外の 

    使用前事業者検査の検査項目 

    （適切な時期に以下のうち必要な検査を実施） 

  a.構造，強度又は漏えいに係る検査 

   ・材料検査 

   ・寸法検査 

   ・耐圧，漏えい検査 

   ・外観検査 

   ・据付検査 

   ・状態確認検査 

   ・建物・構築物の構造を確認する検査 

  b.機能又は性能に係る検査 

   ・系統構成確認検査 

   ・運転性能・容量確認検査 

   ・警報・インターロック検査 

   ・計測範囲・設定値確認検査 

  c.基本設計方針検査 

   ：品質マネジメントシステムに係る検査 

注記＊1：材料入手，加工及び組立て等は必要な場合

のみ実施する。 

注記＊2：品質マネジメントシステムに係る検査は，

工事の数，工事期間を考慮して適切な時期

と頻度で実施する。 

注記＊3：取外しは使用済燃料貯蔵施設で機器等を取

外して製作工場で加工等を実施する場合が

あり，その場合は使用済燃料貯蔵施設で機

器等を取外した後，製作工場の工事の手順

から実施する。 

 

注：全数立会い，抜取り立会い，記録確認のいずれ

かで実施するかは，重要度に応じて個別の使用

前事業者検査要領書で定める。 

使用済燃料 

貯蔵施設 
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別紙 

 

金属キャスク以外の設備が準拠すべき主な法令，規格及び基準 前回申請に同じ 

 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日 法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25年 11 月 16 日 政令第 338 号） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年 6月 8日 法律第 57 号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・消防法施行規則（昭和 36 年 4月１日 自治省令第 6号） 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年 6月 10 日 法律第

166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 12 月 6 日  

原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（平成 12 年 6 月 16

日 通商産業省令第 113 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成 25年 12 月 6日 原子力

規制委員会規則第 26 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会 

規則第 8号） 

・対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令（平成 14年 3月 6日 総務省令第 24号） 

・危険物の規制に関する政令（昭和 34年 9月 26 日 政令第 306 号） 

・電気事業法（昭和 39年 7月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年 3 月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本工業規格(JIS) 

・日本産業規格(JIS)
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1 

本別添資料は，使用済燃料貯蔵設備本体を構成する設備のうち金属キャスクの工事の方法につ

いて示すものである。 

金属キャスクの工事の方法として，別添Ⅱに示す主な法令，規格及び基準に準拠し，事業の変

更許可を受けた事項及び「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」

という。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び設計仕様）に従い実施する工事の

手順と，それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法

を以下に示す。なお，金属キャスクと合わせて検査する必要がある貯蔵架台及び計測制御系施設

のうち金属キャスクに取り付ける蓋間圧力検出器や表面温度検出器については，以下に示す工事

の手順や使用前事業者検査の方法に合わせて必要な工事及び検査を行う。 

これらの工事の手順，使用前事業者検査の方法及び判定基準は，「設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステム」に定めたプロセスに基づいたものとする。 

 

1． 工事の手順 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

金属キャスクの工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め，図 1.1－1に示す。 

 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め，図 1.2－1に

示す。 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1－1 金属キャスクの工事の手順と使用前事業者検査のフロー 

  

※1：材料入手，加工及び組立は，必要な場

合にのみ実施する。 

主要な耐圧部の溶接部に係る溶接施

工は，図 1.1－2 の工事フローに従い

実施する。 

※2：検査については，材料入手，加工及び  

組立の間で適切な時期に実施する。 

※3：品質マネジメントシステムに係る検査

は，工事の数，工事期間を考慮して適

切な時期と頻度で実施する。 

【凡例】 
 

使  ：品質マネジメントシステムに係る検査（※3）以外の使用前事業者検査 
の検査項目（適切な時期に以下のうち必要な検査を実施） 

ａ．構造，強度又は漏えいに係る検査 
・ 材料検査 
・ 寸法検査 
・ 外観検査 
・ 耐圧・漏えい検査 
・ 吊上荷重検査 
・ 重量検査 

ｂ．機能及び性能に係る検査 
・ 気密漏えい検査 
・ 遮蔽性能検査 
・ 線量当量率検査 
・ 未臨界検査 
・ 伝熱検査 

ｃ．基本設計方針検査 
Q  ：品質マネジメントシステムに係る検査 

製作工場 

リサイクル燃料備蓄センター 

Q 

材料入手 

加工 

※1 

組立 ※1 

使 構造，強度又は漏えいに係る検査 

使 

※2 

機能及び性能に係る検査 ※2 

搬入 

基本設計方針検査 

基本設計方針検査 機能及び性能に係る検査 
 

使 使 

発電所 
燃料収納 

据付 

使用前事業者検査要領書に基づき，金属キャ

スク１基ごとに以下のフローに沿って工事及

び使用前事業者検査を行う。 

※1 
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図 1.2－1 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前検査のフロー 

 

  

ケガキ/刻印 

材料検査 

曲げ加工/開先加工 

開先合せ 

開先検査 

溶接作業 

溶接施工 

＊2 

 
Q 

(1) 溶接施工法 

溶接施工法 

の内容確認 

材料 

確認 

溶接作業中 

確認 
判定 

開先 

確認 

外観 

確認 

溶接後 

熱処理確認 

浸透探傷 

試験確認 

機械試験 

確認 

浸透探傷 

試験確認 

溶接作業中 

確認 

材料 

確認 

開先 

確認 

外観 

確認 
判定 

機械試験 

確認 

(2) 溶接士 

溶接士の検査 

内容の確認 

＊1 ＊1 

＊1 

【凡例】 
 ：品質マネジメント

システムに係る
検査 

 Q 

溶接後熱処理 
熱処理検査 ＊1 

非破壊試験 ＊1：熱処理検査，機械試験
等必要な場合のみ実
施する。 

＊2：品質マネジメントシ
ステムに係る検査
は，工事の数，工事期
間を考慮して適切な
時期と頻度で実施す
る。 

 

溶接作業検査 

材料受入 

溶接施工法， 

溶接士の確認 

【注記】 
 

組立 ＊1 機械試験 

耐圧検査 

適合確認 引渡し 

◇：製作工程を進めるための確認  

主要な耐圧部の溶接部に係る検査（あらかじめ確認する事項） 

主要な耐圧部の溶接部に係る検査 
（主要な耐圧部の溶接部に対して確認すべき事項） 
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2． 使用前事業者検査の方法 

金属キャスクが設計及び工事の計画に従って施設されたものであることを確認するために

十分な方法により，使用前事業者検査を第 1.1-1 図のフローに基づき実施する。使用前事業者

検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより，抽出さ

れたものの検査を実施する。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内容と重

要度に応じ，全数立会い，抜取り立会い，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実

施する。 

 なお，計測制御系統施設のうち金属キャスクに取り付ける蓋間圧力監視装置及び表面温度監

視装置の使用前事業者検査については，金属キャスクの工事の据付後の適切な時期に実施する。 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき，表 2.1.1-1 に示す検査を

実施する。 
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表 2.1.1-1 構造，強度又は漏えいに係る検査(1／2) 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る品質マネ
ジメントシステム」に記載した
プロセスにより，当該工事にお
ける構造，強度又は漏えいに係
る確認事項として次に掲げる項
目の中から抽出されたもの 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・据付検査（組立及び据付状態を
確認する検査） 

・耐圧・漏えい検査 

・吊上荷重検査 

・重量検査 

 

材料検査 

材料メーカで実施された
試験検査の結果をミルシ
ート等により確認する。 

使用されている
材料が設計仕様
のとおりである
こと，また関係規
格等に適合する
こと。 

寸法検査 

主要寸法測定箇所を測定
する。 

設計仕様のとお
りの寸法である
こと。 

外観検査 

各部の外観を記録又は目
視により確認する。 

基本的安全機能
及び構造強度に
影響する汚れ，
傷，変形又は損傷
のないこと。 

据付検査
（組立及び
据付状態を
確認する 
検査） 

設備の組立状態並びに据
付位置及び状態が設工認
に記載のとおりであるこ
とを，記録又は目視によ
り確認する。 

据え付け状態が
適切であること。 
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表 2.1.1－1 構造，強度又は漏えいに係る検査(2／2） 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る品質マネ
ジメントシステム」に記載した
プロセスにより，当該工事にお
ける構造，強度又は漏えいに係
る確認事項として次に掲げる項
目の中から抽出されたもの 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・据付検査（組立及び据付状態を
確認する検査） 

・耐圧・漏えい検査 

・吊上荷重検査 

・重量検査 

耐圧・漏えい
検査 

密封容器及びその溶接部
に対して，耐圧検査圧力
で異常な変形及び著しい
漏えいがないことを確認
する。 

異常な変形がな
いこと及び著し
い漏えいがない
こと。 

吊上荷重 
検査 

トラニオンに荷重を付加
し，異常がないことを確
認する。 

異常のないこと
及び浸透探傷試
験における判定
基準を満足する
こと。 

重量検査 

金属キャスクの質量を測
定する。 

設計仕様に定め
られた値以下で
あること。 
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2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準規則第 14 条第 1 項第 3 号

及び使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）

に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，主要な耐圧部の溶接をしようとする前に，「日本機械学会 

使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＦＡ１－2007）」にて準

用する「日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＢ１－2007 又

はＪＳＭＥ Ｓ ＮＢ１－2007）（以下「溶接規格」という。）」第 2 部 溶接施工方法認証

標準及び第 3 部 溶接技能認証標準に従い，表 2.1.2-1，表 2.1.2-2 に示す検査を行う。

その際，以下のいずれかに該当する特殊な溶接方法は，その確認事項の条件及び方法の

範囲内で「① 溶接施工法に関すること」を確認する。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年

通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき，通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方

法。 

・平成 12年 7月以降に（一財）日本溶接協会又は（一財）発電設備技術検査協会により

適合性確認を受けた溶接方法。 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

なお，①又は②について，以下のいずれかの方法により適合性が確認されているもの

は，主要な耐圧部の溶接をしようとする前に表 2.1.2-1，表 2.1.2-2 に示す検査は要さ

ないものとする。 

ア．溶接施工法に関すること 

・使用済燃料貯蔵施設の溶接施工法として，原子炉等規制法に基づき認可を受けた溶

接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，原子炉等規制法における他の施設にて，認可を受

けたもの，溶接安全管理審査，使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたも

の又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。

ここで，他の施設とは，加工施設，試験研究用等原子炉施設，発電用原子炉施設，

再処理施設，特定第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をいう。 

イ．溶接士の技能に関すること 

・溶接規格第3部 溶接士技能認証標準によって認証されたものと同等と認められるも

のとして，技術基準解釈別記に示されている溶接士が溶接を行う場合。 

・溶接規格第3部 溶接士技能標準に適合する技術士が，技術基準解釈別記の有効期限

内に溶接を行う場合。 

(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

技術基準規則第 14 条第 1 項第 3 号の主要な耐圧部の溶接部について，表 2.1.2-3 に示

す検査を行う。 
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表 2.1.2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法 

の内容確認 

計画している溶接施工法の内容が，技術基準規則に適合する方法であること
を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中 

確認 

溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接条件等が溶接検
査計画書のとおりに実施されることを確認する。 

外観確認 試験材について，目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後 

熱処理確認 

溶接後熱処理の方法等が技術基準規則に基づき計画した内容に適合している
ことを確認する。 

浸透探傷 

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面における開
口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験 

確認 

溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，継手引張試
験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

(判定)※1 
以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場
合，当該溶接施工法は技術基準規則に適合するものとする。 

※1：（）は検査項目ではない。 

 

 

表 2.1.2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の検査 

内容の確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行う溶接
施工法の範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中
確認 

溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであり，溶
接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 

外観確認 目視により外観が良好であることを確認する。 

浸透探傷 

試験確認 

技術基準規則に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開口
した欠陥の有無を確認する。 

機械試験 

確認 
曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

(判定)※1 
以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場合，
当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。 

※1：（）は検査項目ではない。 
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表 2.1.2-3 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法， 
溶接士の確認 

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2.1.2-1及び表 2.1.2-

2 に示す適合確認がなされていることを確認する。 

材料検査 
溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを
確認する。 

開先検査 
開先形状，開先面の清浄度及び継手面の食違い等が技術基準に
適合するものであることを確認する。 

溶接作業検査 

あらかじめの確認において，技術基準規則に適合していること
が確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工している
かを確認する。 

熱処理検査 

溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び要領が，技術基準
に適合するものであること，また，あらかじめの確認において
技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲に
より実施しているかを確認する。 

非破壊試験 
溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果が技
術基準規則に適合するものであることを確認する。 

機械試験 
溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質が技
術基準規則に適合するものであることを確認する。 

耐圧検査 

規定圧力で耐圧検査を行い，これに耐え，かつ，漏えいがない
ことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は，
可能な限り高い圧力で検査を実施し，耐圧検査の代替として非
破壊試験を実施する。 

(外観の状況確認) 

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準規則に適合することを
確認する。 

（適合確認）※1 

以上の全ての工程において，技術基準規則に適合していること
が確認された場合，当該溶接部は技術基準規則に適合するもの
とする。 

※1：（）は検査項目ではない。 
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2.2 機能及び性能に係る検査 

設備の機能又は性能を確認できる状態になったとき，表 2.2－1に示す検査を実施する。 

ただし，表 2.1.1-1 に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は，表 2.1.1-1 に示

す検査を表 2.2-1 に示す検査に替えて実施する。 
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表 2.2-1 機能及び性能に係る検査（1/2） 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る
品質マネジメントシス
テム」に記載したプロ
セスにより，当該工事
における機能又は性能
に係る確認事項として
次に掲げる項目の中か
ら抽出されたもの 

気密漏えい 

検査 

シール部に対しヘリウム
リークテストにより漏え
い率を測定する。 

許容漏えい率を超えな
いこと。 

遮蔽性能検査 

ガンマ線又は中性子遮蔽
機能に係る材料検査，寸法
検査及び外観検査並びに
溶接検査の記録を確認す
る。 

ガンマ線又は中性子遮
蔽 機 能 に 係 る 材 料 検
査，寸法検査及び外観
検査並びに溶接検査の
基準を満足すること。 

未臨界検査 

バスケットの材料検査，寸
法検査及び外観検査並び
に溶接検査の記録を確認
する。 

臨界防止機能に係る材
料検査，寸法検査及び
外観検査並びに溶接検
査の判定基準を満足す
ること。 

伝熱検査 

代表キャスクについては，
燃料集合体を模擬した電
気ヒータに設計発熱量を
模擬しバスケット及び胴
内面の温度を測定する。 

代表キャスク以外につい
ては，除熱機能に係る材料
検査，寸法検査及び外観検
査並びに溶接検査の記録
を確認する。 

代表キャスクについて
は，周囲温度を 45℃に
補正したときに，バス
ケット温度及び胴内面
の温度が最高使用温度
以下であること。 

代表キャスク以外につ
いては，除熱機能に係
る材料検査，寸法検査
及び外観検査並びに溶
接検査の判定基準を満
足すること。 
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表 2.2-1 機能及び性能に係る検査（2/2） 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る
品質マネジメントシス
テム」に記載したプロ
セスにより，当該工事
における機能又は性能
に係る確認事項として
次に掲げる項目の中か
ら抽出されたもの 

線量当量率検査 

金属キャスク表面及び表
面から 1m の位置における
線量当量率を測定する。 

金属キャスクの表面に
おいて 2mSv/h 以下であ
ること及び表面から 1m

の 位 置 に お い て
100µSv/h 以下であるこ
と。 

蓋間圧力検査 

蓋間圧力検出器により，蓋
間圧力を測定する。 

蓋間圧力検出器の測定
値が設計仕様で規定す
る圧力範囲内であるこ
と。 

表面温度検査 

表面温度検出器により金
属キャスク表面の温度を
測定する。 

表面温度検出器の測定
値が設計仕様で規定す
る温度範囲内であるこ
と。 
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2.3 基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検

査」では確認できない事項について，表 2.3-1 に示す検査を実施する。 

 

表 2.3-1 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 

基本設計方針のうち，表 2.1.1－1，表 2.2－
1 では確認できない事項※について，機器等が
設工認に記載された工事の方法及び基本設
計方針に従って据付けられ，機能又は性能を
有していることを確認する。 

機器等が設工認に記載
された工事の方法及び
基本設計方針に従って
据付けられ，機能又は
性 能 を 有 し て い る こ
と。 

※：基本設計方針のうち，表 2.1.1－1，表 2.2－1 では確認できない事項は，原子炉設置者が実

施する以下の事項をいう。 

なお，以下に示す原子炉設置者が行う事項については，原子炉設置者が作成する記録等の

確認により，金属キャスクが所定の機能又は性能を有していることを確認する。 

① 金属キャスク内部雰囲気（不活性ガス及び内圧） 

② 金属キャスクに収納する使用済燃料集合体の仕様及び配置 

 

2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，

「１．工事の手順」及び「２．使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施

状況を確認するとともに，使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成され

る製造メーカ等の記録の信頼性を確保するため，表 2.4-1 に示す検査を実施する。 

 

表 2.4-1 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品 質 マ ネ ジ メ ン ト 
システムに係る検査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及
び工事に係る品質マネジメントシステム」に
示すプロセスのとおり実施していることを
品質記録や聞取り等により確認する。この確
認には，検査における記録の信頼性確認とし
て，基となる記録採取の管理方法の確認やそ
の管理方法の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設計及
び工事に係る品質マネ
ジメントシステム」及
び「工事の方法」のとお
りに工事管理が行われ
ていること。 
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3． 工事上の留意事項（以下のａ項～ｈ項については，前回申請の「別添Ⅲ １ 工事の方法（金

属キャスク以外の設備） ３．工事上の留意事項」に同じ。） 

使用済燃料貯蔵施設の設置における工事の実施に当たっては，保安規定及び労働安全衛生法

等を遵守するとともに，従事者及び公衆の安全確保等の観点から，以下に留意し工事を進める。 

ａ．設置の工事を行う使用済燃料貯蔵施設の機器等について，周辺資機材及び環境条件からの

悪影響や劣化等を受けないよう，保管・設置エリアを区画し，シート等で養生を行う。作

業環境を維持するために４Ｓ（整理，整頓，清潔，清掃）に努めるとともに，放射線の影

響を受けないようにする。機器に開口部がある場合には，開口部からの異物の混入がない

ように養生を行う等の必要な措置を講じる。 

ｂ．工事に当たっては，既設の機器等へ悪影響を与えないよう，現場状況，作業環境及び作業

条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確

認する。作業開始前にフェンスまたはロープ等による区画及びシート類による養生を行い，

作業エリアを設定し，人と物の出入りを制限する。作業に伴い持ち込む可燃性物品を極力

少なくする。火花等が発生する作業を行う場合は，作業エリア周辺に可燃物・危険物がな

いことを確認し，作業エリアを不燃物又は難燃物で区画し消火器を設置する。作業に伴い

機器・配管等の開口部が発生する場合には，異物混入防止管理エリアを設定して工具・機

材の出入りの管理を行う等の必要な措置を講じる。 

ｃ．設置の工事を行う金属キャスクについて，必要に応じて，供用後の施設管理のための重要

なデータを採取する。 

ｄ．金属キャスクの状況に応じて，検査・試験等の各段階における工程を管理する。 

ｅ．設置の工事を行う金属キャスクについて，事業開始後に必要な機能性能を発揮できるよう

製造から事業開始までの間，維持する。 

ｆ．現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着用や作

業時間管理等適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，公衆の放射線防護

のため，敷地境界において，空間放射線量を適切に測定する。 

ｇ．修理の方法は，基本的に「図 1.1－1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順に

より行うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを行い，

据付，溶接又は取付け，若しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善され

たものに取替えを行う等，機器等の機能維持又は回復を行う。また，機器等の一部撤去，

一部撤去の既設端部について閉止板の取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実

施する。 

ｈ．特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準規則に適合するよう，安全性及び信頼

性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

ｉ．搬入する金属キャスクは，原子炉等規制法第五十九条に基づく承認を受けた容器であるこ

とを確認する。 
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ｊ．ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）は，同キャスク（タイプ２）と同一構造であるため，

同キャスク（タイプ２）の検査記録を活用して「2． 使用前事業者検査の方法」に基づい

て検査を行う。 

なお，ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２）の検査記録の活用に当たっては，使用前事業者

検査要領書にその方法を明確化する。 
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Ⅲ 2 

別紙 

 

金属キャスクが準拠すべき主な法令，規格及び基準 

 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32 年 6 月 10 日 昭和 32 年法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12 年 6 月 16 日 平成 12 年通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2 年 3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版） 

・日本機械学会規格 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規（JSME S FA1-

2007） 

・日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計および検査基
準:2010（AESJ-SC-F002:2010） 

・日本溶接協会規格（WES） 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

（JSME S NC1-2005，2007 追補版） 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007） 

・日本産業規格（JIS） 

 

 



 
 
 
 
 

別添Ⅳ 工事工程表 
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Ⅳ 工事工程表 

  今回の変更の工事の工程は，第 1 表及び第 2表に示すとおりである。 

 

第１表 工事工程表（全体計画） 

 

 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 

主要工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    

◇ 

 

※１：工事又は検査の条件が整った段階で実施する。 

 

 

  

年度 

項目 期 

第１回申請 

▼ 

第２回申請 

▽ 

使用前事業者検査開始 
☆ 

使用前事業者検査完了 
☆ 使用前事業者検査※1

 

適合性工事 
工事完了 
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第２表 工事工程表（施設区分毎） 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 

使用済 

燃料貯蔵

設備本体 

  

 

 

 

 

 

  ■ 

◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

使用済 

燃料の 

受入施設 

（搬送設
備及び受
入設備） 

   

  ■ 

◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

計測制御 

系統施設 

   

  ■ 

◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

放射性 

廃棄物の 

廃棄施設 

   

  ■ 

◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

：現地工事期間 

■：構造，強度又は漏えいに係る検査をすることができるようになった時 

◇：機能又は性能に係る検査をすることができる状態になった時 

☆：基本設計方針検査をすることができる状態になった時 

★：品質マネジメントシステムに係る検査ができる状態になった時 

注記：検査時期は，工事の計画の進捗により変更となる可能性がある。 

※1：使用済燃料貯蔵設備本体１基目の工程を示す。 

年度 

期 
項目 

※1 

※1 
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第２表 工事工程表（施設区分毎） 

 

 

 

 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 

放射線 

管理施設 

   

  ■ 

◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

その他 
使用済 
燃料貯蔵

設備の 
附属施設 

  

 

 

 

 

 

■ 

 ◇ 

☆ 

★ 

  

 

 

   ■ 

   ◇ 

   ☆ 

   ★ 

 

：現地工事期間 

■：構造，強度又は漏えいに係る検査をすることができるようになった時 

◇：機能又は性能に係る検査をすることができる状態になった時 

☆：基本設計方針検査をすることができる状態になった時 

★：品質マネジメントシステムに係る検査ができる状態になった時 

注記：検査時期は，工事の計画の進捗により変更となる可能性がある。 
 

項目 
期 

年度 



 

 

 

 
 
 
 
 

別添Ⅴ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 
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事項を記載した章，節又は項等の表題に前回申請に同じと記載する。 
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1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 前回申請に同じ 

当社は，リサイクル燃料備蓄センターの安全を達成・維持・向上させるため，健全な

安全文化を育成及び維持するための活動を行う仕組みを含めた，使用済燃料貯蔵施設の

設計，工事及び検査段階から操作に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメ

ントシステムを確立し，「リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施設保安規定」

（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質

マネジメントシステム計画」という。）に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」とい

う。）は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計及び工事に係る具体的

な品質管理の方法，組織等の計画された事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 前回申請に同じ 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施設の設計，

工事及び検査に係る保安活動に適用する。 

 

2.2 定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質マネジメント

システム計画に従う。 

(1) 燃料貯蔵規則 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成 12 年６月 16 日通商産業省令第 112

号）をいう。 

(2) 技術基準規則 
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２年３月 17 日原子力規制委

員会規則第８号）をいう。 

(3) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき，技術基準規則等への適

合性を確保するために必要となる設備をいう。 

 

3. 設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 前回申請に同じ 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に基づき以下のとおり実施する。 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計，工事及び検査は，第１図に示す組織体制で実施する。設計，工事及び検査を

主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工事及び検査について責任と権限

を持つ。 
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3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設計及び工事のグレード分けは，使用済燃料貯蔵施設の安全上の重要性に応じ

て以下のとおり行う。 

(1) 設計管理におけるグレード分け 

設計管理におけるグレード分けは，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設

備の基準に関する規則」に基づく使用済燃料貯蔵施設の安全上の重要度に応じ

て設定した重要度区分を踏まえ，設計管理区分を設定しグレード分けを実施す

る。 

(2) 調達管理におけるグレード分け 

調達管理におけるグレード分けは，原子力安全に及ぼす影響に応じて定める

設計管理区分に規定する重要度等を踏まえ，品質管理グレードを設定しグレー

ド分けを実施する。 

 

ただし，本設工認における設計は，新規制基準施行以前から設置している設備

並びに工事を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等へ

の適合性を確保するために必要な設備の設計である。 

したがって，本設工認の設計は，設計及び工事のグレード分けによらず，全て

の適合性確認対象設備を，「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計で管理

する。 

なお，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）」以降の段

階で新たに設計及び工事を実施する場合は，設計及び工事のグレード分けの考え

方を適用し，管理を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

設工認における設計，工事及び検査の各段階を第１表に示す。 

設工認における必要な設計，工事及び検査の流れを第２図に示す。 

(1) 適合性確認対象設備に対する管理 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計，工事

及び検査の各段階におけるレビューを，第１表に示す段階において実施すると

ともに，記録を管理する。 

このレビューについては，設計，工事及び検査を主管する箇所で当該設備の

設計に関する専門家を含めて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う

場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検

査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりである

こと，技術基準規則に適合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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(2) 主要な耐圧部の溶接部に対する管理 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.4 工事に

係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」に示す管理（第１表における「3.4.1 設工認に基づく

設備の具体的な設計の実施（設計３）」～「3.6 設工認における調達管理の方

法」）のうち，必要な事項を適用して検査を実施し，認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していること

を使用前事業者検査により確認する。 
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第１図 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事実施の組織図 

 

社長 企画総務部 総務グループ 

経理グループ 

品質保証部 品質保証グループ 

（通信連絡設備） 

（－） 

（人の不法な侵入等防止設備） 

（放射線管理施設のうち，周辺監視区域
境界付近固定モニタリング設備） 

（土木，建築施設） 

使用済燃料貯蔵
施設保安委員会 
品質保証委員会 

リサイクル燃料
備蓄センター長 
（管理責任者） 

（－） 

防災安全部 防災安全グループ 

技術安全部 技術グループ 

環境・放射線 
管理グループ 

（－） 

（－） 

地域交流部 

地域交流グループ 

（電気設備，計測制御設備， 
放射線管理施設，機械設備） 

貯蔵保全部 貯蔵グループ 

土木・建築グループ 

（金属キャスク，貯蔵架台） 

キャスク設計
製造部 

キャスク設計 
製造グループ 

品質監査部長 
（管理責任者） 品質監査グループ 

使用済燃料 
取扱主任者 

企画グループ 

立地・広報グループ 

（－） 

保全グループ 

（－） 

（－） 

（－） 

（凡例） 

注：括弧内は各グループが担当する 
施設，設備名を示す。 

－：担当する施設，設備なし。 

技術情報 
検討会議 
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第１表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画 の対応項 目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1 
設計開発計画 

適合性を確保するために必要な設
計を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 

7.3.2 
設計開発に用いる
情報 

設計に必要な技術基準規則等の要
求事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

技術基準規則等に対応するための
設備・運用の抽出 

3.3.3(1)＊ 
基本設計方針の作成
（設計１） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針
の作成 

3.3.3(2)＊ 

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計（設計２） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計
の実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5 
設計開発の検証 

技術基準規則への適合性を確保す
るために必要な設計の妥当性の確
認 

3.3.4＊ 設計における変更 
7.3.7 
設計開発の変更の
管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 
設工認に基づく設備
の具体的な設計の実
施（設計３） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 
7.3.5 
設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な
設計 

3.4.2 
設備の具体的な設計
に基づく工事の実施 

－ 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

－ 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

7.1 
個別業務に必要な
プロセスの計画 
7.3.6 
設計開発の妥当性
確認 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していることを確認す
る計画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 － 
使用前事業者検査を実施する際の
工程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

－ 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用
前事業者検査を実施する際の工程
管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

8.2.4 
機器等の検査等 

認可された設工認に記載された仕
様及びプロセスのとおりであるこ
と，技術基準規則に適合しているこ
とを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達
管理の方法 

7.4 
調達 
8.2.4 
機器等の検査等 

適合性確認に必要な継続中工事及
び追加工事の検査を含めた調達管
理 

注記＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」でいう，保安規定品質 
マネジメントシステム計画の「7.3.4 設計開発レビュー」対応項目
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対象設備の現状 
（工事実績） 

設工認における調達管理の方法 

基本設計方針の作成 
（設計１）＊3 

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 
事業（変更）許可申請書（本文及び添付書類）， 
事業許可基準規則・技術基準規則及びその解釈 

  ：設工認の範囲 
 
  ：必要に応じ実施する業務の流れ 

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を 
確保するための設計（設計２）＊3 

対象設備の現状 
（設計実績） 

確認申請図書，決定図書 

設備図書（完成図書） 

既設工認 

業務報告書 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

設計のアウトプットに対する検証 

設
備
の
具
体
的
な
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施 

3.5.3/3.5.4/3.5.5 

3.5.2 

3.3.1 

3.4.2 3.4.1 

3.6 

3.6 

3.3.2 

 

使用前事業者検査 

設備図書（完成図書） 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

 

使用前事業者検査等及び 
自主検査等の記録 

（定期事業者検査，自主検
査等） 

・検査計画の管理 
・主要な耐圧部の溶接部に係

る使用前事業者検査の管理 
・使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査の計画＊2 

工事及び検査 
（バックフィット制度における設工認申請上では，各要求事項に対する 

使用前事業者検査，必要な追加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載） 

設計＊1 
（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載） 

設
工
認
に
基
づ
く
設
備
の
具
体
的
な
設
計
の
実
施
（
設
計
３
） 

3.3.3(1) 

主な記録 

3.3.3(3) 

設工認における調達管理の方法 

注記＊1：バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは，要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計１）し，既に設置されている設備の状況 

を念頭に置きながら，適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計２）を行う業務をいう。 

また，この設計の結果を基に，設工認として申請が必要な範囲について，設工認申請書にまとめる。 

＊2：条文ごとに適合性確認対象設備が設工認に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の決定とその実施を使用前事業者検査の計画と 

して明確にする。 

＊3：保安規定品質マネジメントシステム計画の「7.3.3 設計開発の結果に係る情報」，「7.3.4 設計開発レビュー」対応項目 

 

確認申請図書，決定図書 

工事の方法 

3.3.3(2) 
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第２図 設工認として必要な設計，工事及び検査の流れ 
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保

するために必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，設工認に関連する工事において，追加・変更とな

る適合性確認対象設備（運用を含む。）のうち，対象となる適合性確認対象設備（運

用を含む。）の要求事項への適合性を確保するために，実際に使用する際の系統・

構成で必要となる設備・運用を含めて，適合性確認対象設備として抽出する。 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

「設計１」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項

を基に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計２） 

「設計２」として，「設計１」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認

対象設備に必要な詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」

及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を計画し信頼性を確

保する。 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，設計１及び設計２の結果について，原設計者以

外の力量を有する上位職位の者に検証を実施させる。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，「3.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設

計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受けるものについ

て必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認に基づく設備の具体的な設

計の実施（設計３），その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のと

おり実施する。 

また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を

適用して実施する。 
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3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認を実現するための設備

の具体的な設計（設計３）を実施する。 

 

3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」

に従い実施する。 

     ただし，適合性確認対象設備のうち，新規制基準施行以前に設置している設備，

設置を完了し調達製品の検証段階の設備，既に工事を着手し工事を継続している

設備については，「3.5 使用前事業者検査の方法」から実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，

保安規定に基づき使用前事業者検査を計画し，当該使用前事業者検査の対象となる機

器等の工事に関与していない要員が使用前事業者検査を実施することにより，独立性

を確保した検査体制の下，実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された

仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認

するために以下の項目について検査を実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設

計３）」及び「3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施」に記載し

たプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を第２表に示す検査として，②を品質マネジメントシ

ステムに係る検査（以下「ＱＡ検査」という。）として実施する。 

また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する箇所（供給者

を含む。）が実施する検査の信頼性の確認を行い，設工認に基づく検査の信頼性を

確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していること

を確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び

方法並びに第２表に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目
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を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備につ

いても，使用前事業者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要

及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査のとりまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実

施するため，関係箇所と調整のうえ使用前事業者検査工程表を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適

切に管理する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査実施責任者は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等の計画を

策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，

溶接施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含

め，業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，

承認し，必要な管理を実施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に

必要な力量を有する者とする。 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関

与していない要員が使用前事業者検査を実施することにより，組織的独立を確

保して実施する。 

(3) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認

するため，「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に，使

用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法

を決定する。 
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     (5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制の下で，使用

前事業者検査を実施する。 

 

第２表 要求種別に対する確認項目及び確認視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設 

備 

設 

計 

要 

求 

設 

置 

要 

求 

名称，取付箇

所，個数，設置

状態，保管状態 

設計要求のとおりの名

称，取付箇所，個数で設

置されていることを確

認する。 

・据付検査 

・状態確認検査 

・外観検査 

系 

統 

構 

成 

系統構成，系統

隔離，可搬設備

の接続性 

実際に使用できる系統

構成になっていること

を確認する。 

・機能・性能検査 

機 

能 

要 

求 

容量，揚程等の

仕様 

（要目表） 

要目表の記載のとおり

であることを確認す

る。 

・材料検査 

・寸法検査 

・建物・構築物構造

検査 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・機能・性能検査 

・特性検査 

・状態確認検査 

上記以外の所

要の機能要求

事項 

目的とする機能・性能

が発揮できることを確

認する。 

評 

価 

要 

求 

評価のインプ

ット条件等の

要求事項 

評価条件を満足してい

ることを確認する。 
・状態確認検査 

評価結果を設

計条件とする

要求事項 

内容に応じて，設置要

求，系統構成，機能要求

として確認する。 

・内容に応じて，設置

要求，系統構成，機

能要求の検査を適

用 

運 

用 
運用要求 手順確認 

（保安規定） 

手順化されていること

を確認する。 

・状態確認検査 

 
3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に
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示す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給

する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施す

る。 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及

ぼす影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適

用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレー

ド分けを適用する。なお，仕様書を作成するに当たり，あらかじめ採用しようと

する一般産業用工業品について，その調達の管理の方法と程度を定め，それに基

づき使用済燃料貯蔵施設の安全機能に係る機器等として使用するための技術的な

評価を行う。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメント

システム計画に示す調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照） 

調達を主管する箇所の長は，一般産業用工業品を使用済燃料貯蔵施設に使用

するに当たって，当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調

達を主管する箇所の長が供給先で使用前事業者検査等及び自主検査等を行う際

に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があること

を供給者へ要求する。 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう

調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が調達要

求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する箇所の長は，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕

様書で検証の要領及び調達製品の供給者からの出荷の可否の決定の方法を明確

にした上で，検証を行う。 

 

3.6.4 受注者品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び健全な



 

12 

 
Ⅴ 

安全文化を育成及び維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われているこ

とを確認するために，受注者品質監査を実施する。 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

   設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の

方法」を以下のとおり適用する。 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

    設工認の対象となる設備のうち，新規制基準施行以前に設置している適合性

確認対象設備は，設置当時に調達を完了しているため，「3.6 設工認における

調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 

 (2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

    設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の

検証段階の適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から

「3.6.3(2) 調達製品の管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理

を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づ

き管理する。 

  (3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

    設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合

性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の

作成」まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，

「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び

記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成

し，これらを適切に管理する。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用い

る場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事

及び検査に用いる場合，供給者の品質保証能力の確認，かつ，対象設備での使

用が可能な場合において，適用可能な図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上

記(1)，(2)を用いて実施する。 
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い，設計及び工事，検査で使用する計測器について，

校正・検証及び識別等の管理を実施する。 

(2) 機器，弁，配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，保安規定品質マネジメントシステム計画に従い，

機器，弁及び配管類について，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理

する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については，保安規定

品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 前回申請に同じ 

適合性確認対象設備の工事は，保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。 

 



 

 

 

 

 

添付書類 

 

 



目－1 添付書類 

目次＊ 

 

添付書類１ 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書 

添付書類２ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

添付書類２．１ 本設工認に係る設計の実施，工事及び検査の計画 

添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合性に関する説明書 

第3－1表 施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合

性に関する整理） 

第3－2表 技術基準規則各条文への適合性を説明する添付書類 

  

添付書類３ 添付 

1 使用済燃料の臨界防止に関する説明書 

1－1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 

1－1－1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

2 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 

2－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

2－1－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

3 使用済燃料の除熱に関する説明書 

3－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

3－1－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

3－2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 

 

4 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

4－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

4－1－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

4－2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 

 

 

 

 

                

＊： 令和３年８月20日付け原規規発第2108202号にて変更認可され，今回申請に関係しない事項については，目次にお
いて前回申請と記載し，本申請では記載しない。  



目－2 添付書類 

5 主要な使用済燃料貯蔵施設の耐震性に関する説明書 

5－1 申請設備に係る耐震設計の基本方針 

5－1－1 基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要 

5－1－2 地盤の支持性能に係る基本方針 

5－1－3 波及的影響に係る基本方針 

5－1－3－1 波及的影響を考慮する施設の選定 

5－1－4 地震応答解析の基本方針 

5－1－5 設計用床応答曲線の作成方針 

5－2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書 

5－2－1 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する計算書 

5－3 金属キャスクの耐震性に関する説明書 

5－3－1 金属キャスクの耐震性に関する計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

5－4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書 

5－4－1 貯蔵架台の耐震性に関する計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

5－5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書 

5－5－1 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する計算書 

5－6 搬送台車の耐震性に関する説明書 

5－6－1 搬送台車の耐震性に関する計算書 

5－7 波及的影響を及ぼすおそれのある施設に関する説明書 

5－7－1 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の 

金属キャスクへの影響評価結果 

5－8 耐震Ｃクラス設備の耐震基本方針及び評価 

5－8－1 盤の計算方法に関する説明書 前回申請 

5－8－2 軽油貯蔵タンク（地下式）の計算方法に関する説明書 前回申請 

5－8－3 車両の計算方法に関する説明書 

5－8－4 火災区域構造物及び火災区画構造物の計算方法に関する説明書  

5－8－5 スカート支持たて置円筒型容器の計算方法に関する説明書 

5－8－6 圧縮機の計算方法に関する説明書 

5－8－7 消火設備の計算方法に関する説明書 

5－8－8 配管の計算方法に関する説明書 

5－8－9 安全弁の計算方法に関する説明書 

5－8－10 火災感知設備の計算方法に関する説明書 

5－8－11 蓋間圧力検出器の計算方法に関する説明書 

5－8－12 給排気温度検出器の計算方法に関する説明書 

5－8－13 ガンマ線エリアモニタの計算方法に関する説明書  

5－8－14 中性子線エリアモニタの計算方法に関する説明書  



目－3 添付書類 

5－8－15 放射線監視設備（モニタリングポスト）の計算方法に関する説明書  

5－8－16 避雷設備の計算方法に関する説明書 

5－8－17 表面温度検出器の計算方法に関する説明書 

5－8－18 保管ラックの計算方法に関する説明書 

5－8－19 保管ケースの計算方法に関する説明書 

 

6 津波による損傷の防止に関する説明書 

6－1 津波への配慮に関する説明書 

6－1－1 津波への配慮に関する基本方針 

6－1－2 仮想的大規模津波の設定 

6－1－3 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

6－1－4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の評価方針 

6－1－5 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の影響評価 

6－1－5－1 仮想的大規模津波に対する金属キャスクの影響評価 

6－1－5－2 仮想的大規模津波に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

6－1－6 仮想的大規模津波に対する受入設備の評価方針 

6－1－7 仮想的大規模津波に対する受入設備の影響評価 

 

7 自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

7－1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の 

説明書 

7－1－1 自然現象等による損傷の防止に関する基本方針 

7－2 竜巻への配慮に関する説明書 

7－2－1 竜巻への配慮に関する基本方針 

7－2－2 竜巻の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

7－2－3 固縛対象物の選定 

7－2－4 竜巻防護に関する施設の評価方針 

7－2－5 竜巻に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－2－6 竜巻に対する電源車の固縛装置の評価方針 前回申請 

7－2－7 竜巻に対する電源車の固縛装置の影響評価 前回申請 

7－3 火山への配慮に関する説明書 

7－3－1 火山への配慮に関する基本方針 

7－3－2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

7－3－3 降下火砕物の影響を考慮する施設の評価方針 

7－3－4 降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－4 外部火災への配慮に関する説明書 

7－4－1 外部火災への配慮に関する基本方針 

7－4－2 外部火災の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 



目－4 添付書類 

7－4－3 外部火災防護に関する許容温度及び設定根拠 

7－4－4 外部火災防護における評価方針 

7－4－5 外部火災の影響を考慮する施設の影響評価 

7－4－5－1 外部火災に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－4－5－2 外部火災に対する金属キャスクの影響評価 

 

8 火災及び爆発の防止に関する説明書 

 

9 安全機能の健全性維持に関する説明書 

 

10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書 

10－1 金属キャスク及び貯蔵架台の強度評価の基本方針 

10－2 金属キャスクの強度に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1 金属キャスクの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－1 密封容器の応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－2 バスケットの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－3 トラニオンの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－4 外筒及び蓋部中性子遮蔽材カバーの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2 金属キャスクの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－1 密封容器の応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－2 バスケットの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－3 トラニオンの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－4 外筒及び蓋部中性子遮蔽材カバーの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－3 貯蔵架台の強度に関する説明書 

10－3－1 貯蔵架台の応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 



目－5 添付書類 

10－3－2 貯蔵架台の応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

11 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）に関する説明書 

11－1 受入れ区域天井クレーンの金属キャスクの取扱いに関する説明書 

11－2 搬送台車の金属キャスクの取扱いに関する説明書 

11－3 圧縮空気供給設備に関する説明書 

 

12 計測制御系統施設に関する説明書 

 

13 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

13－1 廃棄物貯蔵室に関する説明書 

13－1－1 漂流防止設備の評価方針 

13－1－2 漂流防止設備の評価結果 

 

14 放射線管理施設に関する説明書 

14－1 エリアモニタリング設備に関する説明書 

14－2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書 

14－3 放射線サーベイ機器に関する説明書 

 

15 汚染の拡大防止に関する説明書 

 

16 その他設備に関する説明書 

16－1 電気設備に関する説明書 前回申請 

16－2 通信連絡設備等に関する説明書 

16－2－1 通信連絡設備に関する説明書 

16－2－2 避難通路等に関する説明書 

16－3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書 前回申請 

16－4 換気設備に関する説明書 前回申請 

 

17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

17－1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料貯蔵設備本体） 

17－2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）） 

17－3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（計測制御系統施設） 

 



目－6 添付書類 

17－4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射線廃棄物の廃棄施設） 

17－5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射線管理施設） 

17－6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（電気設備） 前回申請 

17－7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（消防用設備） 

 

18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 

 

19 図面 

19－1 事業所の概要を明示した地形図 

19－2 配置図 

19－3 構造図 

19－4 系統図及び単線結線図 

 

 



 
 
 
 
 

添付書類 1  使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書との 

整合性に関する説明書 
 
 
 



 
 
 
 
 

添付書類 1－1 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書 
 

「本文（四号）」との整合性に関する説明書 

 
 
 
 



                 目－1 添付書類 1－1 

目次* 

 

1. 概要 ······································································ 1 

2. 基本方針 ·································································· 1 

3. 説明書の構成 ······························································ 1 

4. 分割申請に伴う本添付書類の説明範囲について ································· 2 

5. 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可申請書との整合性 ··························· 3 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

イ．使用済燃料貯蔵施設の位置 ········································ イ－1 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 ···································· ロ－1 

(1) 使用済燃料の臨界防止に関する構造 ·························· ロ－(1)－1 

(2) 放射線の遮蔽に関する構造 ·································· ロ－(2)－1 

(3) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 ························ ロ－(3)－1 

(4) 使用済燃料等の除熱に関する構造 ···························· ロ－(4)－1 

(5) 火災及び爆発の防止に関する構造 ···························· ロ－(5)－1 

(6) 耐震構造 ················································· ロ－(6)－1 

(7) 耐津波構造················································ ロ－(7)－1 

(8) その他の主要な構造 

  a. （材料及び構造） ····································· ロ－(8)－a－1 

  b. （自然現象） ········································· ロ－(8)－b－1 

  c. （人の不法な侵入等の防止） ································ 前回申請 

  d. （キャスクの取扱） ··································· ロ－(8)－d－1 

  e. （規格及び基準） ····································· ロ－(8)－e－1 

  f. （安全機能） ········································· ロ－(8)－f－1 

  g. （外部電源喪失） ·········································· 前回申請 

  h. （監視及び警報機能） ································· ロ－(8)－h－1 

  i. （通信連絡設備） ····································· ロ－(8)－i－1 

  j. （避難通路） ········································· ロ－(8)－j－1 

  k. （安全評価） ········································· ロ－(8)－k－1 

                

   ＊：事業変更許可申請書本文四号 1.ロ.(8)では，a 項から k 項までアルファベットのみで項目が記載されており
記載内容がわからないことから，事業変更許可申請書との整合性の説明を容易にするために，目次に記載内

容のキーワードを（ ）で記載している。 
 令和３年８月 20日付け原規規発第 2108202号にて変更認可され，今回申請に関係しない事項については，目

次において前回申請と記載し，本申請書には記載しない。 

また，同様に変更認可され，今回申請で変更がない事項については，当該事項を記載した章，節又は項等の
表題に前回申請に同じと記載する。 



                 目－2 添付書類1－1 

ハ．使用済燃料貯蔵設備本体の構造及び設備 ···························· ハ－1 

ニ．使用済燃料の受入施設の構造及び設備 ······························ ニ－1 

ホ．計測制御系統施設の設備 ·········································· ホ－1 

ヘ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 ···························· ヘ－1 

ト．放射線管理施設の設備 ············································ ト－1 

チ．その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち，主要な事項 

(1) 使用済燃料貯蔵建屋 ········································ チ－(1)－1 

(2) 電気設備 ··················································· 前回申請 

(3) 通信連絡設備·············································· チ－(3)－1 

(4) 消防用設備················································ チ－(4)－1 

(5) 人の不法な侵入等防止設備 ···································· 前回申請 

 

 



1 添付書類1－1 

1. 概要 

本説明資料は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」

という。）第 43条の 7第 1 項の許可を受けたところによる設計及び工事であることが法

第 43 条の 8 第 3 項第 1 号で認可基準として規定されており，当該基準に適合すること

を説明するものである。 

 

2. 基本方針 

  設計及び工事の計画が使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請

書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，事業変更許可申請書との整合

性により示す。 

  事業変更許可申請書との整合性は，事業変更許可申請書「本文（四号）」と設計及び工

事の計画のうち「基本設計方針」及び「設計仕様」（以下，「要目表」という。）について

示す。 

  また，事業変更許可申請書「添付書類六」のうち「本文（四号）」に係る設備設計を記

載している箇所については。事業変更許可申請書「本文（四号）」の関連情報として記載

する。 

  なお，事業変更許可申請書の基本方針に記載がなく，設計及び工事の計画において詳

細設計を行う場合は，事業変更許可申請書に抵触するものではないため，本資料には記

載しない。 

 

3. 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「事業変更許可申請書（本文）」，「事業変更

許可申請書（添付書類六）」，「設工認申請書」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

(2) 事業変更許可申請書「添付書類八」の使用済燃料貯蔵施設の事故の種類，程度，影響

等に関する説明書に記載の内容については，比較表の「事業変更許可申請書（添付書類

六）」の欄に破線で囲んで記載し，同様に整合性を記載する。 

(3) 説明書の記載順は，事業変更許可申請書「本文（四号）」に記載する順とする。 

(4) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には，実線のアンダー

ラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに，設

計及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。  

(5) 事業変更許可申請書「添付書類六」については，上記(4)において設計及び工事の計画

にアンダーラインを引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載箇所が異なる

箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 

  



2 添付書類1－1 

4. 分割申請に伴う本添付書類の説明範囲について 

  今回の設計及び工事の計画の変更認可の申請範囲は，人の不法な侵入等の防止，電気

設備及び換気設備以外の施設及び設備である。 

今回申請範囲以外の上記施設及び設備の基本設計方針は，前回申請し，認可済みであ

り，今回申請範囲と関係がないため事業変更許可申請書との整合性は今回申請時には添

付しない。 

共通の基本設計方針は前回申請しているが，今回申請範囲に関係するため事業変更許

可申請書との整合性は，今回申請時に添付し，前回申請に同じと記載する。 

 

  



3 添付書類1－1 

 

 

 

 

 

5. 使用済燃料貯蔵施設の事業変更許可との整合性 



イ－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 イ．使用済燃料貯蔵施設の位置 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

イ．使用済燃料貯蔵施設の位置 

(1) 敷地の面積及び形状 

使用済燃料貯蔵施設を設置する敷地は，下北半島の

津軽海峡側のほぼ中央部に位置し，なだらかな台地か

らなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の地質は，新第三系鮮新統及び第四系からな

り，イ(1)-①断層の露頭は無く，イ(1)-②地震発生に

伴う地殻変動によって生じる可能性のある支持地盤

の傾斜，撓み等の周辺地盤の変状により，基本的安全

機能が損なわれるおそれはない。また，イ(1)-③使用

済燃料貯蔵施設には，施設に大きな影響を及ぼすよう

な地震の発生によって崩壊するおそれがある斜面は

存在しない。 

敷地の形状は，ほぼ正方形であり，敷地全体の広さ

は，約 26万ｍ２である。 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適合

性 

1.2.7 使用済燃料貯蔵施設の地盤 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，耐震設計上の重要度に応じ

た地震力が作用した場合においても，当該建屋を十分

に支持することができる地盤に杭を介して設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変動に

よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発

生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状により，基本的安全機能

が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

３ について 

使用済燃料貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれがない

地盤に設置する。 

 

1. 基本設計方針 

1.5 地震による損傷の防止 

 

 

1.5.1 地盤 

使用済燃料貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）は，

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２

年４月１日施行。以下「技術基準規則」という。）第六

条に適合するため，耐震設計上の重要度に応じた地震

力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置されたものとする。 

貯蔵施設には，イ(1)-③施設に大きな影響を及ぼす

ような地震の発生によって崩壊するおそれがある斜面

は存在せず，貯蔵施設は耐震設計上の重要度に応じた

地震力が作用した場合においても貯蔵施設を十分に支

持することができる地盤に設置される。 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は

杭基礎とし，耐震Ｂクラス施設に適用される地震力及

び基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合におい

ても貯蔵建屋を十分に支持することができる地盤に設

置されたものとする。 

貯蔵施設のうち，電気設備をはじめとする耐震Ｃク

ラス施設，設備は，耐震Ｃクラス施設に適用される地

震力が作用した場合においても当該施設，設備を十分

に支持することができる地盤に設置されたものとす

る。 

 

 

 

また，イ(1)-②貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変

動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震

発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺す

り込み沈下等の周辺地盤の変状により，基本的安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

また，イ(1)-①貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれが

ない地盤（将来活動する可能性のある断層等の露頭が

ない地盤）に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(1)-③は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-③を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のイ(1)-①は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-①と

同義であり，整合して

いる。 

設工認のイ(1)-②は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-②と

同義であり，整合して

 

添付書類 1－1 



イ－2 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

(2) 敷地内における主要な使用済燃料貯蔵施設の位

置 

イ(2)-①使用済燃料貯蔵設備本体を収容する使用

済燃料貯蔵建屋は，敷地の中央から東寄りに設置す

る。 

使用済燃料貯蔵建屋の外壁から敷地境界までの最

短距離は，東方向で約 130ｍである。 

 

 

 

1.2.8 地震による損傷の防止 

適合のための設計方針 

４ について 

使用済燃料貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面

は，最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大１：２

で，高さ５ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，

斜面法尻と使用済燃料貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上

確保されている。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能が

損なわれるおそれはない。 

 

 

1.5.2 耐震設計 

(6) 周辺斜面 

イ(1)-③貯蔵建屋の周辺斜面は,基準地震動ＳＳ

による地震力に対して,貯蔵建屋に影響を及ぼすよ

うな崩壊を起こすおそれがないものとする。 

なお，貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面は，

最大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大 1：2 で，

高さ 5ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，斜

面法尻と貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上確保されて

いる。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

いる。 

設工認のイ(1)-③は

事業変更許可申請書

（本文）のイ(1)-③を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

設工認のイ(1)-①，

イ(1)-②及びイ(1)-

③は事業変更許可申

請書（本文）のイ(2)-

①を詳細設計した結

果であり，整合してい

る。 

 

E 
添付書類 1－1 



ロ－1 添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

 

ロ－1 使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備本

体，使用済燃料の受入施設，計測制御系統施設等からな

り，各設備は，使用済燃料貯蔵建屋に収容する。ロ－2

貯蔵する使用済燃料集合体は健全性を確保した使用済

燃料集合体であり，使用済燃料貯蔵設備本体である基本

的安全機能を有する金属キャスクに収納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 使用済燃料貯蔵建屋（１） 

（中略） 

ロ－1 使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区

域，付帯区域で構成し，使用済燃料貯蔵設備本体，使

用済燃料の受入施設，計測制御系統施設等を収容す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 
1.1 安全設計の基本方針 
（中略） 

ロ－2使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャスク

は，基本的安全機能を有するとともに，使用済燃料集

合体の事業所外運搬に用いる輸送容器としての機能

を併せ持つ容器とする。 

（中略） 

3. 使用済燃料貯蔵設備本体 
3.1 概要 
（中略） 

ロ－2金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵す

る機能を有するとともに，使用済燃料集合体の事業所

外運搬に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼

製の乾式容器であるため，その設計においては，設計

貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間

等を考慮した十分な余裕を有する60年間の経年変化

を考慮する。ロ－2金属キャスクを用いることにより，

使用済燃料貯蔵施設に搬入された後も使用済燃料集

合体を別の容器に詰め替えることなく貯蔵を行う。 
 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

2.6 使用済燃料貯蔵建屋 

(2) 基本設計方針 
a. 使用済燃料貯蔵建屋に関する基本設計方針 

（中略） 

ロ－1 貯蔵建屋は，使用済燃料貯蔵設備本体，使用済燃

料の受入れ施設，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃

棄施設，放射線管理施設及びその他使用済燃料貯蔵施設

の附属施設の主要な設備を収容し，貯蔵区域，受入れ区

域及び付帯区域から構成する。 

（中略） 

 

 

 

別添Ⅰ 2.1 使用済燃料貯蔵設備本体 

(1) 設置の概要 

（中略） 

 ロ－2 金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する

機能を有するとともに，使用済燃料集合体の事業所外運

搬に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾

式容器であり，ロ－2 使用済燃料貯蔵施設に搬入された

後も使用済燃料集合体を別の容器に詰め替えることな

く貯蔵を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ－1 は，事

業変更許可申請書（本

文）のロ－1 と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ－2 は，事

業変更許可申請書（本

文）のロ－2 と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－2 添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

ロ－3 使用済燃料貯蔵施設のうち，主要な施設である

使用済燃料貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）とする。敷地の整地面

は，標高 16ｍとする。ただし，本標高は東京湾平均海面

（T.P.）を基準としたものである。 

 

 

 

 

 

 

ロ－4使用済燃料貯蔵施設は，「核原料物質，核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規

制法」という。）等の関係法令の要求を満足するととも

に，適切と認められる規格等に準拠するように設計す

る。 

 

 

2.4.1 使用済燃料貯蔵建屋（１） 

 

ロ－3使用済燃料貯蔵建屋は，地上１階で，平面が

約131ｍ（南北方向）×約62ｍ（東西方向）の鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨

造）の建物である。標高16ｍの整地地盤からの高さは，

約28ｍである。 

 （中略） 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

ロ－4使用済燃料貯蔵施設は，「核原料物質，核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子

炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足す

るとともに，適切と認められる規格等に準拠するよう

に設計する。また，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則」に適合する設計とす

る。 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 2.6 使用済燃料貯蔵建屋 

(2) 基本設計方針 
a. 使用済燃料貯蔵建屋に関する基本設計方針 

ロ－3 使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）

は，金属キャスクを最大 288 基収容する地上１階で，平

面が約 131m（南北方向）×約 62m（東西方向）の鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨

造）の建物である。標高 16m の整地地盤からの高さは，

約 28m である。ただし，本標高は東京湾平均海面（T.P.）

を基準としたものである。 

（中略） 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様，準拠規格及び基準 

ロ－４(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

（計測設備系統施設の記載例） 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則（平成 25年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則

第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-

1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追

補版） 

・日本産業規格（JIS） 

・日本建築学会各種構造設計及び計算規準（ＡＩＪ） 

・日本電気協会電気技術規程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥ

ＡＧ） 

・電気事業法（昭和 39年 7月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9年 3月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

 

 

 

設工認のロ－3 は，事

業変更許可申請書（本

文）のロ－3 と同義で

あり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ－4 別添Ⅱの各施

設の設計仕様，準拠規

格及び基準 (2) 準

拠すべき主な法令，規

格及び基準において，

準拠すべき主な法令，

規格及び基準を記載

しており，事業変更許

可申請書と整合して

いる。 



ロ－3 添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・日本電気計測器工業会規格（JEMIS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E 



                                                                                          ロ－(1)－1 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (1) 使用済燃料の臨界防止に関する構造 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(1) 使用済燃料の臨界防止に関する構造 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達するお

それがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行う。 

 

ロ(1)－①ａ． 金属キャスク単体は，その内部のバス

ケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料に

より，使用済燃料集合体を収納した条件下で，技術的に

想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を

0.95以下となるよう設計する。 

 

ロ(1)－②ｂ． 臨界防止機能の一部を構成する金属キ

ャスク内部のバスケットは，設計貯蔵期間（50年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60 年間における放射線照射影響，腐食等の

経年変化に対して十分な信頼性を有する材料を選定し，

技術的に想定されるいかなる場合でも臨界防止上有意

な変形を起こさない設計とする。金属キャスク内部のバ

スケットにより，適切な使用済燃料集合体間隔を保持

し，使用済燃料集合体を相互に近接しないよう，使用済

燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持する構造とし，

設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期

間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバ

スケットの構造健全性が保たれる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

1.1.1 使用済燃料の臨界防止に関する基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達する

おそれがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行

う。 

 

(1) 使用済燃料貯蔵施設は，金属キャスクの取扱時に

金属キャスクが相互に近接すること等技術的に想定さ

れるいかなる場合でも臨界を防止する設計とする。 

 

 

 

(2) 臨界防止機能の一部を構成する金属キャスク内部

のバスケットは，原子力発電所において使用済燃料集合

体収納時に冠水すること等技術的に想定されるいかな

る場合でも臨界防止上有意な変形を起こさない設計と

するとともに，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所

外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60

年間を通じて構造健全性が保たれる設計とする。 

 

1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達する

おそれがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行

う。 

(1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾

何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，使用済

燃料集合体を収納した条件下で，原子力発電所において

使用済燃料集合体収納時に冠水すること等技術的に想

定されるいかなる場合でも臨界を防止する設計とする。 

 

(2) 臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，設

計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間

等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における放射

線照射影響，腐食等の経年変化に対して十分な信頼性を

有する材料を選定し，原子力発電所において使用済燃料

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1. 共通項目 

 

1.1 使用済燃料の臨界防止 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達するおそ

れがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行う。 

 

 

ロ(1)－① (1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケ

ットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，

使用済燃料集合体を収納した条件下で，技術的に想定され

るいかなる場合でも，中性子実効増倍率を0.95以下となる

よう設計する。 

 

ロ(1)－② (2) 臨界防止機能の一部を構成する金属キャ

スク内部のバスケットは，設計貯蔵期間（50年間）に加え

て事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有

する60年間における放射線照射影響，腐食等の経年変化に

対して十分な信頼性を有する材料を選定し，技術的に想定

されるいかなる場合でも臨界防止上有意な変形を起こさ

ない設計とする。金属キャスク内部のバスケットにより，

適切な使用済燃料集合体間隔を保持し，使用済燃料集合体

を相互に近接しないよう，使用済燃料集合体を所定の幾何

学的配置に維持する構造とし，設計貯蔵期間（50年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕

を有する60年間を通じてバスケットの構造健全性が保た

れる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(1)－①は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(1)－①と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ロ(1)－②は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(1)－②と整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 

 



                                                                                          ロ－(1)－2 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(1)－③ｃ． 使用済燃料集合体を収納した金属キャ

スクを，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した

条件下で，金属キャスクの搬入から搬出までの全工程に

おいて，金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，技術

的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を

0.95 以下となるよう設計する。 

 

 

ロ(1)－④ｄ． 未臨界性に有意な影響を与える以下の

因子を考慮した設計とする。 

(a) 配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形

状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置等にお

いて適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射

条件（無限配列）としていることから，金属キャスクの

滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット及

び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率の変化は

わずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与えること

はない。 

(b) 中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮

する。 

製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

(c) 減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあた

り冠水することを設計上適切に考慮する。 

集合体収納時に冠水すること等技術的に想定されるい

かなる場合でも臨界防止上有意な変形を起こさない設

計とする。金属キャスク内部のバスケットにより，適切

な使用済燃料集合体間隔を保持し，使用済燃料集合体を

相互に近接しないよう，使用済燃料集合体を所定の幾何

学的配置に維持する構造とし，設計貯蔵期間（50年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な

余裕を有する 60 年間を通じてバスケットの構造健全性

が保たれる設計とする。 

 

(3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使

用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件下で，

金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，金

属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，金属キャスクの

取扱時に金属キャスクが相互に近接すること等技術的

に想定されるいかなる場合でも，臨界を防止する設計と

する。 

 

(4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮

した設計とする。 

ａ．配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形

状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置等にお

いて適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射

条件（無限配列）としていることから，金属キャスクの

滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット

及び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率の変化

はわずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与えるこ

とはない。 

ｂ．中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮

する。 

(a) 製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

(b) 中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ．減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあた

り冠水することを設計上適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(1)－③ (3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャス

クを，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件

下で，金属キャスクの搬入から搬出までの全工程におい

て，金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，技術的に想

定されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を0.95以下

となるよう設計する。 

 

 

ロ(1)－④ (4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因

子を考慮した設計とする。 

ａ． 配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形状，

バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置等において

適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射条

件（無限配列）としていることから，金属キャスクの滑動

を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット及

び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率の変化はわ

ずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与えることはな

い。 

ｂ． 中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮す

る。 

製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ． 減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあたり

冠水することを設計上適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(1)－③は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(1)－③と整

合している。 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(1)－④は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(1)－④と整

合している。 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(d) 燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮し

ない。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による燃

焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

 

ロ(1)－⑤ｅ． 使用済燃料集合体を金属キャスクに収

納するに当たっては，臨界評価で考慮した因子について

の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉

設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が

貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録により確

認する。 

 

ｄ．燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮し

ない。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による燃

焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

 

(5) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当

たっては，臨界評価で考慮した因子についての条件又は

範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確

認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要

な条件を満足していることを，記録により確認する。 

 

3.2 設計方針 

(1) 臨界防止機能 

金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的な

配置及び中性子を吸収する材料により，臨界を防止する

設計とする。使用済燃料集合体を貯蔵容量最大に収納し

た条件下で，金属キャスクの搬入から搬出までの全工程

において，金属キャスクの取扱時に金属キャスクが相互

に近接すること等技術的に想定されるいかなる場合で

も，中性子実効増倍率を 0.95 以下となるよう設計する。 

臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，原子力

発電所において使用済燃料集合体収納時に冠水するこ

と等技術的に想定されるいかなる場合でも臨界防止上

有意な変形を起こさない設計とする。バスケットによ

り，適切な使用済燃料集合体間隔を保持し，使用済燃料

集合体を相互に近接しないよう，使用済燃料集合体を所

定の幾何学的配置に維持する構造とし，設計貯蔵期間

（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮

した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバスケットの

構造健全性を保つ設計とする。 

 

3.3 主要設備 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架

台で構成する。 

金属キャスクは，本体胴，蓋部，バスケット等で構成

する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための支

持構造物である。 

ｄ． 燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮しな

い。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による燃焼初

期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

 

ロ(1)－⑤ (5) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納

するに当たっては，臨界評価で考慮した因子についての条

件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者

が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必

要な条件を満足していることを，記録により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(1)－⑤は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(1)－⑤と整

合している。 

可申請書の記載は，設

工認申請書の記載対

象外である。 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

金属キャスクは，緩衝体を取り付ける等の事業所外運

搬に適合するための措置を施し，事業所外運搬用の輸送

物として原子力発電所から使用済燃料貯蔵施設へ搬入

する。使用済燃料貯蔵建屋内において，受入れ区域天井

クレーンを用いて金属キャスクを貯蔵架台に固定し，搬

送台車を用いて貯蔵区域の所定の箇所まで移送し，貯蔵

架台を床面に固定する。 

次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全性

について説明する。 

なお，「(1) 臨界防止」，「(2) 遮蔽」，「(3) 閉じ込

め」及び「(4) 除熱」において示す評価は，基本設計

段階における金属キャスクの臨界防止機能，遮蔽機能，

閉じ込め機能及び除熱機能が基本的設計方針を満たす

ことを確認するために行ったものであり，詳細設計段階

における評価値は原子炉等規制法第 43 条の 8 の規定に

基づく使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方

法の認可申請書による。 

(1) 臨界防止 

金属キャスクの内部には，格子状のバスケットを設

け，格子の中に使用済燃料集合体を収納する。バスケッ

トの材料には中性子を有効に吸収するボロンを偏在す

ることなく添加したステンレス鋼を用い，設計貯蔵期間

（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮

した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバスケットの

構造健全性を保つ設計とし，使用済燃料集合体を所定の

幾何学的配置に維持することにより臨界を防止する。 

金属キャスクの臨界解析フローを第 3.3－1 図に示

す。金属キャスク及び燃料集合体の実形状を三次元で適

切にモデル化し，燃料棒単位セル計算を輸送計算コード

ＸＳＤＲＮＰＭ，中性子実効増倍率の計算をモンテカル

ロコードＫＥＮＯ－Ｖ.ａで行うＳＣＡＬＥコードシス

テム（4.4ａ）を用いる。断面積ライブラリにはＳＣＡ

ＬＥコードシステムの内蔵ライブラリデータのひとつ

である 238 群ライブラリデータを使用して中性子実効

増倍率を求め，その値が解析コードの精度，解析の裕度

を考慮して，0.95 以下となることを確認する。 

臨界解析条件を第 3.3－1 表に示す。使用済燃料集合

体は乾燥状態で貯蔵されるものの，原子力発電所におい

ては，金属キャスクへ使用済燃料集合体を収納する際に

添付書類 1－1 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

冠水することも考慮して，乾燥状態及び冠水状態で評価

する。 

ＢＷＲ燃料集合体には反応度抑制効果のある可燃性

毒物が含まれているが，中性子減速材のない乾燥状態で

は可燃性毒物の反応度抑制効果が低下することから，乾

燥状態の解析では保守的に可燃性毒物の反応度抑制効

果を無視した初期濃縮度の燃料集合体を金属キャスク

に全数収納した状態を設定する。冠水状態の解析では，

燃料集合体の燃焼に伴う反応度の低下は考慮せず，可燃

性毒物による燃焼初期の反応度抑制効果を考慮して，炉

心内装荷冷温状態での無限増倍率が 1.3 となる燃料集

合体モデルを金属キャスクに全数収納した状態を設定

する。 

また，金属キャスクの周囲は，金属キャスク相互の中

性子干渉を考慮して完全反射条件（無限配列）とし，バ

スケット格子内の使用済燃料集合体は，中性子実効増倍

率が最大となるように金属キャスク中心側に偏向して

配置するとともに，バスケットの板厚，内のりの寸法公

差や中性子吸収材の製造公差を考慮するなど，十分な安

全裕度を見込むこととする。なお，設計貯蔵期間（50 年

間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分

な余裕を有する 60 年間経過後の中性子吸収に伴う中性

子吸収材原子個数密度の減少は非常に小さいため，これ

を無視する。 

上記条件に基づく解析結果によれば，統計誤差として

標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率は，第 3.3

－6 表に示すように，0.95 以下を満足している。 

 

 

添付書類 1－1 E 



                                                                                          ロ－(2)－1 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (2) 放射線の遮蔽に関する構造 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(2) 放射線の遮蔽に関する構造 

使用済燃料貯蔵施設は，事業所周辺及び管理区域そ

の他事業所内の人が立ち入る場所の線量を低減できる

よう，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

 

ロ(2)－①ａ．リサイクル燃料備蓄センターからの直接

線及びスカイシャイン線による公衆の線量が原子炉等規

制法に基づき定められている線量限度を超えないことは

もとより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で

50μSv/年以下）なるように，金属キャスク及び使用済

燃料貯蔵建屋により，適切な遮蔽を講ずる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

1.1.2 放射線の遮蔽に関する基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，事業所周辺及び管理区域その

他事業所内の人が立ち入る場所の線量を低減できるよ

う，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

 

 

 (1) リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及び

スカイシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制法

に基づき定められている線量限度を超えないことはも

とより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50

μSv/年以下）なるように，金属キャスク及び使用済燃

料貯蔵建屋により，適切な遮蔽を講ずる設計とする。 

(2) 放射線業務従事者が立ち入る場所については，遮

蔽設計の基準となる線量率を施設内の区分に応じて適

切に定め，区分の基準線量率を満足するように設計す

る。 

(3) 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所にお

ける線量を合理的に達成できる限り低くし公衆の線量

限度以下に低減できるよう，適切な措置を講ずる。 

 

1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時において，直接線及

びスカイシャイン線により公衆の受ける線量が「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の

規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められて

いる線量限度を超えないことはもとより，合理的に達

成できる限り低く（実効線量で 50μSv/年以下）なる

よう，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋により，

十分な放射線遮蔽を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1. 共通項目 

  

1.4 遮蔽 

使用済燃料貯蔵施設は，事業所周辺及び管理区域その他

事業所内の人が立ち入る場所の線量を低減できるよう，次

の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

 

 

ロ(2)－① (1) リサイクル燃料備蓄センターからの直接

線及びスカイシャイン線による公衆の線量が原子炉等規制

法に基づき定められている線量限度を超えないことはもと

より，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50μSv/

年以下）なるように，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵

建屋により，適切な遮蔽を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(2)－①は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(2)－①と整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 

 

 



                                                                                          ロ－(2)－2 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ロ(2)－②ｂ．金属キャスクは，使用済燃料集合体から

の放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮

蔽する設計とする。また，設計貯蔵期間（50 年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60年間における中性子遮蔽材の熱による遮

蔽機能の低下を考慮しても，金属キャスク表面及び金

属キャスク表面から１ｍの位置における線量当量率

は，それぞれ２mSv/h 以下，100μSv/h 以下となるよう

設計する。 

 

ロ(2)－③ｃ．使用済燃料集合体を金属キャスクに収納

するに当たっては，遮蔽機能に関する評価で考慮した

使用済燃料集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集

合体の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先

である原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収

納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足していること

を，記録により確認する。 

 

 

ロ(2)－④ｄ．放射線業務従事者が立ち入る場所につい

ては，放射線業務従事者が受ける線量が線量限度を超

えないようにし，さらに，放射線業務従事者及び一時

立入者（以下「放射線業務従事者等」という。）の立ち

入る場所における線量を合理的に達成できる限り低減

できるように，遮蔽及び機器の配置を行うとともに，

各場所への立入頻度，滞在時間等を制限することによ

り，放射線業務従事者等の被ばくを低減する。また，

遮蔽設計の基準となる線量率を施設内の区分に応じて

適切に定め，区分の基準線量率を満足するように設計

する。 

 

 

ロ(2)－⑤ｅ．事業所内の管理区域以外の人が立ち入る

場所における線量を合理的に達成できる限り低くし公

衆の線量限度以下に低減できるよう，適切な措置を講

ずる。 

 

 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガ

ンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽する設計と

する。また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外

運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間における中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の低下を

考慮しても十分な遮蔽性能を有する設計とする。 

 

 

 

 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当た

っては，遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料

集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体の配置

の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子

炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態

が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録によ

り確認する。 

 

２ について 

使用済燃料貯蔵施設は，「使用済燃料の貯蔵の事業に

関する規則」に基づいて管理区域を定めるとともに，放

射線業務従事者が受ける線量が「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量

限度等を定める告示」に定められた線量限度を超えない

ようにし，さらに，放射線業務従事者等の立ち入る場所

における線量を合理的に達成できる限り低減できるよ

うに，使用済燃料貯蔵建屋に遮蔽壁及び遮蔽ルーバを設

け，また，貯蔵区域への入口に迷路又は遮蔽扉を設けて，

遮蔽及び機器の配置を行うとともに，各場所への立入頻

度，滞在時間及び立入エリアを制限することにより，放

射線業務従事者等の被ばくを低減する。 

 

使用済燃料貯蔵建屋の遮蔽設計に当たっては，放射線

業務従事者の立入頻度，滞在時間及び立入エリアを考慮

して外部放射線に係る基準線量率を設け，これを満足す

るようにする。 

また，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所に

おける線量を合理的に達成できる限り低くし公衆の線

量限度以下に低減できるよう，外部放射線に係る線量の

ロ(2)－② (2) 金属キャスクは，使用済燃料集合体から

の放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽

する設計とする。また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて

事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有す

る 60 年間における中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の低

下を考慮しても，金属キャスク表面及び金属キャスク表面

から１ｍの位置における線量当量率は，それぞれ２mSv/h

以下，100μSv/h 以下となるよう設計する。 

 

 

ロ(2)－③ (3) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納

するに当たっては，遮蔽機能に関する評価で考慮した使

用済燃料集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体

の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である

原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状

態が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録によ

り確認する。 

 

 

ロ(2)－④ (4) 放射線業務従事者が立ち入る場所につい

ては，放射線業務従事者が受ける線量が線量限度を超えな

いようにし，さらに，放射線業務従事者及び一時立入者（以

下「放射線業務従事者等」という。）の立ち入る場所におけ

る線量を合理的に達成できる限り低減できるように，遮蔽

及び機器の配置を行うとともに，各場所への立入頻度，滞

在時間等を制限することにより，放射線業務従事者等の被

ばくを低減する。また，遮蔽設計の基準となる線量率を施

設内の区分に応じて適切に定め，区分の基準線量率を満足

するように設計する。なお，放射線業務従事者等の被ばく

管理については，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料

貯蔵施設保安規定（以下「保安規定」という。）に定め，運

用する。 

ロ(2)－⑤ (5) 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る

場所における線量を合理的に達成できる限り低くし公衆

の線量限度以下に低減できるよう，適切な措置を講ずる。

なお，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所におけ

る線量の管理については，保安規定に定め，運用する。 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(2)－②は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(2)－②と整

合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(2)－③は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(2)－③と整

合している。 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(2)－④は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(2)－④と整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(2)－⑤は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(2)－⑤と整

合している。 

可申請書の記載は，設

工認申請書の記載対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 



                                                                                          ロ－(2)－3 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

測定を行い，必要に応じて区画の実施，作業時間の制限

等，適切な措置を講ずる。 

 

3.2 設計方針 

(2) 遮蔽機能 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガン

マ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽する設

計とする。 

また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に

係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間にお

ける金属キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材

の放射線照射，熱による遮蔽性能の低下を考慮しても，金

属キャスク表面及び金属キャスク表面から１ｍの位置

における線量当量率は，それぞれ２mSv/h 以下，100μ

Sv/h 以下となるよう設計する。 

 

3.3 主要設備 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架

台で構成する。 

金属キャスクは，本体胴，蓋部，バスケット等で構成

する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための支

持構造物である。 

金属キャスクは，緩衝体を取り付ける等の事業所外運

搬に適合するための措置を施し，事業所外運搬用の輸送

物として原子力発電所から使用済燃料貯蔵施設へ搬入

する。使用済燃料貯蔵建屋内において，受入れ区域天井

クレーンを用いて金属キャスクを貯蔵架台に固定し，搬

送台車を用いて貯蔵区域の所定の箇所まで移送し，貯蔵

架台を床面に固定する。 

次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全性

について説明する。 

なお，「(1) 臨界防止」，「(2) 遮蔽」，「(3) 閉じ込

め」及び「(4) 除熱」において示す評価は，基本設計

段階における金属キャスクの臨界防止機能，遮蔽機能，

閉じ込め機能及び除熱機能が基本的設計方針を満たす

ことを確認するために行ったものであり，詳細設計段階

における評価値は原子炉等規制法第 43 条の 8 の規定に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 



                                                                                          ロ－(2)－4 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

基づく使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方

法の認可申請書による。 

 (2) 遮蔽 

金属キャスクは，公衆及び放射線業務従事者等に対し

て，放射線被ばく上の影響を及ぼすことのないよう，使

用済燃料集合体から放出される放射線を本体胴及び蓋

部により遮蔽する。ガンマ線遮蔽材には，十分な厚みを

有する鋼製の材料を用い，中性子遮蔽材には，レジンを

用いる。 

遮蔽解析フローを第 3.3－2 図に示す。遮蔽解析にお

いては，金属キャスクの実形状を軸方向断面に二次元で

適切にモデル化し，使用済燃料の種類，燃焼度，濃縮度，

冷却期間等を条件に燃焼計算コードＯＲＩＧＥＮ２を

用いて，線量当量率評価に用いる線源強度を求める。 

使用済燃料集合体の線源強度計算条件を第 3.3－2 表

に示す。 

線源強度の計算には，使用済燃料集合体平均燃焼度に

対する軸方向の比を包含する燃焼度分布（以下「ピーキ

ングファクタ」という。）を考慮する。線源強度の計算

結果を第 3.3－3 表に示す。 

線源強度に基づき，二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5

により，金属キャスク表面及び表面から１ｍの位置にお

ける線量当量率を求め，それぞれ２mSv/h 以下，100μ

Sv/h 以下となることを確認する。 

線量当量率の評価は，第 3.3－3 表より，最も線源強

度の大きい新型８×８ジルコニウムライナ燃料を対象

として実施する。 

線量当量率の評価に当たっては，第3.4－1図～第3.4

－3 図に示す使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納

配置を考慮し，保守的に線源強度を設定するなど，十分

な保守性を有する条件とする。また，設計貯蔵期間（50

年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十

分な余裕を有する 60 年間における金属キャスクの中性

子遮蔽材の熱による遮蔽性能の低下を考慮する。 

上記条件に基づく解析結果によれば，第 3.3－6 表に

示すように，金属キャスク表面及び表面から１ｍの位置

における線量当量率は，それぞれ２mSv/h 以下，100μ

Sv/h 以下を満足している。 

なお，上記解析は，最も実績のある手法である二次元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 



                                                                                          ロ－(2)－5 

 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

輸送計算コードＤＯＴ3.5 及び断面積ライブラリＤＬ

Ｃ－23／ＣＡＳＫの組合せによる評価であるが，本断面

積ライブラリは特定の条件では中性子線量当量率を過

小評価することが知られていることから，特定の条件で

中性子線量当量率の評価が向上するとされている断面

積ライブラリＭＡＴＸＳＬＩＢ－Ｊ33 による評価結果

が示されている（７）。同評価では，金属キャスク表面に

おける線量当量率は 1.811mSv/h であり２mSv/h 以下と

なること，金属キャスク表面から１ｍの位置における線

量当量率は 98.6μSv/h であり 100μSv/h 以下となるこ

とが，それぞれ確認されている。 

 

添付書類七 

5.1.4 計算結果 

リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカイ

シャイン線による敷地境界外の線量の計算を行った結

果，評価線質が中性子の場合，東側の敷地境界外におい

て最大となり，その実効線量は年間約 2.8×10-2mSv で

ある。また，評価線質がガンマ線の場合，南側の敷地境

界外において最大となり，その実効線量は年間約 6.6×

10-3mSv である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類七の記載。 

 

 

 

E 添付書類 1－1 



                                                                                           ロ－(3)－1 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (3) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(3) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された

区域に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ

込め設計を行う。 

 

ロ(3)-①ａ．金属キャスクは，設計貯蔵期間（50 年

間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十

分な余裕を有する 60 年間を通じて，使用済燃料集合体

を内封する空間を不活性雰囲気に保つとともに負圧に

維持する設計とする。 

 

ロ(3)-②ｂ．金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋

の多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間

部を正圧に維持することにより，使用済燃料集合体を

内封する空間を金属キャスク外部から隔離する設計と

する。また，一次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定

することにより，閉じ込め機能について監視できる設

計とする。金属キャスクの構造上，漏えいの経路とな

り得る蓋及び蓋貫通孔のシール部には金属ガスケット

を用いることにより長期にわたって閉じ込め機能を維

持する設計とする。 

 

ロ(3)-③ｃ．金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終

了後において，収納された使用済燃料集合体の検査

等のために一次蓋を開放しないことを前提としてい

るため，万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対し

て，二次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合には，

二次蓋の金属ガスケットを交換し，一次蓋の閉じ込

め機能に異常がある場合には，金属キャスクに蓋を

追加装着できる構造を有すること等，閉じ込め機能

の修復性を考慮した設計とする。 

 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

 

1.1.3 使用済燃料等の閉じ込めに関する基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された区

域に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ込め

設計を行う。 

 

 

 (1) 金属キャスクは，設計貯蔵期間（50 年間）に加え

て事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60 年間を通じて，使用済燃料集合体を内封する

空間を不活性雰囲気に保つとともに負圧に維持する設

計とする。 

 

 (2) 金属キャスクは，蓋部における多重の閉じ込め構

造により使用済燃料集合体を内封する空間を容器外部

から隔離する設計とする。また，閉じ込め機能について

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 金属キャスクは，万一の蓋部の閉じ込め機能の異

常に対して，蓋を追加装着できる構造を有すること等，

閉じ込め機能の修復性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1. 共通項目 

 

1.2 閉じ込めの機能 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された区域

に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ込め設計

を行う。 

 

 

ロ(3)-① (1) 金属キャスクは，設計貯蔵期間（50年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する60年間を通じて，使用済燃料集合体を内封する

空間を不活性雰囲気に保つとともに負圧に維持する設計

とする。 

 

ロ(3)-② (2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の

多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正

圧に維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空

間を金属キャスク外部から隔離する設計とする。また，一

次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定することにより，閉

じ込め機能について監視できる設計とする。金属キャスク

の構造上，漏えいの経路となり得る蓋及び蓋貫通孔のシー

ル部には金属ガスケットを用いることにより長期にわた

って閉じ込め機能を維持する設計とする。 

 

 

ロ(3)-③ (3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了

後において，収納された使用済燃料集合体の検査等のため

に一次蓋を開放しないことを前提としているため，万一の

蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋の閉じ込め機

能に異常がある場合には，二次蓋の金属ガスケットを交換

し，一次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合には，金属キ

ャスクに蓋を追加装着できる構造を有すること等，閉じ込

め機能の修復性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(3)-①は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(3)-①と整合

している。 

 

設工認申請書の記載

ロ(3)-②は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(3)-②と整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(3)-③は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(3)-③と整合

している。 
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ロ(3)-④ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物によ

る汚染の拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室を受入れ区

域の独立した区画に設け，放射性廃棄物をドラム缶，

ステンレス製等の密封容器に入れ，保管廃棄可能な設

計とする。また，漏えいが生じたときの漏えい拡大防

止を考慮し，廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける

構造とするとともに，床等は，廃水が浸透し難い材料

で仕上げる設計とする。 
なお，仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建屋

の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているド

ラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯蔵室

外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するためドラム

缶，ステンレス製等の密封容器を固縛する漂流防止対

策を講ずる。漂流防止対策として，水面に浮上するド

ラム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆い，ま

た，浮上しないステンレス製等の密封容器は深水圧に

耐える構造とする。 
 

 (4) 放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の

拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室を受入れ区域の独立し

た区画に設け，放射性廃棄物をドラム缶，ステンレス製

等の密封容器に入れ，保管廃棄可能な設計とする。 
また，漏えいが生じたときの漏えい拡大防止を考慮

し，廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける構造とする

とともに，床及び腰壁は，廃水が浸透し難い材料で仕上

げる設計とする。 
なお，仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建屋の

損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているドラム

缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯蔵室外，敷地

内及び敷地外への漂流を防止するためドラム缶，ステン

レス製等の密封容器を固縛する漂流防止対策を講ずる。

漂流防止対策として，水面に浮上するドラム缶は水面に

浮上できる大きさのネットで覆い，また，浮上しないス

テンレス製等の密封容器は深水圧に耐える構造とする。 

 

1.2.4 閉じ込めの機能 
適合のための設計方針 
使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された区

域に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ込め

設計を行う。 
 
 (1) 金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に

閉じ込めるため，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事

業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有す

る 60 年間を通じて使用済燃料集合体を内封する空間を

負圧に維持できる設計とする。 
また，使用済燃料集合体及びバスケットの健全性を維

持するため，金属キャスクの内部の空間を不活性雰囲気

に保つ設計とする。 
 
 (2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の

閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧に

維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空間

を金属キャスク外部から隔離する設計とする。また，一

次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定することにより，

閉じ込め機能について監視ができる設計とする。金属キ

ャスクの構造上，漏えいの経路となり得る蓋及び蓋貫通

ロ(3)-④ 放射性廃棄物の廃棄施設の設計及びドラム缶の

漂流防止対策の基本設計方針については，「別添Ⅰ 基本

設計方針」の「2.4 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

設工認申請書の記載

ロ(3)-④は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ (3)-④と整合

している。 
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孔のシール部には金属ガスケットを用いることにより

長期にわたって閉じ込め機能を維持する設計とする。 
 
 (3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了後にお

いて，収納された使用済燃料集合体の検査等のために一

次蓋を開放しないことを前提としているため，万一の蓋

部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋の閉じ込め機

能に異常がある場合には，二次蓋の金属ガスケットを交

換し，一次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合には，金

属キャスクに蓋を追加装着できる構造を有すること等，

閉じ込め機能の修復性を考慮した設計とする。 
 
 (4) 使用済燃料貯蔵施設では，平常時に放射性廃棄物

は発生しないため，放射性廃棄物の処理施設を設置しな

い。 
なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める

管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場

合は，除染に使用した水及び除染液の液体廃棄物並びに

ウエス等の固体廃棄物はドラム缶，ステンレス製等の密

封容器に入れた後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 
 
 (5) 放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の

拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室を受入れ区域の独立し

た区画に設け，放射性廃棄物をドラム缶，ステンレス製

等の密封容器に入れ，保管廃棄可能な設計とする。 
また，漏えいが生じたときの漏えい拡大防止を考慮

し，廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける構造とする

とともに，床及び腰壁は，廃水が浸透し難い材料で仕上

げる設計とする。 
なお，仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建屋の

損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄しているドラム

缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯蔵室外，敷地

内及び敷地外への漂流を防止するためドラム缶，ステン

レス製等の密封容器を固縛する漂流防止対策を講ずる。

漂流防止対策として，水面に浮上するドラム缶は水面に

浮上できる大きさのネットで覆い，また，浮上しないス

テンレス製等の密封容器は深水圧に耐える構造とする。 
 

3.2 設計方針 
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(3) 閉じ込め機能 
金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に閉じ込

めるため，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外

運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間を通じて使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に

維持する設計とする。また，使用済燃料集合体及びバス

ケットの健全性を維持するため，金属キャスクの内部の

空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 
金属キャスクは，一次蓋及び二次蓋による多重の閉じ込

め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧に維持す

ることにより，使用済燃料集合体を内封する空間を金属

キャスク外部から隔離する設計とする。また，蓋間の圧

力を測定することにより，閉じ込め機能について監視が

できる設計とする。 
万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，蓋を追加装

着できる構造を有すること等，閉じ込め機能の修復性を

考慮した設計とする。 
 

3.3 主要設備 
使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架

台で構成する。 
金属キャスクは，本体胴，蓋部，バスケット等で構成

する。 
貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための支

持構造物である。 
金属キャスクは，緩衝体を取り付ける等の事業所外運

搬に適合するための措置を施し，事業所外運搬用の輸送

物として原子力発電所から使用済燃料貯蔵施設へ搬入

する。使用済燃料貯蔵建屋内において，受入れ区域天井

クレーンを用いて金属キャスクを貯蔵架台に固定し，搬

送台車を用いて貯蔵区域の所定の箇所まで移送し，貯蔵

架台を床面に固定する。 
次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全性

について説明する。 
なお，「(1) 臨界防止」，「(2) 遮蔽」，「(3) 閉じ込め」

及び「(4) 除熱」において示す評価は，基本設計段階に

おける金属キャスクの臨界防止機能，遮蔽機能，閉じ込

め機能及び除熱機能が基本的設計方針を満たすことを

確認するために行ったものであり，詳細設計段階におけ

添付書類 1－1 



                                                                                           ロ－(3)－5 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

る評価値は原子炉等規制法第 43 条の 8 の規定に基づく

使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認

可申請書による。 
(3) 閉じ込め 
金属キャスクの閉じ込め構造を第 3.3－3 図に，金属

キャスクのシール部詳細を第 3.3－4 図に示す。金属キ

ャスクは，本体胴及び蓋部により使用済燃料集合体を内

封する空間を外部から隔離し，設計貯蔵期間（50 年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な

余裕を有する 60 年間を通じて負圧に維持する。金属キ

ャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉じ込め構造

とし，その蓋間をあらかじめ正圧とし圧力障壁を形成す

ることにより，放射性物質を金属キャスク内部に閉じ込

める。また，使用済燃料集合体を内封する空間に通じる

貫通孔のシール部は一次蓋に設ける。蓋及び蓋貫通孔の

シール部には，長期にわたって閉じ込め機能を維持する

観点から金属ガスケットを用いる。金属ガスケットの漏

えい率は，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外

運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間を通じて，蓋間の空間に充填されているヘリウムガス

が蓋間の圧力を一定とした条件下で使用済燃料集合体

を内封する空間側に漏えいし，かつ，燃料被覆管からの

核分裂生成ガスの放出を仮定しても，使用済燃料集合体

を内封する空間を負圧に維持できるように設定し，その

漏えい率を満足していることを気密漏えい検査により

確認する。さらに，蓋間の圧力を測定することにより閉

じ込め機能を監視する。蓋間の圧力に異常が生じた場合

でも，あらかじめ金属キャスク内部を負圧に維持すると

ともに，蓋間の圧力を正圧としているので，内部の気体

が外部に流出することはない。 
蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋に漏えいが

認められた場合には，金属キャスク内部が負圧に維持さ

れていること及び一次蓋の健全性を確認の上，二次蓋の

金属ガスケットを交換し，閉じ込め機能を修復して貯蔵

を継続する。二次蓋に漏えいが認められず，一次蓋の閉

じ込め機能が異常であると考えられる場合には，金属キ

ャスクに蓋を追加装着し，搬出のために必要な記録とと

もに，契約先に引き渡す。なお，搬出までの間は金属キ

ャスクを適切に保管する。 
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金属キャスクの閉じ込め評価フローを第 3.3－5 図に

示す。閉じ込め性能評価では，設計貯蔵期間（50 年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な

余裕を有する 60 年間にわたって金属キャスク内部の負

圧を維持できる漏えい率を求める。漏えい率は，シール

される流体，シール部温度及び漏えいの上流側と下流側

の圧力に依存する。したがって，金属キャスク内部圧力

変化は，蓋間圧力と金属キャスク内部圧力の圧力差のも

とで，ある漏えい率をもつシール部を通して金属キャス

ク内部へ流入する気体の漏えい量を積分することによ

って求められる。 
金属キャスクの閉じ込め評価の基準となる基準漏え

い率は，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間

にわたって金属キャスク内部の負圧が維持できるよう

に設定され，使用する金属ガスケットが確保可能な閉じ

込め性能及び発電所搬出前の気密漏えい検査の判定基

準として確認する漏えい率（リークテスト判定基準）を

上回るものでなければならない。 
基準漏えい率を求めるに当たり設定した評価条件を

第 3.3－4 表に示す。金属キャスク内部の圧力を保守的

に評価するため，蓋間圧力は一定とし，蓋間空間のガス

は金属キャスク内部側にのみ漏えいするものとして漏

えい率の計算を行う。また，大気圧は，気象変化による

圧力変動を考慮した値として 9.7×104Pa とする。金属

キャスク内部空間の圧力の算定に当たっては，使用済燃

料集合体の破損率として，米国の使用済燃料集合体の乾

式貯蔵中における漏えい燃料発生率（約 0.01％）及び日

本の軽水炉における漏えい燃料発生率（0.01％以下）を

考慮し，保守的な値として 0.1％とする。 
閉じ込め評価の結果，第 3.3－6 表に示すように，金

属ガスケットの漏えい率は基準漏えい率以下を満足し

ている。 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (4) 使用済燃料等の除熱に関する構造 前回申請に同じ 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(4) 使用済燃料等の除熱に関する構造 

使用済燃料貯蔵施設は，動力を用いないで使用済燃

料等の崩壊熱を適切に除去するため，次の方針に基づ

き除熱設計を行う。 

 

ロ(4)-①ａ．金属キャスクは，使用済燃料集合体の健

全性を維持する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱

を金属キャスク表面に伝え，周囲空気等に伝達するこ

とにより除去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加

えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕

を有する 60年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を

維持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が

１％を超えない温度，照射硬化の回復現象により燃料

被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素

化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が

生じない温度以下となるように制限する。 

 

ロ(4)-②ｂ．金属キャスクは，基本的安全機能を維持

する観点から，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業

所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60年間を通じてその構成部材の健全性が保たれる温度

範囲にあるよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

1.1.4 使用済燃料等の除熱に関する基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，動力を用いないで使用済燃料

等の崩壊熱を適切に除去するため，次の方針に基づき除

熱設計を行う。 

 

 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び

基本的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する

観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去でき

る設計とする。 

 

(2) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面から

の除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵建屋内の雰

囲気温度を低く保つことができるよう，金属キャスク表

面に伝えられた使用済燃料集合体の崩壊熱を，その熱量

に応じて生じる通風力を利用した自然換気方式により

適切に除去する設計とし，換気のための給気口及び排気

口を設ける。 

給気口はフード下端の位置を地上高さ６ｍ，排気口は

地上高さ 23ｍと降下火砕物の堆積及び積雪を考慮した

十分高い位置に設ける。また，給気口に自主的に設置す

るバードスクリーン，及び排気口に自主的に設置する排

気ルーバは降下火砕物の粒径より十分に大きな格子と

する。以上のことより使用済燃料貯蔵建屋の給気口及び

排気口は，積雪及び降下火砕物により閉塞しない設計と

する。 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

使用済燃料貯蔵施設における貯蔵期間中に金属キャ

スクの基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある事

象として，使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞，火

災・爆発，経年変化，発生することが想定される自然

災害等が考えられる。 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1. 共通項目 

 

1.3 除熱 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵建屋に給気口及

び排気口を設け，通風力を利用した自然換気方式により動

力を用いないで使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去でき

るよう，次の方針に基づき除熱設計を行う。 

 

ロ(4)-① (1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全

性を維持する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属

キャスク表面に伝え，周囲空気等に伝達することにより除

去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて

事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有す

る60年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を維持する

観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を超えない

温度，照射硬化の回復現象により燃料被覆管の機械的特性

が著しく低下しない温度及び水素化物の再配向による燃

料被覆管の機械的特性の低下が生じない温度以下となる

ように制限する。 

 

ロ(4)-② (2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持す

る観点から，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する60年間を

通じてその構成部材の健全性が保たれる温度範囲にある

よう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(4)-①は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(4)-①と整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(4)-②は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(4)-②と整合

している。 
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(1) 使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞 

使用済燃料貯蔵建屋には，金属キャスク表面から金

属キャスク周囲の空気に伝えられた使用済燃料集合体

の崩壊熱を，その熱量に応じて生じる空気の通風力を

利用して使用済燃料貯蔵建屋外へ放散するため，給気

口及び排気口を設ける。金属キャスクを貯蔵する貯蔵

区域の給気口フード下端の位置は地上高さ約６ｍ，排

気口の位置は地上高さ約23ｍであり，むつ特別地域気

象観測所の観測記録（1935年～2012年）によれば，最

大積雪量は170cm（1977年２月15日）であることから，

給排気口が積雪により閉塞されることはない。また，

考慮すべき降下火砕物の最大堆積層厚は約30cm（恐山

の火山灰）であり，給排気口が降下火砕物により閉塞

されることはない。 

給気口の開口寸法は，幅約４ｍ，高さ約3.5ｍであ

り，排気口の開口寸法は，幅約８ｍ，高さ約３ｍであ

る。また，風雨，ばい煙の影響を考慮し，給気口には

フード，排気口には遮風板を設置するため，外部から

異物が飛来してきたとしても，給排気口が閉塞される

可能性は極めて低い。また，植物や小動物による給排

気口の閉塞については，事象の進展が緩慢であり，定

期的な巡視により検知・除去することができることか

ら，給排気口が閉塞される可能性は極めて低い。 

以上のことから，使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞

は，基本的安全機能への影響を確認する事象として選定

する必要はない。 

 

また，除熱機能について監視できる設計とする。 
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ロ(4)-③ｃ．使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの

表面からの除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵

建屋内の雰囲気温度を低く保つことができる設計とす

る。なお，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測

設備，放射線監視設備等の電気品の性能維持を考慮す

るとともに，コンクリート温度はコンクリートの基本

特性に影響を及ぼさないよう，また構造材としての健

全性を維持するよう考慮する。給気口及び排気口は，

積雪等により閉塞しない設計とする。また，除熱機能

について監視できる設計とする。 

 

 

 

1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，動力を用いないで使用済燃料

等の崩壊熱を適切に除去できるよう，次の方針に基づき

設計を行う。 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維

持する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャ

スク表面に伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達

することにより除去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加え

て事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を維

持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を

超えない温度，照射硬化の回復現象により燃料被覆管の

機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再

配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が生じない

温度以下となるように制限する。 

 

 

(2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点

から，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬

に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を

通じてその構成部材の健全性が保たれる温度範囲にあ

るよう設計する。 

 

 

(3) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面から

の除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵建屋内の雰

囲気温度を低く保つことができる設計とする。なお，使

用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測設備等の電気

品の性能維持を考慮するとともに，コンクリート温度は

コンクリートの基本特性に影響を及ぼさないよう，また

構造材としての健全性を維持するよう考慮する。給気口

及び排気口は，積雪及び降下火砕物により閉塞しないよ

う設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(4)-③ (3) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表

面からの除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵建屋内

の雰囲気温度を低く保つことができる設計とする。なお，

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測設備，放射線監

視設備等の電気品の性能維持を考慮するとともに，コンク

リート温度はコンクリートの基本特性に影響を及ぼさな

いよう，また構造材としての健全性を維持するよう考慮す

る。給気口及び排気口は，積雪等により閉塞しない設計と

する。また，除熱機能について監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(4)-③は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(4)-③と整合

している。 
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ロ(4)-④ｄ．使用済燃料集合体を金属キャスクに収納

するに当たっては，除熱機能に関する評価で考慮した

使用済燃料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範

囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確

認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要

な条件を満足していることを，記録により確認する。 

(4) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当

たっては，除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃料

集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸脱し

ないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用済

燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足

していることを，記録により確認する。 

 

2. 使用済燃料貯蔵施設の配置 

2.4 主要な建物 

2.4.1 使用済燃料貯蔵建屋（１） 

使用済燃料貯蔵建屋は，地上１階で，平面が約131ｍ（南

北方向）×約62ｍ（東西方向）の鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物である。

標高 16ｍの整地地盤からの高さは，約 28ｍである。 

使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯

区域で構成し，使用済燃料貯蔵設備本体，使用済燃料の

受入施設，計測制御系統施設等を収容する。貯蔵区域，

受入れ区域，付帯区域は，火災の影響を軽減できるよう

に，コンクリート壁，防火扉及び防火シャッタにより区

画するとともに，「建築基準法」に基づく防火区画を設

ける。また，雷害防止として，使用済燃料貯蔵建屋に棟

上導体を取り付け，接地網の布設による接地抵抗の低減

の対策を講ずる。 

金属キャスクは，受入れ区域にて外観検査，線量当量

率検査等を行った後，搬送台車により貯蔵区域の所定の

箇所まで移送し，貯蔵する。また，上記工程を逆に行う

ことにより，金属キャスクを搬出する。 

金属キャスクは，事業開始以降，１回の受入れは最大

８基とし，使用済燃料貯蔵建屋中央部の給気温度検出器

が設置されている区画から設置し，最大 288 基（照射前

金属ウラン量 約 3,000ｔ）貯蔵する。 

使用済燃料貯蔵建屋の事業開始時の機器配置図を第

2.4－1 図(1)，最大貯蔵時の機器配置図を第 2.4－1 図

(2)，断面図を第 2.4－2図に示す。 

受入れ区域には，仮置架台，たて起こし架台及び検査

架台を設置するとともに，上部には，金属キャスクを取

扱うための受入れ区域天井クレーンを設置する。受入れ

区域は，金属キャスクの搬出入作業のため，最大８基の

金属キャスクを仮置きする。また，受入れ区域には，放

ロ(4)-④ (4) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納

するに当たっては，除熱機能に関する評価で考慮した使用

済燃料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸

脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用

済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足

していることを，記録により確認する。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(4)-④は，事業変更

許可申請書（本文）の

記載ロ(4)-④と整合

している。 
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射性廃棄物を保管廃棄するための廃棄物貯蔵室を設け

る。 

受入れ区域及び貯蔵区域には，金属キャスク表面から金

属キャスク周囲の空気に伝えられた使用済燃料集合体

の崩壊熱を，その熱量に応じて生じる空気の通風力を利

用して使用済燃料貯蔵建屋外へ放散するための給気口

及び排気口を設ける。適切な通風力を得るため，貯蔵区

域の排気口は地上高さ約 23ｍに設け，受入れ区域の排

気口は地上高さ約 20ｍに設ける。また，貯蔵区域では，

計測設備等の電気品の性能維持を考慮し，使用済燃料貯

蔵建屋内の雰囲気温度が 45℃以下，コンクリートの基

本特性に大きな影響を及ぼすような自由水の逸散が生

じない温度及び構造材としての健全性を維持するため

の温度を考慮し，使用済燃料貯蔵建屋のコンクリート温

度が 65℃以下に保たれるよう，片側の給気口から中央

の排気口までの金属キャスク配置を１列あたり最大６

基とする。さらに，給気口及び排気口には，それぞれ温

度検出器を適切に配置して使用済燃料貯蔵建屋給排気

温度を測定することにより，使用済燃料貯蔵建屋の除熱

機能が維持されていることを監視する。 

貯蔵区域において，貯蔵区域を耐火壁，防火扉及び防

火シャッタにより６分割した区画のうち金属キャスク

が設置されていない区画については，夏季に使用済燃料

貯蔵建屋内で発生する結露対策として，給気口を閉止す

る運用とする。 

付帯区域には，計測制御系統施設等の検出器からの信

号を表示，記録する表示装置及び警報装置を収容するた

めの監視盤室を設ける。 

使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析フローを第 2.4－3 図

に示す。使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析においては，使

用済燃料貯蔵建屋及び金属キャスクを一次元又は三次

元で適切にモデル化し，一次元熱計算により使用済燃料

貯蔵建屋内の雰囲気温度を，三次元熱流動解析コードＦ

ＬＵＥＮＴ6.2 を用いて使用済燃料貯蔵建屋のコンク

リート温度を評価する。 

使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析条件を第 2.4－1 表に

示す。使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度の評価に当た

っては，使用済燃料集合体の崩壊熱が全て金属キャスク

周囲の空気に伝わるよう設定し，コンクリート温度の評
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価に当たっては，使用済燃料貯蔵建屋外壁を断熱とする

など十分な保守性を見込むこととする。 

使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析評価の結果，第 2.4－

2 表，第 2.4－3 表に示すように，貯蔵区域の片側の給

気口から中央の排気口までの金属キャスク配置を１列

あたり最大６基とした金属キャスクの合計発熱量を

72.6kW とすることで，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気

温度は 45℃以下，コンクリート温度は 65℃以下に保つ

ことができる。 

なお，本解析は，使用済燃料貯蔵建屋の除熱機能が基

本的設計方針を満たすことを確認するために行ったも

のである。 

 

 

 

3.2 設計方針 

(4) 除熱機能 

金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び基本

的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する観点

から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャスク表面に

伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達することに

より除去する設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加え

て事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を維

持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を

超えない温度，照射硬化の回復現象により燃料被覆管の

機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再

配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が生じない

温度以下となるように制限する。 

金属キャスク構成部材の温度は，基本的安全機能を維

持できる温度以下となるように制限する。 

燃料被覆管の制限温度及び金属キャスク構成部材の

制限温度は以下のとおりである。 

ａ．発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉（以

下「ＢＷＲ」という。）使用済燃料集合体の燃料被覆管

制限温度 

新型８×８燃料 200℃（２） 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料，高燃焼度８×８燃
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料 300℃（２） 

ｂ．金属キャスク構成部材の制限温度 

胴，外筒及び蓋部 350℃（３） 

中性子遮蔽材 150℃（４） 

金属ガスケット 130℃（５） 

バスケット 300℃（６） 

 

3.3 主要設備 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵架

台で構成する。 

金属キャスクは，本体胴，蓋部，バスケット等で構成

する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための支

持構造物である。 

金属キャスクは，緩衝体を取り付ける等の事業所外運

搬に適合するための措置を施し，事業所外運搬用の輸送

物として原子力発電所から使用済燃料貯蔵施設へ搬入

する。使用済燃料貯蔵建屋内において，受入れ区域天井

クレーンを用いて金属キャスクを貯蔵架台に固定し，搬

送台車を用いて貯蔵区域の所定の箇所まで移送し，貯蔵

架台を床面に固定する。 

次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全性

について説明する。 

なお，「(1) 臨界防止」，「(2) 遮蔽」，「(3) 閉じ込

め」及び「(4) 除熱」において示す評価は，基本設計

段階における金属キャスクの臨界防止機能，遮蔽機能，

閉じ込め機能及び除熱機能が基本的設計方針を満たす

ことを確認するために行ったものであり，詳細設計段階

における評価値は原子炉等規制法第 43 条の 8 の規定に

基づく使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方

法の認可申請書による。 

(4) 除熱 

金属キャスクは，使用済燃料集合体から発生する崩

壊熱を伝導，対流，輻射により金属キャスクの外表面に

伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達し除去す

る。金属キャスク内部のバスケットは，バスケットプレ

ート，伝熱プレートの設置により必要な伝熱性能を確

保する。本体胴の中性子遮蔽材に熱伝導率の低いレジ

ンを用いているため，伝熱フィンを設けることにより
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必要な伝熱性能を確保する。 

除熱解析フローを第 3.3－6 図に示す。除熱解析は，

金属キャスクの実形状を軸方向断面，径方向断面にそ

れぞれ二次元で，燃料集合体の実形状を径方向断面に

二次元で適切にモデル化し，有限要素法コードＡＢＡ

ＱＵＳを用いて行う。 

除熱解析条件を第 3.3－5表に示す。使用済燃料の種

類，燃焼度，濃縮度，冷却期間等を条件に燃焼計算コー

ドＯＲＩＧＥＮ２を用いて求めた崩壊熱量及び第 3.4

－1 図～第 3.4－3 図に示す使用済燃料集合体の燃焼度

に応じた収納配置を入力条件として，燃料被覆管及び

基本的安全機能を維持する上で重要な構成部材の温度

を評価し，燃料被覆管は貯蔵する使用済燃料集合体の

種類ごとに定める制限温度，構成部材はその健全性に

影響を与えない温度以下となることを確認する。金属

キャスクの蓋部及び底部の温度は，軸方向断面の二次

元モデル，それ以外の構成部材の温度は径方向断面の

二次元モデルで評価し，燃料被覆管の温度は，燃料集合

体の径方向断面の二次元モデルで評価する。構成部材

の温度評価に当たっては，使用済燃料集合体のピーキ

ングファクタを考慮して，最大崩壊熱量を十分に上回

る崩壊熱量を設定するとともに，金属キャスクの底部

を断熱条件とし，また，燃料被覆管の温度評価に当たっ

ては，軸方向を断熱条件とするなど十分な保守性を有

する条件とする。燃料被覆管及び金属キャスク構成部

材の温度評価に当たっては，保守的な評価結果となる

ように，境界条件として金属キャスクの周囲温度を

45℃，使用済燃料貯蔵建屋の壁面温度を 65℃とする。 

上記条件に基づく解析結果によれば，第 3.3－6表に

示すように燃料被覆管は制限温度以下を，構成部材の

温度は，その健全性に影響を与えない温度以下を満足

している。 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(5) 火災及び爆発の防止に関する構造 

ロ(5)-①使用済燃料使用済燃料貯蔵施設は，火災

又は爆発により基本的安全機能が損なわれないよ

う，火災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の発生

の早期感知及び消火，火災及び爆発の影響軽減につ

いて適切に組み合わせた火災防護対策を講ずる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(5)-②なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的

安全機能を損なうような爆発を発生させる機器・設

備は存在しない。 

 

ａ．火災の発生防止 

 

ロ(5)a.-①使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能

な限り不燃性又は難燃性材料を使用した設計とす

るとともに，ロ(5)a.-②ケーブルについても金属

キャスクへの影響に応じて難燃ケーブル等を使用

する設計とする。 

 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.5 火災・爆発の防止に関する基本方針 

 

1.1.5.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安

全機能を損なうことのないよう，火災及び爆発の発生防

止，火災及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び

爆発の影響軽減について適切に組み合わせた火災防護

対策を講ずる設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上

では，金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属製の

不燃性材料でありそれ自体が火災発生源となることは

ないが，周囲で発生した火災の熱的な影響により金属キ

ャスクの基本的安全機能を損なうことのないよう，金属

キャスク周囲における火災防護対策を講ずる。使用済燃

料貯蔵建屋については，基本的安全機能のうち建屋が担

っている遮蔽及び除熱の機能が火災により損なわれな

いよう，耐火能力を有するコンクリート壁，防火扉及び

防火シャッタで構成する。また，金属キャスクを取り扱

う設備である受入れ区域天井クレーン及び搬送台車に

ついては，金属キャスク取扱い中の火災による金属キャ

スクの落下，転倒及び重量物の落下による波及的影響を

防止する設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損

なうような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 

 

 

1.1.5.2 火災の発生防止 

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又

は難燃性材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1 共通項目 

別添Ⅰ 1.8 火災等による損傷の防止 

 

1.8.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

ロ(5)-①使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基

本的安全機能を損なうことのないよう，火災及び爆発の発

生防止，火災及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及

び爆発の影響軽減について適切に組み合わせた火災防護

対策を講ずる設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で

は，金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属製の不燃

性材料でありそれ自体が火災発生源となることはないが，

周囲で発生した火災の熱的な影響により金属キャスクの

基本的安全機能を損なうことのないよう，金属キャスク周

囲における火災防護対策を講ずる。使用済燃料貯蔵建屋

（以下「貯蔵建屋」という。）については，基本的安全機能

のうち貯蔵建屋が担っている遮蔽及び除熱の機能が火災

により損なわれないよう，耐火能力を有するコンクリート

壁，防火扉及び防火シャッタで構成する。また，金属キャ

スクを取り扱う設備である受入れ区域天井クレーン及び

搬送台車については，金属キャスク取扱い中の火災による

金属キャスクの落下，転倒及び重量物の落下による波及的

影響を防止する設計とする。 

ロ(5)-②なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機

能を損なうような爆発を発生させる機器・設備は存在しな

い。 

 

1.8.2 火災の発生防止 

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ロ(5)a.-①使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り

不燃性又は難燃性材料を使用する設計とするとともに，

ロ(5)a.-②ケーブルについても金属キャスクへの影響

に応じて難燃ケーブル等を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)-①は

事業許可申請書（本

文）のロ(5)-①と同義

であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)-②は

事業変更許可申請書

（本文）のロ(5)-②と

同義であり，整合して

いる。 

 

設工認のロ(5)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

①と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)a.-②

は事業変更許可申請
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事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2. 事故選定及び評価（１)(２) 

2.1 事故選定 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

(2) 火災・爆発 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は

難燃性材料を使用する設計とする。 

 

 

ａ．主要な施設及び構造材に対する不燃性材料の使用 

(a) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

は，以下の通り不燃性材料を使用する設計とす

る。 

ⅰ．金属キャスク及び貯蔵架台は，主要材料が金

属製の不燃性材料である。 

ⅱ．受入れ区域天井クレーンのつり具，ブレーキ，

ワイヤロープは金属製である。 

ⅲ．搬送台車のドライブユニットは，鋼板製のカ

バーで囲んだ構造とする。 

ⅳ．使用済燃料貯蔵建屋は，不燃性材料を構造材

とする鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）とする。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設以

外の施設についても，実用上可能な限り不燃性材

料を使用する設計とする。 

ⅰ．受入設備（仮置架台，たて起こし架台，検査

架台）は金属製である。なお，たて起こし架台

及びその周辺に敷設する衝撃吸収材は木材を

ステンレス板で覆い，着火しない構造とする。 

ⅱ．配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管，盤

の筐体及びこれらの支持構造物のうち主要な

構造材は，金属製の不燃性材料を使用する。 

ⅲ．受入れ区域架構鉄骨に自主的に設置する緩衝

材は，ポリプロピレン発泡体に耐火被覆を巻い

たものとし，着火しない構造とする。 

ｂ．難燃ケーブル及び難燃性ケーブルの使用 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消

火性について UL 垂直燃焼試験の試験規格に適合す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．主要な施設及び構造材に対する不燃性材料の使用 

ロ(5)a.-①(a) 基本的安全機能を確保する上で必要

な施設は，以下の通り不燃性材料を使用する設計と

する。 

ⅰ．金属キャスク及び貯蔵架台は，主要材料が金属

製の不燃性材料とする。 

ⅱ．受入れ区域天井クレーンのつり具，ブレーキ，

ワイヤロープは金属製とする。 

ⅲ．搬送台車のドライブユニットは，鋼板製のカバ

ーで囲んだ構造とする。 

ⅳ．貯蔵建屋は，不燃性材料を構造材とする鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）とする。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設以外

の施設についても，実用上可能な限り不燃性材料を

使用する設計とする。 

ⅰ．受入設備（仮置架台，たて起こし架台，検査架

台）は金属製である。なお，たて起こし架台及び

その周辺に敷設する衝撃吸収材は木材をステン

レス板で覆い，着火しない構造とする。 

ⅱ．配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管，盤の

筐体及びこれらの支持構造物のうち主要な構造

材は，金属製の不燃性材料を使用する。 

ⅲ．火災時に着火するおそれのある材料を貯蔵建屋

に設置する場合は，耐火被覆により着火しない構

造とする。 

ｂ．難燃ケーブル及び難燃性ケーブルの使用 

ロ(5)a.-②金属キャスクに直接接続するケーブル

は，自己消火性について UL 垂直燃焼試験の試験規格

書（本文）のロ(5)a.-

②と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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ロ(5)a.-③発火性又は引火性物質に対して漏え

い防止対策を講じ，ロ(5)a.-④電気系統には遮断

器を設け過電流による電気火災防止対策を講ずる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

るとともに，延焼性について IEEE383，IEEE1202 の

試験規格に適合した難燃ケーブル，又はそれらの試

験規格に基づく実証試験に合格した難燃ケーブル

を使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合

品と同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計と

するか，又は金属製の盤，電線管に収納する設計と

する。 

ｃ．換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃

性材料の使用 

使用済燃料貯蔵建屋のうち，金属キャスクを貯蔵

する貯蔵区域及び金属キャスクを仮置きする受入

れ区域は除熱のための空気の通風を自然換気によ

り行い，換気設備のフィルタは使用しない。 

ｄ．保温材に対する不燃性材料の使用 

保温材は，空気圧縮機配管の火傷防止保温と冷却

水ポンプ保温，雑用水配管の防露保温と凍結防止保

温，及び監視盤室の空調冷媒配管保温に使用するこ

とを目的としており，不燃性材料を使用する設計と

する。 

ｅ．建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵建屋のうち，貯蔵区域の壁の一部

（床面から 1.6ｍの範囲），受入れ区域の床及び壁

の一部（床面から 1.6ｍの範囲）は，不燃性のエポ

キシ樹脂系塗料を使用する設計とする。 

 

(2) 火災の発生防止 

発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を

講ずるとともに，電気系統の過電流による過熱及び損

傷の防止対策を講ずる設計とする。 

 

なお，使用済燃料貯蔵施設においては，可燃性の蒸

気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがなく，火花を

発生する設備や高温の設備で発火源となる設備は設

置しない。また，使用済燃料集合体は，金属製の乾式

キャスクに収納しており，冷却水が存在しないことか

ら，冷却水が放射線分解により水素を発生することは

ない。 

無停電電源装置の制御弁式鉛蓄電池は，負極板での

に適合するとともに，延焼性について IEEE383，

IEEE1202 の試験規格に適合した難燃ケーブル，又はそ

れらの試験規格に基づく実証試験に合格した難燃ケ

ーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合品と

同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，

又は金属製の盤，電線管に収納する設計とする。 

 

ロ(5)a.-①ｃ．換気空調設備のフィルタ 

 

貯蔵建屋のうち，金属キャスクを貯蔵する貯蔵区域

及び金属キャスクを仮置きする受入れ区域は除熱の

ための空気の通風を自然換気により行い，換気空調設

備のフィルタは使用しない。 

ｄ．保温材に対する不燃性材料の使用 

保温材は，空気圧縮機配管の火傷防止保温や冷却水

ポンプ保温等，配管，ポンプ等の火傷防止，防露，凍

結防止に使用することを目的としており，不燃性材料

を使用する設計とする。 

 

ｅ．貯蔵建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

貯蔵建屋のうち，貯蔵区域の壁の一部（床面から 1.6

ｍの範囲），受入れ区域の床及び壁の一部（床面から

1.6ｍの範囲）は，不燃性のエポキシ樹脂系塗料にて塗

装する設計とする。 

 

(2) 火災の発生防止 

ロ(5)a.-③発火性又は引火性物質に対して漏えい防

止対策を講じ，ロ(5)a.-④電気系統には遮断器を設け過

電流による電気火災防止対策（過熱及び損傷の防止対

策）を講ずる設計とする。 

ロ(5)a.-⑥なお，使用済燃料貯蔵施設においては，可

燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがなく，

着火源となる火花を発生する設備や高温の設備で異常

な温度上昇の防止対策を必要とする設備は設置しない。

また，使用済燃料集合体は，金属製の乾式キャスクに収

納しており，冷却水が存在しないことから，冷却水が放

射線分解により水素を発生することはない。 

蓄電池の過充電に伴う水素ガス発生防止のために，無

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

③と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)a.-④

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

④と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)a.-⑥

は事業変更許可申請
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ロ(5)a.-⑤使用済燃料貯蔵建屋は落雷による火

災発生を防止するため，避雷設備を設置する設計

とする。 

 

ロ(5)a.-⑥なお，着火源となる火花を発生する

設備や高温の設備で異常な温度上昇の防止対策を

必要とする設備は設置しない。 

水素の発生を抑制する構造となっているが，整流器過

電圧に伴う過充電により水素が発生する可能性があ

る。無停電電源装置は，整流器過電圧時に整流器を停

止する保護機能があり，このことにより水素の発生を

防止する設計とする。 

 

可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管されて

いる可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに設

定されている耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁が必

要な耐火時間を満足するよう持ち込みを制限する。ま

た，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置

きしない運用とする。 

ａ．発火性物質及び引火性物質の漏えい防止対策 

貯蔵区域及び受入れ区域に設置する発火性又は

引火性物質である潤滑油又はグリスを内包する機

器は，密閉構造の軸受により潤滑油及びグリスの漏

えいを防止するか，受け皿を設置して漏えいの拡大

を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．電気系統の過電流による電気火災防止対策 

電気系統は，「電気設備に関する技術基準を定め

る省令」に基づき，過電流継電器の保護継電器と遮

断器の組合せにより故障機器系統の早期遮断を行

い，過負荷や短絡に起因する過熱，焼損による電気

火災を防止する設計とする。 

 

(3) 落雷による火災発生の防止 

使用済燃料貯蔵建屋は地上高さ 20ｍを超える設計

であり，落雷による火災発生を防止するため，建築基準

法に基づき JIS A 4201「建築物等の避雷設備（避雷針）」

に準拠した避雷設備を設置する設計とする。 

 

 

 

停電電源装置，共用無停電電源装置及び直流電源装置

は，整流器過電圧時に整流器を停止する機能を有する設

計とする。また，無停電電源装置，共用無停電電源装置

及び直流電源装置を設置する部屋は室内環境維持及び

水素が発生した際にその濃度を低減することを目的と

して換気を行う。 

可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管されてい

る可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに設定さ

れている耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁が必要な耐

火時間を満足するよう持ち込みを制限する。また，貯蔵

建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置きしない運用とする。 

 

ａ．発火性物質及び引火性物質の漏えい防止対策 

ロ(5)a.-③貯蔵区域及び受入れ区域に設置する発

火性又は引火性物質である潤滑油又はグリスを内包

する機器は，密閉構造の軸受により潤滑油及びグリス

の漏えいを防止するか，受け皿を設置して漏えいの拡

大を防止する設計とする。 

軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令に従

い，軽油の漏れに対応できるよう，繊維強化プラスチ

ックによるタンクの被覆や漏えいの検知を行う設計

とする。また，電源車についても，軽油の漏れ，あふ

れ又は飛散による火災を防止できるよう，電源車周囲

に軽油の拡散防止対策を施す設計とする。 

ｂ．電気系統の過電流による電気火災防止対策 

ロ(5)a.-④電気系統は，「電気設備に関する技術基

準を定める省令」に基づき，過電流継電器と遮断器の

組合せにより故障機器系統の早期遮断を行い，過負荷

や短絡に起因する過熱，焼損による電気火災を防止す

る設計とする。 

 

(3) 落雷による火災発生の防止 

ロ(5)a.-⑤貯蔵建屋は地上高さ 20ｍを超える設計で

あり，落雷による火災発生を防止するため，建築基準法

に基づき JIS A 4201「建築物等の避雷設備（避雷針）」

に準拠した避雷設備を設置する設計とする。 

 

 

 

書（本文）のロ(5)a.-

⑥と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

③を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(5)a.-④

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

④を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-⑤

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

⑤と同義であり，整合

している。 
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ｂ．火災の感知及び消火 

ロ(5)b.-①火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うため，火災感知設備及び消火設

備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(5)b.-②火災感知設備として，使用済燃料貯

蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に火災感知器を

設置し，ロ(5)b.-③火災警報を警報設備である火

災受信機において表示，吹鳴する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.3 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行う

ため，火災感知設備及び消火設備を設置する。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2. 事故選定及び評価（１)(２) 

2.1 事故選定 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

(2) 火災・爆発 

また，火災感知設備，消火器，動力消防ポンプ，防火

水槽を「消防法」に基づいて適切に設置する。 

 

 

(1) 火災感知設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に，

「消防法」に基づき，火災区域内を網羅するように火

災感知器を設置するとともに，火災警報を警報設備で

ある火災受信機において表示，吹鳴する設計とする。 

 

ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知器は，早期に火災を感知できるよう，各

室における取付け面高さ，温度及び霧が発生する環

境条件，予想される火災の性質（炎が生じる前に発

煙する，火災が発生すると温度が上昇する，及び煙

は霧や靄の影響を受けると感知が困難である）を考

慮して型式を選定する。 

外部から流入した霧及び靄が滞留して感知器の

機能に支障を及ぼすおそれのある場所に設置する

火災感知器は，機能に支障のないように熱感知器

（差動式スポット型感知器）を選定する。その他の

場所に設置する火災感知器は，火災時に炎が生じる

前の広範囲の発煙段階から感知できる煙感知器を

選定する。そのうち，天井が高く広い区域に設置す

 

1.8.3 火災の感知及び消火 

ロ(5)b.-①火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消

火を行うため，火災感知設備及び消火設備を設置する設計

とする。これらの設備は，その故障，損壊又は異常な作動

により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に支障を及

ぼすおそれがないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災感知設備 

ロ(5)b.-②貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に，

「消防法」に基づき，火災区域内を網羅するように火災

感知器を設置するとともに，ロ(5)b.-③火災警報を警報

設備である火災受信機において表示，吹鳴する設計とす

る。 

ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

ロ(5)b.-②火災感知器は，早期に火災を感知できる

よう，各室における取付け面高さ，温度及び霧が発生

する環境条件，予想される火災の性質（炎が生じる前

に発煙する，火災が発生すると温度が上昇する，及び

煙は霧や靄の影響を受けると感知が困難である）を考

慮して型式を選定する。 

外部から流入した霧及び靄が滞留して感知器の機

能に支障を及ぼすおそれのある場所に設置する火災

感知器は，機能に支障のないように熱感知器（差動式

スポット型感知器）を選定する。その他の場所に設置

する火災感知器は，火災時に炎が生じる前の広範囲の

発煙段階から感知できる煙感知器を選定する。そのう

ち，天井が高く広い区域に設置する火災感知器は，そ

 

 

設工認のロ(5)b.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)b.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

②と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)b.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

③と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)b.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

②を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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ロ(5)b.-③消火設備として，使用済燃料貯蔵建

屋の貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災に

対して，消火活動を早期に行うことを目的に，「消

防法」に基づき消火器，動力消防ポンプ及び防火

水槽を設置する。 

ロ(5)b.-④使用済燃料貯蔵施設における火災発

生時には，自衛消防隊を設置し，消火活動を行

う。また，火災発生時の消火活動に関する教育及

び自衛消防隊による総合的な訓練を定期的に実施

する。 

 

 

 

 

る火災感知器は，その区域を監視できる煙感知器

（光電式分離型感知器）を選定し，その他の場所に

設置する火災感知器は，煙感知器（光電式スポット

型感知器）を選定する。 

 

ｂ．火災受信機 

使用済燃料貯蔵建屋の火災警報は，出入管理建屋

の火災受信機及び監視盤室の表示機（副受信機）に

おいて表示，吹鳴する設計とする。 

また，事務建屋の火災受信機においても表示，吹

鳴する設計とする。 

 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源が喪失しても有効な蓄

電池（60分間監視後に 10分以上吹鳴）を有してい

る。また，上記に加え，受変電施設に設置している

無停電電源装置及び自主的に出入管理建屋に設置

している無停電電源装置から給電される設計とす

る。 

 

(2) 消火設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域は，

除熱のための空気を通風させる給気口及び排気口が

設置されており煙が充満しないこと及び放射線の影

響により消火活動が困難となることはないことから

固定式消火設備は設置しないが，貯蔵区域及び受入れ

区域で想定される火災に対して，消火活動を早期に行

うことを目的に，「消防法」に基づき適切に消火器，

動力消防ポンプ及び防火水槽を設置する。 

 

使用済燃料貯蔵施設における火災発生時には，自衛

消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火災発生時

の消火活動に関する教育及び自衛消防隊による総合

的な訓練を定期的に実施する。 

 

 

(3) 自然現象の考慮 

ａ．凍結防止対策 

動力消防ポンプの水源となる防火水槽は，冬季の

の区域を監視できる煙感知器（光電式分離型感知器）

を選定し，その他の場所に設置する火災感知器は，煙

感知器（光電式スポット型感知器）を選定する。 

 

 

ｂ．火災受信機 

ロ(5)b.-③貯蔵建屋の火災警報は，出入管理建屋の

火災受信機及び監視盤室の表示機（副受信機）におい

て表示，吹鳴する設計とする。 

また，事務建屋の火災受信機においても表示，吹鳴

する設計とする。 

 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源が喪失しても有効な蓄電

池（60 分間監視後に 10 分以上吹鳴）を有している。

また，上記に加え，受変電施設に設置している共用無

停電電源装置から給電される設計とする。 

 

 

 

(2) 消火設備 

貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域は，除熱のための

空気を通風させる給気口及び排気口が設置されており

煙が充満しないこと及び放射線の影響により消火活動

が困難となることはないことから固定式消火設備は設

置しないが，ロ(5)b.-③貯蔵区域及び受入れ区域で想定

される火災に対して，消火活動を早期に行うことを目的

に，「消防法」に基づき適切に消火器，動力消防ポンプ及

び防火水槽を設置する。 

 

ロ(5)b.-④使用済燃料貯蔵施設における火災発生時

には，自衛消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火

災発生時の消火活動に関する教育及び自衛消防隊によ

る総合的な訓練を定期的に実施する。 

 

 

(3) 自然現象の考慮 

ａ．凍結防止対策 

動力消防ポンプの水源となる防火水槽は，冬季の凍

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)b.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

③を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)b.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

③と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)b.-④

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)b.-

④と同義であり，整合

している。 
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ｃ．火災の影響軽減 

ロ(5)c.-①使用済燃料貯蔵建屋の各区域及び区

画は，３時間耐火能力を有するコンクリート壁，

並びに１時間耐火能力を有する防火扉及び防火シ

ャッタ（「建築基準法」に基づく特定防火設備）で

分離する。 

 

 

 

ロ(5)c.-②更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の

防火扉及び防火シャッタには，箱状の鋼材にコン

クリートを充填した遮蔽扉を併設する。 

 

ロ(5)c.-③これらの施設，設備により，火災発

生時の影響が他の区域や区画に波及しない設計と

し，火災発生時の影響を軽減する。 

凍結を考慮して地下に設置する設計とする。 

ｂ．風水害対策 

貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災の性

質に応じて配置する消火器及び動力消防ポンプは，

風雨時の屋外でも使用可能な設計とする。 

 

1.1.5.4 火災の影響軽減 

使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯

区域で構成し，貯蔵区域はさらに６分割した区画を設定

する。これらの区域及び区画は，３時間耐火能力を有す

るコンクリート壁，並びに１時間耐火能力を有する防火

扉及び防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特定防火

設備）で分離する。 

 

 

更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火シ

ャッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した遮蔽

扉を併設する。 

 

これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の

区域や区画に波及しない設計とする。なお，ケーブルト

レイ，電線管及び空気配管が，区域及び区画の床若しく

は壁を貫通する場合においては，ケーブルトレイ，電線

管及び空気配管と，区域及び区画の床若しくは壁との隙

間をモルタルその他の不燃性材料で埋める設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結を考慮して地下に設置する設計とする。 

ｂ．風水害対策 

貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災の性質

に応じて配置する消火器及び動力消防ポンプは，風雨

時の屋外でも使用可能な設計とする。 

 

1.8.4 火災の影響軽減 

ロ(5)c.-①火災の影響軽減措置（火災に対する防護措

置）として，貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯区

域で構成し，貯蔵区域はさらに６分割した区画を設定す

る。これらの区域及び区画は，３時間耐火能力を有するコ

ンクリート壁，並びに１時間耐火能力を有する防火扉及び

防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特定防火設備）で分

離する。 

 

ロ(5)c.-②更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及

び防火シャッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填し

た遮蔽扉を併設する。 

 

ロ(5)c.-③これらの施設，設備により，火災発生時の影

響が他の区域や区画に波及しない設計とする。ロ(5)c.-①

なお，ケーブルトレイ，電線管及び空気配管が，区域及び

区画の床若しくは壁を貫通する場合においては，ケーブル

トレイ，電線管及び空気配管と，区域及び区画の床若しく

は壁との隙間をモルタルその他の不燃性材料で埋める設

計とする。 

また，軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令に

従い，火災による被害の拡大を防止するために鉄筋コンク

リート造の塀を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)c.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)c.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

設工認のロ(5)c.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)c.-

②と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)c.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)c.-

③と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)c.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)c.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2. 事故選定及び評価（１)(２) 

2.1 事故選定 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

(2) 火災・爆発 

使用済燃料貯蔵建屋内の貯蔵区域，受入れ区域，付帯

区域はコンクリート壁により区画するとともに，「建築

基準法」に基づく防火区画を設ける。 

 

 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

1.2.6 火災等による損傷の防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安

全機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生防止，

火災及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災及び爆発

の影響の軽減について適切に組み合わせた火災防護対

策を講ずる設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損

なうような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 

(1) 火災の発生防止 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又

は難燃性材料を使用した設計とするとともに，ケーブ

ルについても金属キャスクへの影響に応じて難燃ケ

ーブル及び難燃性ケーブルを使用する設計とする。 

発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を

講じ，電気系統には遮断器を設け過電流による電気火

災防止対策を講ずる設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋は落雷による火災発生を防止

するため，避雷設備を設置する設計とする。 

なお，着火源となる火花を発生する設備や高温の設

備で異常な温度上昇の防止対策を必要とする設備は

設置しない。 

 

(2) 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

 

 

1.2.7 電気設備 

(2) 基本設計方針 

＜中略＞ 

 

 

ｆ．火災・爆発防止対策 

火災・爆発の防止対策は，「別添Ⅰ 1.8 火災等による損

傷の防止」に従う。 

蓄電池の過充電に伴う水素ガス発生防止のために，無停

電電源装置，共用無停電電源装置及び直流電源装置は，整

流器過電圧時に整流器を停止する機能を有する設計とす

る。また，無停電電源装置，共用無停電電源装置及び直流

電源装置を設置する部屋は，室内環境維持及び水素が発生

した際にその濃度を低減することを目的として換気を行

う。 

ロ(5)a.-④電気系統は，「電気設備に関する技術基準を

定める省令」に基づき，過電流継電器と遮断器の組合せに

より故障機器系統の早期遮断を行い，過負荷や短絡に起因

する過熱，焼損による電気火災を防止する設計とする。 

 ロ(5)a.-①変圧器は，絶縁油を使用しない乾式変圧器を

使用する。 

 ロ(5)a.-③軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法

令に従い，繊維強化プラスチックによるタンクの被覆や軽

油の漏えいの検知を行うとともに，ロ(5)c.-③火災による

被害の拡大を防止するために鉄筋コンクリート造の塀を

設ける設計とする。また，ロ(5)a.-③電源車についても，

軽油の漏れ，あふれ又は飛散による火災を防止できるよ

う，電源車周囲に軽油の拡散防止対策を施す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(5)a.-④

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

④と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(5)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(5)a.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

③を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(5)c.-③

は事業変更許可申請
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 添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

うため，火災感知設備及び消火設備を設置する設計と

する。 

火災感知設備として，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区

域，受入れ区域に火災感知器を設置し，火災警報を警

報設備である火災受信機において表示，吹鳴する設計

とする。 

消火設備として，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及

び受入れ区域で想定される火災に対して，消火活動を

早期に行うことを目的に，「消防法」に基づき適切に

消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽を設置する。 

使用済燃料貯蔵施設における火災発生時には，自衛

消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火災発生時

の消火活動に関する教育及び自衛消防隊による総合

的な訓練を定期的に実施する。 

 

(3) 火災の影響軽減 

使用済燃料貯蔵建屋の各区域及び区画は，３時間耐

火能力を有するコンクリート壁，並びに１時間耐火能

力を有する防火扉及び防火シャッタ（「建築基準法」

に基づく特定防火設備）で分離する。 

更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火

シャッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した

遮蔽扉を併設する。 

これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他

の区域や区画に波及しない設計とし，火災発生時の影

響を軽減する。 

 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.1 概要 

使用済燃料貯蔵施設の附属施設は，消防用設備，電気

設備，通信連絡設備及び人の不法な侵入等防止設備で構

成する。 

なお，消防用設備の機能向上の面から，実用上可能な

限り不燃性又は難燃性材料を使用するとともに，着火源

の排除及び発火性又は引火性物質に対して漏えい防止

対策を講ずる。 

 

8.2 消防用設備 

8.2.1 概要 

書（本文）のロ(5)c.-

③を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(5)a.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(5)a.-

③を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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 添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又は

難燃性材料を使用する等，火災の発生を防止するための

予防措置を講ずることから，火災の可能性は少ないが，

万一の場合を考え，火災感知設備及び消火設備（消火器，

動力消防ポンプ及び防火水槽）を「消防法」に基づき適

切に設置する。 

 

8.2.2 設計方針 

消防用設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬

入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，

いずれの状態においても安全性の確保の観点から，以下

を考慮した設計とする。 

(1) 火災感知設備及び消火設備（消火器，動力消防ポ

ンプ及び防火水槽）を「消防法」に基づいて適切

に設置し，火災の早期発見，消火活動の円滑化を

図り，火災による人的，物的被害を軽減し，施設

の安全性が損なわれないようにする。 

(2) 火災感知設備は，「消防法」に基づいた設計とする。 

(3) 消火設備（消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽）

は，「消防法」に基づいた設計とする。 

 

8.2.3 主要設備 

火災感知設備は，使用済燃料貯蔵建屋内に適切に設け

られた感知器で火災を自動的に感知し，出入管理建屋及

び監視盤室において火災警報を表示，吹鳴する。なお，

事務建屋においても火災警報を表示，吹鳴する。 

消火設備（消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽）は，

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域で想定

される火災に対して，消火活動を早期に行うことを目的

に，「消防法」に基づき適切に設置する。 

 

8.2.4 主要仕様 

消防用設備の主要仕様を第 8.2－1表に示す。 

 

第 8.2－1表 消防用設備の主要仕様 

 

(1) 動力消防ポンプ 

台    数    １ 

規格放水圧力    0.7MPa 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

規 格 放 水 量    1.0m3/min 以上 

燃 料 容 量    規格放水圧力，規格放

水量で 1 時間以上

連続運転可能な量 

(2) 防火水槽 

基    数    ２ 

容    量    40m3 

 

8.2.5 試験検査 

消防用設備は，法定検査に加え，保全プログラムに基

づく点検が実施可能な設計とする。 

 

8.3 電気設備 

8.3.2 設計方針 

(6) 使用済燃料貯蔵施設内のケーブル，電源盤等の材

料は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使

用する設計とする。  

 

8.3.3 主要設備 

＜中略＞ 

ケーブル，ケーブルトレイ及び電線管材料には実用上

可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。ケーブル

トレイ及び電線管が区域及び区画の床若しくは壁を貫

通する場合には，火災発生時の影響が他の区域や区画に

波及しないよう対策を施す。 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2. 事故選定及び評価（１)(２) 

2.1 事故選定 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

(2) 火災・爆発 

さらに，使用済燃料貯蔵建屋内で火気を使用する場合

には，火気エリアへの可燃性物質の持ち込みを制限する

とともに，不燃シート等でエリアを養生する。 

これらの対策により，火災・爆発の発生の可能性は低

いが，万一発生した場合における金属キャスクの基本的

安全機能への影響を確認する事象として選定し，評価す
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

る。評価の結果，可燃性物質の持ち込み制限により，使

用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置きしな

い運用としており，使用済燃料貯蔵建屋内で火災が発生

したとしても，可燃性物質の数量及び発熱量からみて，

金属キャスクの基本的安全機能を損なうことはない。 

以上のことから，火災・爆発により公衆に放射線被ば

くのリスクを及ぼすことはない。 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (6) 耐震構造 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(6) 耐震構造 

ロ(6)‐①使用済燃料貯蔵施設は，地震力に十分

耐えることができるよう次の方針に基づき耐震設

計を行う。 

 

ａ．ロ(6)-a.‐①使用済燃料貯蔵施設は，地震に

より発生するおそれがある施設の安全機能の喪

失及びそれに続く放射線による公衆への影響を

防止する観点から「基本的安全機能を確保する

上で必要な施設」及び「その他の安全機能を有

する施設」に分類し，更に，耐震設計上の重要

度を以下のとおりＳクラス，Ｂクラス又はＣク

ラスに分類し，それぞれの重要度に応じた地震

力に十分耐えることができるように設計する。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である

金属キャスク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び

除熱機能の一部を担っている使

用済燃料貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，

金属キャスクの落下，転倒，衝

突を防止する機能を有する受入

れ区域天井クレーン及び金属キ

ャスクの転倒，衝突を防止する

機能を有する搬送台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さない

その他の安全機能を有する施設で

あり，安全機能を確保するために

必要な機能が喪失しても，基本的

安全機能を損なうおそれがない施

設 

 

1.1.6 耐震設計 

1.1.6.1 耐震設計の基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，地震力に十分耐えることが

できるよう次の方針に基づき耐震設計を行う。 

 (1) 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用

済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震による加速度によって作用する地震力に対

して基本的安全機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。 

＜中略＞ 

(4) 使用済燃料貯蔵建屋（以下 1.1.6 では「貯蔵建

屋」という。），受入れ区域天井クレーン及び搬送台

車は，Ｂクラスの設計とし，かつ，基準地震動によ

る地震力に対して，基本的安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，貯蔵建屋は，杭基礎構造とし，杭先端は基

準地震動による地震力が作用した場合においても

十分な支持性能をもつ地盤に支持させる。 

＜中略＞ 

 (7) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，

その他の安全機能を有する施設の波及的影響によ

って，その基本的安全機能を損なわないように設計

する。 

 

1.1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれが

ある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線によ

る公衆への影響を防止する観点から，「基本的安全機能

を確保する上で必要な施設」及び「その他の安全機能を

有する施設」に分類し，更に，耐震設計上の重要度を次

のように分類する。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャ

スク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機能

の一部を担っている貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キャ

スクの落下，転倒，衝突を防止する機能

別添Ⅰ 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1 共通項目 

別添Ⅰ 1.5 地震による損傷の防止 

別添Ⅰ 1.5.1 地盤 

＜中略＞ 

ロ(6)-f.‐①使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」と

いう。）は杭基礎とし，耐震Ｂクラス施設に適用される地震

力及び基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合におい

ても貯蔵建屋を十分に支持することができる地盤に設置

されたものとする。 

＜中略＞ 

 

別添Ⅰ 1.5.2 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

ａ． ロ(6)-b.‐①使用済燃料貯蔵施設は，その

供用中に当該使用済燃料貯蔵施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある地震による

加速度によって作用する地震力に対して

基本的安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

 

ｂ． ロ(6)‐①，ロ(6)-a.‐①使用済燃料貯蔵施

設は，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスに分類し，それぞれの

重要度に応じた地震力に十分耐えること

ができるように設計する。 

＜中略＞ 

 

ｅ． ロ(6)-c.‐①使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯

蔵建屋」という。），受入れ区域天井クレー

ン及び搬送台車は，Ｂクラスの設計とし，

かつ，基準地震動ＳＳによる地震力に対し

て，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)- f.‐

①は事業変更許可申

請書（本文）のロ(6)-

f.‐①と同義であり，

整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-b.‐

①は事業変更許可申

請書（本文）のロ(6)-

b.‐①と同義であり，

整合している。 

 

 

設工認のロ(6)‐①，

ロ(6)-a.‐①は事業

変更許可申請書（本

文）のロ(6)‐①，ロ

(6)- a.‐①と同義で

あり，整合している。 

 

設工認のロ(6)-c.‐

①は事業変更許可申

請書（本文）のロ(6)-

c.‐①と同義であり，

整合している。 

 

 

 

 

添付書類 1－1 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｂ．ロ(6)-b.‐①使用済燃料貯蔵施設は，基準地

震動による地震力に対して，基本的安全機能が

損なわれるおそれがないように設計する。 

 

ｃ．ロ(6)-c.‐①Ｂクラスの施設のうち，使用済

燃料貯蔵建屋は基準地震動による地震力に対し

て，基本的安全機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋は，基本的安全機能の遮

蔽機能及び除熱機能の一部を担っている施設で

あるため，遮蔽機能及び除熱機能が損なわれる

おそれがない設計とする。 

 

ｄ．ロ(6)-d.-①基準地震動は，最新の科学的・技

術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・

地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震

学及び地震工学的見地から想定することが適切

なものを策定する。基準地震動を策定する解放

基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が 0.7km/s 以

上を有する標高－218ｍの位置に想定することと

する。 

策定した基準地震動の応答スペクトルを第１

図及び第２図に，加速度時刻歴波形を第３図～

第７図に示す。 

ロ(6)-d.-②また，弾性設計用地震動は，基準

地震動との応答スペクトルの比率の値が，目安

として 0.5 を下回らないような値で，工学的判

断に基づいて設定する。 

 

ｅ．ロ(6)-e.-①静的地震力はＳクラス，Ｂクラス

及びＣクラスの施設に適用することとし，建

物・構築物については，安全機能を有する設備

は使用済燃料貯蔵建屋のみであるため，Ｂクラ

スとして地震層せん断力係数 Ci に 1.5 を乗じて

求められる水平地震力に十分耐えられるように

設計する。機器・配管系については，地震層せ

ん断力係数 Ciに，それぞれ 3.0，1.5 及び 1.0

を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度を

を有する受入れ区域天井クレーン及び

金属キャスクの転倒，衝突を防止する機

能を有する搬送台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその他

の安全機能を有する施設であり，安全機

能を確保するために必要な機能が喪失

しても，基本的安全機能を損なうおそれ

がない施設 

 

1.1.6.3 基準地震動及び弾性設計用地震動 

＜中略＞ 

また，上記基準地震動に工学的判断から求められる

係数 0.5 を乗じて弾性設計用地震動を設定する。弾性

設計用地震動の最大加速度振幅値を第 1.1－2 表に，

応答スペクトルを第 1.1－2 図に示す。 

 

1.1.6.4 地震力の算定法 

使用済燃料貯蔵施設の耐震設計に用いる地震力の

算定は以下の方法による。 

(1) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設に適用することと

する。 

添付書類四「5. 地震」に示す基準地震動による

地震力は，基準地震動から定める入力地震動を入力

として，動的解析により水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動による地震力は，弾性設

計用地震動から定める入力地震動を入力として，動

的解析により水平２方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定する。ここで，弾性設計用地

震動は，基準地震動に工学的判断から求められる係

数 0.5 を乗じて設定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬

送台車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動

による地震力に対して，基本的安全機能を損なわな

い設計とする。 

ａ．入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によ

ｈ． ロ(6)-g.-①基本的安全機能を確保する上

で必要な施設が，その他の安全機能を有す

る施設の波及的影響によって，その基本的

安全機能を損なわないように設計する。 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

ロ(6)-a.-①使用済燃料貯蔵施設は，地震により

発生するおそれがある施設の安全機能の喪失及び

それに続く放射線による公衆への影響を防止する

観点から，「基本的安全機能を確保する上で必要な

施設」及び「その他の安全機能を有する施設」に分

類するとともに，耐震設計上の重要度を次のよう

に分類する。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金

属キャスク及び貯蔵架台 

ロ(6)-a.-①，ロ(6)-c.-①Ｂクラス：基本的安

全機能の遮蔽機能及び除熱機能の

一部を担っている貯蔵建屋 

ロ(6)-a.-①使用済燃料の受入施

設のうち，金属キャスクの落下，転

倒，衝突を防止する機能を有する

受入れ区域天井クレーン，及び金

属キャスクの転倒，衝突を防止す

る機能を有する搬送台車 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さない

その他の安全機能を有する施設で

あり，安全機能を確保するために

必要な機能が喪失しても，基本的

安全機能を損なうおそれがない施

設であり一般産業施設又は公共施

設と同等の安全性を確保する必要

がある施設 

 

(3) 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法に

よる。 

ａ． 静的地震力 

設工認のロ(6)-g.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-g.-

①と同義であり，整合

している。 

 

設工認のロ(6)-a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-a.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-a.-

①，ロ(6)-c.-①は事

業変更許可申請書（本

文）のロ(6)-a.-①，

ロ(6)-c.-①と同義で

あり，整合している。 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

20％増しとした水平震度から求められる水平地

震力に十分耐えられるように設計する。 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん

断力係数 Co を 0.2 以上とし，使用済燃料貯蔵建

屋の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めら

れる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，

地震層せん断力係数 Ciに乗じる施設の耐震設計

上の重要度分類に応じた係数は 1.0 とし，その

際に用いる標準せん断力係数 Co は 1.0 以上とす

る。 

ロ(6)-e.-②鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基

準とし，使用済燃料貯蔵建屋の振動特性，地盤

の種類等を考慮して求めた鉛直震度を 20％増し

とした震度より算定するものとする。ただし，

鉛直震度は，高さ方向に一定とする。 

ロ(6)- ｅ．-③Ｓクラスの施設については，

水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。 

 

ｆ．ロ(6)-f.‐①使用済燃料貯蔵建屋は，耐震設

計上の重要度に応じた地震力が作用した場合に

おいても，当該建屋を十分に支持することがで

きる地盤に杭を介して設置する。 

 

ｇ．ロ(6)-g.-①基本的安全機能を確保する上で必

要な施設が，その他の安全機能を有する施設の

波及的影響によって，その基本的安全機能を損

なわないように設計する。ロ(6)-g.-②この波及

的影響の評価に当たっては，敷地全体を俯瞰し

た調査・検討を行い，事象選定及び影響評価を

行う。なお，影響評価においては，基本的安全

機能を確保する上で必要な施設の設計に用いる

地震動及び地震力を適用する。 

れば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂

子又層が十分な広がりをもって存在することが

確認されている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭

を介して支持させることとする。 

解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が

0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想定

することとする。 

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向

及び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面

で定義された基準地震動から，建物及び地盤が地

震動に与える影響を考慮して定めることとする。 

 (2) 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

の施設に適用することとし，それぞれクラスに応じ

て次の地震層せん断力係数 Ci 及び震度に基づき算

定する。 

ａ．貯蔵建屋 

水平地震力は，地震層せん断力係数 Ci に，次

に示す施設の耐震設計上の重要度分類に応じた

係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算

定するものとする。 

Ｂクラス   1.5 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん

断力係数 Co を 0.2 以上とし，貯蔵建屋の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求められる値とす

る。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地

震層せん断力係数 Ci に乗じる施設の耐震設計上

の重要度分類に応じた係数は 1.0 とし，その際に

用いる標準せん断力係数 Co は 1.0 以上とする。 

ｂ．機器・配管系 

耐震設計上の重要度分類の各クラスの水平地

震力は，地震層せん断力係数 Ci に，次に示す施

設の耐震設計上の重要度分類に応じた係数を乗

じたものを水平震度とし，当該水平震度を 20％

増しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラス   3.0 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

ロ(6)-e.-①静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスの施設に適用することとし，そ

れぞれクラスに応じて次の地震層せん断力係

数 Ci及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，建築基準法施行令第 88条に

規定する地震層せん断力係数 Ci に，次に示す

施設の耐震設計上の重要度分類に応じた係数

を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算

定するものとする。 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せ

ん断力係数 Coを 0.2 以上とし，建物・構築物

の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めら

れる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，

地震層せん断力係数 Ciに乗じる施設の耐震設

計上の重要度分類に応じた係数を 1.0 とし，

その際に用いる標準せん断力係数 Coは 1.0 以

上とする。 

ロ(6)-e.-①(b) 機器・配管系 

耐震設計上の重要度分類の各クラスの水平

地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数

Ci に，次に示す施設の耐震設計上の重要度分

類に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度を 20％増しとした震度より

求めるものとする。 

Ｓクラス   3.0 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

ロ(6)-e.-②鉛直地震力は，震度 0.3 以上を

基準とし，貯蔵建屋の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求めた鉛直震度を 20％増しとした

震度より算定するものとする。ただし，鉛直震

度は，高さ方向に一定とする。 

ロ(6)-e.-③Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。 

設工認のロ(6)-e.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-e.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-e.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-e.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-e.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-e.-

②と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(6)-e.-③

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-e.-
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鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，貯蔵

建屋の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた

鉛直震度を 20％増しとした震度より算定するも

のとする。ただし，鉛直震度は，高さ方向に一定

とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直

地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。 

上記ａ．及びｂ．の標準せん断力係数 Co 等の割

増し係数の適用については，耐震性向上の観点か

ら，一般産業施設，公共施設等の耐震基準との関係

を考慮して設定する。 

＜中略＞ 

 

1.1.6.6 設計における留意事項 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その

他の安全機能を有する施設の波及的影響によって，そ

の基本的安全機能を損なわないように設計する。この

波及的影響の評価に当たっては，以下の４つの観点を

もとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，事象

選定及び影響評価を実施するとともに，基準地震動又

は基準地震動による地震力を適用する。 

＜中略＞ 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 
(4) その他自然災害等 
ａ．自然災害 
(a) 地震 

耐震設計に当たっては，使用済燃料貯蔵建屋は

十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計とす

る。また，使用済燃料貯蔵施設は，地震により発

生するおそれがある施設の安全機能の喪失及びそ

れに続く放射線による公衆への影響を防止する観

点から，耐震設計上の重要度分類ごとにそれぞれ

の重要度に応じた地震力に十分耐えることができ

る設計とする。また，基本的安全機能を確保する

上で必要な施設は，その他の安全機能を有する施

設の波及的影響によってその基本的安全機能を損

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数 Co 等の

割増し係数の適用については，耐震性向上の観

点から，一般産業施設，公共施設等の耐震基準

との関係を考慮して設定する。 

ｂ． 動的地震力 

＜中略＞ 

ロ(6)-d.-②また，弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力は，弾性設計用地震動Ｓｄから定める

入力地震動を入力として，動的解析により水平

２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定する。ここで，弾性設計用地震動Ｓｄ

は，基準地震動ＳＳに工学的判断から求められ

る係数 0.5 を乗じて設定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及

び搬送台車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して，基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

(a) 入力地震動 

ロ(6)-d.-①貯蔵建屋設置位置周辺は，地質

調査の結果によれば，貯蔵建屋を構造耐力上

安全に支持し得る砂子又層が十分な広がりを

もって存在することが確認されている。貯蔵

建屋は，この砂子又層に杭を介して支持させ

ることとする。 

基準地震動ＳＳは，最新の科学的・技術的知

見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構

造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及

び地震工学的知見に基づき適切なものを策定

する。基準地震動ＳＳを策定する解放基盤表面

は，砂子又層のＳ波速度が 0.7km/s 以上を有

する標高－218ｍの位置に想定することとす

る。 

＜中略＞ 

 (5) 設計における留意事項 

ａ． 波及的影響に対する考慮 

ロ(6)-g.-②基本的安全機能を確保する上で

必要な施設が，その他の安全機能を有する施設

の波及的影響によって，その基本的安全機能を

損なわないように設計する。この波及的影響の

③と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-d.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-d.-

②と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-d.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(6)-g.-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(6)-g.-

②を具体的に記載し
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なわない設計とする。 

 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもと

に，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，事

象選定及び影響評価を実施するとともに，基準

地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力を

適用する。 

波及的影響の評価に当たっては基本的安全

機能を確保する上で必要な施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用する。なお，地震動

又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状

況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，

波及的影響の確認においては水平 2方向及び鉛

直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価

する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，

4 つの観点以外に検討すべき事項がないか確認

し，新たな検討事項が抽出された場合には，そ

の観点を追加する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており，整合してい

る。 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (7) 耐津波構造 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(7) 耐津波構造 

ロ(7)-①使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に

当該使用済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすお

それがある津波として，基準津波に相当する仮想

的大規模津波を想定し，これに対して，使用済燃

料貯蔵建屋の受入れ区域の損傷を仮定しても，基

本的安全機能が損なわれるおそれがないよう，次

の方針に基づき耐津波設計を行う。 

ａ．ロ(7)a.-①既往の知見を大きく上回る仮想的

大規模津波を想定し，これを基準津波に相当す

る津波として，津波防護施設及び浸水防止設備

の設置による遡上波の到達や流入の防止は行わ

ず遡上波が使用済燃料貯蔵施設に到達する前提

とする。 

ｂ．ロ(7)b.-①使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域は

波力に耐えるよう設計するとともに，貯蔵され

ている金属キャスク及び貯蔵架台（金属キャス

クの支持構造物）の基本的安全機能が貯蔵区域

の浸水により損なわれないよう設計する。 

ｃ．ロ(7)c.-①使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域

については，損傷を仮定しても，落下物等の衝

突により仮置きされている金属キャスクの閉じ

込め機能が損なわれず，また適切な復旧手段及

び復旧期間において金属キャスク損傷部及び貯

蔵区域に通じる遮蔽扉部分の遮蔽機能を回復す

ることにより，事業所周辺の公衆に放射線障害

を及ぼさないよう設計する。 

ｄ．ロ(7)d.-①使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域

の損傷により衝撃を受けた金属キャスクの基本

的安全機能を確認するための検査及び試験並び

に同機能を維持するために必要な保守及び修理

を行い，金属キャスクを使用済燃料貯蔵施設外

へ搬出するために必要な確認を行う手段を講ず

る。また，津波襲来後の敷地内の浸水により通

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

(4) その他自然災害等 

ａ．自然災害 

(b) 津波 

ロ(7)-①津波については，既往の知見を大きく上回

る高さ T.P.＋23ｍの仮想的大規模津波を想定し，こ

れを基準津波に相当する津波として遡上波が敷地に

到達し，浸水深が７ｍとなり，使用済燃料貯蔵建屋の

受入れ区域に金属キャスクが仮置きされている状態

で仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建屋の受

入れ区域の損傷を仮定しても，基本的安全機能が損な

われるおそれはない。 

 

1.1.7 津波防護に関する基本方針 

1.1.7.1 津波防護の基本方針 

使用済燃料貯蔵施設の安全確保の仕組みは，基本的

安全機能がほぼ金属キャスクに集約された極めてシ

ンプルな構成であること，基本的安全機能は動力源や

電気信号を要しない静的なメカニズムにより確保可

能であること，使用済燃料の崩壊熱が発電炉と比べ格

段に小さく，大気を最終的な逃がし場とすること，基

本的安全機能を確保する上で人による判断や操作を

ほとんど必要としないことの特徴を有している。 

金属キャスクは輸送容器として想定される事故条

件に対しても密封性能や遮蔽性能を失わないよう設

計されており，貯蔵時の津波による外力に対しても相

当の裕度を期待でき，かつ浸水の影響も極めて限定的

と考えられることを踏まえ，以下，津波防護の基本方

針を設定する。 

使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃

料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波

として，基準津波に相当する仮想的大規模津波を想定

し，これに対して，使用済燃料貯蔵建屋（以下 1.1.7

では「貯蔵建屋」という。）の受入れ区域の損傷を仮

定しても，基本的安全機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

既往の知見を大きく上回る仮想的大規模津波を想

 

 

 

1.6 津波による損傷の防止 

1.6.1 津波防護の基本方針 

ロ(7)-①使用済燃料貯蔵施設が事業（変更）許可を受

けた基準津波に相当する仮想的大規模津波により受入れ

区域の損傷を仮定しても，基本的安全機能が損なわれる

おそれがないよう，津波防護基本方針の対象とする設備

に対する仮想的大規模津波の影響を評価し，影響に応じ

た津波防護対策を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1 津波防護基本方針の対象とする設備 

ロ(7)b.-①使用済燃料貯蔵施設が，仮想的大規模津波

により，その基本的安全機能が損なわれるおそれがない

よう，津波防護基本方針の対象となる設備は，使用済燃

料貯蔵設備本体（金属キャスク及び貯蔵架台），並びに貯

蔵区域（貯蔵区域の遮蔽扉を除く。）とする。 

なお，受入施設については，津波防護基本方針の対象

とする設備としないが，受入施設のうち仮置架台，たて

起こし架台及び検査架台については，津波防護基本方針

の対象となる設備に対して影響を及ぼさないよう，仮想

的大規模津波により漂流しない設計とする。仮置架台及

びたて起こし架台については，最も厳しい条件となる金

属キャスクが仮置きされた状態において漂流しない設計

とする。 

ロ(7)a.-①また，敷地内への津波の浸水を前提として，

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよ

う設計するため，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備は設置しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)-①は

事業変更許可申請書

（本文）のロ(7)-①と

同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)b.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)b.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)a.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 



                                                                                          ロ－(7)－2 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

常の監視機能が喪失するため，必要な体制を整

備するとともに，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区

域に貯蔵している金属キャスクの遮蔽機能，閉

じ込め機能及び除熱機能の確認を行う代替計測

や放射線管理，津波襲来後の活動等に必要な手

段を講ずる。 

 

定し，これを基準津波に相当する津波として，津波防

護施設及び浸水防止設備の設置による遡上波の到達

や流入の防止は行わず遡上波が使用済燃料貯蔵施設

に到達する前提とする。 

貯蔵建屋の貯蔵区域（以下 1.1.7 では「貯蔵区域」

という。）は波力に耐えるよう設計するとともに，貯

蔵されている金属キャスク及び貯蔵架台（金属キャス

クの支持構造物）の基本的安全機能が貯蔵区域の浸水

により損なわれないよう設計する。 

貯蔵建屋の受入れ区域（以下 1.1.7 では「受入れ区

域」という。）については，損傷を仮定しても，落下

物や津波漂流物の衝突により仮置きされている金属

キャスクの閉じ込め機能が損なわれず，また適切な復

旧手段及び復旧期間において金属キャスク損傷部及

び貯蔵区域に通じる遮蔽扉部分の遮蔽機能を回復す

ることにより，事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼ

さないよう設計する。 

受入れ区域の損傷により衝撃を受けた金属キャス

クの基本的安全機能を確認するための検査及び試験

並びに同機能を維持するために必要な保守及び修理

を行い，金属キャスクを使用済燃料貯蔵施設外へ搬出

するために必要な確認を行う手段を講ずる。なお，搬

出までの間は金属キャスクを適切に保管する。また，

津波襲来後の敷地内の浸水により通常の監視機能が

喪失するため，必要な体制を整備するとともに，貯蔵

建屋の貯蔵区域に貯蔵している金属キャスクの遮蔽

機能，閉じ込め機能及び除熱機能の確認を行う代替計

測や放射線管理，津波襲来後の活動等に必要な手段を

講ずる。 

(1) 「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」及び同解釈の適用 

「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則の解釈」（以下 1.1.7 では「事業許

可基準規則解釈」という。）第９条における貯蔵建

屋損傷時の考え方を準用しつつ，第 10 条を以下の

とおり適用する。 

ａ．事業許可基準規則解釈第 10 条１については，

既往の知見を大きく上回る仮想的大規模津波を

想定し，これを基準津波に相当する津波とする方

1.6.2 仮想的大規模津波の設定 

ロ(7)a.-①各施設・設備の評価に用いる津波として，

更なる安全性向上の観点から，既往の知見を大きく上回

る仮想的大規模津波を想定し，これを基準津波に相当す

る津波として，津波防護施設及び浸水防止設備の設置に

よる遡上波の到達や流入の防止は行わず遡上波が使用済

燃料貯蔵施設に到達する前提とする。 

仮想的大規模津波は津波高さ T.P.＋23ｍの津波であ

り，使用済燃料貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸水

深となる。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を設置

しないことから，個別の入力津波は設定しない。 

 

1.6.3 津波防護対策 

ロ(7)c.-①｢1.6.2 仮想的大規模津波の設定｣で設定

した仮想的大規模津波による津波防護基本方針の対象と

する設備への影響を，基本的安全機能への影響の有無の

観点から評価することにより，施設の特性に応じた津波

防護対策を実施する。 

ロ(7)d.-①仮想的大規模津波による敷地内の浸水を想

定しても，以下の対策により金属キャスク（貯蔵区域）

の基本的安全機能を確認するための監視を継続して実施

する。 

津波襲来後の活動に対して，電気設備は活動拠点へ給

電できる設計とし，給電された通信連絡設備を用いてリ

サイクル燃料備蓄センター内外へ通報連絡できる設計と

する。 

また，津波襲来により金属キャスクの通常の監視機能

が喪失するため，計測設備及び放射線監視設備について

は，以下を考慮した設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により金属キャス

クの表面温度及び蓋間圧力を計測できる設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により貯蔵建屋給

排気口近傍の温度を計測できる設計とする。 

・放射線監視設備のうち代替の放射線サーベイ機器に

より貯蔵建屋内及び周辺監視区域付近の放射線を計測で

きる設計とする。 

上記の電気設備，通信連絡設備，代替計測用計測器，

放射線サーベイ機器は，仮想的大規模津波の津波高さ

 

設工認のロ(7)a.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)a.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)c.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)c.-

①と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)c.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ロ－(7)－3 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

針であり，基準津波を策定しないことから適用し

ない。 

ｂ．事業許可基準規則解釈第 10 条２及び３につい

ては，仮想的大規模津波による遡上波の使用済燃

料貯蔵施設への到達を前提とすることから，事業

許可基準規則解釈第 10 条２の第二項に基づき遡

上波によって基本的安全機能が損なわれないよ

う設計する方針とし，津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備の設置による遡上波の到達

防止を行わないことから，事業許可基準規則解釈

第 10条３は適用しない。 

ｃ．事業許可基準規則解釈第 10 条４については，

仮想的大規模津波による遡上波の使用済燃料貯

蔵施設への到達を前提とし，津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を設置しないことか

ら適用しない。 

(2) 津波防護基本方針の対象とする施設 

仮想的大規模津波に対して，使用済燃料貯蔵施設

の基本的安全機能を確保する上で必要な施設を網

羅的に抽出した結果，使用済燃料貯蔵設備本体（金

属キャスク及び貯蔵架台），並びに貯蔵区域（貯蔵

区域の遮蔽扉を除く。）を津波防護基本方針の対象

とする。 

ａ．使用済燃料貯蔵設備本体（金属キャスク及び貯

蔵架台） 

基本的安全機能を有する施設であり，耐震設計

にてＳクラスが要求される施設であることから，

津波防護基本方針の対象とする。 

ｂ．貯蔵建屋 

受入れ区域は仮想的大規模津波による損傷を

仮定することから，津波防護基本方針の対象とし

ないが，貯蔵区域は遮蔽機能及び除熱機能の一部

を担う施設であるため，津波防護基本方針の対象

（貯蔵区域の遮蔽扉を除く。）とする。 

また，事業許可基準規則解釈（第９条に係る別

記２）における貯蔵建屋の損傷時の考え方を準用

し，金属キャスクの基本的安全機能等に関する必

要な確認を行うとともに，貯蔵区域の外壁，遮蔽

扉の健全性に関し必要な確認を行う。なお，貯蔵

T.P.＋23ｍより標高の高い敷地南側高台又は敷地南東側

高台の活動拠点に配備する。 

ロ(7)d.-①なお，使用済燃料貯蔵施設の浸水を想定し

た活動に必要な対策や体制を整備することを保安規定

に定め，運用する。 

 
1.6.4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の設計

方針 

ロ(7)b.-①貯蔵建屋の貯蔵区域は，波力及び津波漂流

物の衝突に耐えるよう設計する。 

貯蔵建屋については，水深係数３を用いた仮想的大規

模津波に伴う波圧に対する評価に基づき，貯蔵区域の外

壁において，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，変形，

応力が許容値を超えないことを評価する。 

同様に，貯蔵区域の遮蔽扉（３箇所）においても，閉鎖

されている状態で，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，

応力が許容値を超えないことを評価する。 

また，貯蔵区域の外壁及び遮蔽扉の評価においては，

津波波圧による荷重に対する確認に加え，津波波圧によ

る荷重及び津波漂流物による衝突荷重に対する評価を行

う。 

なお，受入れ区域については，仮想的大規模津波に伴

う波圧に対し，外壁の応力が許容値を超えることから損

傷を仮定する。 

ロ(7)b.-①貯蔵区域に貯蔵されている金属キャスク及

び貯蔵架台は，その基本的安全機能が貯蔵区域の浸水に

より損なわれないよう設計するとともに，受入れ区域の

損傷を仮定しても，落下物等の衝突により仮置きされて

いる金属キャスクの閉じ込め機能が損なわれないよう設

計する。 

金属キャスクについては，損傷を仮定する受入れ区域

には貯蔵しないが，金属キャスクの搬入・搬出時に津波

の襲来を受けた場合を仮定して，受入れ区域の損傷に伴

う落下物や津波漂流物に対し，金属キャスクの密封境界

部がおおむね弾性範囲内にとどまることを評価する。 

なお，津波漂流物については，仮に，貯蔵区域の遮蔽

扉が開放された状態で受入れ区域が損傷しても，損傷し

た受入れ区域が障壁となること等の理由から，衝撃力の

ある大型の漂流物が貯蔵区域の機器搬出入口から支障な

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)d.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

設工認のロ(7)b.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)b.-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)b.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)b.-

①と同義であり，整合

している。 
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区域の遮蔽扉は，原則として，金属キャスクを受

入れ区域から貯蔵区域に移送する一連の作業を

している間のみ開放状態（１基当たり１日程度）

であるが，それ以外の期間は閉鎖状態となる。 

ｃ．受入施設 

該当する施設のうち，金属キャスクの落下を防

止する受入れ区域天井クレーン（以下 1.1.7 では

「天井クレーン」という。）については，受入れ

区域の損傷に伴う落下を想定して金属キャスク

の閉じ込め機能が維持されることを確認するた

め，津波防護基本方針の対象としない。 

また，転倒を防止する搬送台車についても，津

波により転倒防止に係る機能が喪失しないこと

から，津波防護基本方針の対象としない。 

ｄ．津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

耐津波設計としてこれらの施設，設備を設置せ

ず，津波防護基本方針の対象としない。 

(3) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 

ａ．敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川の存在 

敷地及び敷地周辺の地形を第 1.1－3 図に示

す。 

使用済燃料貯蔵施設を設置する敷地は，下北半

島の津軽海峡側のほぼ中央部に位置し，なだらか

な台地からなっている。 

敷地の形状はほぼ正方形であり，敷地全体の広

さは約 26 万ｍ²である。貯蔵建屋，事務建屋等

は，敷地内に造成した T.P.＋16ｍの地盤面に設

置されており，東側，南側及び西側は T.P.＋20ｍ

～＋30ｍの台地に囲まれている。 

施設は，海岸線から約 500ｍの離隔がある。 

河川としては敷地西側に美付川があり，敷地北

西側の低地（T.P.＋４ｍ程度）を流れているが，

流れる場所は貯蔵建屋に最も近い所で約 450ｍ

の距離がある。 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等 

リサイクル燃料備蓄センターの主要な施設と

して貯蔵建屋，事務建屋等があり，これらの施設

は，敷地内に造成した T.P.＋16ｍの地盤面に設

置されている。 

く流入し金属キャスク及び貯蔵架台に衝突する可能性は

極めて小さいと考えられる。 

また同様に，損傷した受入れ区域が障壁となることか

ら，貯蔵区域に設置している貯蔵架台に直接波力が作用

することはないが，仮に貯蔵架台に固定している金属キ

ャスク及び貯蔵架台に対して，仮想的大規模津波による

水流が水平方向に作用しても，金属キャスク，貯蔵架台

及び床面の固定状態が維持されることを評価する。 
 
 

2.7 電気設備 

(2) 基本設計方針 

ａ．電源構成 

＜中略＞ 

ロ(7)d.-①受変電施設の6.6kV常用母線から南側高台の

変圧器まで高圧ケーブルを用いて接続し，変圧器で 420Vに

降圧した後，420V 常用母線に接続する設計とする。南側高

台では，南側高台 420V 常用母線から 210V 常用母線及び

210/105V 常用母線を介して仮想的大規模津波（以下「津波」

という。）襲来後の活動拠点の各設備に給電する設計とす

る。 

＜中略＞ 

ｃ．電源車 

＜中略＞ 

ロ(7)d.-①電源車は，点検等で使用できなくなる期間が

あることから，予備を保有する。電源車は津波による浸水

を避けるために南側高台に配置するとともに，移動電源車

接続箱が設置されている受変電施設東側に配置する。点検

等によりリサイクル燃料備蓄センター内の電源車が 1台と

なる場合には南側高台に配置し，外部電源が喪失した際に

は，受変電施設東側に移動する。配置に際し，電源車は，

竜巻により飛来物となることを防止するために固縛を行

う。 

＜中略＞ 

ロ(7)d.-①また，電源車は，津波襲来後の活動拠点とな

る予備緊急時対策所に給電できる設計とする。そのため

に，電源車と南側高台 420V 常用母線とをケーブルで接続

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)d.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)d.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)d.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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貯蔵建屋は敷地の中央から東寄りに位置し，

「2.4.1 使用済燃料貯蔵建屋」に示すように，

貯蔵区域，受入れ区域及び付帯区域で構成し，貯

蔵区域で金属キャスクを貯蔵し，受入れ区域で金

属キャスクの搬出入，検査等を行う。 

事務建屋は，貯蔵建屋の北側に位置する。 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等 

敷地周辺における主な施設の配置を第 1.1－4

図に示す。 

港湾施設は，日本原子力研究開発機構所有の関

根浜港が西側約１km に，第１種漁港の関根漁港

が西側約２km に，同じく石持漁港が東側約４km

にそれぞれ立地する。これらの港に寄港しない大

型船舶は，敷地前面海域では沖合 10km 以遠を航

行している。 

陸上では関根浜港付近に，日本原子力研究開発

機構青森研究開発センター及び海洋研究開発機

構むつ研究所が立地する。敷地外の西側沿岸部に

は国道 279 号線や市道等の道路があり，これらの

道路沿いを中心に集落が存在する。敷地外の東側

沿岸部には，海岸から約１km 離れた内陸側の標

高 30ｍ程度の場所を走る県道関根蒲野沢線があ

り，石持漁港付近を除いて海岸付近に目立った人

工物はみられない。 

(4) 仮想的大規模津波による浸水想定等 

ａ．仮想的大規模津波の概要 

津波防護基本方針の策定に当たっては，既往の

知見を大きく上回る仮想的大規模津波を想定し，

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわ

れないよう設計する方針とする。 

仮想的大規模津波は添付書類四「6. 津波」に

示すとおり津波高さ T.P.＋23ｍの津波であり，

貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸水深とな

る。 

ｂ．浸水範囲の考え方 

仮想的大規模津波の設定の考え方に基づき，敷

地内の浸水範囲は，T.P.＋23ｍの等高線を境界と

して T.P.＋23ｍ以下の区域が一律に浸水し，貯

蔵建屋の T.P.＋23ｍ以下に位置する開口部及び

ｄ．軽油貯蔵タンク（地下式） 

＜中略＞ 

ロ(7)d.-①軽油貯蔵タンク（地下式）は，外部電源喪失

時に，電源車が必要な負荷へ 72 時間以上の給電が可能な

容量の軽油を貯蔵できる設計とする。また，必要とする量

の軽油を貯蔵することを保安規定に定め，運用する。 

軽油貯蔵タンク（地下式）は，外部電源喪失時及び津波

襲来時において，タンクに付属する計量機を用いて，軽油

用ポリタンクへの給油が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

設工認のロ(7)d.-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(7)d.-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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遮蔽扉の隙間部から貯蔵建屋内への流入が発生

するものとする。 

仮想的大規模津波による浸水範囲を第 1.1－5

図に示す。 

ｃ．入力津波について 

実際の津波は動的な現象であり，局所的な浸水

深及び浸水の有無については，地形，構築物や潮

位の影響による遡上及び駆け上がりの挙動によ

る影響並びに地震による敷地の隆起・沈降等によ

る影響に伴う変動が生じうるが，仮想的大規模津

波が遡上波の到達を前提とするため津波高さ自

体に大きな保守性を持たせ仮想的に設定した津

波であることを踏まえると，局所的な浸水深の差

異については，設定の保守性に包含されると考え

られる。 

したがって，更なる安全性向上の観点から，基

準津波に相当する津波として，既往知見を大きく

上回る仮想的大規模津波（津波高さ T.P.＋23ｍ，

貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸水深）を想

定するが，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備を設置しないことから，個別の入力津波

は設定しない。 

なお，波源域を三陸沖北部～根室沖とした波源

モデルを設定し，仮想的大規模津波と同等の浸水

深となるすべり量について検証したところ，すべ

り量は 2.4 倍程度であり，既往の知見に比べ十分

に保守的な値となる。 

上記の仮想的大規模津波と等価なモデルにお

ける貯蔵建屋周りの水位及び流速の分布を第

1.1－6 図に示す。 

ｄ．貯蔵建屋内の浸水状態について 

受入れ区域については，津波波力による受入れ

区域の損傷を仮定するため，貯蔵建屋外と同様

に，津波高さ T.P.＋23ｍ（地上高さ７ｍ）までの

範囲の浸水を考慮する。 

貯蔵区域については，貯蔵建屋が健全であれば

機器搬出入口からの大規模な浸水は考えられな

いが，津波波力による受入れ区域の損傷を仮定す

ることから，期間は限定されるが貯蔵区域の機器
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搬出入口が開放されている場合を考慮し，受入れ

区域と同様の浸水を考慮する。 

なお，貯蔵区域の給気口は開口部下端の地上高

さが約 7.7ｍであり津波による浸水深（７ｍ）を

上回るため給気口からの大規模な浸水は考え難

く，さらに貯蔵区域の排気口の位置は地上高さが

約 23ｍであるため，排気口からの浸水が発生す

ることは考えられない。また，これらの高さ関係

から津波により給排気口が閉塞することはない。 

 

1.1.7.2 施設の特性に応じた津波防護の基本方針 

津波防護の基本方針については，「使用済燃料貯蔵

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び

事業許可基準規則解釈に加え「リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センターの使用済燃料貯

蔵事業変更許可申請に係る審査の状況について」（原

子力規制庁，平成 31 年２月６日）及び「リサイクル

燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターの使

用済燃料貯蔵事業変更許可申請に係る新規制基準適

合性審査について」（原子力規制庁，令和元年８月 21

日）に示される審査方針を踏まえたものとする。 

(1) 貯蔵建屋の耐性 

貯蔵建屋のうち貯蔵区域については，仮想的大規

模津波に対して水深係数３を用いた波圧に対し耐

性を有することを確認する。 

貯蔵建屋のうち受入れ区域については，仮想的大

規模津波による損傷を仮定し，津波により貯蔵建屋

が損傷した場合に満たすべき事項として上記審査

方針に示される①金属キャスクが有する基本的安

全機能が損なわれるおそれがないこと，②適切な復

旧手段及び復旧期間において損傷を受けた貯蔵建

屋の遮蔽機能及び除熱機能が回復可能であること

及び③上記の復旧期間において事業所周辺の公衆

に放射線障害を及ぼさないことを踏まえて(2)以降

の確認を行う。 

(2) 金属キャスクの閉じ込め機能 

損傷を仮定する受入れ区域には金属キャスクを

貯蔵しないが，搬入・搬出時に津波の襲来を受けた

場合を仮定して，上記①に関し，落下物や津波漂流
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物による衝撃荷重に対して基本的安全機能が維持

されることを確認する。 

受入れ区域の損傷に伴う落下物や津波漂流物に

対して，金属キャスクへの衝撃の緩和・回避措置を

設計としては実施しないことから，衝突を想定して

金属キャスクの閉じ込め機能が維持されることを

確認する。なお，自主的な取組みとして，より一層

の安全性向上に向け受入れ区域屋根の架構鉄骨に

対し影響緩和措置を実施する。 

落下物や津波漂流物の衝突想定条件を，金属キャ

スクの運用状態と考えられる落下物の組合せから

設定し，衝突時の挙動に基づき保守的に設定した衝

突荷重に対する金属キャスクの構造評価を実施し，

密封境界部がおおむね弾性範囲内にとどまること

を確認する。 

(3) 使用済燃料貯蔵施設の遮蔽機能 

損傷を仮定する受入れ区域には金属キャスクを

貯蔵しないが，搬入・搬出時に津波の襲来を受けた

場合を仮定して，上記②及び③に関し，受入れ区域

の外壁及び遮蔽扉の喪失及び落下物や津波漂流物

の衝突に伴う金属キャスクの中性子遮蔽材の一部

損傷とともに，貯蔵区域の遮蔽扉が閉鎖できない状

態を仮定して敷地境界外における直接線及びスカ

イシャイン線による線量を評価し，実効線量が年間

１mSv を超えないことを確認する。 

なお，受入れ区域の除熱機能については，金属キ

ャスクが落下物や津波漂流物に埋没して自然対流

が阻害される可能性は小さいが，金属キャスクの除

熱を回復するため落下物，土砂及び津波漂流物の撤

去を行う。 

(4) 衝撃を受けた金属キャスクの対策及び敷地内の

浸水を想定した対策 

事業許可基準規則解釈第 13 条に基づき，衝撃を

受けた金属キャスクの基本的安全機能を確認する

ための検査及び試験並びに同機能を維持するため

に必要な保守及び修理を行い，金属キャスクを使用

済燃料貯蔵施設外へ搬出するために必要な確認を

行う手段を講ずる。なお，搬出までの間は金属キャ

スクを適切に保管する。 
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また，貯蔵建屋，事務建屋等の仮想的大規模津波

による浸水を想定することから，衝撃を受けた金属

キャスクの対策以外の敷地内の浸水を想定した対

策として，貯蔵区域で貯蔵中の金属キャスクの監視

や使用済燃料貯蔵施設の放射線管理，事務建屋浸水

後の活動に必要な対策を講ずる。 

 

1.1.7.3 貯蔵建屋の耐性 

貯蔵建屋については，仮想的大規模津波に対して水

深係数３を用いた波圧による評価に基づき損傷の有

無を判定することが要求されており，貯蔵区域が仮想

的大規模津波に伴う波圧に対し耐性を有することを

確認する。 

同様に，貯蔵区域の遮蔽扉（３箇所）についても，

閉鎖されている状態で仮想的大規模津波に伴う波圧

に対し耐性を有すること確認する。 

なお，受入れ区域については，波圧による外壁の応

力が許容応力を超えることから損傷を仮定する。 

(1) 貯蔵建屋の耐性評価の確認項目 

貯蔵建屋の耐性評価として，以下の項目につき確

認を行う。 

ａ．貯蔵区域の外壁の健全性確認 

ｂ．貯蔵区域の遮蔽扉の健全性確認 

ｃ．津波による波圧（荷重）と設計用地震力及び保

有水平耐力の比較 

(2) 検討方法及び判定基準 

ａ．貯蔵区域の外壁の健全性確認 

貯蔵区域の四周の外壁に採用する荷重が等し

いことから，相対的に最も応力の高くなる部位を

代表部位として確認を行う。 

東側及び西側の外壁は南側の外壁及び受入れ

区域との境界壁よりも厚いこと，受入れ区域との

境界壁は南側外壁に比べて取り付く柱により相

対的に剛性が高いことから，貯蔵区域の南側外壁

を対象として健全性の確認を行う。 

津波により貯蔵建屋外壁に作用する荷重の算

定に当たっては，静的荷重として評価し，外壁に

生じる応力を算出する。 

判定基準として「発電用原子力設備規格 コン
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クリート製原子炉格納容器規格 JSME S NE1-

2011」（日本機械学会，2011 年４月）の荷重状態

Ⅳの許容値として定めるコンクリートの圧縮ひ

ずみ 3000μ及び鉄筋の引張ひずみ 5000μを，面

外せん断応力度については「鉄筋コンクリート構

造計算規準・同解説」（日本建築学会，2018 年 12

月）に示される許容値をそれぞれ用いる。 

ｂ．貯蔵区域の遮蔽扉の健全性確認 

判定基準に用いる許容値として，曲げモーメン

トにより鋼板に生じる引張応力度として鋼板の

短期許容応力度を用いる。 

ｃ．津波による波圧（荷重）と設計用地震力及び保

有水平耐力の比較 

上記の確認に加え，津波による荷重と建物の設

計用地震力及び地震時の耐力である保有水平耐

力との比較を行い，設計裕度の確認を行う。 

(3) 津波以外の自然現象との荷重の組合せ 

貯蔵建屋への荷重の観点から設計上考慮すべき

自然現象として地震，竜巻，風（台風），積雪及び

降下火砕物が考えられるが，以下の理由から，津波

による波圧とこれらの荷重の組合せは考慮しない。 

ａ．地震については，発生可能性が小さく継続時間

も短いことから津波による波圧と同時に作用す

る可能性が考え難く，仮に同時に発生しても貯蔵

建屋への荷重の作用方向が異なる。 

ｂ．竜巻及び風（台風）による荷重は津波による波

圧と比べて非常に小さく津波による波圧に包絡

されると考えられ，また竜巻は発生可能性が小さ

く継続時間が短い。 

ｃ．積雪及び降下火砕物による荷重は，津波による

波圧と貯蔵建屋への荷重の作用方向が異なる。 

 

1.1.7.4 金属キャスクの閉じ込め機能 

損傷を仮定する受入れ区域には金属キャスクを貯

蔵しないが，金属キャスクの搬入・搬出時に津波の襲

来を受けた場合を仮定して，受入れ区域の損傷に伴う

落下物や津波漂流物に対して密封性能が維持される

ことを確認する。 

(1) 衝突想定条件について 
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受入れ区域損傷時の金属キャスクの閉じ込め機

能評価の入力条件となる落下物の衝突想定条件を

設定する。 

ａ．落下物の抽出 

金属キャスクへの衝突により大きな衝撃力を

与える可能性のある落下物として，質量，剛性及

び落下速度の観点から建屋構成材及び天井クレ

ーンを考慮して落下物を抽出する。 

ｂ．金属キャスクの状態 

受入れ区域における金属キャスクの状態は，受

入れ工程を踏まえて水平姿勢・緩衝体なし（たて

起こし架台上）の状態及び縦姿勢・緩衝体なし（移

送中及び検査架台上）の状態を考慮する。 

金属キャスクへの落下物や津波漂流物の衝突

部位は，閉じ込め機能への影響の観点から蓋部を

考慮する。 

ｃ．衝突想定条件の設定 

抽出した落下物に対し，金属キャスクの姿勢，

受入れ区域内の機器配置及び金属キャスクとの

位置関係に基づき，事象の起こりやすさ，落下エ

ネルギ及び他の事象による代表性を踏まえ，①天

井クレーンの水平姿勢キャスクへの落下及び②

天井スラブの縦姿勢キャスクへの落下を衝突想

定条件として設定する。 

設定する衝突想定条件を第 1.1－3表に示す。 

ｄ．津波漂流物について 

津波漂流物については，仮に，貯蔵区域の遮蔽

扉が開放された状態で受入れ区域が損傷しても，

①損傷した受入れ区域が障壁となること，②貯蔵

区域と受入れ区域との境界壁及び貯蔵区域の機

器搬出入口は損傷しないこと，③受入れ区域内で

比較的大きな機器である仮置架台，たて起こし架

台，検査架台は固定されていること，④機器搬出

入口の正面に金属キャスクを貯蔵していないこ

とから，衝撃力のある大型の漂流物が貯蔵区域の

機器搬出入口から支障なく流入し金属キャスク

に衝突する可能性は極めて小さいと考えられる。

また津波漂流物が金属キャスクへ衝突すると仮

定しても，落下物の金属キャスクへの衝突想定条
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件に包含される。 

同様に，貯蔵区域に設置している貯蔵架台への

津波漂流物の影響についても，大型の津波漂流物

による衝突を想定する必要はなく有意な荷重は

発生しないと考えられ，後述の「1.1.7.4 金属キ

ャスクの閉じ込め機能 (4)金属キャスクの浸水

による影響について」に示すとおり，仮想的大規

模津波の水流による直接的な荷重は基準地震動

による水平方向地震力に包含されるため，貯蔵架

台と床の固定状態は維持される。 

(2) 構造評価について 

金属キャスクの閉じ込め機能評価を，金属キャス

クの蓋部に衝突荷重を与えた状態を模擬して構造

評価により行う。 

構造評価の入力条件となる落下物の衝突荷重は，

(1)で設定した衝突想定条件に基づき工学式により

設定することとし，保守的な衝突荷重となるよう前

提条件を与える。 

天井クレーンの落下については，北側のサドル部

が金属キャスクに衝突して塑性変形する状態が衝

突荷重として厳しいと考えられることから，天井ク

レーンの塑性変形に要するエネルギに基づき衝突

荷重を設定する。 

天井スラブの落下については，天井スラブが受入

れ区域の天井と平行に落下して金属キャスク頂部

に衝突し，フランジ部の外周でせん断破壊する状態

が衝突荷重として厳しいと考えられることから，天

井スラブがせん断破壊する際の応力に基づき衝突

荷重を設定する。 

(3) 判定基準について 

金属キャスクの密封境界部がおおむね弾性範囲

内にとどまることとする。密封境界部の範囲は閉じ

込め機能を担保する一次蓋締付ボルト及び密封シ

ール部とし，おおむね弾性範囲内にとどまることと

して，胴体の一次蓋密封シール部及び一次蓋の密封

シール部に塑性変形がみられないこと並びに一次

蓋用締付ボルトのボルト応力が降伏応力を超えな

いこととする。 

(4) 金属キャスクの浸水による影響について 
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津波により金属キャスクの蓋部が浸水しても蓋

間圧力は水深７ｍの浸水による水圧を上回るため

圧力障壁は維持される。なお，金属キャスクシール

部は最大でも水深２ｍ程度の浸水であり，金属キャ

スクの設置階は貯蔵建屋周囲の地盤面より高いた

め，標高の低い敷地の北西側から津波が引くと同時

に機器搬出入口から排水されることから，長時間に

亘り金属キャスク（シール部）が浸水している状態

は考え難い。また津波襲来後に金属ガスケット外周

部の洗浄やエアブローの対応を取ることが可能で

あることから，閉じ込め機能が損なわれることはな

いと考えられる。 

さらに津波により貯蔵建屋内へ土砂が流入した

としても，水分を含んだ土砂が金属キャスクの熱を

奪うため，短期的に除熱不良になることはなく，土

砂，落下物及び津波漂流物の撤去を行うため，基本

的安全機能が損なわれるおそれはない。 

また，損傷した受入れ区域が障壁となることか

ら，貯蔵区域に設置している貯蔵架台に直接波力が

作用することはなく，仮に貯蔵架台に固定している

金属キャスクに対して，仮想的大規模津波による水

流が水平方向に直接作用したとしても，基準地震動

による水平方向地震力に包含されるため，貯蔵架台

と床との固定状態は維持される。 

(5) 閉じ込め機能の低下による影響について 

金属キャスクへの落下物や津波漂流物の衝突に

より漏えいに至るためには，①落下物や津波漂流物

の衝突により金属キャスク内の多数の燃料棒が破

損し金属キャスク内が正圧となる，②衝突荷重によ

り一次蓋に大きな変位が発生し蓋部の漏えい率が

増加する並びに③二次蓋及び三次蓋の閉じ込め機

能が喪失する，の複数の条件が重畳する必要があ

り，発生の可能性は極めて小さいと考えられるが，

仮にこれらの条件が重畳して漏えいが発生しても，

それに起因する公衆の線量は無視し得る程度であ

る。 

 

1.1.7.5 使用済燃料貯蔵施設の遮蔽機能 

受入れ区域の損傷及び金属キャスクへの落下物や
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津波漂流物の衝突により遮蔽機能が喪失するととも

に，貯蔵区域の遮蔽扉が閉鎖できない状態を仮定して

線量を評価し，敷地境界外における公衆の実効線量が

遮蔽機能の回復を考慮して年間１mSv を超えないこ

とを確認する。 

(1) 線量評価の条件 

線量評価は，添付書類七「5. 平常時における公

衆の線量評価」と同様の計算方法によることとし，

評価目的を踏まえ以下の条件を反映する。 

ａ．貯蔵区域の金属キャスクの線源強度及び放射線

の線質は，「3. 使用済燃料貯蔵設備本体」の

3.3(2)における金属キャスクの遮蔽評価結果と

同等になるよう設定する。 

ｂ．受入れ区域の金属キャスクの基数は最大となる

８基とし，落下物や津波漂流物による中性子遮蔽

材の損傷を仮定して金属キャスクが健全な場合

の線量と中性子遮蔽材損傷部からの線量のそれ

ぞれを計算し合算する。線源強度，放射線の線質

及び表面エネルギスペクトルは「3. 使用済燃料

貯蔵設備本体」の 3.3(2)における金属キャスク

の遮蔽評価結果と同等になるよう設定し，中性子

遮蔽材損傷部については，金属キャスク本体胴表

面の線束が損傷部から生じているものとして設

定する。 

(a) 受入れ区域の損傷によりクレーンガーダが

落下して金属キャスクに衝突し，外筒を貫通し

て中性子遮蔽材を損傷させるものとする。クレ

ーンガーダは金属キャスクの仮置エリア付近

にある５本がそれぞれ１基の金属キャスクに

衝突し，５基の金属キャスクの中性子遮蔽材が

損傷するものとする。 

(b) 金属キャスクの中性子遮蔽材の損傷状態は，

落下物の角部が衝突して外筒を貫通し，本体胴

で止まるまでに中性子遮蔽材を欠落させるも

のとし，水平状態の金属キャスクの上部の中性

子遮蔽材が，径方向に平行に幅 0.3ｍで損傷す

るものとする。 

ｃ．貯蔵建屋は，受入れ区域の損傷により受入れ区

域の外壁及び天井の遮蔽機能が喪失するととも
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に，貯蔵区域の遮蔽扉が開放された状態で浸水

し，津波が引くと同時に機器搬出入口から排水さ

れた後も遮蔽扉が閉鎖できない状態を仮定する。

なお，遮蔽機能の回復として，受入れ区域の復旧

は考慮しないが，金属キャスク損傷部の遮蔽機能

の回復（追加遮蔽体の設置とともに，その前段で

受入れ区域の瓦礫撤去を想定），及び貯蔵区域に

通じる遮蔽扉部分の遮蔽機能の回復（遮蔽体の設

置）を考慮する。復旧期間は前者を３ヶ月，後者

を１ヶ月とする。 

ｄ．線量の計算は，受入れ区域の金属キャスクから

の寄与が大きいことから，受入れ区域に近い北側

の敷地境界外について行う。 

(2) 線量評価の結果 

上記の評価方法に基づき敷地境界外における公

衆の実効線量を評価した結果を第 1.1－4 表に示

す。敷地境界外における公衆の実効線量は年間で約

7.8×10-1mSv であり，年間１mSv を超えない。 

 

1.1.7.6 衝撃を受けた金属キャスクの対策 

衝撃を受けた金属キャスクの基本的安全機能を確

認するための検査及び試験並びに同機能を維持する

ために必要な保守及び修理を行い，金属キャスクを使

用済燃料貯蔵施設外へ搬出するために必要な確認を

行う手段を講ずる。なお，搬出までの間は金属キャス

クを適切に保管する。 

遮蔽，閉じ込め，除熱及び臨界防止の各基本的安全

機能につき，初期確認，保守・修理及び搬出に必要な

試験・検査として実施する項目を第 1.1－5 表に示す。 

衝撃を受けた金属キャスクについて，遮蔽，閉じ込

め，除熱及び臨界防止の各基本的安全機能に関する初

期確認を行うとともに，落下物の状況等を確認して，

衝突事象が既往の評価条件に包絡されていることを

確認する。 

金属キャスクの保守・修理として，漏えい箇所への

実施可能な漏れ止め材の充填や漏れ止め溶接の実施，

遮蔽材の欠損の補修等必要な追加補修を行う。 

金属キャスクを搬出する際には「核燃料物質等の工

場又は事業所の外における運搬に関する規則」に基づ
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き遮蔽性，密封性，除熱性，未臨界性，構造健全性等

について必要な確認を行う手段を講ずる。 

 

1.1.7.7 敷地内の浸水を想定した対策 

仮想的大規模津波による敷地内の浸水を想定した

対策を講ずる。 

津波襲来後の活動は，敷地内状況の目視確認，外部

への被災状況の通報連絡，金属キャスクの可視範囲や

周辺状況の目視確認及び放射線測定等とする。 

一方，貯蔵区域で貯蔵中の金属キャスクは受入れ区

域の損傷による影響を受けず基本的安全機能が損な

われるおそれはないが，津波襲来後の敷地内の浸水に

より通常の監視機能が喪失するため，外部支援等の準

備が整い次第，代替計測を実施する手段を講ずる。 

また，津波襲来後の活動に必要な活動拠点や災害対

応用電源，資機材等を準備するとともに，津波襲来後

は，速やかに体制を整備する。資機材は，一定の期間

外部からの支援に期待できないこと及び調達の可能

性を考慮して準備する。 

敷地内の浸水を想定して実施する項目の概要を第

1.1－6 表に示す。 

 

 

1.2.9 津波による損傷の防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃

料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波

として，基準津波に相当する仮想的大規模津波を想定

し，これに対して，使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域

の損傷を仮定しても，基本的安全機能が損なわれるお

それがない設計とする。 

既往の知見を大きく上回る仮想的大規模津波を想

定し，これを基準津波に相当する津波として，津波防

護施設及び浸水防止設備の設置による遡上波の到達

や流入の防止は行わず遡上波が使用済燃料貯蔵施設

に到達する前提とする。 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域は波力に耐えるよ

う設計するとともに，貯蔵されている金属キャスク及

び貯蔵架台（金属キャスクの支持構造物）の基本的安
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全機能が貯蔵区域の浸水により損なわれないよう設

計する。 

使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域については，損傷

を仮定しても，落下物や津波漂流物の衝突により仮置

きされている金属キャスクの閉じ込め機能が損なわ

れず，また適切な復旧手段及び復旧期間において金属

キャスク損傷部及び貯蔵区域に通じる遮蔽扉部分の

遮蔽機能を回復することにより，事業所周辺の公衆に

放射線障害を及ぼさないよう設計する。 

使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域の損傷により衝

撃を受けた金属キャスクの基本的安全機能を確認す

るための検査及び試験並びに同機能を維持するため

に必要な保守及び修理を行い，金属キャスクを使用済

燃料貯蔵施設外へ搬出するために必要な確認を行う

手段を講ずる。なお，搬出までの間は金属キャスクを

適切に保管する。また，津波襲来後の敷地内の浸水に

より通常の監視機能が喪失するため，必要な体制を整

備するとともに，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域に貯

蔵している金属キャスクの遮蔽機能，閉じ込め機能及

び除熱機能の確認を行う代替計測や放射線管理，津波

襲来後の活動等に必要な手段を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8) その他の主要な構造 ａ． 前回申請に同じ 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに

貯蔵の方法 

(8) その他の主要な構造 

使用済燃料貯蔵施設は，(1)から(7)に加え，次の方

針に基づき安全設計を行い，「使用済燃料貯蔵施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則」等に適合す

る設計とする。 

ロ(8)-①ａ．基本的安全機能を維持する上で重要な金

属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した

十分な余裕を有する60年間における温度，放射線

等の環境及びその環境下での腐食，クリープ，応

力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性

のある材料を選定し，その必要とされる強度，性

能を維持し，必要な安全機能を失うことのない設

計とする。 

金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バス

ケット及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，

応力腐食割れ等を防止するために，使用済燃料集

合体を不活性ガスであるヘリウムとともに封入

して貯蔵する設計とする。また，金属キャスク表

面の必要な箇所には，塗装による防錆措置を講ず

る。 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

1.1.11 その他 

1.1.11.1 長期貯蔵に対する考慮 

(1) 基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャ

スクの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十

分な余裕を有する 60 年間における温度，放射線

等の環境及びその環境下での腐食等の経年変化

に対して十分な信頼性のある材料を選定し，そ

の必要とされる強度，性能を維持し，必要な安

全機能を失うことのない設計とする。 

(2) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及

び基本的安全機能を有する構成部材の健全性を

適切に保つ観点から，使用済燃料集合体を不活

性ガスとともに封入して貯蔵する設計とする。 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

(3) 経年変化 

2.3.1(3)基本的安全機能を維持する上で重要な金属キ

ャスクの構成部材は，設計貯蔵期間中の温度，放射線等

の環境，並びにその環境下での腐食，クリープ，応力腐

食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料

を選定し，その必要とされる強度，性能を維持し，必要

な安全機能を失うことのない設計とするため，経年変化

による基本的安全機能を損なうような著しい劣化はな

い。 

万一，異常が発生した場合でも，金属キャスク蓋間圧

力，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び貯蔵区域の放射

線レベルを常に監視していることから基本的安全機能

の劣化を検知でき，適切に処置を施すことができる。 

以上のことから，経年変化は，基本的安全機能への影響

を確認する事象として選定する必要はない。 

 

1.1.11.2 構造設計等 

(3) 使用済燃料貯蔵施設の建物，機器及びそれらの

支持構造物は，自重，内圧，外圧，熱荷重，地震

荷重等の条件に対し，十分耐え，かつ，その機

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ 1. 共通項目 

 

1.10 材料及び構造 

金属キャスク及び貯蔵架台の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（令和2年2月 5日制定 原規規発第2002054

号-3），（社）日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設規格 金属

キャスク構造規格 JSME S FA1-2007」及び（社）日本機械

学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-

2005（2007 年追補版含む。）」によるものとする。 

ロ(8)-① 2.3.1(3)基本的安全機能を維持する上で重要

な金属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕

を有する 60 年間における温度，放射線等の環境及びその

環境下での腐食，クリープ，応力腐食割れ等の経年変化に

対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必要とされ

る強度，性能を維持し，必要な安全機能を失うことのない

設計とする。 

ロ(8)-①金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バス

ケット及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，応力腐食

割れ等を防止するために，使用済燃料集合体を不活性ガス

であるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計とする。ま

た，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆

措置を講ずる。 

 

1.10.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

ロ(8)-①ａ．金属キャスク及び貯蔵架台が，その使用され

る圧力，温度，水質，放射線，荷重その他の使用条件

に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の

応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含

む。）を有する設計とする。 

(2) 破壊じん性 

ロ(8)-①ａ．密封容器に使用する材料は，当該密封容器が

使用される圧力，温度，放射線，荷重その他の使用条

件に対して適切な破壊じん性を有することを機械試

験その他の評価方法により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)－①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8) －

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

設 工 認 の 2.3.1(3)

は，事業変更許可申請

書（添付書類八）の

2.3.1(3)と同義であ

り，整合している。 

 

２回目申請にて材料

及び構造に関する事

項について説明する

ため追記 
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能を維持できる設計とする。 

(5) 使用済燃料貯蔵施設の建物及び機器は，想定さ

れる温度，放射線等各種の条件を考慮し，適切

な余裕をもって所定の機能が維持できる設計と

する。 

(6) 腐食の可能性がある機器は，環境条件を考慮し，

適切な防食処理等を行う設計とする。 

(10) 使用済燃料貯蔵施設の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，「使用済燃料貯蔵施設の設計及

び工事の方法の技術基準に関する規則」，「建築

基準法」，「日本機械学会 使用済燃料貯蔵施設

規格 金属キャスク構造規格」，「日本建築学会

各種構造設計及び計算規準」等に従うものとす

る。また，諸外国の規格，基準等をも参考とす

るなど，できるだけ新しい知見を取り入れて強

度上十分安全な設計とする。 

 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

1.2.14 金属キャスク 

 

適合のための設計方針 

１ について 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する機能

を有するとともに，使用済燃料集合体の事業所外運搬

に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾

式容器であり，その設計においては，設計貯蔵期間（50

年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した

十分な余裕を有する 60年間の経年変化を考慮する。 

２ について 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャス

クの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事

業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有

ロ(8)-①ｂ．貯蔵架台に使用する材料は，当該貯蔵架台の

最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有するこ

とを機械試験その他の評価方法により確認する。 

(3) 非破壊試験 

ロ(8)-①ａ．金属キャスク及び貯蔵架台に使用する材料は

有害な欠陥のないことを非破壊試験により確認する。 

 

1.10.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

ロ(8)-①ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び

貯蔵時において，全体的な変形を弾性域に抑える設計

とする。 

ロ(8)-①ｂ．密封容器は，破断延性限界に十分な余裕を有

し，金属キャスクに要求される機能に影響を及ぼさな

い設計とする。また，密封シール部については，変形

を弾性域に抑える設計とする。 

ロ(8)-①ｃ．密封容器は，試験状態において，全体的な塑

性変形が生じない設計とする。また，密封シール部に

ついては，変形を弾性域に抑える設計とする。 

(2) 疲労破壊の防止 

ロ(8)-①ａ．密封容器及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵

時において，疲労破壊が生じない設計とする。 

(3) 座屈による破壊の防止 

ロ(8)-①ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び

貯蔵時において，座屈が生じない設計とする。 

 

1.10.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部

をいう。）について 

密封容器の主要な耐圧部の溶接部は，次とおりとする。 

ロ(8)-①(1) 不連続で特異な形状でない設計とする。 

ロ(8)-①(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，か

つ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠

陥がないことを，非破壊試験により確認する。 

ロ(8)-①(3) 適切な強度を有する設計とする。 

ロ(8)-①(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶

接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接

士であることをあらかじめ確認した溶接とする。 

 

1.10.4  耐圧試験又は漏えい試験について 
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する 60 年間における温度，放射線等の環境及びその

環境下での腐食，クリープ，応力腐食割れ等の経年変

化に対して十分な信頼性のある材料を選定し，その必

要とされる強度，性能を維持し，必要な安全機能を失

うことのない設計とする。 

金属キャスク本体内面，バスケット及び使用済燃料集

合体の腐食，クリープ，応力腐食割れ等を防止するた

めに，使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウム

とともに封入して貯蔵する設計とする。また，金属キ

ャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆措置を

講ずる。 

 

3. 使用済燃料貯蔵設備本体（１) 

3.1 概要 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する機能

を有するとともに，使用済燃料集合体の事業所外運搬

に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾

式容器であるため，その設計においては，設計貯蔵期

間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考

慮した十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考慮

する。 

 

 

3.2 設計方針 

(6) 構造強度 

金属キャスクは，自重，内圧，熱荷重等を考慮して

設計するとともに，貯蔵期間中に操作員の単一の誤操

作により発生すると予想される貯蔵架台への衝突に

より生じる荷重等を考慮しても，基本的安全機能を損

なわない構造強度を有する設計とする。 

(7) 長期健全性 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャス

クの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事

業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有

する 60 年間における温度，放射線等の環境及びその

環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性

のある材料を選定し，その必要とされる強度，性能を

維持し，必要な安全機能を失うことのないように設計

する。 

金ロ(8)-①金属キャスクは，適切な耐圧試験又は漏えい試験

を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがない設

計とする。 
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金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バスケッ

ト及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，応力腐食

割れ等を防止するために，使用済燃料集合体を不活性

ガスであるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計

とする。また，金属キャスク表面の必要な箇所には，

塗装による防錆措置を講ずる。 

 

3.3 主要設備 

次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全

性について説明する。 

(5) 長期健全性 

使用済燃料集合体の貯蔵期間中に金属キャスクの

構成部材が劣化する要因としては，腐食，熱及び放射

線照射が考えられる。これらの要因に対して，設計貯

蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等

を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における金属

キャスクの構成部材の健全性評価を以下に示す。 

ａ．キャスク本体（本体胴，外筒，一次蓋，二次蓋，

一次蓋ボルト，二次蓋ボルト）の長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

本体胴内面，一次蓋，二次蓋内面及び一次蓋ボルト

は，本体胴内及び蓋間にヘリウムガスを封入し，不活

性雰囲気が維持されるため，腐食の影響はない。さら

に，中性子遮蔽材（エポキシ系レジン）に接する本体

胴外面及び外筒内面は，レジンの熱分解で放出される

生成物（主に水分）による腐食を考慮しても，わずか

なものであり実用上の影響はない。 

また，外筒外面，二次蓋外面及び二次蓋ボルトは，塗

装又はメッキによる防錆処理を施す。防錆被膜の経年

的な劣化については，定期的な点検による状態把握に

より劣化兆候が見られた場合は補修することで，防錆

被膜を維持できる。 

(b) 熱による劣化影響 

キャスク本体（炭素鋼，合金鋼）の温度は 142℃以

下である。クリープ変形を考慮すべき温度は，融点（絶

対温度）の 1/3 以上（８）（９）に相当する約 290℃を超え

る場合であり，クリープを考慮する必要はない。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

キャスク本体に使用する材質は炭素鋼であり，中性
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子照射量が 1016n/cm2 までは顕著な脆化はみられない

（10）（11）。使用環境における中性子照射量はその範囲内

であり，材料の機械的特性に影響はない。 

ｂ．伝熱フィンの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

伝熱フィンは本体胴外面と外筒内面との間に取り

付けられており，中性子遮蔽材（エポキシ系レジン）

に接している。レジンの熱分解で放出される生成物

（主に水分）による腐食を考慮してもわずかなもので

あり実用上の影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

伝熱フィン（炭素鋼（銅クラッド））の温度は 128℃

以下である。クリープ変形を考慮すべき温度は，融点

（絶対温度）の 1/3 以上（８）（９）に相当する約 290℃を

超える場合であり，クリープを考慮する必要はない。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

伝熱フィンに使用する材質は炭素鋼（銅クラッド）

であり，中性子照射量が 1016n/cm2 までは顕著な脆化

はみられない（10）（11）。使用環境における中性子照射量

はその範囲内であり，材料の機械的特性に影響はな

い。 

ｃ．バスケットの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

本体胴内にヘリウムガスを封入し，不活性雰囲気が

維持されるため，腐食の影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

バスケット（ボロン添加ステンレス鋼）の温度は

248℃以下である。クリープ変形を考慮すべき温度は，

融点（絶対温度）の 1/3 以上（８）（９）に相当する約 290℃

を超える場合であり，クリープを考慮する必要はな

い。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

バスケット（ボロン添加ステンレス鋼）に含まれる

ボロン-10 の 60 年間の減損割合は保守的に全中性子

束を用いて評価しても 10-6程度であり，照射による未

臨界機能の劣化はない。また，中性子照射量が

1018n/cm2までは顕著な脆化はみられず（12），使用環境

における中性子照射量はその範囲内であり，材料の機

械的特性に影響はない。 
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ｄ．中性子遮蔽材の長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

中性子遮蔽材はレジンであり，腐食することはな

い。 

(b) 熱による劣化影響 

中性子遮蔽材であるレジンは，熱により化学的に劣

化する（熱分解による生成物の放出・重量減損）が，

遮蔽解析においてはレジン系中性子遮蔽材の経年変

化評価試験結果（13）の知見を踏まえて，熱分解による

60 年間のレジンの重量減損分を遮蔽体として考慮せ

ずに保守的に評価している。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

使用するレジンの加熱と照射の影響評価（４）では，

加熱に比べレジンの重量減損がわずかなため，放射線

照射による重量減損の影響を考慮する必要はない。 

ｅ．金属ガスケットの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

一次蓋の金属ガスケットは，ヘリウムガスによる不

活性雰囲気が維持されるため，腐食の影響はない。ま

た，二次蓋の金属ガスケットは外側面が外気環境であ

るが，使用環境より厳しい塩水噴霧環境においても金

属ガスケットの漏えい率に変化がない（14）（15）ため，閉

じ込め機能への影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

金属ガスケットは，コイルスプリング（ニッケル基

合金）と二層の被覆材（内被：ニッケル基合金，外被：

アルミニウム）で構成されている。外被材であるアル

ミニウムは常温よりやや高い温度以上でクリープが

発生しやすい性向にあるが，長期密封特性試験（16）や

密封境界部の経年劣化影響評価試験（13）によって，塑

性変形率と漏えい率の温度・時間の依存性についてラ

ーソンミラーパラメータ（以下「ＬＭＰ」という。）

による整理が有効であることが確認されている。金属

ガスケットの長期密封性評価に用いているＬＭＰは，

長期貯蔵中のクリープによる応力緩和が考慮されて

おり，60 年間の閉じ込め機能は維持できる。具体的な

評価を以下に示す。 

初期の閉じ込め機能（1×10－10Pa･ｍ3/s 以下）を保

持できる限界のＬＭＰは，使用する金属ガスケットの



                                                                                          ロ－(8)－a－7 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

場合，約 11×103となる。金属キャスクの除熱評価に

おける金属ガスケットの制限温度は 130℃以下であ

り，初期温度を保守的に 130℃として崩壊熱の減衰を

無視して，ＬＭＰで 11×103となる時間を求めると約

2,000 年となる。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

金属ガスケットに使用する材質は，ニッケル基合金

及びアルミニウムであり，中性子照射量が 1021n/cm2

程度までは顕著な機械的特性の変化はみられない（17）

（18）。使用環境における中性子照射量はその範囲内で

あり，材料の機械的特性に影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E 



    ロ－(8)－b－1 

 
添付書類 1－1 
 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8) その他の主要な構造 ｂ． 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

ロ(8)b.-①ｂ．使用済燃料貯蔵施設は，リサイク

ル燃料備蓄センターの敷地及びその周辺で想定

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除

く。）又は地震及び津波を含む自然現象による荷

重の組合せに遭遇した場合においても基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

ロ(8)b.-④また，使用済燃料貯蔵施設は，リ

サイクル燃料備蓄センターの敷地又はその周辺

において想定される飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガ

ス，船舶の衝突，電磁的障害等の使用済燃料貯

蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）に対して基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

ロ(8)b.-⑤なお，使用済燃料貯蔵施設で想定

される自然現象及び使用済燃料貯蔵施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，洪水，地滑り，ダムの崩壊及び船

舶の衝突については，立地的要因により設計上

考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑥生物学的事象については，事象の

進展が緩慢であること及び使用済燃料貯蔵施設

は，金属キャスクを静的に貯蔵する施設であ

り，生物学的事象により電源喪失に至った場合

でも基本的安全機能が損なわれるおそれがない

ことから設計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑦有毒ガスについては，立地的要因

及び金属キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及

び各設備の点検，保守等の実施時以外に使用済

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 

別添Ⅰ 1. 基本設計方針 

別添Ⅰ 1.1 共通項目 

1.7 自然現象等 

1.7.1 外部からの衝撃による損傷の防止 

ロ(8)b.-①使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃の

うち自然現象等による損傷の防止において，リサイクル

燃料備蓄センターの敷地及びその周辺で想定される洪

水，風（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然

現象（地震及び津波を除く。）による荷重の組合せに遭遇

した場合においても基本的安全機能を損なわない設計

とし，自然現象による影響に対して，その安全性を損な

うおそれがある場合は，防護措置又は供用中における運

用上の適切な措置を講じる。 

ロ(8)b.-②使用済燃料貯蔵施設の設計において考慮

する自然現象については，その特徴を考慮し，必要に応

じて異種の自然現象の重畳を考慮する。重畳を考慮する

自然現象の組合せについては，使用済燃料貯蔵施設で設

計上の考慮を必要とする自然現象（地震及び津波を除

く。）として抽出された風（台風），竜巻，低温・凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響（降下火砕物）及び森林

火災の８事象について，以下の観点から重畳を考慮する

必要性を検討する。 

・自然現象に伴う荷重の影響の現れ方（影響の現れ方

が異なる組合せ，影響の大きさが一方の自然現象で代表

できる組合せ及び自然現象同士で影響が相殺される組

合せについては，重畳を考慮する自然現象の組合せから

除外される） 

・複数の自然現象が同時に発生する可能性（同時に発

生する可能性が合理的に考えられない自然現象の組合

せ及び発生可能性が小さく継続時間も短い自然現象の

組合せについては，重畳を考慮する自然現象の組合せか

ら除外される） 

ロ(8)b.-③検討の結果，使用済燃料貯蔵建屋に対する

荷重の観点から，積雪，風（台風）及び火山の影響（降

下火砕物）の重畳を考慮することとし，積雪については，

敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別地域気象観測

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

①と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

②と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.-③

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

③と同様の趣旨であ
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燃料貯蔵建屋に人員が常駐することはなく，外

部火災に伴う有毒ガスの流入時には使用済燃料

貯蔵建屋内の人員は迅速に避難することから，

設計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑧電磁的障害については，使用済燃

料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キャス

クに収納した状態で静的に貯蔵する施設であ

り，電磁干渉や無線電波干渉によって基本的安

全機能を損なうことはないことから，設計上考

慮する必要はない。 

ロ(8)b.-②使用済燃料貯蔵施設の設計におい

て考慮する自然現象については，その特徴を考

慮し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を考

慮する。重畳を考慮する自然現象の組合せにつ

いては，使用済燃料貯蔵施設で設計上の考慮を

必要とする自然現象（地震及び津波を除く。）と

して抽出された風（台風），竜巻，低温・凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響（降下火砕物）

及び森林火災の８事象について，以下の観点か

ら重畳を考慮する必要性を検討する。 

・自然現象に伴う荷重の影響の現れ方（影響の

現れ方が異なる組合せ，影響の大きさが一方

の自然現象で代表できる組合せ及び自然現象

同士で影響が相殺される組合せについては，

重畳を考慮する自然現象の組合せから除外さ

れる） 

・複数の自然現象が同時に発生する可能性（同

時に発生する可能性が合理的に考えられない

自然現象の組合せ及び発生可能性が小さく継

続時間も短い自然現象の組合せについては，

重畳を考慮する自然現象の組合せから除外さ

れる） 

ロ(8)b.-③検討の結果，使用済燃料貯蔵建屋に

対する荷重の観点から，積雪，風（台風）及び火

山の影響（降下火砕物）の重畳を考慮することと

し，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損な

わないよう設計及び運用にて考慮する。 

なお，「第九条（地震による損傷の防止）」，「第

十条（津波による損傷の防止）」の条項において考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所での観測記録から 170cm，函館海洋気象台での観測記

録から 91cm）を考慮し，170cm の積雪に基づき積雪荷重

を設定する。火山の影響（降下火砕物）については，基

本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある火山事象と

して設定した層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態）の降

下火砕物の荷重を設定する。 

風（台風）については，建築基準法に基づき，34m/s の

風速を設定する。 

ロ(8)b.-④使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃の

うち人為による損傷の防止において，リサイクル燃料備

蓄センターの敷地又はその周辺において想定される飛

来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の

火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の使用済燃

料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「人為事象」という。）に対して，基本的安全

機能を損なわない設計とし，人為事象による影響に対し

て，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置

又は供用中における運用上の適切な措置，その他，対象

とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な

措置を講じる。 

ロ(8)b.-⑤なお，使用済燃料貯蔵施設で想定される自

然現象及び使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）のうち，洪水，地滑り，ダム

の崩壊及び船舶の衝突については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑥生物学的事象については，事象の進展が緩

慢であること及び使用済燃料貯蔵施設は，金属キャスク

を静的に貯蔵する施設であり，生物学的事象により電源

喪失に至った場合でも基本的安全機能が損なわれるお

それがないことから設計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑦有毒ガスについては，立地的要因及び金属

キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，

保守等の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人員が常

駐することはなく，外部火災に伴う有毒ガスの流入時に

は使用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅速に避難すること

から，設計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑧電磁的障害については，使用済燃料貯蔵施

り，具体的数値を記載

したものであり整合

している。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.-④

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

④と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.-⑤

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

⑤と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)b.-⑥

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

⑥と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)b.-⑦

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

⑦と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)b.-⑧

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ロ－(8)－b－3 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

慮する自然現象との重畳については，それぞれの

条項で考慮する。 

使用済燃料貯蔵施設で設計上考慮する自然現象

及び使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）の検討結果は次のと

おりである。 

ロ(8)b.(c)-①(a) 風（台風） 

敷地付近で観測された最大瞬間風速は，添付

書類四の「2.2.3 むつ特別地域気象観測所及び

函館海洋気象台における一般気象」に示すとお

りであるが，風荷重に対する設計は，地方毎に

過去の台風の記録等を考慮した建築基準法に基

づいて行う。 

なお，リサイクル燃料備蓄センターの敷地前

面の海岸からの離隔は約 500ｍであることか

ら，海風による塩害の可能性は否定できない

が，金属キャスクのフランジ面の保護・防錆等

を目的として二次蓋上部に対策を施す。また，

蓋間圧力を常時監視することによる閉じ込め機

能の確認等を実施することから，基本的安全機

能を損なうおそれはない。 

(b) 竜巻 

ロ(8)(b)-①使用済燃料貯蔵施設は，想定され

る竜巻が発生した場合においても，作用する設

計荷重に対してその基本的安全機能を損なわな

い設計とする。また，ロ(8)(b)-③使用済燃料貯

蔵施設は，過去の竜巻被害状況から想定される

竜巻に随伴する事象に対して，基本的安全機能

を損なわない設計とする。 

ロ(8)(b)-①竜巻に対する防護設計を行うため

の設計竜巻の最大風速は 100m/s とし，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物に

よる衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重に，

使用済燃料貯蔵施設に常時作用する荷重を適切

に組み合わせたものとして設計荷重を設定する

こととし，使用済燃料貯蔵建屋は，設計荷重に

対して，構造健全性を維持することにより基本

的安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設は，使用済燃料集合体を金属キャスクに収納した状態

で静的に貯蔵する施設であり，電磁干渉や無線電波干渉

によって基本的安全機能を損なうことはないことから，

設計上考慮する必要はない。 

ロ(8)b.-⑨航空機落下については，これまでの事故実

績をもとに，民間航空機，自衛隊機及び米軍機が使用済

燃料貯蔵施設へ落下する確率を評価し，その結果は，約

5.1×10-8 回/施設・年であり，10-7 回/施設・年を下回

ることを確認し事業（変更）許可を受けており，設計上

考慮する必要はない。 

なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価に

用いる最新データの変更状況を確認し，防護措置の要否

を判断することについて，保安規定に定め，運用する。 

ロ(8)b.-⑩外部からの衝撃による損傷の防止におい

ては，外部からの衝撃より防護すべき施設（以下「外部

事象防護施設」という。）を明確にし，これらの基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

外部事象防護施設は，基本的安全機能を有する金属キ

ャスク（貯蔵架台含む。以下「1.7 自然現象等」におい

て同じ。），及び施設が有する機能の基本的安全機能との

関係性を考慮し，遮蔽機能及び除熱機能の一部を担う使

用済燃料貯蔵建屋とする。 

外部事象防護施設の防護設計においては，設計上の考

慮を必要とする自然現象等の影響により，外部事象防護

施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護

施設以外の施設についても考慮する。 

また，設計上の考慮を必要とする自然現象の影響を考

慮し，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能の継続的確

認に必要な代替計測の手順について，保安規定に定め，

運用する。 

外部事象防護施設は，以下の自然現象（地震及び津波

を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設計す

る。 

（1）自然現象 

 a. 竜巻   

 ロ(8)(b)-①外部事象防護施設は，想定される竜巻が

発生した場合においても，作用する設計荷重に対してそ

の基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

 また，ロ(8)(b)-③外部事象防護施設は，過去の竜巻被

⑧と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)b.-⑨

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)b.-

⑨と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)b.-⑩

は，各事象の説明にお

ける外部事象防護施

設を総括的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(b)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(b)-

①と同様の趣旨であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ロ－(8)－b－4 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ロ(8)(b)-②使用済燃料貯蔵施設の基本的安全

機能に影響を及ぼす可能性のある飛来物につい

ては，大きな運動エネルギをもつ飛来物及び使

用済燃料貯蔵建屋の貫入抵抗を確認するための

固い飛来物について，飛散評価結果に基づき設

計飛来物としてワゴン車を設定する。また，想

定される飛散挙動を考慮し，大型の資機材に対

し飛散防止措置を実施する。 

金属キャスクに対しては，使用済燃料貯蔵建

屋が竜巻飛来物に対する外殻となり，防護機能

が期待できることから，竜巻飛来物の使用済燃

料貯蔵建屋への衝突を仮定しても，金属キャス

クの基本的安全機能に影響を与える可能性は低

い。 

なお，使用済燃料貯蔵建屋の構造上，竜巻飛

来物が建屋の開口部を通過して金属キャスクに

衝突する可能性は極めて低いことから，使用済

燃料貯蔵建屋の開口部を通過する飛来物による

金属キャスクへの直接的な影響を考慮する必要

はない。 

ロ(8)b.(d)-①(c) 低温・凍結 

金属キャスク及び屋外機器で凍結のおそれの

あるものに対しては，添付書類四の「2.2.3 む

つ特別地域気象観測所及び函館海洋気象台にお

ける一般気象」に示す敷地付近で観測された最

低気温の観測値を参考にして設計を行う。 

ロ(8)b.(e)-①(d) 降水 

添付書類四の「2.2.3 むつ特別地域気象観測

所及び函館海洋気象台における一般気象」に示

す敷地付近で観測された日最大降水量及び１時

間降水量の最大値を考慮し，使用済燃料貯蔵建

屋は降水に対して基本的安全機能を損なわない

設計とする。 

また，金属キャスクは本体表面への防錆塗装

等を実施する。なお，使用済燃料集合体からの

崩壊熱により金属キャスク表面に恒常的に結露

が発生する状態が継続することは考え難いこと

から，表面に結露が付着しても基本的安全機能

を損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害状況から想定される竜巻に随伴する事象に対して，基

本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。さら

に，外部事象防護施設の基本的安全機能に影響を及ぼす

可能性のある飛来物の影響を考慮する。 

 外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン車）を

超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材については，

飛散防止措置として，車両については固縛又は車両退避

の措置を実施すること，並びに，大型の資機材について

は固縛又は固定の措置を実施することを保安規定に定

め，運用する。 

(b) 火山の影響（降下火砕物）  

 金属キャスクは使用済燃料貯蔵建屋内に収容される

ため，基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のある火山

事象として設定した降下火砕物の荷重（層厚 30cm，密度

1.5g/cm3（湿潤状態））に対し，使用済燃料貯蔵建屋の構

造健全性を維持することにより，使用済燃料貯蔵施設の

基本的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

 また，降下火砕物の除去を実施すること及び降下火砕

物により長期的な腐食の影響が生じないよう，金属キャ

スク及び貯蔵建屋の点検を実施すること，並びに，金属

キャスクに付着した降下火砕物の分析を実施すること

を保安規定に定め，運用する。 

 さらに，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得ら

れた場合に評価すること，並びに，火山モニタリング観

測データに有意な変化があった場合の対応についても，

保安規定に定め，運用する。 

ロ(8)b.(c)-①(c) 風（台風） 

 外部事象防護施設の風荷重に対する設計は，地方毎に

過去の台風の記録及び文献を考慮し，建築基準法に基づ

く風速34m/sでによる風荷重に対し構造健全性を維持す

ることにより，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

ロ(8)b.(d)-①(d) 低温・凍結 

 金属キャスク及び屋外機器で凍結のおそれのあるも

のに対しては，敷地付近で観測された最低気温の観測値

（むつ特別地域気象観測所での観測記録から－22.4℃，

函館海洋気象台での観測記録から－19.4℃）を考慮した

低温・凍結に対して，基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

り，整合している。 

設工認のロ(8)(b)-③

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(b)-

③と同様の趣旨であ

り，整合している。 

設工認のロ(8)(g)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(g)-

①と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.(c)-

①は，事業変更許可申

請書（本文）のロ

(8)b.(c)-①と同様の

趣旨であり，整合して

いる。 

設工認のロ(8)b.(d)-

①は，事業変更許可申

請書（本文）のロ

(8)b.(d)-①と同様の

趣旨であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ロ－(8)－b－5 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

万一，金属キャスク表面に錆が発生しても，

その進展は緩慢であるため，巡視や定期的に行

う外観検査の確認結果を踏まえ基本的安全機能

が損なわれる前に補修塗装による処置を施すこ

とが可能である。 

ロ(8)(b)-⑤(e) 積雪 

使用済燃料貯蔵施設は，添付書類四の「2.2.3 

むつ特別地域気象観測所及び函館海洋気象台に

おける一般気象」に示す敷地付近で観測された

最深積雪の観測記録に基づく積雪に基づき積雪

荷重を設定し，使用済燃料貯蔵建屋は，積雪荷

重に対して，構造健全性を維持することにより

基本的安全機能を損なわない設計とするととも

に，あらかじめ手順を定め除雪を実施する。 

なお，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受

入れ区域の給気口フード下端の位置は地上高さ

約６ｍ，排気口の位置は地上高さ約 23ｍであ

り，また，給気口にはフードを，排気口には遮

風板をそれぞれ設けていることから，積雪によ

り給気口及び排気口が閉塞されることはない。 

ロ(8)b.(g)-①(f) 落雷 

使用済燃料貯蔵建屋は，落雷による雷撃の影

響及び火災発生を防止するため，避雷設備を設

ける設計としている。避雷対策を施した施設内

に金属キャスクを貯蔵することから，落雷によ

り基本的安全機能を損なうおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 屋外機器については，使用時以外は乾燥保管の運用と

する，または地下に設置することにより機能を損なわな

い設計とする。 

ロ(8)b.(e)-①(e) 降水 

 使用済燃料貯蔵施設は，敷地付近で観測された日最大

降水量（むつ特別地域気象観測所での観測記録から

162.5mm，函館海洋気象台での観測記録から 176 ㎜）及び

１時間降水量の最大値（むつ特別地域気象観測所での観

測記録から 51.5mm，函館海洋気象台での観測記録から

63.2mm）を考慮した降水に対して，貯蔵建屋内への降水

の浸入防止を考慮した設計により，降水に起因する金属

キャスク表面への結露の付着を防止する。また，万が一，

建屋内に降水が浸入した場合でも基本的安全機能を損

なわない設計とする。 

ロ(8)(f)-⑤(f) 積雪 

 使用済燃料貯蔵施設の積雪に対する設計においては，

敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別地域気象観測

所での観測記録から 170cm，函館海洋気象台での観測記

録から 91cm）から 170cm の積雪を考慮した積雪荷重を設

定し，使用済燃料貯蔵建屋は，積雪荷重に対して，構造

健全性を維持することにより基本的安全機能を損なわ

ない設計とする。  

 また，積雪に対しては，あらかじめ手順を定め，除雪

を行うことを保安規定に定め，運用する。 

ロ(8)b.(g)-①(g) 落雷 

 使用済燃料貯蔵建屋は，落雷に対し，建築基準法に基

づき建屋屋上に棟上導体を設置する設計とする。避雷対

策を施すことから，使用済燃料貯蔵建屋及び同建屋内に

貯蔵する金属キャスクは，落雷により基本的安全機能を

損なうおそれはない。 

（2）人為事象 

 (a) 外部火災 

 ロ(8)(i)-①使用済燃料貯蔵施設は，想定される外部

火災において，最も厳しい火災が発生した場合において

も基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 自然現象として想定される森林火災の延焼防止を目

的として，敷地内に防火帯を設ける設計とする。 

 森林火災による熱影響については，火炎輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により

 

 

 

設工認のロ(8)b.(e)-

①は，事業変更許可申

請書（本文）のロ

(8)b.(e)-①と同様の

趣旨であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(f)-⑤

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(b)-

⑤と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)b.(g)-

①は，事業変更許可申

請書（本文）のロ

(8)b.(g)-①，1.2.10 

⑧と同様の趣旨であ

り，整合している。 

 

 

設工認のロ(8)(i)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(i)-

①と同様の趣旨であ

り，整合している。 
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1.1.8 竜巻防護に関する基本方針 

1.1.8.1 竜巻防護に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設の竜巻防護設計においては，基

準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜巻

に対して基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，竜巻飛来物の発生防止対策及び使用済燃料貯

蔵建屋（以下 1.1.8 では「貯蔵建屋」という。）によ

る防護とあいまって，使用済燃料貯蔵施設の基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

 

1.1.8.2 外部事象防護施設 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクが基

本的安全機能を有する設備に該当する。 

また，金属キャスクを内包する貯蔵建屋は，遮蔽機

能及び除熱機能の一部を担っている設備であること

から基本的安全機能を有する設備に該当する。 

これより，使用済燃料貯蔵施設における外部事象防

護施設（以下 1.1.8 では「防護施設」という。）を金

属キャスク及び貯蔵建屋とし，基準竜巻，設計竜巻及

び設計荷重を適切に設定することで，竜巻によってこ

れらがもつ基本的安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 金属キャスク 

金属キャスクは外殻となる貯蔵建屋内に貯蔵す

ることから，金属キャスクの基本的安全機能が竜巻

により直接的な影響を受ける可能性のある場合と

して，竜巻飛来物が貯蔵建屋の開口部を通過して金

属キャスクに衝突する場合が考えられる。 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損なわない設

計とする。 

 火災源については，敷地内の火災源及び敷地外の火災

源を考慮する。また，火災による二次的影響（ばい煙）

を考慮するとともに， 有毒ガスに対する影響を考慮す

る。 

 また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，

防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最

小限とすること，及び外部火災の影響が敷地境界を越え

る場合は，自衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建

屋の外壁及び防火帯内設置設備に事前放水することと

し，その手順の整備を，保安規定に定め，運用する。  

  

1.7.1.1 竜巻による損傷の防止 

ロ(8)(b)-①外部事象防護施設は竜巻防護に係る設計

時に，事業（変更）許可を受けた最大風速 100m/s の竜

巻（以下「設計竜巻」という。）が発生した場合について

竜巻より防護すべき施設に作用する荷重を設定し，ロ

(8)(b)-②外部事象防護施設が基本的安全機能を損なわ

ないよう，施設の設置状況等を考慮して影響評価を実施

し，外部事象防護施設が基本的安全機能を損なうおそれ

がある場合は，影響に応じた防護措置その他の適切な措

置を講じる設計とする。 

(1)影響評価における荷重の設定 

ロ(8)(b)-①構造強度評価においては，風圧力による

荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合

わせた設計竜巻荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組

み合わせた設計荷重を設定する。 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては，設

計竜巻 100m/s の特性値（移動速度 15m/s，最大接線風速

85m/s，最大接線風速半径 30m，最大気圧低下量 89hPa，

最大気圧低下率 45hPa/s）に基づいて設定する。 

飛来物の衝撃荷重としては，事業（変更）許可を受け

た設計飛来物であるワゴン車（長さ 5.4m×幅 1.9m×高

さ 2.3m，質量 1,970kg，飛来時の水平速度 53m/s，飛来

時の鉛直速度 27m/s）及び鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×

奥行き 0.2m，質量 135kg，飛来時の水平速度 51m/s，飛

来時の鉛直速度 34m/s）よりも運動エネルギ又は貫通力

が大きな資機材等の設置状況，寸法，質量及び形状から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(b)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(b)-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(8)(b)-②

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(b)-

②を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 
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貯蔵建屋の中で金属キャスクが存在する場所と

して貯蔵区域及び受入れ区域があり，各々の区域に

開口部として，除熱のための空気を通風させる給気

口及び排気口を設ける。このうち貯蔵区域の給気口

及び受入れ区域の給気口はフード及び垂れ壁を持

つ迷路構造とすることから，竜巻飛来物が通過して

も，飛来物の運動エネルギは迷路構造の中で大幅に

減衰され，飛来物が高速で金属キャスクに衝突する

可能性は極めて小さい。また，貯蔵区域の排気口は

排気塔の上部に設置し，排気塔の下部に遮蔽ルーバ

を設置することから，竜巻飛来物が通過しても，飛

来物の運動エネルギは排気塔外壁や遮蔽ルーバへ

の衝突で大幅に減衰され，排気塔直下に金属キャス

クを貯蔵しないこととあいまって，飛来物が高速で

金属キャスクに衝突する可能性は極めて小さい。 

受入れ区域の排気口については，金属キャスクの

搬入時及び搬出時に受入れ区域に仮置きを行うこ

とから，竜巻飛来物が通過した場合，通過後の挙動

によっては金属キャスクに衝突する可能性は否定

できないが，竜巻により飛来物が発生し，受入れ区

域の排気口を通過して金属キャスクへの衝突に至

るまでには，以下に示すとおり可能性の小さい複数

の条件が重畳する必要がある。 

・リサイクル燃料備蓄センター敷地周辺の道路と

して，敷地南側に接する県道及び敷地東側に接す

る市道があるが，これらの道路における交通量は

極めて少なく，敷地周辺を走行中の車両が竜巻に

巻き込まれて飛散する可能性は極めて小さい。ま

た，敷地周辺からみた受入れ区域の排気口の立体

角（敷地境界から受入れ区域の排気口までの距離

及び受入れ区域の排気口の寸法を考慮した見掛

けの大きさ）は非常に小さく，竜巻に伴い敷地外

で仮に飛来物が発生しても，飛来物が受入れ区域

の排気口の方向に飛散する可能性は極めて小さ

い。 

・受入れ区域の排気口は地上高さ約 20ｍに設ける

ため，竜巻により大型の飛来物が高く浮き上がり

当該高さに達する可能性は小さい。また，受入れ

区域の排気口の寸法は高さ約 1.5ｍであり，竜巻

飛来の有無を判断する。 

ロ(8)(b)-②固縛，固定又は退避を実施することによ

り飛来物とならない措置を講じることから，設計飛来物

が衝突する場合の荷重を設定することを基本とする。 

なお，外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン

車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材につい

ては飛散防止措置として，車両については固縛又は車両

退避の措置を実施すること，並びに，大型の資機材につ

いては固縛又は固定の措置を実施することを保安規定

に定め，運用する。 

(2) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

ロ(8)(b)-①外部事象防護施設のうち金属キャスクに

対しては，竜巻飛来物が使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯

蔵建屋」という。）の開口部を通過して衝突する可能性は

極めて低く，また，設計飛来物の衝突を仮定しても基本

的安全機能への影響は小さいため，竜巻による直接的な

影響を考慮する必要はない。 

外部事象防護施設のうち貯蔵建屋は，金属キャスクを

内包する外殻の施設として，基準竜巻，設計竜巻及び設

計荷重を適切に設定し，設計荷重に対して構造強度評価

を実施し，要求される機能を維持する設計とすることを

基本とする。 

貯蔵建屋は，金属キャスクを内包する外殻の施設とし

て，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に

対し，竜巻通過時及び竜巻通過後においても，設計飛来

物が金属キャスクに衝突することを防止し，設計飛来物

が貯蔵建屋に衝突したとしても，貫通，裏面剝離の発生

により，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ロ(8)(b)-③(3) 竜巻随伴事象に対する設計 

外部事象防護施設は，竜巻随伴事象により基本的安全

機能を損なわない設計とする。 

竜巻随伴事象として以下の事象を想定する。 

a.火災 

竜巻随伴による火災に対しては，「外部火災による損

傷の防止」における想定に包絡される設計とする。 

b.溢水 

外部事象防護施設は，自然換気により使用済燃料集合

体の崩壊熱を除去する設計であり，崩壊熱除去に水を使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(b)-③

は，事業変更許可申請

書（本文）申請書ロ

(8)(b)-③を具体的に

記載しており，整合し

ている。 
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により大型の飛来物が受入れ区域の排気口の高

さに達したとしても，受入れ区域の排気口を支障

なく通過するのは困難である。 

・金属キャスクが受入れ区域の排気口付近（仮置架

台及びたて起こし架台）に仮置きされている期間

は搬入時及び搬出時に限定されており，竜巻飛来

物が受入れ区域の排気口を通過して受入れ区域

内に入ったとしても，その際に金属キャスクが受

入れ区域に仮置きされている可能性は小さい。 

・金属キャスクが受入れ区域の排気口付近（仮置架

台及びたて起こし架台）にある場合，金属キャス

クは輸送時と同様に三次蓋及び緩衝体を取り付

けた状態で仮置きするため，受入れ区域の排気口

を通過した飛来物が仮置き中の金属キャスクの

蓋部付近に衝突したとしても，蓋部の閉じ込め機

能は保護されている。 

これらの条件が重畳する確率は極めて小さく，設

計竜巻（最大風速 100m/s）を超える竜巻の年発生確

率が 10-6 以下であり大規模な竜巻発生の可能性が

極めて小さいこととあわせると，竜巻飛来物が受入

れ区域の排気口を通過し金属キャスクに衝突して

基本的安全機能に影響を及ぼす可能性はない。 

以上より，基本的安全機能の観点から，貯蔵建屋

に内包される金属キャスクへの竜巻による直接的

な影響として，飛来物の衝突を考慮する必要はな

い。 

(2) 貯蔵建屋 

貯蔵建屋に対しては，金属キャスクを内包する外

殻の施設として，基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重

を適切に設定し，設計荷重に対し構造健全性を維持

することにより基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

また，設計飛来物が貯蔵建屋に衝突したとして

も，貫通，裏面剝離の発生により，使用済燃料貯蔵

施設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)(b)-①竜巻については，過去の実績値

用しないこと及び貯蔵建屋近辺に大規模な溢水源がな

いことから，竜巻により，外部事象防護施設の基本的安

全機能に影響を及ぼすような溢水は発生しない。 

c.外部電源喪失 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キャ

スクに収納した状態で静的に貯蔵する施設であること

から，竜巻により外部電源系統からの電気の供給が停止

しても，外部事象防護施設の基本的安全機能に直接影響

を及ぼすおそれはない。 
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を考慮した最大風速等から設定した設計荷重

に対して，構造健全性を維持することにより基

本的安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.1.8.3 設計荷重の設定 

(1) 設計竜巻荷重を設定するための竜巻の設定 

設計竜巻荷重を設定するための特性値は，添付書

類四「8. 竜巻」において設定した設計竜巻の最大

風速 100m/s に基づき，「原子力発電所の竜巻影響評

価ガイド」（平成 26年９月17日原規技発第1409172

号原子力規制委員会決定）の手法を用いて算出し，

これを基に設計竜巻荷重を設定する。最大風速

100m/s における竜巻の特性値を第 1.1－7 表に示

す。 

(2) 設計飛来物の設定 

プラントウォークダウンによるリサイクル燃料

備蓄センターの敷地内及び敷地近傍を俯瞰した調

査及び検討を行い，敷地内及び敷地近傍の資機材及

び車両の設置状況を踏まえ，貯蔵建屋に衝突する可

能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物の寸

法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，運動エ

ネルギ及び貫通力を考慮して設計飛来物を設定す

る。 

設計飛来物を設定する上では，飛来物の運動エネ

ルギについては，衝撃荷重を保守的に見積もる観点

からランキン渦モデルに基づき評価を行い，飛来物

の飛来の有無を判断する上では，実際の竜巻による

災害事例及び藤田モデルを考慮に加えて検討を行

う。 

また，竜巻防護の観点から，飛来物の挙動（運動

エネルギ，飛散距離，浮き上がり高さ）の点から，

貯蔵建屋の基本的安全機能に影響を及ぼす可能性

のある物品については，固縛，固定及び車両退避の

飛散防止措置を実施することにより，設計飛来物か

ら除外する。 

その結果，貯蔵建屋に衝突する可能性がある飛来

物のうち，大きな貫通力を持つ設計飛来物として

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考にし

て鋼製材を設定し，また，大きな運動エネルギを持
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つ設計飛来物としてワゴン車を設定する。 

貯蔵建屋に対する設計飛来物を第 1.1－8 表に示

す。 

(3) 荷重の組合せと判断基準 

竜巻により貯蔵建屋に作用する設計竜巻荷重の

算出，設計竜巻荷重の組合せの設定，設計竜巻荷重

と組み合わせる荷重の設定及び判断基準について

以下に示す。 

ａ．貯蔵建屋に作用する設計竜巻荷重 

竜巻により貯蔵建屋に作用する荷重として「風

圧力による荷重」，「気圧差による荷重」及び「設

計飛来物による衝撃荷重」を以下に示すとおり算

出する。 

(a) 風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，次式のと

おり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ： 風圧力による荷重 

ｑ ： 設計用速度圧 

Ｇ ： ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：  風力係数（施設の形

状や風圧力が作用する部位（屋

根，壁の形状，勾配）に応じて設

定する。） 

Ａ ： 貯蔵建屋の受圧面積 

ｑ＝（1/2）・ρ・Ｖ２ 

ここで， 

ρ ： 空気密度 

Ｖ ： 最大風速 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には

水平方向の風速として算定されるが，鉛直方向

の風圧力に対してぜい弱と考えられる部位が

存在する場合には，鉛直方向の最大風速等に基

づいて算出した鉛直方向の風圧力についても

考慮した設計とする。 

(b) 気圧差による荷重 

貯蔵建屋は外気に対し給気口及び排気口を

開口部として持つ構造であり，貯蔵建屋内外の
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気圧差は生じ難いと考えられるが，貯蔵建屋の

壁，屋根の形状，勾配において，設計上考慮す

る竜巻による気圧低下によって生じる貯蔵建

屋の内外の気圧差による荷重を考慮し，保守的

に「閉じた施設」を想定して次式のとおり算出

する。 

ＷＰ＝ΔＰmax・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ： 気圧差による荷重 

ΔＰmax ： 最大気圧低下量 

Ａ ： 貯蔵建屋の受圧面積 

(c) 設計飛来物による衝撃荷重 

飛来物の衝突方向及び衝突面積を考慮して

設計飛来物が貯蔵建屋に衝突した場合の影響

が大きくなるように衝撃荷重を算出する。 

ｂ．設計竜巻荷重の組合せ 

貯蔵建屋の設計に用いる設計竜巻荷重は，風圧力

による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び

設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせ

た複合荷重とし，複合荷重ＷT1及びＷT2は米国原

子力規制委員会の基準類を参考として，以下のと

おり設定する。 

ＷT1＝ＷＰ 

ＷT2＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

なお，貯蔵建屋にはＷT1及びＷT2の両荷重をそ

れぞれ作用させる。 

ｃ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のと

おりとする。 

(a) 貯蔵建屋に常時作用する荷重 

貯蔵建屋に常時作用する荷重として，自重及

び積載荷重の常時作用する荷重を適切に組み

合わせる。 

(b) 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象（１）

であり，積乱雲の発達時に竜巻と同時に発生す

る可能性がある自然現象は，落雷，積雪，ひょ

う及び降水である。これらの自然現象の組合せ

により発生する荷重は，以下のとおり設計竜巻
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荷重に包絡されることから，設計竜巻荷重と組

み合わせる荷重として考慮しない。 

ⅰ 落雷 

竜巻と落雷が同時に発生する場合におい

ても，落雷による影響は雷撃であり，竜巻に

よる荷重とは影響が異なる。 

ⅱ 積雪 

竜巻の作用時間は極めて短時間であるこ

と，積雪の荷重は冬季に発生し，積雪荷重の

大きさや継続時間は，貯蔵建屋の構造設計で

考慮した 170cm の積雪荷重を上回ることが

ないように除雪を行うことで低減できるこ

とから，発生頻度が極めて小さい設計竜巻の

風荷重と積雪荷重による荷重が同時に発生

し，貯蔵建屋に影響を与えることは考えにく

いため，組み合わせを考慮しない。竜巻が冬

季に襲来する場合は竜巻通過前後に降雪を

伴う可能性はあるが，上昇流の竜巻本体周辺

では，竜巻通過時に雪は降らない。また，下

降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった

雪の大部分は竜巻の風により吹き飛ばされ

るため，雪による荷重は十分小さく設計竜巻

荷重に包絡される。 

ⅲ ひょう 

ひょうは積乱雲から降る直径５mm 以上の

氷の粒であり，仮に直径 10cm 程度の大型の

ひょうを想定した場合でも，その質量は約

0.5kg である。竜巻とひょうが同時に発生す

る場合においても，直径 10cm 程度のひょう

の終端速度は 59m/s（２），運動エネルギは約

0.9kJ であり，設計飛来物の運動エネルギと

比べ十分小さく，ひょうの衝突による荷重は

設計竜巻荷重に包絡される。また，貯蔵建屋

は鉛直方向に開口部を持たないため，ひょう

が貯蔵建屋内に侵入することはない。 

ⅳ 降水 

竜巻と降水が同時に発生する場合におい

ても，降水により屋外施設に荷重の影響を与

えることはなく，また，降水による荷重は十
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分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。 

ｄ．許容限界 

貯蔵建屋の設計において，設計飛来物の衝突に

よる貫通及び裏面剥離発生の有無の評価につい

ては，貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び

部材の最小厚さを比較することにより行う。ま

た，構造健全性の評価については，設計荷重によ

り発生する変形又は応力が安全上適切と認めら

れる規格，規準及び指針を準拠し算定した許容限

界を下回る設計とする。 

 

1.1.8.4 竜巻随伴事象に対する設計 

竜巻随伴事象として以下の事象を想定し，これらの

事象が発生した場合においても，使用済燃料貯蔵施設

が基本的安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 火災 

竜巻随伴事象として，「1.1.10.4(2) リサイクル

燃料備蓄センター敷地内の危険物貯蔵設備に関す

る評価」に示すリサイクル燃料備蓄センターの敷地

内の危険物貯蔵設備が竜巻飛来物の衝突により破

損し危険物が漏えいして発生する火災及び竜巻飛

来物となった車両の積載燃料が漏えいして発生す

る火災が考えられる。 

敷地内に設置する危険物貯蔵設備については，使

用済燃料貯蔵施設がこれらの火災を想定しても基

本的安全機能を損なわない設計とすることを

「1.1.10 外部火災防護に関する基本方針」にて考

慮する。 

また，竜巻飛来物となった車両の火災について

は，燃料の量が限定されていることから敷地内に設

置する危険物貯蔵設備に比べても影響は小さく，自

衛消防隊が消火器や動力消防ポンプによる消火活

動を行うことから，使用済燃料貯蔵施設が基本的安

全機能を損なうことはない。 

(2) 溢水 

使用済燃料貯蔵施設は自然換気により使用済燃

料集合体の崩壊熱を除去する設計であり，崩壊熱除

去に水を使用しないこと及び貯蔵建屋近辺に大規

模な溢水源がないことから，竜巻により，使用済燃
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(g) 火山の影響 

ロ(8)(g)-①金属キャスクは使用済燃料貯蔵建

屋内に収容されるため，基本的安全機能に影響

を及ぼす可能性のある火山事象として設定した

層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態）の降下火

砕物に対し，使用済燃料貯蔵建屋が降下火砕物

の荷重に対して，使用済燃料貯蔵建屋の構造健

全性を維持することにより，使用済燃料貯蔵施

設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋の設計においては，使用

済燃料貯蔵建屋に作用する荷重として自重等の

常時作用する荷重を考慮するとともに，その他

の自然現象の影響を考慮した荷重の重畳を考慮

する。また，使用済燃料貯蔵建屋の給気口及び

料貯蔵施設の基本的安全機能に影響を及ぼすよう

な溢水は発生しない。 

(3) 外部電源喪失 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属

キャスクに収納した状態で静的に貯蔵する施設で

あることから，竜巻により外部電源系統からの電気

の供給が停止しても，使用済燃料貯蔵施設の基本的

安全機能に直接影響を及ぼすおそれはない。なお，

計測設備，放射線監視設備，通信連絡設備及び入退

域管理装置に対しては，外部電源喪失時には貯蔵建

屋内に設置する無停電電源装置から給電し，給電時

間を超える場合は電源車からの給電又は代替計測

により監視を継続する。 

 

1.1.8.5 評価手順及び飛散防止措置 

屋外において飛散するおそれのある資機材及び

車両については，飛来時の運動エネルギ等を評価

し，外部事象防護施設への影響の有無を確認する。

外部事象防護施設へ影響を及ぼす大型の資機材及

び車両については，飛散防止措置として，固縛，固

定又は退避を実施することとし，これらについて，

あらかじめ定める手順に従って対応する。 

 

1.1.9 火山事象に関する基本方針 

1.1.9.1 火山事象に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，添付書類四「7. 火山」で

評価し抽出された使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼ

し得る火山事象である降下火砕物に対して，使用済燃

料貯蔵建屋による防護，構造健全性の維持及び運用

（除灰）によって，基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

 

1.1.9.2 外部事象防護施設 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクが基

本的安全機能を有する設備に該当する。 

また，金属キャスクを内包する使用済燃料貯蔵建屋

（以下 1.1.9 では「貯蔵建屋」という。）は，遮蔽機

能及び除熱機能の一部を担っている設備であること

から基本的安全機能を有する設備に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.2 火山による損傷の防止 

ロ(8)(g)-①外部事象防護施設は，使用済燃料貯蔵施設

の運用期間中において基本的安全機能に影響を及ぼし得

る火山事象として事業（変更）許可を受けた降下火砕物の

特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合において

も，外部事象防護施設が基本的安全機能を損なうおそれが

ない設計とする。 

ロ(8)(g)-②なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見

が得られた場合に評価すること，並びに，火山モニタリン

グ観測データに有意な変化があった場合の対応について，

保安規定に定め，運用する。 

(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

ロ(8)(g)-①設計に用いる降下火砕物は，事業（変更）許

可を受けた，層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態）と設定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(g)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(g)-

①と同義であり，整合

している。 

 

設工認のロ(8)(g)-②

は，事業変更許可申請

書（本文）申請書ロ

(8)(g)-②と同義であ

り，整合している。 
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排気口は，降下火砕物により閉塞しない設計と

する。 

ロ(8)(g)-②金属キャスクに対しては，外筒等

の塗装を施すことで，腐食により基本的安全機

能を損なわない設計とする。 

さらに，使用済燃料貯蔵施設に，長期にわた

り静的荷重がかかることや金属キャスク表面の

一部に腐食が発生することを避けるために，必

要な資機材を確保するとともに，体制，手順等

を整備し，降下火砕物の降灰時の点検及び除灰

の対応を適切に実施する方針とする。 

なお，恐山についてはマグマ噴火が発生する

可能性は十分に低いが，過去のマグマ噴火に伴

う火砕物密度流が敷地に到達していることか

ら，火山影響評価の根拠が維持されていること

を継続的に確認することを目的として供用期間

中の火山活動のモニタリングを実施し，モニタ

リングの結果，観測データに有意な変化があっ

た場合は，火山専門家等の助言を踏まえ，最新

の科学的知見に基づき可能な限りの対処を行う

こととする。 

ロ(8)b.-⑨ (h) 飛来物（航空機落下等） 

リサイクル燃料備蓄センター周辺には，飛来

物の発生の原因となり得る工場はないことか

ら，工場からの飛来物を考慮する必要はない。

また，航空機落下については，これまでの事故

実績をもとに，民間航空機，自衛隊機及び米軍

機が使用済燃料貯蔵施設へ落下する確率を評価

した。その結果は約 5.1×10-8 回/施設・年であ

り，10-7 回/施設・年を下回る。したがって，

航空機落下を考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより，使用済燃料貯蔵施設における外部事象防

護施設（以下 1.1.9 では「防護施設」という。）を，

金属キャスク及び貯蔵建屋とし，降下火砕物によって

これらがもつ基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

以上により，降下火砕物の侵入によって，基本的安

全機能を損なう動的機器はない。 

 

1.1.9.3 降下火砕物の設計条件及び特徴 

(1) 降下火砕物の設計条件 

使用済燃料貯蔵施設の敷地において考慮する降

下火砕物の諸元として，添付書類四「7. 火山」に

示すとおり，文献調査，地質調査及び降下火砕物シ

ミュレーションの結果を踏まえ，敷地における降下

火砕物の層厚は 30cm とする。 

また，密度については，恐山宮後テフラから採取

した試料の密度試験結果を踏まえ 1.5g/cm3（湿潤状

態）とする。 

(2) 降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特

徴を有する。 

ａ．火山ガラス片，鉱物結晶片から成る(３)。ただし，

砂よりもろく硬度は低い(４)。 

ｂ．硫酸等を含む腐食性のガス（以下 1.1.9 では「腐

食性ガス」という。）が付着している(３)。ただし，

金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を生じ

させることはない(５)。 

ｃ．水に濡れると導電性を生じる(３)。 

ｄ．湿った降下火砕物は乾燥すると固結する(３)。 

ｅ．降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一

般的な砂に比べ低い(３)。 

 

1.1.9.4 降下火砕物による影響因子 

降下火砕物の特徴及び防護施設の構造，設置状況，

気候及び地域特性を考慮し，防護施設に有意な影響を

及ぼす可能性が考えられる影響因子を以下のとおり

選定する。 

(1) 直接的影響 

ａ．荷重 

(2) 降下火砕物に対する防護対策 

ロ(8)(g)-②降下火砕物の影響を考慮する外部事象防護

施設である使用済燃料貯蔵建屋及び金属キャスクは，降下

火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，

防護措置を講ずることにより，基本的安全機能を損なうお

それがない設計とする。 

a. 直接的影響に対する設計方針 

（a）荷重 

貯蔵建屋の許容荷重が，降下火砕物による荷重に

対して，構造健全性を維持することにより基本的安

全機能を損なわない設計とする。なお，建築基準法に

おける積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の

除去を適切に行うことから，降下火砕物の荷重を短

期に生じる荷重とし，建築基準法による短期許容応

力度を許容限界とする。 

評価に当たっては，以下の荷重の組合せ及び建築

基準法との関係性を考慮する。 

ⅰ．貯蔵建屋に常時作用する荷重 

貯蔵建屋に作用する荷重として自重及び積載

荷重の常時作用する荷重を考慮する。 

ⅱ．その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組

合せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外の

自然現象は，荷重の影響において風(台風）及び

積雪であり，降下火砕物との荷重と重畳させる。 

なお，降下火砕物の除去を実施することを保安規

定に定め，運用する。 

（b）粒子の衝突 

降下火砕物は微小な鉱物結晶であり，その衝突に

よる貯蔵建屋への影響については，「竜巻による損傷

の防止」で設定している設計飛来物の影響に包絡さ

れることから，粒子の衝突の影響を考慮する必要は

ない。 

（c）閉塞 

貯蔵建屋の給気口及び排気口は，降下火砕物の粒

径より十分に大きな格子とするとともに，貯蔵区域

の給気口及び排気口は降下火砕物の堆積厚さを考慮

した十分に高い位置に設けることにより，降下火砕

物により閉塞しない設計とする。 
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貯蔵建屋の上に堆積した降下火砕物による静

的負荷を考慮する。 

ｂ．粒子の衝突 

降下火砕物は微小な鉱物結晶であり，その衝突

による貯蔵建屋への影響については，「1.1.8 竜

巻防護に関する基本方針」で設定している設計飛

来物の影響に包絡されることから，粒子の衝突の

影響を考慮する必要はない。 

ｃ．閉塞 

貯蔵建屋内に収容される金属キャスクの表面

からの除熱を維持する観点から，建屋内の雰囲気

温度を低く保つことができるよう，換気のための

給気口及び排気口を設ける。貯蔵建屋の給気口及

び排気口は，降下火砕物による閉塞を考慮する。 

ｄ．摩耗 

防護施設には動的機器はないことから，摩耗の

影響を考慮する必要はない。 

ｅ．腐食 

貯蔵建屋内に収容される金属キャスクに対し

て，降下火砕物に付着した腐食性ガスが接するこ

とにより接触面を腐食させることを考慮する。 

ｆ．大気汚染 

基本的安全機能の確保のために，監視盤室に監

視員が常駐する必要がないことから，大気汚染の

影響を考慮する必要はない。 

ｇ．水質汚染 

基本的安全機能の確保のために，水を用いない

ことから，水質汚染の影響を考慮する必要はな

い。 

ｈ．絶縁低下 

基本的安全機能の確保のために，必要な電気系

機器及び計測制御系機器がないことから，絶縁低

下の影響を考慮する必要はない。 

(2) 間接的影響 

ａ．外部電源喪失 

使用済燃料貯蔵施設は，金属キャスクを静的に

保管する施設であり，送電網の損傷により外部電

源が喪失した場合においても基本的安全機能を

損なうことはないことから，外部電源喪失の影響

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵建

屋へ侵入しにくい構造とする。 

（d）摩耗 

外部事象防護施設には動的機器はないことから，

摩耗の影響を考慮する必要はない。 

（e）腐食 

降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じること

はないが，金属キャスク外表面に塗装等の対策を施

し，短期での腐食により基本的安全機能を損なわな

い設計とする。 

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵建

屋へ侵入しにくい構造とする。 

なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生

じないよう，金属キャスク及び貯蔵建屋の点検及び

金属キャスクに付着した降下火砕物の分析の実施を

保安規定に定め，運用する。 

（f）大気汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のため

に，監視盤室に監視員が常駐する必要がないことか

ら，大気汚染の影響を考慮する必要はない。 

（g）水質汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のため

に，水を用いないことから，水質汚染の影響を考慮す

る必要はない。 

（h）絶縁低下 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のため

に，必要な電気系機器及び計測制御系機器がないこ

とから，絶縁低下の影響を考慮する必要はない。 

 

b. 間接的影響に対する設計方針 

（a）外部電源喪失 

外部事象防護施設は，金属キャスクを静的に保管

する施設であり，送電網の損傷により外部電源が喪

失した場合においても基本的安全機能を損なうこと

はないことから，外部電源喪失の影響は考慮する必

要はない。 

（b）交通の途絶 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のため

に，外部からの支援を必要とする機器はないことか
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は考慮する必要はない。 

ｂ．交通の途絶 

基本的安全機能の確保のために，外部からの支

援を必要とする機器はないことから，交通の途絶

の影響は考慮する必要はない。 

 

1.1.9.5 降下火砕物の影響に対する設計 

降下火砕物の影響として「1.1.9.4 降下火砕物に

よる影響因子」で選定した影響因子により，使用済燃

料貯蔵施設の基本的安全機能を損なわないよう，以下

の設計とする。 

(1) 荷重 

貯蔵建屋の許容荷重が，降下火砕物による荷重に

対して，構造健全性を維持することにより基本的安

全機能を損なわない設計とする。なお，建築基準法

における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物

の除去を適切に行うことから，降下火砕物の荷重を

短期に生じる荷重とし，建築基準法による短期許容

応力度を許容限界とする。 

評価に当たっては，以下の荷重の組合せ及び建築

基準法との関係性を考慮する。 

ａ．貯蔵建屋に常時作用する荷重 

貯蔵建屋に作用する荷重として自重及び積載

荷重の常時作用する荷重を考慮する。 

ｂ．その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合

せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外の

自然現象は，荷重の影響において風(台風）及び

積雪であり，降下火砕物との荷重と重畳させる。 

(2) 閉塞 

貯蔵建屋の給気口に自主的に設置するバードス

クリーン，及び排気口に自主的に設置する排気ルー

バは，降下火砕物の粒径より十分に大きな格子とす

るとともに，貯蔵区域の給気口はフード下端の位置

を地上高さ約６ｍ，排気口は地上高さ約 23ｍと降

下火砕物の堆積厚さを考慮した十分に高い位置に

設けることにより，給気口及び排気口は降下火砕物

により閉塞しない設計とする。 

なお，給気口にはフードを，排気口には遮風板を

ら，交通の途絶の影響は考慮する必要はない。 
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設置することにより，降下火砕物が給気口及び排気

口から貯蔵建屋へ侵入しにくい構造とする。 

 

2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

(1) 使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞 

ロ(8)(g)-①使用済燃料貯蔵建屋には，金属キャ

スク表面から金属キャスク周囲の空気に伝えられ

た使用済燃料集合体の崩壊熱を，その熱量に応じて

生じる空気の通風力を利用して使用済燃料貯蔵建

屋外へ放散するため，給気口及び排気口を設ける。

金属キャスクを貯蔵する貯蔵区域の給気口フード

下端の位置は地上高さ約６ｍ，排気口の位置は地上

高さ約 23ｍであり，考慮すべき降下火砕物の最大

堆積層厚は約 30cm（恐山の火山灰）であり，給排気

口が降下火砕物により閉塞されることはない。 

給気口の開口寸法は，幅約４ｍ，高さ約 3.5ｍで

あり，排気口の開口寸法は，幅約８ｍ，高さ約３ｍ

である。また，風雨，ばい煙の影響を考慮し，給気

口にはフード，排気口には遮風板を設置するため，

外部から異物が飛来してきたとしても，給排気口が

閉塞される可能性は極めて低い。また，植物や小動

物による給排気口の閉塞については，事象の進展が

緩慢であり，定期的な巡視により検知・除去するこ

とができることから，給排気口が閉塞される可能性

は極めて低い。 

以上のことから，使用済燃料貯蔵建屋給排気口の

閉塞は，基本的安全機能への影響を確認する事象と

して選定する必要はない。 

 

(3) 腐食 

金属腐食研究の結果によると降下火砕物によっ

て直ちに金属腐食を生じることはないが，金属キャ

スク外表面の塗装及び自主的に二次蓋上部に対策

を施し，短期での腐食により基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

なお，給気口にはフードを，排気口には遮風板を

設置することにより，降下火砕物が給気口及び排気

口から貯蔵建屋へ侵入しにくい構造とする。 
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(i) 外部火災（森林火災，爆発及び近隣工場等

の火災） 

ロ(8)(i)-①使用済燃料貯蔵施設は，想定され

る外部火災において，最も厳しい火災が発生し

た場合においても基本的安全機能を損なわない

設計とする。 

 

1.1.9.6 手順及び運用 

降下火砕物の降灰後，点検及び除灰の対応を適切に

実施するため，以下に係る手順及び運用（除灰）を定

める。 

(1) 防護施設への影響を確認するための点検を実施

する。 

(2) 点検によって降下火砕物の付着が確認された箇

所について，付着した降下火砕物の分析を行うとと

もに，除去を実施する。 

(3) 降下火砕物の堆積や積雪により貯蔵建屋の構造

設計で考慮した荷重を上回ることがないように，貯

蔵建屋に堆積した降下火砕物及び積雪の除去を実

施する。 

 

1.1.9.7 火山モニタリング観測データに有意な変化が

あった場合の対処方針 

恐山はマグマ噴火が発生する可能性は十分に小さ

いが，過去のマグマ噴火に伴う火砕物密度流が敷地に

到達していることから，火山影響評価の根拠が維持さ

れていることを継続的に確認することを目的として

供用期間中の火山活動モニタリングを実施する。 

火山モニタリングの結果，観測データに有意な変化

があった場合は，火山専門家及び火山活動評価委員の

助言を踏まえ，最新の科学的知見に基づき可能な限り

の対処を行うこととする。 

主な対処方針を以下に示す。 

(1) 火山活動のモニタリング強化 

(2) 使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入停

止 

(3) 使用済燃料を収納した金属キャスクの搬出 

 

1.1.10 外部火災防護に関する基本方針 

1.1.10.1 外部火災防護に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，外部火災に対して，使用済

燃料貯蔵施設の安全を確保するために想定される最

も厳しい火災が発生した場合においても必要な安全

機能を損なわないよう，防火帯の設置，離隔距離の確

保，建屋による防護及び熱影響評価によって，使用済

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.3 外部火災による損傷の防止 

ロ(8)(i)-①想定される外部火災において，火災・爆発

源を使用済燃料貯蔵施設敷地内及び敷地外に設定し，外

部からの衝撃より防護すべき施設（以下「外部事象防護

施設」という。）に係る温度や距離を算出し，それらによ

る影響評価を行い，最も厳しい火災・爆発が発生した場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-①

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(i)-

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ロ－(8)－b－20 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ロ(8)(i)-②自然現象として想定される森林火

災の延焼防止を目的として，リサイクル燃料備

蓄センター周辺の植生を確認し，作成した植生

データ等をもとに求めた最大火線強度

（6,775kW/m）から算出される防火帯（22ｍ）を

敷地内に設ける。 

ロ(8)(i)-③防火帯は延焼防止効果を損なわな

い設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設

置する場合は必要最小限とする。 

また，ロ(8)(i)-⑤森林火災による熱影響につ

いては，火炎輻射強度（358kW/m2）の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等によ

り使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

ロ(8)(i)-⑨使用済燃料貯蔵施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除く。）とし

て想定される近隣の産業施設の火災及び爆発に

ついては，離隔距離の確保等により使用済燃料

貯蔵施設の基本的安全機能を損なわない設計と

する。 

また，ロ(8)(i)-⑥想定されるリサイクル燃料

備蓄センター敷地内に設置する危険物貯蔵設備

の火災，航空機墜落による火災及びロ(8)(i)-⑧

これらの火災の重畳については，離隔距離の確

保等により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機

能を損なわない設計とする。 

ロ(8)(i)-①外部火災による使用済燃料貯蔵建

屋への影響については，使用済燃料貯蔵建屋外

壁の温度を許容温度以下とすることで使用済燃

料貯蔵施設の基本的安全機能を損なわない設計

とする。また，ロ(8)(i)-⑦外部火災の影響によ

る使用済燃料貯蔵建屋内雰囲気温度上昇により

金属キャスクの基本的安全機能を損なわない設

計とする。なお，ロ(8)(i)-⑪外部火災の二次的

影響であるばい煙及び有毒ガスによる影響につ

いては，使用済燃料貯蔵建屋には除熱のための

空気を通風させる給気口及び排気口を設置する

ことから，建屋内に長時間滞留することは考え

燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損なわない設計と

する。 

想定する外部火災として，森林火災，近隣の産業施

設の火災・爆発，リサイクル燃料備蓄センター敷地内

の危険物貯蔵設備の火災及び航空機墜落による火災

を想定する。外部火災にて想定する火災を第 1.1－9

表に示す。 

また，想定される火災及び爆発の二次的影響（ばい

煙及び有毒ガス）に対して，使用済燃料貯蔵施設の基

本的安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.1.10.2 外部事象防護施設 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクが基

本的安全機能を有する設備に該当する。 

また，金属キャスクを内包する使用済燃料貯蔵建屋

（以下 1.1.10 では「貯蔵建屋」という。）は，遮蔽機

能及び除熱機能の一部を担っている設備であること

から基本的安全機能を有する設備に該当する。 

これより，使用済燃料貯蔵施設における外部事象防

護施設（以下 1.1.10 では「防護施設」という。）を，

金属キャスク及び貯蔵建屋とし，外部火災によってこ

れらがもつ基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.1.10.3 森林火災 

想定される森林火災については，「原子力発電所の

外部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日原規

技発第 13061912 号原子力規制委員会決定）（以下

1.1.10 では「ガイド」という。）を参考とし，リサイ

クル燃料備蓄センター周辺の植生，過去 10 年間の気

象条件を調査し，使用済燃料貯蔵施設から直線距離

10km の間に発火点を設定し，森林火災シミュレーシ

ョン解析コード（以下 1.1.10 では「ＦＡＲＳＩＴＥ」

という。）を用いて影響評価を実施し，森林火災の延

焼を防ぐための手段として防火帯を設け，火炎が防火

帯外縁に到達するまでの時間，貯蔵建屋外壁への熱影

響及び危険距離を評価し，必要な防火帯幅，貯蔵建屋

との離隔距離を確保することにより，防護施設の基本

的安全機能を損なわない設計とする。 

 

合においても基本的安全機能を損なわない設計とする。 

外部事象防護施設は，防火帯の設置，離隔距離の確

保，建屋による防護及び熱影響評価によって，基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

 また，外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，自

衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建屋の外壁及び

防火帯内設置設備に事前放水することとし，その手順の

整備を保安規定に定め，運用する。 

 

ロ(8)(i)-②(1) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

森林火災については，森林火災シミュレーション解析

コードを用いて求めた最大火線強度から設定し，事業変

更許可を受けた防火帯（22m）を敷地内に設ける設計とす

る。 

また，ロ(8)(i)-③防火帯は延焼防止効果を損なわない

設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合

は必要最小限とすることを保安規定に定め，運用する。 

 

(2) 使用済燃料貯蔵施設敷地内の火災源に対する設計方

針 

ロ(8)(i)-④火災源として，森林火災，使用済燃料貯蔵

施設敷地内に設置する危険物貯蔵設備の火災，航空機墜

落による火災，敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機

墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護施設への熱影響を評価す

る。 

外部事象防護施設である使用済燃料貯蔵建屋の評価条

件を以下のように設定し，評価する。評価結果より火災

源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，使用済燃料

貯蔵建屋の外壁表面温度が許容温度（200℃）となる危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保す

る設計，又は使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を算出

し，その温度が許容温度を満足する設計とする。 

また，外部事象防護施設である金属キャスクについて

は，火災の影響を評価し，金属キャスクの許容温度を満

足する設計とする。 

・ロ(8)(i)-⑤森林火災については，使用済燃料貯蔵施設

周辺の植生を確認し，作成した植生データ等をもとに

求めた，事業（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-②

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)(i)-

②と同義であり，整合

している。 

事業変更許可申請書

（本文）及び設工認の

ロ(8)(i)-③は，保安

規定にて対応する。 

 

 

設工認のロ(8)(i)-④

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-

①を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-⑤

は事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ロ－(8)－b－21 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

にくく，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能

に影響を与えることはない。 

(4)  その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)(i)-⑤森林火災については，使用済燃

料貯蔵施設と森林との間に防火帯を設置し，防

火帯外縁から適切な離隔距離を保つことによ

り，敷地外の森林から出火し敷地内の植生へ延

焼した場合であっても，使用済燃料貯蔵施設の

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 

(1) 森林火災の想定 

森林火災における各樹種の可燃物量は，森林簿，

森林計画図のデータ及び敷地周辺の航空写真をも

とに植生を判読し，現地調査により得られた樹種を

踏まえて補正した植生を用いる。また，林齢は，樹

種を踏まえて地面に生育する可燃物量が多くなる

ように保守的に設定する。 

気象条件は，リサイクル燃料備蓄センター近辺の

４箇所の気象観測所における過去 10 年間の気象デ

ータを調査し，青森県における森林火災発生頻度が

年間を通じて比較的高い月の最小湿度，最高気温及

び最大風速の組合せとする。 

風向については，各月における最大風速時風向と

各月における最多風向を調査し西南西及び南南西

を卓越風向として設定する。さらに，森林とリサイ

クル燃料備蓄センターの位置関係を考慮して，東も

風向として設定する。 

発火点については，防火帯幅の設定及び熱影響評

価に際し，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される最大火線

強度及び熱影響が最大となる反応強度の値を用い

て評価するため，リサイクル燃料備蓄センターから

直線距離 10km の間で風向及び人為的行為を考慮

し，３地点を設定する。 

ａ．卓越風向であるリサイクル燃料備蓄センターの

西南西方向には集落があり，火災がより延焼しや

すいと考えられる集落と森林の境界を発火点１

として選定する。 

ｂ．同じく卓越風向である南南西方向には自然公園

及び滑走路跡地があるが，滑走路跡地は非燃焼領

炎側）における最大反応強度から算出される火炎輻射

強度（358kW/m2）による危険距離及び使用済燃料貯蔵建

屋外壁の表面温度を求め評価する。 

・ロ(8)(i)-⑥使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険

物貯蔵設備の火災については，貯蔵量等を勘案して火

災源ごとに使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め

評価する。なお，敷地南東側の高台に設置する軽油貯

蔵タンクは，地下に埋設するため火災評価の対象外と

する。 

・ロ(8)(i)-⑥航空機墜落による火災については，「実用

発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につ

いて」（平成21・06・25 原院第1号（平成21年6月30日

原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が10-7

（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算出し，使

用済燃料貯蔵建屋への影響が最も厳しくなる地点で火

災が起こることを想定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁表

面温度を求め評価する。 

・ロ(8)(i)-⑧敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜

落による火災の重畳については，各々の火災の評価条

件により算出した輻射強度，燃焼継続時間等により，

使用済燃料貯蔵建屋外壁の受熱面に対し，最も厳しい

条件となる火災源を選定し，使用済燃料貯蔵建屋外壁

表面温度を求め評価する。なお，森林火災と近隣の産

業施設の火災の重畳については使用済燃料貯蔵施設か

ら見た森林火災の発火点の位置と近隣の産業施設の立

地点の方位が異なり，離隔距離も大きく異なるため，

同時に火災が発生しても影響が重畳することは考え難

いため，重畳による影響はない。 

・ロ(8)(i)-⑦外部火災により発生した熱気流の侵入によ

る金属キャスクへの影響については，各々の火災におい

て影響が最も厳しい条件となる火災源を選定し，使用済

燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度上昇量を算出し，金属キャ

スクへの影響を評価する。また，火災の影響により金属

キャスクが断熱状態になることを仮定し，各々の火災に

おいて最も燃焼継続時間が長くなる火災源を選定し，金

属キャスクの温度上昇量を求め評価する。 

(3) ロ(8)(i)-⑨近隣の産業施設の火災・爆発源に対する

設計方針 

近隣の産業施設である使用済燃料貯蔵施設敷地外の危

⑤を具体的に記載し

ており，整合してい

る。 

設工認のロ(8)(i)-⑥

は事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-

⑥を具体的に記載し

おり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-⑧

は事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-

⑧を具体的に記載し

おり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-⑦

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)- 

⑦と同義であり，整合

している。 

 

 

 

設工認のロ(8)(i)-⑨

は，事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-
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域となっており，自然公園はそこからさらにリサ

イクル燃料備蓄センターより遠方となるため，滑

走路跡地付近で，人為的行為を考慮した道路沿い

を発火点２として選定する。 

ｃ．リサイクル燃料備蓄センター東側については，

市道を挟んで至近に森林（マツ）が存在し，卓越

風向ではないが季節により強い風が吹く時期も

あることから，この特有の立地条件に鑑み，東側

の森林内について発火点３として選定する。 

また，森林火災の発火時刻については，日照によ

る草地及び樹木の乾燥に伴い，火線強度及び反応強

度等が変化することから，これらを考慮して防火帯

幅及び貯蔵建屋への熱影響が最大となる時刻を設

定する。 

(2) 評価対象範囲 

森林火災の発火点をリサイクル燃料備蓄センタ

ー敷地周辺の 10km 以内とし，発火点からの植生，

地形，土地利用種別情報及び気象を考慮して保守的

にリサイクル燃料備蓄センターの東西 12km 及び南

北 12km の正方形範囲を評価対象とする。 

(3)  入力データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件） 

ａ．地形データ 

現地状況をできるだけ模擬するため，リサイク

ル燃料備蓄センター周辺の土地の標高，傾斜及び

傾斜方位のデータについては，公開情報の中でも

高い空間解像度である 10ｍメッシュの「基盤地

図情報数値標高モデル」（国土地理院データ）を

用いる。 

ｂ．土地利用データ 

現地状況をできるだけ模擬するため，リサイク

ル燃料備蓄センター周辺の建物用地，交通用地等

のデータについては，公開情報の中でも高い空間

解像度である 100ｍメッシュの「国土数値情報土

地利用細分メッシュ」（国土交通省データ）を用

いる。 

ｃ．植生データ 

現地状況をできるだけ模擬するため，リサイク

ル燃料備蓄センターの敷地周辺の樹種や生育情

報に関する情報を有する森林簿，森林計画図を入

険物貯蔵施設の火災・爆発源に対して，必要な離隔距離

を確保することで，外部事象防護施設の基本的安全機能

を損なわない設計とする。 

・ロ(8)(i)-⑩近隣の産業施設である使用済燃料貯蔵施設

敷地外の危険物貯蔵施設の火災・爆発源に対して，危

険距離，危険限界距離を算出し，その危険距離，危険

限界距離を上回る離隔距離を確保することで，外部事

象防護施設の基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外10km以内の範囲において，

火災・爆発により使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす

ような石油コンビナート施設は存在しないため，火

災・爆発による外部事象防護施設への影響については

考慮しない。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外半径10km以内の危険物貯蔵

施設の火災については，火災源ごとに使用済燃料貯蔵

建屋外壁の表面温度が許容温度となる危険距離を求め

評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外南北 10km，東西 10 ㎞の範囲

の高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，ガス爆発の爆

風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を求め評価する。 

 

ロ(8)(i)-⑪(4) 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対

する設計方針 

外部火災による二次的影響（ばい煙・有毒ガス）につい

ては，使用済燃料貯蔵建屋には除熱のための空気を通風さ

せる給気口及び排気口を設置するため，それらの開口部か

ら火災により生じたばい煙，有毒ガスがそのまま建屋内に

流入することが考えられる。ばい煙の粒子径は一般的には

マイクロメートル（μm）のオーダーであるため，外部から

のばい煙等の付着により給気口及び排気口が閉塞される

可能性は極めて低い。また，使用済燃料貯蔵建屋の給気口

及び排気口の設置位置を考慮しても，過去の気象観測記録

による最大積雪量及び降下火砕物最大堆積層厚と比較し

て十分高い位置にあり，ばい煙等を含む異物の堆積による

給気口及び排気口の閉塞はないことからばい煙による使

用済燃料貯蔵建屋への影響はない。 

使用済燃料貯蔵建屋の構造上ばい煙が使用済燃料貯蔵

建屋内に長時間滞留することはないため，ばい煙の熱によ

⑨，1.2.10 ⑬と同義

であり，整合してい

る。 

設工認のロ(8)(i)-⑩

は事業変更許可申請

書（本文）ロ(8)(i)-

⑨を具体的に記載し

おり，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認及び事業変更

許可申請書（本文）申

請書でロ(8)(i)-⑪は

設計上考慮不要とし

ている。 
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手し，土地利用データにおける森林情報について

樹種，林齢によりさらに細分化するとともに，敷

地内及び周辺の植生について現地調査を行い，Ｆ

ＡＲＳＩＴＥ入力データとしての妥当性を確認

のうえ植生区分を設定する。 

ｄ．気象データ 

現地にて起こり得る最も厳しい条件を検討す

るため，リサイクル燃料備蓄センター近辺の４箇

所の気象観測所における過去 10 年間の気象デー

タのうち，青森県で発生した森林火災の実績よ

り，発生頻度が高い３月から８月の気象条件（最

高気温，最小湿度，最大風速及び最多風向）の最

も厳しい条件を用いる。 

(4) 延焼速度及び火線強度の算出 

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを

用いて，延焼速度や火線強度を算出する。 

(5) 火炎到達時間による消火活動 

延焼速度より，発火点から防火帯までの最短の火

炎到達時間（0.4 時間（発火点３））を算出し，森林

火災が防火帯に到達するまでの間に自衛消防隊に

よる消火活動が可能であり，万一の飛び火及び風に

よる火炎のゆらぎによる延焼を防止することで防

護施設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

(6) 防火帯幅の設定 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される最大火線強度

（6,775kW/m（発火点１））により算出される防火帯

幅 21.9ｍに対し，22ｍの防火帯幅を確保すること

により防護施設の基本的安全機能を損なわない設

計とする。 

防火帯は，延焼防止効果を損なわない設計とし，

防火帯に可燃物を含む機器，設備及び物品を設置す

る場合は必要最小限とする。設置する防火帯を第

1.1－7 図に示す。 

(7) 防護施設への熱影響 

森林火災の直接的な影響を受ける貯蔵建屋への

影響評価を実施し，離隔距離の確保により，防護施

設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

なお，影響評価に用いる火炎輻射強度は，ＦＡＲ

ＳＩＴＥから出力される反応強度から求める火炎

る影響については考慮する必要はない。また，外部火災に

より発生すると考えられる有毒ガスについては，金属キャ

スク貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，保守及

び巡視の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人が常駐す

ることはなく，火災に伴う有毒ガスの流入時には使用済燃

料貯蔵建屋内の人員は迅速に避難することから，有毒ガス

に対する使用済燃料貯蔵建屋の居住性を考慮する必要は

ない。 
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輻射強度（358kW/m2（発火点１））とする。 

ａ．火災の想定 

森林火災による熱を受ける貯蔵建屋外壁表面

と森林火災の火炎輻射強度が発する地点が同じ

高さにあると仮定し，離隔距離は最短距離とす

る。 

森林火災の火炎は，円筒火炎モデルとする。火

炎の高さは燃焼半径の３倍とし，燃焼半径から円

筒火炎モデルの数を算出することにより火炎到

達幅の分だけ円筒火炎モデルが横一列に並ぶも

のとする。また，気象条件は無風状態とする。 

 

ｂ．貯蔵建屋への熱影響 

火炎輻射強度（358kW/m2）に基づき算出する，

防火帯外縁（火炎側）から最も近くに位置する貯

蔵建屋外壁の表面温度をコンクリート許容温度

200℃（６）以下とすることで，貯蔵建屋の基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

(8) 貯蔵建屋の危険距離の確保 

森林火災の直接的な影響を受ける貯蔵建屋の外

壁で受ける火炎からの輻射に対し，防火帯外縁（火

炎側）から貯蔵建屋外壁までの離隔距離を，火炎輻

射強度（358kW/m2）に基づいて算出する危険距離（約

16ｍ）以上確保することにより，貯蔵建屋の基本的

安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.1.10.4 近隣の産業施設等の火災・爆発 

ガイドを参考とし，リサイクル燃料備蓄センター敷

地外 10km 以内の産業施設を抽出したうえで使用済燃

料貯蔵施設との離隔距離を確保すること，及びリサイ

クル燃料備蓄センター敷地内で火災を発生させるお

それのある危険物貯蔵設備を選定し，危険物貯蔵設備

の燃料量と貯蔵建屋との離隔距離を考慮して，輻射強

度が最大となる火災を設定し，直接的な影響を受ける

貯蔵建屋外壁への熱影響評価を行い，離隔距離の確保

により，貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

 

(4) その他自然災害等 
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 ａ．自然災害 

(g) 近隣工場等の火災 

ロ(8)(i)-⑥，⑨リサイクル燃料備蓄センタ

ー周辺における近隣の産業施設の危険物貯蔵

施設の火災及びリサイクル燃料備蓄センター

敷地内の危険物貯蔵設備の火災については，算

出される輻射強度に基づき，使用済燃料貯蔵建

屋外壁の表面温度をコンクリート許容温度以

下とすることにより，使用済燃料貯蔵建屋の基

本的安全機能を損なわない設計とする。 

(f) 爆発 

ロ(8)(i)-⑨リサイクル燃料備蓄センターか

ら最も近い石油コンビナートは 40km 以上離れ

ており，爆発を考慮する必要はない。また，リ

サイクル燃料備蓄センター周辺の高圧ガス類

貯蔵施設の爆発については，使用済燃料貯蔵建

屋から高圧ガス類貯蔵施設までの離隔距離を，

貯蔵される高圧ガスの種類及び貯蔵量から算

出した危険限界距離以上確保することにより，

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

 

(1) 近隣の産業施設の火災・爆発評価 

ａ．石油コンビナート等に関する評価 

ガイドにおける石油コンビナート等の評価対

象範囲は，リサイクル燃料備蓄センターより火災

評価で半径 10km 以内，ガス爆発で南北及び東西

10km としており，最も至近であるむつ小川原地

区についても 40km 以上離れていることから，リ

サイクル燃料備蓄センターから 10km 以内に石油

コンビナート等の施設はない（７）ことを確認し

た。 

ｂ．石油コンビナート以外の施設に関する評価 

石油コンビナートを除く，消防法及び高圧ガス

保安法に基づき届出がされている危険物貯蔵施

設及び高圧ガス類貯蔵施設について調査を行い，

ガイドを参考としてリサイクル燃料備蓄センタ

ーから半径 10km 圏内に位置する危険物貯蔵施設

及びリサイクル燃料備蓄センターの南北 10km，
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東西 10km に位置する高圧ガス類貯蔵施設に対し

て，リサイクル燃料備蓄センターに最も近い施設

及び最大貯蔵量を有する施設をそれぞれ抽出し

た。その結果，保守的にリサイクル燃料備蓄セン

ターから最短距離にある危険物貯蔵施設及び高

圧ガス類貯蔵施設に最大貯蔵量の危険物が貯蔵

されていると仮定し，これに火災・爆発が発生し

た場合を想定する。 

危険物貯蔵施設の火災については，算出される

輻射強度に基づき，防火帯外縁（火炎側）から最

も近くに位置する貯蔵建屋から危険物貯蔵施設

までの離隔距離を危険距離（約 138ｍ）以上確保

することにより，貯蔵建屋の基本的安全機能を損

なわない設計とする。 

また，高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，

貯蔵建屋から高圧ガス類貯蔵施設までの離隔距

離を，ガイドに基づき算出した危険限界距離（約

90ｍ）以上確保することにより，貯蔵建屋の基本

的安全機能を損なわない設計とする。 

(2) リサイクル燃料備蓄センター敷地内の危険物貯

蔵設備に関する評価 

リサイクル燃料備蓄センター敷地内には，危険物

貯蔵設備としてエンジン発電機，電源車，据置型発

電機，キャスク輸送車両及びモニタリングポスト用

発電機がある。これらの火災により直接的な影響を

受ける貯蔵建屋への影響評価を実施し，離隔距離の

確保により，貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわな

い設計とする。なお，敷地南側の高台に設置する軽

油貯蔵タンクは，地下に埋設するため火災評価の対

象外とする。 

リサイクル燃料備蓄センター敷地内に設置する

危険物貯蔵設備について第 1.1－10 表に示す。 

ａ．火災の想定 

各危険物貯蔵設備の貯蔵量は，危険物施設とし

て許可された貯蔵容量とし，離隔距離は，評価上

厳しくなるよう危険物貯蔵設備の位置から貯蔵

建屋までの最短の直線距離とする。 

火炎は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の３倍とする。また，気象条件は無風状態と
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する。 

ｂ．貯蔵建屋への熱影響 

輻射強度の値が最も大きいエンジン発電機の

火災について，輻射強度（178.4W/m2）に基づき算

出する貯蔵建屋外壁の表面温度をコンクリート

許容温度 200℃（６）以下とすることで貯蔵建屋の

基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

1.1.10.5 航空機墜落による火災 

ガイドを参考とし，航空機墜落による火災について

墜落カテゴリ毎に選定した航空機を対象に，直接的な

影響を受ける貯蔵建屋への影響評価を実施し，離隔距

離の確保により，貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

(4) その他自然災害等 

 ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。） 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(g) 近隣工場等の火災 

ロ(8)(i)-⑥航空機墜落による火災について

は，使用済燃料貯蔵建屋を中心として墜落確率

が 10-7回/施設・年に相当する標的面積をもと

にした離隔距離を算出して墜落地点とし，使用

済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度をコンクリー

ト許容温度以下とすることにより，使用済燃料

貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

 

(1) 対象航空機の選定 

航空機墜落確率評価においては，過去の日本国内

における航空機墜落事故の実績をもとに，墜落事故

を航空機の種類及び飛行形態に応じてカテゴリに

分類し，カテゴリ毎に墜落確率を求める。ここで，

墜落事故の実績がないカテゴリの事故件数につい

ては保守的に 0.5 回として扱う。 
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また，航空機墜落事故については，カテゴリ毎の

対象航空機の自衛隊機又は米軍機では，訓練空域外

を飛行中の事故，基地－訓練空域往復中の事故があ

り，民間航空機とはその発生状況が必ずしも同一で

はなく，また，自衛隊機又は米軍機の中でも機種に

よって飛行形態が同一ではないと考えられる。これ

らを踏まえて選定したカテゴリ別の航空機墜落確

率を第 1.1－11 表に示す。 

(2) 防護施設への熱影響 

ａ．火災の想定 

航空機は，航空機墜落評価の対象航空機のうち

燃料積載量が最大の機種とし，燃料を満載した状

態とする。この航空機の墜落によって，燃料に着

火し火災が起こることを想定する。 

火炎は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の３倍とする。また，気象条件は無風状態と

する。 

ｂ．墜落地点 

墜落地点は，貯蔵建屋を中心にして墜落確率が

10-7回/施設・年以上になる範囲のうち，貯蔵建屋

への影響が最も厳しくなる位置に墜落すると想

定する。 

ｃ．貯蔵建屋への熱影響 

墜落事故のカテゴリ毎に選定した航空機を対

象に，火災が発生してから燃料が燃え尽きるまで

の間，一定の輻射強度で貯蔵建屋外壁が昇温され

るものとして，算出する貯蔵建屋外壁の表面温度

をコンクリート許容温度 200℃（６）以下とするこ

とで，貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわない設

計とする。評価対象航空機の離隔距離及び輻射強

度を第 1.1－12 表に示す。 

 

1.1.10.6 火災による金属キャスクへの熱影響 

貯蔵建屋には除熱のための空気を通風させる給気

口及び排気口が設置されており，火災の影響により貯

蔵建屋内の雰囲気温度や空気の流れの状態が変化し

金属キャスクに影響を及ぼすことが考えられる。ま

た，金属キャスクの除熱機能については，使用済燃料

集合体の崩壊熱を適切に除去する設計としており，火
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災の影響による燃料被覆管及び金属キャスクの構成

部材の温度上昇を考慮しても金属キャスクの基本的

安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 貯蔵建屋外壁内表面からの熱伝達に起因する貯

蔵建屋内雰囲気温度上昇による金属キャスクへの

影響 

外部火災による貯蔵建屋内雰囲気温度への影響

として，火災からの輻射熱により貯蔵建屋外壁温度

が上昇し，外壁内表面からの熱伝達による影響が考

えられる。 

外壁内表面からの熱伝達による影響については，

貯蔵建屋外壁は熱容量が大きく，貯蔵建屋外壁の外

表面での温度上昇が内表面の温度に変化をもたら

すまでには大きな時間遅れが伴い，その温度上昇も

極めて緩やかであることから，外壁内表面からの熱

伝達による貯蔵建屋内の雰囲気温度上昇は５℃未

満であり，貯蔵建屋内の雰囲気温度上昇による金属

キャスクへの影響は無視できる。 

(2) 熱気流の侵入に起因する貯蔵建屋内雰囲気温度

の上昇による金属キャスクへの影響 

外部火災により発生する熱気流が直接貯蔵建屋

内に侵入することによる影響が考えられる。現実的

には発火点の位置や上昇気流，また，気象条件の影

響も考慮すれば火災からの熱気流が全て給気口及

び排気口に到達し侵入することは考えられないが，

保守的に発生する熱気流が全て直接貯蔵建屋内の

金属キャスクに最も近い給気口に侵入する風速を

設定し，貯蔵建屋内の雰囲気温度上昇量を算出す

る。 

熱気流の侵入による貯蔵建屋内の雰囲気温度上

昇量は最大でも 29℃程度であり，貯蔵建屋内の雰

囲気温度が金属キャスク各部の温度を上回ること

はないことから金属キャスクの除熱は妨げられな

いため，熱気流の侵入による温度上昇により金属キ

ャスクの基本的安全機能を損なうことはない。 

(3) 貯蔵建屋内の空気の流れが変化した場合の金属

キャスクへの影響 

外部火災の影響により貯蔵建屋内の空気の流れ

が変化した場合として，現実には考えにくいが金属
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キャスクの温度と貯蔵建屋内の雰囲気温度のバラ

ンスが変化して貯蔵建屋内の空気の流れが一時的

に滞留し，金属キャスク表面における対流及び金属

キャスク表面からの輻射が失われ断熱状態となる

ことを仮定した場合においても，使用済燃料集合体

の崩壊熱による金属キャスクの温度上昇量は最大

でも６℃程度であり，金属キャスクの基本的安全機

能を損なうことはない。 

 

1.1.10.7 火災の重畳による影響 

複数の火災が重畳して発生した場合，単一の火災よ

り影響が大きくなると考えられるため，火災の重畳に

よる影響を考慮する。火災が重畳する場合として，森

林火災と近隣の産業施設の火災の重畳，及び敷地内の

危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落による火災の重

畳を考慮する。 

森林火災と近隣の産業施設の火災の重畳について

は，リサイクル燃料備蓄センターから見た森林火災の

発火点と近隣の産業施設の立地点の方位が異なり，離

隔距離も大きく異なるため，同時に火災が発生しても

影響が重畳することは考え難いため，重畳による影響

はない。 

敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落によ

る火災の重畳については，敷地内危険物貯蔵設備の火

災のうち評価結果が最も厳しいエンジン発電機と，航

空機墜落による火災のうち評価結果が最も厳しい自

衛隊機又は米軍機（基地－訓練空域往復時）の UH－

60J について，同時に火災が発生した場合においても

貯蔵建屋及び金属キャスクの基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

 

1.1.10.8 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

外部火災による二次的影響として，ばい煙及び有毒

ガスにより防護施設の基本的安全機能が損なわれる

おそれはない。 

(1) ばい煙の影響 

貯蔵建屋には除熱のための空気を通風させる給

気口及び排気口を設置するため，給気口及び排気口

の開口部から火災により生じたばい煙，有毒ガスが
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そのまま貯蔵建屋内に流入することが考えられる。

ばい煙の粒子径は一般的にはマイクロメートル（μ

m）のオーダーであるため，外部からのばい煙等の

付着により給気口及び排気口が閉塞される可能性

は極めて低い。また，貯蔵建屋の給気口及び排気口

の設置位置を考慮しても，過去の気象観測記録によ

る最大積雪量及び降下火砕物最大堆積層厚と比較

して十分高い位置にあり，ばい煙等を含む異物の堆

積による給気口及び排気口の閉塞はないことから

ばい煙による貯蔵建屋への影響はない。 

貯蔵建屋の構造上ばい煙が貯蔵建屋内に長時間

滞留することはないため，ばい煙の熱による影響に

ついては考慮する必要はない。また，貯蔵建屋内の

安全が確認でき次第速やかに金属キャスク及びそ

の他の設備の点検や必要な清掃を実施し，長期的な

影響についても，日常の監視及び巡視並びに定期的

な点検により異常の有無を確認できることから，使

用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損なうおそ

れはない。 

(2) 有毒ガスの影響 

金属キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及び各

設備の点検，保守及び巡視の実施時以外に貯蔵建屋

に人員が常駐することはなく，火災に伴う有毒ガス

の流入時には貯蔵建屋内の人員は迅速に避難する

ことから，有毒ガスに対する貯蔵建屋の居住性を考

慮する必要はない。 

 

(4) その他自然災害等 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。） 

(b) 有毒ガス 

ロ(8)(i)-⑪リサイクル燃料備蓄センター周

辺には，石油コンビナート等の有毒物質を貯蔵

する固定施設はなく，陸上輸送用の可動施設に

ついても，幹線道路から使用済燃料貯蔵施設は

離れている。また，金属キャスク貯蔵期間中は

金属キャスク及び各設備の点検，保守及び巡視

の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人が常
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駐することはなく，外部火災に伴う有毒ガスの

流入時には使用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅

速に避難することから，有毒ガスに対する使用

済燃料貯蔵建屋の居住性を考慮する必要はな

い。 

 

1.1.10.9 体制 

火災発生時の初期消火活動を行うための要員が常

駐するとともに，火災発生時には，消火活動を行うた

めの自衛消防隊を設置する。 

自衛消防隊体制を第 1.1－8 図に示す。 

 

1.1.10.10 手順及び運用 

外部火災における手順については，防火帯の維持・

管理の対応，事前放水の対応を適切に実施するため，

以下の措置を講ずる。 

(1) 防火帯の維持・管理においては，定期的な点検の

手順及び保全計画，点検結果に基づく補修を含めた

施設管理手順を整備し，実施する。 

(2) 事前放水については，手順を整備し，自衛消防隊

が動力消防ポンプを用いて実施する。なお，万一，

外部火災の火炎が敷地境界を越える場合には，貯蔵

建屋の外壁及び防火帯内設置設備に事前放水する。 

(3) 外部火災から使用済燃料貯蔵施設を防護するた

めの防火帯に関する教育を定期的に実施する。 

(4) 火災発生時の消火活動に関する教育を定期的に

実施する。また，自衛消防隊による総合的な訓練を

定期的に実施する。 

 

1.2.10 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）が発生した場合においても基本的

安全機能を損なわない設計とする。 

自然現象を網羅的に抽出するために，国内外の文献

（８）～（15）を参考に自然現象を抽出し，リサイクル燃

料備蓄センターの立地及び周辺環境を踏まえ，使用済

燃料貯蔵施設の安全性に影響を与える可能性がある

自然現象を選定した上で，設計上の考慮の要否を検討
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する。使用済燃料貯蔵施設の安全性に影響を与える可

能性がある自然現象には，「使用済燃料貯蔵施設の位

置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（第 11

条）に示される，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災等の自然現象を含める。 

設計上の考慮の要否の検討に当たっては，国内外の

文献から抽出された自然現象に対し，発生頻度が極め

て低いと判断される事象，リサイクル燃料備蓄センタ

ー周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で対

策を講ずることができる事象，使用済燃料貯蔵施設の

基本的安全機能に影響を及ぼさない事象及び他の事

象に包含できる事象を選別し，これらに該当しない事

象を使用済燃料貯蔵施設において設計上の考慮を必

要とする事象として選定する。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象は，風

（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響（降下火砕物）及び森林火災とし，敷地及び周

辺地域の過去の記録，現地調査を参考にして，予想さ

れる最も過酷と考えられる条件を適切に考慮する。 

 

 (4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

ロ(8)b.-①地震，津波，風（台風），降水等の自

然現象に対しては，敷地周辺の過去の記録に基づ

いて敷地で考えられる最も過酷な場合を想定する

等，十分な安全設計を講ずる。 

したがって，これらの自然現象が使用済燃料貯

蔵施設の安全評価で想定する異常な状態の誘因に

なること，また，異常な状態を拡大することは考

えられない。 

 (c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)b.-②風（台風），低温・凍結，降水，

積雪については，敷地周辺の過去の記録に基づ

いて敷地で考えられる最も過酷な場合を想定

した設計を行う。 

 

 (1) 洪水 

敷地の地形及び表流水の状況から判断して，敷地
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が洪水による被害を受けることは考えられない。 

 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)b.-⑤洪水については，敷地の地形及び

表流水の状況から判断して，敷地が被害を受け

ることは考えられない。 

 

 (2) 風（台風） 

敷地付近で観測された最大瞬間風速は，むつ特別

地域気象観測所での観測記録（1936 年～2012 年）

によれば 38.9m/s（1961 年５月 29日），函館海洋気

象台での観測記録（1940 年～2012 年）によれば

46.5m/s（1999 年９月 25日）であるが，風荷重に対

する設計は，地方毎に過去の台風の記録及び文献を

考慮した建築基準法に基づく風速 34m/s で行う。 

なお，リサイクル燃料備蓄センターの敷地前面の

海岸からの離隔は約 500ｍであることから，海風に

よる塩害の可能性は否定できないが，金属キャスク

のフランジ面の保護・防錆及び異物混入防止の観点

から自主的に金属キャスクの二次蓋上部に対策を

施し，また，蓋間圧力を常時監視することにより閉

じ込め機能を確認することから，基本的安全機能を

損なうおそれはない。 

(3) 竜巻 

外部事象防護施設は，最大風速 100m/s の竜巻が

発生した場合においても，基本的安全機能を損なわ

ないために，竜巻飛来物の発生防止対策及び竜巻防

護対策を行う。 

ａ．竜巻飛来物の発生防止対策 

屋外において飛散するおそれのある資機材及

び車両については，飛来時の運動エネルギ等を評

価し，外部事象防護施設への影響の有無を確認す

る。外部事象防護施設へ影響を及ぼす大型の資機

材及び車両については，飛散防止措置として，固

縛，固定又は退避を実施する。具体的には，大型

の資機材について固縛，固定の措置を実施し，ま

た，設計飛来物（ワゴン車）を超える大きさの車
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両については，固縛または車両退避の措置を実施

する。 

ｂ．竜巻防護対策 

金属キャスクに対しては，竜巻飛来物が使用済

燃料貯蔵建屋の開口部を通過して衝突する可能

性は極めて低く，また，飛来物の衝突を仮定して

も基本的安全機能への影響は小さいため，竜巻に

よる直接的な影響を考慮する必要はない。 

その上で，使用済燃料貯蔵建屋に対しては，金属

キャスクを内包する外殻の施設として，基準竜巻，

設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，設計荷重に

対して，構造健全性を維持することにより基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物が貯蔵建屋に衝突したとして

も，貫通，裏面剝離の発生により，使用済燃料貯蔵

施設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であ

り，積乱雲の発達時に竜巻と同時に発生する可能性

がある自然現象は，落雷，積雪，ひょう及び降水で

あるが，設計上考慮する竜巻の発生頻度が極めて低

いこと及びこれらの自然現象の組合せにより発生

する荷重は設計竜巻荷重に包含されることから，荷

重の組み合わせは考慮しない。 

(4) 低温・凍結 

敷地付近で観測された最低気温は，むつ特別地域

気象観測所での観測記録（1935 年～2012 年）によ

れば－22.4℃（1984 年２月 18 日），函館海洋気象

台での観測記録（1873 年～2012 年）によれば－

19.4℃（1900 年２月 14日）である。金属キャスク

及び屋外機器で凍結のおそれのあるものに対して

は，これらの観測値を参考にして設計を行う。 

(5) 降水 

敷地付近で観測された日降水量の最大値は，むつ

特別地域気象観測所での観測記録（1935 年～2012

年）によれば 162.5mm（1981 年８月 22 日），函館海

洋気象台での観測記録（1873 年～2012 年）によれ

ば 176 ㎜（1939 年８月 25 日）である。さらに１時

間降水量の最大値（むつ特別地域気象観測所：

51.5mm（1973年９月24日），函館海洋気象台：63.2mm



    ロ－(8)－b－36 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

（1939 年８月 25 日）を考慮し，使用済燃料貯蔵建

屋は降水に対して基本的安全機能を損なわない設

計とする。 

また，金属キャスクは本体表面には防錆のために

塗装を施し，さらに，自主的に二次蓋上部に対策を

施すこと，使用済燃料集合体からの崩壊熱により金

属キャスク表面に恒常的に結露が発生する状態が

継続することは考え難いことから，表面に結露が付

着しても基本的安全機能を損なうことはない。 

万一，金属キャスク表面に錆が発生しても，その

進展は緩慢であるため，巡視や定期的に行う外観検

査により，錆染みや塗装面の割れを確認し，基本的

安全機能が損なわれる前に補修塗装による処置を

施すことが可能である。 

(6) 積雪 

敷地付近で観測された最深積雪は，むつ特別地域

気象観測所での観測記録（1935 年～2012 年）によ

れば 170cm（1977 年２月 15 日）であるが，函館海

洋気象台での観測記録（1873 年～2012 年）によれ

ば 91cm（2012 年２月 27日）である。したがって，

これらの観測記録に基づき積雪荷重を設定し，貯蔵

建屋は，積雪荷重に対して，構造健全性を維持する

ことにより基本的安全機能を損なわない設計とす

るとともに，あらかじめ手順を定め除雪を実施す

る。 

なお，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ

区域の給気口フード下端の位置は地上高さ約６ｍ，

排気口の位置は地上高さ約 23ｍであり，積雪によ

り給気口及び排気口が閉塞されることはない。 

(7) 落雷 

使用済燃料貯蔵建屋は，落雷による影響及び火災

発生を防止するため，避雷設備を設ける設計として

いる。避雷対策を施した施設内に金属キャスクを貯

蔵することから，落雷により基本的安全機能を損な

うおそれはない。 

 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 
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ロ(8)b.(g)-①落雷については，「建築基準

法」に基づく避雷設備を使用済燃料貯蔵建屋に

設けることから，使用済燃料貯蔵施設の基本的

安全機能を損なうおそれはない。 

 

(8) 地滑り 

敷地付近で過去における地滑りによる被害の記

録はない。また，敷地付近の地形及び地質の状況か

ら判断して，地滑りに対する特別な考慮は不要であ

る。 

 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)b.-⑤地滑りについては，敷地付近の地

形及び地質の状況から判断して，地滑りに対す

る特別な考慮は不要である。 

 

(9) 火山の影響 

敷地周辺の火山については，その活動性や敷地と

の位置関係から判断して，設計対応不可能な火山事

象が使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は

十分小さい。ただし，恐山については過去のマグマ

噴火に伴う火砕物密度流が敷地に到達しているこ

とから，火山影響評価の根拠が維持されていること

を継続的に確認することを目的として火山活動の

モニタリングを実施する。 

火山モニタリングの結果，観測データに有意な変

化があった場合は，火山専門家及び火山活動評価委

員の助言を踏まえ，最新の科学的知見に基づき，可

能な限りの対処を行うこととする。 

降下火砕物（火山灰）としては，敷地近傍で確認

された火山灰を考慮することとし，火山灰堆積量を

30cm に設定する。また，必要に応じて，降下火砕物

の除去及び点検の対応を行い，基本的安全機能が損

なわれることがないよう，適切な処置を講ずる。 

(10) 生物学的事象 

生物学的事象として，つる植物等の植物による給

気口及び排気口の閉塞，鳥等の小動物による給気口
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及び排気口の閉塞及びネズミ等の小動物による電

源喪失が考えられる。植物による給気口及び排気口

の閉塞は事象の進展が緩慢であり，定期的な巡視に

より防止が可能である。鳥等の小動物による給気口

及び排気口の閉塞についても事象の進展は緩慢で

あり，自主的にバードスクリーン及び排気ルーバを

設置するとともに定期的な巡視により防止が可能

である。また，使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を金属キャスクに収納した状態で静的に貯

蔵する施設であり，電源喪失により基本的安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

(c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

ロ(8)b.-⑥生物学的事象については，植物や

小動物による使用済燃料貯蔵建屋給排気口の

閉塞は事象の進展が緩慢であり，使用済燃料貯

蔵建屋給排気口への自主的なバードスクリー

ン及び排気ルーバの設置や定期的な巡視によ

り，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損

なうおそれはない。 

 

(11) 森林火災 

想定される森林火災については，使用済燃料貯蔵

施設周辺の植生，過去 10年間の気象条件を調査し，

使用済燃料貯蔵施設から直線距離 10km の間に発火

点を設定し，森林火災シミュレーション解析コード

（ＦＡＲＳＩＴＥ）を用いて影響評価を実施し，森

林火災の延焼を防ぐための手段として防火帯を設

け，火炎が防火帯外縁に到達するまでの時間，使用

済燃料貯蔵建屋外壁への熱影響及び危険距離を評

価し，必要な防火帯幅，使用済燃料貯蔵建屋との離

隔距離を確保することにより，使用済燃料貯蔵建屋

の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，火災の影響により使用済燃料貯蔵建屋内の

雰囲気温度や空気の流れの状態が変化し，金属キャ

スクに影響を及ぼすことが考えられるため，火災に

よる影響を考慮しても，金属キャスクの基本的安全
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機能を損なうことはない。 

使用済燃料貯蔵施設の設計において考慮する自然

現象については，その特徴を考慮し，必要に応じて異

種の自然現象の重畳を考慮する。重畳を考慮する自然

現象の組合せについては，使用済燃料貯蔵施設で設計

上の考慮を必要とする自然現象（地震及び津波を除

く。）として抽出された風（台風），竜巻，低温・凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響（降下火砕物）及び森

林火災の８事象について，以下の観点から重畳を考慮

する必要性を検討する。 

・自然現象に伴う荷重の影響の現れ方（影響の現れ

方が異なる組合せ，影響の大きさが一方の自然現

象で代表できる組合せ及び自然現象同士で影響

が相殺される組合せについては，重畳を考慮する

自然現象の組合せから除外される） 

・複数の自然現象が同時に発生する可能性（同時に

発生する可能性が合理的に考えられない自然現

象の組合せ及び発生可能性が小さく継続時間も

短い自然現象の組合せについては，重畳を考慮す

る自然現象の組合せから除外される） 

検討の結果，使用済燃料貯蔵建屋に対する荷重の観

点から，積雪，風（台風）及び火山の影響（降下火砕

物）の重畳を考慮することとし，使用済燃料貯蔵施設

の基本的安全機能を損なわないよう設計及び運用に

て考慮する。 

なお，「第九条（地震による損傷の防止）」，「第十条

（津波による損傷の防止）」の条項において考慮する

自然現象との重畳については，それぞれの条項で考慮

する。 

２ について 

使用済燃料貯蔵施設は，事業所又はその周辺におい

て想定される当該使用済燃料貯蔵施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事

象」という。）に対して基本的安全機能を損なわない

設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設の設計に当たっては，国内外の

文献（８）～（15）を参考に人為事象を抽出し，リサイク

ル燃料備蓄センターの立地及び周辺環境を踏まえ，使
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用済燃料貯蔵施設の安全性に影響を与える可能性が

ある人為事象を選定した上で，設計上の考慮の要否を

検討する。使用済燃料貯蔵施設の安全性に影響を与え

る可能性がある人為事象には，「使用済燃料貯蔵施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（第

11 条）に示される，飛来物（航空機落下等），ダムの

崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害等の人為事象を含める。 

設計上の考慮の要否の検討に当たっては，国内外の

文献から抽出された人為事象に対し，発生頻度が極め

て低いと判断される事象，リサイクル燃料備蓄センタ

ー周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で対

策を講ずることができる事象，使用済燃料貯蔵施設の

基本的安全機能に影響を及ぼさない事象及び他の事

象に包含できる事象を選別し，これらに該当しない事

象を使用済燃料貯蔵施設において設計上の考慮を必

要とする事象として選定する。 

設計上の考慮の要否の検討結果は次のとおりであ

る。 

(1) 飛来物（航空機落下等） 

リサイクル燃料備蓄センター周辺には，飛来物の

発生の原因となり得る工場はないことから，工場か

らの飛来物を考慮する必要はない。また，航空機落

下については，これまでの事故実績（16）をもとに，

民間航空機，自衛隊機及び米軍機が使用済燃料貯蔵

施設へ落下する確率を評価した。その結果は約 5.1

×10-8 回/施設・年であり，10-7 回/施設・年（17）を

下回る。したがって，航空機落下を考慮する必要は

ない。 

 

(4) その他自然災害等 

 ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。） 

(e) 飛来物（航空機落下） 

ロ(8)b.-⑨リサイクル燃料備蓄センター周

辺には，飛来物の発生の要因となり得る工場は

ない。また，使用済燃料貯蔵建屋への航空機の

落下確率は，10-7回/施設・年以下であり，航空
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機落下を考慮する必要はない。 

 

(2) ダムの崩壊 

リサイクル燃料備蓄センター周辺には，ダムの崩壊に

より影響を及ぼすような河川はないことから，ダムの

崩壊を考慮する必要はない。 

(4) その他自然災害等 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。） 

(a) ダムの崩壊 

ロ(8)b.-⑤リサイクル燃料備蓄センター周

辺には，ダムの崩壊により影響を及ぼすような

河川はないことから，ダムの崩壊を考慮する必

要はない。 

 

(3) 爆発 

リサイクル燃料備蓄センターから最も近い石油

コンビナートは 40km 以上離れており（７），爆発を考

慮する必要はない。また，リサイクル燃料備蓄セン

ター周辺の高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，

使用済燃料貯蔵建屋から高圧ガス類貯蔵施設まで

の離隔距離を，貯蔵される高圧ガスの種類及び貯蔵

量から算出した危険限界距離以上確保することに

より，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損な

わない設計とする。 

(4) 近隣工場等の火災 

リサイクル燃料備蓄センター周辺における近隣

の産業施設の危険物貯蔵施設の火災及びリサイク

ル燃料備蓄センター敷地内の危険物貯蔵設備の火

災については，算出される輻射強度に基づき，使用

済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度をコンクリート許

容温度以下とすることにより，使用済燃料貯蔵建屋

の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

航空機墜落による火災については，使用済燃料貯

蔵建屋を中心として墜落確率が 10-7回/施設・年に

相当する標的面積をもとにした離隔距離を算出し

て墜落地点とし，使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温

度をコンクリート許容温度以下とすることにより，



    ロ－(8)－b－42 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

使用済燃料貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわな

い設計とする。 

また，火災の影響により使用済燃料貯蔵建屋内の

雰囲気温度や空気の流れの状態が変化し，金属キャ

スクに影響を及ぼすことが考えられるため，火災に

よる影響を考慮しても，金属キャスクの基本的安全

機能を損なうことはない。 

(5) 有毒ガス 

リサイクル燃料備蓄センター周辺には，石油コン

ビナート等の有毒物質を貯蔵する固定施設はなく，

陸上輸送用の可動施設についても，幹線道路から使

用済燃料貯蔵施設は離れている。また，金属キャス

ク貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，保

守及び巡視の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に

人員が常駐することはなく，外部火災に伴う有毒ガ

スの流入時には使用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅

速に避難することから，有毒ガスに対する使用済燃

料貯蔵建屋の居住性を考慮する必要はない。 

(6) 船舶の衝突 

リサイクル燃料備蓄センターの敷地は，標高約

20ｍ～約 30ｍのなだらかな台地に位置し，造成高

は標高 16ｍである。また，敷地前面の海岸から約

500ｍの位置にあり，十分な離隔を確保しているこ

とから，船舶の衝突を考慮する必要はない。 

 

(4) その他自然災害等 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。） 

(c) 船舶の衝突 

ロ(8)b.-⑤リサイクル燃料備蓄センターの

敷地は，標高約 20ｍ～約 30ｍのなだらかな台

地に位置し，造成高は標高 16ｍである。また，

敷地前面の海岸からの離隔は約 500ｍの位置

にあり，十分な離隔を確保していることから，

船舶の衝突を考慮する必要はない。 

 

(7) 電磁的障害 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属



    ロ－(8)－b－43 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

キャスクに収納した状態で静的に貯蔵する施設で

あり，電磁干渉や無線電波干渉によって基本的安全

機能を損なうことはないことから，電磁的障害を考

慮する必要はない。 

 

(4) その他自然災害等 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。） 

(d) 電磁的障害 

ロ(8)b.-⑧使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃

料集合体を金属キャスクに収納した状態で静

的に貯蔵する施設であり，電磁干渉や無線電波

干渉によって基本的安全機能を損なうことは

ないことから，電磁的障害を考慮する必要はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



ロ－(8)－d－1E 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)その他の主要な構造 ｄ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四，使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

 

 

 

ｄ．ロ(8)d.-①使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスク

の搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送

及び取扱いに対して，基本的安全機能を確保できる使用

済燃料の受入施設を設ける。 

 

 

ロ(8)d.-②金属キャスクの移送及び取扱いに対し

て手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャ

スク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに

転倒防止対策を講ずる設計とする。また，ロ(8)d.-③緩

衝体等の移送及び取扱いに対して手順を定め，落下防止

対策を講ずる設計とする。 

 

  

 

 

ロ(8)d.-④金属キャスクは，取扱時の他の構造物及

び機器との衝突事象に対し，基本的安全機能を損なわな

い構造強度を有する設計とする。 

 

 

1.2.15 使用済燃料の受入施設 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

ロ(8)d.-①使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスク

の搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移

送及び取扱いに対して，基本的安全機能を確保できる

使用済燃料の受入施設を設ける。 

 

 

ロ(8)d.-②金属キャスクの移送及び取扱いに対し

て手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キ

ャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並

びに転倒防止対策を講ずる設計とする。また，ロ(8)d.-
③緩衝体等の移送及び取扱いに対して手順を定め，落

下防止対策を講ずる設計とする。 

(1) 金属キャスクの移送及び取扱い 

ｃ．金属キャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防

止対策 
(c) 搬送台車による移送及び取扱い 

ⅳ ロ(8)d.-④金属キャスクは，貯蔵期間中に操

作員の単一の誤操作により発生すると予想さ

れる貯蔵架台への衝突，金属キャスク取扱時の

他の構造物及び機器との衝突事象に対し，基本

的安全機能を損なわない構造強度を有する設

計とする。 

別添Ⅰ 基本設計方針 

2 個別項目 

2.2 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 

 

 

 

 

 

(1)設置の概要 

ロ(8)d.-①使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスクの

搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送及び

取扱いに対して，基本的安全機能を確保できる使用済燃

料の受入施設を設ける。なお，受入施設には，受入設備が

ありその中に搬送設備である受入れ区域天井クレーン及

び搬送台車を有する。 

ロ(8)d.-②金属キャスクの移送及び取扱いに対して

手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャス

ク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに転

倒防止対策を講ずる設計とする。 

(2)基本設計方針 

g．運用 

ロ(8)d.-③保安規定に，金属キャスクの移送及び取扱い

に対して手順を定めて運用する。 

 

 

d． ロ(8)d.-④金属キャスクは，取扱時の他の構造物及び機

器との衝突事象に対し，基本的安全機能を損なわない構

造強度を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ロ(8)d.-①は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(8)d.-①と

整合している。 

 

設工認申請書の記載

ロ(8)d.-②は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ロ(8)d.-②と

整合している。 

 

設工認のロ (8)d.-③
は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)d.-③
を具体的に記載して

おり整合している。 

設工認のロ (8)d.-④
は，事業変更許可申請

書（本文）の記載ロ

(8)d.-④と整合してい

る。 

 

 

第十六条 使用済燃料の受入施設 

使用済燃料貯蔵施設には，使用済燃料を封入

した金属キャスクの搬送及び受入れ時において

基本的安全機能を確保することができる使用済

燃料の受入施設を設けなければならない。 



                                                                                         ロ－(8)－e－1 

 
添付書類 1－1 
 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8) その他の主要な構造 ｅ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

ｅ．ロ(8)e.-①使用済燃料貯蔵施設の設計，材料

の選定，製作，工事及び検査は，適切と認めら

れる規格及び基準によるものとする。 

 

1. 安全設計 

 

 

 

 

1.1 安全設計の基本方針 

使用済燃料貯蔵施設は，「核原料物質，核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規

制法」という。）等の関係法令の要求を満足するとと

もに，適切と認められる規格等に準拠するように設計

する。また，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」に適合する設計とする。 

使用済燃料貯蔵設備本体である金属キャスクは，基

本的安全機能を有するとともに，使用済燃料集合体の

事業所外運搬に用いる輸送容器としての機能を併せ

持つ容器とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.12 安全機能を有する施設 

適合のための設計方針 

２ について 

(1) 安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切

な規格及び基準によるものとする。また，十分な使

用実績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠す

る。 

 

 

 

別添Ⅰ  基本設計方針 

別添Ⅰ  1 共通項目 

 

 

 

1.1.9 安全機能を有する施設 

＜中略＞ 

ロ(8)e.-①(3)安全機能を有する施設の設計，材料の選

定，製作，工事及び検査は，原則として国内法規に基づく

適切な規格及び基準によるものとする。また，十分な使用

実績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。 

＜中略＞ 

 

 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準 

イ 使用済燃料貯蔵設備本体 

(2) ロ(8)e.-①準拠規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32年 6月 10 日 昭和 32 年法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成 12 年 6 月

16 日 平成 12年通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 2年

3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容 応

力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991  追

補版） 

・日本機械学会規格 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャ

スク構造規（JSME S FA1-2007） 

・日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キ

ャスクの安全設計および検査基準:2010（AESJ-SC-

F002:2010） 

・日本溶接協会規格（WES） 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 設計・建設

規格（JSME S NC1-2005，2007 追補版） 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は，事業

変更許可申請書 

四，1.ロ．(8) その

他の主要な構造 e

項 の事業変更許可

申請書との整合性に

関して説明するため

の書類である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 



                                                                                         ロ－(8)－e－2 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 溶接規格

（JSME S NB1-2007） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

 

ロ 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則 

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・電気事業法（昭和 39年 7月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9年 3月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-

1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追

補版） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・電池工業会規格（SBA） 

・日本産業規格(JIS) 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-

2001) 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-

2005) 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-

2005/2007) 

・日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS) 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－3 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 

・日本電機工業会規格(JEM) 

・電気技術規程及び指針(JEAC，JEAG) 

・国際電気標準会議規格(IEC) 

・国際標準化機構規格(ISO) 

・米国機械学会規格(ASME) 

・米国試験材料協会（ASTM） 

・米国規格協会規格(ANSI) 

・米国電気電子学会(IEEE) 

・日本溶接協会規格（WES） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日 法律第 57 号） 

・クレーン等安全規則（昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令

第 34号） 

・ボイラー及び圧力容器安全規則 

（昭和 47年 9月 30 日 労働省令第 33号） 

・クレーン構造規格（昭和 37年 10 月 31 日 労働省告示

第 53号） 

 

ハ 計測制御系統施設 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32年 6月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9年 3月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則等に係る電磁的方

法による保存をする場合に確保するよう努めなければ

ならない基準（平成 24 年 9 月 19 日 原子力規制委員会

告示第 2 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 
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添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補

版） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・日本電気計測器工業会規格（JEMIS） 

 

ニ 放射性廃棄物の廃棄施設 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則（平成 25年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則

第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25年 11 月 16 日政令第 338

号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-2008） 

・原子力発電所耐震設計技術規程 （JEAC4601-2008） 

・乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎

構造の設計に関する技術規程 （JEAC4616-2009） 

・日本産業規格（JIS） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 1999 年） 

・鋼構造設計規準（（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2001 年） 

・建築基礎構造設計指針 

 （（一社）日本建築学会 2001 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－5 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ホ 放射線管理施設 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32年 6月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9年 3月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則等に係る電磁的方

法による保存をする場合に確保するよう努めなければ

ならない基準（平成 24 年 9 月 19 日 原子力規制委員会

告示第 2 号） 

・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価

指針(昭和 51年 9月 28 日原子力委員会決定) 

・発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に

関する審査指針(昭和 56 年 7 月 23 日原子力安全委員会

決定) 

・発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の

線量評価について(平成元年 3月 27日原子力安全委員会

了承) 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等

の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年 8

月 31 日原子力規制委員会告示第８号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補

版） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・日本電気計測器工業会規格（JEMIS） 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－6 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

へ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

へ.1 使用済燃料貯蔵建屋 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則（平成 25年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則

第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25年 11 月 16 日政令第 338

号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-2008） 

・原子力発電所耐震設計技術規程 （JEAC4601-2008） 

・乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎

構造の設計に関する技術規程 （JEAC4616-2009） 

・日本産業規格（JIS） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 1999 年） 

・鋼構造設計規準（（一社）日本建築学会 2005 年） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準 

 （（一社）日本建築学会 2001 年） 

・建築基礎構造設計指針 

 （（一社）日本建築学会 2001 年） 

 

へ.2 電気設備前回申請に同じ 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和 32年 6月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関す

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－7 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

る規則 

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 24号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

（令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器

具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める

省令 

（平成 14年 3月 6日 総務省令第 24 号） 

・危険物の規制に関する政令 

（昭和 34年 9月 26 日 政令第 306 号） 

・電気事業法（昭和 39年 7月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成 9年 3月 27 日 通商産業省令第 52 号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編 

（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補

版） 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会規格（JEM） 

・電池工業会規格（SBA） 

 

へ.3 通信連絡設備等 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24

号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－8 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25年 11 月 16 日政令第 338

号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編 

 （JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-

1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追

補版） 

・日本産業規格（JIS） 

 

へ.4 消防用設備 

(2)  ロ(8)e.-①準拠すべき主な法令，規格及び基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

 （昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 （平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則 

 （平成 25 年 12 月 6 日 原子力規制委員会規則第 24

号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

 （令和 2年 3月 17 日 原子力規制委員会規則第 8 号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25年 11 月 16 日政令第 338

号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編 

 （JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-

1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追

補版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－9 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・日本産業規格（JIS） 

 

 

別添Ⅲ 工事の方法 

1 工事の方法（金属キャスク以外の設備）前回申請に同じ 

別紙 

ロ(8)e.-①金属キャスク以外の設備が準拠すべき主な法

令，規格及び基準 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24 日 法律第 201 号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日 政令第 338

号） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日 法律第 57 号） 

・消防法（昭和 23年 7月 24 日 法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36年 3月 25 日 政令第 37号） 

・消防法施行規則（昭和 36 年 4 月１日 自治省令第 6号） 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32年 6月 10 日 法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成 12 年 6 月

16 日 通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（平成 25 年 12 月 6 日  

原子力規制委員会規則第 24 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に

関する規則（平成 12 年 6 月 16 日 通商産業省令第 113

号） 

・使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則

（平成 25年 12 月 6日 原子力規制委員会規則第 26号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 2年

3 月 17 日 原子力規制委員会 

規則第 8 号） 

・対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器

具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令（平成 14 年 3 月 6日 総務省令第 24号） 

・危険物の規制に関する政令（昭和 34年 9月 26 日 政令

第 306 号） 

・電気事業法（昭和 39年 7月 11 日 法律第 170 号） 

・電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年 3月

27 日 通商産業省令第 52 号） 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ロ－(8)－e－10 

 
添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力

編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補

版） 

・日本工業規格(JIS) 

・日本産業規格(JIS) 

 

 

2 工事の方法（金属キャスク） 

ロ(8)e.-①金属キャスが準拠すべき主な法令，規格及び

基準 

・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年 6 月 10 日 昭和 32年法律第 166 号） 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

（平成 12年 6 月 16 日 平成 12年通商産業省令第 112 号） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 2年

3 月 17 日 原子力規制委員会規則第 8号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編（JEAG4601・補-1984） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601・補-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追

補版） 

・日本機械学会規格 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キ

ャスク構造規（JSME S FA1-2007） 

・日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属

キャスクの安全設計および検査基準:2010（AESJ-SC-

F002:2010） 

・日本溶接協会規格（WES） 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 設計・建

設規格（JSME S NC1-2005，2007 追補版） 

・日本機械学会規格 発電用原子力設備規格 溶接規格

（JSME S NB1-2007） 

・日本産業規格（JIS） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)e.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)e.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

E 



                                                                                         ロ－(8)－f－1 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8) その他の主要な構造 ｆ． 前回申請に同じ 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

ｆ．ロ(8)f‐①安全機能を有する施設は，本使用済燃

料貯蔵施設以外の原子力施設との間で共用しない設

計とする。また，安全機能を有する施設は本使用済

燃料貯蔵施設内で共用しない設計とする。 

ロ(8)f‐②安全機能を有する施設は，設計貯蔵期

間を通じて，基本的安全機能及び安全機能を確認す

るための検査又は試験及び同機能を健全に維持する

ための保守又は修理ができる設計とする。また金属

キャスクを本施設外へ搬出するために必要な確認が

できる設計とする。 

ロ(8)f‐③金属キャスク取扱設備は，動作中に金

属キャスクの基本的安全機能を損なうことがないよ

う，必要な検査，修理等ができる設計とする。 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.11 その他 

1.1.11.2 構造設計等 

 

 

(1) 安全機能を有する施設は，第 1.1－13 表のとおり

分類類し施設設計を行う。安全機能を有する施設

のうち，基本的安全機能を確保する上で必要な施

設は，金属キャスク，貯蔵架台，使用済燃料貯蔵建

屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車をいう。 

(2) 安全機能を有する施設は，本使用済燃料貯蔵施設

以外の原子力施設との間で共用しない設計とす

る。また，安全機能を有する施設は本使用済燃料貯

蔵施設内で共用しない設計とする。 

 

 

1.2.12 安全機能を有する施設 

適合のための設計方針 

１ について 

(1) 安全機能を有する施設は，本使用済燃料貯蔵施設

以外の原子力施設との間で共用しない設計とする。

また，安全機能を有する施設（基本的安全機能を確保

する上で必要な施設，その他の安全機能を有する施

設）は本使用済燃料貯蔵施設内で共用しない設計と

する。 

なお，安全機能を有する施設（基本的安全機能を確

保する上で必要な施設，その他の安全機能を有する施

設）は以下のとおり。 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設は，金属

キャスク，貯蔵架台，使用済燃料貯蔵建屋，受入れ区

域天井クレーン及び搬送台車をいう。 

その他の安全機能を有する施設は，仮置架台，たて

起こし架台，圧縮空気供給設備，検査架台，計測制御

系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，

電気設備，通信連絡設備，消防用設備，人の不法な侵

入等防止設備をいう。 

 

別添Ⅰ 

別添Ⅰ 1. 基本設計方針 

別添Ⅰ 1.1 共通項目 

 

 

1.1.9 安全機能を有する施設 

(1) 安全機能を有する施設は，第１表のとおり分類し施

設設計を行う。安全機能を有する施設のうち，基本的安

全機能を確保する上で必要な施設は，金属キャスク，貯

蔵架台，使用済燃料貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン

及び搬送台車をいう。 

(2)  ロ(8)f‐①安全機能を有する施設は，本使用済燃料

貯蔵施設以外の原子力施設との間で共用しない設計と

する。また，安全機能を有する施設は本使用済燃料貯蔵

施設内で共用しない設計とする。 

(3) 安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，工

事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切な規

格及び基準によるものとする。また，十分な使用実績が

あり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。  

(4)  ロ(8)f‐②安全機能を有する施設は，設計貯蔵期間

を通じて，基本的安全機能及び安全機能を確認するため

の検査又は試験及び同機能を健全に維持するための保

守又は修理ができる設計とする。また，金属キャスクを

本施設外へ搬出するために必要な確認ができる設計と

する。 

(5) ロ(8)f‐③金属キャスク取扱設備は，受入れ区域天井

クレーン及び搬送台車であり，動作中に金属キャスクの

基本的安全機能を損なうことがないよう必要な検査及

び修理等ができる設計とする。 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)f‐①

は，事業変更許可申請

書（本文）と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ(8)f‐②

は，事業変更許可申請

書（本文）と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のロ(8)f‐③

は，事業変更許可申請

書（本文）の「金属キ

ャスク取扱設備」を具

体的に記載しており

整合している。 

 

添付書類 1－1 



                                                                                         ロ－(8)－f－2 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

２ について 

(1) 安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切

な規格及び基準によるものとする。また，十分な使用

実績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。 

(2) 安全機能を有する施設は，設計貯蔵期間を通じ

て，基本的安全機能及び安全機能を確認するための

検査又は試験及び同機能を健全に維持するための保

守又は修理ができる設計とする。また，金属キャスク

を本施設外へ搬出するために必要な確認ができる設

計とする。 

(3) 金属キャスク取扱設備は，受入れ区域天井クレー

ン及び搬送台車であり，動作中に金属キャスクの基本

的安全機能を損なうことがないよう必要な検査及び

修理等ができる設計とする。 

 

4.2 受入設備 

4.2.2 設計方針 

(4) 試験検査 

受入設備は，安全機能を確認するための検査又は試験

及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修

理ができる設計とする。 

 

4.2.3 主要設備 

(1) 受入れ区域天井クレーン 

 ＜中略＞ 

(2) 搬送台車 

 ＜中略＞ 

 

(6) 検査架台 

検査架台は，金属キャスクの受入検査，施設外へ搬出

するために必要な検査，三次蓋の取外し・取付，計測器

の取付・取外し及び金属キャスクの点検が行える設計と

する。また，検査架台は作業員の足場であり，金属キャ

スクを直接取り扱う設備ではない。 

 

4.2.5 試験検査 

受入れ区域天井クレーン，搬送台車，圧縮空気供給

設備，仮置架台，検査架台，たて起こし架台及びその

添付書類 1－1 



                                                                                         ロ－(8)－f－3 

 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

周辺に敷設する衝撃吸収材は，法定検査に加え，保全

プログラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



ロ－(8)－h－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)その他の主要な構造 ｈ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四，使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

ｈ．ロ(8)h.－１使用済燃料貯蔵施設は，当該施設の基

本的安全機能のうち，閉じ込め機能及び除熱機能が

確保されていることを監視するための計測設備を設

ける。また，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」第十九条に基づき，ロ

(8)h.－２管理区域内主要箇所とリサイクル燃料備蓄

センター敷地外の放射線を監視するため，放射線監

視設備を設ける。ロ(8)h.－３これらの設備は，基準

設定値に達した場合に，警報を発報する設計とす

る。 

なお，ロ(8)h.－４使用済燃料貯蔵施設において

は，金属キャスクの蓋間圧力を監視し放射性物質の

放出がないことを確認することにより，事業所及び

その境界付近における放射性物質濃度の監視を不要

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

 

1.2.16 計測制御系統施設 

第十七条 計測制御系統施設 

使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能のうち閉

じ込め機能及び除熱機能が確保されていることを適

切に監視することができる計測制御系統施設を設け

なければならない。 

２ 使用済燃料貯蔵施設には，安全設計上想定される

事故により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機

能を損なうおそれが生じたとき，第十九条第二号の放

射性物質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき

又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏えいする

おそれが生じたときに，これらを確実に検知して速や

かに警報する設備を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

１ について 

ロ(8)h.－１使用済燃料貯蔵施設は，基本的安全機能

のうち，閉じ込め機能及び除熱機能が確保されているこ

とを以下のとおり適切に監視する設計とする。 

(1) 金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視

するために金属キャスク蓋間圧力を測定し表示する。 

(2) 使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温度が異

常に上昇していないことを監視するために使用済燃

料貯蔵建屋給排気温度を測定し表示する。 

(3) 使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度が制限

される値以下に維持されていることを評価するため

に必要なデータとして金属キャスク表面温度を測定

し表示する。 

また，計測設備は，測定データを監視盤室に表示及び

記録する設計とするとともに，事務建屋でも表示する設

計とする。 

なお，ロ(8)h.－３基準設定値に達した場合は，監視

盤室及び監視員が監視を行う事務建屋に警報を発報す

る設計とする。 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

 

2.3 計測制御系統施設 

(2) 基本設計方針 

ａ．計測設備の構成 

ロ(8)h.－１・３計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施

設の監視のため，温度及び圧力の測定を行う計測設備で構

成する。 

計測設備は，金属キャスクの一次蓋と二次蓋間の圧力を

測定するための蓋間圧力検出器，金属キャスクの表面温度

を測定するための表面温度検出器，使用済燃料貯蔵建屋

（以下「貯蔵建屋」という。）の給気口と排気口の温度を測

定するための給排気温度検出器及び測定したデータを表

示し警報設定値に達した場合に警報を発報する表示・警報

装置で構成する。計測設備は，測定したデータを記録する

機能を有する設計とする。 

また，基本的安全機能が確保されていることを監視でき

なくなった場合に備え，代わりに監視を行うための代替計

測用計測器を保有する。 

 

ｂ．ロ(8)h.－１蓋間圧力検出器 

金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視する

ために蓋間圧力検出器を設け，金属キャスクの蓋間圧力を

測定する設計とする。蓋間圧力検出器は，点検中及び不具

合時においても蓋間圧力を測定できるよう１基の金属キ

ャスクに対し二系統設ける。 

ロ(8)h.－４金属キャスクの蓋間圧力を監視し放射性物

質の放出がないことを確認することにより，使用済燃料備

蓄センター及びその周辺監視区域境界付近における放射

性物質濃度の監視を不要とする設計とする。 

 

 

ｃ．ロ(8)h.－１表面温度検出器 

使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度が制限され

る値以下に維持されていることを評価するための必要な

データを測定するために表面温度検出器を設け，金属キャ

スクの表面温度を測定する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－

１・３は事業変更許可

申請書（本文）のロ

(8)h. － １ 及 び ロ

(8)h.－３を具体的に

記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

設工認のロ(8)h.－４

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－４を具体的に記載

しており整合してい

る。 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業変更

許可申請書から，申請

対象設備を以下に変

更。 

・蓋間圧力監視装置 

・表面温度監視装置 

・給排気温度監視装

置 

↓ 

・蓋間圧力検出器 

・表面温度検出器 

・給排気温度検出器 

・表示・警報装置 



ロ－(8)－h－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

ロ(8)h.－１使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が

確保されていることを監視できなくなった場合に備え，

代わりに監視を行うために必要な計測器や電源設備を

保有する。監視ができなくなった場合には，計測器や電

源設備の設置の準備作業が整い次第，監視を再開する。 

２ について 

ロ(8)h.－２管理区域内の主要な場所にガンマ線エリ

アモニタと中性子線エリアモニタで構成されるエリア

モニタリング設備を設ける。また，周辺監視区域境界付

近にはモニタリングポストを設置する。ロ(8)h.－３そ

れらの放射線レベル基準設定値に達した場合は監視盤

室及び監視員が監視を行う事務建屋に警報を発報する

設計とする。 

ロ(8)h.－４使用済燃料貯蔵施設においては，金属キ

ャスクの蓋間圧力を監視し放射性物質の放出がないこ

とを確認することにより，事業所及びその境界付近にお

ける放射性物質濃度の監視を不要とする。 

なお，安全設計上想定される事故のうち，経年変化に

よる基本的安全機能の劣化については，金属キャスクの

蓋間圧力，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び貯蔵区域

の放射線レベルを常に監視することにより検知する。 

 

 

 

5. 計測制御系統施設 

5.1 概要 

ロ(8)h.－１計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施

設の監視のため，温度及び圧力の測定を行う計測設備で

構成する。 

また，計測設備の主要な表示装置及び記録装置を設置

するための監視盤室を設ける。 

 

5.2 計測設備 

5.2.1 概要 

ロ(8)h.－１計測設備は，使用済燃料貯蔵施設の監視

のために必要な諸変数を測定し，表示，記録及び警報を

行う設備であり，金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク

表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定装

置で構成する。 

 

ｄ．ロ(8)h.－１給排気温度検出器 

貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温度に異常がないことを

監視するため，給排気温度検出器を設け，貯蔵建屋の給排

気温度を測定する設計とする。 

 

 

ｅ．ロ(8)h.－１・２・３表示・警報装置 

金属キャスクの蓋間圧力検出器と表面温度検出器，貯蔵

建屋の給排気温度検出器，エリアモニタリング設備，及び

モニタリングポストの測定値を，監視盤室及び事務建屋の

表示・警報装置に表示する設計とする。測定値が警報設定

値に達した場合は，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装

置にて警報を発報する設計とする。 

 

ｆ．ロ(8)h.－１代替計測用計測器 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が確保されてい

ることを監視できなくなった場合に備え，代わりに監視を

行うために必要な代替計測用計測器を保有する。監視がで

きなくなった場合には，代替計測用計測器の準備が整い次

第，監視を行う。 

 

ｇ．火災・爆発防止対策 

火災・爆発の防止対策は，「別添Ⅰ 1.8 火災等による

損傷の防止」に従う。 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性に

ついて UL 垂直燃焼試験の試験規格に適合するとともに，

延焼性について IEEE383，IEEE1202 の試験規格に適合した

難燃ケーブル，又はそれらの試験規格に基づく実証試験に

合格した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合品と同等

以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，又は金属

製の盤，電線管に収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

る。 
設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

設工認のロ(8)h.－

１・２・３は事業変更

許可申請書（本文）の

ロ (8)h. － １ ， ロ

(8)h. － ２ 及 び ロ

(8)h.－３を具体的に

記載しており整合し

ている。 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－3 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5.2.2 設計方針 

計測設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入

してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，い

ずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下を

考慮した設計とする。 

また，ロ(8)h.－１使用済燃料貯蔵施設の監視ができ

なくなった場合に備え，代わりに監視を行うための計測

器を保有し，準備が整い次第，監視を再開する。 

(1) 監視機能 

ロ(8)h.－１計測設備は，使用済燃料貯蔵施設の監視

のために必要な金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク表

面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度を測定でき

る設計とする。また，測定データを記録及び表示する機

能を有した表示装置を設けるとともに，ロ(8)h.－３測

定値が異常な値を示した場合には警報を発報する設計

とする。 

 

5.2.3 主要設備 

(1) 金属キャスク蓋間圧力監視装置 

ロ(8)h.－１金属キャスク蓋間圧力監視装置は，閉じ

込め機能の監視のため，金属キャスクの蓋間圧力を測定

するとともに，監視盤室に表示及び記録する。ロ(8)h.

－３１蓋間圧力が基準設定値以下に低下したときは，監

視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

ロ(8)h.－１金属キャスク蓋間圧力監視装置は，点検

中及び不具合時においても金属キャスク蓋間圧力を測

定できるよう二系統設ける。 

(2) 金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給

排気温度監視装置 

ロ(8)h.－１金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯

蔵建屋給排気温度監視装置は，除熱機能の監視のため，

金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気

温度を測定するとともに，監視盤室に表示及び記録す

る。ロ(8)h.－１金属キャスク表面温度又は使用済燃料

貯蔵建屋給排気温度差が基準設定値に達したときは，監

視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

 

5.2.4 主要仕様 

計測設備の主要仕様を第 5.2－1 表に示す。 

2.5 放射線管理施設 

(2) 基本設計方針 

ａ．(8)h.－２放射線管理施設の構成 

リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業

務従事者等を放射線から防護するため，管理区域及び周辺

監視区域境界付近を適切にモニタリングする放射線監視

設備，放射線業務従事者等の管理区域への出入管理を行う

出入管理設備及び放射線業務従事者等の線量管理を行う

個人管理用測定設備を設ける設計とする。 

 

ｂ．(8)h.－２・３放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監視

区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サーベイ

機器で構成する。エリアモニタリング設備と周辺監視区域

境界付近モニタリング設備のモニタリングポストで測定

した線量当量率は，計測設備の表示・警報装置に表示し，

警報設定値に達したときは警報を発報する設計とする。 

 

ａ）(8)h.－２・３エリアモニタリング設備 

エリアモニタリング設備は，管理区域内の放射線を監視

するために，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」とい

う。）内の側壁における線量当量率を測定し測定結果を記

録するとともに，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置

に表示する設計とする。また，管理区域における外部放射

線に係る線量当量率の著しい上昇を検知し，警報設定値に

達したときは，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に

警報を発報する設計とする。 

管理区域における外部放射線に係る線量当量の測定は，

警報発報機能を有するエリアモニタリング設備で間接的

に測定する。 

 

ｂ）(8)h.－２・３周辺監視区域境界付近固定モニタリング

設備 

周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備は，敷地境

界における外部放射線による線量当量率を監視するため

に，周辺監視区域境界付近にモニタリングポスト 2 基を設

置して線量当量率を測定し，測定結果を記録するととも

に，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に表示する設

計とする。測定値が警報設定値に達したときは，監視盤室

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

設工認のロ(8)h.－

２・３は事業変更許可

申請書（本文）のロ

(8)h. － ２ 及 び ロ

(8)h.－３具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のロ(8)h.－

２・３は事業変更許可

申請書（本文）のロ

(8)h. － ２ 及 び ロ

(8)h.－３具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－

２・３は事業変更許可

申請書（本文）のロ

(8)h. － ２ 及 び ロ

(8)h.－３具体的に記

載しており整合して

いる。 

 



ロ－(8)－h－4 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5.2.5 試験検査 

金属キャスク蓋間圧力監視装置，金属キャスク表面温

度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度監視装置は，法定

検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な

設計とする。 

 

5.3 監視盤室 

5.3.1 概要 

ロ(8)h.－１計測設備の主要な表示装置及び記録装置

は，監視盤室に設置する。 

 

5.3.2 設計方針 

監視盤室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入

してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，い

ずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下を

考慮した設計とする。 

(1) ロ(8)h.－１・２監視盤室は，計測設備の表示装置

及び記録装置を設けており，諸変数の監視ができる設計

とする。また，計測設備及び放射線監視設備からの測定

データを事務建屋に伝送し，事務建屋でも監視が行える

設計とする。 

(2) ロ(8)h.－１外部電源喪失時にも，無停電電源装置

及び電源車により監視を継続できる設計とする。 

5.3.3 主要設備 

(1) ロ(8)h.－１監視盤室に設ける計測設備の主要な

表示装置（記録装置及び警報装置を含む。）は以下のと

おりである。 

ａ．金属キャスク蓋間圧力監視のための表示装置 

ｂ．金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排

気温度監視のための表示装置 

(2) ロ(8)h.－１・２監視盤室には，放射線管理設備の

表示装置（記録装置及び警報装置を含む。）を設ける。 

(3) ロｈ－１・２計測設備，放射線管理設備は，外部

電源喪失時にも無停電電源装置及び電源車により電力

の供給を受け，監視を継続する。 

(4) ロｈ－１・２金属キャスク蓋間圧力，金属キャス

ク表面温度，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び外部放

射線に係る線量当量率等の諸変数を事務建屋に伝送し，

通常時は事務建屋で監視を行う。 

及び事務建屋の表示・警報装置に警報を発報する設計とす

る。 

周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量

当量を測定するために，積算線量計を有するモニタリング

ポイント 12 基を配置する。 

 

ｃ）(8)h.－２放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時に外部放射線に係る線量当量率，空気

中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度等を測

定するために，放射線サーベイ機器を設ける。放射線サー

ベイ機器を用いて管理区域における線量当量率，空気中の

放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を

定期的または必要の都度，測定する。 

代替計測に使用する放射線サーベイ機器は，貯蔵建屋と

津波による影響を受けない南側高台の資機材保管庫に保

管する。津波襲来後には，南側高台の資機材保管庫に保管

する放射線サーベイ機器を用いて，リサイクル燃料備蓄セ

ンター内の放射線管理を行う。 

 

ｃ．出入管理設備 

使用済燃料貯蔵建屋の管理区域への立入りはチェック

ポイント（管理区域への出入管理を行うエリア）を通過す

る設計とし，チェックポイントで放射線業務従事者等の出

入管理を行う。管理区域への出入管理については，保安規

定で定め，運用する。 

 

ｄ．個人管理用測定設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部放射線によ

る線量当量を測定する個人線量計を備える。チェックポイ

ントで個人線量計を装着した後に放射線管理区域に入域

することを保安規定で定め，運用する。 

 

ｅ．情報の表示 

 放射線から放射線業務従事者等を防護するため，管理区

域における線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度を放射線業務従事者等が安

全に認識できるよう，チェックポイント及び事務建屋に掲

示する。なお，チェックポイント及び事務建屋への掲示に

ついては，保安規定で定め，運用する。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－5 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5.3.4 主要仕様 

表示装置  １式 

 

第 5.2－1表 計測設備の主要仕様 

測定装置 
検出器 

種類 検出場所 

ロ(8)h.－１金属キ

ャスク蓋間圧力監視

装置 

圧力検出器 
金属キャスク蓋

部 

ロ(8)h.－１金属キ

ャスク表面温度及び

使用済燃料貯蔵建屋

給排気温度監視装置 

温度検出器 

金属キャスク側

部表面，使用済 

燃料貯蔵建屋給

気口及び排気口 

 

 

 

 

7. 放射線防護設備及び放射線管理設備 

7.2 放射線管理設備 

7.2.2 設計方針 

(2) 放射線監視 

ロ(8)h.－２使用済燃料貯蔵施設は，管理区域及び周

辺監視区域境界付近を適切にモニタリングできるとと

もに，必要な情報を監視盤室及び事務建屋に表示できる

設計とする。 

 

7.2.3 主要設備 

(3) ロ(8)h.－２放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監

視区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サー

ベイ機器で構成する。 

ａ．ロ(8)h.－２エリアモニタリング設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域内及び受入れ区域内

にガンマ線エリアモニタと中性子線エリアモニタを設

置し，また，廃棄物貯蔵室内にガンマ線エリアモニタを

設置して，外部放射線に係る線量当量率の監視を行う。 

エリアモニタによる外部放射線に係る線量当量率は，

監視盤室に表示及び記録する設計とするとともに，事務

建屋にも表示する設計とする。また，ロ(8)h.－３放射

 放射線から公衆を防護するため，モニタリングポストの

測定値を監視盤室及び事務建屋に表示する。 

 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

.ハ 計測制御系統施設 

 (1)設計仕様 

ａ．ロ(8)h.－１蓋間圧力検出器 

 変更前 変更後 

名  称 － 蓋間圧力検出器＊１ （変更なし） 

検 出 器

の 種 類 
－ 電気式圧力検出器 （変更なし） 

計 測 範

囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊３ 0 ～ 0.50＊５ 

警 報 動

作 範 囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊２,＊４ 0 ～ 0.50＊５ 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建

屋貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更なし） 

個 数 － 
2（金属キャスク

１基当たり） 
（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「蓋間

圧力監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「二次

蓋」と記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－6 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

線レベル基準設定値に達したときは監視盤室及び事務

建屋に警報を発報する。 

ｂ．ロ(8)h.－２周辺監視区域境界付近固定モニタリン

グ設備 

リサイクル燃料備蓄センターの周辺監視区域境界付

近にモニタリングポスト２基を設置して，連続的に空間

放射線量率を測定し，監視盤室に表示及び記録する設計

とするとともに，事務建屋にも表示する設計とする。ま

た，ロ(8)h.－３放射線レベル基準設定値に達したとき

は監視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

また，ロ(8)h.－２空間放射線量測定のため適切な間

隔でモニタリングポイントを設定し，蛍光ガラス線量計

を配置する。 

 

ｃ．ロ(8)h.－２放射線サーベイ機器 

外部放射線に係る線量当量率，必要に応じて空気中の

放射性物質濃度及び表面汚染密度を測定監視するため

に，放射線サーベイ機器を設ける。 

測定は，外部放射線に係る線量当量率については，携

帯用の各種サーベイメータにより，空気中の放射性物質

濃度については，サンプリング法により，また，表面汚

染密度については，サーベイメータ又はスミヤ法による

放射能測定によって行う。 

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下の通

りである。 

ＧＭ管サーベイメータ 

電離箱サーベイメータ 

シンチレーションサーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

ダストサンプラ 

ガスモニタ 

  

7.2.4 主要仕様 

放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。 

出入管理設備          １式 

個人管理用測定設備       １式 

放射線監視設備         １式 

  

7.2.5 試験検査 

ｂ. ロ(8)h.－１表面温度検出器 

 変更前 変更後 

名  称 － 表面温度検出器＊１ 
（変更な

し） 

検出器の

種 類 
－ 熱電対 

（変更な

し） 

計測範囲 ℃ 0 ～ 150＊３ 0 ～ 150＊５ 

警報動作

範 囲 

℃ 
0 ～ 150＊２,＊４ 0 ～ 150＊５ 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更な

し） 

個  数 － 
1（金属キャスク１

基当たり） 

（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「表面

温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「金属

キャスクの側部表面」と記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－7 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

放射線監視設備及び個人管理用測定設備は，法定検査

に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計

とする。 

 

ｃ. ロ(8)h.－１給排気温度検出器 

 変更前 変更後 

名  称 － 給排気温度検出器＊１ （変更なし） 

検出器の

種 類 
－ 測温抵抗体 （変更なし） 

計測範囲 ℃ －30 ～ 70＊３ －30 ～ 70＊５ 

警報動作

範 囲 
℃ －30 ～ 70＊２,＊４ －30 ～ 70＊５ 

取付箇所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更なし） 

個  数 － 
2（給気側） 

24（排気側） 
（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「給排

気温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－8 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｄ. 代替計測用計測器 

 (ａ)ロ(8)h.－１圧力検出器(蓋間圧力の代替計測用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

圧力検出器 

(蓋間圧力の代替計測

用) 

検 出 器

の 種 類 
－ 電気式圧力検出器 

計 測 範

囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊１ 

警 報 動

作 範 囲 

MPa 

[abs] 
－ 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

 

取付箇所 

使用済燃料貯蔵建屋貯

蔵区域＊２

（T.P.16.3m） 

個 数 － 
1（金属キャスク１基

当たり） 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク二次蓋に圧力検出器を取付け

て使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－9 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ｂ)ロ(8)h.－１非接触式可搬型温度計(表面温度の代替

計測用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

非接触式可搬型温度計 

(表面温度の代替計測用) 

検出器の

種 類 
－ 赤外線放射温度計 

計測範囲 ℃ 0 ～ 150＊１ 

警報動作

範 囲 
℃ － 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個  数 － 

2（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が

150 基までの場合 

4（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が

150 基超の場合 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク側部表面の既設表面温度検

出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１

台保有する。予備は資機材保管庫に保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－10 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ｃ)ロ(8)h.－１温度検出器(給排気温度の代替計測用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

温度検出器 

(給排気温度の代替

計測用) 

検出器の

種 類 
－ 熱電対 

計測範囲 ℃ －30 ～ 70＊１ 

警報動作

範 囲 
℃ － 

取付箇所 － 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵

建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個   数 － 2（予備 1）＊３ 

注記＊１：設計要求値 

＊２：貯蔵区域の給気口と排気口の既設給排気

温度検出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１

台保有する。予備は資機材保管庫に保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－１

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－１を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－11 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ホ 放射線管理施設 

 (1)設計仕様 

ａ．エリアモニタリング設備 

 (a)ロ(8)h.－２ガンマ線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － ガンマ線エリアモニタ 
（変更

なし） 

検出器

の種類 
－ 半導体検出器 

（変更

なし） 

計測範

囲 
μSv/h 1 ～ 10４ ＊２ 

1 ～ 

10４ ＊４ 

警報動

作範囲 
μSv/h     1 ～ 10４ ＊１,＊３ 

1 ～ 

10４ ＊４ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区

域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋受入れ

区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋廃棄物

貯蔵室＊５ 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又は監

視盤室で行う。記録は，

監視盤室で行う。]＊１ 

（変更

なし） 

個 数 － 

12 

（使用済燃料貯蔵建屋貯蔵

区域） 

 1 

（使用済燃料貯蔵建屋受入

れ区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建屋廃棄

物貯蔵室）＊５ 

（変更

なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－12 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：記載の適正化を行う。既設工認には「受入

れ区域」と記載。 

 

(b)ロ(8)h.－２中性子線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
中性子線エリアモニ

タ 

（変更な

し） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管 

（変更な

し） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２ 

10－２ ～ 

3×10３ ＊４ 

警報動

作範囲 
μSv/h  10－２ ～ 10４ ＊１,＊３ 

10－２ ～ 

3×10３ ＊４ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋

受入れ区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又

は監視盤室で行う。

記録は，監視盤室で

行う。]＊１ 

（変更な

し） 

個 数 － 

6 

（使用済燃料貯蔵建

屋貯蔵区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建

屋受入れ区域） 

（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－13 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｂ．周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

(a)ロ(8)h.－２モニタリングポスト（ガンマ線検出器（低

レンジ）） 

 変更前 変更後 

名 称 － 

モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（低レン

ジ）＊１ 

（変更

なし） 

検出器

の種類 
－ NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 

（変更

なし） 

計測範

囲 
nGy/h 10 ～ 10４ ＊３ 

10 ～ 

10４ ＊５ 

警報動

作範囲 
nGy/h   10 ～ 10４ ＊２,＊４ 

10 ～ 

10４ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングポストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監視

盤室で行う。記録は，監視

盤室で行う。]＊２ 

（変更

なし） 

個 数 － 2＊８ 
（変更

なし） 
注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタ

リングポスト１箇所あたり検出器の個数

は「1」である。

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－14 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 (b)ロ(8)h.－２モニタリングポスト（ガンマ線検出器

（高レンジ）） 

 変更前 変更後 

名 称 － 

モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（高レン

ジ）＊１ 

（変更な

し） 

検出器

の種類 
－ 電離箱 

（変更な

し） 

計測範

囲 
nGy/h 10３ ～ 10８ ＊３ 

10３ ～ 

10８ ＊５ 

警報動

作範囲 
nGy/h    10３ ～ 10８ ＊２,＊４ 

10３ ～ 

10８ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監

視盤室で行う。記録は，

監視盤室で行う。]＊２ 

（変更な

し） 

個 数 － 2＊８ 
（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタ

リングポスト１箇所あたり検出器の個数

は「1」である。 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－15 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(c)ロ(8)h.－２モニタリングポスト（中性子線モニタ） 

 変更前 変更後 

名 称 － 
モニタリングポスト 

中性子線モニタ＊１ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管 （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊３ 

10－２ ～  

5×10３ ＊５ 

警報動

作範囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２,＊４ 

10－２ ～  

5×10３ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポスト

Ａ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又

は監視盤室で行う。

記録は，監視盤室で

行う。]＊２ 

（変更なし） 

個 数 － 1＊８ （変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あるが，モニ

タリングポストＡにのみ設置するため，検

出器の個数は「1」である。 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－16 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｃ．放射線サーベイ機器 

 (a)ロ(8)h.－２ＧＭ管サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
ＧＭ管サーベイメ

ータ 
（変更なし） 

検 出 器

の 種 類 
－ ＧＭ管＊１ （変更なし） 

計 測 範

囲 
min－１ 0 ～ 10５ ＊１,＊２ 0 ～ 10５ ＊３ 

警 報 動

作 範 囲 
－ － － 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

使用済燃料貯蔵建

屋＊１

（T.P.16.3m）＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯

蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊５ 2（予備１）＊５ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－17 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(b)ロ(8)h.－２電離箱サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
電離箱サーベイメ

ータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ 電離箱＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 1 ～ 3×10５＊１,＊２ 1 ～ 10５ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵

建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－18 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(c)ロ(8)h.－２シンチレーションサーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
シンチレーション

サーベイメータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ 

NaI（Tl）シンチレ

ーション検出器＊１ 
（変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 

10－２ ～  

3×10１ ＊１,＊２ 

10－２ ～  

3×10１ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵

建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－19 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(d)ロ(8)h.－２中性子線用サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
中性子線用サーベイ

メータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊１,＊２ 

10－２ ～  

5×10３ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯

蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備 1）＊１,＊６ 2（予備 1）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－h－20 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(e)ロ(8)h.－２ガスモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － ガスモニタ （変更なし） 

検出器

の種類 
－ 電離箱＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
Bq/cm３ 

10－２ ～  

4.46×10４ ＊１,＊２,＊３ 

10－２ ～  

3×10２ ＊２,＊４ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

取付箇所＊１ 

－＊５ 

（変更なし） 

個 数 － 1（予備 1）＊６ （変更なし） 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

    ＊２：トリチウム以外のβ線放射体の場合。85Kr 換

算の場合。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)h.－２

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)h.

－２を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



ロ－(8)－i－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)その他の主要な構造 ｉ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四，使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

ｉ．ロ(8)i.-①リサイクル燃料備蓄センターは，リサ

イクル燃料備蓄センター内の人に対し，異なる手段

により必要な指示ができるよう，異なる機器で構成

された通信連絡設備を設けるとともに，リサイクル

燃料備蓄センター内に居る全ての人に対し，的確に

指示及び警報を発報することができる設計とする。 

ロ(8)i.-②また，リサイクル燃料備蓄センター外の

通信連絡をする必要のある場所と，異なる手段によ

り通信連絡ができるよう通信連絡設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

1.2.20 通信連絡設備等 

第二十一条 通信連絡設備等 

事業所には，安全設計上想定される事故が発生した

場合において事業所内の人に対し必要な指示ができ

るよう，警報装置及び通信連絡設備を設けなければな

らない。 

２ 事業所には，安全設計上想定される事故が発生し

た場合において事業所外の通信連絡をする必要があ

る場所と通信連絡ができるよう，通信連絡設備を設け

なければならない。 

適合のための設計方針 

１ について 

ロ(8)i.-①リサイクル燃料備蓄センター内の通信連

絡設備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋等から異な

る手段により通信連絡できるように，異なる機器で構成

された送受話器及び社内電話設備を設置し，事故時に迅

速な連絡を可能にするとともに，事務建屋及び使用済燃

料貯蔵建屋等からリサイクル燃料備蓄センター内に居

る全ての人に対して的確に指示及び警報を発報するこ

とができる設計とする。 

２ について 

ロ(8)i.-②リサイクル燃料備蓄センターとリサイク

ル燃料備蓄センター外必要箇所との通信連絡設備は，異

なる手段により通信連絡できるように加入電話設備及

び衛星携帯電話を設ける設計とする。 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

2.8 通信連絡設備等 

(2)基本設計方針 

ａ．通信連絡設備等の構成 

通信連絡設備等は，通信連絡設備及び避難通路等（事業

所内の人の退避のための設備）から構成する。通信連絡設

備は，社内電話設備，送受話器，放送設備，警報装置，無

線連絡設備，加入電話設備及び衛星携帯電話から構成す

る。 

 

ｂ．通信連絡設備 

ロ(8)i.-①リサイクル燃料備蓄センター内の通信連絡

設備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建

屋」という。）等から異なる手段により通信連絡できるよう

に，異なる機器で構成された社内電話設備及び送受話器を

設置し，事故時に迅速な連絡を可能にすると共に，放送設

備，警報装置及び無線連絡設備を設置し，事務建屋及び貯

蔵建屋等からリサイクル燃料備蓄センター内に居る全て

の人に対して的確に指示，連絡又は警報を発報することが

できる設計とする。 

ロ(8)i.-②リサイクル燃料備蓄センターとリサイクル

燃料備蓄センター外必要箇所との通信連絡設備は，異なる

手段により通信連絡できるように社内電話設備，加入電話

設備及び衛星携帯電話を設置する設計とする。 

 

(a) 社内電話設備 

ロ(8)i.-①・②社内電話設備は，固定電話機，ＰＨＳ端

末，ＰＨＳ基地局，電話交換機から構成され，センター内

の各所から固定電話機又はＰＨＳ端末を通じ，指示，連絡

が可能な設計とする。また，電気通信事業者が提供する公

衆交換電話網である加入電話設備に接続することにより，

固定電話機又はＰＨＳ端末を通じ，公衆交換電話網に加入

するセンター外必要箇所との連絡が可能な設計とする。 

 

(b) 送受話器 

ロ(8)i.-①送受話器は，ハンドセット，パケット交換機

から構成され，センター内の各所からハンドセットを通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)i.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)i.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ(8)i.-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)i.-

②を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のロ(8)i.-①・

②は，事業変更許可申

請書（本文）の ロ

(8)i.-①・②を具体的

に記載しており整合

している。 

 

 

 

設工認のロ(8)i.-①

は，事業変更許可申請

 



ロ－(8)－i－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 じ，指示，連絡が可能な設計とする。 

 

(c) 放送設備 

放送設備は，マイク，スピーカ及び警報装置で構成され，

センター内の各所へスピーカにより一斉放送又は警報を

発報することができる設備であり，社内電話設備及び送受

話器それぞれと接続することにより，一斉放送が可能な設

計とする。 

 

(d) 警報装置 

警報装置は，放送設備に組み込まれた装置又は放送設備

に接続した装置であり，警報を発報することができる設計

とする。 

 

(e) 無線連絡設備 

無線連絡設備は，携帯型無線機及び無線連絡設備（中継

局）で構成され，送受話する機器であり，センター内の各

所で通話が可能な設計とする。 

 

(f) 加入電話設備 

ロ(8)i.-②加入電話設備は，公衆交換電話網に加入する

センター外必要箇所との連絡が可能な設計とする。また，

加入電話設備に接続の加入電話回線は，災害優先電話が災

害発生時に輻輳による使用制限を受けず連絡ができる設

計とする。 

 

(g) 衛星携帯電話 

衛星携帯電話は，可搬型で衛星と無線で接続し，屋内で

使用する場合は必要に応じてアンテナを経由して連絡が

可能な設計とする。 

 

ロ(8)i.-①・②仮想的大規模津波が襲来した場合におい

ても，通信連絡設備を津波高さ T.P.＋23ｍより高い敷地南

側高台の予備緊急時対策所に設置することにより，リサイ

クル燃料備蓄センター内外への通信連絡ができるよう，全

ての通信連絡設備が浸水しない設計とする。 

書（本文）のロ(8)i.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)i.-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)i.-

②を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)i.-①・

②は，事業変更許可申

請書（本文）の ロ

(8)i.-①・②を具体的

に記載しており整合

している。 

 

 

E 



ロ－(8)－j－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)その他の主要な構造 ｊ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四，使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

 

ｊ．使用済燃料貯蔵施設には，ロ(8)j.-①「消防

法」及び所轄消防署協議に基づき，通常の照明用

の電源が喪失した場合においても機能する避難用

の照明として，誘導灯及び保安灯を設ける設計と

し，かつ，ロ(8)j.-②単純，明確及び永続性のあ

る標識を設けることにより安全避難通路を確保す

る。 

 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

1.2.20 通信連絡設備等 

適合のための設計方針 

３ について 

使用済燃料貯蔵建屋には，「消防法」及び所轄消防署

協議に基づき，通常の照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能する避難用の照明として，誘導灯及び保安灯

を設ける設計とし，かつ，単純，明確及び永続性のある

標識を設けることにより安全避難通路を確保する。 

 

 

2. 使用済燃料貯蔵施設の配置 

2.2 設計方針 

(6) 避難通路等 

使用済燃料貯蔵建屋には，「消防法」及び所轄消防

署協議に基づき，通常の照明用の電源が喪失した場合

においても機能する避難用の照明として，通路誘導

灯，避難口誘導灯及び保安灯を設ける設計とする。な

お，照度を確保する保安灯を設置する設計とすること

で，所轄消防署協議により一部の通路誘導灯の設置は

免除されている。さらに，単純，明確及び永続性のあ

る標識を設置することにより，安全避難通路を確保す

る。 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

 

2.7 電気設備 

(2)基本設計方針 

＜中略＞ 

ロ(8)j.-①ｅ．共用無停電電源装置 

共用無停電電源装置は，外部電源喪失後，貯蔵建屋内の

保安灯に，蓄電池により 8時間の給電が可能な設計とする。 

共用無停電電源装置は，210V で貯蔵建屋内の照明用電源

盤に接続し，変圧器で 105V に降圧した後，分電盤を介して

貯蔵建屋内の保安灯に給電する設計とする。 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 通信連絡設備等 

(2)基本設計方針 

ａ．通信連絡設備等の構成 

通信連絡設備等は，通信連絡設備及び避難通路等（事

業所内の人の退避のための設備）から構成する。通信連

絡設備は，社内電話設備及び加入電話設備から構成す

る。避難通路等は，安全避難用扉及び誘導灯（通路誘導

灯，避難口誘導灯，保安灯）から構成する。 

 

 ＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)j.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)j.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－j－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｃ．避難通路等 

(a) 安全避難用扉 

避難通路の扉（安全避難用扉）は，貯蔵建屋から屋

外に避難できる安全避難通路を確保できるよう設け

る。 

 

(b) 誘導灯 

ロ(8)j.-①誘導灯（通路誘導灯，避難口誘導灯，保

安灯）は，「消防法」及び所轄消防署協議に基づき，通

常の照明用の電源が喪失した場合においても機能す

る避難用の照明として設ける。ロ(8)j.-②また，単純，

明確及び永続性のある標識として，通路誘導灯及び避

難口誘導灯を設ける。これらの誘導灯により安全避難

通路を確保する。 

 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

別添Ⅱ.へ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

 

へ.2 電気設備 

(1)設計仕様 

＜中略＞ 

ｂ. 共用無停電電源装置 

 変更前 変更後 

名  称 － 

― 

共用無停電電源装置＊１ 

種  類 － 静止型無停電電源装置 

容  量 kVA ロ(8)j.-①75 

電

圧 

入 

力 
V 

420（交流入力） 

420（バイパス入力） 

出 

力 
V 210 

相  数 － 3 

周 波 数 Hz 50 

個  数 － 1 

蓄電池の容

量 

Ah／組 3000＊２ 

組数 1＊２ 

蓄電池の数 － 108＊２ 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)j.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)j.-

①と同義であり，整合

している。 

設工認のロ(8)j.-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)j.-

②と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)j.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)j.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 



ロ－(8)－j－3 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

給 電 時 間 時間 

ロ(8)j.-①55kVA の負

荷に対して 

8 

取 付 箇 所 

（設置床） 
－ 

受変電施設 

（T.P.16.4m） 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 

＊２：3000Ah の蓄電池 108 個を直列にしたものを 

1 組とする。組数が 1 のため，蓄電池の数は

108 個となる。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E 



 

ロ－(8)－k－1 
 

添付書類 1－1 
 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)その他の主要な構造 ｋ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

ｋ．安全評価 

 

ｋ．ｋ－１使用済燃料貯蔵施設の安全評価に当たって

は，自然災害等，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵

建屋の基本的安全機能を著しく損なうおそれのある

事故の発生の可能性を，金属キャスクの構成部材の

経年変化も踏まえ，技術的観点から十分に検討し，

最悪の場合，技術的に発生が想定される事故であっ

て，公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられ

る事故を選定し評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ－７放射線及び放射性物質の放出量の計算を行

う際には，選定した事故について，技術的に妥当な

解析モデル及びパラメータを採用するほか，金属キ

ャスクの遮蔽機能の健全性，評価期間等，安全裕度

のある妥当な条件を設定する。 

 

 

ｋ－７線量評価を行う際には，選定した事故につ

いて，放射線及び放射性物質の放出量の計算で設定

した条件により公衆に対して最大の放射線被ばくを

及ぼす事故を設計最大評価事故として設定し，その

場合の線量をもってしても，公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えるものでないことを確認

する。 

 

 

添付書類八 
使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失，機械又は装置の

故障，浸水，地震，火災，爆発等があった場合に発生

すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類，

程度，影響等に関する説明書 

 

1. 安全評価に関する基本方針 
使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キ

ャスクに収納した状態で搬入し，別の容器に詰め替え

ることなく貯蔵する施設であり，添付書類六で述べた

ように十分な安全設計，安全対策を講ずるため，ｋ－

２操作上の過失，機械又は装置の故障，浸水，ｋ－３

地震，ｋ－４津波，ｋ－５火災，爆発等による事故の

発生の可能性は極めて小さい。ｋ－１しかし，ここで

は，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の基本的安

全機能を著しく損なうおそれのある事故の発生の可

能性をｋ－６金属キャスクの構成部材の経年変化も

踏まえ，技術的観点から十分に検討し，最悪の場合，

技術的に発生が想定される事故であって，公衆の放射

線被ばくの観点からみて重要と考えられる事故を選

定し評価することとする。 
 

ｋ－７ 添付書類六，八に記載なし。 

 

 

 

 

 

 

ｋ－７ 添付書類六，八に記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 

別添Ⅰ １．基本設計方針 

別添Ⅰ １．１ 共通項目 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ－２1.9 安全機能を有する施設 

 (1) 安全機能を有する施設は，第 1.9.1 表のとおり分

類し施設設計を行う。安全機能を有する施設のうち，

基本的安全機能を確保する上で必要な施設は，金属キ

ャスク，貯蔵架台，使用済燃料貯蔵建屋，受入れ区域

天井クレーン及び搬送台車をいう。 

 (2) 安全機能を有する施設は，本使用済燃料貯蔵施設

以外の原子力施設との間で共用しない設計とする。ま

た，安全機能を有する施設は本使用済燃料貯蔵施設内

で共用しない設計とする。 

 (3)  安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切な

規格及び基準によるものとする。また，十分な使用実

績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。  

 (4) 安全機能を有する施設は，設計貯蔵期間を通じて，

基本的安全機能及び安全機能を確認するための検査

又は試験及び同機能を健全に維持するための保守又

は修理ができる設計とする。また，金属キャスクを本

施設外へ搬出するために必要な確認ができる設計と

する。 

 (5) 金属キャスク取扱設備は，受入れ区域天井クレー

ン及び搬送台車であり，動作中に金属キャスクの基本

的安全機能を損なうことがないよう必要な検査及び

修理等ができる設計とする。 

 (6) 一般産業用工業品の更新や交換等は，本申請書で

記載している仕様又は性能を満足していることを評

価のうえ使用を開始し，定期事業者検査等で性能を維

持していることを確認する。一般産業用工業品は保安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のｋ－２は事

業変更許可申請書（添

付書類八）のｋ－２を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ－１評価の結果，使

用済燃料貯蔵施設で

は，公衆に放射線被ば

くのリスクを及ぼす

事象の発生は想定さ

れず，評価すべき設計

最大評価事故はない

ことから，事業所周辺

の公衆に放射線障害

を及ぼすことはない

ことを事業許可に記

載し許可を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ－７技術的に発生

が想定される事故で

あって，公衆の放射線

被ばくの観点から重

要と考えられる事故

がないことを事業許

可に記載し許可を得

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ロ－(8)－k－2 
 

添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 

2. 事故選定及び評価（１)(２) 

 2.1 事故選定 

使用済燃料貯蔵施設における金属キャスクの取扱

工程から，金属キャスクの基本的安全機能に影響を及

ぼす可能性のある事象，並びに使用済燃料貯蔵施設に

おける貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす

可能性のある事象を抽出する。 

ただし，使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャ

スクの内部構造物及び収納物を直接確認することは

しないことから，原子力発電所における金属キャスク

の取扱工程において誤操作等が生じ，それに起因して

貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可能性

のある事象についても抽出の対象に含めることとす

る。 

抽出した事象について，設計及び運用による対応の

有効性を考慮して，金属キャスクの基本的安全機能へ

の影響を確認し，万一発生した場合，公衆に対し放射

線被ばくのリスクを及ぼす可能性がある事象を選定

する。 

事象の選定に際し，事象選定をする必要のないもの

を判定する判断基準としては，物理的な対策，検査の

実施等により事故となる可能性が排除できること，事

故による影響が設計上考慮されている又は影響が小

さいこと，事故の発生確率が定量的に評価され明らか

に低いこと及び事象を発生させる設備，環境等が存在

しないことが明らかであることのいずれかを満たす

ことを基本とする。 

さらに，選定した事象の中から，公衆の放射線被ば

くの観点からみて重要と考えられる事象を事故事象

として選定する。 

なお，金属キャスクは，その内部が乾燥された状態

であり，かつ，水が侵入することはないことから，臨

界となることはない。さらに，金属キャスクは，乾燥

又は水が存在している状態で，技術的に想定されるい

かなる場合においても臨界となることはない。したが

って，臨界については事故選定及び評価の対象としな

い。また，貯蔵期間中は，金属キャスクを静的に貯蔵

している状態であり，かつ，金属キャスクの蓋間圧力，

規定に基づくマニュアル類に従い，施設管理計画に反

映し，設備の維持管理を行う。 

 (7) 通信連絡設備，安全避難通路（誘導灯）及び一般消

耗品等の一般産業用工業品については，適切な時期に

交換を行うことで設備の維持管理を行う。 

  (8) 消防法に定める機器等（感知器，火災受信機等）は，

消防法に基づき消防法に合致したものと交換し所轄

消防へ必要な届出を実施する。 

 

ｋ－３1.5 地震による損傷の防止 

1.5.1 地盤 

使用済燃料貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）は，

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２年

４月１日施行。以下「技術基準規則」という。）第六条に

適合するため，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作

用した場合においても貯蔵施設を十分に支持すること

ができる地盤に設置されたものとする。 

貯蔵施設には，施設に大きな影響を及ぼすような地震

の発生によって崩壊するおそれがある斜面は存在せず，

貯蔵施設は耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用

した場合においても貯蔵施設を十分に支持することが

できる地盤に設置される。 

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）は杭

基礎とし，耐震Ｂクラス施設に適用される地震力及び基

準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても貯

蔵建屋を十分に支持することができる地盤に設置され

たものとする。 

貯蔵施設のうち，電気設備をはじめとする耐震Ｃクラ

ス施設，設備は，耐震Ｃクラス施設に適用される地震力

が作用した場合においても当該施設，設備を十分に支持

することができる地盤に設置されたものとする。 

また，貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変動によって

生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う

建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり込み沈下等

の周辺地盤の変状により，基本的安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設置する。 

また，貯蔵建屋は，変位が生ずるおそれがない地盤（将

来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤）に設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のｋ－３は事

業変更許可申請書（添

付書類八）のｋ－３を

具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ロ－(8)－k－3 
 

添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度を連続

して監視しており，測定値の異常な変動に対し，適切

に処置を施すことができることから，閉じ込め機能及

び除熱機能が瞬時に機能喪失に至ることはない。した

がって，そのような仮想的事象については，事故選定

及び評価の対象としない。 

原子力発電所及び使用済燃料貯蔵施設における金

属キャスクの取扱工程を以下に示す。 

(1) 原子力発電所における金属キャスクの取扱工程 

使用済燃料集合体は貯蔵する燃料仕様に適合する

ように選定し，使用済燃料集合体の種類，燃焼度に応

じ，金属キャスク内の所定の位置に収納する。使用済

燃料集合体を収納した金属キャスクは，一次蓋を取付

け，その内部を乾燥した後，内部を不活性雰囲気とす

るためヘリウムガスを封入する。さらに，二次蓋を取

付け，蓋間にヘリウムガスを充填する。 

金属キャスクを原子力発電所から搬出する前に，貯

蔵のために必要な気密漏えい検査，線量当量率検査，

温度測定検査等を行う。 

(2) 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスクの取扱

工程 

キャスク輸送車両により使用済燃料貯蔵建屋受入

れ区域に搬入された金属キャスクは，事業所外運搬に

必要な緩衝体を取り付けた状態で，受入れ区域天井ク

レーンを用いて仮置架台又はたて起こし架台に設置

する。仮置架台に設置された金属キャスクは，たて起

こしの都度，たて起こし架台へ移送する。 

金属キャスクは，たて起こし架台で緩衝体を取り外

し，受入れ区域天井クレーンを用いてたて起こし，金

属キャスクを貯蔵架台へ設置，固定した後，搬送台車

により検査架台へ移送する。 

金属キャスク表面の外観検査，線量当量率検査等を

行った後，金属キャスクは，搬送台車を用いて貯蔵区

域の所定の箇所まで移送し，貯蔵架台を床面に固定し

て貯蔵する。 

また，上記の工程を逆に行うことにより，金属キャ

スクを搬出する。 

ｋ－８2.1.1 原子力発電所における金属キャスクの取

り扱いに起因する事象 

1.5.2 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

ａ． 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用

済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震による加速度によって作用する地

震力に対して基本的安全機能が損なわれるお

それがないように設計する。 

ｂ． 使用済燃料貯蔵施設は，耐震設計上の重要度を

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，そ

れぞれの重要度に応じた地震力に十分耐える

ことができるように設計する。 

ｃ． Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して，基本的安全機能を損なわない設計

とする。 

機器系については，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合

であっても，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさないことを確

認する。 

 また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又

は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

る設計とする。 

ｄ． Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平

地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。 

    また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものと

する。 

ｅ． 貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送台

車は，Ｂクラスの設計とし，かつ，基準地震動

ＳＳによる地震力に対して，基本的安全機能を

損なわない設計とする。 

ｆ． Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ｋ－８原子力発電所

における事象であり

基本設計方針では記

載しない。 
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原子力発電所における金属キャスクの取扱工程か

ら，使用済燃料貯蔵施設での貯蔵期間中において，金

属キャスクの基本的安全機能に影響を及ぼす可能性

が想定される事象としては，使用済燃料集合体の誤収

納，金属キャスク内部の真空乾燥不足，金属キャスク

内部への不活性ガス誤充填，金属キャスク蓋部の取付

不良が考えられる。 

(1) 使用済燃料集合体の誤収納 

金属キャスクに収納する使用済燃料集合体の誤収

納を防止するため，以下のような作業管理上の対策を

講ずる。 

ａ．使用済燃料集合体の収納作業にあたり，適切な作

業要領が整備されていることを確認する。 

ｂ．使用済燃料集合体が金属キャスク内の所定の位置

に収納されていること，作業要領に従って適切に作

業が行われたことを作業記録により確認する。 

  なお，これらの対策の他，原子炉設置者により，金

属キャスクに収納した使用済燃料集合体の燃料番号

及び収納配置の水中テレビカメラによる直接確認，金

属キャスクを原子力発電所から搬出する前に収納物

検査が行われる。 

  使用済燃料集合体の誤収納が発生したとしても，金

属キャスクの基本的安全機能に直ちに著しい劣化を

及ぼすような誤収納は，原子力発電所から搬出する前

に行われる線量当量率，温度測定等の確認により異常

として検知できる。 

  さらに，上記以外の使用済燃料集合体の誤収納の発

生を想定しても，原子炉設置者は，定期的に原子炉施

設内の燃料集合体の在庫確認を実施しており，誤収納

は明らかとなるため，使用済燃料貯蔵施設において，

誤収納が発生した金属キャスクの貯蔵が，長期間にわ

たり継続されることはない。また，貯蔵期間中は蓋間

圧力の監視により閉じ込め機能が損なわれる前に異

常を検知でき，適切に処置を施すことができる。 

  なお，金属キャスクの設計においては，最大崩壊熱

量に対して余裕を考慮した保守的な崩壊熱量を用い

る等，十分な保守性を有する条件としていることか

ら，使用済燃料集合体の誤収納が発生してから判明す

るまでの間に，金属キャスクの基本的安全機能に影響

ｇ． Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるもの

については，その影響について検討を行う。そ

の場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1 を乗じたものとする。 

ｈ． 基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，

その他の安全機能を有する施設の波及的影響

によって，その基本的安全機能を損なわないよ

うに設計する。 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれ

がある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線

による公衆への影響を防止する観点から，「基本的安

全機能を確保する上で必要な施設」及び「その他の安

全機能を有する施設」に分類するとともに，耐震設計

上の重要度を次のように分類する。 

 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設 

Ｓクラス：使用済燃料貯蔵設備本体である金属キ

ャスク及び貯蔵架台 

Ｂクラス：基本的安全機能の遮蔽機能及び除熱機

能の一部を担っている貯蔵建屋 

使用済燃料の受入施設のうち，金属キ

ャスクの落下，転倒，衝突を防止する

機能を有する受入れ区域天井クレー

ン，及び金属キャスクの転倒，衝突を

防止する機能を有する搬送台車 

 

その他の安全機能を有する施設 

Ｃクラス：Ｓクラス及びＢクラスに属さないその

他の安全機能を有する施設であり，安

全機能を確保するために必要な機能

が喪失しても，基本的安全機能を損な

うおそれがない施設であり，一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性を

確保する必要がある施設 

  上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 1.5.2表

に示す。 

  第 1.5.2 表には，当該施設を支持する建物・構築物

の支持機能が保持されることを確認する地震動につ
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を及ぼすことは考えられない。 

  以上のことから，使用済燃料集合体の誤収納は，基

本的安全機能への影響を確認する事象として選定す

る必要はない。 

(2) 金属キャスク内部の真空乾燥不足 

金属キャスク内部の真空乾燥不足を防止するため，

以下のような作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．金属キャスクの真空乾燥作業にあたり，適切な作

業要領が定められていることを確認する。 

ｂ．真空乾燥作業が作業要領に従って適切に行われた

ことを作業記録により確認する。 

  なお，これらの対策の他，原子炉設置者により，作

業中の真空乾燥時間及び金属キャスク内部の圧力の

監視，作業終了時における金属キャスク内部の残留水

分の確認，クリプトンモニタによる燃料被覆管健全性

の確認が行われる。 

  真空乾燥不足が発生し，金属キャスク内部に規定量

以上の水分が残留して，使用済燃料集合体及び内部構

造物へ影響が生じた場合，除熱機能への影響及びそれ

に伴う閉じ込め機能への影響が想定されるものの，長

期的な影響が生じていたとしても，貯蔵期間中は蓋間

圧力を監視しているため，閉じ込め機能が損なわれる

前に異常を検知でき，適切に処置を施すことができ

る。 

  以上のことから，金属キャスクの真空乾燥不足は，

基本的安全機能への影響を確認する事象として選定

する必要はない。 

(3) 金属キャスク内部への不活性ガス誤充填 

金属キャスク内部への不活性ガス誤充填を防止す

るため，以下のような作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．金属キャスク内部へのヘリウムガス充填作業にあ

たり，適切な作業要領が定められていることを確認

する。 

ｂ．ヘリウムガス充填作業が作業要領に従って適切に

行われたことを作業記録により確認する。 

  なお，これらの対策の他，原子炉設置者により，金

属キャスク内部へ充填するガスのヘリウムガスであ

ることの確認，充填装置とヘリウムガスボンベとの接

続を専用の継ぎ手とし，ヘリウムガス以外のガスボン

いても併記する。 

(3) 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法によ

る。 

ａ． 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの

施設に適用することとし，それぞれクラスに応じて

次の地震層せん断力係数Ci及び震度に基づき算定す

る。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数 Ciに，次に示

す施設の耐震設計上の重要度分類に応じた係数を

乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するも

のとする。 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん断力

係数 Co を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，

地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震

層せん断力係数 Ci に乗じる施設の耐震設計上の重

要度分類に応じた係数を 1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数 Co は 1.0 以上とする。 

(b) 機器・配管系 

耐震設計上の重要度分類の各クラスの水平地震

力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数 Ciに，次

に示す施設の耐震設計上の重要度分類に応じた係

数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度を

20％増しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラス   3.0 

Ｂクラス   1.5 

Ｃクラス   1.0 

鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，貯蔵建

屋の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直

震度を 20％増しとした震度より算定するものとす

る。ただし，鉛直震度は，高さ方向に一定とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地

震力は同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 
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ベが物理的に接続できない構造とする対策が講じら

れる。 

  これらの対策により，金属キャスク内部への不活性

ガス誤充填の発生の可能性は極めて低い。 

  以上のことから，金属キャスク内部への不活性ガス

誤充填は，基本的安全機能への影響を確認する事象と

して選定する必要はない。 

(4) 金属キャスク蓋部の取付不良 

金属キャスク蓋部の取付不良を防止するため，以下

のような作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．金属キャスク蓋部の取付作業にあたり，適切な作

業要領が定められていることを確認する。 

ｂ．金属キャスクの一次蓋及び二次蓋の漏えい率が所

定の漏えい率以下であること，蓋部の取付作業が作

業要領に従って適切に行われたことを作業記録に

より確認する。 

  なお，これらの対策の他，原子炉設置者により，シ

ール面に異物がないことの確認，蓋ボルト締付け時に

おけるトルク管理，金属キャスクを発電所から搬出す

る前における気密漏えい検査が行われる。 

  これらの対策により，金属キャスク蓋部の取付不良

の発生の可能性は極めて低い。 

  さらに，貯蔵期間中は，金属キャスクの蓋間圧力を

監視することから，長期的な影響が生じたとしても，

閉じ込め機能が損なわれる前に検知でき，適切に処置

を施すことができる。 

  以上のことから，金属キャスク蓋部の取付不良は，

基本的安全機能への影響を確認する事象として選定

する必要はない。 

 

ｋ－２2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャス

クの取り扱いに起因する事象 

使用済燃料貯蔵施設における金属キャスクの取扱

工程から，金属キャスクの基本的安全機能に影響を及

ぼす可能性のある事象としては，金属キャスクの落

下・転倒，金属キャスクの衝突及び金属キャスクへの

重量物の落下が考えられる。 

(1) 金属キャスクの落下 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数 Co 等の割増

し係数の適用については，耐震性向上の観点から，

一般産業施設，公共施設等の耐震基準との関係を考

慮して設定する。 

ｂ． 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及び B クラスの施

設のうち共振のおそれのあるものに適用することと

する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震

動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用

する。 

基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳか

ら定める入力地震動を入力として，動的解析により

水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，弾性

設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を入力とし

て，動的解析により水平 2 方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定する。ここで，弾性設計用

地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳに工学的判断から求め

られる係数 0.5 を乗じて設定する。 

なお，貯蔵建屋，受入れ区域天井クレーン及び搬送

台車は，Ｂクラスの施設ではあるが，基準地震動ＳＳ

による地震力に対して，基本的安全機能を損なわな

い設計とする。 

(a) 入力地震動 

貯蔵建屋設置位置周辺は，地質調査の結果によれ

ば，貯蔵建屋を構造耐力上安全に支持し得る砂子又

層が十分な広がりをもって存在することが確認さ

れている。貯蔵建屋は，この砂子又層に杭を介して

支持させることとする。 

基準地震動ＳＳは，最新の科学的・技術的知見を踏

まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的知

見に基づき適切なものを策定する。基準地震動ＳＳ

を策定する解放基盤表面は，砂子又層のＳ波速度が

0.7km/s 以上を有する標高－218ｍの位置に想定す

ることとする。 
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受入れ区域天井クレーンによる取扱時の金属キャ

スクの落下を防止するため，以下の設計及び作業管理

上の対策を講ずる。 

ａ．受入れ区域天井クレーン及びつり具は，金属キャ

スクの総重量を十分上回る重量に耐えることので

きる強度に設計する。 

ｂ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレー

キ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二重化

する。 

ｃ．つり具は，圧縮空気が喪失した場合，金属キャス

クが外れないフェイル・セイフ設計とする。 

ｄ．つり具の取付不良を考慮して，金属キャスクを４

点つりとする。 

ｅ．つり具の取付不良を考慮して，受入れ区域天井ク

レーンフックによるつり具保持の他に安全板によ

りつり具を保持する設計とする。 

ｆ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

ｄ．の金属キャスクの４点つりについては，水平吊具

はアーム１本の保持不良があった場合でも落下せ

ず，垂直吊具は主アーム２本及び補アーム２本で二

重化しており，主アームの保持不良があった場合で

も補アームにより落下しないことから，金属キャス

クの落下の発生の可能性は極めて低い。 

  以上のことから，金属キャスクの落下は，基本的安

全機能への影響を確認する事象として選定する必要

はない。 

(2) 金属キャスクの転倒（受入れ区域天井クレーンに

よるたて起こし時） 

受入れ区域天井クレーンによるたて起こし時の金

属キャスクの転倒を防止するため，以下の設計及び作

業管理上の対策を講ずる。 

ａ．受入れ区域天井クレーン及びつり具は，金属キャ

スクの総重量を十分上回る重量に耐えることので

きる強度に設計する。 

ｂ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレー

建物・機器の動的解析モデルに対する水平方向及

び鉛直方向の入力地震動は，この解放基盤表面で定

義された基準地震動から，建物及び地盤が地震動に

与える影響を考慮して定めることとする。 

(b) 動的解析法 

イ． 貯蔵建屋 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定する。貯蔵建屋の動的解析

は，原則として，時刻歴応答解析法による。 

貯蔵建屋の動的解析に当たっては，貯蔵建屋の

剛性はその形状，構造特性及び材料特性を十分考

慮して評価し，集中質点系及び 3 次元 FEM モデル

に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建屋・杭と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，

杭の配置状況，地盤の剛性等を考慮して定める。設

計用地盤定数は，原則として，弾性波試験等に基づ

き適切に定める。 

地盤－建屋・杭連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。なお，貯蔵建屋への入力

地震動における計算での減衰定数については，各

基準地震動により生じる地盤のひずみに応じた値

とする。 

基準地震動ＳＳに対する応答解析において，貯蔵

建屋の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超

える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した

復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

ロ． 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地

震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の

上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件と

して考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，

適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき

設定する。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大

応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用さ

せて構造強度評価に用いる地震力を算定する。 
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キ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二重化

する。 

ｃ．つり具は，圧縮空気が喪失した場合，金属キャス

クが外れないフェイル・セイフ設計とする。 

ｄ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，金属キャスクの転倒の発生

の可能性は低いものの，たて起こし時には金属キャ

スクを２点つりとすることから，つり具の保持不良

により発生した金属キャスクの転倒（受入れ区域天

井クレーンによるたて起こし時）を，金属キャスク

の基本的安全機能への影響を確認する事象として

選定し，評価する。 

  なお，使用済燃料貯蔵施設は，受入れ区域天井ク

レーンによる金属キャスク移送中のたて起こし架

台上での転倒が発生したとしても，以下の拡大防止

対策を講ずることにより，金属キャスクの閉じ込め

機能に影響を与えない設計とする。 

ｅ．事業所外運搬に必要な緩衝体を取り外した状態で

金属キャスクをつり上げる場合には，床面に圧潰応

力３MPa の衝撃吸収材を敷設する。 

  評価の結果，金属キャスクの閉じ込め機能を構成

する部材に発生する応力は弾性範囲内となり，放射

性物質は放出されない。 

  以上のことから，受入れ区域天井クレーンによるた

て起こし時の金属キャスクの転倒により公衆に放射

線被ばくのリスクを及ぼすことはない。 

(3) 金属キャスクの転倒（搬送台車による移送時） 

搬送台車による移送時の金属キャスクの転倒を防

止するため，以下の設計及び作業管理上の対策を講ず

る。 

ａ．搬送台車は障害物との接触を検知する装置を設

け，衝突を防止する。 

  また，操作員及び補助員による緊急停止機構を設

ける。 

ｂ．搬送台車による移送において，急発進及び急停止

配管系については，耐震設計上の重要度分類に

おいてＣクラスの施設の配管のみであるため動的

解析は実施しない。 

ｃ． 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と

認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造

等により適切に選定する。 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下

による。 

ａ． 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

(a) 建物・構築物 

イ． 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 

ロ． 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条

件 

(b) 機器・配管系 

イ． 貯蔵時の状態 

金属キャスクを貯蔵している状態 

ｂ． 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

イ． 常時作用している荷重，すなわち固定荷重及

び積載荷重 

ロ． 貯蔵時の状態で施設に作用する荷重 

ハ． 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷

重 

ニ． 地震力，風荷重，雪荷重，降下火砕物の荷重 

ただし，ロ．貯蔵時の状態で施設に作用する荷重

には，機器系から作用する荷重が含まれるものとす

る。 

また，ニ．地震力には，機器系からの反力による

荷重が含まれるものとする。 

(b) 機器・配管系 

イ． 常時作用している荷重，すなわち死荷重 

ロ． 貯蔵時の状態で作用する荷重 

ハ． 金属キャスク取り扱い時の状態で作用する荷

重 
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による加速度又は基準地震動 Ss による加速度が作

用しても，金属キャスクが転倒することのないよう

に，移送速度を定格速度（10m／分）以下，浮上高

さを約５cm で移送する。貯蔵架台は転倒しない寸

法に設計する。 

ｃ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，搬送台車による移送時の金

属キャスクの転倒の発生の可能性は極めて低い。 

  以上のことから，搬送台車による移送時の金属キャ

スクの転倒は，基本的安全機能への影響を確認する事

象として選定する必要はない。 

(4) 金属キャスクの衝突（受入れ区域天井クレーンに

よる移送（走行，横行）時） 

受入れ区域天井クレーンによる移送（走行，横行）

時の仮置架台，たて起こし架台及び受入れ区域壁への

金属キャスクの衝突を防止するため，以下の設計及び

作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレー

キ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二重化

する。 

ｂ．受入れ区域天井クレーンは，可動範囲を制限する

インターロックを設ける。 

ｃ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，受入れ区域天井クレーンに

よる移送（走行，横行）時の仮置架台，たて起こし

架台及び受入れ区域壁への金属キャスクの衝突の

発生の可能性は極めて低い。 

  また，金属キャスクの受入れ区域天井クレーンに

よる移送時には蓋部が直接的に仮置架台，たて起こ

し架台及び受入れ区域壁に衝突することはないた

め，万一金属キャスクが仮置架台，たて起こし架台

ニ． 地震力 

ｃ． 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(a) 建物・構築物 

イ． 地震力と常時作用している荷重，貯蔵時の状

態で作用する荷重，金属キャスク取り扱いの

状態で作用する荷重，風荷重，雪荷重，降下

火砕物の荷重とを組み合わせる。 

(b) 機器・配管系 

イ． Ｓクラス 

(ｲ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力のいずれか大きい方の地震力と常時

作用している荷重，貯蔵時の状態で作用する

荷重，金属キャスク取り扱いの状態で作用す

る荷重とを組み合わせる。 

(ﾛ) 基準地震動ＳＳによる地震力と常時作用して

いる荷重，貯蔵時の状態で作用する荷重，金

属キャスク取り扱いの状態で作用する荷重

とを組み合わせる。 

ロ． Ｂクラス 

(ｲ) 静的地震力と常時作用している荷重，貯蔵時

の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱

いの状態で作用する荷重とを組み合わせる。 

(ﾛ) 共振のおそれのある場合については，弾性設

計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じた地震力と，

常時作用している荷重，貯蔵時の状態で作用

する荷重，金属キャスク取り扱いの状態で作

用する荷重とを組み合わせる。 

ハ． Ｃクラス 

(ｲ) 静的地震力と常時作用している荷重，貯蔵時

の状態で作用する荷重，金属キャスク取り扱

いの状態で作用する荷重とを組み合わせる。 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

    動的地震力については，水平 2方向と鉛直方向と

を適切に組み合わせ算定するものとする。 

 ｄ． 許容限界 

    各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状

態に対する許容限界は，次のとおりとし，JEAG 等の

安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等
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及び受入れ区域壁に衝突したとしても，基本的安全

機能への影響は小さい。 

  以上のことから，受入れ区域天井クレーンによる移

送（走行，横行）時の仮置架台，たて起こし架台及び

受入れ区域壁への金属キャスクの衝突は，基本的安全

機能への影響を確認する事象として選定する必要は

ない。 

(5) 金属キャスクの衝突（受入れ区域天井クレーンに

よるつり下げ時） 

受入れ区域天井クレーンによるつり下げ時の仮置

架台，たて起こし架台，貯蔵架台への金属キャスクの

衝突を防止するため，以下の設計及び作業管理上の対

策を講ずる。 

ａ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ及びブレ

ーキは，故障を考慮して二重化する。 

ｂ．金属キャスクは，貯蔵期間中に操作員の単一の誤

操作により発生すると予想される貯蔵架台への衝

突，金属キャスク取扱時の仮置架台，たて起こし架

台との衝突事象に対し，基本的安全機能を損なわな

い構造強度を有する設計とする。 

ｃ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，受入れ区域天井クレーンに

よるつり下げ時の仮置架台，たて起こし架台及び貯

蔵架台への金属キャスクの衝突の発生の可能性は

極めて低く，万一発生したとしても，金属キャスク

の基本的安全機能は維持される。 

  以上のことから，受入れ区域天井クレーンによるつ

り下げ時の仮置架台，たて起こし架台及び貯蔵架台へ

の金属キャスクの衝突は，基本的安全機能への影響を

確認する事象として選定する必要はない。 

(6) 金属キャスクの衝突（搬送台車による移送時） 

搬送台車による移送時の他の構造物及び機器への

金属キャスクの衝突を防止するため，以下の設計及び

作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．搬送台車には障害物との接触を検知する装置を設

で妥当性が確認されている値を用いる。 

(a)  建物・構築物 

イ． 貯蔵建屋 

(ｲ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

地震力との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

(ﾛ) 保有水平耐力 

建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐

力に対して重要度に応じた妥当な安全余裕を有

していることを確認するものとする。 

(ﾊ) 基準地震動ＳＳとの組合せに対する許容限界 

貯蔵建屋が構造物全体として変形能力（終局耐

力時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐

力に対して妥当な安全余裕をもたせることとす

る。 

終局耐力は，貯蔵建屋に対する荷重又は応力を

漸次増大していくとき，その変形又は歪みが著し

く増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実

験等に基づき適切に定めるものとする。 

ロ． Ｃクラスの建物・構築物 

上記イ．(ｲ)による許容応力度を許容限界とす

る。 

(b)  機器・配管系 

イ． Ｓクラスの機器系 

(ｲ) 基準地震動ＳＳによる地震力との組合せに対

する許容限界 

荷重条件に対して，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさないように応力，荷重等

を制限する値を許容限界とする。 

(ﾛ) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的

震度による地震力との組合せに対する許容

限界 

荷重条件に対して，応答が全体的におおむね弾

性状態に留まる限度を許容限界とする。 

ロ． Ｂクラス及びＣクラスの機器系 

    発生する応力に対して，応答が全体的におおむ
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け，衝突を防止する。また，操作員及び補助員によ

る緊急停止機構を設ける。 

ｂ．搬送台車は，移送速度を定格速度（10m／分）以

下，浮上高さを約５cmで移送する。 

ｃ．金属キャスクは，貯蔵期間中に操作員の単一の誤

操作により発生すると予想される貯蔵架台への衝

突，金属キャスク取扱時の他の構造物及び機器との

衝突事象に対し，基本的安全機能を損なわない構造

強度を有する設計とする。 

ｄ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，搬送台車による移送時の他

の構造物及び機器への衝突の発生の可能性は極め

て低く，万一発生したとしても，金属キャスクの基

本的安全機能は維持される。 

  以上のことから，搬送台車による移送時の他の構造

物及び機器への金属キャスクの衝突は，基本的安全機

能への影響を確認する事象として選定する必要はな

い。 

(7) 金属キャスクへの重量物の落下（緩衝体） 

金属キャスクへの緩衝体の落下を防止するため，以

下の設計及び作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．受入れ区域天井クレーンは，自重，地震荷重及び

吊荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上耐え

得る設計とする。 

ｂ．受入れ区域天井クレーンは，可動範囲を制限する

インターロックを設ける。 

ｃ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，金属キャスクへの緩衝体の

落下の発生の可能性は極めて低い。 

  以上のことから，金属キャスクへの緩衝体の落下

は，基本的安全機能への影響を確認する事象として選

ね弾性状態に留まる限度を許容限界とする。な

お，Ｂクラスの機器で基準地震動ＳＳによる地震

力に対して基本的安全機能を損なわない設計と

するものは，荷重条件に対して，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設に要求される機能に影響を及ぼさない限度を

許容限界とする。 

(5) 設計における留意事項 

ａ． 波及的影響に対する考慮 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，そ

の他の安全機能を有する施設の波及的影響によっ

て，その基本的安全機能を損なわないように設計す

る。この波及的影響の評価に当たっては，以下の４つ

の観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行

い，事象選定及び影響評価を実施するとともに，基準

地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力を適用す

る。 

波及的影響の評価に当たっては， 基本的安全機能

を確保する上で必要な施設の設計に用いる地震動又

は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定

に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて

適切に設定する。また，波及的影響の確認においては

水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する

場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定

し評価する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，4つの

観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな

検討事項が抽出された場合には，その観点を追加す

る。 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因す

る相対変位又は不等沈下による影響 

イ． 相対変位 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力

によるその他の安全機能を有する施設と基本的安

全機能を確保する上で必要な施設の相対変位によ

り，基本的安全機能を確保する上で必要な施設の

基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

ロ． 不等沈下 
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定する必要はない。 

(8) 金属キャスクへの重量物の落下（三次蓋，二次蓋） 

金属キャスクへの三次蓋及び二次蓋の落下を防止

するため，以下の設計及び作業管理上の対策を講ず

る。 

ａ．受入れ区域天井クレーンは，自重，地震荷重及び

吊荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上耐え

得る設計とする。 

ｂ．作業要領を十分整備し，監督者の直接指揮下で金

属キャスクの取扱作業を行う管理体制をとる。監督

者は，金属キャスクの移送及び取扱いに関して知識

を有し，教育・訓練経験を有する実務経験のあるも

のが従事する。 

  これらの対策により，金属キャスクへの三次蓋及

び二次蓋の落下の発生の可能性は低いが，三次蓋及

び二次蓋は取り付け又は取り外しの作業を行う際

に，つり具の保持不良により落下の発生の可能性が

あるため，発生した場合における金属キャスクの基

本的安全機能への影響を確認する事象として選定

し，評価する。 

  評価においては，事業所外運搬に供する三次蓋の

取り付け又は取り外し作業時に三次蓋が二次蓋に

落下する事象，及び二次蓋金属ガスケットの交換作

業時に二次蓋が一次蓋に落下する事象の発生を想

定して，下記の拡大防止対策を講じ，金属キャスク

の閉じ込め機能に影響を与えないことを確認する。 

ｃ．事業所外運搬に供する三次蓋の取り付け又は取り

外しの作業，及び二次蓋金属ガスケットの交換作業

を行う場合には，金属キャスク上での三次蓋及び二

次蓋のつり上げ高さを 10cm 以下に制限する。 

  評価の結果，金属キャスクへの三次蓋及び二次蓋

の落下が発生しても金属キャスクの閉じ込め機能

を構成する部材に発生する応力は弾性範囲内とな

り，放射性物質は放出されない。 

  以上のことから，金属キャスクへの三次蓋及び二次

蓋の落下により公衆に放射線被ばくのリスクを及ぼ

すことはない。 

 

 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力

に対して不等沈下により，基本的安全機能を確保

する上で必要な施設の基本的安全機能を損なわな

いことを確認する。 

(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設と

その他の安全機能を有する施設との接続部に

おける相互影響 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力

に対して，基本的安全機能を確保する上で必要な施

設に接続するその他の安全機能を有する施設の損

傷により，基本的安全機能を確保する上で必要な施

設の基本的安全機能を損なわないことを確認する。 

(c) 貯蔵建屋内におけるその他の安全機能を有す

る施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安

全機能を確保する上で必要な施設への影響 

基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震力

に対して，貯蔵建屋内のその他の安全機能を有する

施設の損傷，転倒及び落下等により，基本的安全機

能を確保する上で必要な施設の基本的安全機能を

損なわないことを確認する。 

(d) 貯蔵建屋外におけるその他の安全機能を有す

る施設の損傷，転倒及び落下等による基本的安

全機能を確保する上で必要な施設への影響 

イ. 基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震

力に対して，貯蔵建屋外のその他の安全機能

を有する施設の損傷，転倒及び落下等により，

基本的安全機能を確保する上で必要な施設の

基本的安全機能を損なわないことを確認す

る。 

ロ. 基準地震動ＳＳ又は基準地震動ＳＳによる地震

力に対して，基本的安全機能を確保する上で

必要な施設の周辺斜面が崩壊しないことを確

認する。 

(6) 周辺斜面 

貯蔵建屋の周辺斜面は，基準地震動ＳＳによる地震

力に対して，貯蔵建屋に影響を及ぼすような崩壊を起

こすおそれがないものとする。 

なお，貯蔵建屋設置位置付近に存在する斜面は，最

大高さ約 13ｍであり，斜面勾配は最大 1：2 で，高さ
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2.1.3 貯蔵期間中に基本的安全機能に影響を及ぼす可

能性のある事象 

  使用済燃料貯蔵施設における貯蔵期間中に金属キ

ャスクの基本的安全機能に影響を及ぼす可能性のあ

る事象として，使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞，

ｋ－５火災・爆発，ｋ－６経年変化，発生することが

想定されるｋ－９自然災害等が考えられる。 

(1) 使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞 

使用済燃料貯蔵建屋には，金属キャスク表面から金

属キャスク周囲の空気に伝えられた使用済燃料集合

体の崩壊熱を，その熱量に応じて生じる空気の通風力

を利用して使用済燃料貯蔵建屋外へ放散するため，給

気口及び排気口を設ける。金属キャスクを貯蔵する貯

蔵区域の給気口フード下端の位置は地上高さ約６ｍ，

排気口の位置は地上高さ約 23ｍであり，むつ特別地

域気象観測所の観測記録（1935 年～2012 年）によれ

ば，最大積雪量は 170cm（1977 年２月 15 日）である

ことから，給排気口が積雪により閉塞されることはな

い。また，考慮すべき降下火砕物の最大堆積層厚は約

30cm（恐山の火山灰）であり，給排気口が降下火砕物

により閉塞されることはない。 

給気口の開口寸法は，幅約４ｍ，高さ約 3.5ｍであ

り，排気口の開口寸法は，幅約８ｍ，高さ約３ｍであ

る。また，風雨，ばい煙の影響を考慮し，給気口には

フード，排気口には遮風板を設置するため，外部から

異物が飛来してきたとしても，給排気口が閉塞される

可能性は極めて低い。また，植物や小動物による給排

気口の閉塞については，事象の進展が緩慢であり，定

期的な巡視により検知・除去することができることか

ら，給排気口が閉塞される可能性は極めて低い。 

  以上のことから，使用済燃料貯蔵建屋給排気口の閉

塞は，基本的安全機能への影響を確認する事象として

選定する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

5ｍ毎に幅 1.5ｍの小段を設けている。また，斜面法尻

と貯蔵建屋との距離が 50ｍ以上確保されている。 

したがって，斜面の崩壊に対して基本的安全機能が

損なわれるおそれはない。 

第 1.5.2 表 施設の耐震性評価の考え方 

 主要設備 

（注１） 

直接支持構造物 

（注２） 

主要設備や直接支持構

造物に対する間接支持

構造物 

（注３） 

主要設備や直接支持構

造物との相互影響を考

慮すべき設備（注４） 

間接支持構造物に

よる影響や相互影

響を考慮した影響

の評価に用いる地

震力 

適用範囲 

耐震 

クラ

ス 

適用範囲 

耐震 

クラ

ス 

基本的安

全機能を

確保する

上で必要

な施設 

・金属キャスク Ｓ ・貯蔵架台 Ｓ ・貯蔵建屋 

・受入れ区域 

天井クレーン 

・搬送台車 

基準地震動ＳＳに

より定まる地震力 

・受入れ区域天井クレ

ーン 

Ｂ 

・受入れ区域天井クレ

ーンの支持構造物 

Ｂ ・貯蔵建屋 ― 

Ｂクラス施設に適

用される静的地震

力 

・搬送台車 

・貯蔵建屋 

Ｂ ― ― ― ― ― 

その他の

安全機能

を有する

施設 

・仮置架台 

・たて起こし架台 

・検査架台 

・圧縮空気供給設備 

・蓋間圧力検出器 

・表面温度検出器 

・給排気温度検出器 

・表示・警報装置 

・廃棄物貯蔵室 

・エリアモニタリング

設備 

・周辺監視区域境界付

近固定 

モニタリング設備 

・無停電電源装置 

・電源車 

・共用無停電電源装置 

・軽油貯蔵タンク（地

下式） 

・通信連絡設備 

・消防用設備 

・その他 

Ｃ 

・機器，電気計装設備

等の支持構造物 

Ｃ 

・貯蔵建屋 

・事務建屋 等 

― 

Ｃクラス施設に適

用される静的地震

力 

（注１）主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

（注２）直接支持構造物とは，主要設備に直接取り付けられる支持構造物，若しく

はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

（注３）間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物

（建屋）をいう。 

（注４）設備相互間の影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備を

いう。 
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ｋ－５(2) 火災・爆発 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又

は難燃性材料を使用する設計とする。 

使用済燃料貯蔵建屋内の貯蔵区域，受入れ区域，付

帯区域はコンクリート壁により区画するとともに，

「建築基準法」に基づく防火区画を設ける。また，火

災感知設備，消火器，動力消防ポンプ，防火水槽を「消

防法」に基づいて適切に設置する。さらに，使用済燃

料貯蔵建屋内で火気を使用する場合には，火気エリア

への可燃性物質の持ち込みを制限するとともに，不燃

シート等でエリアを養生する。 

これらの対策により，火災・爆発の発生の可能性は

低いが，万一発生した場合における金属キャスクの基

本的安全機能への影響を確認する事象として選定し，

評価する。評価の結果，可燃性物質の持ち込み制限に

より，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮

置きしない運用としており，使用済燃料貯蔵建屋内で

火災が発生したとしても，可燃性物質の数量及び発熱

量からみて，金属キャスクの基本的安全機能を損なう

ことはない。 

  以上のことから，火災・爆発により公衆に放射線被

ばくのリスクを及ぼすことはない。 

(3) 経年変化 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャス

クの構成部材は，設計貯蔵期間中の温度，放射線等の

環境，並びにその環境下での腐食，クリープ，応力腐

食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材

料を選定し，その必要とされる強度，性能を維持し，

必要な安全機能を失うことのない設計とするため，経

年変化による基本的安全機能を損なうような著しい

劣化はない。 

万一，異常が発生した場合でも，金属キャスク蓋間

圧力，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び貯蔵区域の

放射線レベルを常に監視していることから基本的安

全機能の劣化を検知でき，適切に処置を施すことがで

きる。 

  以上のことから，経年変化は，基本的安全機能への

影響を確認する事象として選定する必要はない。 

 

ｋ－４1.6 津波による損傷の防止 

1.6.1 津波防護の基本方針 

使用済燃料貯蔵施設が事業（変更）許可を受けた基準

津波に相当する仮想的大規模津波により受入れ区域の損

傷を仮定しても，基本的安全機能が損なわれるおそれが

ないよう，津波防護基本方針の対象とする設備に対する

仮想的大規模津波の影響を評価し，影響に応じた津波防

護対策を講じる設計とする。 

1.6.1.1 津波防護基本方針の対象とする設備 

使用済燃料貯蔵施設が，仮想的大規模津波により，そ

の基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう，津波

防護基本方針の対象となる設備は，使用済燃料貯蔵設備

本体（金属キャスク及び貯蔵架台），並びに貯蔵区域（貯

蔵区域の遮蔽扉を除く。）とする。 

なお，受入施設については，津波防護基本方針の対象

とする設備としないが，受入施設のうち仮置架台，たて

起こし架台及び検査架台については，津波防護基本方針

の対象となる設備に対して影響を及ぼさないよう，仮想

的大規模津波により漂流しない設計とする。仮置架台及

びたて起こし架台については，最も厳しい条件となる金

属キャスクが仮置きされた状態において漂流しない設計

とする。 

また，敷地内への津波の浸水を前提として，使用済燃

料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう設計す

るため，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

は設置しない。 

1.6.2 仮想的大規模津波の設定 

各施設・設備の評価に用いる津波として，更なる安全

性向上の観点から，既往の知見を大きく上回る仮想的大

規模津波を想定し，これを基準津波に相当する津波とし

て，津波防護施設及び浸水防止設備の設置による遡上波

の到達や流入の防止は行わず遡上波が使用済燃料貯蔵施

設に到達する前提とする。 

仮想的大規模津波は津波高さ T.P.＋23ｍの津波であ

り，使用済燃料貯蔵建屋の設置位置で一様に７ｍの浸水

深となる。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を設置

しないことから，個別の入力津波は設定しない。 

 

設工認のｋ－４は事

業変更許可申請書（添

付書類八）のｋ－４を

具体的に記載してお

り，整合している。 
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ｋ－９(4) その他自然災害等 

 ａ．自然災害 

  地震，津波，風（台風），降水等の自然現象に対し

ては，敷地周辺の過去の記録に基づいて敷地で考えら

れる最も過酷な場合を想定する等，十分な安全設計を

講ずる。 

  したがって，これらの自然現象が使用済燃料貯蔵施

設の安全評価で想定する異常な状態の誘因になるこ

と，また，異常な状態を拡大することは考えられない。 

ｋ－３ (a) 地震 

  耐震設計に当たっては，使用済燃料貯蔵建屋は十分

な支持性能をもつ地盤に設置する設計とする。また，

使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれが

ある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響を防止する観点から，耐震設計上の

重要度分類ごとにそれぞれの重要度に応じた地震力

に十分耐えることができる設計とする。また，基本的

安全機能を確保する上で必要な施設は，その他の安全

機能を有する施設の波及的影響によってその基本的

安全機能を損なわない設計とする。 

ｋ－９ (b) 津波 

  津波については，既往の知見を大きく上回る高さ

T.P.＋23ｍの仮想的大規模津波を想定し，これを基準

津波に相当する津波として遡上波が敷地に到達し，浸

水深が７ｍとなり，使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域

に金属キャスクが仮置きされている状態で仮想的大

規模津波による使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域の

損傷を仮定しても，基本的安全機能が損なわれるおそ

れはない。 

 (c) 地震及び津波以外の想定される自然現象 

  風（台風），低温・凍結，降水，積雪については，敷

地周辺の過去の記録に基づいて敷地で考えられる最

も過酷な場合を想定した設計を行う。 

  洪水については，敷地の地形及び表流水の状況から

判断して，敷地が被害を受けることは考えられない。 

  地滑りについては，敷地付近の地形及び地質の状況

から判断して，地滑りに対する特別な考慮は不要であ

る。 

  生物学的事象については，植物や小動物による使用

1.6.3 津波防護対策 

｢1.6.2 仮想的大規模津波の設定｣で設定した仮想的

大規模津波による津波防護基本方針の対象とする設備へ

の影響を，基本的安全機能への影響の有無の観点から評

価することにより，施設の特性に応じた津波防護対策を

実施する。 

仮想的大規模津波による敷地内の浸水を想定しても，

以下の対策により金属キャスク（貯蔵区域）の基本的安

全機能を確認するための監視を継続して実施する。 

津波襲来後の活動に対して，電気設備は活動拠点へ給

電できる設計とし，給電された通信連絡設備を用いてリ

サイクル燃料備蓄センター内外へ通報連絡できる設計と

する。 

また，津波襲来により金属キャスクの通常の監視機能

が喪失するため，計測設備及び放射線監視設備について

は，以下を考慮した設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により金属キャスク

の表面温度及び蓋間圧力を計測できる設計とする。 

・計測設備のうち代替計測用計測器により貯蔵建屋給排

気口近傍の温度を計測できる設計とする。 

・放射線監視設備のうち代替の放射線サーベイ機器によ

り貯蔵建屋内及び周辺監視区域付近の放射線を計測

できる設計とする。 

上記の電気設備，通信連絡設備，代替計測用計測器，

放射線サーベイ機器は，仮想的大規模津波の津波高さ

T.P.＋23ｍより標高の高い敷地南側高台又は敷地南東側

高台の活動拠点に配備する。 

なお，使用済燃料貯蔵施設の浸水を想定した活動に必

要な対策や体制を整備することを保安規定に定め，運用

する。 

1.6.4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の設計

方針 

貯蔵建屋の貯蔵区域は，波力及び津波漂流物の衝突に

耐えるよう設計する。 

貯蔵建屋については，水深係数３を用いた仮想的大規

模津波に伴う波圧に対する評価に基づき，貯蔵区域の外

壁において，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，変形，

応力が許容値を超えないことを評価する。 

同様に，貯蔵区域の遮蔽扉（３箇所）においても，閉鎖
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済燃料貯蔵建屋給排気口の閉塞は事象の進展が緩慢

であり，使用済燃料貯蔵建屋給排気口への自主的なバ

ードスクリーン及び排気ルーバの設置や定期的な巡

視により，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を損

なうおそれはない。 

  竜巻については，過去の実績値を考慮した最大風速

等から設定した設計荷重に対して，構造健全性を維持

することにより基本的安全機能を損なわない設計と

する。 

  落雷については，「建築基準法」に基づく避雷設備

を使用済燃料貯蔵建屋に設けることから，使用済燃料

貯蔵施設の基本的安全機能を損なうおそれはない。 

  敷地周辺の火山については，その活動性や敷地との

位置関係から判断して，設計対応不可能な火山事象が

使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分に

小さい。 

  森林火災については，使用済燃料貯蔵施設と森林と

の間に防火帯を設置し，防火帯外縁から適切な離隔距

離を保つことにより，敷地外の森林から出火し敷地内

の植生へ延焼した場合であっても，使用済燃料貯蔵施

設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 ｂ．使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。） 

 (a) ダムの崩壊 

  リサイクル燃料備蓄センター周辺には，ダムの崩壊

により影響を及ぼすような河川はないことから，ダム

の崩壊を考慮する必要はない。 

 (b) 有毒ガス 

  リサイクル燃料備蓄センター周辺には，石油コンビ

ナート等の有毒物質を貯蔵する固定施設はなく，陸上

輸送用の可動施設についても，幹線道路から使用済燃

料貯蔵施設は離れている。また，金属キャスク貯蔵期

間中は金属キャスク及び各設備の点検，保守及び巡視

の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人が常駐する

ことはなく，外部火災に伴う有毒ガスの流入時には使

用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅速に避難することか

ら，有毒ガスに対する使用済燃料貯蔵建屋の居住性を

考慮する必要はない。 

されている状態で，仮想的大規模津波に伴う波圧に対し，

応力が許容値を超えないことを評価する。 

また，貯蔵区域の外壁及び遮蔽扉の評価においては，

津波波圧による荷重に対する確認に加え，津波波圧によ

る荷重及び津波漂流物による衝突荷重に対する評価を行

う。 

なお，受入れ区域については，仮想的大規模津波に伴

う波圧に対し，外壁の応力が許容値を超えることから損

傷を仮定する。 

貯蔵区域に貯蔵されている金属キャスク及び貯蔵架台

は，その基本的安全機能が貯蔵区域の浸水により損なわ

れないよう設計するとともに，受入れ区域の損傷を仮定

しても，落下物等の衝突により仮置きされている金属キ

ャスクの閉じ込め機能が損なわれないよう設計する。 

金属キャスクについては，損傷を仮定する受入れ区域

には貯蔵しないが，金属キャスクの搬入・搬出時に津波

の襲来を受けた場合を仮定して，受入れ区域の損傷に伴

う落下物や津波漂流物に対し，金属キャスクの密封境界

部がおおむね弾性範囲内にとどまることを評価する。 

なお，津波漂流物については，仮に，貯蔵区域の遮蔽

扉が開放された状態で受入れ区域が損傷しても，損傷し

た受入れ区域が障壁となること等の理由から，衝撃力の

ある大型の漂流物が貯蔵区域の機器搬出入口から支障な

く流入し金属キャスク及び貯蔵架台に衝突する可能性は

極めて小さいと考えられる。 

また同様に，損傷した受入れ区域が障壁となることか

ら，貯蔵区域に設置している貯蔵架台に直接波力が作用

することはないが，仮に貯蔵架台に固定している金属キ

ャスク及び貯蔵架台に対して，仮想的大規模津波による

水流が水平方向に作用しても，金属キャスク，貯蔵架台

及び床面の固定状態が維持されることを評価する。 

 

ｋ－５1.8 火災等による損傷の防止 
1.8.1 火災・爆発の防止に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的

安全機能を損なうことのないよう，火災及び爆発の発

生防止，火災及び爆発の発生の早期感知及び消火，火災

及び爆発の影響軽減について適切に組み合わせた火災

防護対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のｋ－５は事

業変更許可申請書（添

付書類八）のｋ－５を

具体的に記載してお

り，整合している。 
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 (c) 船舶の衝突 

  リサイクル燃料備蓄センターの敷地は，標高約 20

ｍ～約 30ｍのなだらかな台地に位置し，造成高は標

高 16ｍである。また，敷地前面の海岸からの離隔は約

500ｍの位置にあり，十分な離隔を確保していること

から，船舶の衝突を考慮する必要はない。 

 (d) 電磁的障害 

  使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属キ

ャスクに収納した状態で静的に貯蔵する施設であり，

電磁干渉や無線電波干渉によって基本的安全機能を

損なうことはないことから，電磁的障害を考慮する必

要はない。 

 (e) 飛来物（航空機落下） 

  リサイクル燃料備蓄センター周辺には，飛来物の発

生の要因となり得る工場はない。また，使用済燃料貯

蔵建屋への航空機の落下確率は，10-7回/施設・年以下

であり，航空機落下を考慮する必要はない。 

 (f) 爆発 

  リサイクル燃料備蓄センターから最も近い石油コ

ンビナートは 40km 以上離れており，爆発を考慮する

必要はない。また，リサイクル燃料備蓄センター周辺

の高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，使用済燃料

貯蔵建屋から高圧ガス類貯蔵施設までの離隔距離を，

貯蔵される高圧ガスの種類及び貯蔵量から算出した

危険限界距離以上確保することにより，使用済燃料貯

蔵施設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

 (g) 近隣工場等の火災 

  リサイクル燃料備蓄センター周辺における近隣の

産業施設の危険物貯蔵施設の火災及びリサイクル燃

料備蓄センター敷地内の危険物貯蔵設備の火災につ

いては，算出される輻射強度に基づき，使用済燃料貯

蔵建屋外壁の表面温度をコンクリート許容温度以下

とすることにより，使用済燃料貯蔵建屋の基本的安全

機能を損なわない設計とする。 

  航空機墜落による火災については，使用済燃料貯蔵

建屋を中心として墜落確率が 10-7回/施設・年に相当

する標的面積をもとにした離隔距離を算出して墜落

地点とし，使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度をコン

クリート許容温度以下とすることにより，使用済燃料

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上

では，金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属製

の不燃性材料でありそれ自体が火災発生源となること

はないが，周囲で発生した火災の熱的な影響により金

属キャスクの基本的安全機能を損なうことのないよ

う，金属キャスク周囲における火災防護対策を講ずる。

使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）につ

いては，基本的安全機能のうち貯蔵建屋が担っている

遮蔽及び除熱の機能が火災により損なわれないよう，

耐火能力を有するコンクリート壁，防火扉及び防火シ

ャッタで構成する。また，金属キャスクを取り扱う設備

である受入れ区域天井クレーン及び搬送台車について

は，金属キャスク取扱い中の火災による金属キャスク

の落下，転倒及び重量物の落下による波及的影響を防

止する設計とする。 
なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損

なうような爆発を発生させる機器・設備は存在しない。 
1.8.2 火災の発生防止 
(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又

は難燃性材料を使用する設計とするとともに，ケーブ

ルについても金属キャスクへの影響に応じて難燃ケ

ーブル等を使用する設計とする。 
ａ．主要な施設及び構造材に対する不燃性材料の使

用 
(a) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

は，以下の通り不燃性材料を使用する設計とす

る。 
ⅰ．金属キャスク及び貯蔵架台は，主要材料が

金属製の不燃性材料とする。 
ⅱ．受入れ区域天井クレーンのつり具，ブレー

キ，ワイヤロープは金属製とする。 
ⅲ．搬送台車のドライブユニットは，鋼板製の

カバーで囲んだ構造とする。 
ⅳ．貯蔵建屋は，不燃性材料を構造材とする鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造及び鉄骨造）とする。 
(b) 基本的安全機能を確保する上で必要な施設

以外の施設についても，実用上可能な限り
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評価の結果，ｋ－１使用済燃料貯蔵施設では，公

衆に放射線被ばくのリスクを及ぼす事象の発生は想

定されず，評価すべき設計最大評価事故はないこと

から事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼすことは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵建屋の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

  また，火災の影響により使用済燃料貯蔵建屋内の雰

囲気温度や空気の流れの状態が変化することを考慮

しても，金属キャスクの基本的安全機能を損なうこと

はない。 

  以上のことから，その他自然災害等は，基本的安全

機能への影響を確認する事象として選定する必要は

ない。 

2.2 事故評価 
「2.1 事故選定」の評価結果から，ｋ－１使用済

燃料貯蔵施設では，公衆に放射線被ばくのリスクを及

ぼす事象の発生は想定されず，評価すべき設計最大評

価事故はない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不燃性材料を使用する設計とする。 
ⅰ．受入設備（仮置架台，たて起こし架台，検

査架台）は金属製である。なお，たて起こ

し架台及びその周辺に敷設する衝撃吸収

材は木材をステンレス板で覆い，着火しな

い構造とする。 
ⅱ．配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管，

盤の筐体及びこれらの支持構造物のうち

主要な構造材は，金属製の不燃性材料を使

用する。 
ⅲ．火災時に着火するおそれのある材料を貯蔵

建屋に設置する場合は，耐火被覆により着

火しない構造とする。 
ｂ．難燃ケーブル及び難燃性ケーブルの使用 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己

消火性について UL 垂直燃焼試験の試験規格に適

合するとともに，延焼性について IEEE383，
IEEE1202 の試験規格に適合した難燃ケーブル，

又はそれらの試験規格に基づく実証試験に合格

した難燃ケーブルを使用する設計とする。 
その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合

品と同等以上の難燃性ケーブルを使用する設計

とするか，又は金属製の盤，電線管に収納する設

計とする。 
ｃ．換気空調設備のフィルタ 

貯蔵建屋のうち，金属キャスクを貯蔵する貯蔵

区域及び金属キャスクを仮置きする受入れ区域

は除熱のための空気の通風を自然換気により行

い，換気空調設備のフィルタは使用しない。 
ｄ．保温材に対する不燃性材料の使用 

保温材は，空気圧縮機配管の火傷防止保温や冷

却水ポンプ保温等，配管，ポンプ等の火傷防止，

防露，凍結防止に使用することを目的としてお

り，不燃性材料を使用する設計とする。 
ｅ．貯蔵建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

   貯蔵建屋のうち，貯蔵区域の壁の一部（床面から 1.6
ｍの範囲），受入れ区域の床及び壁の一部（床面から

1.6ｍの範囲）は，不燃性のエポキシ樹脂系塗料にて塗

装する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ－１評価の結果，使

用済燃料貯蔵施設で

は，公衆に放射線被ば

くのリスクを及ぼす

事象の発生は想定さ

れず，評価すべき設計

最大評価事故はない

ことから，事業所周辺

の公衆に放射線障害

を及ぼすことはない

ことを事業許可に記

載し許可を得ている。 
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(2) 火災の発生防止 
発火性又は引火性物質に対して漏えい防止対策を

講じ，電気系統には遮断器を設け過電流による電気火

災防止対策（過熱及び損傷の防止対策）を講ずる設計

とする。 
なお，使用済燃料貯蔵施設においては，可燃性の蒸

気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがなく，着火源

となる火花を発生する設備や高温の設備で異常な温

度上昇の防止対策を必要とする設備は設置しない。ま

た，使用済燃料集合体は，金属製の乾式キャスクに収

納しており，冷却水が存在しないことから，冷却水が

放射線分解により水素を発生することはない。 
蓄電池の過充電に伴う水素ガス発生防止のために，

無停電電源装置，共用無停電電源装置及び直流電源装

置は，整流器過電圧時に整流器を停止する機能を有す

る設計とする。また，無停電電源装置，共用無停電電

源装置及び直流電源装置を設置する部屋は室内環境

維持及び水素が発生した際にその濃度を低減するこ

とを目的として換気を行う。 
可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管されて

いる可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに設

定されている耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁が必

要な耐火時間を満足するよう持ち込みを制限する。 
また，貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置きしな

い運用とする。 
ａ．発火性物質及び引火性物質の漏えい防止対策 

貯蔵区域及び受入れ区域に設置する発火性又

は引火性物質である潤滑油又はグリスを内包す

る機器は，密閉構造の軸受により潤滑油及びグリ

スの漏えいを防止するか，受け皿を設置して漏え

いの拡大を防止する設計とする。 
   軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令に従

い，軽油の漏れに対応できるよう，繊維強化プラスチ

ックによるタンクの被覆や漏えいの検知を行う設計

とする。また，電源車についても，軽油の漏れ，あふ

れ又は飛散による火災を防止できるよう，電源車周囲

に軽油の拡散防止対策を施す設計とする。 
ｂ．電気系統の過電流による電気火災防止対策 

電気系統は，「電気設備に関する技術基準を定
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める省令」に基づき，過電流継電器と遮断器の組

合せにより故障機器系統の早期遮断を行い，過負

荷や短絡に起因する過熱，焼損による電気火災を

防止する設計とする。 
(3) 落雷による火災発生の防止 

貯蔵建屋は地上高さ 20ｍを超える設計であり，落雷

による火災発生を防止するため，建築基準法に基づき

JIS A 4201「建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠し

た避雷設備を設置する設計とする。 
1.8.3 火災の感知及び消火 

火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行

うため，火災感知設備及び消火設備を設置する設計と

する。これらの設備は，その故障，損壊又は異常な作動

により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に支障を

及ぼすおそれがないものとする。 
(1) 火災感知設備 

貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域に，「消防法」に

基づき，火災区域内を網羅するように火災感知器を設

置するとともに，火災警報を警報設備である火災受信

機において表示，吹鳴する設計とする。 
ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知器は，早期に火災を感知できるよう，

各室における取付け面高さ，温度及び霧が発生す

る環境条件，予想される火災の性質（炎が生じる

前に発煙する，火災が発生すると温度が上昇す

る，及び煙は霧や靄の影響を受けると感知が困難

である）を考慮して型式を選定する。 
外部から流入した霧及び靄が滞留して感知器

の機能に支障を及ぼすおそれのある場所に設置

する火災感知器は，機能に支障のないように熱感

知器（差動式スポット型感知器）を選定する。そ

の他の場所に設置する火災感知器は，火災時に炎

が生じる前の広範囲の発煙段階から感知できる

煙感知器を選定する。そのうち，天井が高く広い

区域に設置する火災感知器は，その区域を監視で

きる煙感知器（光電式分離型感知器）を選定し，

その他の場所に設置する火災感知器は，煙感知器

（光電式スポット型感知器）を選定する。 
ｂ．火災受信機 
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貯蔵建屋の火災警報は，出入管理建屋の火災受

信機及び監視盤室の表示機（副受信機）において

表示，吹鳴する設計とする。 
また，事務建屋の火災受信機においても表示，

吹鳴する設計とする。 
ｃ．火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源が喪失しても有効な

蓄電池（60 分間監視後に 10 分以上吹鳴）を有し

ている。 
また，上記に加え，受変電施設に設置している

共用無停電電源装置から給電される設計とする。 
(2) 消火設備 

貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域は，除熱のため

の空気を通風させる給気口及び排気口が設置されて

おり煙が充満しないこと及び放射線の影響により消

火活動が困難となることはないことから固定式消火

設備は設置しないが，貯蔵区域及び受入れ区域で想定

される火災に対して，消火活動を早期に行うことを目

的に，「消防法」に基づき適切に消火器，動力消防ポン

プ及び防火水槽を設置する。 
使用済燃料貯蔵施設における火災発生時には，自衛

消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火災発生時

の消火活動に関する教育及び自衛消防隊による総合

的な訓練を定期的に実施する。 
(3) 自然現象の考慮 

ａ．凍結防止対策 
動力消防ポンプの水源となる防火水槽は，冬季

の凍結を考慮して地下に設置する設計とする。 
ｂ．風水害対策 

貯蔵区域及び受入れ区域で想定される火災の

性質に応じて配置する消火器及び動力消防ポン

プは，風雨時の屋外でも使用可能な設計とする。 
1.8.4 火災の影響軽減 

火災の影響軽減措置（火災に対する防護措置）とし

て，貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯区域で構

成し，貯蔵区域はさらに６分割した区画を設定する。こ

れらの区域及び区画は，３時間耐火能力を有するコン

クリート壁，並びに１時間耐火能力を有する防火扉及

び防火シャッタ（「建築基準法」に基づく特定防火設備）
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で分離する。 
更に，受入れ区域と貯蔵区域の間の防火扉及び防火

シャッタには，箱状の鋼材にコンクリートを充填した

遮蔽扉を併設する。 
これらの施設，設備により，火災発生時の影響が他の

区域や区画に波及しない設計とする。なお，ケーブルト

レイ，電線管及び空気配管が，区域及び区画の床若しく

は壁を貫通する場合においては，ケーブルトレイ，電線

管及び空気配管と，区域及び区画の床若しくは壁との

隙間をモルタルその他の不燃性材料で埋める設計とす

る。 
また，軽油貯蔵タンク（地下式）は，消防法関係法令

に従い，火災による被害の拡大を防止するために鉄筋

コンクリート造の塀を設ける設計とする。 
 

ｋ－６1.10 材料及び構造 

金属キャスク及び貯蔵架台の設計，材料の選定，製作，

工事及び検査は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関

する規則の解釈」（令和 2 年 2 月 5 日制定 原規規発第

2002054 号-3），（社）日本機械学会「使用済燃料貯蔵施

設規格 金属キャスク構造規格 JSME S FA1-2007」及び

（社）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版含む。）」によるも

のとする。 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスク

の構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所

外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60

年間における温度，放射線等の環境及びその環境下での

腐食，クリープ，応力腐食割れ等の経年変化に対して十

分な信頼性のある材料を選定し，その必要とされる強

度，性能を維持し，必要な安全機能を失うことのない設

計とする。 

金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バスケット

及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，応力腐食割れ

等を防止するために，使用済燃料集合体を不活性ガスで

あるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計とする。ま

た，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防

錆措置を講ずる。 

1.10.1 材料について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のｋ－６は事
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(1) 機械的強度及び化学的成分 

ａ． 金属キャスク及び貯蔵架台が，その使用される圧

力，温度，水質，放射線，荷重その他の使用条件

に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使

用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐

食性を含む。）を有する設計とする。 

(2) 破壊じん性 

ａ．密封容器に使用する材料は，当該密封容器が使用

される圧力，温度，放射線，荷重その他の使用条

件に対して適切な破壊じん性を有することを機

械試験その他の評価方法により確認する。 

ｂ．貯蔵架台に使用する材料は，当該貯蔵架台の最低

使用温度に対して適切な破壊じん性を有するこ

とを機械試験その他の評価方法により確認する。 

(3) 非破壊試験 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台に使用する材料は有害

な欠陥のないことを非破壊試験により確認する。 

1.10.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵

時において，全体的な変形を弾性域に抑える設計

とする。 

ｂ．密封容器は，破断延性限界に十分な余裕を有し，

金属キャスクに要求される機能に影響を及ぼさ

ない設計とする。また，密封シール部については，

変形を弾性域に抑える設計とする。 

ｃ．密封容器は，試験状態において，全体的な塑性変

形が生じない設計とする。また，密封シール部に

ついては，変形を弾性域に抑える設計とする。 

(2) 疲労破壊の防止 

ａ．密封容器及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時に

おいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

(3) 座屈による破壊の防止 

ａ．金属キャスク及び貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵

時において，座屈が生じない設計とする。 

1.10.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響

部をいう。）について 

   密封容器の主要な耐圧部の溶接部は，次とおりと

する。 
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(1) 不連続で特異な形状でない設計とする。 

(2) 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，

健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを，非破壊試験により確

認する。 

(3) 適切な強度を有する設計とする。 

(4) 機械試験その他の評価方法により適切な溶接

施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有す

る溶接士であることをあらかじめ確認した溶

接とする。 

1.10.4  耐圧試験又は漏えい試験について 

   金属キャスクは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を

行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがない

設計とする。 

 

ｋ－９1.7 自然現象等 

1.7.1 外部からの衝撃による損傷の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃のうち自然

現象等による損傷の防止において，リサイクル燃料備

蓄センターの敷地及びその周辺で想定される洪水，風

（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現

象（地震及び津波を除く。）による荷重の組合せに遭遇

した場合においても基本的安全機能を損なわない設

計とし，自然現象による影響に対して，その安全性を

損なうおそれがある場合は，防護措置又は供用中にお

ける運用上の適切な措置を講じる。使用済燃料貯蔵施

設の設計において考慮する自然現象については，その

特徴を考慮し，必要に応じて異種の自然現象の組合せ

による重畳を考慮する。重畳を考慮する自然現象の組

合せについては，使用済燃料貯蔵施設で設計上の考慮

を必要とする自然現象（地震及び津波を除く。）として

抽出された風（台風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響（降下火砕物）及び森林火災の８事

象について，以下の観点から重畳を考慮する必要性を

検討する。 

・自然現象に伴う荷重の影響の現れ方（影響の現れ

方が異なる組合せ，影響の大きさが一方の自然現

象で代表できる組合せ及び自然現象同士で影響

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のｋ－９は事

業変更許可申請書（添

付書類八）のｋ－９を

具体的に記載してお

り，整合している。 
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が相殺される組合せについては，重畳を考慮する

自然現象の組合せから除外される） 

・複数の自然現象が同時に発生する可能性（同時に

発生する可能性が合理的に考えられない自然現

象の組合せ及び発生可能性が小さく継続時間も

短い自然現象の組合せについては，重畳を考慮す

る自然現象の組合せから除外される） 

検討の結果，使用済燃料貯蔵建屋に対する荷重の観

点から，積雪，風（台風）及び火山の影響（降下火砕

物）の組合せによる重畳を考慮することとし，積雪に

ついては，敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別

地域気象観測所での観測記録から170cm，函館海洋気

象台での観測記録から91cm）を考慮し，170cmの積雪に

基づき積雪荷重を設定する。火山の影響（降下火砕物）

については，基本的安全機能に影響を及ぼす可能性の

ある火山事象として設定した層厚30cm，密度1.5g/cm3

（湿潤状態）の降下火砕物の荷重を設定する。風（台

風）については，建築基準法に基づき，34m/sの風速を

設定する。 

   使用済燃料貯蔵施設は，外部からの衝撃のうち，リ

サイクル燃料備蓄センターの敷地又はその周辺にお

いて想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電

磁的障害等の使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」

という。）に対して，基本的安全機能を損なわない設計

とし，人為事象による影響に対して，その安全性を損

なうおそれがある場合は，防護措置又は供用中におけ

る運用上の適切な措置，その他，対象とする発生源か

ら一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。 

なお，人為事象のうち，洪水，地滑り，ダムの崩壊

及び船舶の衝突については，立地的要因により設計上

考慮する必要はない。 

生物学的事象については，事象の進展が緩慢である

こと，及び使用済燃料貯蔵施設は，金属キャスクを静

的に貯蔵する施設であり，生物学的事象により電源喪

失に至った場合でも基本的安全機能が損なわれるお

それがないことから設計上考慮する必要はない。 
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有毒ガスについては，立地的要因及び金属キャスク

貯蔵期間中は金属キャスク及び各設備の点検，保守等

の実施時以外に使用済燃料貯蔵建屋に人員が常駐す

ることはなく，外部火災に伴う有毒ガスの流入時には

使用済燃料貯蔵建屋内の人員は迅速に避難すること

から，設計上考慮する必要はない。 

   電磁的障害については，使用済燃料貯蔵施設は，使

用済燃料集合体を金属キャスクに収納した状態で静

的に貯蔵する施設であり，電磁干渉や無線電波干渉に

よって基本的安全機能を損なうおそれはないことか

ら，設計上考慮する必要はない。 

航空機落下については，これまでの事故実績をもと

に，民間航空機，自衛隊機及び米軍機が使用済燃料貯

蔵施設へ落下する確率を評価し，その結果は，約5.1×

10-8回/施設・年であり，10-7回/施設・年を下回ること

を確認し事業（変更）許可を受けており，設計上考慮

する必要はない。 

なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価

に用いる最新データの変更状況を確認し，防護措置の

要否を判断することについて，保安規定に定め，運用

する。 

外部からの衝撃による損傷の防止においては，外部

からの衝撃より防護すべき施設（以下「外部事象防護

施設」という。）を明確にし，これらの基本的安全機能

を損なうおそれのない設計とする。 

外部事象防護施設は，基本的安全機能を有する金属

キャスク（貯蔵架台含む。以下「1.7 自然現象等」に

おいて同じ。），及び施設が有する機能の基本的安全機

能との関係性を考慮し，遮蔽機能及び除熱機能の一部

を担う使用済燃料貯蔵建屋とする。 

外部事象防護施設の防護設計においては，設計上の

考慮を必要とする自然現象等の影響により，外部事象

防護施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事

象防護施設以外の施設についても考慮する。 

また，設計上の考慮を必要とする自然現象の影響を

考慮し，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能の継続

的確認に必要な代替計測の手順について，保安規定に

定め，運用する。 

   外部事象防護施設は，以下の自然現象（地震及び津
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波を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設

計する。 

（1）自然現象 

a. 竜巻 

外部事象防護施設は，想定される竜巻が発生し

た場合においても，作用する設計荷重に対してそ

の基本的安全機能を損なうおそれのない設計とす

る。また，外部事象防護施設は，過去の竜巻被害状

況から想定される竜巻に随伴する事象に対して，

基本的安全機能を損なうおそれのない設計とす

る。 

さらに，外部事象防護施設の基本的安全機能に

影響を及ぼす可能性のある飛来物の影響を考慮す

る。 

外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン

車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材

については飛散防止措置として，車両については

固縛又は車両退避の措置を実施すること，並びに，

大型の資機材については固縛又は固定の措置を実

施することを保安規定に定め，運用する。 

b. 火山の影響（降下火砕物）   

金属キャスクは使用済燃料貯蔵建屋内に収容さ

れるため，基本的安全機能に影響を及ぼす可能性

のある火山事象として設定した降下火砕物の荷重

（層厚30cm，密度1.5g/cm3（湿潤状態））に対し，使

用済燃料貯蔵建屋の構造健全性を維持することに

より，外部事象防護施設の基本的安全機能を損な

うおそれのない設計とする。 

また，降下火砕物の除去を実施すること及び降

下火砕物により長期的な腐食の影響が生じないよ

う，金属キャスク及び貯蔵建屋の点検を実施する

こと，並びに，金属キャスクに付着した降下火砕物

の分析を実施することを保安規定に定め，運用す

る。 

さらに，定期的に新知見の確認を行い，新知見が

得られた場合に評価すること，並びに，火山モニタ

リング観測データに有意な変化があった場合の対

応についても，保安規定に定め，運用する。 

c. 風（台風） 
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外部事象防護施設の風荷重に対する設計は，地

方毎に過去の台風の記録及び文献を考慮し，建築

基準法に基づく風速34m/sによる風荷重に対し,構

造健全性を維持することにより，基本的安全機能

を損なうおそれのない設計とする。 

d. 低温・凍結 

金属キャスク及び屋外機器で凍結のおそれのあ

るものに対しては，敷地付近で観測された最低気

温の観測値（むつ特別地域気象観測所での観測記

録から－22.4℃，函館海洋気象台での観測記録か

ら－19.4℃）を考慮した低温・凍結に対して，基本

的安全機能を損なうおそれのない設計とする。 

屋外機器で凍結のおそれのあるものについて

は，使用時以外は乾燥保管の運用とする，または地

下に設置することにより機能を損なわない設計と

する。 

e. 降水 

外部事象防護施設は，敷地付近で観測された日

最大降水量（むつ特別地域気象観測所での観測記

録から162.5mm，函館海洋気象台での観測記録から

176㎜）及び１時間降水量の最大値（むつ特別地域

気象観測所での観測記録から51.5mm，函館海洋気

象台での観測記録から63.2mm）を考慮した降水に

対して，貯蔵建屋内への降水の浸入防止を考慮し

た設計により，降水に起因する金属キャスク表面

への結露の付着を防止する。また，万が一，建屋内

に降水が浸入した場合でも基本的安全機能を損な

うおそれのない設計とする。 

f. 積雪 

外部事象防護施設の積雪に対する設計において

は，敷地付近で観測された最深積雪（むつ特別地域

気象観測所での観測記録から170cm，函館海洋気象

台での観測記録から91cm）から，170cmの積雪を考

慮した積雪荷重を設定し，使用済燃料貯蔵建屋は，

積雪荷重に対して，構造健全性を維持することに

より基本的安全機能を損なうおそれのない設計と

する。 

また，積雪に対しては，あらかじめ手順を定め，

除雪を行うことを保安規定に定め，運用する。 
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g. 落雷 

使用済燃料貯蔵建屋は，落雷による雷撃に対し，

建築基準法に基づき建屋屋上に棟上導体を設置す

る設計とする。避雷対策を施すことから，使用済燃

料貯蔵建屋及び同建屋内に貯蔵する金属キャスク

は，落雷により基本的安全機能を損なうおそれは

ない。 

（2）人為事象 

a. 外部火災 

外部事象防護施設は，想定される外部火災にお

いて，最も厳しい火災が発生した場合においても

基本的安全機能を損なうおそれのない設計とす

る。 

自然現象として想定される森林火災に対して

は，延焼防止を目的として，敷地内に防火帯を設け

る設計とする。 

森林火災による熱影響については，火炎輻射強

度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により外部事象防護施設の基本的安全機能

を損なうおそれのない設計とする。 

火災源については，敷地内の火災源及び敷地外

の火災源を考慮する。また，火災による二次的影響

（ばい煙）を考慮するとともに，有毒ガスによる影

響を考慮する。 

また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計

とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場

合は必要最小限とすること，及び外部火災の影響

が敷地境界を越える場合は，自衛消防隊が動力消

防ポンプを用いて貯蔵建屋の外壁及び防火帯内設

置設備に事前放水することとし，その手順の整備

を，保安規定に定め，運用する。 

1.7.1.1 竜巻による損傷の防止 

外部事象防護施設は竜巻防護に係る設計時に，事業

（変更）許可を受けた最大風速 100m/s の竜巻（以下「設

計竜巻」という。）が発生した場合について竜巻より防護

すべき施設に作用する荷重を設定し，外部事象防護施設

が基本的安全機能を損なわないよう，施設の設置状況等

を考慮して影響評価を実施し，外部事象防護施設が基本

的安全機能を損なうおそれがある場合は，影響に応じた

防護措置その他の適切な措置を講じる設計とする。 

(1) 影響評価における荷重の設定 
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構造強度評価においては，風圧力による荷重，気圧差

による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計

竜巻荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組み合わせた

設計荷重を設定する。 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては，

設計竜巻 100m/s の特性値（移動速度 15m/s，最大接線

風速 85m/s，最大接線風速半径 30m，最大気圧低下量

89hPa，最大気圧低下率 45hPa/s）に基づいて設定する。 

飛来物の衝撃荷重としては，事業（変更）許可を受け

た設計飛来物であるワゴン車（長さ 5.4m×幅 1.9m×高

さ 2.3m，質量 1,970kg，飛来時の水平速度 53m/s，飛来

時の鉛直速度 27m/s）及び鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×

奥行き 0.2m，質量 135kg，飛来時の水平速度 51m/s，飛

来時の鉛直速度 34m/s）よりも運動エネルギ又は貫通力

が大きな資機材等の設置状況，寸法，質量及び形状から

影響の有無を判断する。 

固縛，固定又は退避を実施することにより飛来物と

ならない措置を講じることから，設計飛来物が衝突す

る場合の荷重を設定することを基本とする。 
なお，外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン

車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材につ

いては飛散防止措置として，車両については固縛又は

車両退避の措置を実施すること，並びに，大型の資機材

については固縛又は固定の措置を実施することを保安

規定に定め，運用する。 

(2) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

外部事象防護施設のうち金属キャスクに対しては，

竜巻飛来物が使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」と

いう。）の開口部を通過して衝突する可能性は極めて低

く，また，設計飛来物の衝突を仮定しても基本的安全機

能への影響は小さいため，竜巻による直接的な影響を

考慮する必要はない。 

外部事象防護施設のうち貯蔵建屋は，金属キャスク

を内包する外殻の施設として，基準竜巻，設計竜巻及び

設計荷重を適切に設定し，設計荷重に対して構造強度

評価を実施し，要求される機能を維持する設計とする

ことを基本とする。 

貯蔵建屋は，金属キャスクを内包する外殻の施設と

して，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突
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に対し，竜巻通過時及び竜巻通過後においても，設計飛

来物が金属キャスクに衝突することを防止し，設計飛

来物が貯蔵建屋に衝突したとしても，貫通，裏面剝離の

発生により，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を

損なわない設計とする。 

(3) 竜巻随伴事象に対する設計 

外部事象防護施設は，竜巻随伴事象により基本的安

全機能を損なわない設計とする。 

竜巻随伴事象として以下の事象を想定する。 

a. 火災 

竜巻随伴による火災に対しては，「外部火災による

損傷の防止」における想定に包絡される設計とする。 

b. 溢水 

外部事象防護施設は，自然換気により使用済燃料

集合体の崩壊熱を除去する設計であり，崩壊熱除去

に水を使用しないこと及び貯蔵建屋近辺に大規模な

溢水源がないことから，竜巻により，外部事象防護施

設の基本的安全機能に影響を及ぼすような溢水は発

生しない。 

c. 外部電源喪失 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料集合体を金属

キャスクに収納した状態で静的に貯蔵する施設であ

ることから，竜巻により外部電源系統からの電気の

供給が停止しても，外部事象防護施設の基本的安全

機能に直接影響を及ぼすおそれはない。 

1.7.1.2 火山による損傷の防止 

外部事象防護施設は，使用済燃料貯蔵施設の運用期間

中において基本的安全機能に影響を及ぼし得る火山事

象として事業（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を

設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，外

部事象防護施設が基本的安全機能を損なうおそれがな

い設計とする。 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られ

た場合に評価すること，並びに，火山モニタリング観測

データに有意な変化があった場合の対応について，保安

規定に定め，運用する。 

(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は，事業（変更）許可を受け

た，層厚 30cm，密度 1.5g/cm3（湿潤状態）と設定する。 
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(2) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する外部事象防護施設であ

る使用済燃料貯蔵建屋及び金属キャスクは，降下火砕

物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，

防護措置を講ずることにより，基本的安全機能を損な

うおそれがない設計とする。 

a. 直接的影響に対する設計方針 

（a）荷重 

貯蔵建屋の許容荷重が，降下火砕物による荷重

に対して，構造健全性を維持することにより基本

的安全機能を損なわない設計とする。なお，建築

基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降

下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕

物の荷重を短期に生じる荷重とし，建築基準法に

よる短期許容応力度を許容限界とする。 

評価に当たっては，以下の荷重の組合せ及び建

築基準法との関係性を考慮する。 

ⅰ．貯蔵建屋に常時作用する荷重 

貯蔵建屋に作用する荷重として自重及び積

載荷重の常時作用する荷重を考慮する。 

ⅱ．その他の自然現象の影響を考慮した荷重の

組合せ 

降下火砕物と組合せを考慮すべき火山以外

の自然現象は，荷重の影響において風(台

風）及び積雪であり，降下火砕物との荷重と

重畳させる。 

なお，降下火砕物の除去を実施することを保安

規定に定め，運用する。 
（b）粒子の衝突 

降下火砕物は微小な鉱物結晶であり，その衝突

による貯蔵建屋への影響については，「竜巻による

損傷の防止」で設定している設計飛来物の影響に

包絡されることから，粒子の衝突の影響を考慮す

る必要はない。 

（c）閉塞 

貯蔵建屋の給気口及び排気口は，降下火砕物の

粒径より十分に大きな格子とするとともに，貯蔵

区域の給気口及び排気口は降下火砕物の堆積厚さ

を考慮した十分に高い位置に設けることにより，
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降下火砕物により閉塞しない設計とする。 

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵

建屋へ侵入しにくい構造とする。 

（d）摩耗 

外部事象防護施設には動的機器はないことか

ら，摩耗の影響を考慮する必要はない。 

（e）腐食 

降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じるこ

とはないが，金属キャスク外表面に塗装等の対策

を施し，短期での腐食により基本的安全機能を損

なわない設計とする。 

また，降下火砕物が給気口及び排気口から貯蔵

建屋へ侵入しにくい構造とする。 

なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が

生じないよう，金属キャスク及び貯蔵建屋の点検

及び金属キャスクに付着した降下火砕物の分析の

実施を保安規定に定め，運用する。 

（f）大気汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のた

めに，監視盤室に監視員が常駐する必要がないこ

とから，大気汚染の影響を考慮する必要はない。 

（g）水質汚染 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のた

めに，水を用いないことから，水質汚染の影響を

考慮する必要はない。 

（h）絶縁低下 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のた

めに，必要な電気系機器及び計測制御系機器がな

いことから，絶縁低下の影響を考慮する必要はな

い。 

b. 間接的影響に対する設計方針 

（a）外部電源喪失 

外部事象防護施設は，金属キャスクを静的に保

管する施設であり，送電網の損傷により外部電源

が喪失した場合においても基本的安全機能を損な

うことはないことから，外部電源喪失の影響は考

慮する必要はない。 

（b）交通の途絶 

外部事象防護施設の基本的安全機能の確保のた
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めに，外部からの支援を必要とする機器はないこ

とから，交通の途絶の影響は考慮する必要はな

い。 

1.7.1.3 外部火災による損傷の防止 

想定される外部火災において，火災・爆発源を使用済

燃料貯蔵施設敷地内及び敷地外に設定し，外部からの衝

撃より防護すべき施設（以下「外部事象防護施設」とい

う。）に係る温度や距離を算出し，それらによる影響評価

を行い，最も厳しい火災・爆発が発生した場合において

も基本的安全機能を損なわない設計とする。 

外部事象防護施設は，防火帯の設置，離隔距離の確保，

建屋による防護及び熱影響評価によって，基本的安全機

能を損なわない設計とする。 

また，外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，自

衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建屋の外壁及

び防火帯内設置設備に事前放水することとし，その手順

の整備を保安規定に定め，運用する。 

(1) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

森林火災については，森林火災シミュレーション解

析コードを用いて求めた最大火線強度から設定し，事

業（変更）許可を受けた防火帯（22m）を敷地内に設け

る設計とする。 

また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計と

し，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必

要最小限とすることを保安規定に定め，運用する。 

 

(2) 使用済燃料貯蔵施設敷地内の火災源に対する設

計方針 

火災源として，森林火災，使用済燃料貯蔵施設敷地

内に設置する危険物貯蔵設備の火災，航空機墜落によ

る火災，敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落

による火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護施設への熱影響を評価

する。 

外部事象防護施設である使用済燃料貯蔵建屋の評

価条件を以下のように設定し，評価する。評価結果よ

り火災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，使

用済燃料貯蔵建屋の外壁表面温度が許容温度（200℃）

となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔
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距離を確保する設計，又は使用済燃料貯蔵建屋外壁の

表面温度を算出し，その温度が許容温度を満足する設

計とする。 

また，外部事象防護施設である金属キャスクについ

ては，火災の影響を評価し，金属キャスクの許容温度

を満足する設計とする。 

・森林火災については，使用済燃料貯蔵施設周辺の

植生を確認し，作成した植生データ等をもとに求

めた，事業変更許可を受けた防火帯の外縁（火炎

側）における最大反応強度から算出される火炎輻

射強度（358kW/m2）による危険距離及び使用済燃

料貯蔵建屋外壁の表面温度を求め評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地内に設置する危険物貯蔵

設備の火災については，貯蔵量等を勘案して火災

源ごとに使用済燃料貯蔵建屋外壁の表面温度を

求め評価する。なお，敷地南東側の高台に設置す

る軽油貯蔵タンクは，地下に埋設するため火災評

価の対象外とする。 

・航空機墜落による火災については，「実用発電用原

子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成21・06・25 原院第1号（平成21年6月30

日原子力安全・保安院一部改正））により落下確率

が10-7（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算

出し，使用済燃料貯蔵建屋への影響が最も厳しく

なる地点で火災が起こることを想定し，使用済燃

料貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。 

・敷地内の危険物貯蔵設備の火災と航空機墜落によ

る火災の重畳については，各々の火災の評価条件

により算出した輻射強度，燃焼継続時間等によ

り，使用済燃料貯蔵建屋外壁の受熱面に対し，最

も厳しい条件となる火災源を選定し，使用済燃料

貯蔵建屋外壁表面温度を求め評価する。なお，森

林火災と近隣の産業施設の火災の重畳について

は使用済燃料貯蔵施設から見た森林火災の発火

点の位置と近隣の産業施設の立地点の方位が異

なり，離隔距離も大きく異なるため，同時に火災

が発生しても影響が重畳することは考え難いた

め，重畳による影響はない。 

(3) 近隣の産業施設の火災・爆発源に対する設計方針 
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近隣の産業施設である使用済燃料貯蔵施設敷地外

の危険物貯蔵施設の火災・爆発源に対して，危険距離，

危険限界距離を算出し，その危険距離，危険限界距離

を上回る離隔距離を確保することで，外部事象防護施

設の基本的安全機能を損なわない設計とする。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外10km以内の範囲におい

て，火災・爆発により使用済燃料貯蔵施設に影響

を及ぼすような石油コンビナート施設は存在し

ないため，火災・爆発による外部事象防護施設へ

の影響については考慮しない。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外半径10km以内の危険物

貯蔵施設の火災については，火災源ごとに使用済

燃料貯蔵建屋外壁の表面温度が許容温度となる

危険距離を求め評価する。 

・使用済燃料貯蔵施設敷地外南北 10km，東西 10 ㎞

の範囲の高圧ガス類貯蔵施設の爆発については，

ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離

を求め評価する。 

(4) 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計

方針 

外部火災による二次的影響（ばい煙・有毒ガス）に

ついては，使用済燃料貯蔵建屋には除熱のための空気

を通風させる給気口及び排気口を設置するため，それ

らの開口部から火災により生じたばい煙，有毒ガスが

そのまま建屋内に流入することが考えられる。ばい煙

の粒子径は一般的にはマイクロメートル（μm）のオー

ダーであるため，外部からのばい煙等の付着により給

気口及び排気口が閉塞される可能性は極めて低い。ま

た，使用済燃料貯蔵建屋の給気口及び排気口の設置位

置を考慮しても，過去の気象観測記録による最大積雪

量及び降下火砕物最大堆積層厚と比較して十分高い

位置にあり，ばい煙等を含む異物の堆積による給気口

及び排気口の閉塞はないことからばい煙による使用

済燃料貯蔵建屋への影響はない。 

   使用済燃料貯蔵建屋の構造上ばい煙が使用済燃料

貯蔵建屋内に長時間滞留することはないため，ばい煙

の熱による影響については考慮する必要はない。ま

た，外部火災により発生すると考えられる有毒ガスに

ついては，金属キャスク貯蔵期間中は金属キャスク及
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び各設備の点検，保守及び巡視の実施時以外に使用済

燃料貯蔵建屋に人が常駐することはなく，火災に伴う

有毒ガスの流入時には使用済燃料貯蔵建屋内の人員

は迅速に避難することから，有毒ガスに対する使用済

燃料貯蔵建屋の居住性を考慮する必要はない。 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ハ．使用済燃料貯蔵設備本体の構造及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 構造 

ハ(1)－①使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク

及び金属キャスクを床面に固定するための貯蔵架台で

構成する。 

ハ(1)－②金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵

する機能を有するとともに，使用済燃料集合体の事業

所外運搬に使用する輸送容器の機能を併せ持つ鋼製の

乾式容器であるため，その設計においては，設計貯蔵

期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考

慮する。 

ハ(1)－③金属キャスクは，その内部のバスケットの

幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，技

術的に想定されるいかなる場合においても臨界に達す

ることのない構造とする。ハ(1)－④また，使用済燃料

集合体からの放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材

により適切に遮蔽するとともに，ハ(1)－⑤蓋部の多重

の閉じ込め構造により放射性物質を限定された区域に

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則（平成 25年 12月 18日施行）への適合性 

 

1.2.2 使用済燃料の臨界防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達する

おそれがないよう次の方針に基づき臨界防止設計を行

う。 

(1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾何

学的な配置及び中性子を吸収する材料により，使用済

燃料集合体を収納した条件下で，原子力発電所におい

て使用済燃料集合体収納時に冠水すること等技術的に

想定されるいかなる場合でも臨界を防止する設計とす

る。 

(2) 臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，設計

貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間

等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における放

射線照射影響，腐食等の経年変化に対して十分な信頼

性を有する材料を選定し，原子力発電所において使用

済燃料集合体収納時に冠水すること等技術的に想定さ

れるいかなる場合でも臨界防止上有意な変形を起こさ

ない設計とする。金属キャスク内部のバスケットによ

り，適切な使用済燃料集合体間隔を保持し，使用済燃

料集合体を相互に近接しないよう，使用済燃料集合体

を所定の幾何学的配置に維持する構造とし，設計貯蔵

期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバスケ

ットの構造健全性が保たれる設計とする。 

(3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使用

済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大に収納した条件下で，

金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し，金属キャス

クの取扱時に金属キャスクが相互に近接すること等技

術的に想定されるいかなる場合でも，臨界を防止する

設計とする。 

(4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮

した設計とする。 

別添Ⅰ 2.1 使用済燃料貯蔵設備本体 

(1)設置の概要 

ハ(1)－①使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャス

ク及び貯蔵架台で構成する。 

金属キャスクは，胴，底板，一次蓋，二次蓋及びバ

スケット等で構成する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための

支持構造物である。 

ハ(1)－②金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯

蔵する機能を有するとともに，使用済燃料集合体の事

業所外運搬に用いる輸送容器としての機能を併せもつ

鋼製の乾式容器であり，使用済燃料貯蔵施設に搬入さ

れた後も使用済燃料集合体を別の容器に詰め替えるこ

となく貯蔵を行う。 

ハ(2)－①なお，本申請においては，金属キャスク（タ

イプ２）と同一構造であり，多様な種類の使用済燃料

集合体を収納できるＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２

Ａ）を設置する。 

 

(2)基本設計方針 

ａ．使用済燃料貯蔵設備本体の構成 

ハ(1)－①使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャス

ク及び貯蔵架台で構成する。 

ｂ．金属キャスク 

ハ(1)－③金属キャスクは，その内部のバスケット

の幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料により，

臨界を防止する設計とする。使用済燃料集合体を貯蔵

容量最大に収納した条件下で，金属キャスクの搬入か

ら搬出までの全工程において，金属キャスクの取扱時

に金属キャスクが相互に近接すること等技術的に想定

されるいかなる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95以

下となるよう設計する。 

ハ(1)－⑦金属キャスクは，使用済燃料集合体を内

封する空間を負圧に維持するとともに金属キャスクの

内部の空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 

ハ(1)－⑤金属キャスクは，一次蓋及び二次蓋によ

る多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間

部を正圧に維持することにより，使用済燃料集合体を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－①は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－①と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－②は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－②と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－③は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－③と整

合している。 
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閉じ込める設計とする。ハ(1)－⑥さらに，基本的安全

機能を維持する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱

を金属キャスク表面に伝え，周囲空気等に伝達するこ

とにより適切に除去できる構造とする。 

ハ(1)－⑦また，金属キャスクは，使用済燃料集合体

の健全性を維持する観点から，使用済燃料集合体を不

活性ガスとともに封入して貯蔵する構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形

状，バスケット格子内の使用済燃料集合体の配置等に

おいて適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射

条件（無限配列）としていることから，金属キャスク

の滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケッ

ト及び使用済燃料集合体の変形による実効増倍率の変

化はわずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与え

ることはない。 

ｂ．中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮

する。 

(a) 製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

(b) 中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ．減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあた

り冠水することを設計上適切に考慮する。 

ｄ．燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮し

ない。なお，冠水状態の解析では，可燃性毒物による

燃焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

(5) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当

たっては，臨界評価で考慮した因子についての条件又

は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者

が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上

必要な条件を満足していることを，記録により確認す

る。 

 

1.2.3 遮蔽等 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時において，直接線及

びスカイシャイン線により公衆の受ける線量が「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の

規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められて

いる線量限度を超えないことはもとより，合理的に達

成できる限り低く（実効線量で 50μSv/年以下）なる

内封する空間を金属キャスク外部から隔離する設計と

するとともに閉じ込め機能の修復性を考慮した設計と

する。 

ハ(1)－⑥金属キャスクは，使用済燃料集合体の崩

壊熱を金属キャスク表面に伝え，周囲空気，使用済燃

料貯蔵建屋に伝達することにより除去する設計とす

る。 

燃料被覆管の温度は，燃料被覆管の累積クリープ量

が１％を超えない温度，照射硬化の回復現象により燃

料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水

素化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の低下

が生じない温度以下となるように制限する。 

金属キャスク構成部材の温度は，基本的安全機能を

維持できる温度以下となるように制限する。 

ハ(1)－④金属キャスクは，使用済燃料集合体から

の放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十

分に遮蔽する設計とする。 

また，金属キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子遮

蔽材の放射線照射，熱による遮蔽性能の低下を考慮して

も，金属キャスク表面及び金属キャスク表面から 1ｍの

位置における線量当量率は，それぞれ 2 mSv/h以下，

100μSv/h以下となるよう設計する。 

金属キャスクは，自重，内圧，熱荷重等を考慮して

設計するとともに，貯蔵期間中に操作員の単一の誤操

作により発生すると予想される貯蔵架台への衝突によ

り生じる荷重等を考慮しても，基本的安全機能を損な

わない構造強度を有する設計とする。 

ハ(1)－②基本的安全機能を維持する上で重要な金

属キャスクの構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60年間における温度，放射線等の環境及び

その環境下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼

性のある材料を選定し，その必要とされる強度，性能

を維持し，必要な安全機能を失うことのないように設

計する。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を不活性ガスで

あるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計とし，金

属キャスク表面の必要な箇所には，塗装による防錆措

置を講ずる。 

設工認申請書の記載

ハ(1)－④は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－④と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－⑤は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－⑤と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－⑥は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－⑥と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－⑦は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－⑦と整

合している。 

 

設工認申請書の記載

ハ(2)－①は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(2)－①と整

合している。 
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(2) ハ(2)－①主要な設備及び機器の種類 

 

ａ．金属キャスク 

種 類  ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２） 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ） 

ｂ．貯蔵架台 

種 類  金属キャスクたて置式 

 

 

 

 

よう，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋により，

十分な放射線遮蔽を講ずる設計とする。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線を

ガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により遮蔽する設計

とする。また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業

所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60 年間における中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の

低下を考慮しても十分な遮蔽性能を有する設計とす

る。 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当た

っては，遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料

集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体の配置

の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子

炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態

が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録によ

り確認する。 

２ について 

使用済燃料貯蔵施設は，「使用済燃料の貯蔵の事業に

関する規則」に基づいて管理区域を定めるとともに，

放射線業務従事者が受ける線量が「核原料物質又は核

燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度等を定める告示」に定められた線量限度を超

えないようにし，さらに，放射線業務従事者等の立ち

入る場所における線量を合理的に達成できる限り低減

できるように，使用済燃料貯蔵建屋に遮蔽壁及び遮蔽

ルーバを設け，また，貯蔵区域への入口に迷路又は遮

蔽扉を設けて，遮蔽及び機器の配置を行うとともに，

各場所への立入頻度，滞在時間及び立入エリアを制限

することにより，放射線業務従事者等の被ばくを低減

する。 

使用済燃料貯蔵建屋の遮蔽設計に当たっては，放射

線業務従事者の立入頻度，滞在時間及び立入エリアを

考慮して外部放射線に係る基準線量率を設け，これを

満足するようにする。 

また，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所

における線量を合理的に達成できる限り低くし公衆の

線量限度以下に低減できるよう，外部放射線に係る線

量の測定を行い，必要に応じて区画の実施，作業時間

の制限等，適切な措置を講ずる。 

 

 

ｃ．貯蔵架台 

ハ(1)－①貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定

する設計とする。 

貯蔵架台は，その使用される圧力，温度，水質，放

射線，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に

対する適切な耐食性を含む。）を有するものとし,有害

な欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

貯蔵架台に使用する材料にあっては，当該貯蔵架台

の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する設

計とする。 

貯蔵架台は，取扱い時及び貯蔵時において，全体的

な変形を弾性域に抑える設計とする。また，取扱い時

及び貯蔵時において，疲労破壊及び座屈が生じない設

計とする。 

 

ｄ．金属キャスクの搬出に備えた対応 

金属キャスクについて，契約先である原子炉設置者

との間で，原子炉等規制法第五十九条に基づく容器の

承認の更新及び搬出の際に必要な措置に関する取り決

めを行い，貯蔵期間中における原子炉設置者が行う当

該措置の履行状況を確認する。 

なお，当該措置の履行状況について確認することを

保安規定に定め運用する。 

 

 

別添Ⅱ イ 使用済燃料貯蔵設備本体 

(1) ハ(2)－①設計仕様 

ａ．金属キャスク 

名称 

（変更前） ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２）＊７ 

（変更後） ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）＊８ 

種類 密封監視機能付たて置円筒形＊９（変更なし） 

容量 69体（変更なし） 
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(3) 貯蔵する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最

大貯蔵能力 

ａ．使用済燃料の種類 

(a) ＢＷＲ使用済燃料集合体 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２） 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料 

収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度 40,000MWd/t 

収納する使用済燃料集合体の平均燃焼度 34,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間                18年以上 

最大崩壊熱量   12.1kW（金属キャスク１基当たり） 

なお，使用済燃料集合体を金属キャスクへ収納するに

当たっては，収納する使用済燃料集合体の燃焼度に応

じて配置を管理する。 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ） 

新型８×８燃料 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料 

高燃焼度８×８燃料 

使用済燃料の種類に応じて収納する使用済燃料集合

体の燃焼度及び原子炉から取り出して金属キャスクに

収納するまでの期間について以下のとおりとする。 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料のみを収納する場

合，高燃焼度８×８燃料のみを収納する場合，又は新

型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８

燃料を収納する場合 

収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度 40,000MWd/t 

収納する使用済燃料集合体の平均燃焼度 34,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間                18年以上 

最大崩壊熱量   12.1kW（金属キャスク１基当たり） 

新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ燃

料を収納する場合 

収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度 34,000MWd/t 

 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間                24年以上 

最大崩壊熱量   10.9kW（金属キャスク１基当たり） 

新型８×８燃料のみを収納する場合 

収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度 28,500MWd/t 

1.2.4 閉じ込めの機能 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された

区域に適切に閉じ込めるため，次の方針に基づき閉じ

込め設計を行う。 

(1) 金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に

閉じ込めるため，設計貯蔵期間（50年間）に加えて

事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を

有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体を内封す

る空間を負圧に維持できる設計とする。 

また，使用済燃料集合体及びバスケットの健全性

を維持するため，金属キャスクの内部の空間を不活

性雰囲気に保つ設計とする。 

(2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の

閉じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正

圧に維持することにより，使用済燃料集合体を内封

する空間を金属キャスク外部から隔離する設計とす

る。また，一次蓋と二次蓋との空間部の圧力を測定

することにより，閉じ込め機能について監視ができ

る設計とする。金属キャスクの構造上，漏えいの経

路となり得る蓋及び蓋貫通孔のシール部には金属ガ

スケットを用いることにより長期にわたって閉じ込

め機能を維持する設計とする。 

(3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了後にお

いて，収納された使用済燃料集合体の検査等のため

に一次蓋を開放しないことを前提としているため，

万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋

の閉じ込め機能に異常がある場合には，二次蓋の金

属ガスケットを交換し，一次蓋の閉じ込め機能に異

常がある場合には，金属キャスクに蓋を追加装着で

きる構造を有すること等，閉じ込め機能の修復性を

考慮した設計とする。 

(4) 使用済燃料貯蔵施設では，平常時に放射性廃棄物

は発生しないため，放射性廃棄物の処理施設を設置

しない。 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定

める管理区域に係る値を超える放射性物質が検出さ

れた場合は，除染に使用した水及び除染液の液体廃

棄物並びにウエス等の固体廃棄物はドラム缶，ステ

注記 

＊７：収納する燃料は以下の通りとし，金属キャスクへ

の収納に当たっては，収納する使用済燃料集合体

の燃焼度，原子炉から取り出して金属キャスクに

収納するまでの期間及び配置を管理する。 

1. 収納する燃料：新型８×８ジルコニウムライ

ナ燃料 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：

40,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納する

までの期間：18年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量新型８×８

ジルコニウムライナ燃料：12.1kW以下 

 

＊８：収納する燃料は以下の通りとし，金属キャスクへ

の収納に当たっては，使用済燃料の種類，収納する

使用済燃料集合体の燃焼度及び原子炉から取り出

して金属キャスクに収納するまでの期間に応じた

配置を管理する。 

1. 新型８×８ジルコニウムライナ燃料のみ，高

燃焼度８×８燃料のみ又は新型８×８

ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃

料を収納する場合 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：

40,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納する

までの期間：18年以上 

・金属キャスク 1基当たりの崩壊熱量：12.1kW以

下 

2. 新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウム

ライナ燃料を収納する場合 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：

34,000 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納する

までの期間：24年以上 

・金属キャスク 1基当たりの崩壊熱量：10.9kW以

下 

3. 新型８×８燃料のみを収納する場合 

・収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度：
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収納する使用済燃料集合体の平均燃焼度 26,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの 

期間                24年以上 

最大崩壊熱量    8.0kW（金属キャスク１基当たり） 

なお，使用済燃料集合体を金属キャスクへ収納する

に当たっては，使用済燃料の種類，収納する使用済燃

料集合体の燃焼度及び原子炉から取り出して金属キャ

スクに収納するまでの期間に応じて配置を管理する。 

 

ハ(2)－①ｂ．最大貯蔵能力 

金属キャスク１基当たりの貯蔵能力 

ＢＷＲ使用済燃料集合体 

ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２)  69体（最大収納

体数） 

ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ) 69体（最大収納

体数） 

 

ンレス製等の密封容器に入れた後，廃棄物貯蔵室に

保管廃棄する。 

(5) 放射性廃棄物の廃棄施設は，廃棄物による汚染の

拡大防止を考慮し，廃棄物貯蔵室を受入れ区域の独

立した区画に設け，放射性廃棄物をドラム缶，ステ

ンレス製等の密封容器に入れ，保管廃棄可能な設計

とする。 

また，漏えいが生じたときの漏えい拡大防止を考

慮し，廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける構造

とするとともに，床及び腰壁は，廃水が浸透し難い

材料で仕上げる設計とする。 

なお，仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建

屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄してい

るドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯

蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するため

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器を固縛する漂

流防止対策を講ずる。漂流防止対策として，水面に

浮上するドラム缶は水面に浮上できる大きさのネッ

トで覆い，また，浮上しないステンレス製等の密封

容器は深水圧に耐える構造とする。 

 

1.2.5 除熱 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，動力を用いないで使用済燃

料等の崩壊熱を適切に除去できるよう，次の方針に基

づき設計を行う。 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維持

する観点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャ

スク表面に伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝

達することにより除去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加

えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余

裕を有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全

性を維持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ量

が１％を超えない温度，照射硬化の回復現象により燃

料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び

水素化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の

低下が生じない温度以下となるように制限する。 

(2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点か

28,500 MWd/t 

・原子炉から取り出して金属キャスクに収納する

までの期間：24年以上 

・金属キャスク 1 基当たりの崩壊熱量：8.0kW 以

下 
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ら，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に

係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を

通じてその構成部材の健全性が保たれる温度範囲にあ

るよう設計する。 

(3) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの

除熱を維持する観点から，使用済燃料貯蔵建屋内の雰

囲気温度を低く保つことができる設計とする。なお，

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測設備等の電

気品の性能維持を考慮するとともに，コンクリート温

度はコンクリートの基本特性に影響を及ぼさないよ

う，また構造材としての健全性を維持するよう考慮す

る。給気口及び排気口は，積雪及び降下火砕物により

閉塞しないよう設計する。 

(4) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当

たっては，除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃

料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸脱

しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使

用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を

満足していることを，記録により確認する。 

（中略） 

3. 使用済燃料貯蔵設備本体（１) 

3.1 概要 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び金属

キャスクを床面に固定するための貯蔵架台で構成す

る。使用済燃料貯蔵設備本体の概要図を第 3.1－1図に

示す。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体を貯蔵する機能

を有するとともに，使用済燃料集合体の事業所外運搬

に用いる輸送容器としての機能を併せもつ鋼製の乾式

容器であるため，その設計においては，設計貯蔵期間

（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮

した十分な余裕を有する 60 年間の経年変化を考慮す

る。金属キャスクを用いることにより，使用済燃料貯

蔵施設に搬入された後も使用済燃料集合体を別の容器

に詰め替えることなく貯蔵を行う。 

 

 

3.2 設計方針 

(1) 臨界防止機能 
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金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的

な配置及び中性子を吸収する材料により，臨界を防止

する設計とする。使用済燃料集合体を貯蔵容量最大に

収納した条件下で，金属キャスクの搬入から搬出まで

の全工程において，金属キャスクの取扱時に金属キャ

スクが相互に近接すること等技術的に想定されるいか

なる場合でも，中性子実効増倍率を 0.95以下となるよ

う設計する。 

臨界防止機能の一部を構成するバスケットは，原子

力発電所において使用済燃料集合体収納時に冠水する

こと等技術的に想定されるいかなる場合でも臨界防止

上有意な変形を起こさない設計とする。バスケットに

より，適切な使用済燃料集合体間隔を保持し，使用済

燃料集合体を相互に近接しないよう，使用済燃料集合

体を所定の幾何学的配置に維持する構造とし，設計貯

蔵期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等

を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバス

ケットの構造健全性を保つ設計とする。 

 

(2) 遮蔽機能 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線を

ガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽す

る設計とする。 

また，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間における金属キャスクのガンマ線遮蔽材及び中性子

遮蔽材の放射線照射，熱による遮蔽性能の低下を考慮し

ても，金属キャスク表面及び金属キャスク表面から１

ｍの位置における線量当量率は，それぞれ２mSv/h 以

下，100μSv/h以下となるよう設計する。 

 

(3) 閉じ込め機能 

金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に閉

じ込めるため，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業

所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60 年間を通じて使用済燃料集合体を内封する空間を

負圧に維持する設計とする。また，使用済燃料集合体

及びバスケットの健全性を維持するため，金属キャス

クの内部の空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書の記載

ハ(1)－②は，事業変

更許可申請書（本文）

の記載ハ(1)－②と整

合している。 
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金属キャスクは，一次蓋及び二次蓋による多重の閉

じ込め構造とし，一次蓋と二次蓋との空間部を正圧に

維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空

間を金属キャスク外部から隔離する設計とする。また，

蓋間の圧力を測定することにより，閉じ込め機能につ

いて監視ができる設計とする。 

万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，蓋を追

加装着できる構造を有すること等，閉じ込め機能の修

復性を考慮した設計とする。 

 

(4) 除熱機能 

金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性及び基

本的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する観

点から，使用済燃料集合体の崩壊熱を金属キャスク表

面に伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達する

ことにより除去する設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50年間）に加

えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕

を有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全性

を維持する観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が

１％を超えない温度，照射硬化の回復現象により燃料

被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素

化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が

生じない温度以下となるように制限する。 

金属キャスク構成部材の温度は，基本的安全機能を

維持できる温度以下となるように制限する。 

燃料被覆管の制限温度及び金属キャスク構成部材の

制限温度は以下のとおりである。 

ａ．発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉（以

下「ＢＷＲ」という。）使用済燃料集合体の燃料被覆管

制限温度 

新型８×８燃料  200℃（２） 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料，高燃焼度８×８

燃料      300℃（２） 

ｂ．金属キャスク構成部材の制限温度 

胴，外筒及び蓋部 350℃（３） 

中性子遮蔽材   150℃（４） 

金属ガスケット  130℃（５） 

バスケット    300℃（６） 
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(5) 使用済燃料集合体の収納条件 

基本的安全機能及び使用済燃料集合体の健全性を維

持する観点から，使用済燃料集合体の収納条件は以下

のとおりとする。使用済燃料集合体の収納作業は，原

子炉設置者が実施することから，原子炉設置者に対し

て，収納条件を満足した作業の実施，作業記録の作成，

収納配置の確認を求め，収納条件を満足していること

を確認する。 

ａ．金属キャスクには，運転中のデータ，シッピング検

査等により健全であることを確認した使用済燃料集合

体を収納する。 

ｂ．金属キャスクは，使用済燃料集合体収納時にその内

部を真空乾燥し，不活性ガスであるヘリウムガスを適

切に封入する。その際，燃料被覆管の制限温度を上回

らないよう金属キャスク内部の圧力，真空乾燥時間を

管理するとともに，真空乾燥時のクリプトンガスのモ

ニタリングにより燃料被覆管から漏えいのないことを

確認する。また，使用済燃料集合体の腐食等を防止す

るため，真空乾燥後の金属キャスク内部の水分は，内

部ガスの質量に対して 10％以下に管理する。 

ｃ．金属キャスクには，貯蔵する使用済燃料の種類を満

足するように使用済燃料集合体を収納する。 

 

(6) 構造強度 

金属キャスクは，自重，内圧，熱荷重等を考慮して

設計するとともに，貯蔵期間中に操作員の単一の誤操

作により発生すると予想される貯蔵架台への衝突によ

り生じる荷重等を考慮しても，基本的安全機能を損な

わない構造強度を有する設計とする。 

 

(7) 長期健全性 

基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスク

の構成部材は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業

所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60年間における温度，放射線等の環境及びその環境下

での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性のある材

料を選定し，その必要とされる強度，性能を維持し，

必要な安全機能を失うことのないように設計する。 
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金属キャスクは，金属キャスク本体内面，バスケッ

ト及び使用済燃料集合体の腐食，クリープ，応力腐食

割れ等を防止するために，使用済燃料集合体を不活性

ガスであるヘリウムとともに封入して貯蔵する設計と

する。また，金属キャスク表面の必要な箇所には，塗

装による防錆措置を講ずる。 

 

(8) 安全機能の確認及び維持 

金属キャスクは，設計貯蔵期間を通じて基本的安全

機能を確認するための検査及び試験並びに同機能を維

持するために必要な保守及び修理ができる設計とす

る。 

 

3.3 主要設備 

使用済燃料貯蔵設備本体は，金属キャスク及び貯蔵

架台で構成する。 

金属キャスクは，本体胴，蓋部，バスケット等で構

成する。 

貯蔵架台は，金属キャスクを床面に固定するための

支持構造物である。 

金属キャスクは，緩衝体を取り付ける等の事業所外

運搬に適合するための措置を施し，事業所外運搬用の

輸送物として原子力発電所から使用済燃料貯蔵施設へ

搬入する。使用済燃料貯蔵建屋内において，受入れ区

域天井クレーンを用いて金属キャスクを貯蔵架台に固

定し，搬送台車を用いて貯蔵区域の所定の箇所まで移

送し，貯蔵架台を床面に固定する。 

次に金属キャスクの基本的安全機能及び長期健全性

について説明する。 

なお，「(1) 臨界防止」，「(2) 遮蔽」，「(3) 閉じ

込め」及び「(4) 除熱」において示す評価は，基本設

計段階における金属キャスクの臨界防止機能，遮蔽機

能，閉じ込め機能及び除熱機能が基本的設計方針を満

たすことを確認するために行ったものであり，詳細設

計段階における評価値は原子炉等規制法第 43 条の 8

の規定に基づく使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び

工事の方法の認可申請書による。 

(1) 臨界防止 
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金属キャスクの内部には，格子状のバスケットを設

け，格子の中に使用済燃料集合体を収納する。バスケ

ットの材料には中性子を有効に吸収するボロンを偏在

することなく添加したステンレス鋼を用い，設計貯蔵

期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバスケ

ットの構造健全性を保つ設計とし，使用済燃料集合体

を所定の幾何学的配置に維持することにより臨界を防

止する。 

金属キャスクの臨界解析フローを第 3.3－1 図に示

す。金属キャスク及び燃料集合体の実形状を三次元で

適切にモデル化し，燃料棒単位セル計算を輸送計算コ

ードＸＳＤＲＮＰＭ，中性子実効増倍率の計算をモン

テカルロコードＫＥＮＯ－Ｖ.ａで行うＳＣＡＬＥコ

ードシステム（4.4ａ）を用いる。断面積ライブラリに

はＳＣＡＬＥコードシステムの内蔵ライブラリデータ

のひとつである 238 群ライブラリデータを使用して中

性子実効増倍率を求め，その値が解析コードの精度，

解析の裕度を考慮して，0.95以下となることを確認す

る。 

臨界解析条件を第 3.3－1表に示す。使用済燃料集合

体は乾燥状態で貯蔵されるものの，原子力発電所にお

いては，金属キャスクへ使用済燃料集合体を収納する

際に冠水することも考慮して，乾燥状態及び冠水状態

で評価する。 

ＢＷＲ燃料集合体には反応度抑制効果のある可燃性

毒物が含まれているが，中性子減速材のない乾燥状態

では可燃性毒物の反応度抑制効果が低下することか

ら，乾燥状態の解析では保守的に可燃性毒物の反応度

抑制効果を無視した初期濃縮度の燃料集合体を金属キ

ャスクに全数収納した状態を設定する。冠水状態の解

析では，燃料集合体の燃焼に伴う反応度の低下は考慮

せず，可燃性毒物による燃焼初期の反応度抑制効果を

考慮して，炉心内装荷冷温状態での無限増倍率が 1.3

となる燃料集合体モデルを金属キャスクに全数収納し

た状態を設定する。 

また，金属キャスクの周囲は，金属キャスク相互の

中性子干渉を考慮して完全反射条件（無限配列）とし，

バスケット格子内の使用済燃料集合体は，中性子実効
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増倍率が最大となるように金属キャスク中心側に偏向

して配置するとともに，バスケットの板厚，内のりの

寸法公差や中性子吸収材の製造公差を考慮するなど，

十分な安全裕度を見込むこととする。なお，設計貯蔵

期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間経過後の中性子

吸収に伴う中性子吸収材原子個数密度の減少は非常に

小さいため，これを無視する。 

上記条件に基づく解析結果によれば，統計誤差とし

て標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率は，第

3.3－6表に示すように，0.95以下を満足している。 

 

(2) 遮蔽 

金属キャスクは，公衆及び放射線業務従事者等に対

して，放射線被ばく上の影響を及ぼすことのないよう，

使用済燃料集合体から放出される放射線を本体胴及び

蓋部により遮蔽する。ガンマ線遮蔽材には，十分な厚

みを有する鋼製の材料を用い，中性子遮蔽材には，レ

ジンを用いる。 

遮蔽解析フローを第 3.3－2図に示す。遮蔽解析にお

いては，金属キャスクの実形状を軸方向断面に二次元

で適切にモデル化し，使用済燃料の種類，燃焼度，濃

縮度，冷却期間等を条件に燃焼計算コードＯＲＩＧＥ

Ｎ２を用いて，線量当量率評価に用いる線源強度を求

める。 

使用済燃料集合体の線源強度計算条件を第 3.3－2

表に示す。 

線源強度の計算には，使用済燃料集合体平均燃焼度

に対する軸方向の比を包含する燃焼度分布（以下「ピ

ーキングファクタ」という。）を考慮する。線源強度の

計算結果を第 3.3－3表に示す。 

線源強度に基づき，二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5

により，金属キャスク表面及び表面から１ｍの位置に

おける線量当量率を求め，それぞれ２mSv/h以下，100

μSv/h以下となることを確認する。 

線量当量率の評価は，第 3.3－3表より，最も線源強

度の大きい新型８×８ジルコニウムライナ燃料を対象

として実施する。 

線量当量率の評価に当たっては，第 3.4－1 図～第
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3.4－3 図に示す使用済燃料集合体の燃焼度に応じた

収納配置を考慮し，保守的に線源強度を設定するなど，

十分な保守性を有する条件とする。また，設計貯蔵期

間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考

慮した十分な余裕を有する 60 年間における金属キャ

スクの中性子遮蔽材の熱による遮蔽性能の低下を考慮

する。 

上記条件に基づく解析結果によれば，第 3.3－6表に

示すように，金属キャスク表面及び表面から１ｍの位

置における線量当量率は，それぞれ２mSv/h以下，100

μSv/h以下を満足している。 

なお，上記解析は，最も実績のある手法である二次

元輸送計算コードＤＯＴ3.5 及び断面積ライブラリＤ

ＬＣ－23／ＣＡＳＫの組合せによる評価であるが，本

断面積ライブラリは特定の条件では中性子線量当量率

を過小評価することが知られていることから，特定の

条件で中性子線量当量率の評価が向上するとされてい

る断面積ライブラリＭＡＴＸＳＬＩＢ－Ｊ33 による

評価結果が示されている（７）。同評価では，金属キャス

ク表面における線量当量率は 1.811mSv/h であり２

mSv/h 以下となること，金属キャスク表面から１ｍの

位置における線量当量率は 98.6μSv/h であり 100μ

Sv/h以下となることが，それぞれ確認されている。 

 

(3) 閉じ込め 

金属キャスクの閉じ込め構造を第 3.3－3図に，金属

キャスクのシール部詳細を第 3.3－4図に示す。金属キ

ャスクは，本体胴及び蓋部により使用済燃料集合体を

内封する空間を外部から隔離し，設計貯蔵期間（50年

間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十

分な余裕を有する 60年間を通じて負圧に維持する。金

属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉じ込

め構造とし，その蓋間をあらかじめ正圧とし圧力障壁

を形成することにより，放射性物質を金属キャスク内

部に閉じ込める。また，使用済燃料集合体を内封する

空間に通じる貫通孔のシール部は一次蓋に設ける。蓋

及び蓋貫通孔のシール部には，長期にわたって閉じ込

め機能を維持する観点から金属ガスケットを用いる。

金属ガスケットの漏えい率は，設計貯蔵期間（50年間）
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に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な

余裕を有する 60年間を通じて，蓋間の空間に充填され

ているヘリウムガスが蓋間の圧力を一定とした条件下

で使用済燃料集合体を内封する空間側に漏えいし，か

つ，燃料被覆管からの核分裂生成ガスの放出を仮定し

ても，使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持

できるように設定し，その漏えい率を満足しているこ

とを気密漏えい検査により確認する。さらに，蓋間の

圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視する。

蓋間の圧力に異常が生じた場合でも，あらかじめ金属

キャスク内部を負圧に維持するとともに，蓋間の圧力

を正圧としているので，内部の気体が外部に流出する

ことはない。 

蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋に漏え

いが認められた場合には，金属キャスク内部が負圧に

維持されていること及び一次蓋の健全性を確認の上，

二次蓋の金属ガスケットを交換し，閉じ込め機能を修

復して貯蔵を継続する。二次蓋に漏えいが認められず，

一次蓋の閉じ込め機能が異常であると考えられる場合

には，金属キャスクに蓋を追加装着し，搬出のために

必要な記録とともに，契約先に引き渡す。なお，搬出

までの間は金属キャスクを適切に保管する。 

金属キャスクの閉じ込め評価フローを第 3.3－5 図

に示す。閉じ込め性能評価では，設計貯蔵期間（50年

間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十

分な余裕を有する 60 年間にわたって金属キャスク内

部の負圧を維持できる漏えい率を求める。漏えい率は，

シールされる流体，シール部温度及び漏えいの上流側

と下流側の圧力に依存する。したがって，金属キャス

ク内部圧力変化は，蓋間圧力と金属キャスク内部圧力

の圧力差のもとで，ある漏えい率をもつシール部を通

して金属キャスク内部へ流入する気体の漏えい量を積

分することによって求められる。 

金属キャスクの閉じ込め評価の基準となる基準漏え

い率は，設計貯蔵期間（50年間）に加えて事業所外運

搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年

間にわたって金属キャスク内部の負圧が維持できるよ

うに設定され，使用する金属ガスケットが確保可能な

閉じ込め性能及び発電所搬出前の気密漏えい検査の判
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定基準として確認する漏えい率（リークテスト判定基

準）を上回るものでなければならない。 

基準漏えい率を求めるに当たり設定した評価条件を

第 3.3－4表に示す。金属キャスク内部の圧力を保守的

に評価するため，蓋間圧力は一定とし，蓋間空間のガ

スは金属キャスク内部側にのみ漏えいするものとして

漏えい率の計算を行う。また，大気圧は，気象変化に

よる圧力変動を考慮した値として 9.7×104Paとする。

金属キャスク内部空間の圧力の算定に当たっては，使

用済燃料集合体の破損率として，米国の使用済燃料集

合体の乾式貯蔵中における漏えい燃料発生率（約

0.01％）及び日本の軽水炉における漏えい燃料発生率

（0.01％以下）を考慮し，保守的な値として 0.1％と

する。 

閉じ込め評価の結果，第 3.3－6表に示すように，金

属ガスケットの漏えい率は基準漏えい率以下を満足し

ている。 

 

(4) 除熱 

金属キャスクは，使用済燃料集合体から発生する崩

壊熱を伝導，対流，輻射により金属キャスクの外表面

に伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達し除去

する。金属キャスク内部のバスケットは，バスケット

プレート，伝熱プレートの設置により必要な伝熱性能

を確保する。本体胴の中性子遮蔽材に熱伝導率の低い

レジンを用いているため，伝熱フィンを設けることに

より必要な伝熱性能を確保する。 

除熱解析フローを第 3.3－6図に示す。除熱解析は，

金属キャスクの実形状を軸方向断面，径方向断面にそ

れぞれ二次元で，燃料集合体の実形状を径方向断面に

二次元で適切にモデル化し，有限要素法コードＡＢＡ

ＱＵＳを用いて行う。 

除熱解析条件を第 3.3－5表に示す。使用済燃料の種

類，燃焼度，濃縮度，冷却期間等を条件に燃焼計算コ

ードＯＲＩＧＥＮ２を用いて求めた崩壊熱量及び第

3.4－1 図～第 3.4－3 図に示す使用済燃料集合体の燃

焼度に応じた収納配置を入力条件として，燃料被覆管

及び基本的安全機能を維持する上で重要な構成部材の

温度を評価し，燃料被覆管は貯蔵する使用済燃料集合
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体の種類ごとに定める制限温度，構成部材はその健全

性に影響を与えない温度以下となることを確認する。

金属キャスクの蓋部及び底部の温度は，軸方向断面の

二次元モデル，それ以外の構成部材の温度は径方向断

面の二次元モデルで評価し，燃料被覆管の温度は，燃

料集合体の径方向断面の二次元モデルで評価する。構

成部材の温度評価に当たっては，使用済燃料集合体の

ピーキングファクタを考慮して，最大崩壊熱量を十分

に上回る崩壊熱量を設定するとともに，金属キャスク

の底部を断熱条件とし，また，燃料被覆管の温度評価

に当たっては，軸方向を断熱条件とするなど十分な保

守性を有する条件とする。燃料被覆管及び金属キャス

ク構成部材の温度評価に当たっては，保守的な評価結

果となるように，境界条件として金属キャスクの周囲

温度を 45℃，使用済燃料貯蔵建屋の壁面温度を 65℃と

する。 

上記条件に基づく解析結果によれば，第 3.3－6表に

示すように燃料被覆管は制限温度以下を，構成部材の

温度は，その健全性に影響を与えない温度以下を満足

している。 

 

(5) 長期健全性 

使用済燃料集合体の貯蔵期間中に金属キャスクの構

成部材が劣化する要因としては，腐食，熱及び放射線

照射が考えられる。これらの要因に対して，設計貯蔵

期間（50年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間における金属キ

ャスクの構成部材の健全性評価を以下に示す。 

ａ．キャスク本体（本体胴，外筒，一次蓋，二次蓋，

一次蓋ボルト，二次蓋ボルト）の長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

本体胴内面，一次蓋，二次蓋内面及び一次蓋ボルト

は，本体胴内及び蓋間にヘリウムガスを封入し，不活

性雰囲気が維持されるため，腐食の影響はない。さら

に，中性子遮蔽材（エポキシ系レジン）に接する本体

胴外面及び外筒内面は，レジンの熱分解で放出される

生成物（主に水分）による腐食を考慮しても，わずか

なものであり実用上の影響はない。 
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また，外筒外面，二次蓋外面及び二次蓋ボルトは，

塗装又はメッキによる防錆処理を施す。防錆被膜の経

年的な劣化については，定期的な点検による状態把握

により劣化兆候が見られた場合は補修することで，防

錆被膜を維持できる。 

(b) 熱による劣化影響 

キャスク本体（炭素鋼，合金鋼）の温度は 142℃以下

である。クリープ変形を考慮すべき温度は，融点（絶

対温度）の 1/3以上（８）（９）に相当する約 290℃を超え

る場合であり，クリープを考慮する必要はない。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

キャスク本体に使用する材質は炭素鋼であり，中性

子照射量が 1016n/cm2 までは顕著な脆化はみられない

（10）（11）。使用環境における中性子照射量はその範囲内

であり，材料の機械的特性に影響はない。 

ｂ．伝熱フィンの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

伝熱フィンは本体胴外面と外筒内面との間に取り付

けられており，中性子遮蔽材（エポキシ系レジン）に

接している。レジンの熱分解で放出される生成物（主

に水分）による腐食を考慮してもわずかなものであり

実用上の影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

伝熱フィン（炭素鋼（銅クラッド））の温度は 128℃

以下である。クリープ変形を考慮すべき温度は，融点

（絶対温度）の 1/3以上（８）（９）に相当する約 290℃を

超える場合であり，クリープを考慮する必要はない。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

伝熱フィンに使用する材質は炭素鋼（銅クラッド）

であり，中性子照射量が 1016n/cm2までは顕著な脆化は

みられない（10）（11）。使用環境における中性子照射量は

その範囲内であり，材料の機械的特性に影響はない。 

ｃ．バスケットの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

本体胴内にヘリウムガスを封入し，不活性雰囲気が

維持されるため，腐食の影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

バスケット（ボロン添加ステンレス鋼）の温度は

248℃以下である。クリープ変形を考慮すべき温度は，
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融点（絶対温度）の 1/3以上（８）（９）に相当する約 290℃

を超える場合であり，クリープを考慮する必要はない。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

バスケット（ボロン添加ステンレス鋼）に含まれる

ボロン-10の 60年間の減損割合は保守的に全中性子束

を用いて評価しても 10-6程度であり，照射による未臨

界機能の劣化はない。また，中性子照射量が 1018n/cm2

までは顕著な脆化はみられず（12），使用環境における中

性子照射量はその範囲内であり，材料の機械的特性に

影響はない。 

ｄ．中性子遮蔽材の長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

中性子遮蔽材はレジンであり，腐食することはない。 

(b) 熱による劣化影響 

中性子遮蔽材であるレジンは，熱により化学的に劣

化する（熱分解による生成物の放出・重量減損）が，

遮蔽解析においてはレジン系中性子遮蔽材の経年変化

評価試験結果（13）の知見を踏まえて，熱分解による 60

年間のレジンの重量減損分を遮蔽体として考慮せずに

保守的に評価している。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

使用するレジンの加熱と照射の影響評価（４）では，

加熱に比べレジンの重量減損がわずかなため，放射線

照射による重量減損の影響を考慮する必要はない。 

 

ｅ．金属ガスケットの長期健全性 

(a) 腐食による劣化影響 

一次蓋の金属ガスケットは，ヘリウムガスによる不

活性雰囲気が維持されるため，腐食の影響はない。ま

た，二次蓋の金属ガスケットは外側面が外気環境であ

るが，使用環境より厳しい塩水噴霧環境においても金

属ガスケットの漏えい率に変化がない（14）（15）ため，閉

じ込め機能への影響はない。 

(b) 熱による劣化影響 

金属ガスケットは，コイルスプリング（ニッケル基

合金）と二層の被覆材（内被：ニッケル基合金，外被：

アルミニウム）で構成されている。外被材であるアル

ミニウムは常温よりやや高い温度以上でクリープが発

生しやすい性向にあるが，長期密封特性試験（16）や密
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封境界部の経年劣化影響評価試験（13）によって，塑性

変形率と漏えい率の温度・時間の依存性についてラー

ソンミラーパラメータ（以下「ＬＭＰ」という。）によ

る整理が有効であることが確認されている。金属ガス

ケットの長期密封性評価に用いているＬＭＰは，長期

貯蔵中のクリープによる応力緩和が考慮されており，

60年間の閉じ込め機能は維持できる。具体的な評価を

以下に示す。 

初期の閉じ込め機能（1×10－10Pa･ｍ3/s 以下）を保

持できる限界のＬＭＰは，使用する金属ガスケットの

場合，約 11×103 となる。金属キャスクの除熱評価に

おける金属ガスケットの制限温度は 130℃以下であ

り，初期温度を保守的に 130℃として崩壊熱の減衰を

無視して，ＬＭＰで 11×103 となる時間を求めると約

2,000年となる。 

(c) 放射線照射による劣化影響 

金属ガスケットに使用する材質は，ニッケル基合金

及びアルミニウムであり，中性子照射量が 1021n/cm2程

度までは顕著な機械的特性の変化はみられない（17）（18）。

使用環境における中性子照射量はその範囲内であり，

材料の機械的特性に影響はない。 

 

3.4 主要仕様 

使用済燃料貯蔵設備本体の主要仕様を第 3.4－1 表

に示す。 

（中略） 

第 3.4－1表 使用済燃料貯蔵設備本体の主要仕様 

 

(1) 種  類 

金属キャスク ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２） 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ） 

貯蔵架台   金属キャスクたて置式 

 

(2) 主要材質 

金属キャスク 

本体胴    炭素鋼 

外筒      炭素鋼 

一次蓋    炭素鋼 

二次蓋    炭素鋼 
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蓋ボルト   合金鋼 

伝熱フィン  炭素鋼（銅クラッド） 

バスケット  ボロン添加ステンレス鋼 

中性子遮蔽材 レジン 

貯蔵架台    炭素鋼 

 

(3) 主要寸法等 

ａ．ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２） 

寸法 全長  約 5.4ｍ 

外径  約 2.5ｍ 

全質量（使用済燃料集合体含む） 約 119ｔ 

最大収納体数 69体 

内部充填ガス ヘリウムガス 

密封シール  金属ガスケット 

貯蔵する使用済燃料の種類 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料 

収納する使用済燃料集合体の最高燃焼度 

40,000MWd/t 

収納する使用済燃料集合体の平均燃焼度 

34,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納 

するまでの期間 

18年以上 

最大崩壊熱量 12.1kW 

（金属キャスク１基当たり） 

収納配置   第 3.4－1図のとおり 

ｂ．ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ） 

寸法 全長  約 5.4ｍ 

外径  約 2.5ｍ 

全質量（使用済燃料集合体含む） 約 119ｔ 

最大収納体数 69体 

内部充填ガス ヘリウムガス 

密封シール  金属ガスケット 

貯蔵する使用済燃料の種類 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料，高燃焼度８×８

燃料（新型８×８ジルコニウムライナ燃料のみを収納

する場合，高燃焼度８×８燃料のみを収納する場合，

又は新型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度

８×８燃料を収納する場合） 
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収 納 す る 使 用 済 燃 料 集 合 体 の 最 高 燃 焼 度 

40,000MWd/t 

収 納 す る 使 用 済 燃 料 集 合 体 の 平 均 燃 焼 度 

34,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間    18年以上 

最大崩壊熱量 12.1kW（金属キャスク１基当たり） 

収納配置   第 3.4－1図のとおり 

新型８×８燃料，新型８×８ジルコニウムライナ燃料

（新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ

燃料を収納する場合） 

収 納 す る 使 用 済 燃 料 集 合 体 の 最 高 燃 焼 度 

34,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間    24年以上 

最大崩壊熱量 10.9kW（金属キャスク１基当たり） 

収納配置   第 3.4－2図のとおり 

新型８×８燃料（新型８×８燃料のみを収納する場合） 

収 納 す る 使 用 済 燃 料 集 合 体 の 最 高 燃 焼 度 

28,500MWd/t 

収納する使用済燃料集合体の平均燃焼度 26,000MWd/t 

原子炉から取り出して金属キャスクに収納するまでの

期間    24年以上 

最大崩壊熱量 8.0kW（金属キャスク１基当たり） 

収納配置   第 3.4－3図のとおり 

ｃ．貯蔵架台  約 3.0ｍ×約 3.0ｍ 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

ｄ．ロ(8)d.－①使用済燃料貯蔵施設には，金属キ

ャスクの搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャ

スクの移送及び取扱いに対して，基本的安全機能を

確保できる使用済燃料の受入施設を設ける。 

ロ(8)d.－②金属キャスクの移送及び取扱いに対

して手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金

属キャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対

策並びに転倒防止対策を講ずる設計とする。また，

緩衝体等の移送及び取扱いに対して手順を定め，落

下防止対策を講ずる設計とする。 

ロ(8)d.－③金属キャスクは，取扱時の他の構造物

及び機器との衝突事象に対し，基本的安全機能を損

なわない構造強度を有する設計とする。 

 

ニ．使用済燃料の受入施設の構造及び設備 

(1) 構造 

二(1)－①使用済燃料の受入施設は，金属キャスク

の搬入後及び搬出前の仮置き，金属キャスクの移送

及び取扱い並びに検査等を行う受入れ区域天井クレ

ーン，搬送台車等の受入設備で構成する。 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋

受入れ区域に設置し，受入れ区域における金属キャ

スクの移送及び取扱いを行う。 

また，搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域との間

の金属キャスクの移送を行う。 

二(1)－⑤さらに，金属キャスクの仮置きを行う仮

置架台，金属キャスクのたて起こしを行うたて起こ

し架台，金属キャスクの検査を行う検査架台を受入

1.2.15 使用済燃料の受入施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

ロ(8)d.－①使用済燃料貯蔵施設には，金属キャス

クの搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの

移送及び取扱いに対して，基本的安全機能を確保でき

る使用済燃料の受入施設を設ける。 

ロ(8)d.－②金属キャスクの移送及び取扱いに対し

て手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キ

ャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並

びに転倒防止対策を講ずる設計とする。また，緩衝体

等の移送及び取扱いに対して手順を定め，落下防止対

策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

2 個別項目 

2.2 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備） 

 

 

 

 

 

 

 

a．  ロ(8)d.－①使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスク

の搬入，貯蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送

及び取扱いに対して，基本的安全機能を確保できる使

用済燃料の受入施設を設け,金属キャスクを安全に取

り扱う能力を有する設計とする。 

二(1)－①使用済燃料の受入施設は，金属キャスクの搬 

入後及び搬出前の仮置き，金属キャスクの移送及び取

扱い並びに検査等を行う受入れ区域天井クレーン，搬

送台車等の受入設備で構成する。なお，受入設備の中に

搬送設備である受入れ区域天井クレーン及び搬送台車

を有する。 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋受

入れ区域に設置し，受入れ区域における金属キャスク

の移送及び取扱いを行う。 

また，搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域との間の金

属キャスクの移送を行う。 

b． 二(1)－⑤金属キャスクの仮置きを行う仮置架台，金

属キャスクのたて起こしを行うたて起こし架台，金属

キャスクの検査を行う検査架台を受入れ区域に設置

し，空気圧縮機及び空気貯槽等の圧縮空気供給設備は

付帯区域に設置する。 

c．  ロ(8)d.－②金属キャスクの移送及び取扱いに対し

て手順を定め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャ

スク単独及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに

転倒防止対策を講ずる設計とする。また，緩衝体等の移

送及び取扱いに対して手順を定め，落下防止対策を講

ずる設計とする。 

d．   ロ(8)d.－③金属キャスクは，取扱時の他の構造物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)d.①は

事業変更許可申請書

（本文）のロ(8)d.①

と同義であり，整合し

ている。 

設工認の二(1)－① 

は事業変更許可申請

書（本文）の二(1)－

①と同義であり，整合

している。 

 

 

 

 

 

 

設工認の二(1)－⑤は

事業変更許可申請書

（本文）の二(1)－⑤

と同義であり，整合し

ている。 

設工認のロ(8)d.－② 

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)d.

－②と整合している。 

 

 

設工認のロ(8)d.－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十六条 使用済燃料の受入施設 

使用済燃料貯蔵施設には，使用済燃料を封入

した金属キャスクの搬送及び受入れ時において

基本的安全機能を確保することができる使用済

燃料の受入施設を設けなければならない。 



ニ－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

れ区域に設置し，空気圧縮機及び空気貯槽等の圧縮

空気供給設備は付帯区域に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 金属キャスクの移送及び取扱い 

ａ．落下防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取扱い 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクの総

重量を十分上回る重量に耐えることのできる強

度に設計する。 

ⅱ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレ

ーキ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二

重化する。 

ⅲ 受入れ区域天井クレーンは，動力源である電気

の供給が停止した場合に動作するブレーキを設

ける。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．転倒防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによるたて起こし時 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクの総

重量を十分上回る重量に耐えることのできる強

度に設計する。 

及び機器との衝突事象に対し，基本的安全機能を損な

わない構造強度を有する設計とする。 

e．搬送設備及び受入設備 

(a) 受入れ区域天井クレーン 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋受

入れ区域上部に設置し，受入れ区域における金属キャ

スクの移送及び取扱いを行い，以下の設計とする。 

イ． 八－①受入れ区域天井クレーンは，金属キャスク

の総重量を十分上回る重量に耐えることのできる強

度に設計する。 

ロ． 八－②受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，

ブレーキ及びリミットスイッチは，故障を考慮して

二重化する。 

ハ． 受入れ区域天井クレーンは，動力源である電気の

供給が停止した場合に動作するブレーキを設ける。 

ニ． 八－③受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自

重及びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度

上耐え得る設計とする。 

ホ． 八－④受入れ区域天井クレーンは，金属キャスク

をつった状態で仮置き中の金属キャスクを通過でき

ないように可動範囲を制限するインターロックを設

け，金属キャスク相互の衝突を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)d.

－③と整合している。 

 

 

 

 

設工認の八－①は事

業変更許可申請書（添

付八）の八－①と同義

であり，整合してい

る。 

設工認の八－②は事

業変更許可申請書（添

付八）の八－②と整合

している。 

設工認の八－③は事

業変更許可申請書（添

付八）の八－③と同義

であり，整合してい

る。 

設工認の八－④は事

業変更許可申請書（添

付八）の八－④と同義

であり，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 

＜中略＞ 

 (1) 金属キャスクの落下 

受入れ区域天井クレーンによる取扱時の金

属キャスクの落下を防止するため，以下の設計

及び作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．八－①受入れ区域天井クレーン及びつり具

は，金属キャスクの総重量を十分上回る重量

に耐えることのできる強度に設計する。 

ｂ．八－②受入れ区域天井クレーンのワイヤロ

ープ，ブレーキ及びリミットスイッチは，故

障を考慮して二重化する。 

＜中略＞ 
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ⅱ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレ

ーキ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二

重化する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ 事業所外運搬に必要な緩衝体を取り外した状

態で金属キャスクをつり上げる場合には，衝撃吸

収材を敷設する。 

(b) 搬送台車による移送及び取扱い 

ⅰ 搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停止に

より動力源である圧縮空気の供給が停止した場

合には，金属キャスクを着床させ衝突を防止す

る。 

ⅱ 搬送台車は障害物との接触を検知する装置を

設け，衝突を防止する。また，操作員及び補助員

による緊急停止機構を設ける。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 搬送台車 

搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域の間との金属キ

ャスクの移送及び取扱いを行い，以下の設計とする。 

イ． 搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停止によ

り動力源である圧縮空気の供給が停止した場合に

は，金属キャスクを着床させ衝突を防止する。 

 

ロ．八－⑤搬送台車は障害物との接触を検知する装置

を設け，衝突を防止する。また，操作員及び補助員

による緊急停止機構を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の八－⑤は事

業変更許可申請書（添

付八）の八－⑤と整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 

 ＜中略＞ 

(2) 金属キャスクの転倒（受入れ区域天井クレー

ンによるたて起こし時） 

受入れ区域天井クレーンによるたて起こし時

の金属キャスクの転倒を防止するため，以下の

設計及び作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．八－①受入れ区域天井クレーン及びつり具

は，金属キャスクの総重量を十分上回る重量

に耐えることのできる強度に設計する。 

ｂ．八－②受入れ区域天井クレーンのワイヤロ

ープ，ブレーキ及びリミットスイッチは，故

障を考慮して二重化する。 

＜中略＞ 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 
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ｃ．金属キャスク単独及び金属キャスク相互の衝突防止

対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取扱い

（走行，横行） 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレ

ーキ及びリミットスイッチは，故障を考慮して二

重化する。 

ⅱ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクをつ

った状態で仮置き中の金属キャスクを通過でき

ないように可動範囲を制限するインターロック

を設け，金属キャスク相互の衝突を防止する。 

(b) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取扱い

（つり下げ） 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ及び

ブレーキは，故障を考慮して二重化する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

(3) 金属キャスクの転倒（搬送台車による移送

時） 

搬送台車による移送時の金属キャスクの転

倒を防止するため，以下の設計及び作業管理上

の対策を講ずる。 

ａ．八－⑤搬送台車は障害物との接触を検知す

る装置を設け，衝突を防止する。また，操作

員及び補助員による緊急停止機構を設ける。 

＜中略＞ 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 

＜中略＞ 

(4) 金属キャスクの衝突（受入れ区域天井クレー

ンによる移送（走行，横行）時） 

受入れ区域天井クレーンによる移送（走行，

横行）時の仮置架台，たて起こし架台及び受入 
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 (c) 搬送台車による移送及び取扱い 

ⅰ 搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停止に

より動力源である圧縮空気の供給が停止した場

合には，金属キャスクを着床させ衝突を防止す

る。 

ⅱ 搬送台車には障害物との接触を検知する装置

を設け，衝突を防止する。また，操作員及び補助

員による緊急停止機構を設ける。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ区域壁への金属キャスクの衝突を防止す

るため，以下の設計及び作業管理上の対策を講

ずる。 

ａ．八－②入れ区域天井クレーンのワイヤロー

プ，ブレーキ及びリミットスイッチは，故障

を考慮して二重化する。 

ｂ．八－④受入れ区域天井クレーンは，可動範

囲を制限するインターロックを設ける。 

＜中略＞ 

(5) 金属キャスクの衝突（受入れ区域天井クレー

ンによるつり下げ時） 

受入れ区域天井クレーンによるつり下げ時

の仮置架台，たて起こし架台，貯蔵架台への金

属キャスクの衝突を防止するため，以下の設計

及び作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．八－②受入れ区域天井クレーンのワイヤロ

ープ及びブレーキは，故障を考慮して二重化

する。 

＜中略＞ 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 

＜中略＞ 

(6) 金属キャスクの衝突（搬送台車による移送

時） 

搬送台車による移送時の他の構造物及び機

器への金属キャスクの衝突を防止するため，以 
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(2) 重量物の移送及び取扱い 

ａ．緩衝体等の落下防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重及

びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上

耐え得る設計とする。 

(b) 受入れ区域天井クレーンは，可動範囲を制限す

るインターロックを設ける。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．三次蓋及び二次蓋の落下防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重及

びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上

耐え得る設計とする。 

(b) 事業所外運搬に供する三次蓋の取り付け又は

取り外しの作業，及び二次蓋金属ガスケットの交換

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）該当事項 

2.事故選定及び評価 

2.1.2 使用済燃料貯蔵施設における金属キャスク

の取り扱いに起因する事象 

 ＜中略＞ 

(7) 金属キャスクへの重量物の落下（緩衝体） 

金属キャスクへの緩衝体の落下を防止する

ため，以下の設計及び作業管理上の対策を講ず

る。 

ａ．八－③受入れ区域天井クレーンは，自重，

地震荷重及び吊荷荷重の適切な組合せを考

慮しても強度上耐え得る設計とする。 

＜中略＞ 

ｂ．八－④受入れ区域天井クレーンは，可動範

囲を制限するインターロックを設ける。 

＜中略＞ 

下の設計及び作業管理上の対策を講ずる。 

ａ．八－⑤搬送台車には障害物との接触を検知

する装置を設け，衝突を防止する。また，操

作員及び補助員による緊急停止機構を設け

る。 

＜中略＞ 
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作業を行う場合には，金属キャスク上での三次蓋及

び二次蓋のつり上げ高さを適切に制限する。 

4.2.2 設計方針 

使用済燃料貯蔵施設には，金属キャスクの搬入，貯

蔵，検査及び搬出に係る金属キャスクの移送及び取扱

いに対して，基本的安全機能を確保できる使用済燃料

の受入施設を設ける。 

金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定

め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャスク単独

及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに転倒防

止対策を講ずる設計とする。また，緩衝体等の移送及

び取扱いに対して手順を定め，落下防止対策を講ずる

設計とする。 

(1) 金属キャスクの移送及び取扱い 

ａ．落下防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取

扱い 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスク

の総重量を十分上回る重量に耐えることの

できる強度に設計する。 

ⅱ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，

ブレーキ及びリミットスイッチは，故障を考

慮して二重化する。 

ⅲ 受入れ区域天井クレーンは，動力源である

電気の供給が停止した場合に動作するブレ

ーキを設ける。 

＜中略＞ 

ｂ．転倒防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによるたて起こし

時 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスク

の総重量を十分上回る重量に耐えることの

できる強度に設計する。 

ⅱ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，

ブレーキ及びリミットスイッチは，故障を考

慮して二重化する。 

＜中略＞ 

ⅳ 事業所外運搬に必要な緩衝体を取り外し

た状態で金属キャスクをつり上げる場合に
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は，衝撃吸収材を敷設する。 

(b) 搬送台車による移送及び取扱い 

ⅰ 搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停

止により動力源である圧縮空気の供給が停

止した場合には，金属キャスクを着床させ衝

突を防止する。 

ⅱ 搬送台車は障害物との接触を検知する装

置を設け，衝突を防止する。また，操作員及

び補助員による緊急停止機構を設ける。 

＜中略＞ 

ｃ．金属キャスク単独及び金属キャスク相互の衝突

防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取

扱い（走行，横行） 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，

ブレーキ及びリミットスイッチは，故障を考

慮して二重化する。 

ⅱ 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスク

をつった状態で仮置き中の金属キャスク上

を通過できないように可動範囲を制限する

インターロックを設け，金属キャスク相互の

衝突を防止する。 

(b) 受入れ区域天井クレーンによる移送及び取

扱い（つり下げ） 

ⅰ 受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ

及びブレーキは，故障を考慮して二重化す

る。 

＜中略＞ 

 (c) 搬送台車による移送及び取扱い 

ⅰ 搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停

止により動力源である圧縮空気の供給が停

止した場合には，金属キャスクを着床させ衝

突を防止する。 

ⅱ 搬送台車には障害物との接触を検知する

装置を設け，衝突を防止する。また，操作員

及び補助員による緊急停止機構を設ける。 

＜中略＞ 

 (2) 重量物の移送及び取扱い 

ａ．緩衝体等の落下防止対策 
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(a) 受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重

及びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても

強度上耐え得る設計とする。 

(b) 受入れ区域天井クレーンは，可動範囲を制限

するインターロックを設ける。 

＜中略＞ 

ｂ．三次蓋及び二次蓋の落下防止対策 

(a) 受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重

及びつり荷荷重の適切な組合せを考慮しても

強度上耐え得る設計とする。 

＜中略＞ 

4.2.3 主要設備 

(1) 受入れ区域天井クレーン 

受入れ区域天井クレーンは，使用済燃料貯蔵建屋

受入れ区域上部に設置し，受入れ区域における金属

キャスクの移送及び取扱いを行う。衝撃吸収材は，

たて起こし架台上での転倒を考慮して敷設する。 

ａ．受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクの総重量

を十分上回る重量に耐えることのできる強度に設計

する。 

ｂ．受入れ区域天井クレーンのワイヤロープ，ブレーキ

及びリミットスイッチは，故障を考慮して二重化す

る。 

ｃ．受入れ区域天井クレーンは，動力源である電気の供

給が停止した場合に動作するブレーキを設ける。 

ｄ．受入れ区域天井クレーンは，地震荷重，自重及びつ

り荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上耐え得

る設計とする。 

ｅ．受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクをつった

状態で仮置き中の金属キャスク上を通過できないよ

うに可動範囲を制限するインターロックを設け，金属

キャスク相互の衝突を防止する。 

＜中略＞ 

ｉ．事業所外運搬に必要な緩衝体を取り外した状態で

金属キャスクをつり上げる場合には，衝撃吸収材を敷

設する。 

(2) 搬送台車 

搬送台車は，受入れ区域と貯蔵区域の間との金属

キャスクの移送及び取扱いを行う。 
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搬送台車は，圧縮空気供給設備から供給される圧

縮空気により，金属キャスク及び貯蔵架台を揚重

し，移送及び取扱いを行う設備である。 

搬送台車は，エアキャスタに圧縮空気を供給し，

床面とエアキャスタの間に薄い空気膜（約0.1mm）

を形成させることで摩擦力を大幅に低減させ，小さ

な駆動力で重量物の移送及び取扱いを可能にする

ものである。 

なお，金属キャスクの支持構造物である貯蔵架台

は，金属キャスクの移送及び取扱いをするためのパ

レットとしての機能を有しており，搬送台車のフォ

ーク部を貯蔵架台に挿入し金属キャスクの移送及

び取扱いを行う。 

搬送台車は，金属キャスクの移送及び取扱いを安

全かつ確実に行うため，障害物との接触を検知する

装置を設け，衝突を防止する。また，操作員及び補

助員による緊急停止機構を設ける。搬送台車で移送

及び取扱いの際には，移送速度及び浮上高さを適切

に設定し，貯蔵架台は転倒しない寸法に設計する。 

搬送台車は，電源喪失時や空気圧縮機の停止によ

り動力源である圧縮空気の供給が停止した場合に

は，金属キャスクを着床させ，衝突を防止する。 

(3) 圧縮空気供給設備 

圧縮空気供給設備は，空気圧縮機及び空気貯槽か

ら構成され搬送台車等へ圧縮空気を供給する。空気

貯槽に安全弁を設置し，過圧防止対策を講ずる設計

とする。 

(4) 仮置架台 

仮置架台は，搬入した金属キャスクを検査するま

での間，搬出する金属キャスクをキャスク輸送車両

へ移送及び取扱いをするまでの間及び金属キャス

クの点検で一時的に金属キャスクを仮置きするた

めの架台である。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能

を維持するための具体的な設計は，以下のとおり行

う。 

ａ．仮置架台は，地震荷重及び金属キャスク質量の

適切な組合せを考慮しても強度上耐えるように

設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)  圧縮空気供給設備 

圧縮空気供給設備は，空気圧縮機及び空気貯槽から

構成され搬送台車等へ圧縮空気を供給する。空気貯槽

に安全弁を設置し，過圧防止対策を講ずる設計とす

る。 

(d)  仮置架台 

仮置架台は，搬入した金属キャスクを検査するまで

の間，搬出する金属キャスクをキャスク輸送車両へ移

送及び取扱いをするまでの間及び金属キャスクの点

検で一時的に金属キャスクを仮置きするための架台

である。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能を

維持するための具体的な設計は，以下のとおり行う。 

 

 イ． 仮置架台は，地震荷重及び金属キャスク質量の適

切な組合せを考慮しても強度上耐えるように設計

する。 
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ｂ．仮置架台に設置された金属キャスクは，輸送用

の緩衝体が取付けられた状態とすることを手順

書に定め運用管理する。 

(5) たて起こし架台 

たて起こし架台は，水平状態の金属キャスクを垂

直状態にたて起こすための架台である（金属キャス

クの点検，搬出の場合も同様とする）。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能

を維持するための具体的な設計は，以下のとおり行

う。 

ａ．たて起こし架台は，地震荷重及び金属キャスク

質量の適切な組合せを考慮しても強度上耐える

ように設計する。 

ｂ．万一，たて起こし時に金属キャスクが転倒して

も，金属キャスクの閉じ込め機能に著しい損傷を

与えないように衝撃吸収材をたて起こし架台及

びその周辺に敷設する。 

(6) 検査架台 

検査架台は，金属キャスクの受入検査，施設外へ

搬出するために必要な検査，三次蓋の取外し・取付，

計測器の取付・取外し及び金属キャスクの点検が行

える設計とする。また，検査架台は作業員の足場で

あり，金属キャスクを直接取り扱う設備ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  たて起こし架台 

たて起こし架台は，水平状態の金属キャスクを垂

直状態にたて起こすための架台である（金属キャス

クの点検，搬出の場合も同様とする）。 

金属キャスクの取扱いにおいて，基本的安全機能

を維持するための具体的な設計は，以下のとおり行

う。 

 イ． たて起こし架台は，地震荷重及び金属キャスク質

量の適切な組合せを考慮しても強度上耐えるよう

に設計する。 

ロ． 万一，たて起こし時に金属キャスクが転倒して

も，金属キャスクの閉じ込め機能に著しい損傷を与

えないように衝撃吸収材をたて起こし架台及びそ

の周辺に敷設する。 

(f)  検査架台 

検査架台は，金属キャスクの受入検査，施設外へ搬

出するために必要な検査，三次蓋の取外し・取付，計

測器の取付・取外し及び金属キャスクの点検が行える

設計とする。 

 

f．冷却水系統 

空気圧縮機内における圧縮空気およびオイルの冷却の

ために，冷却塔と冷却水ポンプで構成する冷却水系統を

設置する。 

g．運用 

保安規定に，金属キャスクの移送及び取扱いに対して

手順を定めて運用する。 
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添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ホ．計測制御系統施設の設備 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ホ．計測制御系統施設の設備 
 
 
 
(1) 主要な計装設備の種類 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視

のため，金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク表面

温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定を行

う以下の計測設備で構成する。 

ａ．金属キャスク蓋間圧力監視装置 

ホ－１金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能

を監視するために金属キャスク蓋間圧力監視装置を

設ける。金属キャスク蓋間圧力監視装置は，金属キャ

スク蓋間圧力を測定し，表示及び記録する。 

ｂ．金属キャスク表面温度監視装置 

ホ－２使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度

が制限される値以下に維持されていることを評価す

るための必要なデータを測定するために金属キャス

ク表面温度監視装置を設ける。金属キャスク表面温度

監視装置は，金属キャスク表面温度を測定し，表示及

び記録する。 

ｃ．使用済燃料貯蔵建屋給排気温度監視装置 

ホ－３使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温

度が異常に上昇していないことを監視するために使

用済燃料貯蔵建屋給排気温度監視装置を設ける。使用

済燃料貯蔵建屋給排気温度監視装置は，使用済燃料貯

蔵建屋給排気温度を測定し，表示及び記録する。 

(2) その他の主要な事項 

漏えい検知装置の設置に関して放射性液体廃棄物

の発生はなく，保管廃棄する廃棄物貯蔵室において著

しい漏えいの発生はないため漏えい検知装置は不要

である。 

 
 

 

 

 

 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適合性 

 

1.2.16 計測制御系統施設 

第十七条 計測制御系統施設 

使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能のうち閉

じ込め機能及び除熱機能が確保されていることを適

切に監視することができる計測制御系統施設を設け

なければならない。 

２ 使用済燃料貯蔵施設には，安全設計上想定される

事故により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機

能を損なうおそれが生じたとき，第十九条第二号の放

射性物質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき

又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏えいする

おそれが生じたときに，これらを確実に検知して速や

かに警報する設備を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

１ について 

使用済燃料貯蔵施設は，基本的安全機能のうち，閉じ

込め機能及び除熱機能が確保されていることを以下の

とおり適切に監視する設計とする。 

(1) ホ－１金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能

を監視するために金属キャスク蓋間圧力を測定し表

示する。 

(2) ホ－３使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温

度が異常に上昇していないことを監視するために使

用済燃料貯蔵建屋給排気温度を測定し表示する。 

(3) ホ－２使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度

が制限される値以下に維持されていることを評価す

るために必要なデータとして金属キャスク表面温度

を測定し表示する。 

また，ホ－１・２・３計測設備は，測定データを監

視盤室に表示及び記録する設計とするとともに，事務

建屋でも表示する設計とする。 

なお，ホ－１・２・３基準設定値に達した場合は，

監視盤室及び監視員が監視を行う事務建屋に警報を

発報する設計とする。 

ホ－１・２・３使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

 

2.3 計測制御系統施設 

（2）基本設計方針 

ａ．計測設備の構成 

ホ－１・２・３計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施

設の監視のため，温度及び圧力の測定を行う計測設備で構

成する。 

計測設備は，金属キャスクの一次蓋と二次蓋間の圧力を

測定するための蓋間圧力検出器，金属キャスクの表面温度

を測定するための表面温度検出器，使用済燃料貯蔵建屋

（以下「貯蔵建屋」という。）の給気口と排気口の温度を測

定するための給排気温度検出器及び測定したデータを表

示し警報設定値に達した場合に警報を発報する表示・警報

装置で構成する。計測設備は，測定したデータを記録する

機能を有する設計とする。 

また，基本的安全機能が確保されていることを監視でき

なくなった場合に備え，代わりに監視を行うための代替計

測用計測器を保有する。 

 

ｂ．ホ－１蓋間圧力検出器 

金属キャスクの蓋部が有する閉じ込め機能を監視する

ために蓋間圧力検出器を設け，金属キャスクの蓋間圧力を

測定する設計とする。蓋間圧力検出器は，点検中及び不具

合時においても蓋間圧力を測定できるよう１基の金属キ

ャスクに対し二系統設ける。 

金属キャスクの蓋間圧力を監視し放射性物質の放出が

ないことを確認することにより，使用済燃料備蓄センター

及びその周辺監視区域境界付近における放射性物質濃度

の監視を不要とする設計とする。 

 

ｃ．ホ－２表面温度検出器 

使用済燃料集合体及び金属キャスクの温度が制限され

る値以下に維持されていることを評価するための必要な

データを測定するために表面温度検出器を設け，金属キャ

スクの表面温度を測定する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－１・２・

３は，事業変更許可申

請書（本文）のホ－１，

ホ－２及びホ－３を

具体的に記載してお

り整合している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－１は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－１を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

設工認のホ－２は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－２を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業変更

許可申請書から，申請

対象設備を以下に変

更。 

・蓋間圧力監視装置 

・表面温度監視装置 

・給排気温度監視装

置 

↓ 

・蓋間圧力検出器 

・表面温度検出器 

・給排気温度検出器 

・表示・警報装置 
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が確保されていることを監視できなくなった場合に

備え，代わりに監視を行うために必要な計測器や電源

設備を保有する。監視ができなくなった場合には，計

測器や電源設備の設置の準備作業が整い次第，監視を

再開する。 

２ について 

管理区域内の主要な場所にガンマ線エリアモニタと

中性子線エリアモニタで構成されるエリアモニタリン

グ設備を設ける。また，周辺監視区域境界付近にはモニ

タリングポストを設置する。ホ－１・２・３それらの放

射線レベル基準設定値に達した場合は監視盤室及び監

視員が監視を行う事務建屋に警報を発報する設計とす

る。 

使用済燃料貯蔵施設においては，金属キャスクの蓋間

圧力を監視し放射性物質の放出がないことを確認する

ことにより，事業所及びその境界付近における放射性物

質濃度の監視を不要とする。 

なお，安全設計上想定される事故のうち，経年変化に

よる基本的安全機能の劣化については，金属キャスクの

蓋間圧力，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び貯蔵区域

の放射線レベルを常に監視することにより検知する。 

 

5. 計測制御系統施設 

5.1 概要 

計測制御系統施設は，使用済燃料貯蔵施設の監視のた

め，温度及び圧力の測定を行う計測設備で構成する。 

また，計測設備の主要な表示装置及び記録装置を設置す

るための監視盤室を設ける。 

 

5.2 計測設備 

5.2.1 概要 

計測設備は，使用済燃料貯蔵施設の監視のために必要

な諸変数を測定し，表示，記録及び警報を行う設備であ

り，ホ－１・２・３金属キャスク蓋間圧力，金属キャス

ク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度の測定

装置で構成する。 

 

 

 

ｄ．ホ－３給排気温度検出器 

貯蔵建屋貯蔵区域内の雰囲気温度に異常がないことを

監視するため，給排気温度検出器を設け，貯蔵建屋の給排

気温度を測定する設計とする。 

 

ｅ．ホ－１・２・３表示・警報装置 

金属キャスクの蓋間圧力検出器と表面温度検出器，貯蔵

建屋の給排気温度検出器，エリアモニタリング設備，及び

モニタリングポストの測定値を，監視盤室及び事務建屋の

表示・警報装置に表示する設計とする。測定値が警報設定

値に達した場合は，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装

置にて警報を発報する設計とする。 

 

ｆ．ホ－１・２・３代替計測用計測器 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が確保されてい

ることを監視できなくなった場合に備え，代わりに監視を

行うために必要な代替計測用計測器を保有する。監視がで

きなくなった場合には，代替計測用計測器の準備が整い次

第，監視を行う。 

 

ｇ．火災・爆発防止対策 

火災・爆発の防止対策は，「別添Ⅰ 1.8 火災等による

損傷の防止」に従う。 

金属キャスクに直接接続するケーブルは，自己消火性に

ついて UL 垂直燃焼試験の試験規格に適合するとともに，

延焼性について IEEE383，IEEE1202 の試験規格に適合した

難燃ケーブル，又はそれらの試験規格に基づく実証試験に

合格した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

その他のケーブルは，JIS C 3005 傾斜試験適合品と同等

以上の難燃性ケーブルを使用する設計とするか，又は金属

製の盤，電線管に収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－３は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－３を具体的

に記載しており整合

している。 
設工認のホ－１・２・

３は，事業変更許可申

請書（本文）のホ－１，

ホ－２及びホ－３を

具体的に記載してお

り整合している。 
 

 

設工認のホ－１・２・

３は，事業変更許可申

請書（本文）のホ－１，

ホ－２及びホ－３を

具体的に記載してお

り整合している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホ－3 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5.2.2 設計方針 

計測設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入

してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，い

ずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下を

考慮した設計とする。 

また，ホ－１・２・３使用済燃料貯蔵施設の監視がで

きなくなった場合に備え，代わりに監視を行うための計

測器を保有し，準備が整い次第，監視を再開する。 

(1) 監視機能 

ホ－１・２・３計測設備は，使用済燃料貯蔵施設の監

視のために必要な金属キャスク蓋間圧力，金属キャスク

表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度を測定で

きる設計とする。また，測定データを記録及び表示する

機能を有した表示装置を設けるとともに，測定値が異常

な値を示した場合には警報を発報する設計とする。 

 

5.2.3 主要設備 

(1) ホ－１金属キャスク蓋間圧力監視装置 

金属キャスク蓋間圧力監視装置は，閉じ込め機能の監

視のため，金属キャスクの蓋間圧力を測定するととも

に，監視盤室に表示及び記録する。蓋間圧力が基準設定

値以下に低下したときは，監視盤室及び事務建屋に警報

を発報する。 

金属キャスク蓋間圧力監視装置は，点検中及び不具合

時においても金属キャスク蓋間圧力を測定できるよう

二系統設ける。 

(2) ホ－２・３金属キャスク表面温度及び使用済燃料

貯蔵建屋給排気温度監視装置 

金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排

気温度監視装置は，除熱機能の監視のため，金属キャス

ク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度を測定

するとともに，監視盤室に表示及び記録する。金属キャ

スク表面温度又は使用済燃料貯蔵建屋給排気温度差が

基準設定値に達したときは，監視盤室及び事務建屋に警

報を発報する。 

 

5.2.4 主要仕様 

計測設備の主要仕様を第 5.2－1 表に示す。 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

ハ 計測制御系統施設 

 (1)設計仕様 

ａ．ホ－１蓋間圧力検出器 

 変更前 変更後 

名 称 － 蓋間圧力検出器＊１ （変更なし） 

検 出 器

の 種 類 
－ 電気式圧力検出器 （変更なし） 

計 測 範

囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊３ 0 ～ 0.50＊５ 

警 報 動

作 範 囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊２,＊４ 0 ～ 0.50＊５ 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建

屋貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更なし） 

個  数 － 
2（金属キャスク

１基当たり） 
（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「蓋間

圧力監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「二次

蓋」と記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－１は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－１を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホ－4 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5.2.5 試験検査 

金属キャスク蓋間圧力監視装置，金属キャスク表面温

度及び使用済燃料貯蔵建屋給排気温度監視装置は，法定

検査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な

設計とする。 

 

5.3 監視盤室 

5.3.1 概要 

ホ－１・２・３計測設備の主要な表示装置及び記録装

置は，監視盤室に設置する。 

 

5.3.2 設計方針 

監視盤室は，事業開始以降，金属キャスクを順次搬入

してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出するまで，い

ずれの状態においても，安全性の確保の観点から以下を

考慮した設計とする。 

(1) ホ－１・２・３監視盤室は，計測設備の表示装置

及び記録装置を設けており，諸変数の監視ができる設

計とする。また，計測設備及び放射線監視設備からの

測定データを事務建屋に伝送し，事務建屋でも監視が

行える設計とする。 

(2) 外部電源喪失時にも，無停電電源装置及び電源車

により監視を継続できる設計とする。 

 

5.3.3 主要設備 

(1) ホ－１・２・３監視盤室に設ける計測設備の主要

な表示装置（記録装置及び警報装置を含む。）は以下

のとおりである。 

ａ．金属キャスク蓋間圧力監視のための表示装置 

ｂ．金属キャスク表面温度及び使用済燃料貯蔵建屋給排

気温度監視のための表示装置 

(2) ホ－１・２・３監視盤室には，放射線管理設備の

表示装置（記録装置及び警報装置を含む。）を設ける。 

(3) 計測設備，放射線管理設備は，外部電源喪失時に

も無停電電源装置及び電源車により電力の供給を受

け，監視を継続する。 

 

 

 

ｂ. ホ－２表面温度検出器 

 変更前 変更後 

名  称 － 表面温度検出器＊１ 
（変更な

し） 

検出器の

種 類 
－ 熱電対 

（変更な

し） 

計測範囲 ℃ 0 ～ 150＊３ 0 ～ 150＊５ 

警報動作

範 囲 

℃ 
0 ～ 150＊２,＊４ 0 ～ 150＊５ 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域＊６

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更な

し） 

個  数 － 
1（金属キャスク１

基当たり） 

（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「表面

温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「金属

キャスクの側部表面」と記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－２は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－２を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホ－5 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(4) ホ－１・２・３金属キャスク蓋間圧力，金属キャ

スク表面温度，使用済燃料貯蔵建屋給排気温度及び外

部放射線に係る線量当量率等の諸変数を事務建屋に

伝送し，通常時は事務建屋で監視を行う。 

 

5.3.4 主要仕様 

表示装置  １式 

 

第 5.2－1表 計測設備の主要仕様 

測定装置 
検出器 

種類 検出場所 

金属キャスク蓋間圧

力監視装置 
圧力検出器 

金属キャスク蓋

部 

金属キャスク表面温

度及び使用済燃料貯

蔵建屋給排気温度監

視装置 

温度検出器 

金属キャスク側

部表面，使用済 

燃料貯蔵建屋給

気口及び排気口 

 

 

 

 

 

7. 放射線防護設備及び放射線管理設備 

7.2 放射線管理設備 

7.2.2 設計方針 

(2) 放射線監視 

使用済燃料貯蔵施設は，管理区域及び周辺監視区域境

界付近を適切にモニタリングできるとともに，必要な情

報を監視盤室及び事務建屋に表示できる設計とする。 

 

7.2.3 主要設備 

(3) 放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監

視区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サー

ベイ機器で構成する。 

ａ．エリアモニタリング設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域内及び受入れ区域内

にガンマ線エリアモニタと中性子線エリアモニタを設

置し，また，廃棄物貯蔵室内にガンマ線エリアモニタを

ｃ. ホ－３給排気温度検出器 

 変更前 変更後 

名  称 － 給排気温度検出器＊１ （変更なし） 

検出器の

種 類 
－ 測温抵抗体 （変更なし） 

計測範囲 ℃ －30 ～ 70＊３ －30 ～ 70＊５ 

警報動作

範 囲 
℃ －30 ～ 70＊２,＊４ －30 ～ 70＊５ 

取付箇所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域

（T.P.16.3m）＊２ 

（変更なし） 

個  数 － 
2（給気側） 

24（排気側） 
（変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「給排

気温度監視装置」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ. 代替計測用計測器 

設工認のホ－３は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－３を具体的

に記載しており整合

している。 
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添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

設置して，外部放射線に係る線量当量率の監視を行う。 

ホ－１・２・３エリアモニタによる外部放射線に係る

線量当量率は，監視盤室に表示及び記録する設計とする

とともに，事務建屋にも表示する設計とする。また，放

射線レベル基準設定値に達したときは監視盤室及び事

務建屋に警報を発報する。 

ｂ．周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

ホ－１・２・３リサイクル燃料備蓄センターの周辺監

視区域境界付近にモニタリングポスト２基を設置して，

連続的に空間放射線量率を測定し，監視盤室に表示及び

記録する設計とするとともに，事務建屋にも表示する設

計とする。また，放射線レベル基準設定値に達したとき

は監視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

また，空間放射線量測定のため適切な間隔でモニタリ

ングポイントを設定し，蛍光ガラス線量計を配置する。 

 (ａ)ホ－１圧力検出器(蓋間圧力の代替計測用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

圧力検出器 

(蓋間圧力の代替計測

用) 

検 出 器

の 種 類 
－ 電気式圧力検出器 

計 測 範

囲 

MPa 

[abs] 
0 ～ 0.50＊１ 

警 報 動

作 範 囲 

MPa 

[abs] 
－ 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

 

取付箇所 

使用済燃料貯蔵建屋貯

蔵区域＊２（T.P.16.3m） 

個 数 － 
1（金属キャスク１基当

たり） 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク二次蓋に圧力検出器を取付け

て使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－１は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－１を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホ－7 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ｂ)ホ－２非接触式可搬型温度計(表面温度の代替計測

用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

非接触式可搬型温度計 

(表面温度の代替計測用) 

検出器の

種 類 
－ 赤外線放射温度計 

計測範囲 ℃ 0 ～ 150＊１ 

警報動作

範 囲 
℃ － 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個  数 － 

2（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が

150 基までの場合 

4（予備 1）＊３ 

：金属キャスクの数が

150 基超の場合 

注記＊１：設計要求値 

＊２：金属キャスク側部表面の既設表面温度検

出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１

台保有する。予備は資機材保管庫に保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－２は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－２を具体的

に記載しており整合

している。 
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添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ｃ)ホ－３温度検出器(給排気温度の代替計測用)  

 変更前 変更後 

名  称 － 

－ 

温度検出器 

(給排気温度の代替

計測用) 

検出器の

種 類 
－ 熱電対 

計測範囲 ℃ －30 ～ 70＊１ 

警報動作

範 囲 
℃ － 

取付箇所 － 

保管場所 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

使用済燃料貯蔵

建屋 

（T.P.16.3m） 

 

取付箇所 

－＊２ 

個   数 － 2（予備 1）＊３ 

注記＊１：設計要求値 

＊２：貯蔵区域の給気口と排気口の既設給排気

温度検出器の近傍を測定する。 

＊３：故障時及び保守点検時の予備として，１

台保有する。予備は資機材保管庫に保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のホ－３は，事

業変更許可申請書（本

文）のホ－３を具体的

に記載しており整合

している。 
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四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ヘ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備  

 
 
ヘ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 
(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

平常時に放射性気体廃棄物の発生はないことから

ヘ－１気体廃棄物の処理設備を設置しない。 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 
廃棄物による汚染の拡大防止を考慮し，ヘ－２廃棄

物貯蔵室を受入れ区域の独立した区画に設け，ヘ－３

放射性液体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封

容器に入れ，保管廃棄する。 

また，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，ヘ

－４出入口にはせきを設ける構造とするとともに，ヘ

－５床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上げる。 

なお，ヘ－６仮想的大規模津波による使用済燃料貯

蔵建屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄して

いるドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯

蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するためド

ラム缶，ステンレス製等の密封容器を固縛する漂流防

止対策を講ずる。漂流防止対策として，水面に浮上す

るドラム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆

い，また，浮上しないステンレス製等の密封容器は深

水圧に耐える構造とする。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

ヘ－７廃棄物貯蔵室 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

平常時に放射性液体廃棄物の発生はないことから

ヘ－８液体廃棄物の処理設備を設置しない。 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 
ヘ－９廃棄物貯蔵室は，固体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有するもの

を設ける。 

(ⅴ) 排水口の位置 
ヘ－１０排水口を設置しないので該当なし。 

1. 安全設計 

1.2  使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25 年 12 月 18 日施行）への

適合性 

 

1.2.17 廃棄施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

１について 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃

棄物はないことから，ヘ－１，８，１２放射性廃棄物

を処理する能力を有する廃棄施設はない。 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定め

る管理区域に係る値を超える放射性物質が検出され

た場合は，ヘ－３除染に使用した水及び除染液の液体

廃棄物並びにヘ－１１ウエス等の固体廃棄物はドラ

ム缶，ステンレス製等の密封容器に入れた後，廃棄物

貯蔵室に保管廃棄する。 

また，液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたド

ラム缶，ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて

入れるとともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃

棄物は入口近傍に保管廃棄することにより，お互いに

影響を与えないことから安全性は損なわない。 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設としてヘ－２廃

棄物貯蔵室を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止

するため，使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独立した

区画内に設け，ヘ－４出入口にはせきを設ける構造と

する。 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別事項 

 

 

 

ニ.放射性廃棄物の廃棄施設 

1. ヘ－７廃棄物貯蔵室 

(2) 設計の基本方針 

a. 放射性廃棄物の廃棄施設の構成 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃

棄物はないことから，ヘ－１，８，１２放射性廃棄物

を処理する能力を有する廃棄施設はなく，ヘ－３放射

性廃棄物を保管廃棄する廃棄施設を設置する。 

b. 放射性廃棄物の廃棄方法 

搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管

理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場

合は，ヘ－３除染に使用した水等の液体廃棄物及びヘ

－１１ウエス等の固体廃棄物はドラム缶に入れた後，

廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

c. 廃棄物貯蔵室の構造 

(ａ) 廃棄物貯蔵室は，廃棄物による汚染の拡大を防

止するため，ヘ－２使用済燃料貯蔵建屋受入れ区

域の独立した区画内に設け，ヘ－４出入口にはせ

きを設ける構造とするとともに，ヘ－５床及び腰

壁は，廃水が浸透し難い材料で仕上げる。また，

ヘ－１３せきや床面を巡視点検時に確認するこ

とにより，廃棄物からの漏えいを発見できる構造

とする。 

(ｂ) 廃棄物貯蔵室の汚染されるおそれがあり，か

つ，人が触れるおそれがある床及び壁の表面は，

汚染を除去しやすい材料で仕上げる設計とする。 

ｄ．廃棄物貯蔵室の貯蔵容量 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃

棄物はないが，万一，受入れた金属キャスクに汚染が

あった場合，必要な汚染防止対策を講ずるためそれ以

降の廃棄物の発生量の低減を図る。これによりヘ－９

廃棄物貯蔵室の保管廃棄する能力，貯蔵容量は200ℓド

ラム缶 100 本相当で十分である。 

 

 

 

 

 

設工認のヘ－１～ヘ

－９及びへ－１１～

へ－１３の記載は，事

業変更許可申請書（本

文）のヘ－１～ヘ－

９及びへ－１１～へ

－１３の具体的に記

載又は同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

 

第十八条 廃棄施設 
使用済燃料貯蔵施設には，周辺監視区域の外の空気中

及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の

濃度を十分に低減できるよう，必要に応じて，当該使

用済燃料貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を処

理する能力を有する廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃

棄する施設を除く。）を設けなければならない。 
２ 使用済燃料貯蔵施設には，十分な容量を有する放

射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければなら

ない。 



ヘ－2 
 

添付書類 1－1 
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(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

ヘ－２廃棄物による汚染の拡大防止を考慮し，廃棄

物貯蔵室を受入れ区域の独立した区画に設け， ヘ－

１１放射性固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の

密封容器に入れ，保管廃棄する。 

また，廃棄物による汚染の拡大を防止するため，ヘ

－４出入口にはせきを設ける構造とするとともに，ヘ

－５床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上げる。 

なお，ヘ－６仮想的大規模津波による使用済燃料貯

蔵建屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄して

いるドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯

蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するためド

ラム缶，ステンレス製等の密封容器を固縛する漂流防

止対策を講ずる。漂流防止対策として，水面に浮上す

るドラム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆

い，また，浮上しないステンレス製等の密封容器は深

水圧に耐える構造とする。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

ヘ－７廃棄物貯蔵室 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

平常時に放射性固体廃棄物の発生はないことから

ヘ－１２固体廃棄物の処理設備を設置しない。 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 
ヘ－９廃棄物貯蔵室は，液体廃棄物と併せて200ℓド

ラム缶約100本相当を保管廃棄する能力を有するもの

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物貯蔵室では，著しい漏えいの発生はないが，

ヘ－１３巡視点検にて漏えいを発見できる構造とす

る。 

ヘ－６仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建

屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄している

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃棄物貯蔵室

外，敷地内及び敷地外への漂流を防止するためドラム

缶，ステンレス製等の密封容器を固縛する漂流防止対

策を講ずる。漂流防止対策として，水面に浮上するド

ラム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆い，ま

た，浮上しないステンレス製等の密封容器は深水圧に

耐える構造とする。 

２について 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物は

ないが，万一，受入れた金属キャスクに汚染があった

場合，必要な汚染防止対策を講ずるためそれ以降の廃

棄物の発生量の低減を図る。これによりヘ－９廃棄物

貯蔵室の保管廃棄する能力，貯蔵容量は 200ℓ ドラム

缶 100 本相当で十分である。 

 

 

6. 放射性廃棄物の廃棄施設 

6.1 概要 

ヘ－２廃棄物貯蔵室を設け，管理区域内で発生する

ヘ－３液体廃棄物及びヘ－１１固体廃棄物をドラム

缶，ステンレス製等の密封容器に入れて保管廃棄す

る。 

 

6.2 設計方針 

廃棄物貯蔵室は，事業開始以降，金属キャスクを順

次搬入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出す

るまで，いずれの状態においても，安全性の確保の観

点から以下を考慮した設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時に発生する放射性廃

棄物はないことから，ヘ－１，８，１１放射性廃棄物

を処理する能力を有する廃棄施設はない。 

なお，搬入した金属キャスク等の表面に法令に定め

る管理区域に係る値を超える放射性物質が検出され

た場合は，ヘ－３除染に使用した水及び除染液の液体

ｅ．仮想的大規模津波への対応  

ヘ－６仮想的大規模津波による使用済燃料貯蔵建

屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄している

ドラム缶が廃棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への漂

流を防止するためドラム缶を固縛する漂流防止対策

を講ずる。漂流防止対策として，水面に浮上するドラ

ム缶は水面に浮上できる大きさのネットで覆う構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文）ヘ－１０廃棄

物貯蔵室に排水口を

設置していないため

設工認では記載しな

い。 
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廃棄物並びにヘ－１１ウエス等の固体廃棄物はドラ

ム缶，ステンレス製等の密封容器に入れた後，廃棄物

貯蔵室に保管廃棄する。 

(1) 汚染の拡大防止 

放射性廃棄物を保管廃棄する施設として廃棄物

貯蔵室を設置し，廃棄物による汚染の拡大を防止す

るため，ヘ－２使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の独

立した区画内に設け，ヘ－４出入口にはせきを設け

る構造とする。 

また，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄するドラム缶，

ステンレス製等の密封容器は漏えい防止を考慮し

た設計とする。 

なお，ヘ－６仮想的大規模津波による使用済燃料

貯蔵建屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄

しているドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃

棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止す

るためドラム缶，ステンレス製等の密封容器を固縛

する漂流防止対策を講ずる。漂流防止対策として，

水面に浮上するドラム缶は水面に浮上できる大き

さのネットで覆い，また，浮上しないステンレス製

等の密封容器は深水圧に耐える構造とする。 

(2) 漏えいの発見 

廃棄物貯蔵室では，著しい漏えいの発生はない

が，ヘ－１３巡視点検にて漏えいを発見できる構造

とする。 

(3) 保管廃棄の安全性 

液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム

缶，ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入

れるとともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃

棄物は入口近傍に保管廃棄することにより，お互い

に影響を与えないことから安全性は損なわない。 

(4) 貯蔵容量 

ヘ－９廃棄物貯蔵室は，200ℓ ドラム缶約 100 本

相当を保管廃棄する能力を有する設計とする。 

廃棄物貯蔵室は，平常時に発生する放射性廃棄物

はないが，万一，受入れた金属キャスクに汚染があ

った場合，必要な汚染防止対策を講ずるためそれ以

降の廃棄物の発生量の低減を図る。これにより廃棄

物貯蔵室の保管廃棄する能力，貯蔵容量は 200ℓド

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

別添Ⅱ．ニ 放射性廃棄物の廃棄施設 

（1）設計仕様 

ａ）放射性廃棄物の廃棄施設 

(a) ヘ－７廃棄物貯蔵室 

 変更前 変更後 

名  称 － 廃棄物貯蔵室 
（変更なし） 

種  類 － 建物＊１ 

容  量 － 
200ℓ ドラム缶 

100 本 

ヘ－９200ℓ ド

ラム缶 100 本

相当 

主
要
寸
法 

南 北 
方 向 

m 9.5＊2 

（変更なし） 

東 西 
方 向 

m 4.4 

高 さ m 8.5 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建

屋 

廃棄物貯蔵室 

（T.P.16.3m）＊１ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を行

う。記載内容は，設計図書による。 

  ＊２：廃棄物貯蔵室内のせきの一部を含む。 

 

 

 

 

 

設工認のヘ－７及び

へ－９は，事業変更許

可申請書（本文）のト

－１及びト－７の具

体的に記載であり整

合している。 
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ラム缶 100 本相当で十分である。 

 

6.3 主要設備 

(1) 液体廃棄物の保管 

放射性の液体廃棄物が発生した場合，ヘ－３液体

廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に収

集し，その容器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

液体廃棄物を入れるドラム缶，ステンレス製等の

密封容器は，漏えい防止を考慮して密封構造を採用

する。 

(2) 固体廃棄物の保管 

放射性の固体廃棄物が発生した場合，ヘ－１１固

体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に

収集し，その容器を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

固体廃棄物を入れるドラム缶，ステンレス製等の

密封容器は，汚染拡大の防止を考慮して密封構造を

採用する。 

(3) 廃棄物貯蔵室 

放射性廃棄物を入れたドラム缶，ステンレス製等

の密封容器は，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

廃棄物貯蔵室は，廃棄物による汚染の拡大を防止

するため，ヘ－２使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域の

独立した区画に設ける。 

ヘ－４廃棄物貯蔵室の出入口にはせきを設ける

構造とするとともに，ヘ－５床及び腰壁は，廃水が

浸透し難い材料で仕上げる。 

放射性液体廃棄物の発生はないが，万一発生して

も著しい漏えいの発生はないため漏えい検知装置

は不要であるが，事業者自主として漏えい検知装置

を設置し，漏えいを検知した時点で監視盤室及び事

務建屋に警報を発報する。 

また，放射線サーベイ機器等で汚染レベルを監視

できる設計とする。 

液体廃棄物及び固体廃棄物は，識別されたドラム

缶，ステンレス製等の密封容器にそれぞれ分けて入

れるとともに，廃棄物貯蔵室に区画を設けて液体廃

棄物は入口近傍に保管廃棄することにより，お互い

に影響を与えないことから安全性は損なわない。 

(4) 保管廃棄方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

から漏えい検知装置

の記載を削除してお

り，設工認では記載し

ない。 

放射線サーベイ機器

等については、放射線

管理施設にて記載す

る。 
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ヘ－６廃棄物貯蔵室では，200ℓドラム缶約100本

相当を３段積みとして，転倒防止対策を実施する。 

液体廃棄物ドラム缶，ステンレス製等の密封容器

の貯蔵については，転倒による漏えいを防止する観

点から床に近い最下段に配置することとし，液体廃

棄物を貯蔵するドラム缶，ステンレス製等の密封容

器は腐食を考慮した仕様とする。 

ドラム缶，ステンレス製等の密封容器の管理につ

いては，巡視点検にてドラム缶，ステンレス製等の

密封容器の目視点検を実施するとともに漏えいの

ないことを確認する。 

なお，ヘ－５仮想的大規模津波による使用済燃料

貯蔵建屋の損傷に備え，廃棄物貯蔵室内に保管廃棄

しているドラム缶，ステンレス製等の密封容器が廃

棄物貯蔵室外，敷地内及び敷地外への漂流を防止す

るためドラム缶，ステンレス製等の密封容器を固縛

する漂流防止対策を講ずる。漂流防止対策として，

水面に浮上するドラム缶は水面に浮上できる大き

さのネットで覆い，また，浮上しないステンレス製

等の密封容器は深水圧に耐える構造とする。 

 

6.4 主要仕様 

放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様を第 6.4－1 表

に示す。 

 

6.5 試験検査 

放射性廃棄物の廃棄施設は，法定検査に加え，保全

プログラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

 

 

 

第 6.4－1表 放射性廃棄物の廃棄施設の主要仕様 

 

位  置 使用済燃料貯蔵建屋受入れ区域内 

貯蔵能力 ヘ－６液体廃棄物及び固体廃棄物約 100 本

相当（200ℓ ドラム缶） 

面  積 約 30ｍ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験検査については，

安全機能で記載する。 
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添付書類七 

4. 放射性廃棄物処理 
4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

放射性廃棄物の廃棄施設の設計及び管理に際して

は，貯蔵規則を遵守するとともに，次の考え方に基づ

くものとする。 
(1)  ヘ－３液体廃棄物は，ドラム缶，ステンレス製等

の密封容器に入れた後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄す

る。 
(2)  ヘ－１１固体廃棄物は，ドラム缶，ステンレス製

等の密封容器に入れた後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄

する。 
 
4.2 液体廃棄物処理 
4.2.1 液体廃棄物の種類とその発生量 

使用済燃料貯蔵施設の管理区域では，平常時に発生

する液体廃棄物はない。 
液体廃棄物の年間推定発生量：０ｍ３ 

 

4.2.2 液体廃棄物の保管管理 
搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管

理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場

合は，ヘ－３除染に使用した水及び除染液の液体廃棄

物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に入れた

後，放射性廃棄物の廃棄施設の廃棄物貯蔵室に保管廃

棄する。 
 

4.3 固体廃棄物処理 
4.3.1 固体廃棄物の種類とその発生量 

使用済燃料貯蔵施設の管理区域では，平常時に発生

する固体廃棄物はない。 
固体廃棄物の年間推定発生量：０ｍ３ 

 
4.3.2 固体廃棄物の保管管理 

搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管

理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場

合は，ヘ－１１除染に使用したウエス，ゴム手袋等の

固体廃棄物をドラム缶，ステンレス製等の密封容器に
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入れた後，放射性廃棄物の廃棄施設の廃棄物貯蔵室に

保管廃棄する。 
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ト－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ト．放射線管理施設の設備 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

 

 

ト．放射線管理施設の設備 
リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射

線業務従事者等の安全管理を確実に行うため，次の放

射線管理施設を設ける。 

ト－１管理区域における線量当量率，空気中の放射

性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を

放射線業務従事者等が安全に認識できるよう，適切な

場所に表示する設備を設ける。 

(1) 屋内管理用の主要な設備の種類 

ａ．放射線管理関係設備 

ト－2 管理区域への出入管理，ト－３放射線業務従

事者等の個人被ばく管理を行うため，ト－2 出入管理

設備，ト－３個人管理用測定設備を設ける。 
なお，リサイクル燃料備蓄センターには放射性物質

によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及

び空気中の放射性物質濃度が原子炉等規制法に基づ

き定められている管理区域に係る値を超えるおそれ

のない管理区域を設定するため，汚染管理，除染等を

行う設備はないが，万一原子炉等規制法に基づき定め

られている管理区域に係る値を超える汚染があった

場合には，エリアを区画し，区画したエリアから人が

退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，放射

線サーベイ機器又はスミヤ法による表面汚染検査を

行い，その表面の放射性物質の密度が，法令に定める

表面密度限度の十分の一を超えないようにする。 
ｂ．放射線監視設備 

ト－４平常時及び事故時に管理区域内の主要箇所の

外部放射線量率を監視，測定するため，エリアモニタリ

ング設備及びト－５放射線サーベイ機器を設ける。 
 

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類 
ａ．放射線監視設備 

ト－６平常時及び事故時にリサイクル燃料備蓄セン

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

 

1.2.18 放射線管理施設 

第十九条 放射線管理施設 

事業所には，次に掲げるところにより，放射線管理施設

を設けなければならない。 

一 放射線から放射線業務従事者を防護するため，線量

を監視し，及び管理する設備を設けること。 

二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定する設備を設けること。 

三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護する

ため，必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける

こと。 

 

適合のための設計方針 

(1) ト－２放射線業務従事者等の出入管理のため，使

用済燃料貯蔵建屋付帯区域にチェックポイント（管理

区域への出入管理室）を設ける。また，ト－３放射線

業務従事者等の個人被ばく管理のため，外部放射線に

係る線量当量を測定する個人線量計を備える。 

(2) 使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体

は，金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，

別の容器に詰め替えることなく貯蔵する。 

金属キャスクは，蓋部の多重の閉じ込め構造により

放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とし，

金属キャスクの蓋間圧力を測定して閉じ込め機能を

監視する。 

放射性廃棄物は，ドラム缶，ステンレス製等の密封

容器に入れて廃棄物貯蔵室に保管廃棄する設計とす

る。したがって，使用済燃料貯蔵施設には放射性廃棄

物の放出口及び排水口はなく，外部放射線に係る線量

当量を監視する。 

以上より，金属キャスクの蓋間圧力を監視すること

により放射性物質の放出がないことを確認するため，

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

 

 

 

Ⅰ.2.5 放射線管理施設 

（2）基本設計方針 

ａ．放射線管理施設の構成 

 リサイクル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業

務従事者等を放射線から防護するため，管理区域及び周辺

監視区域境界付近を適切にモニタリングする放射線監視

設備，放射線業務従事者等の管理区域への出入管理を行う

出入管理設備及び放射線業務従事者等の線量管理を行う

個人管理用測定設備を設ける設計とする。 

 

b.放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺監視

区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線サーベイ

機器で構成する。ト－１・７エリアモニタリング設備と周

辺監視区域境界付近モニタリング設備のモニタリングポ

ストで測定した線量当量率は，計測設備の表示・警報装置

に表示し，警報設定値に達したときは警報を発報する設計

とする。 

 

ａ）ト－４エリアモニタリング設備 

エリアモニタリング設備は，管理区域内の放射線を監視

するために，使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」とい

う。）内の側壁における線量当量率を測定し測定結果を記

録するとともに，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置

に表示する設計とする。また，管理区域における外部放射

線に係る線量当量率の著しい上昇を検知し，警報設定値に

達したときは，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に

警報を発報する設計とする。 

管理区域における外部放射線に係る線量当量の測定は，

警報発報機能を有するエリアモニタリング設備で間接的

に測定する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

設工認のト－１・７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト－１及

びト－７を具体的に

記載しており整合し

ている。 
設工認のト－４は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－４を具体的

に記載しており整合

している。 
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ター敷地外の放射線を監視するため，周辺監視区域境界

付近固定モニタリング設備及びト－５放射線サーベ

イ機器を設ける。また，ト－７放射線から公衆を防護

するため，必要な情報を適切な場所に表示する設備を

設ける。 

の監視は不要である。 

ト－４リサイクル燃料備蓄センター内外の放射線

監視のために，エリアモニタリング設備，ト－６周辺

監視区域境界付近固定モニタリング設備及びト－５

放射線サーベイ機器を設置し，ト－１・７平常時及び

放射線レベルが上昇するような事故時に必要箇所を

モニタリングでき，必要な情報は監視盤室及び事務建

屋に表示できる設計とする。 

放射線監視の具体例は以下のとおりである。 

ａ．金属キャスクの蓋間圧力を蓋間圧力監視装置によ

り連続して測定し，監視盤室及び事務建屋に表示す

る。また，蓋間圧力が基準設定値以下に低下したと

きは監視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

ｂ．ト－４使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域内，受入れ区

域内及び廃棄物貯蔵室内の放射線レベルをエリア

モニタリング設備により測定し，監視盤室及び事務

建屋に表示する。また，放射線レベル基準設定値に

達したときは監視盤室及び事務建屋に警報を発報

する。 

ｃ．ト－６周辺監視区域境界付近には，空間放射線量

率を連続的に監視するためのモニタリングポスト

及び空間放射線量を監視するための蛍光ガラス線

量計を設ける。 

(3) ト－１管理区域における線量当量率，空気中の放

射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度

を放射線業務従事者等が安全に認識できるよう，チェ

ックポイント及び事務建屋に表示する設備を設ける。

また，ト－７放射線から公衆を防護するため，モニタ

リングポストの測定値を監視盤室及び事務建屋に表

示する。 

 

 

7. 放射線防護設備及び放射線管理設備 
放射線防護設備及び放射線管理設備は，リサイクル

燃料備蓄センター周辺の公衆並びに放射線業務従事

者及び一時立入者の線量の低減を図るとともに放射

線被ばくを管理するためのもので，放射線防護設備は

遮蔽設備，機器の配置及び放射線防護具類で構成し，

ト－２・３・４・５・６放射線管理設備は出入管理設

ｂ）ト－６周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備は，敷地境

界における外部放射線による線量当量率を監視するため

に，周辺監視区域境界付近にモニタリングポスト 2 基を設

置して線量当量率を測定し，測定結果を記録するととも

に，監視盤室及び事務建屋の表示・警報装置に表示する設

計とする。測定値が警報設定値に達したときは，監視盤室

及び事務建屋の表示・警報装置に警報を発報する設計とす

る。 

 周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量

当量を測定するために，積算線量計を有するモニタリング

ポイント 12 基を配置する。 

 

ｃ）ト－５放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時に外部放射線に係る線量当量率，空気

中の放射性物質の濃度及び放射性物質の表面密度等を測

定するために，放射線サーベイ機器を設ける。放射線サー

ベイ機器を用いて管理区域における線量当量率，空気中の

放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を

定期的または必要の都度，測定する。 

代替計測に使用する放射線サーベイ機器は，貯蔵建屋と

津波による影響を受けない南側高台の資機材保管庫に保

管する。津波襲来後には，南側高台の資機材保管庫に保管

する放射線サーベイ機器を用いて，リサイクル燃料備蓄セ

ンター内の放射線管理を行う。 

 

ｃ．ト－２出入管理設備 

使用済燃料貯蔵建屋の管理区域への立入りはチェック

ポイント（管理区域への出入管理を行うエリア）を通過す

る設計とし，チェックポイントで放射線業務従事者等の出

入管理を行う。管理区域への出入管理については，保安規

定で定め，運用する。 

 

ｄ．ト－３個人管理用測定設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部放射線によ

る線量当量を測定する個人線量計を備える。チェックポイ

ントで個人線量計を装着した後に放射線管理区域に入域

することを保安規定で定め，運用する。 

 

設工認のト－６は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－６を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－２は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－２を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

設工認のト－３は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－３を具体的

に記載しており整合

している。 
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添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

備，個人管理用測定設備及び放射線監視設備で構成す

る。 
 

7.2 放射線管理設備 

7.2.1 概要 

ト－２・３・４・５・６放射線管理設備は，リサイ

クル燃料備蓄センター周辺の公衆及び放射線業務従

事者等の放射線被ばくを管理するためのもので，出入

管理設備，個人管理用測定設備及び放射線監視設備で

構成する。 

  

7.2.2 設計方針 

放射線被ばくは，事業開始以降，金属キャスクを順

次搬入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出す

るまで，いずれの状態においても，合理的に達成でき

る限り低くすることとし，次の設計方針に基づき，放

射線管理設備を設ける。 

なお，ト－１管理区域における線量当量率を放射線

業務従事者等が安全に認識できるよう，チェックポイ

ント及び事務建屋に表示する運用とする。 

(1) 出入管理，個人被ばく管理 

ト－２・３放射線業務従事者等の出入管理及び各個

人の被ばく管理ができる設計とする。 

(2) 放射線監視 

ト－４・６・７使用済燃料貯蔵施設は，管理区域及

び周辺監視区域境界付近を適切にモニタリングでき

るとともに，必要な情報を監視盤室及び事務建屋に表

示できる設計とする。 

(3) 放射線計測器 

ト－５平常時及び放射線レベルが上昇するような

事故時に備えて，必要な放射線計測器を備える。 

  

7.2.3 主要設備 

(1) 出入管理設備 

ト－２使用済燃料貯蔵建屋の管理区域への立入り

は，チェックポイントを通る設計としており，ここで

放射線業務従事者等の出入管理を行う。 

なお，ト－２金属キャスクの搬出入に際しては，必

要に応じて使用済燃料貯蔵建屋の機器搬出入口で放

ｅ．ト－１・７情報の表示 

 放射線から放射線業務従事者等を防護するため，管理区

域における線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度を放射線業務従事者等が安

全に認識できるよう，チェックポイント及び事務建屋に掲

示する。なお，チェックポイント及び事務建屋への掲示に

ついては，保安規定で定め，運用する。 

 放射線から公衆を防護するため，モニタリングポストの

測定値を監視盤室及び事務建屋に表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－１・７

は，事業変更許可申請

書（本文）のト－１及

びト－７を具体的に

記載しており整合し

ている。 
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射線業務従事者等の出入管理を行う。 

(2) 個人管理用測定設備 

ト－３放射線業務従事者等の線量管理のため，外部

放射線による線量当量を測定する個人線量計を備え

る。 

(3) 放射線監視設備 

放射線監視設備は，エリアモニタリング設備，周辺

監視区域境界付近固定モニタリング設備及び放射線

サーベイ機器で構成する。 

ａ．ト－４エリアモニタリング設備 

使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域内及び受入れ区域

内にガンマ線エリアモニタと中性子線エリアモニタ

を設置し，また，廃棄物貯蔵室内にガンマ線エリアモ

ニタを設置して，外部放射線に係る線量当量率の監視

を行う。 

ト－４・７エリアモニタによる外部放射線に係る線

量当量率は，監視盤室に表示及び記録する設計とする

とともに，事務建屋にも表示する設計とする。また，

放射線レベル基準設定値に達したときは監視盤室及

び事務建屋に警報を発報する。 

ｂ．ト－６・７周辺監視区域境界付近固定モニタリング

設備 

リサイクル燃料備蓄センターの周辺監視区域境界

付近にモニタリングポスト２基を設置して，連続的に

空間放射線量率を測定し，監視盤室に表示及び記録す

る設計とするとともに，事務建屋にも表示する設計と

する。また，放射線レベル基準設定値に達したときは

監視盤室及び事務建屋に警報を発報する。 

また，ト－６空間放射線量測定のため適切な間隔で

モニタリングポイントを設定し，蛍光ガラス線量計を

配置する。 

ｃ．ト－５放射線サーベイ機器 

外部放射線に係る線量当量率，必要に応じて空気中

の放射性物質濃度及び表面汚染密度を測定監視する

ために，放射線サーベイ機器を設ける。 

測定は，外部放射線に係る線量当量率については，

携帯用の各種サーベイメータにより，空気中の放射性

物質濃度については，サンプリング法により，また，

表面汚染密度については，サーベイメータ又はスミヤ

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

ホ 放射線管理施設 

 (1)設計仕様 

ａ．エリアモニタリング設備 

 (a)ト－４ガンマ線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － ガンマ線エリアモニタ 
（変更

なし） 

検出器

の種類 
－ 半導体検出器 

（変更

なし） 

計測範

囲 
μSv/h 1 ～ 10４ ＊２ 

1 ～ 

10４ ＊４ 

警報動

作範囲 
μSv/h     1 ～ 10４ ＊１,＊３ 

1 ～ 

10４ ＊４ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区

域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋受入れ

区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋廃棄物

貯蔵室＊５ 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又は監

視盤室で行う。記録は，

監視盤室で行う。]＊１ 

（変更

なし） 

個 数 － 

12 

（使用済燃料貯蔵建屋貯蔵

区域） 

 1 

（使用済燃料貯蔵建屋受入

れ区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建屋廃棄

物貯蔵室）＊５ 

（変更

なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

 

 

 

 

 

設工認のト－４は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－４を具体的

に記載しており整合

している。 
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法による放射能測定によって行う。 

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下の

通りである。 

ＧＭ管サーベイメータ 

電離箱サーベイメータ 

シンチレーションサーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

ダストサンプラ 

ガスモニタ 

  

7.2.4 主要仕様 

放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。 

出入管理設備          １式 

個人管理用測定設備       １式 

放射線監視設備         １式 

  

7.2.5 試験検査 

放射線監視設備及び個人管理用測定設備は，法定検

査に加え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：記載の適正化を行う。既設工認には「受入

れ区域」と記載。 

 

 

(b)ト－４中性子線エリアモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
中性子線エリアモニ

タ 

（変更な

し） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管 

（変更な

し） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２ 

10－２ ～ 

3×10３ ＊４ 

警報動

作範囲 
μSv/h  10－２ ～ 10４ ＊１,＊３ 

10－２ ～ 

3×10３ ＊４ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

使用済燃料貯蔵建屋

貯蔵区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

使用済燃料貯蔵建屋

受入れ区域 

（T.P.16.3m）＊１ 

[監視は，事務建屋又

は監視盤室で行う。

記録は，監視盤室で

行う。]＊１ 

（変更な

し） 

個 数 － 

6 

（使用済燃料貯蔵建

屋貯蔵区域） 

1 

（使用済燃料貯蔵建

屋受入れ区域） 

（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－４は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－４を具体的

に記載しており整合

している。 
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添付書類七 

1. 放射線防護に関する基本方針 

＜中略＞ 

1.2 具体的方法 

＜中略＞ 

(2) 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする

ために，管理区域を設定して，立入りの制限を行い，

ト－1・４外部放射線に係る線量当量を監視して，そ

の結果を管理区域内の諸管理に反映するとともに必

要な情報を管理区域の入口付近及び事務本館に表示

し，作業環境の整備に努める。 

(3) ト－３放射線業務従事者に対しては，被ばく歴を

把握し，常に線量を測定評価し，線量の低減に努める。 

さらに，各個人については定期的に健康診断を行っ

て常に身体的状態を把握する。 

＜中略＞ 

 

2. リサイクル燃料備蓄センターの放射線管理 

＜中略＞ 

2.2 管理区域内の管理 

2.2.2 線量当量率の測定 

放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に

行えるようにするため，放射線監視設備により，管理区

域の放射線レベルの状況を把握する。 

(1) ト－４エリアモニタによる測定 

管理区域内の外部放射線に係る線量を把握するため，

管理区域内の主要場所について外部放射線に係る線量

当量率を測定し，放射線レベルがあらかじめ設定された

値以上になると，監視盤室及び事務建屋において警報を

発報する。エリアモニタの警報設定点は，平常時の値及

び管理区域内の区分基準の線量率を基にして定める。 

エリアモニタの主な設置場所は，添付書類六「7.2 放

射線管理設備」に示す。 

(2) ト－５サーベイメータによる測定 

放射線業務従事者等の立入頻度及び被ばくの可能性

を考慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都

度サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率

を測定する。 

＊３：実計器の警報動作範囲 

＊４：設計要求値 

 

 

ｂ．周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備 

(a) ト－６モニタリングポスト（ガンマ線検出器（低レン

ジ）） 

 変更前 変更後 

名 称 － 

モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（低レン

ジ）＊１ 

（変更

なし） 

検出器

の種類 
－ NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器 

（変更

なし） 

計測範

囲 
nGy/h 10 ～ 10４ ＊３ 

10 ～ 

10４ ＊５ 

警報動

作範囲 
nGy/h   10 ～ 10４ ＊２,＊４ 

10 ～ 

10４ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングポストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監視

盤室で行う。記録は，監視

盤室で行う。]＊２ 

（変更

なし） 

個 数 － 2＊８ 
（変更

なし） 
注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

 

 
 
 
 
設工認のト－６は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－６を具体的

に記載しており整合

している。 
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サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

β・γ線用サーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

 

2.2.3 人の出入管理 

(1) 管理区域への立入制限 

管理区域への立入りは，あらかじめ指定された者で，

かつ，必要な場合に限るものとする。 

なお，ト－２管理区域への立入制限は，チェックポイ

ントにおいて行う。 

(2) 出入管理の原則 

ａ．ト－２管理区域の人の出入りについては，チェック

ポイントにおいて確認し記録する。 

ｂ．ト－３管理区域に立ち入る者には，個人線量計を着

用させる。 

＜中略＞ 

 

 

2.2.4 管理区域内の区分 

＜中略＞ 

搬入した金属キャスク，輸送機材及び緩衝体の表面

の放射性物質の密度が，法令に定める管理区域に係る

値を超える場合，又は金属キャスク蓋部から放射性物

質が漏えいした場合には，エリアを区画してフィルタ

付局所排風機を設置するとともに除染や養生の適切

な処置を講ずる。また，ト－５管理区域内の空気中の

放射性物質の濃度並びに床，壁及び物品の表面の放射

性物質の密度を測定するとともに，区画したエリアか

ら人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合に

は，表面汚染検査を行い，その者の身体及び衣服，履

物等身体に着用している物並びにその持ち出そうと

する物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合に

は，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度が，

法令に定める表面密度限度の十分の一を超えないよ

うにする。 

 

 

 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタ

リングポスト１箇所あたり検出器の個数

は「1」である。 

 

 

 (b) ト－６モニタリングポスト（ガンマ線検出器（高レ

ンジ）） 

 変更前 変更後 

名 称 － 

モニタリングポスト 

ガンマ線モニタ（高レン

ジ）＊１ 

（変更な

し） 

検出器

の種類 
－ 電離箱 

（変更な

し） 

計測範

囲 
nGy/h 10３ ～ 10８ ＊３ 

10３ ～ 

10８ ＊５ 

警報動

作範囲 
nGy/h    10３ ～ 10８ ＊２,＊４ 

10３ ～ 

10８ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポストＡ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

モニタリングストＢ＊６ 

（T.P.34.2m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又は監

視盤室で行う。記録は，

監視盤室で行う。]＊２ 

（変更な

し） 

個 数 － 2＊８ 
（変更な

し） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

 

 

 

 

 

設工認のト－６は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－６を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－8 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

2.2.5 作業管理 

＜中略＞ 

 (2) 作業中には，ト－５必要に応じ，外部放射線に係

る線量当量率を測定し，必要な場合には，一時的遮蔽を

使用や作業エリアの見直しを行い，作業環境の保全に努

める。 

＜中略＞ 

 

2.4 個人被ばく管理 

＜中略＞ 

(3) 線量の管理 

放射線業務従事者の線量が線量限度を超えないよう

被ばく管理上必要な措置を講ずる。 

ａ．外部被ばくによる線量の評価 

ト－５放射線業務従事者の外部被ばくによる線量の

評価は，管理区域内において個人線量計を着用させ，外

部被ばくによる線量当量の積算値を日ごと及び定期的

に測定することにより行う。 

なお，一時的に立ち入る者には，個人線量計により，

その都度外部被ばくによる線量当量の測定を行う。 

＜中略＞ 

 

3.ト－６周辺監視区域境界の放射線監視 

周辺監視区域境界に異常がないことを確認するた

め, 空間放射線量及び空間放射線量率を測定するこ

とにより放射線監視を行う。 

 

測定対象 測定頻度 測定点及び監視 

空間放射

線量 
１回／３か月 

ト－６周辺監視区

域境界付近に積算線

量計を設置 

空間放射

線量率 
常 時 

ト－６周辺監視区

域境界付近にモニタ

リングポストを設置 

ト－７監視盤室及

び必要な箇所で常時

監視 

 

＊８：モニタリングポストは２箇所あり，モニタ

リングポスト１箇所あたり検出器の個数

は「1」である。 

 

 

(c)ト－６モニタリングポスト（中性子線モニタ） 

 変更前 変更後 

名 称 － 
モニタリングポスト 

中性子線モニタ＊１ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管 （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊３ 

10－２ ～  

5×10３ ＊５ 

警報動

作範囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊２,＊４ 

10－２ ～  

5×10３ ＊５ 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

モニタリングポスト

Ａ＊６ 

（T.P.23.7m）＊２,＊７ 

[監視は，事務建屋又

は監視盤室で行う。

記録は，監視盤室で

行う。]＊２ 

（変更なし） 

個 数 － 1＊８ （変更なし） 

注１  ：記載の適正化を行う。既設工認の「表示箇

所」と「使用環境温度」の記載を削除。 

注記＊１：記載の適正化を行う。既設工認には「モニ

タリングポスト」と記載。 

＊２：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：実計器の警報動作範囲 

＊５：設計要求値 

＊６：記載の適正化を行う。既設工認には「周辺

監視区域境界付近」と記載。 

＊７：検出器はモニタリングポスト局舎の屋根に

取り付けられる。 

＊８：モニタリングポストは２箇所あるが，モニ

タリングポストＡにのみ設置するため，検

出器の個数は「1」である。 

 

 

 

 

 

設工認のト－６は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－６を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－9 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

ｃ．放射線サーベイ機器 

 (a)ト－５ＧＭ管サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
ＧＭ管サーベイメ

ータ 
（変更なし） 

検 出 器

の 種 類 
－ ＧＭ管＊１ （変更なし） 

計 測 範

囲 
min－１ 0 ～ 10５ ＊１,＊２ 0 ～ 10５ ＊３ 

警 報 動

作 範 囲 
－ － － 

取 付 箇

所 

（ 設 置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

使用済燃料貯蔵建

屋＊１

（T.P.16.3m）＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯

蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊５ 2（予備１）＊５ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－10 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 (b)ト－５電離箱サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
電離箱サーベイメ

ータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ 電離箱＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 1 ～ 3×10５＊１,＊２ 1 ～ 10５ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵

建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－11 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(c)ト－５シンチレーションサーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
シンチレーション

サーベイメータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ 

NaI（Tl）シンチレ

ーション検出器＊１ 
（変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 

10－２ ～  

3×10１ ＊１,＊２ 

10－２ ～  

3×10１ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯蔵

建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備１）＊１,＊６ 2（予備１）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－12 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(d)ト－５中性子線用サーベイメータ 

 変更前 変更後 

名 称 － 
中性子線用サーベイ

メータ 
（変更なし） 

検出器

の種類 
－ ３He 比例計数管＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
μSv/h 10－２ ～ 10４ ＊１,＊２ 

10－２ ～  

5×10３ ＊３ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

 

 

 

 

 

取付箇所＊１ 

－＊４ 

保管場所 

使用済燃料貯

蔵建屋

（T.P.16.3m） 

資機材保管庫 

（T.P.約 30m） 

備品管理建屋 

（T.P.16.2m） 

 

取付箇所 

－＊４,＊５ 

個 数 － 1（予備 1）＊１,＊６ 2（予備 1）＊６ 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

＊２：実計器の計測範囲 

＊３：設計要求値 

＊４：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊５：代替計測時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ト－13 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(e)ト－５ガスモニタ 

 変更前 変更後 

名 称 － ガスモニタ （変更なし） 

検出器

の種類 
－ 電離箱＊１ （変更なし） 

計測範

囲 
Bq/cm３ 

10－２ ～  

4.46×10４ ＊１,＊２,＊３ 

10－２ ～  

3×10２ ＊２,＊４ 

警報動

作範囲 
－ － － 

取付箇

所 

（設置

床 ） 

－ 

保管場所＊１ 

備品管理建屋＊１ 

（T.P.16.2m）＊１ 

 

取付箇所＊１ 

－＊５ 

（変更なし） 

個 数 － 1（予備 1）＊６ （変更なし） 

注記＊１：既設工認に記載がないため記載の適正化を

行う。記載内容は，設計図書による。 

    ＊２：トリチウム以外のβ線放射体の場合。85Kr 換

算の場合。 

＊３：実計器の計測範囲 

＊４：設計要求値 

＊５：貯蔵建屋内及びその周辺の任意の場所での

モニタリング時に使用する。 

＊６：故障時及び保守点検時の予備として，１台

保有する。予備は備品管理建屋に保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト－５は，事

業変更許可申請書（本

文）のト－５を具体的

に記載しており整合

している。 
 

 

E 









チ－(3)－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 チ．その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち，主要な事項 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

チ．その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設

備のうち，主要な事項 

 (3) 通信連絡設備 

チ(3)-①必要箇所との連絡を行うため，通信連絡

設備を設ける。 

 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.4 通信連絡設備 

8.4.1 概要 

チ(3)-①必要箇所との連絡を行うため，通信連絡設

備を設ける。 

 

8.4.2 設計方針 

通信連絡設備は，事業開始以降，金属キャスクを順

次搬入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出す

るまで，いずれの状態においても安全性の確保の観点

から，以下を考慮した設計とする。 

(1) 通信連絡設備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建

屋等からリサイクル燃料備蓄センター内各所に指

示・連絡できる設計とする。また，事務建屋及び使

用済燃料貯蔵建屋から各所に警報を発報すること

ができる設計とする。 

(2) 通信連絡設備は，事務建屋，使用済燃料貯蔵建屋

及び予備緊急時対策所からリサイクル燃料備蓄セ

ンター外必要箇所に連絡できる設計とする。 

(3) 通信連絡設備は，それぞれ異なる手段により通信

連絡できる設計とする。 

 

8.4.3 主要設備 

通信連絡設備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋

等に，異なる機器で構成された送受話器及び社内電話

設備を設置し，事故時に迅速な連絡を可能にするとと

もに，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋から各所に指

示及び警報を発報することができるようにする。ま

た，リサイクル燃料備蓄センター外必要箇所との通信

連絡ができるようにリサイクル燃料備蓄センター内

には，加入電話設備（災害時優先電話及び電話交換機

経由電話）及び衛星携帯電話を設ける。なお，それぞ

れの設備にＦＡＸ機器を接続することによりＦＡＸ

送信できる構成とする。 

 

8.4.4 試験検査 

通信連絡設備は，法定検査に加え，保全プログラム

に基づく点検が実施可能な設計とする。 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

Ⅰ.2.8 通信連絡設備等 

(2)基本設計方針 

ａ．通信連絡設備等の構成 

通信連絡設備等は，通信連絡設備及び避難通路等（事業

所内の人の退避のための設備）から構成する。通信連絡設

備は，社内電話設備，送受話器，放送設備，警報装置，無

線連絡設備，加入電話設備及び衛携帯電話から構成する。 

 

ｂ．通信連絡設備 

チ(3)-①リサイクル燃料備蓄センター内の通信連絡設

備は，事務建屋及び使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」

という。）等から異なる手段により通信連絡できるように，

異なる機器で構成された社内電話設備及び送受話器を設

置し，事故時に迅速な連絡を可能にすると共に，放送設備，

警報装置及び無線連絡設備を設置し，事務建屋及び貯蔵建

屋等からリサイクル燃料備蓄センター内に居る全ての人

に対して的確に指示，連絡又は警報を発報することができ

る設計とする。 

リサイクル燃料備蓄センターとリサイクル燃料備蓄セ

ンター外必要箇所との通信連絡設備は，異なる手段により

通信連絡できるように社内電話設備，加入電話設備及び衛

星携帯電話を設置する設計とする。 

 

(a) 社内電話設備 

社内電話設備は，固定電話機，ＰＨＳ端末，ＰＨＳ基地

局，電話交換機から構成され，センター内の各所から固定

電話機又はＰＨＳ端末を通じ，指示，連絡が可能な設計と

する。また，電気通信事業者が提供する公衆交換電話網で

ある加入電話設備に接続することにより，固定電話機又は

ＰＨＳ端末を通じ，公衆交換電話網に加入するセンター外

必要箇所との連絡が可能な設計とする。 

 

(b) 送受話器 

送受話器は，ハンドセット，パケット交換機から構成さ

れ，センター内の各所からハンドセットを通じ，指示，連

絡が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ(3)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(3)-①を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 



チ－(3)－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

(c) 放送設備 

放送設備は，マイク，スピーカ及び警報装置で構成され，

センター内の各所へスピーカにより一斉放送又は警報を

発報することができる設備であり，社内電話設備及び送受

話器それぞれと接続することにより，一斉放送が可能な設

計とする。 

 

(d) 警報装置 

警報装置は，放送設備に組み込まれた装置又は放送設備

に接続した装置であり，警報を発報することができる設計

とする。 

 

(e) 無線連絡設備 

無線連絡設備は，携帯型無線機及び無線連絡設備（中継

局）で構成され，送受話する機器であり，センター内の各

所で通話が可能な設計とする。 

 

(f) 加入電話設備 

加入電話設備は，公衆交換電話網に加入するセンター外

必要箇所との連絡が可能な設計とする。また，加入電話設

備に接続の加入電話回線は，災害優先電話が災害発生時に

輻輳による使用制限を受けず連絡ができる設計とする。 

 

(g) 衛星携帯電話 

衛星携帯電話は，可搬型で衛星と無線で接続し，屋内で

使用する場合は必要に応じてアンテナを経由して連絡が

可能な設計とする。 

 

仮想的大規模津波が襲来した場合においても，通信連絡

設備を津波高さ T.P.＋23ｍより高い敷地南側高台の予備

緊急時対策所に設置することにより，リサイクル燃料備蓄

センター内外への通信連絡ができるよう，全ての通信連絡

設備が浸水しない設計とする。 

 

 

 

 

 
 

E 



チ－(4)－1 
 

添付書類 1－1 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 チ．その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち，主要な事項 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

チ．その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設

備のうち，主要な事項 

 (4) 消防用設備 

チ(4)-①本設備は，「消防法」に基づき，火災感知

設備及び消火設備を設ける。 

 

 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.2 消防用設備 

8.2.1 概要 

使用済燃料貯蔵施設は，実用上可能な限り不燃性又

は難燃性材料を使用する等，火災の発生を防止するた

めの予防措置を講ずることから，火災の可能性は少な

いが，万一の場合を考え，火災感知設備及び消火設備

（消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽）を「消防法」

に基づき適切に設置する。 

 

8.2.2 設計方針 

消防用設備は，事業開始以降，金属キャスクを順次

搬入してから全ての金属キャスクを貯蔵後搬出する

まで，いずれの状態においても安全性の確保の観点か

ら，以下を考慮した設計とする。 

(1) 火災感知設備及び消火設備（消火器，動力消防ポ

ンプ及び防火水槽）を「消防法」に基づいて適切に

設置し，火災の早期発見，消火活動の円滑化を図り，

火災による人的，物的被害を軽減し，施設の安全性

が損なわれないようにする。 

(2) 火災感知設備は，「消防法」に基づいた設計とす

る。 

(3) 消火設備（消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽）

は，「消防法」に基づいた設計とする。 

 

8.2.3 主要設備 

火災感知設備は，使用済燃料貯蔵建屋内に適切に設

けられた感知器で火災を自動的に感知し，出入管理建

屋及び監視盤室において火災警報を表示，吹鳴する。

なお，事務建屋においても火災警報を表示，吹鳴する。 

消火設備（消火器，動力消防ポンプ及び防火水槽）

は，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵区域及び受入れ区域で

想定される火災に対して，消火活動を早期に行うこと

を目的に，「消防法」に基づき適切に設置する。 

 

8.2.4 主要仕様 

消防用設備の主要仕様を第 8.2－1表に示す。 

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

別添Ⅰ  2 個別項目 

Ⅰ.2.9 消防用設備 

(2)基本設計方針 

ａ．消防用設備の構成 

消防用設備は，消火設備（動力消防ポンプ，消火器（粉

末(ABC)消火器，大型粉末消火器，化学泡消火器），防火

水槽），火災感知設備（光電式分離型感知器，光電式スポ

ット型感知器，差動式スポット型感知器，火災受信機，

表示機），火災区域構造物及び火災区画構造物（防火シャ

ッタ，防火扉，コンクリート壁），並びに避雷設備（棟上

導体）から構成する。 

 

ｂ．消火設備 

チ(4)-①消火設備は「消防法」に基づいて適切に設置

し，消火活動の円滑化を図り，火災による人的，物的被

害を軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とする。 

 

ｃ．火災感知設備 

チ(4)-①火災感知設備は「消防法」に基づいて適切に

設置し，火災の早期発見を図り，火災による人的，物的

被害を軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とす

る。 

 

ｄ．火災区域構造物及び火災区画構造物 

火災区域構造物及び火災区画構造物は「建築基準法」

に基づいて適切に設置し，火災の影響軽減を図り，火災

による人的，物的被害を軽減し，施設の安全性が損なわ

れない設計とする。 

 

ｅ．避雷設備 

避雷設備は「建築基準法」に基づいて適切に設置し，

落雷による火災発生の防止を図り，火災による人的，物

的被害を軽減し，施設の安全性が損なわれない設計とす

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ(4)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(4)-①と

同義であり，整合して

いる。 

設工認のチ(4)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(4)-①と

同義であり，整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チ－(4)－2 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

8.2.5 試験検査 

消防用設備は，法定検査に加え，保全プログラムに

基づく点検が実施可能な設計とする。 

 

 

第 8.2－1表 消防用設備の主要仕様 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 動力消防ポンプ 

台    数    １ 

規格放水圧力      0.7MPa 

規 格 放 水 量    1.0m3/min 以上 

燃 料 容 量    規格放水圧力，規格放

水量で1時間以上連続運転可

能な量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅱ 各施設の設計仕様、準拠規格及び基準並びに工事

の方法 

別添Ⅱ.へ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

 

へ.4 消防用設備 

(1)設計仕様 

 

a. チ(4)-①消火設備 

・動力消防ポンプ 

 
変更

前 
変更後 

名  称 － 

－ 

動力消防ポンプ＊１ 

ポ

ン

プ 

種類 － タービンポンプ 

ポンプ

の級別 
－ B-2 級 

容量 m3/分 1.0 以上＊２ 

吐出圧

力 
MPa 0.7 以上＊２ 

原

動

機 

種類 － ガソリンエンジン 

検定出

力 
kW 30 

燃料タ

ンク容

量 

L 12 以上（18＊３） 

燃料消

費量 
L/時 12＊４ 

消防用ホー

スの長さ 
m 200＊３ 

個  数 － 1（予備 1） 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

保管場所： 

車庫（T.P.16m） 

及び 

南側高台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ(4)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(4)-①を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チ－(4)－3 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 防火水槽 

基    数    ２ 

容    量    40m3 

 

（T.P.約 30m） 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 

  ＊２：消防法に基づく規格放水量，規格放水圧

力を示す。 

  ＊３：公称値を示す。 

  ＊４：規格放水時の燃料消費量を示す。 

 

＜中略＞ 

 

・防火水槽 

 
変更

前 
変更後 

名  称 － 

－ 

防火水槽＊１ 

種  類 － 
防火水槽 

（耐震性貯水槽） 

容  量 m3/個 40 

主

要

寸

法 

水槽 

外径 
mm 2970 

胴板 

厚さ 
mm 9 

水槽 

全長 
mm 6774 

材

料 
胴板 － SS400 

個  数 － 2 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建

屋 

近傍の地中 

（南北それぞれに 

１基） 

（T.P.16m） 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 

 

＜中略＞ 

 

b. チ(4)-①火災感知設備 

名称 種類 個数 取付箇所 

光電式分 光電アナロ 12 使用済燃料貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ(4)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(4)-①を



チ－(4)－4 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

離型 

感知器＊１ 

グ式 

分離型感知

器 ２種 

建屋 

貯蔵区域 

（T.P.16.3m） 

光電式分

離型 

感知器＊１ 

光電アナロ

グ式 

分離型感知

器 １種 

2 

使用済燃料貯蔵

建屋 

受入れ区域 

（T.P.16.3m） 

光電式ス

ポット型 

感知器＊１ 

光電式スポ

ット型感知

器 

２種 

1 

使用済燃料貯蔵

建屋 

受入れ区域 

廃棄物貯蔵室 

（T.P.16.3m） 

光電式ス

ポット型 

感知器＊１ 

光電式スポ

ット型感知

器 

２種 

9 

使用済燃料貯蔵

建屋 

付帯区域 

（T.P.16.3m，

T.P.21.6m） 

差動式ス

ポット型 

感知器＊１ 

差動式スポ

ット型感知

器 

２種 

2 

使用済燃料貯蔵

建屋 

貯蔵区域前室 

（T.P.16.3m） 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 

 

＜中略＞ 

 

c. 火災区域構造物及び火災区画構造物 

  ・防火シャッタ 

名称 種類 個数 
取付箇所 

（設置床） 

防火シャ

ッタ 

（シャッ

タ（SSS-

1））＊１ 

電動式シャ

ッタ 
5 

使用済燃料貯蔵

建屋 

貯蔵区域 

（T.P.16.3m） 

防火シャ

ッタ 

（シャッ

タ（SSS-

2））＊１ 

電動式シャ

ッタ 
1 

使用済燃料貯蔵

建屋 

貯蔵区域と受入

れ区域の境界 

（T.P.16.3m） 

具体的に記載してお

り整合している。 

 



チ－(4)－5 
 

添付書類 1－1 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 

 

＜中略＞ 

 

ｄ. 避雷設備 

 
変更

前 
変更後 

名  称 － 

－ 

棟上導体＊１ 

種  類 － 

受雷部方式： 

棟上導体方式 

引下げ導線： 

導線直接方式 

個  数 － 1 

取付箇所 

（設置床） 
－ 

使用済燃料貯蔵建屋 

（T.P.16.0m～

T.P.44.05m） 

注記＊１：本設備は既存の設備である。 
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添付書類 1－2 使用済燃料貯蔵施設の事業（変更）許可申請書 

「本文（七号）」との整合性に関する説明書 
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項を記載した章，節又は項等の表題に前回申請に同じと記載する。 
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添付書類 1－2 

1. 概要 前回申請に同じ 

本説明書は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」

という。）第 43条の７第１項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であるこ

とが，法第 43条の８第３項１号で認可基準として規定されており，当該基準に適合する

ことを説明するものである。 

 

2. 基本方針 前回申請に同じ 

設計及び工事の計画が使用済燃料貯蔵施設事業（変更）許可申請書（以下「事業（変

更）許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，事業（変更）許

可申請書との整合性により示す。 

本説明書は，事業（変更）許可申請書「本文（七号）」（以下「本文（七号）」という。）

と設計及び工事の計画のうち「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」につい

て示す。 

なお，事業（変更）許可申請書の記載事項でない場合においては，許可に抵触するも

のでないため，本説明書には記載しない。 

 

3. 記載の基本事項 前回申請に同じ 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「事業（変更）許可申請書（本文）」，「設

計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

(2) 説明書の記載順は，「本文（七号）」に記載された順とする。 

(3) 「本文（七号）」と設計及び工事の計画の記載との整合性については，「事業（変更）

許可申請書（本文）」と同等の「設計及び工事の計画 該当箇所」の記載箇所には，

実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーライン

を引き，「設計及び工事の計画 該当箇所」が「事業（変更）許可申請書（本文）」

と整合していることを「整合性」欄に記載する。 
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4．事業（変更）許可申請書との整合性 
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添付書類 1－2 

前回申請に同じ 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

 

 

1. 目的 

使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「品質

管理に関する事項」という。）は，リサイクル燃料備蓄センターの安全を達成・維持・向上させるため，

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」

という。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 適用範囲 

品質管理に関する事項は，リサイクル燃料備蓄センターの保安活動に適用する。 

 

 

 

 

3. 定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は，以下を除き品管規則に従う。 

 

(1) 使用済燃料貯蔵施設 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の４第２項第２号に規定する使用済燃 

料貯蔵施設をいう。 

(2) 組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，使用済燃料貯蔵施設を運営管理する各部門の総称をいう。 

 

 

 

Ⅴ. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

 

 

 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，リサイクル燃料備蓄センターの安全を達成・維持・向上させるため，健全な安全文化を育成及び 

維持するための活動を行う仕組みを含めた，使用済燃料貯蔵施設の設計，工事及び検査段階から操作に係る 

保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し，「リサイクル燃料備蓄センター使用 

済燃料貯蔵施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規 

定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は，保安規定 

品質マネジメントシステム計画に基づき，設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された 

事項を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施設の設計，工事及び検査に係 

る保安活動に適用する。 

 

 

2.2 定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従 

う。 

(1) 燃料貯蔵規則 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成 12年６月 16日通商産業省令第 112号）をいう。 

(2) 技術基準規則 

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２年３月 17 日原子力規制委員会規則第８号）を

い       う。 

(3) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき，技術基準規則等への適合性を確保するた

め       に必要となる設備をいう。 

事業（変更）許可申請書（本文

（七号））において，設工認の内

容は以下のとおり満足している。 

 

設工認では，リサイクル燃料備

蓄センター使用済燃料貯蔵施設

保安規定を定め，その保安規定品

質マネジメントシステム計画（以

下「保安規定品質マネジメントシ

ステム計画」という。）に従い設

工認品質管理計画を定めている

ことから整合している。（以下，

事業（変更）許可申請書（本文（七

号））に対応した設工認での説明

がない箇所については，保安規定

品質マネジメントシステム計画

にて対応していることを以て整

合している。） 

 

設工認の適用範囲は，事業（変

更）許可申請書（本文（七号））

の適用範囲に示す使用済燃料貯

蔵施設の保安活動に包含されて

いることから整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画の用語の定

義に従っていることから整合し

ている。 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1) 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質マネジメントシステムを確立し，実施するとともに，

その実効性を維持するため，その改善を継続的に行う。 

 

 

 

 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立し，運用する。この場合におい

て，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

ａ．使用済燃料貯蔵施設，組織，又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすお

それのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

ｃ．機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され，若しくは実

行されたことにより起こり得る影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき 

以下のとおり実施する。 

 

 

 

 

 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設計及び工事のグレード分けは，使用済燃料貯蔵施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行 

う。 

 (1) 設計管理におけるグレード分け 

設計管理におけるグレード分けは，「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する 

規則」に基づく使用済燃料貯蔵施設の安全上の重要度に応じて設定した重要度区分を踏まえ，設計 

管理区分を設定しグレード分けを実施する。 

(2) 調達管理におけるグレード分け 

調達管理におけるグレード分けは，原子力安全に及ぼす影響に応じて定める設計管理区分に規 

定する重要度等を踏まえ，品質管理グレードを設定しグレード分けを実施する。 

 

ただし，本設工認における設計は，新規制基準施行以前から設置している設備並びに工事を継続

又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合性を確保するために必要な

設備の設計である。 

したがって，本設工認の設計は，設計及び工事のグレード分けによらず，全ての適合性確認対象

設備を，「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計で管理する。 

なお，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）」以降の段階で新たに設計及 

び工事を実施する場合は，設計及び工事のグレード分けの考え方を適用し，管理を実施する。 

 

 

 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及ぼす影響や供給者 

の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード 

分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分けを適用する。 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い品質

管理を行うことから整合してい

る。 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

のグレード分けを行うことから

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い本設

工認の品質管理の方法を決め，設

計管理の方法を行うことから，整

合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い調達

のグレード分けを行うことから

整合している。 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(3) 組織は，使用済燃料貯蔵施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し，品

管規則が要求する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジ

メント文書」という。）に明記する。 

(4) 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに，そのプロセスを組織に

適用することを決定し，次に掲げる業務を行う。 

ａ．プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。 

ｂ．プロセスの順序及び相互関係を明確にする。 

ｃ．プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活

動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 

ｄ．プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用で

きる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。 

ｅ．プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定することが困難である場合は，この

限りでない。 

ｆ．プロセスについて，意図した結果を得，及び実効性を維持するための措置を講ずる。 

ｇ．プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。 

ｈ．原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には，原子力の安全が確

保されるようにする。 

(5) 組織は，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

(6) 組織は，機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）

への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは，当該プロセスが管理されているよ

うにする。 

(7) 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

 

4.2 品質マネジメントシステムの文書化 

4.2.1 一般 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当該文書に規定する事項を実施する。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 品質マニュアル 

(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために，組織が必要と決定した

文書 

(4) 品管規則が要求する手順書，指示書，図面等（以下「手順書等」という。） 

 

4.2.2 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(2) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

(5) プロセスの相互の関係 

 

4.2.3 文書の管理 

(1) 組織は，品質マネジメント文書を管理する。 

(2) 組織は，要員が判断及び決定をするに当たり，適切な品質マネジメント文書を利用できるよう，品質

マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 

ａ．品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査し，発行を承認すること。 

ｂ．品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに，改訂に当たり，その妥当性を審

査し，改訂を承認すること。 

ｃ．品質マネジメント文書の審査及び評価には，その対象となる文書に定められた活動を実施する部門

の要員を参画させること。 

ｄ．品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。 

ｅ．改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては，当該文書の適切な制定版又は改訂

版が利用しやすい体制を確保すること。 

ｆ．品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 

ｇ．組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その配付を管理すること。 

ｈ．廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において，当該文書を

保持するときは，その目的にかかわらず，これを識別し，管理すること。 

 

 

 

 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を

実証する記録を明確にするとともに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握することができ，かつ，

検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 

(2) 組織は，(1)の記録の識別，保存，保護，検索及び廃棄に関し，所要の管理の方法を定めた手順書等を

作成する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記録を，保安規定品 

質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，これらを適切に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる 

場合，供給者の品質保証能力の確認，かつ，対象設備での使用が可能な場合において，適用可能な 

図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上記(1)，(2)を用いて 

実施する。 

       

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記録を，保安規定品 

質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，これらを適切に管理する。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる 

場合，供給者の品質保証能力の確認，かつ，対象設備での使用が可能な場合において，適用可能な 

図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上記(1)，(2)を用いて 

実施する。 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い文書

管理を行うことから整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い組織

の外部で作成された品質マネジ

メント文書を識別することから

整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い記録

を管理していることから整合し

ている。 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って品質マネジメントシステムを確

立させ，実施させるとともに，その実効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって実

証する。 

(1) 品質方針を定めること。 

(2) 品質目標が定められているようにすること。 

(3) 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるようにすること。 

(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

(5) 資源が利用できる体制を確保すること。 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有することを，要員に認識させること。 

(8) 全ての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，その優先順位及び説明する責任を考慮

して確実に行われるようにすること。 

 

5.2 原子力の安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し，かつ，原子力

の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

 

5.3 品質方針 

社長は，品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与するこ

と。 

(3) 品質目標を定め，評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

(4) 要員に周知され，理解されていること。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定

められているようにする。 

(2) 社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得るものであって，かつ，品質方針と整合的なものとな

るようにする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 社長は，品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう，その実施に当たっての計画が策定さ
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

れているようにする。 

(2) 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実施される場合においては，当該品質

マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において，保安活動の

重要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

ａ．品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果 

ｂ．品質マネジメントシステムの実効性の維持 

ｃ．資源の利用可能性 

ｄ．責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ，関係する要員が責任

を持って業務を遂行できるようにする。 

 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

(1) 社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に掲げる業務に係る責任及び権限を与え

る。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにすること。 

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について，社長に報告すること。 

ｃ．健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力の安全の確保についての認識が向上す

るようにすること。 

ｄ．関係法令を遵守すること。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理者」という。）に，当該管理者が管

理監督する業務に係る責任及び権限を与える。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにするこ

と。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

ｄ．健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

(2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，次に

掲げる事項を確実に実施する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務の実施状況を監視測定すること。 

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の安全への取組を積極的に行えるよう

にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計，工事及び検査は，第１図に示す組織体制で実施する。設計，工事及び検査を主管する箇所の長 

は，担当する設備に関する設計，工事及び検査について責任と権限を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設工

認品質管理計画にて設計，工事及

び検査に係る組織を定めている

ことから整合している。 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する要員に確実に伝達すること。 

ｄ．常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに，要員が，積極的に使用済燃料

貯蔵施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

(3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ定められた間隔で行う。 

 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに，品質マネ

ジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，改善の機会を得て，保安活動の改善

に必要な措置を講ずるため，品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）

を，あらかじめ定められた間隔で行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報 

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる情報を報告する。 

(1) 内部監査の結果 

(2) 組織の外部の者の意見 

(3) プロセスの運用状況 

(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の

結果 

(5) 品質目標の達成状況 

(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

(7) 関係法令の遵守状況 

(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(11) 部門又は要員からの改善のための提案 

(12) 資源の妥当性 

(13) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1) 組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に掲げる事項について決定する。 

ａ．品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

ｂ．個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｃ．品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

ｄ．健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

ｅ．関係法令の遵守に関する改善 

(2) 組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管理する。 

(3) 組織は，(1)の決定をした事項について，必要な措置を講じる。 

 

6. 資源の管理 

6.1 資源の確保 

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め，これを確保し，

及び管理する。 

(1) 要員 

(2) 個別業務に必要な施設，設備及びサービスの体系 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1) 組織は，個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し，意図した結果を達成するために必要な知識及

び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

(2) 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じて，次に掲げる業務を行う。 

ａ．要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

ｂ．要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。 

ｃ．教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 

ｄ．要員が，自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識しているようにすること。 

(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

ｅ．要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これを管理すること。 

 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定するとともに，そのプロセスを確立する。 

(2) 組織は，(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。 

(3) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり，次

に掲げる事項を明確にする。 

ａ．個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果 

ｂ．機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

ｃ．機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書及び資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必要な力量を有する 

者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロ 

セスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，使用前事業者検査を 

計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第２表

に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても，使用前事業

者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い検査

に係る要員の力量確保を定めて

いることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

  

設工認では，事業（変更）許

可申請書（本文（七号））に基づ

き定めている保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い使

用前事業者検査を計画し，判定

基準を明確にしていることから

整合している。 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合

性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。） 

ｅ．個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合すること

を実証するために必要な記録 

(4) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適したものとする。 

 

7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス 

7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。 

(1) 組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等又は個別業務に必要な要求事項 

(2) 関係法令 

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

 

7.2.2 個別業務等要求事項の審査 

(1) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，個別業務等要求事項の審査を実施

する。 

(2) 組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲げる事項を確認する。 

ａ．当該個別業務等要求事項が定められていること。 

ｂ．当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては，

その相違点が解明されていること。 

ｃ．組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。 

(3) 組織は，(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを

管理する。 

(4) 組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連する文書が改訂されるようにすると

ともに，関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために，実効性のある

方法を明確に定め，これを実施する。 

 

7.3 設計開発 

7.3.1 設計開発計画 

(1) 組織は，設計開発（専ら使用済燃料貯蔵施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下

「設計開発計画」という。）を策定するとともに，設計開発を管理する。 

(2) 組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

ｂ．設計開発の各段階における適切な審査，検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

設工認における設計，工事及び検査の各段階を第１表に示す。 

設工認における必要な設計，工事及び検査の流れを第２図に示す。 

(1) 適合性確認対象設備に対する管理 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計，工事及び検査の各段階に 

おけるレビューを，第１表に示す段階において実施するとともに，記録を管理する。 

このレビューについては，設計，工事及び検査を主管する箇所で当該設備の設計に関する専門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設工

認品質管理計画にて設計，工事及

び検査の各段階の計画を定めて

いることから整合している。 
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ｃ．設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

ｄ．設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

(3) 組織は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために，

設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。 

(4) 組織は，(1)により策定された設計開発計画を，設計開発の進行に応じて適切に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家を含めて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は，設工認品質 

管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載さ 

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを使用前事業者検 

査により確認する。 

(2) 主要な耐圧部の溶接部に対する管理 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.4 工事に係る品質管理の方 

法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理 

（第１表における「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）」～「3.6 設工 

認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用して検査を実施し，認可された設工認に 

記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを使用前事 

業者検査により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             13 

 
添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             14 

 
添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 

保安規定品質マネジ

メ ン ト シ ス テ ム

計 画 の 対 応 項 目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理

の方法 

7.3.1 

設計開発計画 

適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 

適合性確認対象設備

に対する要求事項の

明確化 
7.3.2 

設計開発に用いる情

報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 

各条文の対応に必要

な適合性確認対象設

備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3(1)＊ 
基本設計方針の作成

（設計１） 

7.3.3 

設計開発の結果に係

る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3(2)＊ 

適合性確認対象設備

の各条文への適合性

を確保するための設

計（設計２） 

7.3.3 

設計開発の結果に係

る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプット

に対する検証 

7.3.5 

設計開発の検証 

技術基準規則への適合性を確保する
ために必要な設計の妥当性の確認 

3.3.4＊ 設計における変更 

7.3.7 

設計開発の変更の管

理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 

設工認に基づく設備

の具体的な設計の実

施（設計３） 

7.3.3 
設計開発の結果に係
る情報 
7.3.5 
設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
設備の具体的な設計

に基づく工事の実施 
－ 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で

の確認事項 
－ 

適合性確認対象設備が，認可された設
工認に記載された仕様及びプロセス
のとおりであること，技術基準規則に
適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の

計画 

7.1 
個別業務に必要なプ
ロセスの計画 

7.3.6 
設計開発の妥当性確
認 

適合性確認対象設備が，認可された設
工認に記載された仕様及びプロセス
のとおりであること，技術基準規則に
適合していることを確認する計画と
方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 － 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 

主要な耐圧部の溶接

部に係る使用前事業

者検査の管理 

－ 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際の工程管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の

実施 

8.2.4 

機器等の検査等 

認可された設工認に記載された仕様
及びプロセスのとおりであること，技
術基準規則に適合していることを確
認 

調
達 

3.6 
設工認における調達

管理の方法 

7.4 
調達 
8.2.4 
機器等の検査等 

適合性確認に必要な継続中工事及び
追加工事の検査を含めた調達管理 

注記＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」でいう，保安規定 

品質マネジメントシステム計画の「7.3.4 設計開発レビュー」対応項目 
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

7.3.2 設計開発に用いる情報 

(1) 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって，次に掲げるものを明確に定める

とともに，当該情報に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

ａ．機能及び性能に関する要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる情報として適用可能な

もの 

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

(2) 組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，承認する。 

 

7.3.3 設計開発の結果に係る情報 

(1) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式

により管理する。 

(2) 組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらかじめ，当該設計開発の結果に係る情

報を承認する。 

(3) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

ａ．設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

ｂ．調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。 

ｃ．合否判定基準を含むものであること。 

ｄ．機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 設計開発レビュー 

(1) 組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画に従って，次に掲げる事項を目的とした体系

的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 

ａ．設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

ｂ．設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措置を提案すること。 

 

 

(2) 組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部

門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。 

(3) 組織は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な 

要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，設工認に関連する工事において，追加・変更となる適合性確認対象設 

備（運用を含む。）のうち，対象となる適合性確認対象設備（運用を含む。）の要求事項への適合性を 

確保するために，実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて，適合性確認対象 

設備として抽出する。 

 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための 

設計を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

「設計１」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に，必要な設計

を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計２） 

「設計２」として，「設計１」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な

詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による

自社解析」について，個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。 

 

3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認を実現するための設備の具体的な設計（設 

計３）を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

(1) 適合性確認対象設備に対する管理 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計，工事及び検査の各段階に 

おけるレビューを，第１表に示す段階において実施するとともに，記録を管理する。 

 

 

 

このレビューについては，設計，工事及び検査を主管する箇所で当該設備の設計に関する専門 

家を含めて実施する。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

開発へのインプットとして，適合

性確認対象設備に対する要求事

項を明確化していることから整

合している。 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

開発からのアウトプットを作成

するために設計を実施している

ことから整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

のレビューを実施し，記録を管理

していることから整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ
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記録を作成し，これを管理する。 

 

 

 

7.3.5 設計開発の検証 

(1) 組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために，設計開発計画

に従って検証を実施する。 

(2) 組織は，設計開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，

これを管理する。 

(3) 組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。 

 

 

 

7.3.6 設計開発の妥当性確認 

(1) 組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従って，

当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

(2) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，設計開発妥当性確認を完了する。 

(3) 組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に

係る記録を作成し，これを管理する。 

 

 

 

 

 

7.3.7 設計開発の変更の管理 

(1) 組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるようにす

るとともに，当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。 

(2) 組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検証及び妥当性確認を行い，変更を承

認する。 

(3) 組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更が使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響の評価

（当該使用済燃料貯蔵施設を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

(4) 組織は，(2)の審査，検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を

作成し，これを管理する。 

 

7.4 調達 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は，調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が，自ら規定する調達物品等に係る要

 

 

 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，設計１及び設計２の結果について，原設計者以外の力量を有する上 

位職位の者に検証を実施させる。 

 

3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認を実現するための設備の具体的な設計（設 

計３）を実施する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロ 

セスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，使用前事業者検査を 

計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第２表 

に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても，使用前事業 

者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用 

前事業者検査の方法として明確にする。 

   

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，「3.3.1 適合性確認対象設備に対す 

る要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各 

設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結 

果を必要に応じ修正する。 

 

 

 

 

 

3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施す

る。 

メントシステム計画に従い設計

のレビューには専門家を含めて

いることから整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

のアウトプットに対する検証を

実施していることから整合して

いる。 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い使用

前事業者検査を計画しているこ

とから整合している。 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い設計

の変更管理を実施していること

から整合している。 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ
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求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

 

 

 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及

び程度を定める。この場合において，一般産業用工業品については，調達物品等の供給者等から必要な

情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように，管

理の方法及び程度を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を

評価し，選定する。 

(4) 組織は，調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。 

(5) 組織は，(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを

管理する。 

(6) 組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画において，適切な調達の実施に必要な事項（当

該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（使用済燃料貯蔵施設の保安に

係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事

項を含む。）を定める｡ 

 

7.4.2 調達物品等要求事項 

(1) 組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求事項のうち，該当するものを含める。 

ａ．調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

 

 

 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分けを適用する。 

なお，仕様書を作成するに当たり，あらかじめ採用しようとする一般産業用工業品について，その調 

達の管理の方法と程度を定め，それに基づき使用済燃料貯蔵施設の安全機能に係る機器等として使 

用するための技術的な評価を行う。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメントシステム計画に示 

す調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「3.6.3(2)  

調達製品の管理」参照） 

調達を主管する箇所の長は，一般産業用工業品を使用済燃料貯蔵施設に使用するに当たって， 

当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先 

      で使用前事業者検査等及び自主検査等を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の 

施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入さ 

れるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

 

 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力 

を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及ぼす影響や供給者

の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード

分けを行い管理する。 

 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分けを適用する。 

(1) 仕様書の作成 

メントシステム計画に従い調達

管理を実施していることから整

合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い調達

管理における一般産業用工業品

の管理の方法と程度を定めてい

ることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い調達

製品の管理を実施していること

から整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い供給

者の評価を実施し，選定している

ことから整合している。 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ
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添付書類 1－2 

事業（変更）許可申請書（本文） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ｂ．調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

ｃ．調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｄ．調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 

ｅ．調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，及び維持するために必要な要求事項 

ｆ．一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

ｇ．その他調達物品等に必要な要求事項 

(2) 組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査

等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含

める。 

(3) 組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり，あらかじめ，当該

調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

(4) 組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に対し，調達物品等要求事項への適合

状況を記録した文書を提出させる。 

 

 

 

7.4.3 調達物品等の検証 

(1) 組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め，

実施する。 

(2) 組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは，当該

検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の

中で明確に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメントシステム計画に示

す調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「3.6.3(2) 

調達製品の管理」参照） 

 

 

 

調達を主管する箇所の長は，一般産業用工業品を使用済燃料貯蔵施設に使用するに当たって，

当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で

使用前事業者検査等及び自主検査等を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施

設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入さ 

れるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たして 

いることを確実にするために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する箇所の長は，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及 

び調達製品の供給者からの出荷の可否の決定の方法を明確にした上で，検証を行う。 

 

3.6.4 受注者品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成及 

び維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，受注者品質監査 

を実施する。 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を以下のとお 

り適用する。 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備は， 

設置当時に調達を完了しているため，「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適 

用しない。 

メントシステム計画に従い仕様

書を作成していることから整合

している。 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い調達

管理における原子力規制委員会

の職員による供給先の工場等の

施設への立ち入りがあることを

供給者へ要求していることから

整合している。 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い調達

製品の検証を実施していること

から整合している。 
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7.5 個別業務の管理 

7.5.1 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと

認められるものを除く。）に適合するように実施する。 

(1) 使用済燃料貯蔵施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。 

(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ，当該設備を使用していること。 

(5) 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。 

(6) 品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性 

確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の管理」まで，調達 

当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管 

理を設工認に基づき管理する。 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで，調達当時のグレード 

分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基 

づき管理する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）， 

その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。 

また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用して実施する。 

 

3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の方法」に記載 

された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。 

     ただし，適合性確認対象設備のうち，新規制基準施行以前に設置している設備，設置を完了し調達

製品の検証段階の設備，既に工事を着手し工事を継続している設備については，「3.5 使用前事業

者検査の方法」から実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのと 

おりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保安規定に基づき使用前事業者検 

査を計画し，当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員が使用前事業者検 

査を実施することにより，独立性を確保した検査体制の下，実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスの 

とおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を 

実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）」及び「3.4.2  

設備の具体的な設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり 

行われていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い工事

及び使用前事業者検査を業務の

管理として実施していることか

ら整合している。 
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これらの項目のうち，①を第２表に示す検査として，②を品質マネジメントシステムに係る検査

（以下「ＱＡ検査」という。）として実施する。 

また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する箇所（供給者を含む。）が実施

する検査の信頼性の確認を行い，設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロ 

セスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，使用前事業者検査を 

計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第２表 

に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても，使用前事業 

者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用 

前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査のとりまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，関係箇 

所と調整のうえ使用前事業者検査工程表を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査実施責任者は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工 

場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶接施工法，熱処 

理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業務の実施に当たって必要な図書 

を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管理を実施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必要な力量を有する 

者とする。 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員 

が使用前事業者検査を実施することにより，組織的独立を確保して実施する。 

(3) 使用前事業者検査の体制 
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使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様及びプロセスの 

とおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，「3.5.2 使用前事業者検 

査の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成す 

る。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制の下で，使用前事業者検査を実 

施する。 
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第２表 要求種別に対する確認項目及び確認視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設 

備 

設 

計 

要 

求 

設 

置 

要 

求 

名称，取付箇所，

個数，設置状態，

保管状態 

設計要求のとおりの名称，取

付箇所，個数で設置されてい

ることを確認する。 

・据付検査 

・状態確認検査 

・外観検査 

系 

統 

構 

成 

系統構成，系統隔

離，可搬設備の接

続性 

実際に使用できる系統構成

になっていることを確認す

る。 

・機能・性能検査 

機 

能 

要 

求 

容量，揚程等の仕

様 

（要目表） 

要目表の記載のとおりであ

ることを確認する。 

・材料検査 

・寸法検査 

・建物・構築物構造検査 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・機能・性能検査 

・特性検査 

・状態確認検査 

上記以外の所要の

機能要求事項 

目的とする機能・性能が発揮

できることを確認する。 

評 

価 

要 

求 

評価のインプット

条件等の要求事項 

評価条件を満足しているこ

とを確認する。 
・状態確認検査 

評価結果を設計条

件とする要求事項 

内容に応じて，設置要求，系

統構成，機能要求として確認

する。 

・内容に応じて，設置要求，

系統構成，機能要求の検

査を適用 

運 

用 
運用要求 手順確認 

（保安規定） 

手順化されていることを確

認する。 

・状態確認検査 
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7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検

証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含

む。）においては，妥当性確認を行う。 

(2) 組織は，(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを，(1)の妥当性確認に

よって実証する。 

(3) 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，これを管理する。 

(4) 組織は，(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次に掲げる事項（当該プロセスの内容等

から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認の方法 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保 

(1) 組織は，個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて，適切な手段により，機器

等及び個別業務の状態を識別し，管理する。 

(2) 組織は，トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴，適用又は所在を追跡でき

る状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては，機器等又は個別業務を識別し，

これを記録するとともに，当該記録を管理する。 

 

7.5.4 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品を所持している場合においては，必要に応じ，記録を作成し，これを管

理する。 

 

7.5.5 調達物品の管理 

組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識

別表示，取扱い，包装，保管及び保護を含む。）する。 

 

7.6 監視測定のための設備の管理 

(1) 組織は，機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視

測定のための設備を明確に定める。 

(2) 組織は，(1)の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該監視測定に係る要求事項と整合性のと

れた方法で実施する。 

(3) 組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定のために必要な設備を，次に掲げる事

項に適合するものとする。 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の工事は，保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，保安規定品質マネジメントシステム 

計画に従い，設計及び工事，検査で使用する計測器について，校正・検証及び識別等の管理を実 

施する。 

(2) 機器，弁，配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，保安規定品質マネジメントシステム計画に従い，機器，弁及び配

管類について，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，保安規定品質マネジメントシステム

計画に従い，設計及び工事，検査で使用する計測器について，校正・検証及び識別等の管理を実

施する。 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い施設

管理を実施していることから整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い識別

管理を実施していることから整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認では，事業（変更）許可

申請書（本文（七号））に基づき

定めている保安規定品質マネジ

メントシステム計画に従い監視

測定のための計測器の管理を実

施していることから整合してい

る。 
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ａ．あらかじめ定められた間隔で，又は使用の前に，計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該

計量の標準が存在しない場合にあっては，校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又

は検証がなされていること。 

ｂ．校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

ｃ．所要の調整がなされていること。 

ｄ．監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

ｅ．取扱い，維持及び保管の間，損傷及び劣化から保護されていること。 

(4) 組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては，従前の監視測

定の結果の妥当性を評価し，これを記録する。 

(5) 組織は，(4)の場合において，当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等

又は個別業務について，適切な措置を講じる。 

(6) 組織は，監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し，これを管理する。 

(7) 組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは，その初回の使用に当たり，あ

らかじめ，当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 監視測定，分析，評価及び改善 

(1) 組織は，監視測定，分析，評価及び改善に係るプロセスを計画し，実施する。 

(2) 組織は，要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。 

(2) 組織は，(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件への適合性を確認するために，保安活

動の重要度に応じて，あらかじめ定められた間隔で，客観的な評価を行う部門その他の体制により内部

監査を実施する。 

ａ．品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｂ．実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法及び責任を定める。 

(3) 組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスその他の領域（以下「領域」という。）

の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，内部監査の実施

に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，及び実施することにより，内部監査の実

効性を維持する。 

(4) 組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施においては，
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客観性及び公平性を確保する。 

(5) 組織は，内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせ

ない。 

(6) 組織は，内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理につ

いて，その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を，手順書等に定める。 

(7) 組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 組織は，不適合が発見された場合には，(7)の通知を受けた管理者に，不適合を除去するための措置及

び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報告させる。 

8.2.3 プロセスの監視測定 

(1) 組織は，プロセスの監視測定を行う場合においては，当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこ

れを行う。 

(2) 組織は，(1)の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応じて，保安活動指標を用いる。 

(3) 組織は，(1)の方法により，プロセスが5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができるこ

とを実証する。 

(4) 組織は，(1)の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のために，必要な措置を講じる。 

(5) 組織は，5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ること

ができないおそれがある場合においては，個別業務等要求事項への適合性を確保するために，当該プロ

セスの問題を特定し，当該問題に対して適切な措置を講じる。 

 

8.2.4 機器等の検査等 

(1) 組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個別業務計画に従って，個別業務の実

施に係るプロセスの適切な段階において，使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 組織は，使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し，これを管理する。 

(3) 組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し，

これを管理する。 

(4) 組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは，プロ

セスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業務計画に定

める手順により特に承認をする場合は，この限りでない。 

(5) 組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施する

要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方

法により，使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 

(6) 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自主検査等を実施する要員をその対象と

なる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすることその他の方法に

より，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必要な力量を有する 

者とする。 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員 

が使用前事業者検査を実施することにより，組織的独立を確保して実施する。 

(3) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様及びプロセスの 

とおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，「3.5.2 使用前事業者検査 

の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制の下で，使用前事業者検査を実施 

する。 
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8.3 不適合の管理 

(1) 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，又は個別業務が実施されることがない

よう，当該機器等又は個別業務を特定し，これを管理する。 

(2) 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。 

(3) 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。 

ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

ｂ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し，機

器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ｃ．機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

ｄ．機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については，その不適合による影響又は起こ

り得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

(4) 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を

作成し，これを管理する。 

(5) 組織は，(3)ａ．の措置を講じた場合においては，個別業務等要求事項への適合性を実証するための検

証を行う。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため，及び当該品質マ

ネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために，適切なデータ（監視測定の結果から得

られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし，収集し，及び分析する。 

(2) 組織は，(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い，次に掲げる事項に係る情報を得る。 

ａ．組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 

ｂ．個別業務等要求事項への適合性 

ｃ．機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 

ｄ．調達物品等の供給者の供給能力 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために，品質方針及び品質目標の設定，マネ

ジメントレビュー及び内部監査の結果の活用，データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通

じて改善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実施その他の措置を講じる。 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのと 

おりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保安規定に基づき使用前事業者検 

査を計画し，当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員が使用前事業者検 

査を実施することにより，独立性を確保した検査体制の下，実施する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については，保安規定品質マネジメント 

システム計画に基づき処置を行う。 
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8.5.2 是正処置等 

(1) 組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて，次に掲げるところにより，

速やかに適切な是正処置を講じる。 

ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。 

(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確

化 

ｂ．必要な是正処置を明確にし，実施する。ｃ．講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

ｄ．必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する。 

ｅ．必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して，根本的な原因を究明するために行う分

析の手順を確立し，実施する。 

ｇ．講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し，これを管理する。 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に定める。 

(3) 組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽

出し，その分析を行い，当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講じる。 

 

8.5.3 未然防止処置 

(1) 組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し，自らの組織で起こり得る不適合の重

要性に応じて，次に掲げるところにより，適切な未然防止処置を講じる。 

ａ．起こり得る不適合及びその原因について調査する。 

ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

ｃ．必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

ｄ．講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

ｅ．講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し，これを管理する。 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に定める。 
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1. 概要 前回申請に同じ 

本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行

おうとしている管理の計画」及びリサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施設保安

規定（以下「保安規定」という。）に基づき，設工認の「使用済燃料貯蔵施設の技術基準

に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第８号）」（以下「技術基準規則」という。）

等に対する「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」を，

以下のとおり説明する。 

 

2. 基本方針 前回申請に同じ 

  本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行

おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等につい

ての具体的な計画」を，以下のとおり説明する。 

 

(1) 設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の

計画 

「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の

計画」として，以下に示す２つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「３．

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の

相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認におけ

る設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法について「3.3 

設計に係る品質管理の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における

調達管理の方法」に，文書管理，識別管理，トレーサビリティについて「3.7 記

録，識別管理，トレーサビリティ」，不適合管理の方法について「3.8 不適合管

理」に記載する。 

また，これらの方法で行った管理の具体的な実績を「様式－１ 設工認に係る

設計の実績，工事及び検査の計画」（以下「様式－１」という。）にまとめる。 

a. 「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」（以下「燃料貯蔵規則」という。）

第４条第１項第３号に区分される施設のうち，設工認対象設備に対する技術

基準規則の条文ごとの基本設計方針の作成 

b. 作成した条文ごとの基本方針を基に，技術基準規則等への適合に必要な設

備の設計（作成した条文ごとの基本設計方針に対し，設工認申請時点で設置

している設備，並びに工事を継続又は完了している設備の設計実績を用いた

技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。） 

 

これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項

及びそのレビューに関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計開

発の各段階におけるレビュー等に関する事項並びに外部の者との情報伝達に関す

る事項等を含めて記載する。 
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 (2) 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」と

して，設工認申請時点で設置している設備，工事を継続又は完了している設備

を含めた設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及

び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載す

る。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外

の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認に

おける設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法につ

いて「3.4 工事に係る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」

に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書

管理，識別管理及びトレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，トレー

サビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等について具体的

な計画を，様式－1に示す。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確

にする事項及びそのレビューに関する事項，工事及び検査の体制として組織内

外の相互関係（使用前事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関

する事項を含む。），工事及び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び

各段階における監視，測定，妥当性確認及び検査等に関する事項（記録，識別

管理，トレーサビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との情

報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

設工認に基づく，技術基準規則等への適合性を確保するために必要となる設

備（以下「適合性確認対象設備」という。）は，設工認申請時点で設置している

設備も含まれているが，これらの設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態

に維持されていることが不可欠であり，その維持の管理の方法について「4. 適

合性確認対象設備の施設管理」で記載する。 

(4) 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係

る活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マ

ネジメントシステム体制の下で実施するため，上記以外の，責任と権限（保安

規定品質マネジメントシステム計画「5. 経営責任者等の責任」），原子力安全

の重視（保安規定品質マネジメントシステム計画「5.2 原子力の安全の確保の

重視」），必要な要員の力量管理を含む資源の管理（保安規定品質マネジメント

システム計画「6. 資源の管理」）及び不適合管理を含む評価及び改善（保安規

定品質マネジメントシステム計画「8. 評価及び改善」）については，保安規定

品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 
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また，当社の品質マネジメントシステムに係る活動は，健全な安全文化を育

成及び維持するための活動と一体となった活動を実施している。 

      なお，設工認申請時点で設置している設備の中には，現在のような健全な安

全文化を育成及び維持するための活動を意識した活動となっていなかった時代

に導入している設備もあるが，それらの設備についても現在の健全な安全文化

を育成及び維持するための活動につながる様々な品質保証活動を行っている。

（添付－1「品質マネジメントシステム体制の変遷」の「別表 1」参照） 

 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 前回申請

に同じ 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に記載している品質マネジメントシステムに基づき実施する。 

以下に設計，工事及び検査，調達管理等のプロセスを示す。 

  

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

 設工認に基づく設計，工事及び検査は，第 3.1－1図に示す組織体制で実施する。 

また，設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」），工事（「3.4 工事に係る品質管

理の方法」），検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認にお

ける調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第 3.1－1 表に示す。 

第 3.1－1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，

工事及び検査，調達について，責任及び権限を持ち，各プロセスを主管する箇所に属

するグループが実施する設工認に係る活動を統括する。 

使用済燃料取扱主任者は，設計及び工事の計画の認可及び使用前事業者検査等に係

る保安活動並びに使用済燃料を収納した金属キャスクの取扱いに関する保安の監督

を行い，保安上必要な場合には，取扱いに従事する者に指示を行う。 

設計から工事への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達，組織内外又は相

互関係及び情報伝達について，設工認に従い確実に実施する。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，第 3.1－1 図に示す設計を主管する箇所（以下「設計を

主管する箇所」という。）が実施する。 

なお，各設計を主管する箇所にて設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）

の作成を行い，設工認申請書の作成の全体取りまとめを保全 GM（キャスクに係る

時はキャスク設計製造 GM）が実施する。 

設計資料については，「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそ

のレビュー」及び「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示すとおりの設計結果と

なっていることを設計を主管する箇所にて審査し，承認する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制については，設工認に

示す設計の段階ごとに様式－1に示す。 
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3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事及び検査は，第 3.1－1 図に示す工事を主管する箇所及び

検査を担当する箇所で実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示

す工事及び検査の段階ごとに様式－1に示す。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

     設工認に基づく調達は，第 3.1－1 表に示す組織の調達を主管する箇所で実施

する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示

す設計，工事及び検査の段階ごとに様式－1を用いて示す。 
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第 3.1－1図 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事実施の組織図 

 

社長 企画総務部 総務グループ 

経理グループ 

品質保証部 品質保証グループ 

（通信連絡設備） 

（－） 

（人の不法な侵入等防止設備） 

（放射線管理施設のうち，周辺監視区域
境界付近固定モニタリング設備） 

（土木，建築施設） 

使用済燃料貯蔵
施設保安委員会 
品質保証委員会 

リサイクル燃料
備蓄センター長 
（管理責任者） 

（－） 

防災安全部 防災安全グループ 

技術安全部 技術グループ 

環境・放射線 
管理グループ 

（－） 

（－） 

地域交流部 

地域交流グループ 

（電気設備，計測制御設備， 
放射線管理施設，機械設備） 

貯蔵保全部 貯蔵グループ 

土木・建築グループ 

（金属キャスク，貯蔵架台） 

キャスク設計
製造部 

キャスク設計 
製造グループ 

品質監査部長 
（管理責任者） 品質監査グループ 

使用済燃料 
取扱主任者 

企画グループ 

立地・広報グループ 

（－） 

保全グループ 

（－） 

（－） 

（－） 

（凡例） 

注：括弧内は各グループが担当する 
施設，設備名を示す。 

－：担当する施設，設備なし。 

技術情報 
検討会議 
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第 3.1－1表 各段階の実施の体制 
各段階 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 
総務グループ 
防災安全グループ 
環境・放射線管理グループ 
保全グループ 
キャスク設計製造グループ 
土木・建築グループ 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

3.6 設工認における調達管理の方法 

総務グループ 
経理グループ 
防災安全グループ 
環境・放射線管理グループ 
保全グループ 
キャスク設計製造グループ 
土木・建築グループ 

3.5 使用前事業者検査の方法 

総務グループ 
防災安全グループ 
技術グループ 
環境・放射線管理グループ 
保全グループ 
貯蔵グループ 
キャスク設計製造グループ 
土木・建築グループ 
品質保証グループ 
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3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設計及び工事のグレード分けは，使用済燃料貯蔵施設の安全上の重要性に応じ

て，添付－2「当社におけるグレード分けの考え方」に示すグレード分けの考え方

を適用し，管理を実施する。 

ただし，本設工認における設計は，新規制基準施行以前から設置している設備

並びに工事を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等

への適合性を確保するために必要な設備の設計である。 

したがって，本設工認の設計には，設計及び工事のグレード分けによらず，全

ての適合性確認対象設備を，「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計で管

理する。 

なお，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）」以降の段

階で新たに設計及び工事を実施する場合は，設計及び工事のグレード分けの考え

方を適用し，管理を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

    設工認における必要な設計，工事及び検査の流れは，設工認品質管理計画のと

おりである。 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシス

テム計画との関係を第 3.2－1表に示す。 

(1) 適合性確認対象設備に対する管理 

適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第 3.2－1 図に示す。 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査実施責任者は，設計，工事及び検査の

各段階において要求事項に対する適合性を確認した上で，次の段階に進める。 

また，設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，第 3.2

－1 表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウ

トプットに対するレビューを実施する。設計の各段階におけるレビューは，保安

規定品質マネジメントシステム計画「7.3.4 設計開発のレビュー」に基づき設計

の結果が要求事項を満たせるかどうかを評価し，問題を明確にし，必要な処置を

提案する。 

適切な段階において第 3.1－1 図に示された箇所で当該設備の設計に関する力

量を有する専門家を含めて設計の各段階におけるレビューを実施するとともに，

「文書及び記録管理マニュアル」に基づき記録を管理する。 

設計におけるレビューの対象となる段階を第 3.2－1 表に「＊」で明確にする。 

なお，適合性確認対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場

合は設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実

施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技

術基準規則に適合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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(2) 主要な耐圧部の溶接部に対する管理 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.4 工事に係

る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 工認における

調達管理の方法」に示す管理（第 3.2－1 表における「3.4.1 設工認に基づく設

備の具体的な設計の実施（設計３）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）

のうち，必要な事項を適用して検査を実施し，認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを使用前

事業者検査により確認する。 
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第 3.2－1表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画 の対応項 目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1 
設計開発計画 

適合性を確保するために必要な設
計を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 

7.3.2 
設計開発に用いる
情報 

設計に必要な技術基準規則等の要
求事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

技術基準規則等に対応するための
設備・運用の抽出 

3.3.3(1)＊ 
基本設計方針の作成
（設計１） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針
の作成 

3.3.3(2)＊ 

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計（設計２） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計
の実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5 
設計開発の検証 

技術基準規則への適合性を確保す
るために必要な設計の妥当性の確
認 

3.3.4＊ 設計における変更 
7.3.7 
設計開発の変更の
管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 
設工認に基づく設備
の具体的な設計の実
施（設計３） 

7.3.3 
設計開発の結果に
係る情報 
7.3.5 
設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な
設計 

3.4.2 
設備の具体的な設計
に基づく工事の実施 

－ 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

－ 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

7.1 
個別業務に必要な
プロセスの計画 
7.3.6 
設計開発の妥当性
確認 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロ
セスのとおりであること，技術基準
規則に適合していることを確認す
る計画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 － 
使用前事業者検査を実施する際の
工程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

－ 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用
前事業者検査を実施する際の工程
管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

8.2.4 
機器等の検査等 

認可された設工認に記載された仕
様及びプロセスのとおりであるこ
と，技術基準規則に適合しているこ
とを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達
管理の方法 

7.4 
調達 
8.2.4 
機器等の検査等 

適合性確認に必要な継続中工事及
び追加工事の検査を含めた調達管
理 

注記＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」でいう，保安規定品質 
マネジメントシステム計画の「7.3.4 設計開発のレビュー」対応項目 
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2 

（設計段階の適合性を 
  保証するための手段） 

添付書類 

設工認申請書 

要求事項 

設計結果に対する適合性確認 

第 3.2－1図 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

1
0
 

各条文への適合性を確保するための設計 

注記＊：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

確認申請図書， 
決定図書 

設備図書（完成図書） 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質 

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
） 

（工事段階の適合性を保証

するための記録の収集） 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

設備図書（完成図書） 

確認申請図書， 
決定図書 

使用前事業者検査等 
及び自主検査等の記録 
（定期事業者検査， 

自主検査等） 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

業務報告書 

既設工認 

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定 

安全機能の健全性維持に関する説明書 

強度に関する説明書 

本文 

設工認品質管理計画 基本設計方針 要目表 

事業（変更）許可申請書 

技術基準規則 事業許可基準規則 

燃料貯蔵規則 

基本設計方針の作成 

適合性確認対象設備の 
各条文への適合性を 
確保するための設計* 

設計及び工事に係る 
品質マネジメントシステムに関する

説明書 

設備別記載事項の設定根拠に 
関する説明書 

適合性を確認するために実施する 
検査方法の決定* 

使用前事業者検査 
 

（適合性確認対象設備が認可された

設工認に記載された仕様及びプロセ

スのとおりであること，技術基準規

則に適合していることを確認するた

め，「適合性を確認するために実施

する検査方法の決定」で決定した結

果に基づき行う検査） 

工事の方法 

○○施設 
基本設計方針 

 
 

技術基準条文 ○○条 

設備区分 系統名 機器区分 

技術基準条文 要求種別 ○○要求 

様式－2 関連条文 設備名称 
設工認設計結果 

（上：要目標／設計方針） 
（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 
（上：設計結果） 
（下：記録等） 

確認方法 

   

□□条 

    【検査項目】 
 
 
【検査方法】 【記録等】 【記録等】 
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

     設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保する

ための設計を，「設工認品質管理計画」に基づき，要求事項の明確化，適合性確認対

象設備の選定，基本設計方針の作成及び適合性を確保するための設計，設計のアウト

プットに対する検証の各段階を実施する。 

以下にそれぞれの活動内容を示す。 

 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

    設工認に必要な要求事項は，以下のとおりとする。 

・「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成 25

年原子力規制委員会規則第 24号）」（以下「事業許可基準規則」という。）

に適合しているとして許可された貯蔵事業（変更）許可申請書（以下「事

業（変更）許可申請書」という。） 

・燃料貯蔵規則 

・技術基準規則 

また，必要に応じて以下を参照する。 

・事業（変更）許可申請書の添付書類 

・事業許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適

合性を確保するため，事業（変更）許可申請書に記載されている設備及び技術基

準規則への対応に必要な設備（運用を含む。）を，実際に使用する際の系統又は構

成で必要となる設備を含めて，適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため，設工認に関連する工事において追加・

変更となる設備・運用のうち，設工認の対象となる設備・運用を，要求事項への

適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用

を考慮しつつ，追加又は変更された要求事項を満足するために必要な設備又は運

用を，第 3.3－1図に示すフローに基づき抽出する。 

   (1) 適合性確認対象設備 

抽出した結果を様式－2「設備リスト（例）」（以下「様式－2」という。）の

該当する条文の「設備等」欄に整理するとともに，設備／運用，既設／改造／新

設，条文要求事項に対して必須の設備・運用の有無，要目表作成対象設備に該当

の有無，既設工認での記載の有無，燃料貯蔵規則に関連する施設・設備・機器区

分，事業（変更）許可申請書添付書類六での主要設備記載の有無等を，様式－2の

該当する各欄で明確にする。 
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追加要求事項を満足するため
に必要な機能等か 

「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」の比較 
（事業許可基準規則比較） 
 

事業（変更）許可申請書 

 
「使用済燃料貯蔵施設の技術

基準に関する規則」の比較 

 

使用済燃料貯蔵施設を

構成する設備 

追加要求事項 

相違点の抽出 相違点の抽出 

はい 

いいえ 

適合性確認対象設備 
自主設置設備等 

（施設管理等により自主的に管理する設備） 

  

 
「使用済燃料貯蔵施設の位置，

構造及び設備の基準に関する

規則（平成 25 年 原子力規制

委員会規則第 24号）」の比較 
 

第 3.3－1 図 適合性確認対象設備の抽出について 
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3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

    設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計１」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を

基に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計２」として，「設計１」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳

細設計を実施する。 

・「設計１」及び「設計２」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計１」及び「設計２」の結

果について，検証を実施する。 

また，これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2 で整理した適合性確認対象設備に対する

詳細設計を「設計２」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象設

備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により，適合

性確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，

技術基準規則の条文ごとに，各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確

にした基本設計方針を作成する。 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に

必要な設計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適

用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果と

その理由を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考

え方（例）」（以下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「判断

理由」欄に取りまとめる。 

(b) 様式－3に取りまとめた結果を，様式－4「施設と条文の対比一覧表 （例）」

（以下「様式－4）」という。）の該当箇所の星取りにて取りまとめることに

より，施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(c) 様式－2で明確にした適合性確認対象設備を，施設区分ごとに，様式－5「設

工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5」という。）で機器として整理

する。 

   また，様式－4で取りまとめた結果を用いて，施設ごとに適用される技術基

準規則の条項号を明確にし，技術基準規則の各条文と設工認との関連性を含

めて様式－5で整理する。 

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象

設備に必要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針

を技術基準規則の条文ごとに作成する。 
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なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付－3「技術基準

規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に，

基本設計方針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解

釈，並びに関係する事業（変更）許可申請書本文及びその添付書類に記載さ

れている内容を原文のまま引用し，その内容を確認しながら，設計すべき項

目を基本設計方針として漏れなく作成する。 

(b) 基本設計方針の作成にあわせて，基本設計方針として記載する事項及びそ

れらの技術基準規則への適合性の考え方（理由），基本設計方針として記載し

ない場合の考え方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工認

申請書の添付書類との関係を明確にし，それらを様式－6「技術基準規則の各

条文の設計の考え方（例）」（以下「様式－6」という。）に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基

本設計方針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに「3.3.3(1)a.(b)」で

作成した各施設に適用される技術基準規則の条文を明確にした様式－4を用

いて，施設ごとの基本設計方針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する耐震

重要度分類，機器グループ及び当該適合性確認対象設備に必要な設工認書類

との関連性を様式－5で明確にする。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計２） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し，

今回新たに設計が必要な基本設計方針への適合性を確保するための詳細設計を，

「設計１」の結果を用いて実施する。 

a. 基本設計方針の整理 

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針（「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文

ごとの基本設計方針の作成」参照）に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方

針に従った設計を漏れなく実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで

分類し，技術基準規則への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理す  

る。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3－1表に示す要求種別に分類す

る。 

(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を

確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 （例）」（以下「様式－8」

という。）の「基本設計方針」欄に整理する。 
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(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8 の該当する基本設

計方針に網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があっ

た条文に対応した基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の

基本設計方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備の

うち，過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式

－4 及び様式－5 で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対

応した基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象

設備に適用されず，設計が不要となる基本設計方針） 
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第3.3－1表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項と 

その妥当性を示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設 

備 

設 

計 

要 

求 

設 

置 

要 

求 

必要となる機能・性

能を有する設備の選

定 

事業（変更）許可申請

書に記載した機能を持

つために必要な設備の

選定 

配置設計 

・設計資料 
・設備図書（図面，構造

図，仕様書） 
等 

系 

統 

構 

成 

目的とする機能・性

能を実際に発揮させ

るために必要な具体

的な系統構成・設備

構成 

事業（変更）許可申請

書の記載を基にした，

実際に使用する系統構

成・設備構成の決定 

・設計資料 

・有効性評価結果 

 （事業（変更）許可申

請書での安全解析の

結果を含む。） 

・系統図 

・設備図書（図面，構造

図，仕様書） 

等 

機 

能 

要 

求 

目的とする機能・性

能を実際に発揮させ

るために必要な設備

の具体的な仕様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計（クラスに応

じて） 

耐震設計（クラスに応

じて） 

耐環境設計 

配置設計 

・設計資料 

・設備図書（図面，構造

図，仕様書） 

・インターロック線図 

・算出根拠（計算式等） 

・カタログ   

等 

評 

価 

要 

求 

対象設備が目的とす

る機能・性能を持つ

ことを示すための方

法とそれに基づく評

価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合し

ていることを確認する

ための解析 

・設計資料 

・解析計画 

（解析方針） 

・業務報告書 

（解析結果） 

・手計算結果  

等 

運 

用 
運用要求 

保安規定で定める必

要がある運用方法と

それに基づく計画 

維持又は運用のための

計画の作成 
－ 
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b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の

仕様の決定含む） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合した

ものとするために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを第 3.3－2図に示す。 

(a) 第3.3－1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容につい

て，「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設備図書や「3.6 設

工認における調達管理の方法」に従った調達からの業務報告書等の記録をイ

ンプットとして，基本設計方針に対し，必要な詳細設計の方針（要求機能，

性能目標，防護方針等を含む。）を定め，適合性確認対象設備が，技術基準

規則等の設計要求事項への適合性を確保するための詳細設計を実施する。 

なお，以前から設置している設備及び既に工事を着手し，設工認申請時点

で設置が完了している設備については，それらの設備が定めた詳細設計の方

針を満たす機能・性能を有していることを確認した上で，設工認申請に必要

な設備の仕様等を決定する。       

(b) 様式－6で明確にした，詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を

実施するとともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実

施する。 

イ. 評価を行う場合 

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は，基本設計方針

を基に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(2)c.詳細設計

の品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保

する。 

ロ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は，兼

用するすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報

伝達を確実に実施し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機

能を集約した上で，兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

ハ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が確実に行わ

れるようにするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめ

て実施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた

側においても，その設計結果を確認する。 

 

上記のイ.～ハ.の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を

満たすことを確認するために使用前事業者検査等及び自主検査等（以下「検

査等」という。）を実施しなければならない場合は，条件及び方法を定めた上

で実施する。 
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また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1 に取りまとめると

ともに，設計結果を，様式－8 の「設工認設計結果 要目表／設計方針」欄

に整理する。 

(c) 第3.3－1表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針

については，基本設計方針を作成した箇所の長にて，保安規定に必要な対応

を取りまとめる。 
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添
付
書
類

2 

機能単位の系統図 
   ○○施設        △△施設 

 

 

 

インプット（機器ごとに設計するために必要な資料を使用） 当社 供給者 アウトプット（機器ごとに設工認申請書に必要な資料を作成） 

    

    

1.調達管理の実施（供給者が設計する場合のみ） 
   

2.設備仕様に関する設計 

 
   

3.機器の構造に関する設計 
   

4.業務報告書の作成（供給者が設計する場合のみ） 
   

5.設定根拠の作成 
   

6.機器の配置に関する設計 
   

機能単位の系統図 
   ○○施設        △△施設 

様式－2 

様式－5 

設定根拠（仕様） 

設備仕様（要目表） 

構造図又は配管図 

設定根拠（概要） 

設定根拠（仕様）又は業務報告書 

設備図書 

業務報告書の作成 

機器構造の設計 

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器

が有することを確認 

配置設計の実施 

設備図書等 

設定根拠（概要） 

1
9
 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

基本設計方針 

事業（変更）許可申請書 ・・・ 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

様式－2 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 機能単位の 

系統図 

（兼用する施設・設備区分） 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

（機器ごとの関連する条文） 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

設定根拠（概要） 

調達管理により，機器の設計を要求 

機能単位の 
系統図 機能単位の 

系統図 

機能単位の 
系統図 
機能単位の 

系統図 
②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確

にしたうえで，機器の仕様に関する設計を実施 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

構造図又は配管図 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

業務報告書の確認 業務報告書 

設定根拠 設定根拠の作成 

配置図 

系
統
構
成
の
明
確
化 

兼
用
す
る
機
能
の
確
認 

第 3.3－2 図 主要な設備の設計 

機
器
の
仕
様
等
に
関
す
る
設
計 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 
機能単位の 

系統図 

機器ごとの系統構成を明確化 

様式－5 

②機器が施設・設備区分ごとに兼用する 
機能を確認 

・・・ 

設計資料 
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c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動とな

る「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を

実施し，品質を確保する。 

(a) 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の品質

を確保するため，設工認品質管理計画に基づく品質保証活動を行う上で，特

に以下の点に配慮した活動を実施し，品質を確保する。 

イ. 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の品質を確保するために，供給

者に対し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上

ガイドライン（2014年3月改定，一般社団法人原子力安全推進協会）」を反

映した以下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体

制の構築等に関する調達要求事項を仕様書により要求し，それに従った品

質マネジメントシステム体制の下で解析を実施させるよう「3.6 設工認

における調達管理の方法」に従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付－4「設工認における

解析管理について」の「別図 1」に示す。 

(イ) 解析業務を実施するにあたり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，

解析業務の計画書により文書化する。 

          なお，解析業務の計画書には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

         ・実施目的 

         ・内容（実施方法） 

         ・体制 

         ・時期 

(ロ) 解析業務に係る必要な力量を確保するとともに，従事する要員（原解

析者・検証者）は必要な力量を有した者とする。 

ロ. 計算機プログラム（解析コード）の管理 

        計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要

な役割を持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログ

ラムが適正なものであることを以下のような方法により検証し，使用する。  

        ・実機データとの比較 

・大型実験／ベンチマーク試験結果との比較 

・他の計算機プログラムによる計算結果との比較 

・簡易モデル（サンプル計算例），標準問題を用いた解析結果との比  

 較 等 

ハ. 解析業務で用いる入力情報の伝達について 

         当社及び供給者は，それぞれの品質マネジメントシステムに基づき文書

及び記録の管理を実施していることから，設工認に必要な解析業務のうち，
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設備又は土木建築構造物を設置した供給者と同一の供給者が主体となっ

て解析を実施する場合は，解析を実施する供給者が所有する図面とそれを

基に作成され納入されている当社所有の設備図書で，同じ最新性を確保す

る。 
また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，

当社で管理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確

保された図面で解析を実施させる。 

ニ. 入力根拠の作成 

供給者に，解析業務計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした

入力根拠書を作成させ，計算機プログラムへの入力間違いがないか確認さ

せることで，入力根拠の妥当性及び入力データが正しく入力されたことの

品質を確保する。 

(b) 手計算による自社解析 

        自社で実施する解析（手計算）は，評価を実施するために必要な計算方法

及び入力データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入

力値及び解析結果について，解析を実施した者以外が確認を実施し，解析結

果の信頼性を確保する。 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプ

ットに対する検証」の「設計１」及び「設計２」に基づき作成した設計資料につ

いて，これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項

の明確化」及び「3.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参

照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項を満たして

いることの検証を，原設計者以外の力量を有する上位職位の者に実施させる。 

(4) 設工認申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を第 3.3－3 図フローに基づ

き分類し，その結果を様式－2 に取りまとめるとともに，設工認の設計として実

施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計１）」及び「3.3.3(2) 適合性確認

対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計２）」からのアウトプッ

トを基に，「設工認申請書作成要領」に従って，設工認に必要な書類等を以下のと

おり取りまとめる。 

a. 要目表の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への

適合性を確保するための設計（設計２）」の設計結果及び図面等の設計資料を基

に，必要な事項（種類，主要寸法，材料，個数等）を設備ごとに表（要目表）

又は図面等に取りまとめる。   

b. 施設ごとの「基本設計方針」及び「適用基準及び適用規格」の作成 
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設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの基本設

計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基に，使用済燃料貯蔵施

設の施設ごとの基本設計方針としてまとめ直すことにより，設工認として必要

な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規

格及び基準を，「適用基準及び適用規格」として取りまとめる。 

c. 工事の方法の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待される機能を確

実に発揮することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目

及び方法を記載するとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や

他の設備に対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」

として取りまとめる。 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への

適合性を確保するための設計（設計２）」の設計結果，図面等の設計資料及び基

本設計方針に対して詳細な設計結果や設計の妥当性に関する説明が必要な事

項を取りまとめた様式－6 及び様式－7 を用いて設工認に必要な添付書類を作

成する。 

なお，設工認に必要な添付書類において，解析コードを使用している場合に

は，添付書類の別紙として「計算機プログラム（解析コード）の概要」を作成

する。 

e. 設工認申請書案のチェック  

設工認申請の取りまとめ箇所の長は，作成した設工認申請書案について，要

員を指揮して，以下の要領でチェックする。 

(a) 関係箇所でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

(b) 関係箇所からチェック結果として，コメントが付されている場合は，その

反映要否を検討し，必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 

(5) 設工認申請書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設工認申請

書案のチェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請の取りまとめ

箇所の長は，設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ，使用済燃料

貯蔵施設保安委員会へ付議し，審議及び確認を得る。 

また，使用済燃料貯蔵施設保安委員会において審議及び確認を得た設工認申請

書について，社長の承認後，原子力規制委員会への提出手続きを行う。 
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 *1：核防護設備はセキュリティの観点から詳細項目については記載しない。 

 

第 3.3－3 図 適合性確認対象設備の設工認に記載する設備，箇所の選定 

  

区分 グループ① グループ②－1 グループ②－2 グループ③ 

記載 
箇所 

設計仕様 設計仕様 基本設計方針 

主な対

象設備 

（基本的安全機能） 
 
 
 
 
 
・金属キャスク 
・使用済燃料貯蔵 
建屋 

 
 

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち金属キャスク
に影響する設備，機
器） 
 
・受入れ区域天井 
クレーン 

・搬送台車 
・貯蔵架台 
 

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち仕様の特定が
必要） 
 
 
・仮置架台 
・たて起こし架台 
・圧縮空気供給設備 
・計測制御系統施設 
・廃棄施設 
・放射線管理施設 
・電気設備 
・消防用設備  

（その他の安全機能
を有する設備，機器
のうち仕様の特定が
不要） 
 
 
・通信連絡設備 
・人の不法な侵入等
防止設備*1 

・安全避難通路等 

 
その他の安全機能を有する
設備，機器のうち金属キャス
クに影響する設備，機器か 

YES 

NO 

NO 

その他の安全機能を有する
設備で機能，性能を達成する
ために設備，機器の仕様（値，
材質等）を特定する必要があ
るか 

燃料貯蔵規則，技術基準規則及び事
業許可基準規則で要求されている
施設，系統，機器等 

 基本的安全機能
を担う設備か 

 
NO 

YES 

YES 
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3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，

「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」から「3.3.3 設工認

における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響

を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を

必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）

及び，その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」を適用して実施する。 

    

3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３） 

設工認において，工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいず

れかの方法で，設工認を実現するための設備の具体的な設計（設計３）を実施し，

決定した具体的な設計結果を様式－8 の「設備の具体的設計結果」欄に取りまと

める。 

また，新規制基準施行以前から設置している設備及び既に工事を着手し設置を

終えている設備について，既に実施された具体的な設計の結果が設工認に適合し

ていることを確認し，様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計３」を実施し，適合性確認対象設備の各条文

への適合性を確保するための設計（設計２）との照合を行う。 

また，詳細設計の検証を行う。 

設計の妥当性確認については「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定する使

用前事業者検査にて行う。 

(2) 「設計３」を当社組織の工事を主管する箇所の長が調達し，かつ，調達管理と

して「設計３」を管理する場合 

工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調

達により「設計３」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計３」

の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理

する。 

 

3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施 

   工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」

に従い実施する。 
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ただし，設工認に基づき設置する設備のうち，新規制基準施行以前から設置し

ている設備及び既に工事を着手し工事を継続している設備又は着手し設置を終

えている設備については，以下のとおり取り扱う。 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，新規制基準施行以前から設置し設

工認に基づく設備としての工事が完了している適合性確認対象設備については，

「3.5 使用前事業者検査の方法」から実施する。 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して

調達製品の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査

の方法」から実施する。 

(3)  既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続して

いる適合性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に

従い，着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5 使

用前事業者検査の方法」から実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認にお

ける調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で，使用前事業者検査を含め

て実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

工事を主管する箇所の長は，保安規定に基づき使用前事業者検査の計画（検査項目，

検査方法及び検査実施時期）を策定する。 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，

「検査マニュアル」に従い，工事に従事しない要員を確保し，独立性を考慮した検査

体制の下，検査要領書を制定し，使用前事業者検査を実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査では，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載され

た仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確

認するために，以下の項目について検査実施責任者が検査を実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設

計３）」及び「3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施」に記載し

たプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を第 3.5－1 表に示す検査として，②を品質マネジメ

ントシステムに係る検査（以下「ＱＡ検査」という。）として実施する。 
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また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する箇所（供給者

を含む。）が実施する検査（工事を主管する箇所が採取した記録・ミルシートや

検査における自動計測等）の信頼性の確認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確

保）を行い，設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを

確認するため，技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を示した様式－8

の「設工認設計結果 要目表／設計方針」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用

前事業者検査を「確認方法」欄に取りまとめ，検査項目，検査方法を明確にする。 

ただし，主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査については，「検査マニ

ュアル」に従い対象範囲を確認し，検査実施時期を定めた検査実施計画を作成す

る。 

なお，使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項

目及び方法並びに第 3.3－1 表の要求種別ごとに第 3.5－1表に示す確認項目，確

認視点及び主な検査項目を基に，様式－8 の「確認方法」欄に取りまとめる。 

また，適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設

備についても，使用前事業者検査を様式－8「確認方法」欄に取りまとめ，検査項

目，検査方法を明確にする。 

検査実施責任者は，使用前事業者検査の実施にあたり，工事を主管する箇所の

長が策定した検査計画を以下の観点で確認することで，検査の信頼性を確保する。 

① 対象設備に対し検査項目，検査方法が適切に設定されていること。 

② 検査実施時期が設備の工事工程に対して，適切な時期に計画されているこ

と。
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第 3.5－1 表 要求種別に対する確認項目及び確認視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設 

備 

設 

計 

要 

求 

設 

置 

要 

求 

名称，取付

箇所，個数，

設置状態，

保管状態 

設計要求のとおり

の名称，取付箇所，

個数で設置されて

いることを確認す

る。 

・据付検査 

・状態確認検査 

・外観検査 

技術基準規則

の要求事項に

対し，適合し

ていることを

確認するため

の検査方法を

整理し，様式

－8 にまとめ

る。 

（検査概要に

つ い て は ，

「 3.5.5  使

用前事業者検

査の実施」参

照） 

系 

統 

構 

成 

系統構成，

系統隔離，

可搬設備の

接続性 

実際に使用できる

系統構成になって

いることを確認す

る。 

・機能・性能検査 

機 

能 

要 

求 

容量，揚程

等 の 仕 様

（要目表） 

要目表の記載のと

おりであることを

確認する。 

・材料検査 

・寸法検査 

・建物・構築物構

造検査 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・機能・性能検査 

・特性検査 

・状態確認検査 

上記以外の

所要の機能

要求事項 

目的とする機能・

性能が発揮できる

ことを確認する。 

評 

価 

要 

求 

評価のイン

プット条件

等の要求事

項 

評価条件を満足し

ていることを確認

する。 

・状態確認検査 

評価結果を

設計条件と

する要求事

項 

内容に応じて，設

置要求，系統構成，

機能要求として確

認する。 

・内容に応じて，

設置要求，系統

構成，機能要求

の検査を適用 

運 

用 
運用要求 手順確認 

（保安規定） 

手順化されている

ことを確認する。 

・状態確認検査 

 



 

28 添付書類 2 

(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

使用前事業者検査の実施に先立ち，「工事の方法」に記載された使用前事業者検

査の項目及び方法並びに第 3.3－1 表の要求種別ごとに定めた第 3.5－1 表に示す

確認項目，確認視点及び主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとの設計結

果に関する具体的な検査概要を以下の手順により使用前事業者検査の方法として

明確にする。 

なお，第 3.5－1 表の主な検査項目ごとの検査概要及び判定基準の考え方を第

3.5－2表に示す。  

a. 様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄及び「設備の具体的設

計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

b. 決定された検査項目より，第3.5－2 表に示す「検査項目，検査概要及び判定

基準の考え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法

を決定する。 

c. 決定した各設備に対する検査方法は，様式－8の「確認方法」欄に取りまとめ

る。 

なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

        ・検査項目 

        ・検査方法 
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第3.5－2表 検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

材料検査 
・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格＊1，＊2等に適合することを，記録

又は目視により確認する。 

・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格等に適合す

ること。 

寸法検査 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを，記録又は目視により確認する。 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること。 

外観検査 ・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。 ・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

据付検査 

（組立て及び据付け状態を

確認する検査） 

・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載のとおりであることを，記録又は目視

により確認する。 
・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

耐圧検査 
・関係法令に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを，記録又は目視によ

り確認する。 
・検査圧力に耐え，異常のないこと。 

漏えい検査 ・耐圧検査終了後，関係法令に基づく検査圧力により漏えいの有無を，記録又は目視により確認する。 ・検査圧力により著しい漏えいのないこと。 

建物・構築物構造検査 
・建物・構築物が設工認に記載のとおり製作され，組み立てられていること，また関係規格＊1，＊2等に適合

することを，記録又は目視により確認する。 

・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること，また関係規格等  

 に適合すること。 

機能・性能検査 

特性検査 

・系統構成確認検査＊3 

実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 

 設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，

機器単体又は系統の機能・性能を，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。  

・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 

 電気設備と大地との間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを，記録（工

場での試験記録等を含む。）又は目視により確認する。 
・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 

 電気設備又は計測制御設備について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備

の機能・性能又は特性を，記録又は目視により確認する。 
・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・外観検査 

 建物，構築物，非常用電源設備等の完成状態を，記録又は目視により確認する。 

・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 

 計測制御設備の計測範囲又は設定値を，記録（工場での校正記録等を含む。）又は目視により確認する。 
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

状態確認検査＊4 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が，設工認に記載のとおりであ

ることを，記録又は目視により確認する。 
・機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が適切であること。 

・評価要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を，記録又は目視により確認する。 ・評価条件を満足していること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。 

基本設計方針に係る検査＊5 
・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付けられ，機能及び性能を有して

いることを確認する。 

・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付けられ，機

能及び性能を有していること。 

品質マネジメントシステム

に係る検査 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情報を工事に引継ぎ，工事の実

施体制が確保されていることを確認する。 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情報を工事

に引継ぎ，工事の実施体制が確保されていること。 

注記＊1：消防法及びＪＩＳ 

＊2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格 

＊3：通水検査を分割して検査を実施する等，使用時の系統での通水ができない場合に実施（通水検査と同系統である場合には，検査時に系統構成を確認するため不要） 

＊4：検査対象機器の動作確認は，機能・性能検査を主とするが，適用可能な手順を用いて動作できることの確認を行う場合は，その操作が可能な構造である 

ことを状態確認検査で確認する。 

＊5：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 

2
9
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3.5.3 検査計画の管理 

検査の取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実

施するため，関係箇所と調整の上，使用済燃料貯蔵施設全体の主要工程を踏まえ

た使用前事業者検査工程表を作成し，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事

業者検査が確実に行われることを管理する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査実施責任者は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，製作工程中の検査項

目ごとの溶接のプロセス検査を実施するため，工程管理等の計画を策定し，溶接

施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，

溶接施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含

め，業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，

承認し，必要な管理を実施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，「検査マニュアル」に準じて，検査要領書を制定，検査体制

を確立して使用前事業者検査を実施する。 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必

要な力量を有する者とする。 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は,当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関

与していない要員が使用前事業者検査を実施することにより組織的に独立した

箇所に検査の実施を依頼する。 

 (3) 使用前事業者検査の体制 

検査実施責任者は，検査要領書で明確にする使用前事業者検査の体制を，第

3.5－1 図に示す当該検査における力量を有する者で構成する。 

a. 総括責任者（リサイクル燃料備蓄センター長） 

リサイクル燃料備蓄センター長は，使用済燃料貯蔵施設における保安に関す

る活動を統括するとともに，その業務遂行に係る品質マネジメントシステムに

係る活動を統括する。 

b. 使用済燃料取扱主任者 

    使用済燃料取扱主任者は，検査について保安上の観点から検査要領書を確認

するとともに，検査を担当する箇所から独立した立場で検査に立会うか記録を

確認し，指導・助言を行う。 

c. 品質保証GM 

品質保証 GM は，品質管理上の観点から，検査内容等への指導・助言を行う。 
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d.  CAP委員会 

        CAP委員会は，検査における不適合に関わる管理方針の審議・決定を行う。 

e. 検査の取りまとめを主管する箇所の長 

   検査の取りまとめを主管する箇所の長は，検査実施責任者を指名する。   

f. 検査実施責任者 

        検査実施責任者は，検査に関わる業務の総括管理を行い，検査に対して最

終的な責任を有する。 

検査の判定基準を定めるとともに検査要領書を承認し，検査判定者に検査

の実施を指示する。 

検査に立会うか記録を確認し，検査判定者が行う確認・評価について技術

基準適合性等を確認した後これを判定し，次工程への引渡しを許可するとと

もに検査成績書の承認を行う。 

その後，検査終了を検査の取りまとめを主管する箇所の長に報告する。 

また，検査判定者の役割を自ら行うことができる（文書の作成・審査の重

複兼務を除く。）  

g. 検査員 

        ・検査判定者 

検査判定者は，検査に立会うか記録を確認し，検査要領書に定められた手

順に基づき行われたことを確認・評価し，ホールドポイントを解除する。 

また，採取データ等が判定基準内にあることについて確認・評価を行い上

位者に報告する。       

h. 設備管理を主管する箇所の長及び操作員 

設備管理を主管する箇所の長は，検査の実施に関わる作業許可を行う。 

なお，許可した検査であっても，使用済燃料貯蔵施設の保安上必要な場合は，

検査実施責任者に対し，検査の中断を命ずることができる。 

また，設備管理を主管する箇所の長は，検査実施責任者からの依頼を受けた

設備の検査に関わる操作について，総括的な責任を担う。 

操作員は，設備管理を主管する箇所の長の指示の下，検査に関わる業務のう

ち操作に関わる業務について，検査判定者の依頼により遂行する。  

i. 工事を主管する箇所の長（作業担当者を含む。） 

   工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査の実施が必要な場合には，検

査の取りまとめを主管する箇所の長に検査実施責任者の指名を依頼する。 

また，検査対象設備の施設管理に関わる業務の責任を担う。 

工事を主管する箇所のメンバーは作業担当者として検査に携わる。 

j. 作業助勢員 

      作業助勢員は，検査判定者の指示により検査助勢を行う。  

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査実施責任者は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認
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するため，「検査マニュアル」に準じて，「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法の

決定」で決定し，様式－8の「確認方法」欄で明確にした確認方法及び「工事の

方法」を基に，使用前事業者検査を実施するための検査要領書を制定する。 

検査要領書には，検査目的，検査対象範囲，検査項目，検査方法，判定基準，

検査体制，検査工程，不適合管理，検査手順，検査用計器，検査助勢を請負企業

等へ依頼する場合は当該企業の管理に関する事項，検査の記録の管理に関する

事項，検査成績書（様式）を記載し，品質保証 GMの審査を経て，検査実施責任

者がこれを承認し，使用済燃料取扱主任者が確認する。 

なお，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術

基準規則の条文を明確にする。 

実施する検査が代替検査となる場合は，「3.5.5(5) 代替検査の確認方法の決

定」に従い，代替による使用前事業者検査の方法を決定し，評価結果を検査要領

書に添付するとともに，代替検査により実施することを要領書（検査項目，検査

方法及び判定基準）に記載する。 

(5) 代替検査の確認方法の決定 

      検査実施責任者は，使用前事業者検査実施に当たり，以下の条件に該当する

場合には代替検査の評価を行い，その結果を当該の検査要領書に添付する。 

a. 代替検査の条件 

      代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以

下の場合をいう。 

・当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセ

ス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）＊ 

     ・耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

     ・構造上外観が確認できない場合 

・系統に実注入ができない場合 

・電路に通電できない場合 等 

      注記＊：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場

合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場

合）」とは，以下の場合をいう。 

       ・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合 

       ・寸法検査記録がなく，実測不可の場合 

b. 代替検査の評価 

検査実施責任者は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査目的

に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(4) 使用前事業者検査の

検査要領書の作成」で制定する検査要領書の一部として添付し，使用済燃料取

扱主任者による確認を経て適用する。 

      なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。  

      ・設備名称 

      ・検査項目 
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・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

 （例）既存の使用済燃料貯蔵施設に悪影響を及ぼすことによる困難性 

    現状の設備構成上の困難性 

    作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法及び判定基準 

      ・検査目的に対する代替性の評価＊ 

注記＊：記録の代替検査の手法，評価については「3.7.1 文書及び記録の

管理」に従い，記録の成立性を評価する。 

(6) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査判定者を指揮して，検査要領書に基づき，確立された

検査体制の下で使用前事業者検査を実施する。 

検査判定者は，検査が検査要領書に定めた検査手順に基づき行なわれたこと

の確認・評価を行うとともに，検査結果が判定基準を満足することの確認・評価

を行う。 

検査判定者又は検査実施責任者は，ホールドポイントを解除する。 

作業担当者は，検査の実施において変更した処置の復旧を確認する。 

検査実施責任者は，検査判定者が実施した確認・評価を踏まえ，認可された設

工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを判定する。 

検査実施責任者は，検査成績書を承認し，使用済燃料取扱主任者の確認を受け，

検査を担当する箇所の長に検査結果を報告する。 
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注：各個別の検査においては，関係のない者は除かれる。 

 

第 3.5－1図 検査実施体制（例） 

 

検査実施責任者 
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使用済燃料 
取扱主任者 

作業助勢員 操作員 

総括責任者 
（リサイクル燃料
備蓄センター長） 

検査を担当する 
箇所の長 

検査判定者 

設備管理を 
主管する箇所の長 

作業担当者 

破線部は工事を主管する箇所から 
組織的に独立した者 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

契約及び調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

「調達管理マニュアル」に基づき，以下に示す管理を実施する。  

  

3.6.1 供給者の技術的評価 

      契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給

する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。（添付－

5「当社における設計管理・調達管理について」の「1.供給者の技術的評価」参照）  

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及

ぼす影響や供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分（添

付－2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上

で，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の選定

を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的

な能力があると判断した供給者を選定する。  

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレー

ド分けを適用する。 

設工認の対象となる要目表に示す適合性確認対象設備において適用した各機器

のグレード分けの区分を様式－9「適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理の

グレード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様式－9」という。）を用いて示す。 

一般産業用工業品の調達管理の方法及び程度は，原子力施設の安全機能に係る

構造，システム又は機器並びにその部品であって，原子力施設向けに設計及び製

造されたものと同様にグレード分けに従った対応を行う。 

設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までの各段階

の管理及び組織内外の相互関係を添付－2「当社におけるグレード分けの考え方」

の別図 1（1／3）～（3／3）に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，原

子力安全に及ぼす影響に応じたグレード分けの区分（添付－2「当社におけるグレ

ード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上で，以下の調達管理に係る

業務を実施する。 

なお，一般産業用工業品については，(1)の仕様書を作成するに当たり，あらか

じめ採用しようとする一般産業用工業品について，原子力施設の安全機能に係る

機器等として使用するための技術的な評価を行う。 
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(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下の a.から u.を記載項目の

例として，必要な調達要求事項を記載した仕様書を作成し，供給者の業務実施状

況を適切に管理する。（「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照）  

a. 目的及び概要 

     b. 技術審査（図書審査） 

      c. 適用法令等 

      d. 工事仕様，購入品目及び数量，業務内容 

e. 工事場所，納入場所，実施場所 

      f. 社給材料及び貸与機器品目，数量，供給者の実施すべき管理項目 

      g. 安全対策，保安対策 

      h. 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

      i. トレーサビリティに関する要求事項 

      j. 検査等 

      k. 供給者の管理体制 

      l. 知的財産の管理 

      m. 提出図書 

      n. 要員の適格性確認に係る要求事項 

      o. 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

      p. 健全な安全文化を育成及び維持するための活動に関する必要な要求事項 

q. 解析業務に関する要求事項（添付－4「設工認における解析管理について」参

照） 

      r. 検証及び検収条件 

    s. 一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たっての評価に必要な要求事 

  項 

    t. 供給者の工場等で検査等又はその他の業務を行う際の原子力規制委員会の職

員による当該工場等への立入りに関する事項 

u.  偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品される

よう調達製品が納入されるまでの間，仕様書の調達要求事項に従い，業務の実施

に当たって必要な図書（品質保証計画書（添付－2「当社におけるグレード分けの

考え方」の「別表 4」に示す品質管理グレードⅠ及びⅡが該当），作業要領書，検

査等の要領書等）を供給者に提出させ，それを審査し確認する等の製品に応じた

必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確

実にするために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製

品の検証を行う。 
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なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調

達製品の供給者からの出荷の可否の決定の方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしているこ

とを確認するために実施する検証を，以下のいずれか 1 つ以上の方法により実施

する。 

a. 検査等 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，「調達管理マニュ

アル」，「検査マニュアル」に基づき工場又は使用済燃料貯蔵施設構内等で設計

の妥当性確認を含む検査等を実施する。  

また，調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，当社が立会

又は記録確認を行う検査等に関して，供給者に以下の項目を例として必要な項

目を含む要領書を提出させ，それを当社が事前に審査し，承認した上で，その

要領書に基づく検査等を実施する。 

       ・対象機器名（品名） 

       ・検査等の項目 

     ・適用法令，基準，規格 

     ・検査等の装置仕様 

     ・検査等の方法，手順，記録項目 

     ・作業記録，作業実施状況，検査データの確認時期，頻度 

     ・準備内容及び復旧内容の整合性 

     ・判定基準 

     ・検査等の成績書の様式 

     ・測定機器，試験装置の校正 

     ・検査員の資格      

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設工認に基づく使

用前事業者検査として必要な検査等を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画

し，品質管理グレードに応じて管理の程度を決めたのち，「3.5.5  使用前事業

者検査の実施」に基づき実施する。 

一般産業用工業品を購入する場合で，設備個々の機能・性能を調達段階の工

事又は検査の段階の中で確認できないものについては，当社にて受入後に，機

能・性能を確認するための検査等を実施する。 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，製品の受入れに

あたり，受入検査を実施し，現品及び記録の確認を行う。  

c. 記録の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，工事記録等調達し

た役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。  
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d. 報告書の確認 

   調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務に関

する実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。

この内，設計を調達した場合は供給者から提出させる提出図書に対して設計の

検証を実施する。 

e. 作業中のコミュニケーション 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務の実

施中に，適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することに

より検証を行う。   
f. 供給者に対する品質監査（「3.6.4 受注者品質監査」参照） 

 

3.6.4 受注者品質監査 

      供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び健全な

安全文化を育成及び維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われているこ

とを確認するために，受注者品質監査を実施する。 

 

（受注者品質監査を実施する場合の例） 

        定期監査： 添付－2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」に

示す品質管理グレードⅠの業務の継続的な供給者に対し実施する

場合。（原則として１回／５年） 

      臨時監査： 品質マネジメントシステムの不備若しくは実行上の不備が原因

で，調達対象物に重要な不適合を発生させた供給者に対し実施す

る場合。 
          

     また，供給者の発注先（以下「外注先」という。）について，以下に該当する場

合は，直接外注先に監査を行う場合がある。 

     ・当社が行う供給者に対する監査において，供給者における外注先の品質保証活

動の確認が不十分と認められる場合 

     ・トラブル等で必要と認めた場合 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の

方法」を以下のとおり適用する。 

なお，要目表に示す適合性確認対象設備において調達当時に適用した各機器の

グレード分けの区分を様式－9に示す。 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，従来から使用してきた設備又は新規制基準施

行以前に設置している適合性確認対象設備は，設置当時に調達を完了しているた

め，「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 
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(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検

証段階の適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 

調達製品の管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付－2「当社におけ

るグレード分けの考え方」参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製

品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性

確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」

まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付－2「当社におけるグレード分けの

考え方」参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の

管理を設工認に基づき管理する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達を含

む。）」の第 3.1－1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事及び検

査に係る文書及び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文

書に基づき作成し，「文書及び記録管理マニュアル」に従って管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第 3.7－1

表に示すとともに，技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文

書及び記録を第 3.7－1図に示す。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる

場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及

び検査に用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制

を確認した供給者で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当

時から現在に至るまでの品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可

能な場合において，適用可能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は当社の文書管理下で第 3.7－1 表に示す記録

として管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，

供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から

現在に至るまでの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図

書として用いる。 
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(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施す

る場合，第 3.7－1表に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備には，新規制基準施行以前から設置している設備，

既に工事を着手し設工認申請時点で工事を継続している設備及び既に工事を着手

し設工認申請時点で設置を完了している設備並びに一般産業用工業品を使った可

搬設備等も含まれているため，検査に用いる文書及び記録の内容が使用前事業者

検査時の適合性確認対象設備の状態を示すものであること（型番の照合，確認で

きる記載内容の照合又は作成当時のプロセスが適切であること。）を確認するこ

とにより，使用前事業者検査に用いる記録として利用する。  
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第 3.7－1 表 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

設備図書 

（完成図書） 

品質マネジメントシステム体制下で作成され，建設当時から設備の

改造等にあわせて最新版に管理している図書 

 

 

確認申請図書， 

決定図書 

設備の工事中の図書であり，このうち図面等の最新版の維持が必要

な図書においては，工事完了後に完成図書として管理する図書 

既設工認 
設置又は改造当時の設工認の認可を受けた図書で，当該設工認に基

づく使用前事業者検査の合格をもって，その設備の状態を示す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録 

（自社解析の記録を含む。） 

工事記録 
設置又は改造当時の設備の点検状況を記録した図書 

（検査記録等を含む。） 

業務報告書 

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた，業

務委託の結果の記録 

（解析結果を含む。） 

供給者から入手した 

設計図書等 

供給者を通じて入手した供給者所有の設計図書，製作図書等 

製品仕様書又は仕様が 

確認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等で，

設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成し，その手順

書に基づき現場の適合状態を確認した記録 



 

 

添
付
書
類

2 

第 3.7－1図 設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 文書及び記録の体系 

原子力品質保証規程 設計管理マニュアル  
・設計管理シート 
・技術検討書 
・設計資料 
・仕様書 
・品質保証計画書 

文書 設計 社内マニュアル 

調達管理マニュアル 

設工認申請書本文及び

添付書類作成・確認要

領 

設計及び工事の品質管理

の方法等について 文書及び記録管理マニュアル 

設工認申請書作成要領 

業務報告書 原子力品質保証規程 文書及び記録管理マニュアル 記録 社内マニュアル 

設備図書等 承認申請図書 

決定図書 

その他第 3.7-1 表に挙げる
記録 

原子力品質保証規程 設計管理マニュアル  
・仕様書 
・品質保証計画書 
・作業要領書 
・検査等の要領書 
 （工場，現地） 

文書 工事及び検査 社内マニュアル 

調達管理マニュアル 

施設管理マニュアル 

検査マニュアル 

文書及び記録管理マニュアル 検査等の記録 記録 社内マニュアル 

設備図書等 完成図書 

工事記録 

原子力品質保証規程 

検査要領書 

4
2
 

その他第 3.7-1 表に挙げる
記録 
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

a. 当社所有の計測器の管理 

(a) 校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の周期を定

め管理するとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準

を記録する。 

(b) 識別管理 

イ. 計測器管理台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器管理台

帳に，校正日及び校正頻度を記載し，有効期限内であることを識別し管理

する。 

なお，計測器が故障等で使用できない場合は，使用不可表示や保管場所

からの撤去等の適切な識別を実施する。 

ロ. 校正期限ラベル等による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器の校正

の状態を明確にするため，校正期限ラベルに必要事項を記載して計測器の

目立ちやすいところに貼り付ける等により識別する。 

b. 当社所有以外の計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，供給者所有の計測

器を使用する場合，「計測器管理」に基づき，計測器が適切に管理されている

ことを確認する。 

(2) 機器，弁，配管等の管理 

機器，弁，配管類について，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理す

る。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については「不適合等

管理マニュアル」に基づき処置を行う。 
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4. 適合性確認対象設備の施設管理 前回申請に同じ 

設工認に基づく工事は，「施設管理マニュアル」の「保全計画の策定」の中の「設計及

び工事の計画の策定」として，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施する。 

なお，施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を

第 4－1 図に示す。 

 

4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

適合性確認対象設備の保全は，以下のとおり実施する。 

 

4.1.1 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，点検の計画を定め，

設備の状態を点検し，異常のないことを確認する。 

なお，使用前検査及び使用前事業者検査を受検後，長期間経ている設備，機器

や設置後長期間点検を実施していない設備，機器については事業開始までに点検

を実施する。 

 

4.1.2 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，

点検の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないことを確認する。 

 

4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

    適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性を使用前事業者検査の実施

により確認し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プ

ロセスに基づき施設管理の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することに

より，適合性を維持する。
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 第 4－1 図 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連   

点検・補修等の不適合管理， 
是正処置及び未然防止処置 

（施設管理目標） 

文書・記録管理 

評価及び改善 

業務の計画及び実施 

保全重要度の設定 

・文書及び記録管理 
  マニュアル 

保全対象範囲の策定 

資源の運用管理 

品質マネジメントシステム 

・原子力品質保証規程 
・セルフアセスメント実施 
 マニュアル 

（施設管理に係る業務プロセス） 
原子力品質保証規程 

保全活動管理指標の監視 

保全活動管理指標の設定 
及び監視計画の策定 保全計画の策定 

保全の実施 

点検・補修等の結果の 
確認・評価 

経営者の責任 
（施設管理の実施方針） 

・教育及び訓練 
  マニュアル 

・検査マニュアル 
・不適合等管理マニュアル 

教育・訓練 

施設管理の実施方針 

及び施設管理目標 
（保全に係る業務プロセス） 

保全の有効性評価 

施設管理マニュアル 

施設管理の有効性評価 

・設計管理マニュアル 
・調達管理マニュアル 
・施設管理マニュアル 
・計測器管理 

C 

A 

C 

D 

P 

A 

A 

D 

P 

C 

D 

P 

：JEAC4209－2007 MC－4「保守管理」の【解説 4】に示す 3 つの PDCA サイクルに相当する。 
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様式－1 

設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 （例） 

各段階 
プロセス（設計対象） 供給者との 

相互関係 
関連有：〇 
関連無：－ 

インプット アウトプット 他の記録類 実績： 
計画： 

設
計 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化     

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定     

3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計１）     

3.3.3(2) 
適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するた

めの設計（設計２） 
    

3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証     

3.3.3(4) 設工認申請書の作成     

3.3.3(5) 設工認申請書の承認     

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計３）     

3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施     

3.5.2 使用前事業者検査の計画     

3.5.3 検査計画の管理     

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理     

3.5.5 使用前事業者検査の実施     

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ     

  

4
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添
付
書
類

2 

様式－2 

設備リスト（例） 

事業許可 
基準規則 

／ 
技術基準規則 

事業許可 
基準規則 
及び解釈 

技術基準規則 
及び解釈 

必要な 
機能等 設備等 

耐 
震 
ク 
ラ 
ス 

設備 
／ 
運用 

既設 
/ 

改造 
/ 

新設 

事業（変更）

許可添付六

での主要仕

様記載の有

無 
（○，×） 

条文要求事

項に対して

必須の設備，

運用か 
（○，－） 

設備の要求

事項の関係

整理*1 
(◎，〇1，
〇2，◇，

△，□，－) 

機器グループ 
①，②－1，②

－2，③，－)*2 

既 設 工 認

に 記 載 さ

れ て い る

か 
（○，×） 

要目表作成

対象設備か 
（○，×） 

備考 
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様式－3 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例） 

技術基準規則 第〇条 

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に 

関する規則の解釈 

  

対象施設 適用要否判断注 判断理由 

使用済燃料貯蔵設備本体 
  

使用済燃料の受入施設 
  

計測制御系統施設 
  

放射性廃棄物の廃棄施設 
  

放射線管理施設 
  

そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の 

附
属
施
設 

使用済燃料貯蔵建屋 
  

消防用設備 
  

電気設備 
  

通信連絡設備 
  

人の不法な侵入等防止

設備 

  

施設共通（基本設計方針の共通

関係） 

  

注：次の記号で記載 
〇：条文要求に追加・変更がある，又は追加・変更（設工認の記載の追加・変更）設備がある。 
△：条文要求に追加・変更がなく，追加，変更設備がない。 
－：条文要求に該当する設備がない。 
□：保安規定等の運用として維持・管理が必要な追加・変更設備がある。 



 

 

添
付
書
類

2 

様式－4 

施設と条文の対比一覧表（例） 

 
次の記号で表に記載 

◎ ：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの         達成するために仕様が不要なもの           

   〇1 ：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの     △：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能 

     〇2 ：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成         を達成するのに必要な設備機器（ない旨の記載は△にしない） 

するために仕様記載が必要なもの     □：更なる信頼性向上の観点から設置する設備 
◇ ：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を    －：当該条項の要求事項に該当しない 

4
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添
付
書
類
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様式－5 

設工認添付書類星取表（例） 

施設区分 機器名称 技術基準規則

条文 

基本設計方針 
添付資料 備考 

耐震重要度 機器 
グループ 

申請 
区分 

                

                

                

        

        

                

                

                

 
 

 

5
0
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様式－6 

 

技術基準規則の各条文の設計の考え方（例） 

技術基準規則 第〇条 

１．技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 基本設計方針で記載する事項 適合性の考え方 項目・号 解釈 添付書類 

      

      

      

      

      

２．事業（変更）許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 添付書類 

    

    

    

    

    

３．事業（変更）許可申請書（添付）のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 添付書類 

    

    

    

    

    

４．詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先（添付書類名称） 

  

  

  

  

  

 



 

 

添
付
書
類

2 様式－7 

要求事項との対比表（例） 

技術基準規則 
設工認申請書 

基本設計方針 

事業（変更）許可申請書 

本文 

事業（変更）許可申請書 

添付書類六 
備考 

     

  

5
2
 



 

 

添
付
書
類

2 様式－8 

 

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例） 

 

　上：要目表／設計方針
　下：記録等

　上：設計結果
　下：記録等

　上：要目表／設計方針
　下：記録等

　上：設計結果
　下：記録等

【検査項目】 【検査項目】

【検査方法】 【検査方法】

【検査項目】 【検査項目】

【検査方法】 【検査方法】

【検査項目】 【検査項目】

【検査方法】 【検査方法】

設備名称

基本設計方針

技術基準規則条文

設備リスト

様式－２
関連条文

要求種別

〇〇施設

設備区分 系統名 機器区分

技術基準規則条文

〇〇条 〇〇条

〇〇要求

確認方法 確認方法

設工認設計結果 設備の具体的設計結果 設工認設計結果 設備の具体的設計結果

〇〇要求

要目表に記載しない設備

5
3
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様式－9 

 
適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例） 

設備区分・分類 設備名称 

設計開発区分 調達管理区分 

備考 

保安規定品質

マネジメント

システム計画 

「7.3 設計

開発」の適用 

保安規定品質

マネジメント

システム計画 

「7.4 調

達」の適用 
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添付－1 

 

品質マネジメントシステム体制の変遷 

 

 

2003年にJEAC4111-2003「原子力発電所における安全のための品質保証規程」が制定され

たことから，当社としても自主的にこれを適用した。なお，2009年に改定されたJEAC4111-

2009は，当時の原子力・保安院にて，使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の要求事項を

満たすとの評価がなされている。 

2013年には「使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品

質管理の方法及びその検査の組織の技術基準に関する規則」（以下「品証規則」という。）

が施行され，当社の品質マネジメントシステム体制に品証規則に基づく管理を追加した。 

2020年には，「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質，核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（2017年法律第15号）」の施行に伴い，

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以

下「品管規則」という。）が施行され，当社の品質マネジメントシステム体制は現在に至っ

ている。 

このような品質保証活動の中で，一貫して行ってきた根幹となる品質保証活動について，

健全な安全文化を育成及び維持するための活動につながる視点を用いて整理した結果を

別表1に示す。 

また，JEAC4111-2003の自主的な適用開始時からの当社QMSのベースとなった民間規格，

規則及び原子力品質保証規程（設工認において使用される主要な二次マニュアル含む。）の

変遷及びそれらが品管規則と相違ないことを別図1に示す。 
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別表 1 健全な安全文化を育成及び維持するための活動につながる品質保証活動 

 安全文化評価項目※ 安全文化醸成活動 

1 安全最優先の考え方の共有 

・現場作業重点管理ポイント実施と検証の実施 

・グループミーティングを通して安全最優先の 

考え方の浸透状況の確認 

・工事災害事例に基づきグループ討議の実施 

2 トップマネジメントのリーダーシップ 
・安全文化醸成活動に係る社長指示事項の発信 
・経営層による安全に関する講話 

3 安全確保の仕組みの構築 

・安全事前評価の計画的な実施による安全意識 

の向上 

・現場工事監理の適格な実施とパトロールに 

よる安全確保策の実施 

4 円滑なコミュニケーション 

・協力企業との現場パトロール時声掛け運動の 

実践 

・現場作業員との対話活動の実施 

・グループミーティング実施によるコミュニケー

ション活動 

5 学ぶ姿勢 

・安全文化に関する学習やグループ討議 

・安全文化研修への参加 

・社外原子力安全に関する研修参加 

6 潜在的なリスクの認識 
・災害事例検討会でのリスクの検討 

・不適合の分析による再発防止対策の実施 

7 活力のある職場環境 

・グループ会議での自由討議の実施 

・定期的なグループミーティングの実施による 

活気ある職場づくり 

※2021 年３月までは，JANSI の７原則を参考にしてきた。2021 年４月より，トレイツを導入



 

 

 

 
 
  
 

 
 

別図１ リサイクル燃料備蓄センターにおける既工認と品質マネジメントシステムの関連 
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添付－2 

 

当社におけるグレード分けの考え方 

 

 当社では業務の実施に際し，保安活動の重要度に応じて，グレード分けの考え方を適用

している。 

設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」）及び調達管理（保

安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係るグレード分けの基本的な考え

方については，以下のとおりである。 

 

1. 設計管理におけるグレード分けの基本的な考え方 

設計管理に関する品質保証活動については，保安規定品質マネジメントシステム計画

の「7.3 設計開発」を適用することから，使用済燃料貯蔵施設を構成する構築物，シス

テム，装置，機器及びそれらの運用業務に関する新設計・新技術の導入あるいは設計変

更のうち，「設計管理マニュアル」に基づき設計管理対象を判断して設計管理を実施して

いる。 

設計管理におけるグレード分けは，「設計管理マニュアル」に示す重要度区分に応じて

グレード分けを実施している。 

設工認における設計管理に関する活動内容とその標準的な業務フローを別図 1（1／3）

に示す。 

 

2. 調達管理におけるグレード分けの基本的な考え方 

  調達管理に関する品質保証活動については，保安規定品質マネジメントシステム計画

の「7.4 調達」を適用することから，物品，工事及び役務等の全ての調達業務に対し，

「調達管理マニュアル」に基づき調達管理を実施している。 

  ただし，原子力安全を実現するための保安活動に直接関係しない調達（構内の植木剪

定，構内道路の舗装，バスの運行，事務建屋の清掃，事務用品の調達等）については適

用を除外している。 

  調達管理におけるグレード分けは，原子力安全に及ぼす影響に応じて，「設計管理マ

ニュアル」に定める設計管理区分に定める重要度等を踏まえ，別表 3のとおり品質管理

グレード（Ⅰ～Ⅲ）を設定しグレード分けを実施している。 

  また，一般産業用工業品についても調達要求事項に適合していることを確認できるよ

うに，品質管理グレードを定めている。 
  調達対象物の品質管理グレードに応じた要求項目と管理項目について，別表 4に示す。 

設工認における調達管理に関する活動内容とその標準的な業務フローを別図 1（2／3）

及び別図 1（3／3）に示す。 
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別表 1 重要度区分 

重要度区分 定 義 

Ａ 
使用済燃料貯蔵施設の安全機能を有する施設のうち 

基本的安全機能を確保するうえで必要な施設 

Ｂ 
 基本的安全機能を確保するうえで必要な施設を除く 

 その他の安全機能を有する施設 

Ｃ  Ａ，Ｂ以外の施設 

 

別表 2 設計管理区分 

設計管理区分 適用される設計管理の対象 

区分Ⅰ 
使用済燃料貯蔵施設の安全機能を有する施設のうち 

基本的安全機能を確保する上で必要な施設に関する設計 

区分Ⅱ 
 基本的安全機能を確保する上で必要な施設を除く 

その他の安全機能を有する施設に関する設計 

設計管理区分 

適用外 
設計管理区分Ⅰ，Ⅱ以外の設計 

 

別表 3 品質管理グレード 

品質管理 

グレード 
設計管理区分 

Ⅰ 
(1) 設計管理区分Ⅰの設備，機器（除く一般産業用工業品） 

(2) 設計管理区分Ⅱの相当品*1の設備，機器（除く一般産業用工業品） 

Ⅱ 
(1) 設計管理区分Ⅱの型式特定品，購入実績がある設備，機器*2 

（除く一般産業用工業品） 

Ⅲ 
(1) 設計管理区分Ⅰ，Ⅱ以外の設備，機器 

(2) 設計管理区分Ⅰ，Ⅱの一般産業用工業品 

 *1：相当品   

「製造者及び型式等」の仕様を特定せず，提示した仕様により同等の品質を 

確保した調達が可能な完成品及び設備の構成機器，部品又は物品 

 *2：型式特定品，購入実績がある機器  

「製造者及び型式等」の仕様を特定して調達する完成品及び設備の構成部品， 

部品又は物品
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別表 4 調達対象物の品質管理グレードに応じた要求項目と管理項目 

【凡例】 

○：必ず適用。 

△：供給者の品質保証活動に重度の不適合が確認された場合等，必要に応じ適用。 

－：請求箇所が必要に応じ適用の可否を判断する。 

＊：JIS および ASME 規格への適合品を，当該製品の製造について認定された供給者から購入する 

場合は適用を除外することができる。 

 

【注記】 

※１：監理員の立会は，抜取も可とする。この場合，立会を行わないものについては記録確認を行う。 

※２：監理員による記録確認は，原則として受注者施設（工場等）ではなく，当社施設（使用済燃料貯

蔵施設）で実施する。 

※３：受注者施設等で監理員が立会または記録確認を実施する場合は，検査要領（承認図書の提出を求

める等）および出荷許可の方法（口頭等）を仕様書等に記載する。 

※４：特別な条件を付す契約ならびに納期を厳守させる必要がある場合を除く。 

※５：登録時に条件付き合格とした場合には，契約締結までに実施すればよい。 

※６：新規調達先の場合は経理Ｇに届出（任意様式）ること。 

 
 

要  求  項  目 ／ 管  理  項  目 
品質管理グレード 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

１．調達先の登録・選定・更新    

(1)取引先の登録および登録取引先からの見積依頼先選定 ○ ○＊ －※６ 

(2)取引先登録時の外部監査による技術審査（※５） ○ － － 

(3)取引先登録時の図書による技術審査 ○ ○＊ － 

２．供給者に対する品質保証規格等の要求範囲    

(1)JEAC4111-2021 附属書-4 品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書の要

求事項に基づく品質保証活動 
○＊ ○＊ － 

(2)品質マニュアルまたは品質保証基本計画書の提出 ○＊ ○＊ － 

(3)提出図書のトレーサビリティの確保 ○ ○ － 

(4)調達対象物（物品）のトレーサビリティの確保（シリアル番号，ロット番号など） ○＊ ○＊ － 

(5)供給者の発注先選定における技術的能力および品質保証体制の評価 ○ ○ － 

(6)供給者の発注先に対する管理 ○ ○ － 

３．履行管理および検証    

(1)受注者が実施する性能確認試験・検査がある場合の監理員の立会（※１，※３） ○ － － 

(2)受注者が実施する性能確認試験・検査がある場合の記録確認（※２，※３） － ○ ○ 

(3)受注者が実施する性能確認以外の試験・検査がある場合の監理員の確認（※２，※３） ○ ○ ○ 

(4)外部監査の実施 △ △ △ 

(5)成果物として受注者に提出を要求した提出図書等による当社要求仕様との適合性確認 ○ ○ ○ 

(6)許認可解析における「解析実施状況調査」等プロセスの実施状況確認 ○ ○ － 

４．簡易調達における契約書等の取り交わし（※４） － － － 



 

 

添
付
書
類

2 

管理の 
段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
○：関連箇所 実施内容＊ 

保安規定品質マネジメント

システム計画 
（記載項目） 

証拠書類 

当社 供給者 当
社 

供
給
者 

計
画 

  
◎ － 

設計を主管する箇所の長は，使用済燃料貯蔵施設の設計・開発に関
する計画を策定する。 

・7.3.1  

設計開発の計画 
・設計管理シート 

調
達
要
求
事
項
作
成 

の
た
め
の
設
計 

 

  

◎ － 

設計を主管する箇所の長は，設計・開発へのインプットとして要求
事項を明確にした設計管理シートを作成する。 

・7.3.2 

設計開発に用いる情報 

・7.3.3 

設計開発の結果に係る情報 

・7.3.4 

設計開発レビュー 

・7.3.5 

 設計開発の検証 

・設計管理シート 

設計を主管する箇所の長は，設計・開発へのインプットとして明確
にした要求事項の適切性について，設計管理の区分によりデザイン
レビュー会議等を通じてレビューを受ける。 

・設計管理シート 

設計を主管する箇所の長は，設計・開発へのインプットで与えられ
た要求事項を満たすように設計・開発からのアウトプットとして仕
様書を作成する。 

・設計管理シート 

設計を主管する箇所の長は，設計・開発からのアウトプットが設計・
開発へのインプットとして与えられた要求事項を満たしているこ
とを確実にするために，計画されたとおりに検証を実施する。 

・設計管理シート 

調
達 

  

◎ ○ 

調達を主管する箇所の長は，必要な調達要求事項を記載した仕様書
にて，契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 
契約を主管する箇所の長は，技術的な能力があると判断した供給者
を選定する。 

・7.4 

調達 
・仕様書 

設
備
の 

詳
細
設
計 

 

  

◎ ◎ 

調達を主管する箇所の長は，供給者が行う活動を供給者から提出さ
れた「品質保証計画書」により確認する。 
調達を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確
認するため，供給者の詳細設計の結果を「設計図書」等により確認
する。 

・7.3.5 

 設計開発の検証 

・品質保証計画書 
・設計図書 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ ◎ 

工事を主管する箇所の長は，「検査等の要領書（工場）」に基づき，
供給者が実施する検査等について，その結果を立会い又は記録確認
により確認する。 

・7.3.6 

 設計開発の妥当性確認 

・検査等の要領書 
（工場） 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を確実にするため，供給
者から提出される「作業要領書」に基づき，作業管理を実施する。 

・作業要領書 

工事を主管する箇所の長は，「検査等の要領書（現地）」に基づき供
給者が実施する検査等について，その結果を立会い又は記録確認に
より確認する。 

・検査等の要領書 
（現地） 

設計を主管する箇所の長は，工事段階で実施する検査等の結果等に
より，設計・開発の妥当性を確認する。 

・設計管理シート 
・検査等の要領書 
・工事記録 

 

注記＊：一般産業用工業品の設計管理も同フローにて対応 

別図 1（1／3） 設計管理フロー 
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使用済燃料貯蔵施設の 
設計・開発に関する計画 

 

設計・開発へのインプット 

設計・開発のレビュー 

設計・開発からのアウトプット 

設計・開発の検証 

供給者の評価・選定，発注 

供給者の設計 

詳細設計図書 設計・開発の検証 

設計・開発の妥当性確認 

図書の審査 

設計・開発の妥当性確認 

製作 

現地作業関連図書 

現地据付工事 

（工場での検査等） 

（現地での検査等） 



 

 

添
付
書
類

2 

管理の 
段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
○：関連箇所 実施内容＊ 

保安規定品質マネジメント

システム計画 
（記載項目） 

証拠書類 

当社 供給者 当
社 

供
給
者 

計
画 

  

◎ － 
調達を主管する箇所の長は，使用済燃料貯蔵施設等の調達に関する
計画を策定する。 

・7.4.1 

 調達プロセス 

・7.4.2 

 調達物品等要求事項 

・仕様書 

調
達 

  

◎ ○ 

調達を主管する箇所の長は，必要な調達要求事項を記載した仕様書
を作成し，契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 
契約を主管する箇所の長は，技術的な能力があると判断した供給者
を選定する。 

設
備
の 

詳
細
設
計 

  

◎ ◎ 

調達を主管する箇所の長は，供給者が行う活動を供給者から提出さ
れた「品質保証計画書」により確認する。 
調達を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確
認するため，供給者の詳細設計の結果を「設計図書」等により確認
する。 

・7.4.3 

 調達物品等の検証 

・品質保証計画書 
・設計図書 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ ◎ 

工事を主管する箇所の長は，「検査等の要領書（工場）」に基づき，
供給者が実施する検査等について，その結果を立会い又は記録確認
により確認する。 

・検査等の要領書 
（工場） 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を確実にするため，供給
者から提出される「作業要領書」に基づき，作業管理を実施する。 

・作業要領書 

工事を主管する箇所の長は，「検査等の要領書（現地）」に基づき供
給者が実施する検査等について，その結果を立会い又は記録確認に
より確認する。 

・検査等の要領書 
（現地） 

調達を主管する箇所の長は，工事段階で実施する検査等の結果等に
より，調達製品の検証を実施する。 

・検査等の要領書 
・工事記録 

 

注記＊：一般産業用工業品の調達管理も同フローにて対応 

 

別図 1（2／3） 調達管理フロー（1） 
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使用済燃料貯蔵施設等の 
調達に関する計画 

 

仕様書の作成 

供給者の設計 

詳細設計図書 調達製品の検証 

調達製品の妥当性確認 

図書の審査 

調達製品の妥当性確認 

製作 

現地作業関連図書 

現地据付工事 

（工場での検査等） 

（現地での検査等） 



 

 

添
付
書
類

2 

管理の 
段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
○：関連箇所 実施内容＊ 

保安規定品質マネジメント

システム計画 
（記載項目） 

証拠書類 

当社 供給者 当
社 

供
給
者 

計
画 

  

◎ － 
調達を主管する箇所の長は，使用済燃料貯蔵施設等の調達に関す
る計画を策定する。 

・7.4.1 

 調達プロセス 

・7.4.2 

 調達物品等要求事項 

・仕様書 

調
達 

  

◎ ○ 

調達を主管する箇所の長は，必要な調達要求事項を記載した仕様
書を作成し，契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼す
る。 
契約を主管する箇所の長は，技術的な能力があると判断した供給
者を選定する。 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ ◎ 

調達を主管する箇所の長は，供給者から提出される「検査成績書」
等の資料が全て提出されていることを確認し，調達製品の受入検
査を実施する。 
 

・7.4.3 

 調達物品等の検証 

・検査等の要領書 
・検査成績書 
 

 

注記＊：一般産業用工業品の調達管理も同フローにて対応 

 
別図 1（3／3） 調達管理フロー（2） 
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使用済燃料貯蔵施設等の 
調達に関する計画 

 

仕様書の作成 

製作 

調達製品の検証 
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添付－3 

 

技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 事業（変更）許可申請書との整合性を確保する観点から，事業（変更）許可申請書本

文に記載している，適合性確認対象設備に関する事業（変更）許可基準規則に適合させ

るための「設備の設計方針」，及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」

を基にした詳細設計が必要な設計要求事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，事業（変更）許可申請書

本文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を様式－6に明確に

した上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは，原則記載しない。 

  

4. 基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の記載順となる

ように構成し，箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方で作成する。 

 

5.1 事業（変更）許可申請書本文の記載事項のうち，「性能」を記載している設計方針は，

技術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持たせるための手段が特定

できるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，事業（変更）許可申請書本文に対応した

事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様に記載する。 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載しない。 

 

5.2 事業（変更）許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」として，

運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程

度の記載を行うとともに，運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの二次文書

で定める場合は「保安規定」を記載する。）の呼び込みを記載し，必要に応じ，当該施

設に関連する添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文及び解釈への適合性の観点で，事業（変更）許可申請書

本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様に記載する。 

 

5.3 事業（変更）許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認申請書の添付書類

として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 

・評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認申

請対象とする。 
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・今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）を明確にし，

評価の方法及び条件，並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とす

る。 

 

5.4 各条文のうち，要求事項が該当しない条文については，該当しない旨の理由を記載

する。 

 

5.5 各項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認す

る」という審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置しない旨を記

載する。 

 

5.6 技術基準規則の解釈等に示された指針，原子力規制委員会文書，（旧）原子力安全・

保安院文書，他省令等を呼び込む場合は，以下のとおり記載する。 

・設置時に適用される要求等，特定の版の使用が求められている場合は，引用する文

書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

・条文等で特定の版が示されているが，施設管理等の運用管理の中で評価する時点で

エンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定

等の運用の担保先の表示に加え，当該文書名とそのコード番号（必要時）を記載す

る。 

・解釈等に示された条文番号は，当該文書改正時に変更される可能性があることを考

慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題（必要に応じ,上位の表題でも可

能）で記載する。 

・条件付の民間規格又は事業（変更）許可申請書の評価結果等を引用する場合は，可

能な限りその条件等を文章として反映する。また，事業（変更）許可申請書の添付

書類を呼び込む場合は，対応する本文のタイトルを呼び込む。なお，文書名を呼び

込む場合においても「技術評価書」の呼び込みは行わない。 

 



 

66 添付書類 2 

添付－4 

 

設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通じ

て実施した解析については，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向

上ガイドライン（一般社団法人原子力安全推進協会，2014 年 3 月改定）」に示される要求

事項を踏まえて策定した「許認可解析の検証」，「購入共通仕様書」，「委託共通仕様書」及

び「仕様書作成および運用」により，供給者への許認可申請等に係る解析業務の要求事項

を明確にしている。 

 解析業務を主管する箇所の長は，解析業務の調達に当たり，以下のとおり調達管理を実

施する。 

 なお，当社と供給者の解析業務の流れを別図 1に示すとともに，設工認における解析業

務の調達の流れを別図 2に示す。 

  

1. 仕様書の作成 

解析業務を主管する箇所の長は，「許認可解析の検証」，「購入共通仕様書」，「委託共通

仕様書」及び「仕様書作成および運用」に基づき，解析業務に係る必要な品質保証活動

を仕様書で要求する。 

 

2. 解析業務の計画 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から解析業務を実施する前に解析業務実施計

画書の提出を受け，仕様書の要求事項を満たしていることを確認する。 

また，解析業務を主管する箇所の長は，供給者の解析業務に変更が生じた場合，及び

契約締結後に当社の特別な理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は，「3.6 

設工認における調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

 

3. 解析業務の実施 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から業務報告書が提出されるまでに供給者に

対し解析実施状況の調査を行い，解析業務が確実に実施されていることを確認する。供

給者に対する調査は「解析実施状況調査チェックシート」に基づき実施する。 

具体的な確認の視点を別表 1に示す。 

 

4. 業務報告書の確認 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された業務報告書が要求事項に適合

していること，また供給者が実施した解析結果が適切に反映されていることを確認する。 
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 当社 

供給者（解析者） 
解析業務を主管する箇所の長 

解
析
業
務
の

調
達 

 

  

解
析
業
務
の

計
画 

 

  

解
析
業
務
の
実
施 

  

解
析
業
務
の

確
認 

 

  

監
査 

 
 

 

注記＊：解析業務に変更が生じた場合は，各段階においてその変更を反映させる。 

 

 

別図 1 解析業務の流れ 

 

 

 

必要に応じて確認 

仕様書作成 

解析業務発注 解析業務受注 

＊ 

＊ 

解析業務実施計画書の審査 

解析業務実施計

画書の作成 
承認申請図書として提出 

＊ 

 
解析実施状況調査チェックシートに

基づき，供給者に対する解析業務の

実施状況の調査を行い，記録する。 
調査に当たっては供給者の品質記録

を抜き取りにより確認する。 
 
・ 解析業務の計画状況 

・ 計算機プログラムの検証状況 

・ 入力根拠の明確化状況 

・ 入力結果の確認状況 

・ 解析結果の検証状況 

・ 業務報告書の確認状況 

・ 変更管理の実施状況 

業務報告書の受領 

入力結果の確認 

業務報告書の確認 

解析の実施 

解析結果の検証 

業務報告書の作成 

入力根拠の明確化 

業務報告書の提出 

計算機プログラム

の検証 

業務報告書の承認日までに

実施状況を確認する。 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
提出 

＊ 

業務報告書の承認 

許認可申請等 

品質記録の保管管理 

受注者品質監査 解析業務に係る品質保証活動の 
実施状況 

確認 



 

 

添
付

書
類

2 

管理の段階 

設計・工事及び検査の業務フロー 
組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
○：関係箇所 

実施内容 
本説明書 
記載項目 

証拠書類 

当社 供給者 当
社 

供
給
者 

仕様書の 
作成 

 

 ◎ － 
解析業務を主管する箇所の長は，「仕様書」を作成し，解析業

務に係る要求事項を明確にする。 

・3.6.1  
供給者の技術的評価 

・3.6.2  
供給者の選定 

・3.6.3 
調達製品の調達管理 

・（委託・購買）仕様書 

解析業務の 
計画 

  ◎ ○ 

解析業務を主管する箇所の長は，「仕様書」で明確にした解析

業務に係る要求事項が供給者から提出された「解析業務実施計

画書」に適切に反映され，解析業務に係る内容が明確にされて

いることを確認する。 

・3.6.3 

調達製品の調達管理 

・解析業務実施計画書 

（供給者から提出） 

解析業務の 
実施 

  ◎ ○ 

解析業務を主管する箇所の長は「解析実施状況調査チェックシ

ート」を用いて，実施状況（解析業務の計画状況／計算機プロ

グラムの検証状況／入力根拠の明確化状況／入力結果の確認

状況／解析結果の検証状況／業務報告書の確認状況／変更管

理の実施状況）について確認する。 

・3.6.3 

調達製品の調達管理 

・解析実施状況調査 

 チェックシート 

業務報告書 
の確認 

  ◎ ○ 
解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務

報告書」で，供給者が解析業務の計画に基づき適切に解析業務

を実施したことを確認する。 

・3.6.3  

調達製品の調達管理 

・業務報告書 

（供給者から提出） 

 

別図 2 設工認における解析業務の調達の流れ 
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解析業務の実施 

仕様書の作成 

解析業務実施計画書
の審査，承認 

解析業務実施計画書
の作成，確認 

 
解析実施状況の確認 

業務報告書の承認 業務報告書の作成，
確認 
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別表 1 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

No. 確認項目 供給者に対する確認の視点 

1 解析業務の計画状況 

・解析業務に係る必要な力量が明確にされ，また，従事する要員

（原解析者・検証者）が必要な力量を有していること。 

・解析業務の作業手順，解析結果の検証，業務報告書の確認等に

ついて，計画（どの段階で，何を目的に，どのような内容で，誰

が実施するのか）を明確にしていること。 

・解析業務をアウトソースする場合，解析業務に係る必要な品質

保証活動を仕様書，解析業務実施計画書等で供給者に要求して

いること。 

2 
計算機プログラムの 

検証状況 

・計算機プログラムは，適正なものであることを事前に検証し，

計算機プログラム名称及びバージョンをリストへ登録している

こと。（バージョンアップがある場合は，その都度検証を行い，

リストへ登録していること） 

・登録されていない計算機プログラムを使用する場合は，その都

度検証を行うこと。 

3 入力根拠の明確化状況 
・解析業務実施計画書に基づき解析ごとに入力根拠を明確にして

いること。 

4 入力結果の確認状況 
・計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことをエコーバ

ック等により確認していること。 

5 解析結果の検証状況 
・解析結果が解析業務実施計画書で定めたチェックシート等によ

り検証されていること。 

6 業務報告書の確認状況 

・計算機プログラムを用いた解析結果，汎用表計算ソフトウェア

を用いた計算，又は手計算による解析・計算結果を，当社の指

定する書式に加工，編集して業務報告書としてまとめているこ

と。 

・作成された業務報告書が，解析業務実施計画書の内容を満足し

ていることを確認していること。 

7 変更管理の実施状況 
・解析業務に変更が生じた場合は，変更内容を文書化し，解析業

務の各段階においてその変更を反映していること。 
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添付－5  

 

当社における設計管理・調達管理について 

 

1. 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に

従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として，取引先の審査，登録及

び登録の更新を「原子力取引先登録マニュアル」に基づき実施する。 

取引先の審査，登録及び登録の更新の基準は，「原子力取引先登録マニュアル」

に以下のとおり定めている。 

 

1.1 取引先の審査 

契約を主管する箇所の長は，登録希望取引先に対し，契約前に提供能力，信

頼性，技術力，実績，品質マネジメントシステム体制等について審査を実施す

る。また，登録希望取引先の経営内容審査・技術審査の内容を総合的に判断

し，登録の合否を判定する。 

なお，技術審査は「取引先登録における技術審査」に基づき，技術箇所に依

頼して実施する。 

 

 1.2 取引先の登録 

契約を主管する箇所の長は，審査の結果，登録対象となった取引先につい

て，取引先単位で購買・工事請負・委託に登録を分類し，登録分類ごとに購

買については機器分類の内訳，工事請負については工事種類の内訳，委託に

ついては委託業務区分の内訳を明らかにした上で取引先の管理を行う。 

 

 1.3 取引先の登録更新 

契約を主管する箇所の長は，取引先の登録更新に当たり取引先への登録更

新の意思確認と登録更新審査を実施した上で，登録更新を行う。登録更新の

有効期間は 5 年間とする。（原則として登録有効期間内に取引先の再評価を行

う） 

 

2. 設計管理・調達管理について 

設計及び工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は，保安規

定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」を適用する場合は，「設計管

理マニュアル」に基づき，以下に示す「2.1 設計・開発の計画」から「2.8 設

計・開発の変更管理」までの設計管理に係る仕様書の作成のための各段階の活

動を実施する。 

また，保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」の適用外で

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」を適用する場合は，「調達
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管理マニュアル」に基づき，「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す仕様

書の作成のための各段階の活動を実施する。 

なお，仕様書作成のための設計・開発業務の流れを別図1に示す。 

 

2.1 設計・開発の計画 

以下の事項を明確にした設計・開発の計画を策定する。 

    ・設計・開発の性質，期間及び複雑さの程度 

・設計・開発の段階 

    ・設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び妥当性確認並びに管理

体制 

    ・設計・開発に関する責任（説明責任を含む。）及び権限 

    ・設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

 

この設計・開発は，設備，施設，ソフトウェアの設計・開発並びに原子力安

全のために重要な手順書等の新規制定及び重要な変更を対象とする。 

また，計画には，不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止するための

活動を含める。 

 

2.2 設計・開発へのインプット 

設計・開発へのインプットとして，以下の要求事項を明確にした設計管理

シートを作成する。 

    ・機能及び性能に関する要求事項 

    ・適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

    ・適用される法令・規制要求事項 

    ・設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

 

2.3 設計・開発のレビュー 

設計・開発へのインプットとして明確にした要求事項の適切性について，

設計管理の区分によりデザインレビュー会議等を通じてレビューを受ける。 

なお，デザインレビュー会議等の参加者には必要に応じ，レビューの対象

となっている設計・開発に関連する部門を代表する者及び当該設計・開発に

係る専門家を含めて多面的にレビューを行う。 

このレビューの結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する。 

 

2.4 設計・開発からのアウトプット 

設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たすように設計・開

発からのアウトプットとして仕様書を作成する。 
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 2.5 アウトプット作成段階のレビュー及び検証 

仕様書承認の過程で，仕様書が「調達管理マニュアル」の要求事項を満たす

ように作成していることを確認するためにレビューするとともに，設計・開

発からのアウトプットが設計・開発へのインプットとして明確にした要求事

項を満たしていることを確実にするために，計画されたとおりに，検証を実

施する。なお，設計・開発の検証は原設計者以外の力量を有する上位職の者が

実施する。 

また，アウトプットのレビュー，検証の結果の記録及び必要な処置があれ

ばその記録を維持する。 

 

2.6 設計・開発の検証（設備の設計段階） 

設計図書及び検査等の要領書を審査・承認する段階で，調達要求事項を満

足していることを検証し，検証の結果の記録及び必要な処置があればその記

録を維持する。 

 

2.7 設計・開発の妥当性確認 

結果として得られる業務・原子力施設が，指定された用途又は意図された

用途に応じた要求事項を満たしていることを確実にするために，計画した方

法に従って実施する検査等の結果等により，設計・開発の妥当性を確認する。 

この妥当性確認は，原子力施設の設置後でなければ実施することができな

い場合は，当該原子力施設の使用を開始する前に実施する。 

 

2.8 設計・開発の変更管理 

設計・開発の変更を要する場合，変更の内容を明確にし，以下に従って手続

きを実施する。 

   ・設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する。 

   ・変更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に行い，その変更を

実施する前に承認する。 

   ・設計・開発の変更のレビューには，その変更が，当該の原子力施設を構成

する要素（材料又は部品）及び関係する原子力施設に及ぼす影響の評価

を含める。 

   ・変更のレビュー，検証及び妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があ

ればその記録を維持する。 
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別図1(1/2) 設計・開発業務の流れ 
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別図1(2/2) 設計・開発業務の流れ 
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添付書類２.1 本設工認に係る設計の実施，工事及び検査の計画
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添付書類 2.1 

１. 概要 

本資料は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設備の設計に

係るプロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものであ

る。  

 

２. 基本方針 前回申請に同じ 

本設計及び工事計画の設計に係るプロセスとその実績について，「設計及び工事に係

る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組織内外の

部門関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

 工事及び検査に関する計画として，組織内外関係，進捗実績及び具体的な活動計画に

ついて説明する。 

 適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

３. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 前回申請に同じ 

 「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施し

た，本設計及び工事計画の設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及び工事

に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－1により示す。 

 また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について，「設計

及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－9により示す。 
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様式－1 

設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 

各段階 

プロセス（設計対象） 供給者との 

相互関係 

関連有：〇 

関連無：－ 

インプット アウトプット 他の記録類 実績：3.3.1～3.3.3(5) 

計画：3.4.1～3.7.2 

設
計 

3.3.1 
適合性確認対象設備に対する要

求事項の明確化 
〇 

事業変更許可申請書，事業許

可基準規則，技術基準規則 

様式－２  

3.3.2 
各条文の対応に必要な適合性確

認対象設備の選定 
〇 

技術基準規則，事業変更許可

申請書，事業許可基準規則 
様式－２ 

 

3.3.3 

(1) 
基本設計方針の作成（設計１） 〇 

技術基準規則，事業変更許可

申請書，事業許可基準規則，

様式－２ 

様式－２，３，

４，５，６，７ 

 

3.3.3 

(2) 

適合性確認対象設備の各条文へ

の適合性を確保するための設計

（設計２） 

〇 様式－２ 様式－８  

3.3.3 

(3) 

設計のアウトプットに対する検

証 
〇 設工認申請書（案） 

保安委員会議事録

(レビューの記

録)，記載事項チ

ェックリスト(検

証の記録) 
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各段階 

プロセス（設計対象） 供給者との 

相互関係 

関連有：〇 

関連無：－ 

インプット アウトプット 他の記録類 
実績：3.3.1～3.3.3(5) 

計画：3.4.1～3.7.2 

    

設
計 

3.3.3 

(4) 
設工認申請書の作成 〇 

様式－６，７ (基本設計方

針)，設計資料 
設工認申請書（案）  

3.3.3 

(5) 

 

設工認申請書の承認 ― 設工認申請書（案） 
設工認申請書，承

認書 
 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 
設工認に基づく設備の具体的な

設計の実施（設計３） 
〇 基本設計方針，設計資料 設備図書  

3.4.2 
設備の具体的な設計に基づく工

事の実施 
〇 調達図書 工事記録  

3.5.2 使用前事業者検査の計画 ― 様式－８(左欄，中欄) 様式－８(右欄)  

3.5.3 検査計画の管理 ― 様式－８(右欄) 
使用前事業者検査

工程表 
 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接部に係る使

用前事業者検査の管理 
― 様式－８(右欄) 

使用前事業者検査

工程表 
 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 〇 様式－８ 検査記録 

様式－８に従い検査要

領書を作成し，使用前

事業者検査を実施 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 〇 ― 
工事記録，検査記

録 
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提出書類 2.1 

様式－９ 

 

 

適合性確認対応設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績 

 

設備区分・分類 設備名称 

設計開発区分 調達管理区分 

備考 

保安規定品質

マネジメント

システム計画

「7.3 設計開

発」の適用 

保安規定品質マ

ネジメントシス

テム計画 

「7.4 調達管

理」の適用 

使用済燃料貯蔵

設備本体 
金属キャスク 〇 〇  

使用済燃料貯蔵

設備本体 
貯蔵架台 〇 〇  

使用済燃料の受

入施設 

使用済燃料の搬送設備及

び受入設備 
〇 〇  

計測制御系統施

設 
計測設備 〇 〇  

放射性廃棄物の

廃棄施設 
廃棄物貯蔵室 〇 〇  

放射線管理施設 放射線監視設備 〇 〇  

放射線管理施設 
出入管理設備 

（入退域管理装置） 
〇 〇  

放射線管理施設 
個人管理用測定設備 

（個人線量計） 
〇 〇  

その他使用済燃

料貯蔵設備の附

属施設 

使用済燃料貯蔵建屋 〇 〇  

その他使用済燃

料貯蔵設備の附

属施設 

通信連絡設備等 〇 〇  

その他使用済燃

料貯蔵設備の附

属施設 

消防用設備 〇 〇  

 



 

 

 

 

 

 

添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への 

適合性に関する説明書 

 



1 添付書類 3 

1. 目的 

本説明書は，リサイクル燃料備蓄センター（以下「施設」という。）を構成する設備のう

ち申請対象設備の設計（構造，機能及び性能の仕様）が，技術基準に適合することを示すも

のである。 

今回申請では，予備電源以外の施設及び設備の設計が技術基準に適合することを示す。 

技術基準では，使用済燃料貯蔵設備本体，使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備），

計測制御系統施設，廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設及びその他使用済燃料貯蔵設備の附

属施設（使用済燃料貯蔵建屋，通信連絡設備等及び消防用設備）の施設及び設備に対して技

術的な要求をしており，各施設及び設備の設計が技術基準に適合することを示す。 

 

2. 技術基準との対応関係の分類について 

 施設を構成する設備のうち設計及び工事の方法として明確にすべき設備・機器等につい

て，「第 3－1表 施設と条文の対比一覧表（設工認対象機器の技術基準への適合性に関する

整理）」に網羅的に整理し，設備・機器等が関連する技術基準条項を以下に示す分類の考え

方により整理している。 

 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 

基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）を有する設備 

今回申請では，金属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋の基本設計方針及び添付書類を示

している。 

 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇1） 

 その設備・機器等の損傷等により基本的安全機能を有する設備に影響を与えるおそれが

ある設備・機器等（例えば受入れ区域天井クレーン） 

今回申請では，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車の基本設計方針並びに添付書類を

示している。 

 

(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分

類記号：〇2） 

技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であり，技術基準に適合すること

を示すためには，安全機能の仕様を明確にする必要がある設備 

今回申請では，仮置架台，たて起こし架台，検査架台，圧縮空気供給設備（除く 冷却水

系統），計測制御系統施設，放射線廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設（除く モニタリ

ングポイント，入退域管理装置，個人線量計）等が該当する。 

 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分
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類記号：◇） 

技術基準により直接要求される安全機能を有する設備であるが，技術基準に適合するこ

とを示すためには，安全機能の仕様を明確にする必要がない設備（例えば通信連絡設備） 

今回申請では，計測制御系統施設（表示・警報装置），モニタリングポイント，入退域管

理装置，個人線量計，通信連絡設備及び避難通路が該当する。 

 

(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するために必要な関連設備，機器

（分類記号：△） 

 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合のため，間接的に又は関連して

必要となる設備や波及的影響を考慮する設備（例えば圧縮空気供給設備を冷却する冷却水

系統，地震時の波及的影響としての検査架台，中性子線エリアモニタ） 

今回申請では，上記例示の通り，冷却水系統，検査架台，中性子線エリアモニタが間接的

又は関連する設備として分類される。 

 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 

技術基準に基づく設備以外のもののうち，使用済燃料貯蔵施設の技術的知見を活用し，施

設の更なる信頼性向上の観点から設置する設備。 

今回申請では，廃棄物貯蔵室の漏えい検知器，受入れ区域架構鉄骨緩衝材及び予備緊急時

対策所・資機材保管庫（信頼性拡張設備）が該当する。 

 

(7) 設備,機器の重要度の分類及び記載（機器グループ） 

設備・機器の重要度について，機器グループ①，②－1，②－2，③と以下のとおり分類し，

各設備，機器の重要度を機器グループとして「第 3－1表 施設と条文の対比一覧表（設工

認対象機器の技術基準への適合性に関する整理）」に記載する。 

 

機器グループ① ：基本的安全機能を担う設備，機器 

機器グループ②－1 ：その他の安全機能を有する設備，機器のうち金属キャスクに影響 

する設備，機器 

機器グループ②－2 ：その他の安全機能を有する設備，機器うち仕様の特定が必要な設 

備，機器 

機器グループ③ ：その他の安全機能を有する設備，機器のうち仕様の特定が不要な  

設備，機器 

 

(8) 一般産業用工業品の対象設備・機器等 

 今回整理した対象設備・機器等のうち一般産業用工業品に該当する設備・機器等を第 3－

1 表に記載し，整理している。 
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3. 申請書における条文の適合性について 

 設備と技術基準の関係の分類に応じて，技術基準適合性について整理する。 

また，技術基準各条文と添付書類との対応関係について「第 3－2 表 技術基準規則各条

文への適合性を説明する添付書類」のとおり整理する。 

 

(1) 基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの（分類記号：◎） 

基本的安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準へ

の適合に必要な構造，機能，及び性能の仕様を要目表で示した上で，これらの根拠を添付書

類で説明する。（例えば使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書） 

今回申請では，基本的安全機能（臨界防止，閉じ込め，除熱及び遮蔽）を有する設備の詳

細について記載している。 

 

(2) 基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの（分類記号：〇1） 

 その設備・機器等の損傷等により基本的安全機能を有する設備に影響が及ばない設計で

あることを基本設計方針で示した上で，その影響評価を設備の重要度に応じて添付書類で

説明する。（例えば「使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）に関する説明書」） 

今回申請では，「使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）」について説明している。 

 

(3) 安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの（分

類記号：〇2） 

安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準への適合

に必要な構造，機能及び性能の仕様を要目表に示した上で，これらの根拠を添付書類で説明

する。（例えば計測制御系統施設に関する説明書，設備別記載事項の設定値根拠に関する説

明書（計測制御系統施設）） 

今回申請では，安全機能を有する施設及び設備について基本設計方針で示すとともに，直

接要求される技術基準への適合に必要な機能及び性能の仕様を要目表で示した上で，この

仕様の根拠を「各施設及び設備に関する説明書」と「設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」で説明する。 

 

(4) 安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの（分

類記号：◇） 

安全機能を確保する設計であることを基本設計方針で示すとともに，技術基準への適合

性を示すに当たって必要に応じて，この補足事項を添付書類（例えば通信連絡設備に関する

説明書）で説明する。 

今回申請では，通信連絡設備が該当し，「通信連絡設備に関する説明書」で説明する。 
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(5) 上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器

（分類記号：△） 

 上記(1)から(4)までの技術基準以外の技術基準への適合性を示すため，間接的に又は関

連して必要となる機能等の補足事項を基本設計方針や添付書類で示す。 

今回申請では，冷却水系統，波及的影響を及ぼすおそれのある施設である検査架台及び中

性子線エリアモニタが該当し，間接的又は関連する設備として「圧縮空気供給設備に関する

説明書」及び「波及的影響を及ぼすおそれのある施設に関する説明書」で説明する。 

 

(6) 更なる信頼性向上の観点から設置する設備（分類記号：□） 

施設の信頼性を低下させないことを示すため，必要に応じ，設計の補足事項と施設への波

及影響評価結果を添付書類で説明する。 

 今回申請では，廃棄物貯蔵室の「漏えい検知器」，「受入れ区域架構鉄骨緩衝材」及び「予

備緊急時対策所・資機材保管庫」が自主的に設置する設備に該当するが，設計の補足事項並

びに施設への波及影響はないため，説明するものはない。 

 



4 5 6 8 10 16 20 23

No. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

1 2 既設 S ① － － － ◎ －
※1

〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － ◎ － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － －

2 2 既設 S ②-1 － － － － －
※1

〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － － － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3 2 既設
B

(SS)
②-1 － － － － －

※1
〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4 2 既設
B

(SS)
②-1 － － － － －

※1
〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6-2 2 既設 － ②-2 － － － － －
※1

－ － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 △ － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-2 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-3 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-4 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-5 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-6 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-7 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

8-8 2 既設 C ③ － － － － △
※1,※3

△ － － － － － － － － － － － － － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

9 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

10 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-2 2 既設
（取替）

C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-3 2 新設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-4 2 新設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

11-5 2 新設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

12 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

13 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － 〇2 〇2 － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇2 － － － － － － － － － － －

14-1 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

14-2 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

15-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － － － － － －

15-2 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － － － － － －

16-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-2 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-3 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-4 2 既設 C ③ － － － － ◇
※3

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-5 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-6 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-7 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-8 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-9 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16-
10

2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

16-
11

2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

ガスモニタ

GM管サーベイメータ
放

射

線

サ
ー

ベ

イ

機

器

空気圧縮機の冷却源として，
基本設計方針に記載。

周

辺

監

視

区

域

境

界

付

近

固

定

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

・放射性液体廃棄物の著しい
漏えいはないことから，さらな
る信頼性向上の観点から設
置する設備とする。

冷却水系統

ステンレス製等の容器
・漂流防止金具は基本設計
方針，添付書類に記載。

電離箱サーベイメータ
（代替計測にも使用）

シンチレーションサーベイメータ
（代替計測にも使用）

中性子線用サーベイメータ
（代替計測にも使用）

中性子線エリアモニタ

モニタリングポスト
（ガンマ線モニタ（低レンジ））

モニタリングポスト
（ガンマ線モニタ（高レンジ））

モニタリングポスト
（中性子線モニタ）

モニタリングポイント

出入管理設備
（入退域管理装置）

個人管理用測定設備
（個人線量計）

・事業許可基準規則の要求に
基づき設ける。

・事業許可基準規則の要求に
基づき設ける。

放

射

線

監

視

設

備

エ

リ

ア

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

ガンマ線エリアモニタ

ドラム缶

表示・警報装置

・漂流防止金具は基本設計
方針，添付書類に記載。

３項 ２項

津波

換気設備

１項
５号

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。

たて起こし架台

衝撃吸収材

空気圧縮機

空気貯槽

空気除湿装置

主配管

・圧力検出器（蓋間圧力の代替
計測用）

・非接触式可搬型温度計（表面
温度の代替計測用）

・温度検出器（給排気温度の代
替計測用）

安全弁

・津波等により既設の計測設
備が使用できなくなった場
合，可搬型の計測器等を用い
て計測を行う。

除湿装置　前置フィルタ

除湿装置　後置フィルタ

２項
１項
１号

9 22

外部衝撃 閉じ込め

２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
３号 １項

５号

15
機能等

11 12 13 19 21

火災 安全機能 材料構造
搬送設備
受入設備

計測制御系統施設 放射線管理施設 遮蔽

１項１項 ２項 ３項
１項
１号

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの
〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの
〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの

２項

申請
回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項 ２項
１項
１号

１項
２号

１項 ２項 ３項

備　考
通信連絡設備等

１項
３号

24

予備
電源

一

般

産

業

用

工

業

品

（
製

品

）

使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

汚染
の防
止

廃止措置
中の施設

維持

17 18

臨界 地盤

3

１項
４号

搬送台車

検査架台

た

て

起

こ

し

架

台

金属キャスク

仮置架台

機器・設備

１項
４号

不法
侵入

14

１項

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

本

体

２項

受入れ区域天井クレーン

１項 ２項

１項
３号

２項
１項
１号

１項
２号

除熱
１項
１号

１項
２号

１項
３号

廃棄施設地震

１項

使

用

済

燃

料

の

受

入

施

設

使

用

済

燃

料

の

搬

送

設

備

及

び

受

入

設

備

圧

縮

空

気

供

給

設

備

第3－1表　施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの
△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊
□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備

－：当該条項の要求事項に該当しない
＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。

放

射

線

管

理

施

設

代

替

計

測

用

計

測

器

廃

棄

物

密

封

容

器

放

射

性

廃

棄

物

の

廃

棄

施

設

計

測

設

備

表面温度検出器

給排気温度検出器

漏えい検知器

廃棄物貯蔵室

蓋間圧力検出器

計

測

制

御

系

統

施

設

貯蔵架台

特殊な
設計

既設
／

新設

機

器

グ

ル
ー

プ

7耐

震

ク

ラ

ス

注：要目表に記載しない機器グループ③は背景を水色とする。
　　 さらなる信頼性向上の観点から設置する設備は背景を灰色にする。

※1　貯蔵建屋に設置される施設，設備（貯蔵建屋を介して地盤に支持される）
※2　貯蔵建屋以外の建屋に設置される施設，設備（貯蔵建屋以外の建屋を介して地盤に支持される）
※3　直接地盤に設置される施設，設備

添付書類３ 5



4 5 6 8 10 16 20 23

No. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

３項 ２項

津波

換気設備

１項
５号

２項
１項
１号

9 22

外部衝撃 閉じ込め

２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
３号 １項

５号

15
機能等

11 12 13 19 21

火災 安全機能 材料構造
搬送設備
受入設備

計測制御系統施設 放射線管理施設 遮蔽

１項１項 ２項 ３項
１項
１号

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの
〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの
〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの

２項

申請
回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項 ２項
１項
１号

１項
２号

１項 ２項 ３項

備　考
通信連絡設備等

１項
３号

24

予備
電源

一

般

産
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第3－1表　施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関する整理）

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの
△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊
□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備

－：当該条項の要求事項に該当しない
＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。
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／
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17-1 2 既設
B

(SS)
① － － － － ○1

※3
○1 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －

17-2 2 既設
B

(SS)
① － － － － －

※1
○1 ○1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ ◎ － － － － － － － － －

17-3 2 既設
B

(SS)
① － － － － －

※1
○1 ○1 － ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －

18 1
既設
／

新設
C ③ － － － －

◇
※1,※
2,※3

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － ○

19 1 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

20 1 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

21 1
既設
／

新設
C ②-2 － － － － ○2

※3
○2 － － △ △ － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

22 1 新設 C ②-2 － － － － ○2
※3

○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － ○

23 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ － － － ○

24-1 2 既設 C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － ○

24-2 2 新設 C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-3 2 新設 C ③ － － － －
－

※1,※
2,※3

◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-4 2 新設 C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-5 2 新設 C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － ○

24-6 2 新設 C ③ － － － － －
※2

◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － ○

24-7 2 新設 C ③ － － － － －
※1,※2

◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － ○

25 2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-1 通路誘導灯 2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-2 避難口誘導灯 2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

26-3 保安灯 2 既設 C ③ － － － － －
※1

◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ ○

27 2 既設 C ②-2 － － － － ○2
※3

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-1 粉末（ABC）消火器 2 既設 C ②-2 － － － － ○2
※1,※3

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-2 大型粉末消火器 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

28-3 化学泡消火器 2 新設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

29 2 既設 C ②-2 － － － － ○2
※3

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-1 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-2 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-3 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-4 2 既設 C ②-2 － － － － －
※2

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

30-5 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － ○2 ○2 ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

31 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

32 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

33 2 既設 C ②-2 － － － － －
※1

○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

34
避

雷

設

備
2 既設 C ②-2 － － － － －

※1
○2 － － － △ － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

35 1 既設

36 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

37 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

軽油貯蔵タンク
（地下式）

・津波襲来後は非常用のマイ
ク，スピーカーのみ使用可能

・津波襲来後は非常用の警
報装置のみ使用可能

・津波襲来後においても使用
可能

放送設備

警報装置

衛星携帯電話

安全避難用扉

避

難

通

路

・津波襲来後においても使用
可能

使

用

済

燃

料

貯

蔵

建

屋

使用済燃料貯蔵建屋

遮蔽ルーバ

遮蔽扉

火

災

感

知

設

備

無線連絡設備

社内電話設備

無停電電源装置

電源車

共用無停電電源装置

・20条は受入れ区域の適合
性について記載。

電気設備（常用電源設備）
（予備電源から給電が必要な負荷までの
母線を含む電路となる範囲）

そ

の

他

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

の

附

属

施

設

・津波襲来後においても使用
可能

電

気

設

備

・単線結線図（6.6kV常用母
線，420V常用母線，210V常
用母線，105V常用母線）を申
請書に添付
・要目表は作成しないが，基
本設計方針にて構成を説明
するとともに，使用済燃料備
蓄センター内の電源構成を添
付の単線結線図に示す
・直流電源装置を含む

据置発電機

・電源車の固縛装置は自然
現象の基本設計方針，添付
書類に記載。

・事業許可で「受変電施設に
設置している無停電電源装
置」と記載している装置
・保安灯用電源（８時間点灯）

誘

導

灯

消

火

器

動力消防ポンプ

防火水槽

防火シャッタ

防火扉

コンクリート壁

棟上導体

光電式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

火災受信機

表示機

予備緊急時対策所・資機材保管庫

受入れ区域架構鉄骨緩衝材
・火災等による損傷の防止に
ついて基本設計方針に記載

③と同様に扱う。

・津波浸水範囲外の高台に設
置する旨基本設計方針に記
載

消

防

用

設

備

消

火

設

備

火

災

区

域

構

造

物

及

び

火

災

区

画

構

造

物

通

信

連

絡

設

備

光電式分離型感知器

人の不法な侵入等防止設備

送受話器

加入電話設備

通

信

連

絡

設

備

等

・火災等による損傷の防止に
ついて基本設計方針に記載
（消防用設備）

核物質防護規定側のみの管理となるため，設工認申請では基本設計方針のみの記載とする。

注：要目表に記載しない機器グループ③は背景を水色とする。
　　 さらなる信頼性向上の観点から設置する設備は背景を灰色にする。

※1　貯蔵建屋に設置される施設，設備（貯蔵建屋を介して地盤に支持される）
※2　貯蔵建屋以外の建屋に設置される施設，設備（貯蔵建屋以外の建屋を介して地盤に支持される）
※3　直接地盤に設置される施設，設備

添付書類３ 6



4 5 6 8 10

廃止措置
中の施設

維持

イ＊2 ロ＊2 ハ＊3 イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

1 使用済燃料の臨界防止に関する説明書 〇

1 － 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 ○

2 使用済燃料等の閉じ込めに関する関する説明書 〇

2 － 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 ○

3 使用済燃料の除熱に関する説明書

3 － 1 金属キャスクの除熱に関する説明書

3 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書

4 放射線による被ばくの防止に関する説明書

4 － 1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書

4 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書

5 － 1 申請設備に係る耐震設計の基本方針 ○ ○ ○ ○

5 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書 ○ ○ ○

5 － 3 金属キャスクの耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 6 搬送台車の耐震性に関する説明書 ○ ○

5 － 7 波及的影響評価を及ぼすおそれのある施設に関する説明書 ○

5 － 8 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価 ○

津波 6 － 1 津波への配慮に関する説明書 ○

7 － 1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の説明書 ○ ○

7 － 2 竜巻への配慮に関する説明書 ○

7 － 3 火山への配慮に関する説明書 ○

7 － 4 外部火災への配慮に関する説明書 ○ ○

火災及び爆発防止 8 火災及び爆発の防止に関する説明書 ○ ○ ○

安全機能 9 安全機能の健全性維持に関する説明書 ○ ○

10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 － 1 金属キャスク及び貯蔵架台の強度評価の基本方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 － 2 金属キャスクの強度に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 － 3 貯蔵架台の強度に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 － 1 受入れ区域天井クレーンの金属キャスクの取扱いに関する説明書 〇 〇

11 － 2 搬送台車の金属キャスクの取扱いに関する説明書 〇 〇

11 － 3 圧縮空気供給設備に関する説明書 〇 〇

計測制御系統施設 12 計測制御系統施設に関する説明書 ○ 〇 〇

廃棄施設 13 － 1 廃棄物貯蔵室に関する説明書 ○ ○ 〇 〇

14 放射線管理施設に関する説明書 ○ 〇 〇

14 － 1 エリアモニタリング設備に関する説明書

14 － 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書

14 － 3 放射線サーベイ機器に関する説明書 ○

汚染拡大防止 15 汚染の拡大防止に関する説明書 〇 〇

電気設備 16 － 1 電気設備に関する説明書 ○ 〇 〇

通信連絡設備等 16 － 2 通信連絡設備等に関する説明書 〇 〇 〇

不法な侵入防止設備 16 － 3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書 ○

換気設備 16 － 4 換気設備に関する説明書

設定根拠 17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（一式で記載） ○ 〇 〇

計算機プログラム 18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

地形図 19 － 1 事業所の概要を明示した地形図 〇 〇 〇

配置図 19 － 2 配置図 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

構造図 19 － 3 構造図 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

系統図及び単線結線図 19 － 4 系統図及び単線結線図 ○ ○

＊2：技術基準規則第11条第1項第3号イ項及びロ項：
　　　平常時に発生する放射性廃棄物は無く液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備はないが，搬入した金属キャスクの表面に汚染が確認された場合の汚染拡大防止として床面や壁面の塗装を行うことを，
　　　廃棄物貯蔵室に関する説明書にて説明する。

３項 １項 ２項

１項
１号１項

１号
１項＊1

２号

１項
３号 １項 ２項

１項
２号

地盤

第3－2表　技術基準規則各条文への適合性を説明する添付書類（1／2）

＊1：技術基準規則第11条第1項第2号
　　　使用済燃料貯蔵施設では，流体状の使用済燃料によって汚染された物を内包する容器又は管に使用済燃料によって汚染された物を含まない流体を導き接続する管はないことから，第11条第1項第2号を説明する添付書類は無い。

１項 ２項 １項

閉じ込め 火災

２項

特殊な
設計

臨界

9 11 12 13

自然現象

名称章番号説明項目

3

２項

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則

津波

外部衝撃

不法
侵入

３項 １項

臨界

遮蔽

１項
３号

閉じ込め

除熱

２項

放射線管理施設

地震

材料・構造

搬送設備・受入設備

＊3：技術基準規則第11条第1項第3号ハ項
　　　使用済燃料貯蔵施設では，平常時に発生する放射性廃棄物は無く液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備は設置されないことから，第11条第1項第3号ハ項を説明する添付書類は無い。

安全機能 材料構造

147

地震

１項

前回申請に同じ

 添付書類3  7



16 20 23

1 使用済燃料の臨界防止に関する説明書

1 － 1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書

2 使用済燃料等の閉じ込めに関する関する説明書

2 － 1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書

3 使用済燃料の除熱に関する説明書 〇

3 － 1 金属キャスクの除熱に関する説明書 ○

3 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 ○

4 放射線による被ばくの防止に関する説明書 〇 〇

4 － 1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 ○

4 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 ○ ○

5 － 1 申請設備に係る耐震設計の基本方針

5 － 2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書

5 － 3 金属キャスクの耐震性に関する説明書

5 － 4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書

5 － 5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書

5 － 6 搬送台車の耐震性に関する説明書

5 － 7 波及的影響評価を及ぼすおそれのある施設に関する説明書

5 － 8 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価

津波 6 － 1 津波への配慮に関する説明書

7 － 1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の説明書

7 － 2 竜巻への配慮に関する説明書

7 － 3 火山への配慮に関する説明書

7 － 4 外部火災への配慮に関する説明書

火災及び爆発防止 8 火災及び爆発の防止に関する説明書

安全機能 9 安全機能の健全性維持に関する説明書

10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書

10 － 1 金属キャスク及び貯蔵架台の強度評価の基本方針

10 － 2 金属キャスクの強度に関する説明書

10 － 3 貯蔵架台の強度に関する説明書

11 － 1 受入れ区域天井クレーンの金属キャスクの取扱いに関する説明書 ○ ○

11 － 2 搬送台車の金属キャスクの取扱いに関する説明書 ○ ○

11 － 3 圧縮空気供給設備に関する説明書 ○

計測制御系統施設 12 計測制御系統施設に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄施設 13 － 1 廃棄物貯蔵室に関する説明書*5 〇

14 放射線管理施設に関する説明書 ○ ○ ○ ○ ○

14 － 1 エリアモニタリング設備に関する説明書 ○ ○ ○ ○

14 － 2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書 ○ ○

14 － 3 放射線サーベイ機器に関する説明書 ○ ○

汚染拡大防止 15 汚染の拡大防止に関する説明書 ○

電気設備 16 － 1 電気設備に関する説明書 ○

通信連絡設備等 16 － 2 通信連絡設備等に関する説明書 〇 〇 〇

不法な侵入防止設備 16 － 3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書

換気設備 16 － 4 換気設備に関する説明書

設定根拠 17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（一式で記載） ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○

計算機プログラム 18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 〇 〇

地形図 19 － 1 事業所の概要を明示した地形図

配置図 19 － 2 配置図 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇

構造図 19 － 3 構造図 ○ ○ 〇 ○ ○

系統図及び単線結線図 19 － 4 系統図及び単線結線図 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放射線管理施設

＊4：技術基準規則第18条第1項第2号及び3号
　　　使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は，金属キャスクに収納された状態で施設に搬入し，別の容器に詰め替えることなく貯蔵する。

＊6：技術基準規則第22条
　　　技術基準規則第22条（換気設備）は放射線障害防止のための要求である。使用済燃料貯蔵施設は汚染のおそれのない管理区域の設計であるため放射線障害防止のための換気設備は不要
　　　である旨を換気設備に関する説明書に記載する。

＊5：技術基準規則第19条
　　　技術基準規則第19条では放射性廃棄物の廃棄処理施設に対する要求である。使用済燃料貯蔵施設では，放射性廃棄物を廃棄物貯蔵室に保管廃棄する設計であるため
　　　保管廃棄の説明を廃棄物貯蔵室に関する説明書で記載する。

22 2415

汚染の
防止

遮蔽

１項
３号

１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項
３号

１項
４号

２項 ３項１項１項＊4

３号
１項
４号

表3－2　技術基準規則各条文への適合性を説明する添付書類（2／2）

搬送設備
受入設備

17 18 19

換気設備＊6

予備
電源

通信連絡設備等

除熱

計測制御系統施設 放射線管理施設 廃棄施設＊5

１項
１号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
５号

２項
１項
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目－1 添付書類３ 

目次＊ 

 

1 使用済燃料の臨界防止に関する説明書 

1－1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 

1－1－1 使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

2 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 

2－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

2－1－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

3 使用済燃料の除熱に関する説明書 

3－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

3－1－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

3－2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 

 

4 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

4－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

4－1－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

4－2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

＊：令和３年８月20日付け原規規発第2108202号にて変更認可され，今回申請に関係しない事項については，目次にお
いて前回申請と記載し，本申請では記載しない。  



目－2 添付書類３ 

5 主要な使用済燃料貯蔵施設の耐震性に関する説明書 

5－1 申請設備に係る耐震設計の基本方針 

5－1－1 基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要 

5－1－2 地盤の支持性能に係る基本方針 

5－1－3 波及的影響に係る基本方針 

5－1－3－1 波及的影響を考慮する施設の選定 

5－1－4 地震応答解析の基本方針 

5－1－5 設計用床応答曲線の作成方針 

5－2 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する説明書 

5－2－1 使用済燃料貯蔵建屋の耐震性に関する計算書 

5－3 金属キャスクの耐震性に関する説明書 

5－3－1 金属キャスクの耐震性に関する計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

5－4 貯蔵架台の耐震性に関する説明書 

5－4－1 貯蔵架台の耐震性に関する計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

5－5 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する説明書 

5－5－1 受入れ区域天井クレーンの耐震性に関する計算書 

5－6 搬送台車の耐震性に関する説明書 

5－6－1 搬送台車の耐震性に関する計算書 

5－7 波及的影響を及ぼすおそれのある施設に関する説明書 

5－7－1 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の 

金属キャスクへの影響評価結果 

5－8 耐震Ｃクラス設備の耐震基本方針及び評価 

5－8－1 盤の計算方法に関する説明書 前回申請 

5－8－2 軽油貯蔵タンク（地下式）の計算方法に関する説明書 前回申請 

5－8－3 車両の計算方法に関する説明書 

5－8－4 火災区域構造物及び火災区画構造物の計算方法に関する説明書  

5－8－5 スカート支持たて置円筒型容器の計算方法に関する説明書 

5－8－6 圧縮機の計算方法に関する説明書 

5－8－7 消火設備の計算方法に関する説明書 

5－8－8 配管の計算方法に関する説明書 

5－8－9 安全弁の計算方法に関する説明書 

5－8－10 火災感知設備の計算方法に関する説明書 

5－8－11 蓋間圧力検出器の計算方法に関する説明書 

5－8－12 給排気温度検出器の計算方法に関する説明書 

5－8－13 ガンマ線エリアモニタの計算方法に関する説明書  

5－8－14 中性子線エリアモニタの計算方法に関する説明書  
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5－8－16 避雷設備の計算方法に関する説明書 

5－8－17 保管ラックの計算方法に関する説明書 

5－8－18 保管ケースの計算方法に関する説明書 

 

6 津波による損傷の防止に関する説明書 

6－1 津波への配慮に関する説明書 

6－1－1 津波への配慮に関する基本方針 

6－1－2 仮想的大規模津波の設定 

6－1－3 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

6－1－4 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の評価方針 

6－1－5 仮想的大規模津波の影響を考慮する施設の影響評価 

6－1－5－1 仮想的大規模津波に対する金属キャスクの影響評価 

6－1－5－2 仮想的大規模津波に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

6－1－6 仮想的大規模津波に対する受入設備の評価方針 

6－1－7 仮想的大規模津波に対する受入設備の影響評価 

 

7 自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

7－1 使用済燃料貯蔵施設における自然現象等による損傷の防止に関する全体概要の 

説明書 

7－1－1 自然現象等による損傷の防止に関する基本方針 

7－2 竜巻への配慮に関する説明書 

7－2－1 竜巻への配慮に関する基本方針 

7－2－2 竜巻の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

7－2－3 固縛対象物の選定 

7－2－4 竜巻防護に関する施設の評価方針 

7－2－5 竜巻に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－2－6 竜巻に対する電源車の固縛装置の評価方針 前回申請 

7－2－7 竜巻に対する電源車の固縛装置の影響評価 前回申請 

7－3 火山への配慮に関する説明書 

7－3－1 火山への配慮に関する基本方針 

7－3－2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

7－3－3 降下火砕物の影響を考慮する施設の評価方針 

7－3－4 降下火砕物に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－4 外部火災への配慮に関する説明書 

7－4－1 外部火災への配慮に関する基本方針 

7－4－2 外部火災の影響を考慮する施設の選定及び設計方針 

7－4－3 外部火災防護に関する許容温度及び設定根拠 



目－4 添付書類３ 

7－4－4 外部火災防護における評価方針 

7－4－5 外部火災の影響を考慮する施設の影響評価 

7－4－5－1 外部火災に対する使用済燃料貯蔵建屋の影響評価 

7－4－5－2 外部火災に対する金属キャスクの影響評価 

 

8 火災及び爆発の防止に関する説明書 

 

9 安全機能の健全性維持に関する説明書 

 

10 主要な容器の強度及び耐食性に関する説明書 

10－1 金属キャスク及び貯蔵架台の強度評価の基本方針 

10－2 金属キャスクの強度に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1 金属キャスクの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－1 密封容器の応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－2 バスケットの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－3 トラニオンの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－1－4 外筒及び蓋部中性子遮蔽材カバーの応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2 金属キャスクの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－1 密封容器の応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－2 バスケットの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－3 トラニオンの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－2－2－4 外筒及び蓋部中性子遮蔽材カバーの応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－3 貯蔵架台の強度に関する説明書 

10－3－1 貯蔵架台の応力解析の方針 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

10－3－2 貯蔵架台の応力計算書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 



目－5 添付書類３ 

11 使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）に関する説明書 

11－1 受入れ区域天井クレーンの金属キャスクの取扱いに関する説明書 

11－2 搬送台車の金属キャスクの取扱いに関する説明書 

11－3 圧縮空気供給設備に関する説明書 

 

12 計測制御系統施設に関する説明書 

 

13 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

13－1 廃棄物貯蔵室に関する説明書 

13－1－1 漂流防止設備の評価方針 

13－1－2 漂流防止設備の評価結果 

 

14 放射線管理施設に関する説明書 

14－1 エリアモニタリング設備に関する説明書 

14－2 周辺監視区域境界付近固定モニタリング設備に関する説明書 

14－3 放射線サーベイ機器に関する説明書 

 

15 汚染の拡大防止に関する説明書 

 

16 その他設備に関する説明書 

16－1 電気設備に関する説明書 前回申請 

16－2 通信連絡設備等に関する説明書 

16－2－1 通信連絡設備に関する説明書 

16－2－2 避難通路等に関する説明書 

16－3 人の不法な侵入等の防止に関する説明書 前回申請 

16－4 換気設備に関する説明書 前回申請 

 

17 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

17－1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料貯蔵設備本体） 

17－2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料の受入施設（搬送設備及び受入設備）） 

17－3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（計測制御系統施設） 

17－4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射線廃棄物の廃棄施設） 

17－5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射線管理施設） 



目－6 添付書類３ 

17－6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（電気設備） 前回申請 

17－7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（消防用設備） 

 

18 計算機プログラム（解析コード）に関する説明書 

 

19 図面 

19－1 事業所の概要を明示した地形図 

19－2 配置図 

19－3 構造図 

19－4 系統図及び単線結線図 
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1. 概要 前回申請に同じ 

本資料は，使用済燃料貯蔵施設の使用済燃料の臨界防止に関する設計方針が，「使用済

燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第５条（使用済

燃料の臨界防止）に適合することを説明するものである。 

金属キャスクによる使用済燃料の臨界防止に関する設計結果は「添付 1－1 使用済燃

料が臨界に達しないことに関する説明書」に示す。 

  



 

2 
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2. 基本設計方針 前回申請に同じ 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料が臨界に達するおそれがないよう次の方針に基づ

き臨界防止設計を行う。 

(1) 金属キャスク単体は，その内部のバスケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収す

る材料により，使用済燃料集合体を収納した条件下で，技術的に想定されるいかなる

場合でも，中性子実効増倍率を0.95以下となるよう設計する。 

(2) 臨界防止機能の一部を構成する金属キャスク内部のバスケットは，設計貯蔵期間（50

年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間に

おける放射線照射影響，腐食等の経年変化に対して十分な信頼性を有する材料を選定

し，技術的に想定されるいかなる場合でも臨界防止上有意な変形を起こさない設計と

する。金属キャスク内部のバスケットにより，適切な使用済燃料集合体間隔を保持し，

使用済燃料集合体を相互に近接しないよう，使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置

に維持する構造とし，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を

考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてバスケットの構造健全性が保たれる設

計とする。 

(3) 使用済燃料集合体を収納した金属キャスクを，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量最大

に収納した条件下で，金属キャスクの搬入から搬出までの全工程において，金属キャ

スク相互の中性子干渉を考慮し，技術的に想定されるいかなる場合でも，中性子実効

増倍率を 0.95 以下となるよう設計する。 

(4) 未臨界性に有意な影響を与える以下の因子を考慮した設計とする。 

ａ．配置・形状 

貯蔵区域内の金属キャスクの配置，バスケットの形状，バスケット格子内の使用済

燃料集合体の配置等において適切な安全裕度を考慮する。 

金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して完全反射条件（無限配列）としているこ

とから，金属キャスクの滑動を考慮する必要はない。 

金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット及び使用済燃料集合体の変形

による実効増倍率の変化はわずかであり，未臨界性評価に有意な影響を与えることは

ない。 

ｂ．中性子吸収材の効果 

以下の事項等について適切な安全裕度をもって考慮する。 

(a) 製造公差（濃度，非均質性，寸法等） 

(b) 中性子吸収に伴う原子個数密度の減少 

ｃ．減速材（水）の影響 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するにあたり冠水することを設計上適切

に考慮する。 

ｄ．燃焼度クレジット 

使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下は考慮しない。なお，冠水状態の解析で

は，可燃性毒物による燃焼初期の反応度抑制効果を適切に考慮する。 

(5) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，臨界評価で考慮した因



 

3 

 
1 

子についての条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した

使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録に

より確認する。 
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3. 臨界防止構造の設計方針 前回申請に同じ 

金属キャスクは，その内部のバスケットの幾何学的な配置及び中性子を吸収する材料

により，技術的に想定されるいかなる場合でも臨界を防止する設計とし，以下の配慮を行

う。 

(1) 使用済燃料集合体を収納するバスケットは，格子構造とし，設計貯蔵期間（50 年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じて

使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持する設計とする。 

(2) バスケットの材料には，中性子を有効に吸収するボロンを偏在することなく添加

したステンレス鋼を用いる。 
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4. 臨界解析の方針 前回申請に同じ 

金属キャスクの臨界解析フローを図 4－1 に示す。 

金属キャスク及び燃料集合体の実形状を三次元で適切にモデル化し，これまでの輸

送容器と貯蔵容器での臨界解析に使用実績のある燃料棒単位セル計算を輸送計算コー

ドＸＳＤＲＮＰＭ，中性子実効増倍率の計算をモンテカルロコードＫＥＮＯ－Ｖ.ａで

行うＳＣＡＬＥコードシステム（4.4ａ）を用いる。断面積ライブラリにはＳＣＡＬＥ

コードシステムの内蔵ライブラリデータのひとつである 238 群ライブラリデータを使

用して中性子実効増倍率を求め，その値が解析コードの精度，解析の裕度を考慮して，

0.95 以下となることを確認する。 

金属キャスクは多重の閉じ込め構造を有する蓋部により金属キャスク内部は外部から

隔離される構造であり，金属キャスクへの使用済燃料集合体収納後に金属キャスク内部

の排水及び真空乾燥が行われることから，貯蔵中の金属キャスク内部は乾燥状態である

が，原子力発電所における金属キャスクへの使用済燃料集合体収納時に冠水することか

ら，乾燥状態及び冠水状態で評価する。 

ＢＷＲ燃料集合体には反応度抑制効果のある可燃性毒物が含まれているが，中性子

減速材のない乾燥状態では可燃性毒物の反応度抑制効果が低下することから，乾燥状

態の解析では保守的に可燃性毒物の反応度抑制効果を無視した初期濃縮度の燃料集合

体を金属キャスクに全数収納した状態を設定する。冠水状態の解析では，燃料集合体

の燃焼に伴う反応度の低下は考慮せず，可燃性毒物による燃焼初期の反応度抑制効果

を考慮して，炉心内装荷冷温状態での燃料集合体の無限増倍率が 1.3 となる燃料集合

体モデルを金属キャスクに全数収納した状態を設定する。 

また，金属キャスク相互の中性子干渉を考慮して金属キャスク周囲を完全反射条件

とし，金属キャスクの無限配列を模擬することにより，使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵容量

最大に金属キャスクを配置した条件を包絡した設定とする。バスケット格子内の使用済

燃料集合体は中性子実効増倍率が最大となるように金属キャスク中心側に偏向して配

置するとともに，バスケットの板厚，内のりの寸法公差や中性子吸収材の製造公差を

考慮するなど，十分な安全裕度を見込む。
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図 4－1 金属キャスクの臨界解析フロー 

  

種類 

濃縮度 

構造（寸法，公差） 

材料 

使用済燃料集合体収納体数 

中性子断面積 

ラ イ ブ ラ リ 

輸送計算コード（ＸＳＤＲＮＰＭ） 

臨界解析コード（ＫＥＮＯ－Ⅴ.ａ） 

評 価 

使 用 済 燃 料 集 合 体 

仕  様 

 

238 群 

ライブラリ 

燃料棒単位セル計算 

臨界解析 

評価項目 中性子実効増倍率 

中性子実効増倍率 0.95 以下 

臨界解析モデル 解析モデル 

使用済燃料に含まれる各核種の平均化された核定数 

金属キャスク 

臨界解析条件 

内部水密度 

使用済燃料集合体収納配置 

金属キャスク配列 
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1. 設計方針 

 ＢＷＲ大型キャスク（タイプ２Ａ）の使用済燃料の臨界防止に関する設計方針につい

ては，添付 1「使用済燃料の臨界防止に関する説明書」のとおりである。 

 

2. 臨界防止設計 

(1) 臨界防止構造 

金属キャスクの仕様を第 1 表に，収納する使用済燃料集合体の仕様を第 2表に，バ

スケット構造を第 1図に示す。 

 

(2) 臨界解析 

臨界解析モデルを第 2 図に，臨界解析条件を第 3 表に，臨界解析条件の設定根拠

を第 4 表に示す。 

なお，貯蔵中のように金属キャスク内部が乾燥された状態では，バスケット及び

使用済燃料集合体の変形による中性子実効増倍率の変化は僅かであり，未臨界性評

価に有意な影響を与えることはない（別添 5 参照）。 

 

(3) 解析結果 

解析結果を第 5表に示す。 

乾燥状態及び冠水状態での金属キャスクの中性子実効増倍率（モンテカルロ計算の

統計誤差（3σ）を加えたもの）は，判定基準である 0.95 を十分下回ることを確認し

た。 
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第１表 金属キャスク（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ））の仕様 

寸法（ｍ） 
全長：約 5.4 

外径：約 2.5 

最大収納体数 

（体） 
69 

バスケットの材料 ボロン添加ステンレス鋼 

収納する使用済 

燃 料 の 種 類 
新型８×８燃料 

新型８×８ジルコ 

ニウムライナ燃料 

高 燃 焼 度 

８×８燃料 

最高燃焼度

（MWd/t） 
34,000 40,000 40,000 

原子炉から取出後

の期間（年以上） 
24 18 18 
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第２表 使用済燃料集合体の仕様 

項目 単位 
新型８×８ 

燃料 

新型８×８ 

ジルコニウム 

ライナ燃料 

高燃焼度 

８×８燃料 

燃料材質 - 二酸化ウラン 二酸化ウラン 二酸化ウラン 

被覆管材質 - ジルカロイ－2 ジルカロイ－2 ジルカロイ－2 

燃料理論密度 ％ 95 95 97 

被覆管肉厚 mm 0.86 0.86 0.86 

燃料有効長 mm 3,708 3,708 3,708 

燃料棒配列 - 8×8 8×8 8×8 

集合体あたりの燃

料棒数 
本 62 62 60 

U-235 初期平均濃

縮度 
wt% 3.1 3.1 3.66 

 



 

4 

 1－1－1 

第 3表 臨界解析条件 

項目 乾燥状態 冠水状態 

金属キャスク

内雰囲気 
真空 冠水（水密度 1.0 g/cm3） 

金属キャスク

外雰囲気 
真空 

収納物 

可燃性毒物の反応度抑制効果を

無視した初期濃縮度の燃料集合

体 

高燃焼度８×８燃料，濃縮度 

3.66 wt% 

濃縮度の異なる 2 種類の燃料棒を

用いた炉心装荷冷温状態での無限

増倍率が 1.3 となる燃料集合体モ

デル 

収納体数（体） 69（金属キャスクの最大収納体数） 

金属キャスク

の配列 
無限配列（金属キャスクに外接する四角柱表面で完全反射） 

バスケット部

材中の中性子

吸収材含有量 

ボロン添加ステンレス鋼のボロン含有率と密度を仕様上の下限から

設定したボロン原子個数密度 

バ ス ケ ッ ト 

寸法 

格子板厚 ：最小 

格子内のり：最小 

バ ス ケ ッ ト 

格子内の燃料

配置 

中心偏向配置 

チ ャ ン ネ ル

ボックス 
なし あり 

燃料集合体の

上・下タイプ

レート及びプ

レナム部 

上・下タイプレート及びプレナム

部を真空に置換 

上・下タイプレート及びプレナム

部を水（密度 1.0 g/cm3）に置換 

金属キャスク

の中性子遮蔽

材 

中性子遮蔽材であるレジンを真空に置換 

解析コード 

ＳＣＡＬＥシステム 4.4a 

・燃料棒単位セル計算：輸送計算コードＸＳＤＲＮＰＭ 

・臨界解析：臨界解析コードＫＥＮＯ－Ｖ．ａ（中性子ヒストリー数

100 万） 

・断面積ライブラリ：ＳＣＡＬＥシステム 4.4a の内蔵ライブラリデー

タの一つである 238 群ライブラリデータ 
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第 4表 臨界解析条件の設定根拠 

項目 乾燥状態 冠水状態 

金属キャスク

内雰囲気 

雰囲気ガスの中性子吸収効果を無

視する真空として設定 

中性子減速効果が最大となる水密

度 1.0 g/cm3として設定(別添 6 参

照) 

金属キャスク

外雰囲気 

金属キャスク外部に漏れ出た中性子が吸収されることなく金属キャス

クに向かうように真空として設定 

収納物 

ガドリニアの存在を無視し，濃縮

度は平均初期濃縮度の最大値とし

た燃料 

炉心装荷冷温状態で無限増倍率は

1.3 未満であるが，無限増倍率が

1.3 となるようなモデルバンドル 

３種類の燃料集合体を収納するタイプ２Ａでは，濃縮度が高い理由等

から反応度が最も高くなる高燃焼度８×８燃料を全数装荷 

収納体数 金属キャスクの最大収納体数である 69 体 

金属キャスク

の配列 

体系計算における境界条件は金属キャスクに外接する四角柱表面で完

全反射とすることにより，金属キャスクの無限配列を模擬 

バ ス ケ ッ ト 

部 材 中 の  

中性子吸収材

含有量 

中性子吸収材を少なくするように仕様上の下限から設定 

設計貯蔵期間（50 年）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した

十分な余裕を有する 60 年間の 10B の減損割合は，保守的に全中性子束

を用いて評価しても 10-6～10-5程度であり影響は無視できる(JNES 金属

キャスク貯蔵技術確証試験 H15 最終報告では，熱中性子束で評価して

10-11程度) 

バ ス ケ ッ ト 

寸法 

格子板厚 ：最小の方が隣接する使用済燃料集合体までの距離が短く，

ボロン量も最小となり，厳しい評価 

格子内のり：格子内のり最小のモデルは，使用済燃料集合体の離隔距離

が最小になり，厳しい評価 

バ ス ケ ッ ト 

格子内の燃料

配置 

チャンネルボックスの有無を含めサーベイ計算を行い，中性子実効 

増倍率が最大となる金属キャスク中心偏向配置 

チ ャ ン ネ ル

ボックス 

隣接する使用済燃料集合体までの

距離が短くなる（燃料集合体が密

集する），チャンネルボックスなし

の場合の中性子実効増倍率が高い 

中性子減速材である水の効果が大

きくなる，チャンネルボックスあ

りの場合の中性子実効増倍率が高

い 

燃料集合体の

上 ・ 下 タ イ 

プレート及び

プレナム部 

ステンレス鋼製の上・下タイプ

レート及びプレナム部は，鋼材の

中性子吸収を無視する真空として

設定 

ステンレス鋼製の上・下タイプ

レート及びプレナム部は，中性子

減速材である水として設定 

金属キャスク

の中性子遮蔽

材 

中性子遮蔽材は中性子を吸収するので，中性子遮蔽材がないと想定 

した方が保守的の評価となるため，中性子遮蔽材（レジン）を無視  

（真空） 
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第 5表 臨界解析結果 

 中性子実効増倍率 

乾燥状態（新燃料） 

keff+3σ 

   0.410 

（keff：0.40855， 

  σ：0.00030） 

冠水状態 

（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｱｸﾚｼﾞｯﾄ） 

keff＋3σ 

   0.882 

（keff：0.87935， 

  σ：0.00088） 

判定基準     0.95 以下 
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第 1図 ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）のバスケット構造 

  

 

アルミニウム合金（伝
熱プレート） 

燃料集合体 

ボロン添加ステンレス鋼 

炭素鋼 
（本体胴） 

銅，炭素鋼 
（伝熱フィン） 

レジン（中性子遮蔽材） 
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別添 1 

 

臨界解析の対象燃料について 

 

冠水時臨界解析では，炉心装荷冷温状態での燃料の無限増倍率が1.3となる燃料モデル

（モデルバンドル）を収納した解析を実施している。モデルバンドルは，別添1－1表に示

すとおり，収納対象燃料の燃料仕様（濃縮度，燃料棒配置等）に応じて2種類あるが，最も

反応度の高い高燃焼度８×８燃料のモデルバンドルを代表としている。新型８×８燃料及

び新型８×８ジルコニウムライナ燃料を対象としたウォータロッドが2本のモデルバンド

ル（別添1－1図参照）を対象とした臨界解析結果は，別添1－2表に示すとおりであり，高

燃焼度８×８燃料のモデルバンドル（別添1－2図参照）を収納した場合の方が，中性子実

効増倍率が高くなることを確認している。 
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       ①高濃縮度燃料棒：34本 

       ②低濃縮度燃料棒：28本 

       Ｗ：ウォータロッド 

 

別添1－1図 冠水時臨界解析における燃料棒配置 

        （新型８×８燃料及び新型８×８ジルコニウムライナ燃料モデルバンドル） 

 

  

①高濃縮度（3.9 wt%）燃料棒 

②低濃縮度（1.6 wt%）燃料棒 

Ｗ 

Ｗ 
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       ①高濃縮度燃料棒：14本 

       ②低濃縮度燃料棒：46本 

       Ｗ：ウォータロッド 

 

別添1－2図 冠水時臨界解析における燃料棒配置 

 （高燃焼度８×８燃料モデルバンドル） 

 

  

①高濃縮度（4.9 wt%）燃料棒 

②低濃縮度（2.1 wt%）燃料棒 

Ｗ 
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別添1－2表 燃料種類ごとの冠水時臨界解析結果 

 冠水時臨界解析結果 

燃料の種類 

新型８×８燃料及び 

新型８×８ジルコニウム 

ライナ燃料 

高燃焼度 

８×８燃料 

中性子実効増倍率 

（ｋeff＋3σ） 
0.878 0.882 
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別添 2 

乾燥状態における臨界解析について 

 

ＢＷＲ燃料集合体には反応度抑制効果のある可燃性毒物が含まれているが，中性子減速

材のない乾燥状態では可燃性毒物の反応度抑制効果が低下することから，保守的に可燃性

毒物の反応度抑制効果を無視した初期濃縮度の燃料集合体を金属キャスクに全数収納した

状態を設定する。 

臨界解析に用いる燃料集合体の仕様を別添 2－1表及び別添 2－1 図に示す。ＢＷＲ用大

型キャスク（タイプ２Ａ）では 3種類の燃料集合体を収納するが反応度が最も高くなる高

燃焼度８×８燃料を代表とし，濃縮度は燃料の初期濃縮度の新燃料を仮定している。 
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別添 2－1 表 乾燥状態における臨界解析用の使用済燃料集合体の仕様 

項目 単位 高燃焼度８×８燃料 

燃料材質 － 二酸化ウラン 

被覆管材質 － ジルカロイ－2 

燃料理論密度 ％   97 

燃料ペレット直径 mm     10.4 

被覆管肉厚 mm       0.86 

燃料有効長 mm 3708 

燃料棒配列 － 8×8 

燃料集合体当たり

の燃料棒数 
本   60 

燃料棒ピッチ mm     16.3 

燃料集合体の幅 mm    130.4 

U-235 濃縮度 ％       3.66 
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ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）用 

 

 

別添 2－1 図 乾燥状態における臨界解析用の燃料集合体 

（高燃焼度８×８燃料）

濃縮度 3.66 wt%         

        

        

      

      

        

        

        

真空 
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別添 3 

冠水状態におけるガドリニアクレジットを考慮した臨界解析について 

 

ＢＷＲ燃料は，余剰反応度の抑制と軸方向出力分布の調整のために，燃料ペレットに可

燃性毒物であるガドリニア（Gd2O3）を含む設計を採用しており，格子型，濃縮度・ガドリ

ニア設計など，プラントに対応させた多様性がある。多様性のある燃料を包括的に扱う手

法として，ＢＷＲ燃料の実設計を包絡する無限増倍率（k∞）を設定してモデルバンドルを

作成し，ＢＷＲプラントの燃料貯蔵設備やキャスクの未臨界性設計を保守的かつ合理的に

実施する方法がある。 

ＢＷＲ燃料は，燃料ペレットにガドリニアを含む燃料棒が組み込まれていることから，

ガドリニアの燃焼に伴って k∞は一旦上昇するが，今回収納する燃料においては，最大とな

る k∞はいかなる燃料のいかなる軸方向断面においても，炉心装荷冷温状態で 1.3 を超える

ことがない設計になっている。 

このため，臨界評価において，炉心装荷冷温状態で k∞が 1.3 となるような仮想的なモデ

ルバンドルを収納して計算を行えば安全側の評価となる。（別添 3－1 図，別添 3－2 図参

照） 

 

（参考文献） 

1) K.Kawakami, M.Matsumoto, H.Asano, T.Takakura, T.Matsumoto, T.Mochida, 

M.Yamaguchi, “The Use of Gadolinia Credit for Criticality Evaluation of a 

Spent Fuel Cask”, PATRAM’95 

2) 使用済燃料貯蔵施設（中間貯蔵施設）に係る技術検討報告書（平成 12 年 12 月 資源

エネルギー庁） 
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別添 3－1 図 ＢＷＲ燃料の濃縮度分布の例１） 

     （高燃焼度８×８燃料） 
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別添 3－2 図 ＢＷＲ燃料の反応度特性２） 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

添付 2 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 
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＊：令和３年８月 20 日付け原規規発第 2108202 号にて変更認可され，今回申請で変更がない事項については，当該事

項を記載した章，節又は項等の表題に前回申請に同じと記載する。  
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1. 概要 前回申請に同じ 

本資料は，使用済燃料貯蔵施設の閉じ込めの機能に関する設計方針が，「使用済燃料貯

蔵施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 11条（閉じ込めの

機能）に適合することを説明するものである。 

閉じ込めの機能に関する設計結果は「添付 2－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関

する説明書」に示す。 
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2. 基本設計方針 前回申請に同じ 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，

次の方針に基づき閉じ込め設計を行う。 

(1) 金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，設計貯蔵期

間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する

60 年間を通じて使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持できる設計とす

る。 

また，使用済燃料集合体及びバスケットの健全性を維持するため，金属キャス

クの内部の空間を不活性雰囲気に保つ設計とする。 

(2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋，二次蓋の多重の閉じ込め構造とし，一次蓋と

二次蓋との空間部を正圧に維持することにより，使用済燃料集合体を内封する空

間を金属キャスク外部から隔離する設計とする。また，一次蓋と二次蓋との空間

部の圧力を測定することにより，閉じ込め機能について監視ができる設計とする。

金属キャスクの構造上，漏えいの経路となり得る蓋及び蓋貫通孔のシール部には

金属ガスケットを用いることにより長期にわたって閉じ込め機能を維持する設計

とする。 

(3) 金属キャスクは，貯蔵期間中及び貯蔵終了後において，収納された使用済燃料

集合体の検査等のために一次蓋を開放しないことを前提としているため，万一の

蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，二次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合に

は，二次蓋の金属ガスケットを交換し，一次蓋の閉じ込め機能に異常がある場合

には，金属キャスクに蓋を追加装着できる構造を有すること等，閉じ込め機能の

修復性を考慮した設計とする。 
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3. 閉じ込め構造の設計方針 前回申請に同じ 

金属キャスクは，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，以下の配慮を行

う。 

(1) 金属キャスクは，本体胴及び蓋部により使用済燃料集合体を内封する空間を外部

から隔離し，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮し

た十分な余裕を有する 60年間を通じて負圧に維持する。 

(2) 金属キャスクは，蓋部を一次蓋及び二次蓋の多重の閉じ込め構造とし，その蓋間を

あらかじめ正圧とし圧力障壁を形成することにより，放射性物質を金属キャスク内

部に閉じ込める。また，使用済燃料集合体を内封する空間に通じる貫通孔のシール部

は一次蓋に設ける。 

(3) 蓋及び蓋貫通孔のシール部には，長期にわたって閉じ込め機能を維持する観点か

ら金属ガスケットを用いる。金属ガスケットの漏えい率は，設計貯蔵期間（50 年間）

に加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じて，

蓋間の空間に充填されているヘリウムガスが蓋間の圧力を一定とした条件下で使用

済燃料集合体を内封する空間側に漏えいし，かつ，燃料被覆管からの核分裂生成ガス

の放出を仮定しても，使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持できるように

設定し，その漏えい率を満足していることを気密漏えい検査により確認する。 

なお，蓋間の圧力が徐々に低下する場合には，適宜，蓋間空間にヘリウムガスを再

充填する。その際，累積のヘリウム充填量を管理し，過剰な充填とならないようにす

る。 

(4) 金属キャスクは，万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して，三次蓋を追加装着で

きる構造を有する。 
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4. 閉じ込め機能の監視の設計方針 前回申請に同じ 

金属キャスクの閉じ込め機能が確保されていることを適切に監視するため，金属

キャスクの蓋間圧力を測定するとともに，監視盤室に表示，記録する。 

蓋間圧力が基準設定値より低下したときは，監視盤室及び事務建屋に警報を発する

ようにする。 

蓋間圧力検出器は，点検中及び不具合時においても蓋間圧力を測定できるよう二系

統設ける。 
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5. 閉じ込め機能の異常を考慮した設計の方針 

蓋間の圧力に異常が生じた場合でも，あらかじめ金属キャスク内部を負圧に維持す

るとともに，蓋間の圧力を正圧としているため，内部の気体が外部に流出することは

ない。 

蓋間圧力の監視により蓋間の圧力が急激に低下し，閉じ込め機能に異常が認められ

た場合，以下のとおり対応する。 

(1) 圧力監視系の点検を行い，圧力監視系からの漏えいが認められた場合には，漏えい

箇所の特定を行い，当該箇所を修復の上貯蔵を継続する。 

(2) 圧力監視系に漏えいがなく，金属ガスケットの漏えいと考えられる場合には，二次

蓋金属ガスケットの漏えい試験を行う。漏えい試験の結果，二次蓋に漏えいが認めら

れた場合には，金属キャスク内部が負圧に維持されていることを間接的に確認し，さ

らに，蓋間圧力の低下の状況及び測定した二次蓋漏えい率より一次蓋の健全性を確

認の上，二次蓋の金属ガスケットを交換し，閉じ込め機能を修復して貯蔵を継続する。 

(3) 二次蓋金属ガスケットの漏えい試験の結果，二次蓋に漏えいが認められず，一次蓋

の閉じ込め機能が異常であると考えられる場合には，契約先である原子炉設置者に

よる搬出に向け，金属キャスクに三次蓋を追加装着した状態で適切に保管する。 

閉じ込め機能の異常時の対応手順の方針を図 5－1 に示す。 
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6. 閉じ込め性能評価の方針 前回申請に同じ 

金属キャスクの閉じ込め評価フローを図 6－1 に示す。金属キャスクの閉じ込め性能

評価においては，以下の考え方に基づき評価する。 

(1) 閉じ込め性能評価では，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期

間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間（以下「設計評価期間」という。）にわ

たって金属キャスク内部の負圧を維持できる漏えい率（基準漏えい率）を求める。 

(2) 漏えい率は，シールされる流体，シール部温度及び漏えいの上流側と下流側の圧力

に依存する。したがって，金属キャスク内部圧力変化は，蓋間圧力と金属キャスク内

部圧力の圧力差のもとで，ある漏えい率をもつシール部を通して金属キャスク内部

へ流入する気体の漏えい量を積分することによって求められる。 

(3) 金属キャスクの閉じ込め評価の基準となる基準漏えい率は，設計評価期間にわたっ

て金属キャスク内部の負圧が維持できるよう設定され，使用する金属ガスケットが

確保可能な閉じ込め性能を満足していることを確認する。 

(4) 基準漏えい率を求めるに当たっては，金属キャスク内部の圧力を保守的に評価す

るため，蓋間圧力は一定とし，蓋間空間のガスは一次蓋から金属キャスク内部側にの

み漏えいするものとして漏えい率の計算を行う。また，大気圧は，気象変化による圧

力変動を考慮した値 9.7×104 Pa を用いる。金属キャスク内部空間の圧力の算定にお

いては，使用済燃料の破損率として，米国の使用済燃料の乾式貯蔵中における漏えい

燃料発生率（約 0.01％）及び日本の軽水炉における漏えい燃料発生率（0.01％以下）

を考慮し，保守的な値として 0.1％を想定する。 

(5) なお，発電所搬出前の気密漏えい検査で確認される漏えい率の判定基準（リークテ

スト判定基準）は，基準漏えい率を下回るように設定する。 
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図 5－1 閉じ込め機能異常時の対応手順の方針

一次蓋健全 
（二次蓋からの漏えい） 

施設外に搬出 修復後健全性を確認の上，監視を継続 

【閉じ込め機能の修復】 

・ 二次蓋金属ガスケット交換 

・ 二次蓋再取付け 

・ 蓋間空間加圧 

・ 二次蓋漏えい検査 

 

漏えいあり 

【閉じ込め境界形成】 
・ 三次蓋取付け 
・ 三次蓋漏えい検査 

【一次蓋健全性評価】 
・二次蓋リークテスト 
・キャスク内部負圧 

評価 

圧力監視系の修復，

取替え 

漏えいなし 

 
圧力監視系の漏えい 

二次蓋開放 

一次蓋からの

漏えい可能性

あり 

蓋間圧力の急激な低下 

・破線部は，原子炉設置者の対応を示す。 
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図 6－1 金属キャスクの閉じ込め評価フロー 

評価期間 

金属キャスク内部初期温度 
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添付 2－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

 



 

 

 

 

 

 

 

添付2－1－1 金属キャスクの閉じ込めの機能に関する説明書 

（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 
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1. 設計方針 

 閉じ込めの機能に関する設計方針については，添付 2「使用済燃料等の閉じ込めに関

する説明書」のとおりである。 

 

2. 閉じ込め設計 

金属キャスクの閉じ込め構造を第 1 図に，シール部詳細を第 2 図に，金属ガスケッ

ト構造を第 3 図に，蓋間圧力監視装置の構成を第 4 図に示す。 

 

3. 閉じ込め性能評価結果 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）の基準漏えい率を評価した結果，別添 1のとお

り 2.4×10-6  Pa･m3/s となる。 

金属ガスケットの性能は，金属キャスクのシール部は比較的高温下にあるため，長期

貯蔵中のクリープによる金属ガスケットの応力緩和を考慮した上で評価する必要がある。

応力緩和による漏えい率の影響については，（一財）電力中央研究所で実施の長期密封性

能試験結果を通じて，金属ガスケットの漏えい率とラーソンミラーパラメータ（以下「Ｌ

ＭＰ」という。）の関係として第 5図に整理されている。 

金属キャスクの除熱評価における金属ガスケット部の制限温度は 130 ℃としており，

設計評価期間(60 年間)を考慮したＬＭＰは第 5 図（破線）に示す。 

第 5 図より，金属ガスケットのＬＭＰが約 11×103 を超えないように設計すれば，応

力緩和を考慮しても初期の漏えい率が維持でき，設計評価期間を通じて 10-10 Pa･m3/s 以

下を確保できるとの結果が得られている。 

更に，第 6図に示す（一財）電力中央研究所で実施の実規模のキャスクの蓋モデルに

よる長期密封性能試験結果において，試験開始から 19年以上（平成 2年 10 月から平成

22 年 1 月）経過した二次蓋閉じ込め部の漏えい率に変化はなく，試験開始時と同等の閉

じ込め性能を保持することが確認されている。また，東海第二発電所の乾式貯蔵容器の

調査において，約 7年間経過した金属ガスケットの一次蓋密封性能は，貯蔵初期と同程

度（10-10 Pa･m3/s 程度）の知見が得られている１）。 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）で使用する金属ガスケットの設計漏えい率は，

使用環境を考慮しても基準漏えい率（2.4×10-6 Pa･m3/s）を満足する。（別添 2参照） 

なお，実際に使用する一次蓋，二次蓋の金属ガスケットが所定の漏えい率を満足する

ことについては，発電所搬出前の気密漏えい検査において，基準漏えい率を下回るよう

に設定したリークテスト判定基準を満足することによって確認する。 
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第 1図 金属キャスクの閉じ込め構造 

  

閉じ込め境界 

バルブカバー 

一次蓋 

本体胴 

一次蓋貫通孔 
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第 2図 金属キャスクのシール部詳細 

 

 

  

閉じ込め境界(負圧：0.08 MPa(初期圧)) 

閉じ込め監視圧力境界(正圧：0.41 MPa(初期圧)) 

圧力センサ 

バルブカバー 

本体胴 

一次蓋

金属ガスケット 

二次蓋 
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第 3図 金属ガスケット構造 

  

外被材（アルミニウム） 

内被材（インコネル） 

コイルスプリング（インコネル） 

断面イメージ 
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第 4図 蓋間圧力監視装置の構成 
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LMP = T・(20 ＋ log t) 

T：温度（K） 

t：時間（h） 

 

第 5図 金属ガスケットの漏えい率とＬＭＰ 2) 

     （130℃，60 年間のＬＭＰ＝10.4×103） 
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第 6図 金属ガスケット（二次蓋）の長期密封性能試験結果（漏えい率の経時変化）3) 
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別添 1 

基準漏えい率の評価方法とその結果 

 

1. 評価方法 

金属キャスクの基準漏えい率計算フローを別添 1－1 図に示す。ＢＷＲ用大型キャ

スク（タイプ２Ａ）の評価条件を別添 1－1 表に示す。（添付 1 参照） 

① 金属キャスクの閉じ込め境界の漏えい率 Q0 を設定する。この漏えい率は，使用

済燃料集合体の貯蔵開始時のシール部圧力，温度条件での金属キャスクの閉じ込

め境界（一次蓋）全箇所からの漏えい率の合計値として設定する。 

② 金属キャスク内部圧力の変化は，ボイル・シャルルの法則に基づき，以下のよう

に求める。 

T

Td
•

Vd

Q
=

dt

dPd
 ②－1 

ここで， 

 dPd ：金属キャスク内部圧力の変化（Pa） 

 Td ：金属キャスク内部代表温度（K） 

 Q ：金属キャスク内部圧力 Pd のときのシール部の  

漏えい率（Pa・m3/s） 

 T ：シール部の代表温度（K） 

 Vd ：金属キャスク内空間容積（m3） 

 t ：時間（s） 

また，ここで漏えい率 Q は以下のクヌッセンの式で求められる。 

Pa•L = Q  

Pd)-(Pu•Fm)+(Fe = L  

μ•a

D
×

128

π
= Fe

4
0

                  ②－2 

Pa•a
M

T
D

×
6

R•2π
=Fm 

3
0

0
           

ここで， 

 Q ：漏えい率（Pa・m3/s） 

 L ：圧力 Pa における体積漏えい率（m3/s） 

 Fe ：連続流の流動伝導係数（m3/（Pa・s）） 

 Fm ：自由分子流の流動伝導係数（m3/（Pa・s）） 

 Pu ：上流側の圧力（Pa） 

 Pd ：下流側の圧力（Pa） 

 D0 ：漏えい孔径(ｍ)（②－2 式で，初期内部圧力 Pd0，初期漏

えい率 Q0として求める。） 

 a ：漏えい孔長（ｍ） 
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 Pa ：流れの平均圧力（Pa），Pa=(Pu+Pd)/2 

 μ ：ガスの粘性係数（Pa・s） 

 T ：ガスの温度（K） 

 M ：ガスの分子量（kg/mol） 

 R0 ：ガス定数（8.314472 J/(mol K)） 

このクヌッセンの式は，次のようにして用いる。 

金属キャスクの初期内部圧力が Pd0，蓋間圧力が Pu0，シール部の代表温度が T0

のときの初期漏えい率が Q0 であるとし，クヌッセンの式にこれらの値を代入して

相当漏えい孔径 D0を求める。同じシールにおいて内部圧力が Pd1，蓋間圧力が Pu1，

シール部の代表温度が T1に変化したときの漏えい率 Q1は，相当漏えい孔径 D0が変

化しないものとして，クヌッセンの式にこれら圧力，温度を代入して求めることが

できる。 

③ 金属キャスク初期内部圧力 Pd0，蓋間圧力一定として，②－1 の式を時間 t で積

分することにより，ある時間 t における金属キャスク内部圧力 Pd を求める。 

④ ③により求めた設計評価期間経過後の金属キャスク内部圧力 Pdf が正圧の場合

はより小さな漏えい率 Q0 を，負圧の場合はより大きい漏えい率 Q0を設定して，①

～③を繰り返す。設計評価期間経過後の金属キャスク内部圧力が使用済燃料の破損

（0.1％）（添付２参照）によるガス放出に伴う圧力上昇分を考慮し，大気圧となる

相当漏えい孔径 D０を求める。なお，大気圧は標準大気圧（101325 Pa（0.101 MPa））

から気象変化による圧力変動を考慮した値 9.7×104 Pa abs を用いる。 

⑤ D０より②－2 式を用いて，基準漏えい率 Qs を求める。基準漏えい率は，標準状

態における漏えい率に換算する。 

⑥ リークテスト判定基準としては，設計評価期間経過後にさらに蓋間空間ガスの流

入を仮定してもＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）内部圧力が負圧に維持できる

ように設定する。 

 

2. 評価結果 

「1. 評価方法」に基づき評価した結果，別添 1－2 表のとおり，ＢＷＲ用大型キャ

スク（タイプ２Ａ）の基準漏えい率は，2.4×10-6 Pa･m3/s，リークテスト判定基準は

1.6×10-6 Pa･m3/s となる。 
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金属キャスク仕様 

金属キャスク内部空間

容積，内部流体， 

ガスケット部寸法 

貯蔵時 

条件 

金属キャスク内部及び蓋間

空間の初期圧力，初期温度， 

設計評価期間 

設計評価期間後の内部圧力 Pd(t)の積分計算＊１＊２ 

漏えい率 Q0（漏えい孔径 D0）の設定 

基準漏えい率 Qs の計算＊１ 

＊１：クヌッセンの式に基づく計算 

＊２：ボイル・シャルルの法則に基づく計算 

別添 1－1図 基準漏えい率計算フロー 

Pd(t)=大気圧 

YES 

NO 
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添付 1 

基準漏えい率の評価の詳細 

 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）の基準漏えい率及びリークテスト判定基準の評価

の詳細を以下に示す。 

金属キャスクの閉じ込め評価の基準となる基準漏えい率は，設計評価期間中に金属キャ

スク内部の負圧が維持できる漏えい率として定義される。したがって，設計評価期間後に

金属キャスク内部圧力が大気圧となるシール部の漏えい率が基準漏えい率である。 

漏えい率は，日本原子力学会標準１）に基づき，以下の①，②式から求めている。時間dt

の間に金属キャスク内部の圧力がdPdだけ変化する漏えい率をQとすれば，金属キャスク内

空間容積は一定であることから，金属キャスク内部圧力の時間変化は，温度の違いを考慮

してボイル・シャルルの法則により次式で与えられる。 

T

Td
•

Vd

Q
=

dt

dPd
 

ここで， 

   dPd：金属キャスク内部圧力の変化（Pa） 

   Td ：金属キャスク内部代表温度（K） 

   Q ：金属キャスク内部圧力Pdのときのシール部の漏えい率（Pa･m3/s） 

   T ：シール部の代表温度（K）  

   Vd ：金属キャスク内空間容積（m3） 

   t  ：時間（s） 

 

また，漏えい率Qは以下のクヌッセンの式で求められる。 

Pa•L = Q  

Pd)-(Pu•Fm)+(Fe = L  

μ•a

D
×

128

π
= Fe

4
0

              

Pa•a
M

T
D

×
6

R•2π
=Fm 

3
0

0
 

 

ここで， 

Q ： 漏えい率（Pa･m3/s） 

L ： 圧力Paにおける体積漏えい率（m3/s） 

Fe ： 連続流の流動伝導係数（m3/(Pa･s)） 

Fm ： 自由分子流の流動伝導係数（m3/(Pa･s)） 

Pu ： 上流側の圧力（Pa） 

② 

① 









 

 17 

参考文献 

1) (一社)日本原子力学会，「日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属

キャスクの安全設計及び検査基準：2010」（AESJ-SC-F002：2010），(一社)日本原子

力学会，（2010 年 7 月） 

2) (一社)日本機械学会, 「伝熱工学資料 改訂第 4版」，(一社)日本機械学会 

3) 「国立天文台編 理科年表 平成 19 年」, 丸善(株)，（2006） 

4) (一社)日本原子力学会，「日本原子力学会標準 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高

レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2013」（AESJ-SC-F006：2013），

(一社)日本原子力学会，（2014 年 11 月） 

  



 

 18 

添付2 

使用済燃料の破損の仮定について 

 

閉じ込め性能評価での基準漏えい率の算出に当たっては，日本原子力学会標準1）に基づ

き使用済燃料破損率0.1％を用いている。使用済燃料破損率0.1％は，米国の使用済燃料の

乾式貯蔵中における漏えい燃料の発生率（約0.01％）と日本の軽水炉における漏えい燃料

発生率（約0.01％以下）を考慮し保守的な値として定めたものである。 

 

1. 米国の漏えい燃料発生率(約0.01％)について1） 

米国にて実施された使用済燃料の長期貯蔵時の健全性試験の結果，通常燃料を貯蔵し

た場合に２本の燃料棒に漏えいが生じていたとPNNL-115762）により報告されている。試

験対象の燃料棒は約16700本であることから，燃料の破損率を約0.01％としている。 

 

2. 日本の軽水炉における漏えい燃料発生率(0.01％以下)について1） 

日本においては，発電所内の貯蔵容器の抜取調査では，燃料の漏えいは認められてい

ないが，運転中の漏えい燃料発生確率は，ＢＷＲ燃料で約0.01％(添付2－1図参照:東京

電力ホールディングス株式会社の集計データ)，ＰＷＲ燃料で約0.002％(添付2－2図参

照: 関西電力株式会社の集計データ)である。 

米国の基準では，NRC発行のInterim Staff Guidance (ISG)-13）「機能に基づく中間貯

蔵及び輸送における使用済燃料の状態分類」に規定されているとおり，ピンホールやヘ

アクラックのある漏えい燃料であっても非損傷燃料として扱っており，このような使用

済燃料についてあらかじめ収納されることを考慮している（添付2－3図参照）。 

一方，我が国においては，金属キャスクで貯蔵する使用済燃料集合体は健全性を確保

した使用済燃料集合体であり，金属キャスクに収納する時点において，健全であること

を，運転中のデータ，シッピング検査等により確認することとしており，漏えい燃料は

収納されることはない。 
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添付2－1図 国内のＢＷＲ燃料の破損実績1) 

 

 

添付2－2図 国内のＰＷＲ燃料の破損実績1) 
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添付 2－3 図 米国における使用済燃料の状態分類 3) 

健全燃料 
ピンホール及びヘアクラック燃料 
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別添 2 

金属ガスケットの性能について 

 

1. 漏えい率とラーソンミラーパラメータとの関係 

(一財)電力中央研究所で実施された金属ガスケットの長期密封性能試験の結果と

して，初期の密封性能が保持できる温度と時間が整理されている。漏えい率とラーソ

ンミラーパラメータ(以下「ＬＭＰ」という。)の関係は，材料定数Ｃ＝20として別添

2－1図のとおりとなっている。金属キャスクの除熱評価における制限温度は130 ℃

であり，初期温度を130℃として，崩壊熱の減衰を無視して，ＬＭＰが11×103となる

時間を求めると約2,000年となる。 

 

2. 金属ガスケットの断面径，直径等の影響 

（一財）電力中央研究所での長期密封性能試験の金属ガスケット仕様及びリサイクル

燃料備蓄センターで使用する金属ガスケット仕様の比較を別添 2－1 表に示す。併せて，

参考として使用済燃料集合体の所内での乾式貯蔵の実績がある東京電力ホールディング

ス(株)福島第一原子力発電所，日本原子力発電(株)東海第二発電所で使用されている金

属ガスケットの仕様も示す。 

以下のとおり一部相違点はあるが，リサイクル燃料備蓄センターで使用する金属ガス

ケットについては，金属キャスクの使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持でき

る閉じ込め性能を有する。 

(1) 金属ガスケットのタイプと材質 

リサイクル燃料備蓄センターで使用する金属キャスクに適用される金属ガスケッ

トのタイプと材質は，（一財）電力中央研究所の長期密封性能試験 1)，2)，3)の金属ガス

ケットと同じである。 

(2) 断面径の違い 

（一財）電力中央研究所での長期密封性能試験 1)，2)によれば，断面径 5.5 mm の金

属ガスケットにおいて，初期の閉じ込め性能を保持できる限界のＬＭＰは 11.0×

103とされている。 

また，（一財）電力中央研究所での実規模のキャスク蓋部モデルによる長期密封性

能試験 3)によれば，断面径 6.1 mm の金属ガスケットにおいて，温度が 130～140℃一

定に保たれた状態で，19 年以上にわたって漏えい率がほとんど変化しないことが確

認されている。（別添 2－2 図参照） 

金属ガスケットによる気密性は，ボルトによる蓋とフランジの締付けで圧縮された

金属ガスケットの外被がガスケット内部のコイルスプリングの反力によって蓋及び

本体胴フランジに密着することで確保される。コイルスプリングは締め付けにより楕

円変形する。したがって，断面径が大きいほどフランジへの外被の密着面積は広範囲

に得られる。断面径の違いについては，原子力発電技術機構で行われた断面径 10 mm，

3.3 mm，2 mm の金属ガスケットの密封性能試験 4)において，断面径が大きいものほど

高いＬＭＰ値まで漏れにくい傾向があることが報告されている。 
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また，原子力発電技術機構で行った断面径10 mmの金属ガスケットの密封性能試験 4)で

は，ＬＭＰが11.9×103までにおいて，この間で漏えいの有意な増加がないことが確認さ

れている。（別添2－3図参照） 

リサイクル燃料備蓄センターで使用する金属ガスケットの断面径は 5.6 mm，10 mm

であり，（一財）電力中央研究所の試験と同等の閉じ込め性能を有する。 

(3) 直径（フープ径）の違い 

金属ガスケットの直径（フープ径）においては，ガスケットの周方向に同一の漏え

い孔が等間隔に存在すると考えれば，漏えい率はガスケットの周長に比例する。 

（一財）電力中央研究所の密封性能試験に関する論文 1)には，フープ径を縮尺した

ガスケット試験の漏えい率及び実機模レベルのガスケットの漏えい率の比較から，漏

えい率は周長比に比例するとの考えが示され，また，原子力発電技術機構の密封性能

試験に関する報告書 5)にも，漏えい率は，試験と実機との相関は周長比で補正する必

要があることが示されている。 

リサイクル備蓄センターで使用する金属ガスケットは漏えい率が周長に比例する

ことを考慮しても，十分な閉じ込め性能を有する。なお，（一財）電力中央研究所の

実規模キャスク蓋部モデル試験の漏えい率を周長比倍した結果を評価例に示す。 
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（評価例）周長比倍の漏えい率 

（一財）電力

中央研究所の

金属ガスケッ

ト（mm） 

リサイクル燃料

備蓄センターで

使用予定の金属

ガスケット（mm） 

周長比注 1) 

（％） 

最大漏えい率 

（Pa・m3/s） 

（参考） 

基準漏えい率 

（Pa・m3/s） 

Di 1767 Di 約 1950 約 110 
   6.51×10-10 

⇒約 7.2 ×10-10 
2.4×10-6 

注 1：リサイクル燃料備蓄センターで使用予定の金属ガスケットと（一財）電力中央   

研究所の実規模キャスク蓋部モデル試験で使用の金属ガスケットの周長比 
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別添 2－1 図 金属ガスケット塑性変形率及び漏えい率とＬＭＰの関係 2) 

（φ5.5 Al 外被ガスケット）  

10-7 

10-8 

10-9 

10-10 

10-11 

10-12 

（Pa・m3/s) 

 11.091 
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別添2－1表 金属ガスケット仕様比較 

                                                        （参考） 

項  目 

（一財）電力中央研究所の 

長期密封性能試験 

リサイクル燃料備蓄センタ－ 相違点に対する評価 

 

項  目 

東京電力ホールディングス 

(株)福島第一原子力発電所 日本原子力発電(株) 

東海第二発電所 
試験 1)，2） 実規模 3) 

 乾式貯蔵キャスク
(大型) 

乾式貯蔵キャスク
(中型) 

タイプ 二重被覆コイルスプリング型中空金
属ガスケット 

二重被覆コイルスプリング型中
空金属ガスケット 

相違なし  
タイプ 

二重被覆コイルスプリング型中空金属ガ
スケット 

二重被覆コイルスプリング型中
空金属ガスケット 

材 質 
外 被：アルミニウム合金 
内 被：ニッケル基合金 
スプリング：ニッケル基合金 

外 被：アルミニウム合金 
内 被：ニッケル基合金 
スプリング：ニッケル基合金 

相違なし  

材 質 
外 被：アルミニウム合金 
内 被：ニッケル基合金 
スプリング：ニッケル基合金 

外 被：アルミニウム合金 
内 被：ニッケル基合金 
スプリング：ニッケル基合金 

断面径H 
（mm） 

一次蓋 

5.5 
（部位の区分 

はない） 

－ 10 

断面径が大きいほどフランジへの外
被の密着面積は広範囲に得られる。
断面径が大きいものほど高いＬＭＰ
値まで漏れにくい傾向にある。また，
原子力発電技術機構で行った断面径
10 mm の金属ガスケットの密封性能
試験では，ＬＭＰが 11.9×103 まで
において，漏えいの有意な増加がな
いことが確認されている 4)。 

 

断面径H 
（mm） 

一次蓋 6.1      6.1 

二次蓋 6.1 10 二次蓋 6.1      6.1 

バルブ 

カバー 
－    5.6 

 
バルブ 
カバー等 

4.0      4.0 

直 径Di 
（mm） 

一次蓋 
176 

（単線径） 
（部位の区分 

はない） 

－ ～ 1700程度 

漏えい率を周長比倍しても貯蔵中に
要求される閉じ込め性能を充分満足
できるレベルである。 

 

直 径Di 
（mm） 

一次蓋 1497 1277 1600 

二次蓋 1767 ～ 1950程度 
 

二次蓋 1947 1727 1840 

バルブ 
カバー 

－ ～  100程度 
 バルブ 

カバー等 
  82   82   93 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Di 

A A’ 

断面径 H 直径Di 

金属ガスケットイメージ図 

A-A’ 
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別添 2－2図 実機大のキャスク蓋部モデルを使用した長期密封試験 3) 

（φ6.1 Al 外被ガスケット） 

二次蓋ガスケット部 
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別添 2－3図 金属ガスケット塑性変形率及び漏えい率とＬＭＰの関係 4) 

（φ10 Al 外被ガスケット） 
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1. 概要 前回申請に同じ 

本資料は，使用済燃料貯蔵施設の除熱に関する設計方針が，「使用済燃料貯蔵施設の技

術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 16 条（除熱）に適合すること

を説明するものである。 

除熱に関する設計結果は「添付 3－1 金属キャスクの除熱に関する説明書」及び「添

付 3－2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書」に示す。 

 

  



 

2 

 
3 

2. 除熱（金属キャスク） 前回申請に同じ 

2.1 基本設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵建屋に給気口及び排気口を設け，通風力を

利用した自然換気方式により動力を用いないで使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去

できるよう，次の方針に基づき設計を行う。 

(1) 金属キャスクは，使用済燃料集合体の健全性を維持する観点から，使用済燃料集合

体の崩壊熱を金属キャスク表面に伝え，周囲空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝達するこ

とにより除去できる設計とする。 

燃料被覆管の温度は，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る期間等

を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じて使用済燃料集合体の健全性を維持す

る観点から，燃料被覆管の累積クリープ量が１％を超えない温度，照射硬化の回復現

象により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再配向に

よる燃料被覆管の機械的特性の低下が生じない温度以下となるように制限する。 

(2) 金属キャスクは，基本的安全機能を維持する観点から，設計貯蔵期間（50 年間）に

加えて事業所外運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間を通じてそ

の構成部材の健全性が保たれる温度範囲にあるよう設計する。 

(3) 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，除熱機能に関する評価

で考慮した使用済燃料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を逸脱しないよ

う，契約先である原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上

必要な条件を満足していることを，記録により確認する。 
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2.2 除熱設計の方針 

(1) 使用済燃料集合体の収納の考え方 

除熱機能維持の観点から，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外運搬に係る

期間等を考慮した十分な余裕を有する 60年間を通じて燃料被覆管の温度を低く保つ

ことができる設計とし，使用済燃料集合体の収納条件は以下のとおりである。使用済

燃料集合体の収納作業は，契約先である原子炉設置者が実施することから，原子炉設

置者に対して，収納条件を満足した作業の実施，作業記録の作成，収納配置の確認を

求める。 

ａ．金属キャスクには，原子炉内での運転中のデータ，シッピング検査等により健全

であることを確認した使用済燃料集合体を収納する。 

ｂ．金属キャスクは，使用済燃料集合体収納時にその内部を真空乾燥し，不活性ガス

であるヘリウムガスを封入する。その際，燃料被覆管の制限温度を上回らないよ

うに運用管理するとともに乾燥作業時のクリプトンガスのモニタリングにより

燃料被覆管から漏えいのないことを確認する。 

ｃ．金属キャスクには，貯蔵する燃料仕様，最大崩壊熱量等を満足するように使用済

燃料集合体を収納するとともに必要に応じて収納配置等を管理する。 

(2) 除熱構造の設計方針 

金属キャスクは，除熱のために以下の設計上の配慮を行う。 

ａ．金属キャスクの内部には，強度部材のバスケットプレート（ボロン添加ステンレ

ス鋼）と熱伝導率の高い伝熱プレート（アルミニウム合金）で構成されたバス

ケットを設け，その中に使用済燃料集合体を収納する。 

ｂ．金属キャスク内における使用済燃料集合体を内封する空間には，熱伝導率の高い

ヘリウムガスを充填し，熱伝達を高める。 

ｃ．熱伝導率の低い中性子遮蔽材（レジン）の側部胴体内部には，炭素鋼及び銅から

なる伝熱フィンを設け，熱伝導性能を向上させる。 

ｄ．除熱機能の監視のため，金属キャスクの表面温度を測定する。 

(3) 除熱解析の方針 

金属キャスクが使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去する設計であることを以

下の方法により解析する。 

除熱解析フローを図 2－1 に示す。 

ａ．伝熱形態の考え方 

使用済燃料集合体から発生した崩壊熱は，バスケットからヘリウムガス等の

伝導及び輻射により金属キャスク表面に伝えられ，対流及び輻射により金属キャ

スク周囲の空気，使用済燃料貯蔵建屋に伝えられる。さらに金属キャスク本体胴

の外側には中性子遮蔽材が設けられ，レジンのような熱伝導率の低い中性子遮

蔽材を用いる場合は伝熱フィンを設け，伝熱性能を向上させる。なお，ヘリウム

ガス対流効果による金属キャスク端部付近温度への影響は比較的小さいため，

評価上は対流を考慮していない。具体的な伝熱形態の考え方を図 2－2 に示す。 
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ｂ．使用済燃料集合体の崩壊熱評価方法 

使用済燃料集合体の崩壊熱は，燃料型式，燃焼度，濃縮度，冷却年数等を条件

として燃焼計算コードＯＲＩＧＥＮ２を使用して核種の生成，崩壊及びそれに

基づく発熱量を計算する。 

ここで，金属キャスクに収納できる使用済燃料集合体の崩壊熱量の総量を最

大崩壊熱量とし，除熱設計上，保守的に使用済燃料集合体の軸方向の燃焼度分布

を考慮した崩壊熱量を設計崩壊熱量とする。 

ｃ．金属キャスク各部の温度評価方針 

金属キャスクの各部の温度は，使用済燃料集合体の崩壊熱及び金属キャスク

周囲温度等を条件として，金属キャスクの実形状をモデル化し，有限要素法コー

ドＡＢＡＱＵＳを使用して求める。 

ｄ．燃料被覆管の温度解析方針 

燃料被覆管の温度は，使用済燃料集合体の崩壊熱と輪切りモデルで求められ

たチャンネルボックス又はバスケットの温度を条件として，使用済燃料集合体

及びチャンネルボックス又はバスケットの実形状をモデル化し，有限要素法コー

ドＡＢＡＱＵＳを使用して求める。 
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図 2－1 金属キャスクの除熱解析フロー  

使用済燃料 

集合体仕様 
種類，燃焼度，濃縮度，冷却期間等 

崩壊熱評価 燃焼計算コード（ＯＲＩＧＥＮ２） 

崩壊熱量 

金属キャスク

仕様 

構造 

材料 

配列 

使用済燃料

貯蔵建屋 

境界条件 

周囲温度 

壁面温度 

金属キャスク 

熱解析条件 

金属キャスク熱解析モデル 

燃料被覆管熱解析モデル 
解析モデル 

伝熱解析コード（ＡＢＡＱＵＳ） 伝熱解析 

評  価  項  目 

金属キャスク構成部材温度 燃料被覆管温度 

金属キャスクの構成部材 

制限温度以下 

燃料被覆管 

制限温度以下 
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図 2－2 金属キャスクの伝熱形態の考え方 

 

  

バスケットプレート 

伝熱フィン 

燃料集合体 

本体胴 

チャンネルボックス 

伝熱プレート 

対流 

伝導 

輻射 

バスケットプレート 

チャンネルボックス 
燃料棒 

中性子遮蔽材 
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3. 除熱（使用済燃料貯蔵建屋） 前回申請に同じ 

3.1 基本設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵建屋に給気口及び排気口を設け，通風力を利

用した自然換気方式により動力を用いないで使用済燃料等の崩壊熱を適切に除去できる

よう，次の方針に基づき設計を行う。 

(1) 使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスクの表面からの除熱を維持する観点から，使用

済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を低く保つことができる設計とする。なお，使用済燃

料貯蔵建屋内の雰囲気温度は計測設備等の電気品の性能維持を考慮するとともに，

コンクリート温度はコンクリートの基本特性に影響を及ぼさないよう，また構造材

としての健全性を維持するよう考慮する。給気口及び排気口は，積雪及び降下火砕物

により閉塞しないよう設計する。 
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3.2 除熱設計の方針 

(1) 除熱構造の考え方 

使用済燃料貯蔵建屋は，金属キャスク表面からの除熱を維持する観点から使用済

燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を低く保つこと及び遮蔽機能を担うための健全性を

維持することから，以下の設計上の配慮を行う。 

ａ．使用済燃料貯蔵建屋の受入れ区域及び貯蔵区域には，給気口及び排気口を設け，

金属キャスク表面から金属キャスク周囲の空気に伝えられた熱を，その熱量に

応じて生じる空気の通風力を利用して使用済燃料貯蔵建屋外へ放散できる構造

とする。 

ｂ．適切な通風力を得るため，貯蔵区域の排気口及び受入れ区域の排気口は十分高所

に設ける。 

ｃ．給気口及び排気口には，それぞれ温度検出器を配置して使用済燃料貯蔵建屋の給

排気温度を測定することにより，除熱機能が維持されていることを監視する。 

ｄ．給気口は，むつ特別地域気象観測所の最大積雪量に対し十分裕度のある，地上高

さに設ける。 

ｅ．貯蔵区域において，金属キャスクが設置されていない区画については，夏季に使

用済燃料貯蔵建屋内で発生する結露対策として，給気口を閉止する運用とする。 

(2) 金属キャスクの配置制限の考え方 

使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域における計測設備等の電気品の性能維持を考慮

し，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度が，汎用電気品が使用可能なように考慮し

た温度,コンクリートの基本特性に大きな影響を及ぼすような自由水の逸散が生じ

ない温度,構造材としての健全性を維持するための温度を考慮し，使用済燃料貯蔵建

屋のコンクリート温度が物性値に大きな影響を与えない温度以下に保たれるよう，

金属キャスクを配置する設計とする。 

(3) 除熱解析の方針 

使用済燃料貯蔵建屋は，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を低く保つことがで

きる設計であること及びコンクリート温度をその遮蔽能力が損なわれない温度以

下に保つことができる設計であることを以下の方法により評価する。 

ａ．伝熱形態の考え方 

使用済燃料貯蔵建屋における伝熱形態は次のとおりである。 

(a) 金属キャスク表面に伝えられた崩壊熱の殆どは，伝導及び対流により金属

キャスク周囲の空気へ伝えられるが，一部は，輻射及び貯蔵架台を介しての伝導

により使用済燃料貯蔵建屋へ伝えられる。 

(b) 使用済燃料貯蔵建屋へ伝わった熱は，躯体の伝導及び対流により外部（大気あ

るいは地中）に放出されるか，あるいは伝導及び対流により使用済燃料貯蔵建屋

内空気に伝わり，自然換気により大気に放出される。 

ｂ．評価方針 

上記伝熱形態を踏まえ，使用済燃料貯蔵建屋の除熱評価においては，使用済燃料

貯蔵建屋及び金属キャスクを一次元又は三次元で適切にモデル化し，一次元熱計
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算により使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を，三次元熱流動解析コードＦＬＵ

ＥＮＴ6.2 を用いて使用済燃料貯蔵建屋のコンクリート温度を評価する。 

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度の評価に当たっては，使用済燃料集合体の

崩壊熱が全て金属キャスク周囲の空気に伝わるよう設定し，使用済燃料貯蔵建屋

コンクリート温度の評価に当たっては，使用済燃料貯蔵建屋外壁を断熱とする。 

使用済燃料貯蔵建屋の除熱評価フローを図 3－1に示す。 

(a) 一次元熱計算 

金属キャスク表面に伝えられた崩壊熱のすべてが周囲空気に移行するもの

として使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を算出する方針とする（図 3－2 参

照）。 

(b) 三次元熱流動解析 

図 3－3 に示した伝熱形態の考え方で模擬するため，三次元熱流動解析コー

ドＦＬＵＥＮＴ6.2 を用いて，伝導，対流，輻射が共存する場の支配方程式を

解き使用済燃料貯蔵建屋躯体温度を評価する方針とする。 
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図 3－1 使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析フロー  

評  価  項  目 

一次元熱計算 

使用済燃料貯蔵建屋

及び金属キャスクの

一次元モデル 

崩壊熱評価 

使用済燃料 

集合体仕様 
種類，燃焼度，濃縮度，冷却期間等 

燃焼計算コード（ＯＲＩＧＥＮ２） 

解析モデル 

使用済燃料貯蔵建屋熱解析条件（給気温度等） 

使用済燃料貯蔵建屋内の 

雰囲気温度 45℃以下 

使用済燃料貯蔵建屋の 

コンクリート温度 65℃以下 

解析 

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度 
使 用 済 燃 料 貯 蔵 建 屋 

コンクリート温度 

使用済燃料貯蔵建屋

及び金属キャスク三

次元モデル 

解析モデル 

三次元熱流動 

解析コード 

（ＦＬＵＥＮＴ6.2） 

解析 

崩壊熱量 
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図 3－2 一次元熱計算における使用済燃料貯蔵建屋 

の伝熱形態の考え方 

熱の移動 

冷却空気の流れ 

 

金属キャスクの発熱量が

全て周囲空気へ移行 

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度

は，最も温度が高くなる排気温度で評価 
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図 3－3 三次元熱流動解析における使用済燃料貯蔵建屋の 

伝熱形態の考え方 

 

輻射 

対流

伝導

ふく射

冷却空気の流れ

断熱境界

建屋内の伝熱形態を全て
模擬して躯体温度等を評価

輻射 



 

 

 

 

 

 

 

 

添付 3－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

添付 3－1－1 金属キャスクの除熱に関する説明書 

        （ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 
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（別 添） 

別添 1 金属キャスクの除熱解析モデルについて 

別添 2 使用済燃料集合体の崩壊熱評価 
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1. 設計方針 

金属キャスクによる使用済燃料の除熱に関する設計方針については，添付 3「使用

済燃料の除熱に関する説明書」のとおりである。 

 

2. 金属キャスクの除熱設計 

(1) 評価基準 

金属キャスクの除熱機能の評価基準は，以下のとおりである。（第 1表参照） 

ａ．燃料被覆管 

燃料被覆管の温度は，健全性を維持するために定める以下の制限温度を超えないこ

と。 

･ＢＷＲ使用済燃料集合体の燃料被覆管制限温度 

新型８×８燃料                     200 ℃ 1) 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料，高燃焼度８×８燃料  300 ℃ 1) 

ｂ．金属キャスク構成部材 

基本的安全機能及び構造強度を有する部材は，健全性が維持できる下記の制限温度

を超えないこと。 

・金属キャスク構成部材の制限温度 

胴，外筒及び蓋部                     350 ℃ 2) 

中性子遮蔽材                       150 ℃ 3) 

金属ガスケット                      130 ℃ 4) 

バスケット                         300 ℃ 5) 

(2) 使用済燃料集合体の収納条件 

使用済燃料集合体の収納条件の方針については，添付 3「使用済燃料の除熱に関す

る説明書」のとおりである。 

金属キャスクには，貯蔵する燃料仕様，最大崩壊熱量等を満足するように使用済燃

料集合体を収納するとともに必要に応じて収納配置等を管理する。第 2表に各収納配

置における使用済燃料集合体の仕様を示す。 

ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）には，燃料被覆管制限温度が異なる使用済燃

料集合体を収納することから，燃料仕様，収納配置等を制限した収納管理を行う。 

なお，「新型８×８ジルコニウムライナ燃料」と「高燃焼度８×８燃料」を収納する

場合を「配置Ａ」，「新型８×８ジルコニウムライナ燃料」と「新型８×８燃料」を混

載する場合を「配置Ｂ」，「新型８×８燃料」のみを収納する場合を「配置Ｃ」とした

収納配置としている。 

(3) 除熱構造 

具体的な構造を第 1図に示す。 

(4) 除熱解析 

添付 3「使用済燃料の除熱に関する説明書」に示す方法により，伝熱形態，使用済

燃料集合体の崩壊熱，金属キャスク各部の温度及び燃料被覆管の温度を評価し金属

キャスクが使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去する設計であることを解析によ
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り確認する。（別添 1 参照） 

なお，除熱解析時の保守性を第 3 表に示す。 

また，金属キャスクの各部温度評価に当たっては，以下の２種類の熱解析モデルを

用いる。 

(a) 全体モデル ：軸方向温度解析（金属キャスク本体，金属ガスケット等の温度

評価）（第 2図参照） 

(b) 輪切りモデル：半径方向温度解析（金属キャスク本体，バスケット等の温度評価）

（第 3 図参照） 

また，金属キャスク周囲の境界条件を第 4 表に示す。 

 

燃料被覆管の温度評価は，燃料集合体モデルで解析を行う（第 4図参照）。 

 

3. 評価結果 

金属キャスクの除熱解析結果を第 5表及び第 5 図に示す。 

収納する使用済燃料集合体の燃焼度及び冷却期間を制限し，収納配置を管理すること

で，燃料被覆管温度及び金属キャスクの構成部材の各部温度が評価基準値を満足してお

り，金属キャスクは，使用済燃料集合体の崩壊熱を適切に除去する設計となっているこ

とを確認した。  
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第 1 表 評価基準値の考え方 

材 料 評価基準値の考え方 

燃料被覆管 

機械的特性の低下を防止する観点から，水素化物再配向及び照

射硬化回復による機械的特性の低下が見られない制限温度とし

て，300 ℃（ライナあり）及び 200℃（ライナなし）を設定。 

また，クリープ変形防止の観点からは，判断基準として累積ク

リープ量が 1％を超えない温度であることを確認している。 

炭素鋼（本体胴， 

一次蓋，二次蓋） 

（一社）日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャス

ク構造規格ＪＳＭＥ Ｓ ＦＡ1-2007」で定めている温度範囲の上

限値（350℃）を評価基準値と設定。除熱解析の結果，各部材の評

価温度は基準値よりも十分に低く，また，クリープの影響が考え

られる温度領域（約 285～315℃）よりも低いため，クリープを考

慮する必要はない。 

中性子遮蔽材 

樹脂開発メーカの技術資料，文献等を参考に遮蔽性能の健全性

が維持される評価基準値として 150℃以下を設定。（ただし，設計

評価期間中の経年変化により僅かに重量減損が生じるため，遮蔽

評価上，保守的に重量減損を考慮している。） 

金属ガスケット 

金属ガスケットの長期健全性について文献等の調査を実施。そ

の結果，高温時の健全性について，ラーソンミラーパラメータ 

（ＬＭＰ）を用いた評価では，150℃で長期間の閉じ込め機能が

期待できること，また，長期密封性能試験では，130～140℃一定

の状態で閉じ込め機能が維持できることを確認しているため，評

価基準値を 130℃以下と設定。 

バスケット 

ＪＳＭＥ金属キャスク構造規格のバスケット用ボロン添加ス

テンレス鋼の事例規格で定めている温度範囲の上限値（300℃）

を評価基準値と設定。除熱解析の結果，バスケットの評価温度は

基準値以下であること，また，クリープの影響が考えられる温度

領域（約 285～290℃）よりも低いため，クリープを考慮する必要

はない。 

 



 

 

5
 

3
－
1
－
1 

第 2 表 収納配置に応じた使用済燃料集合体の仕様 
収納する使用済 

燃料集合体 
①新型８×８ジルコニウムライナ燃料 ， ②高燃焼度８×８燃料 ， ③新型８×８燃料 

収納配置 

①のみ収納 

②のみ収納 

①及び②を収納 

 

①及び③を収納 

 

③のみ収納 

  

 

 

 

 

 

 

：平均燃焼度を超える使用済燃料

集合体の収納範囲 

：新型８×８燃料を収納しない 

範囲 

：平均燃焼度を超える使用済燃料

集合体の収納範囲 

収納物平均燃焼度 34,000 MWd/t 34,000 MWd/t 26,000 MWd/t 

収納物最高燃焼度 40,000 MWd/t 34,000 MWd/t 28,500 MWd/t 

冷却期間 18 年以上 24 年以上 24 年以上 

最大崩壊熱量 12.1 kW/基 10.9 kW/基 8.0 kW/基 

収納配置と燃料仕様

の選定の考え方 

燃焼度及び冷却期間を制限し，新型

８×８ジルコニウムライナ燃料の最大

崩壊熱量と線源強度を超えないような

高燃焼度８×８燃料を収納する。 

中央部に最高燃焼度燃料，外周部に

平均燃焼度燃料を配置する。 

燃焼度，冷却期間を制限し，収納配置

を管理し，配置Ｃよりも高い燃焼度の

新型８×８燃料の燃料被覆管温度の制

限値を満足するように，新型８×８ジ

ルコニウムライナ燃料と新型８×８燃

料を収納する。 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料

の最高燃焼度を 34,000 MWd/t 以下に制

限するとともに，中央部には新型８×

８燃料を収納しない配置としている。 

燃焼度及び冷却期間を制限し，新型８

×８燃料をすべて収納しても，燃料被覆

管温度の制限値を満足するような新型

８×８燃料を収納する。燃料被覆管の温

度を安全側に評価するように，平均燃焼

度を超える燃料を中央部に配置してい

る。燃焼度及び冷却期間の条件から配置

Ａの線量当量率を超えることはない。 

配置Ａ 配置Ｂ 配置Ｃ 
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第 3 表 除熱解析時の保守性 

No. 項 目 内 容 影 響 

1 崩壊熱量 

軸方向燃焼度分布を包絡す

る崩壊熱分布として実際より

も大きい設計崩壊熱量で評

価。（約 27％増） 

最大崩壊熱量を保存して中

心部温度を保守的に評価する

よりも，設計崩壊熱量で評価し

た方がさらに保守的な温度が

得られる。（各部材 10～20℃程

度高い） 

2 
キャスク底部の

境界条件 

実際には貯蔵架台に接触し

ているキャスク底部を断熱条

件として評価。 

キャスク全体，特に底部中性

子遮蔽材の温度をより高く評

価。（10℃程度高い） 

3 周囲空気温度 

金属キャスクの周囲空気温

度を 45℃一定として評価。た

だし，キャスク間の輻射によ

る温度上昇は考慮してない。 

キャスク全体の温度を数度

高く評価。（使用済燃料貯蔵建

屋の排気温度：約 40℃） 

4 
軸方向への熱の

移動の考慮方法 

輪切りモデルでは全体モデ

ルと等価になるように軸方向

への熱の移動を考慮している

が，中央部の燃料領域では軸

方向を断熱として評価。 

本解析（全体モデル／輪切り

モデル）と三次元モデル解析結

果を比較した結果，各部位の温

度は保守的であることを確認。

（燃料領域の温度が8℃程度高

い） 

5 ギャップの考慮 

バスケット構造により実際

は接触する箇所を非接触と

し，保守的なギャップをモデ

ル化して評価。 

バスケットの各構造部材の

温度をより高く評価。（5℃程

度高い） 
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第 4 表 金属キャスク周囲の境界条件 

項 目 入 力 

 

 

 

境 

 

界 

 

条 

 

件 

環境温度 

（℃） 

対 流 45（貯蔵区域内の電気品等の使用を考慮） 

輻射 65（コンクリート強度を考慮した制限温度） 

天井及び床面輻射率 0.8（コンクリート表面塗装） 

キャスク表面輻射率 0.8（外筒を白系塗装） 

キャスク側部 

表面熱伝達率 

Jakob 垂直平面の乱流自然対流熱伝達の式(※) 

ｈ＝0.129λ(      ×Pr)1/3 

キャスク上面 

表面熱伝達率 

加熱水平上面の乱流自然対流熱伝達の式(※) 

ｈ＝0.13λ(      ×Pr)1/3 

キャスク下部 

端板表面熱伝達率 

加熱水平下面の層流自然対流熱伝達の式(※) 

ｈ＝0.6λ/D(      ×D３×Pr)1/5 

底部熱移動 断熱 

※ｈ：熱伝達率(W/m2/K), λ：熱伝導率(W/m/K), D：平板の幅(ｍ), ｇ：重力加速度

(m/s2), β：体積膨張係数(1/K),ν：動粘性係数(m2/s), Pr：プラントル数(－),  

Δt：温度差(K) 

２

ｇ t

２

ｇ t

２

ｇ t
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3
－
1
－
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第 5 表 金属キャスクの除熱解析結果 

（注）：設計崩壊熱量が最大である新型８×８ジルコニウムライナ燃料を収納した状態で各部温度が最大値となる。 

なお，冷却期間は 18 年（配置Ａ）及び 24 年（配置Ｂ，Ｃ）を前提。 

※ ：安全側に評価するため，ライナなしとして評価とした。  

 

新型８×８ジル 

コニウムライナ 

燃料(ライナあり) 

高燃焼度 

８×８燃料 

(ライナあり) 

新型８×８ジル

コニウムライナ

燃料と新型８×８燃料 

新型８×８燃料 

(ライナなし) 
評価基準値 備  考 

設計崩壊熱量（kW） 
15.3 

（最大値） 
14.6 13.6 9.78 － 

軸方向の燃焼度分布を包絡

するように設定 

最大崩壊熱量（kW） 12.1 10.9 8.0 － － 

燃料被覆管温度（℃） 
259（最大値） 

（ライナあり） 
（注） 

189（最大値） 
（ライナなし）※ 

185 
（ライナなし） 

300 以下 1) 

（ライナあり） 
200 以下 1) 

（ライナなし） 

燃料被覆管の健全性が維

持される制限温度 

金
属
キ
ャ
ス
ク
各
部
最
高
温
度
（
℃
） 

本体胴 
142（最大値） 
（炭素鋼） 

（注） （注） （注） 

350 以下 2) 

（炭素鋼） 

構造強度の健全性が維持

される制限温度 
一次蓋 

 96（最大値） 
（炭素鋼） 

（注） （注） （注） 

二次蓋 
 85（最大値） 
（炭素鋼） 

（注） （注） （注） 

中性子遮蔽材 

(レジン) 
128（最大値） （注） （注） （注） 150 以下 3) 

中性子遮蔽材の性能が維持

される制限温度 

金属ガスケット  89（最大値） （注） （注） （注） 130 以下 4) 
閉じ込め機能が維持される

制限温度 

バスケット 
248（最大値） 
（ボロン添加 
ステンレス鋼） 

（注） （注） （注） 
300 以下 5) 

（ボロン添加 
 ステンレス鋼） 

構造強度の健全性が維持

される制限温度 

収納配置 配置Ａ 配置Ａ 配置Ｂ 配置Ｃ － － 
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第 2 図 全体モデル図 

  

側部中性子遮蔽材 

＋伝熱フィン領域 

外筒 

本体胴 

燃料下部構造物 

底板 

底部中性子遮蔽材 

燃料上部構造物 

蓋部中性子遮蔽材 

燃料有効部 

二次蓋 

一次蓋 

中性子遮蔽材の膨張に
よる圧力上昇を緩和さ
せるための空間 

下部構造物と底板の間に
は，接触熱抵抗として１mm
のヘリウムギャップを考慮 

              （ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 
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第 3 図 輪切りモデル形状図 

 

  

伝熱フィン 

中性子遮蔽材 

外筒 

燃料集合体 

バスケットプレート 
チャンネルボックス 

本体胴 

伝熱プレート 

伝熱プレート 

         （ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 
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注）Ｗはウォターロッドであり，発熱はない。 

 

 

第 4 図 燃料集合体モデル 

 

 

Ｗ

Ｗ

ヘリウム 

チャンネルボックス 

燃料棒 
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第 5図(1) 金属キャスクの除熱解析結果(配置Ａ) 

 

  

  

 
 

金属ガスケット 

89℃ 

中性子遮蔽材 

（レジン） 

128℃ 

本体胴 

142℃ 

中性子遮蔽材（レジン） 

120℃ 

  

燃料被覆管（ライナあり） 

259℃ 

 

バスケット 

248℃ 
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第 5図(2) 金属キャスクの除熱解析結果(配置Ｂ，Ｃ) 

  

配置Ｂの除熱解析結果 配置Ｃの除熱解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料被覆管（ライナなし） 

189℃ 

燃料被覆管（ライナなし） 

185℃ 

新型８×８燃料

の収納範囲 

新型８×８燃料

はすべての範囲

に収納可能 

バスケット 

178℃ 

バスケット 

218℃ 

新型８×８燃料の収納範囲での

最高温度 
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別添 1 
金属キャスクの除熱解析モデルについて 

 

1. 除熱解析のモデル化 

金属キャスクの除熱解析は全体モデル→輪切りモデル→燃料集合体モデルのフロー

で実施する。除熱解析フローの概念図を別添 1－1図に示す。 

全体モデルでは，キャビティ内領域を均質化して解析をしていることから，燃料被覆

管やバスケットの詳細な温度分布を評価することができない。そこで，全体モデルで最

も温度が高くなるキャスク中央部断面を抽出して，キャビティ内領域をより詳細にモデ

ル化した輪切りモデルを使った解析を実施する。一方，輪切りモデルは燃料集合体領域

を均質化して解析をしていることから，燃料集合体内部の詳細な温度分布評価ができな

い。そこで，燃料被覆管温度を保守的に評価するために，最も温度の高い燃料集合体領

域において，燃料集合体モデルを使った解析を実施して燃料被覆管の最高温度を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 1－1 図 除熱解析フロー概念図  

［全体モデル］ 

［燃料集合体モデル］ 

輪切り 
モデル位置 

キャビティ
内領域 

 

 

 

［輪切りモデル］ 

燃料集合体 
モデル位置 

燃料集合体領域 
(×69 体) 
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2. 輪切りモデルの軸方向への熱移動 

輪切りモデルの解析では，全体モデルの解析結果に基づいて軸方向への熱の移動を考

慮している。すなわち，全体モデルで最も温度が高くなる中央部断面を抽出して輪切り

モデルによる評価を実施している。この場合，輪切りモデルの軸方向への熱移動を考慮

することにより全体モデルの結果と等価となるような調整を実施している。調整方法は

以下のとおり。（別添 1－2 図参照） 

全体モデルの胴内の軸方向への熱の移動量と一致するように，輪切りモデルの燃料領

域外周部の発熱密度を調整する。また，輪切りモデルの胴内面と外筒外面の温度が，全

体モデルの胴内面と外筒外面の温度と一致するように，輪切りモデルの熱流束を低減す

るよう調整する。 

なお，燃料領域において，発熱密度を調整する領域を平均燃焼度以下の燃料がある外

周部領域のみとすることで，最高燃焼度燃料がある中心部燃料領域の最高温度が高くな

るよう保守的に評価するモデルとしている。 
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中央に収納される

燃料（37 体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

外周に収納される

燃料（32 体） 

      

燃料領域 
バスケット

（外周） 

ギャップ 胴 側部中性子

遮蔽材 

外筒  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 1－2 図 輪切りモデルにおける軸方向への熱移動のモデル化概念図 

 

輪切りモデルにおける 

外筒外面平均温度 

＝ 

全体モデルにおける 

外筒外面最高温度 

断熱（径方向への熱移動のみ） 

熱量 

軸方向への熱の移動を考慮 

（全体モデルの胴内の軸方向への熱の移

動量と一致するように，輪切りモデル

の発熱密度を調整（低減）） 

軸方向への熱の移動を考慮 

（全体モデルの胴内面と外筒外面の温度

と一致するように，輪切りモデルの熱流

束を調整（低減）） 

輪切りモデルにおける 

胴内面平均温度 

＝ 

全体モデルにおける 

胴内面最高温度 

A(胴内面) 

 

B(外胴外面) 
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3. 解析手法の妥当性 

金属キャスクの除熱評価に用いている，二次元の全体モデル及び輪切りモデルを組み

合わせた解析手法（以下「現手法」という。）の妥当性を確認するため，三次元モデル

を用いた除熱解析を実施している。 

三次元モデル解析では現手法のモデル化とは異なり，個々の燃料集合体を直方体形状

としてモデル化し，さらにバスケット領域を均質化することなくモデル化している（輪

切りモデルを軸方向へ延長）。これにより軸方向及び径方向への熱移動は実形状に即し

た評価が可能となるため，三次元モデルと現手法による解析結果を比較することにより，

現手法の妥当性が確認できる。 

 

三次元モデルによる解析結果と現手法（全体モデル／輪切りモデル）による解析結果

の比較を別添 1－1表と別添 1－3図に示す。 

三次元モデルを用いた解析の結果，各評価部位の温度は，現手法と同等又は低い温度

結果が得られており，現手法が軸方向の熱の逃げを適切に考慮し，保守的な評価をして

いることを確認した。 

 

 

別添 1－1 表 三次元モデルと現手法とによる解析結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価部位 
最高温度解析結果(℃) 

三次元 現手法 

側部中性子遮蔽材(④) 127 128 

本体胴（側部）(③) 134 135 

バスケット(②) 243 248 

燃料均質化領域(①) 251 259 
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別添 2 

使用済燃料集合体の崩壊熱評価 

 

1. 燃焼計算条件（ＯＲＩＧＥＮ2） 

使用済燃料集合体の崩壊熱の計算に用いる燃料仕様に基づく燃焼計算条件を別添

2－1 表に示す。 
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別添 2－1表 崩壊熱計算に用いる計算条件 

燃料タイプ 新型８×８燃料 
新型８×８ジルコ

ニウムライナ燃料 

高燃焼度 

８×８燃料 

平均燃焼度（MWd/t） 26000 - 34000 34000 

最高燃焼度（MWd/t） 28500 34000 40000 40000 

比出力(MW/tU) 25.3 同左 26.2 

照射期間（日）（平均燃焼度） 1344 同左 1298 

照射期間（日）（最高燃焼度） 1582 同左 1527 

濃縮度(％) 2.88 同左 3.35 

冷却期間（年） 24 18 18 

Ｕ重量（kg） 177 同左 174 

軸方向ピーキングファクタ ノード※1 PF※2 ノード※1 PF※2 ノード※1 PF※2 

上 1,2/48 0.7 同左 1,2/48 0.7 

 3/48 0.8 同左 3,4/48 0.9 

 4,5/48 1.0 同左 5,6/48 1.1 

 6-8/48 1.1 同左 7-12/48 1.2 

 9-14/48 1.2 同左 13-40/48 1.3 

 15-42/48 1.3 同左 41,42/48 1.2 

 43,44/48 1.2 同左 43,44/48 1.1 

 45/48 1.1 同左 45,46/48 0.9 

 46/48 1.0 同左 47,48/48 0.7 

下 47,48/48 0.8 同左 － － 

ライブラリ ＢＷＲ-U 

※1：燃料有効長部を軸方向に 48分割したノードを示す。 

※2：軸方向の各ノードに対応する軸方向ピーキングファクタ 
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2. 使用済燃料集合体の軸方向の燃焼度分布について 

使用済燃料集合体は，下図の二点鎖線で示すように，軸方向の燃焼度分布により中

央領域で高く，両端部では低くなる崩壊熱（発熱）分布を有する。除熱設計では，軸

方向の崩壊熱部で崩壊熱分布をほぼ包絡できるよう，別添 2－1 図の太い実線で示す

ように崩壊熱量を階段状に安全側に設定している。このため，除熱設計で使用してい

る崩壊熱量（以下「設計崩壊熱量」という。）は本来の最大崩壊熱量より大きくなる。 

 

[最大崩壊熱量]＝[平均燃焼度燃料集合体１体当たりの崩壊熱量 

（平均燃焼度のＯＲＩＧＥＮ2 計算結果）]×1.05×収納体数 

＝0.1670 kW/体 × 1.05 × 69 体 

＝12.10 kW 以下 

 

[設計崩壊熱量]＝[軸方向燃焼度分布を包絡した平均燃焼度燃料集合体１体当たり

の発熱量（軸方向燃焼度分布を包絡したＯＲＩＧＥＮ2 計算結果）]×1.05×収納

体数 

＝ 0.2118 kW/体 × 1.05 × 69 体 

＝ 15.34 kW 

 

なお，除熱解析では，ＯＲＩＧＥＮ2 コードの計算結果に５％の裕度を見込んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２－１図 使用済燃料集合体の軸方向発熱分布と設計発熱分布の関係 

 

 

（出典：日本原子力学会標準「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄

物 輸送容器の安全設計及び検査基準：2013」AESJ-SC-F006:2013 附属書 AW（参考））
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3. 除熱設計に用いた崩壊熱量 

別添 2－2 表のとおり，除熱設計上は，使用済燃料集合体の軸方向の燃焼度分布を

考慮して，最大崩壊熱量の約 1.27 倍（B/A）の崩壊熱量を仮定して設計している。 

 

別添 2－2 表 除熱設計に用いた崩壊熱量 

最大崩壊熱量（A）※1 

（kW） 

設計崩壊熱量（B）※2 

（kW） 

比率※3 

（B/A） 

12.1 15.34 約 1.27 

※1：最大崩壊熱量とは，当該金属キャスク１基に収納できる使用済燃料集

合体の崩壊熱量の総量をいう。 

※2：設計崩壊熱量とは，除熱設計上，保守的に使用済燃料集合体の軸方向

の燃焼度分布を考慮した崩壊熱量をいう。 

※3：設計崩壊熱量の裕度を単に比率で表したもの。（除熱設計では安全側

に評価するために設計崩壊熱量は金属キャスク本来の最大崩壊熱量

より大きい。） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 3－2 使用済燃料貯蔵建屋の除熱に関する説明書 
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別添 1 使用済燃料貯蔵建屋の除熱設計について 
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1. 設計方針 

使用済燃料貯蔵建屋による使用済燃料の除熱に関する設計方針については，添付 3「使

用済燃料の除熱に関する説明書」のとおりである。 

 

2. 除熱設計 

(1) 金属キャスクの配置制限 

使用済燃料貯蔵建屋は，貯蔵区域における計測設備等の電気品の性能維持を考慮し，

使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度が 45℃（汎用電気品が使用可能なように考慮し

た温度）以下，コンクリートの基本特性に大きな影響を及ぼすような自由水の逸散が

生じない温度及び構造材としての健全性を維持するための温度を考慮し，使用済燃料

貯蔵建屋のコンクリート温度が 65℃以下 1)に保たれるよう，片側の給気口から中央の

排気口までの金属キャスク配置を 1列あたり最大 6 基とする。 

なお，コンクリート温度の基準値は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 コン

クリート製原子炉格納容器規格」を準用し，コンクリート物性値に大きな影響を与え

ない温度として設定したものである。上記規格には，次のように示されている。 

コンクリートの物性値は，一般にコンクリートの温度が 70℃程度では，コンクリー

トの基本特性に大きな影響を及ぼすような自由水の逸散は生じないため，養生の進ん

だコンクリートでは熱による変化は少ないとされている。100℃以下ではコンクリート

の圧縮強度等の低下は少ない。 

(2) 除熱解析 

使用済燃料貯蔵建屋は，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を低く保つことがで

きる設計であること及びコンクリート温度をその遮蔽能力が損なわれない温度以

下に保つことができる設計であることを以下の方法により評価する。 

ａ．評価方法 

上記伝熱形態を踏まえ，使用済燃料貯蔵建屋の除熱評価においては，使用済燃料貯

蔵建屋及び金属キャスクを一次元又は三次元で適切にモデル化し，一次元熱計算によ

り使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を，三次元熱流動解析コードＦＬＵＥＮＴ6.2

を用いて使用済燃料貯蔵建屋のコンクリート温度を評価する。 

(a) 一次元熱計算 

評価条件は以下のとおりとする。なお，ここで記載以外の評価方法を別添 1 に示

す。 

・評価領域，流路設定及び考慮する圧力損失要素 

金属キャスク 12基（6基/列×2 列）を含む給気口から排気口までの領域。第 1

図～第 3図参照。 

・金属キャスク発熱量 

評価領域における金属キャスクの総発熱量として 145.2 kW（１列当たり 72.6 

kW）に設定。 

・金属キャスク寸法 

（直径）2.482ｍ×（高さ）5.320ｍの円柱形状で模擬。 
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・設計給気温度 

29.5℃一定（むつ特別地域気象観測所の 2004 年～2013 年の夏季（6 月～9 月）

毎正時温度データを用いて，高温側から 1％の値（超過危険率 1％））に設定。 

なお，むつ特別地域気象観測所の観測記録（1981 年～2010 年）によれば，最高

気温の平均は 8 月の場合 25.7℃，年間の場合 13.7℃，平均気温は 8 月の場合

21.7℃，年間の場合 9.5℃である。 

(b) 三次元熱流動解析 

評価条件を以下のとおりとする。なお，ここで記載以外の評価方法を別添 1 に示

す。 

・金属キャスク 12 基（6基/列×2列）を含む，給気口から排気口までの領域とし，

使用済燃料貯蔵建屋躯体として貯蔵部の側壁，垂れ壁，天井，柱，仕切り壁，基

礎スラブ及び排気塔部まで，設置物として給気部設置給電盤，プルボックス類，

ケーブルトレイ類等を模擬（第 4図，第 5図参照）。また，貯蔵区域の壁面(支柱，

耐震壁，給気口側壁面)は，床面より高さ 1.6ｍまで帯状に緑色のエポキシ塗装が

施されており，床面及びそれ以外の部位はコンクリート表面である。 

・使用済燃料貯蔵建屋外表面及び排気塔部の躯体の外表面は，コンクリート表面か

ら外気への放熱がないよう，断熱条件に設定（第 4 図，第 5 図参照）。 

・金属キャスクは，（直径）2.482ｍ×（高さ）5.320ｍの円柱形状で模擬。 

・金属キャスクの発熱は，12.1 kW/基×6基×2 列（第 6 図参照），全表面（上面，

側面，底面）一様な熱流束を付与するとともに，評価においては，金属キャスク

と貯蔵架台並びに貯蔵架台と床との間は完全接触しているものとして評価。 

・設計給気温度は，29.5℃一定。 

・使用済燃料貯蔵建屋基礎スラブ下端の温度は 12℃（施設建設地点での地表-2.83

ｍにおける 2006 年 6 月～9 月の毎正時温度データの最大値）一定。 

 

一次元熱計算と三次元熱流動解析における主な評価条件を第 1表にまとめて示す。 

 

(4) 除熱解析結果 

除熱解析の結果，一次元熱計算においては，排気温度は 40.0℃，また，三次元熱

流動解析においては，躯体温度の最高は床で 56.9℃となり，貯蔵区域の片側の給気

口から中央の排気口までの金属キャスク配置を 1 列当たり最大 6 基とした金属キャ

スクの合計発熱量を 72.6 kW とすることで，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度は

45℃以下，コンクリート温度は 65℃以下に保つことができる。 

一次元熱計算による排気温度を第 2 表に，三次元熱流動解析による躯体温度の最

高値を第 3表，躯体の温度分布を第 7 図～第 11図に示す。 

また，第 4 表に一次元熱計算と三次元熱流動解析による排気温度及び空気流量の

比較を示す。輻射の影響を考慮していない一次元熱計算の排気温度は，輻射の影響を

考慮した三次元熱流動解析の排気温度より高くなり，より安全側の評価となってい

る。 
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なお，使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析では，給気温度を 29.5℃一定とした条件を

設定しており，仮に，29.5℃を超えるような状態となった場合でも，1日の平均気温

が 29.5℃を超えるような状況は想定されず，また，金属キャスクの熱容量が大きい

ことを考慮すると，給気温度の上昇による影響は限定的である。 
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第 1 表 使用済燃料貯蔵建屋の除熱解析条件 

 

一次元熱計算 三次元熱流動解析 

基準温度（℃） 
45（使用済燃料貯蔵建屋内の 

雰囲気温度） 

65（使用済燃料貯蔵建屋の 

 コンクリート温度） 

評価領域 
貯蔵区域における給気口から排気口まで（領域内には金属キャ

スク 12 基（1 列当たり 6 基）を含む） 

伝熱形態 

伝熱形態を区別せず，金属

キャスク表面に伝えられた崩

壊熱のすべてが周囲空気に移

行するものと想定 

金属キャスク表面に伝えられ

た崩壊熱が，伝導／対流／輻

射により，使用済燃料貯蔵建

屋コンクリートに伝えられる

ものと想定 

設計給気温度

（℃） 

29.5（むつ特別地域気象観測所の 2004 年～2013 年の夏季（6

月～9 月）毎正時温度データを用いて，高温側から 1％の値（超

過危険率 1％）） 

金属キャスク 

発熱量（kW） 

評価領域において 145.2 

（1 列当たり 72.6） 
1 基当たり 12.1 

金属キャスク 

寸法（ｍ） 

（全長）5.320 

（高さ）2.482 
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第 2 表 一次元熱計算による使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度評価結果 

評価対象 評価温度 設計基準温度 

使用済燃料貯蔵建屋内の雰

囲気温度（℃） 
40.0 45 

 

 

 

第 3 表 三次元熱流動解析による使用済燃料貯蔵建屋コンクリート温度の 

評価結果（最高値） 

評価部位 評価温度（℃）（最高値） 設計基準温度（℃） 

側壁 52.7 

65 

支柱 54.4 

床 56.9 

天井（梁除く） 54.5 

天井梁 55.6 

 

 

 

第 4 表 一次元熱計算と三次元熱流動解析の比較 

 一次元熱計算注 1） 三次元熱流動解析 

排気温度（℃） 40.0 38.3 

空気流量（kg/s） 14.0 16.0 

注 1）一次元熱計算は，三次元熱流動解析との比較から１列当たり（金属キャスク 6 基）

の総発熱量を 72.6 kW としたときの排気温度及び空気流量 

  







 

 9 
3－2 

 

 

 

第 3 図 一次元熱計算における流路設定及び考慮する圧力損失要素 

  

遮蔽ルーバ

排気ルーバ

バードスクリーン

遮風板

フード

①

⑤

⑬

②

⑫

⑭

⑯
⑰

⑱

⑲

⑳

① 給気フード
② バードスクリーン
③ □鋼
④ フード内構造物
⑤ 曲がり(給気フード)
⑥ 縮流(給気フード取り付け部段差)
⑦ オリフィス(給気部)
⑧ 直角曲がり（給気部）
⑨ 給気部設置物(鉛直方向)
⑩ 直角曲がり（給気部）
⑪ 給気部設置物(水平方向)
⑫ 拡流（給気部→貯蔵部）
⑬ 管群（貯蔵部）
⑭ 直角曲がり（貯蔵部→排気部）
⑮ 拡流（遮蔽ルーバ下端）
⑯ 遮蔽ルーバ
⑰ 拡流（遮蔽ルーバ上端） 
⑱ 直角曲がり（排気塔頂部）
⑲ 縮流（排気口部）

圧力損失要素  ：

㉑

㉓

⑧

⑦⑥

⑮

④

③

㉒

一次元熱計算における冷却空気の想定流路

⑳ 排気ルーバ
㉑ 直角曲がり（遮風板）
㉒ 拡流（排気ルーバ上端）
㉓ 拡流（遮風板上部）

⑪
⑩

⑨
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第 4 図 三次元熱流動解析の評価領域及び評価モデル 

（使用済燃料貯蔵建屋断面） 

 

 

 

第 5 図 三次元熱流動解析の評価領域及び評価モデル 

（使用済燃料貯蔵建屋平面）  

緑色エポキシ塗装壁面

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW 12.1kW 12.1kW 12.1kW 12.1kW 12.1kW

凡例

：対称面

：圧力損失設定面 ｛給気（フード入口とバードスクリーン

：躯体断面（コンクリート）

：一定の接地温度(12℃)とする躯体表面

：断熱とする躯体表面

：建屋内の緑色エポキシ塗装壁面(床面より高さ1.6mまで)

等）及び排気（ルーバと遮風板）は形状モデルで表現せ
ず，圧力損失係数で規定）

：解析で考慮した建屋内設置物
(給電盤、ケーブルトレイ、プルボックス､照明設備等)
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第 6 図 三次元熱流動解析で用いた金属キャスクの発熱量 

 

 

 

 

 

第 7 図 躯体全体（床・側壁・天井・支柱）表面温度分布 

  

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

12.1kW

給
気
口

排
気
口

Y 軸:垂直 

Z 軸:水平 

X 軸:水平 

[℃] 
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第 8 図 床表面温度分布 

 

 

 

第 9 図 天井表面温度分布  

床 最高温度 56.9℃ 

天井(梁除く) 最高温度 54.5℃ 
天井梁 最高温度 55.6℃ 

Y 軸:垂直 

X 軸:水平 

Z 軸:水平 

Z 軸:水平 

X 軸:水平 

Y 軸:垂直 

[℃] 

[℃] 
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第 10 図 支柱表面温度分布 

 

 

第 11 図 側壁・入口壁表面温度分布

支柱 最高温度 54.4℃ 

側壁 最高温度 52.7℃ 

Z 軸:水平 

X 軸:水平 

Y 軸:垂直 

X 軸:水平 

Y 軸:垂直 

Z 軸:水平 

[℃] 

[℃] 
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別添 1 

 

使用済燃料貯蔵建屋の除熱設計について 

 

1. 一次元熱計算の除熱評価方法 

一次元熱計算による評価では，使用済燃料貯蔵建屋内の雰囲気温度を使用済燃料貯蔵

建屋内で最も高くなる排気温度で代表する。 

排気温度は，冷却方式と使用済燃料貯蔵建屋形状等から定まる換気流量で崩壊熱を除

去するときの温度上昇を設計給気温度に加えることにより求まる（一次元熱評価）。 

換気流量（使用済燃料貯蔵建屋内に流入する冷却空気流量）は，使用済燃料貯蔵建屋

内の発熱を除去するために必要な流量 W1［式(1)］と，ドラフト力（通風力）及び圧力損

失から求まる流量 W2［式(2)］とのバランス点により定まる。このバランス点を求めるた

め，排気温度（Tout）を仮定することにより W1と W2を計算し，W1=W2となる排気温度を繰

り返し計算により求める。 

排気温度と空気流量のバランスを別添 1－1図に示す。 

また，使用済燃料貯蔵建屋の流路における圧力損失係数及び流路面積は別添 1－1 表

のとおりとなる。 

 

inoutp TTC
QW1   ···················································  (1) 

 

ii

i

outin

A

gH
W

2

2

2

  ···········································  (2) 

 

i
i t00367.01

293.1
  ····················································  (3) 
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3

3

3

mA

smg
mkg

mkg
mkg

mH
t

KT
KT

KkgJC
skgW

WQ

i

i

i

out

in

i

in

out

p

ける流路断面積：圧力損失要素ｉにお

ける圧力損失係数：圧力損失要素ｉにお

：重力加速度

密度：場所ｉにおける空気

：出口空気密度

：入口空気密度

：ドラフト高さ

℃温度：場所ｉにおける空気

：給気温度

：排気温度

：比熱

：空気の質量流量

：発熱量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 1－1 図 一次元熱計算における排気温度と空気流量のバランス関係 

 

風
量

排気温度

バランス点

除熱量から定まる
排気温度と流量W1の関係

ドラフト力及び圧力損失の釣り合いにより
定まる排気温度と流量W2の関係

建屋ドラフト高さ：高

建屋ドラフト高さ：低

Ｔout： W1＝W2における排気温度
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別添 1－1 表  流路の圧力損失係数及び流路面積 

No. 流路の形状 部位名称 
流路面積 

iA (m2) 

圧損係数 

i  2
i

i

A
(m-4) 

圧損係数 

の出展 

① 

 

フード 

（給気口） 
13.2 0.97 0.0056 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

② 

 

バード 

スクリーン 
13.2 0.32 0.0018 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

③ 

 

□鋼 13.2 0.38 0.0022 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

④ 

R 1800

 

フード内 

構造物 
13.2 0.16 0.00092 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑤ 

 

曲がり 

(給気フード) 
13.2 0.54 0.0031 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑥ 

 

縮流 

（給気フード 

取り付け部 

段差） 

14.0 0.052 0.00027 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

給気口フード 

バードスクリーン 

給気口フード 

給気口フード 

給気口フード 
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No. 流路の形状 部位名称 
流路面積 

iA (m2) 

圧損係数 

i  2
i

i

A
(m-4) 

圧損係数 

の出展 

⑦ 

 

オリフィス 

（給気部） 
25.9 3.2 0.0048 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑧ 

 

直角曲がり 

(給気部) 
25.9 1.9 0.0028 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑨ 

 

給気部 

設置物 

(鉛直方向) 

14.8   0.086 0.00039 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

⑩ 

 

直角曲がり 

(給気部→ 

貯蔵部) 

14.8 2.3 0.011 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑪ 

 

給気部 

設置物 

(水平方向) 

22.2   0.040 0.000081 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

⑫ 

 

拡流 

(給気部→ 

貯蔵部) 

22.2 1.2 0.0024 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

3.
50

3.
50

給気口フード 

給気口フード 
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No. 流路の形状 部位名称 
流路面積 

iA (m2) 

圧損係数 

i  2
i

i

A
(m-4) 

圧損係数 

の出展 

⑬ 

※ 

 

管群 

(貯蔵部) 
8.46 1.6 0.022 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑭ 

 

 

直角曲がり 

（貯蔵部→ 

排気部） 

23.7 1.1 0.0020 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑮ 

 

拡流 

(遮蔽 

ルーバ下端) 

27.7 0.00040 5.2×10-7 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

⑯ 

 

遮蔽 

ルーバ 
28.2 1.1 0.0014 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

⑰ 

 

拡流 

(遮蔽 

ルーバ上端) 

28.2 0.0032 4.0×10-6 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

⑱ 

 

直角曲がり 

（排気塔 

頂部） 

29.8 1.3 0.0015 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

遮蔽ルーバ下端

遮蔽ルーバ

貯蔵エリア天井 

排気塔 

遮蔽ルーバ 

排気塔 

排気塔 

排気塔 

排気口 

※：⑬に関する補足の説明を添付１に示す。 
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No. 流路の形状 部位名称 
流路面積 

iA (m2) 

圧損係数 

i  2
i

i

A
(m-4) 

圧損係数 

の出展 

⑲ 

 

縮流 

(排気口部) 
23.7 0.13 0.00023 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

⑳ 

 

排気ルーバ 23.7 5.4 0.0096 
排気ルーバ 

通気性能試験 

結果 

㉑ 

 

直角曲がり 

（遮風板） 
23.7 2.1 0.0037 

Handbook of 

Hydraulic 

Resistance 3rd 

Edition 

㉒ 

 

拡流 

（排気ルーバ

上端） 

22.9 0.0013 2.5×10-6 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

㉓ 

 

拡流 

（遮風板 

上部） 

23.7 1.2 0.0021 

技術資料 

管路・ダクトの 

流体抵抗 

(JSME) 

 

  

排気口 

排気ルーバ 

排気口 

遮風板 

遮風板 

遮風板 
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熱 伝 導 率：43.0（W/m/K） 

表面放射率：0.8（貯蔵架台上面／側面：塗装面） 

：0.15(貯蔵架台下面：ステンレス鋼) 

 

コンクリート：密度，比熱，熱伝導率は伝熱工学資料第 4 版より石灰岩コンクリート，

293（K）の物性値を採用。表面放射率は伝熱工学資料第 4 版コンクリー

ト（常温）の値採用。 

密度：2400（kg/m3） 

比熱：0.90（kJ/kg/K） 

熱伝導率λ：1.2（W/m/K） 

表面放射率：0.94 

ただし，貯蔵区域の壁面（支柱，耐震壁，給気口側壁面）に床面より

高さ 1.6ｍまで帯状にエポキシ塗装がなされている部位の表面放射率は，

伝熱工学資料第 4 版の緑色塗装面（常温）の放射率より設定。 

表面放射率：0.85 

 

キャスク（表面放射率のみ）：伝熱工学資料第 4版の白色塗装面（常温）の放射率よ

り設定。 

表面放射率：0.8 

 

設置物（表面放射率のみ） 

・照 明 設 備：伝熱工学資料第 4 版の白色塗装面（常温）の放射率より設定。 

表面放射率：0.8 

・圧力変換器給電盤：伝熱工学資料第 4 版の白色塗装面（常温）の放射率より設定。 

表面放射率：0.8 

・安 定 器 収 容 盤：伝熱工学資料第 4 版の白色塗装面（常温）の放射率より設定。 

表面放射率：0.8 

・ケーブルトレイ(大)：Perry’s Chemical Engineers Handbook 8th Ed の亜鉛めっき

表面(灰色)(常温)の放射率より設定。 

表面放射率：0.3 

・プルボックス(大)：Perry’s Chemical Engineers Handbook 8th Ed の亜鉛めっき

表面(灰色)(常温)の放射率より設定。 

表面放射率：0.3 

・ケーブルトレイ(小)：Perry’s Chemical Engineers Handbook 8th Ed の亜鉛めっき

表面(灰色)(常温)の放射率より設定。 

表面放射率：0.3 

・プルボックス(小)：Perry’s Chemical Engineers Handbook 8th Ed の亜鉛めっき

表面(灰色)(常温)の放射率より設定。 

表面放射率：0.3  
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別添 1－2 図 三次元熱流動解析における計算格子 

 

 

 

 

 

別添 1－3 図 三次元熱流動解析における計算格子 

    （金属キャスク及び貯蔵架台）  

Y 軸:垂直 

Z 軸:水平 

X 軸:水平 

Y 軸:垂直 

Z 軸:水平 

X 軸:水平 
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1. 概要 前回申請に同じ 

本資料は，使用済燃料貯蔵施設の遮蔽に関する設計方針が，「使用済燃料貯蔵施設の技

術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 21 条（遮蔽）に適合する設計

の方針であることを説明するものである。 

遮蔽に関する設計結果は「添付 4－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書」

及び「添付 4－2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書」に示す。 
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2. 遮蔽（金属キャスク） 前回申請に同じ 

2.1 基本設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，平常時において，直接線及びスカイシャイン線により公

衆の受ける線量が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示」に定められている線量限度を超えないことはも

とより，合理的に達成できる限り低く（実効線量で 50μSv/年以下）なるよう，金

属キャスク及び使用済燃料貯蔵建屋により，十分な放射線遮蔽を講ずる設計とする。 

金属キャスクは，使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮

蔽材により遮蔽する設計とする。また，設計貯蔵期間（50 年間）に加えて事業所外

運搬に係る期間等を考慮した十分な余裕を有する 60 年間における中性子遮蔽材の

熱による遮蔽機能の低下を考慮しても十分な遮蔽性能を有する設計とする。 

使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当たっては，遮蔽機能に関する評

価で考慮した使用済燃料集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体の配置の

条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認した使用済燃料

集合体の収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足していることを，記録により確認

する。 
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2.2 遮蔽設計の方針 

(1) 遮蔽構造 

金属キャスクの主要な構成材を表 2－1 に示す。 

金属キャスクは，遮蔽のために以下の設計上の配慮を行う。 

ａ．金属キャスクは，ガンマ線遮蔽と中性子遮蔽の機能を有する。 

ｂ．ガンマ線遮蔽材は，金属キャスク構造体(胴，外筒，蓋及び底板)を構成する。 

ｃ．中性子遮蔽材は，レジンで構成する。 

 

(2) 遮蔽解析 

金属キャスクの遮蔽解析においては，以下に示す線源条件に基づき，金属キャスク

の表面及び表面から１ｍの位置における線量当量率を求め，それぞれの基準値であ

る２mSv/h 以下，100μSv/h 以下となることを確認する。 

金属キャスクの遮蔽解析評価に当たっては，表 2－2 に示す保守性の考え方，表 2

－3に示す不確かさを適切に考慮する。遮蔽解析フローを図 2－1に示す。 

ａ．線源条件 

使用済燃料集合体の線源強度は，燃料型式，燃焼度，濃縮度，冷却期間等を条

件に燃焼計算コードＯＲＩＧＥＮ２を用いて求める。 

使用済燃料集合体の構造材については，照射期間，中性子束，冷却期間等を

条件に放射化計算式を用いて求める。 

ｂ．金属キャスクの線量当量率評価方法 

金属キャスクの線量当量率は，金属キャスクの実形状を軸方向断面形状に基

づき，蓋部や底部の遮蔽体構造や使用済燃料集合体の軸方向領域に応じ，「ａ．

線源条件」に示した線源強度に基づき，二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5(ＤＬ

Ｃ－23／ＣＡＳＫライブラリ)を使用して求める。算出に当たっては，金属キャ

スクの構成材料による減衰等を考慮する。 

金属キャスク表面から線量当量率の評価位置である１ｍの位置までの評価には

レイエフェクトを平準化するためＤＯＴ3.5 の補助コードであるＳＰＡＣＥＴＲ

ＡＮ－Ⅲを用いる。  
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表 2－1 金属キャスクの主な構成材 

 ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ) 

胴 ， 底 板 炭素鋼 

中性子遮蔽材 レジン 

伝 熱 フ ィ ン 炭素鋼／銅 

外 筒 炭素鋼 

一 次 蓋 炭素鋼 

二 次 蓋 炭素鋼 

バ ス ケ ッ ト 
ボロン添加ステンレス鋼 

アルミニウム合金 
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表 2－2 遮蔽解析評価の保守性の考え方 

項目 内容 

使用済燃料集合体

の軸方向位置 

・貯蔵時は使用済燃料集合体が底に接し，蓋－使用済燃料集合体間は接

しないが，頭部評価モデルにおいて使用済燃料集合体が蓋に接した

位置でモデル化することで頭部の評価を保守的に実施する。 

モデル化 

・チャンネルボックス：放射化線源強度のみ考慮し，構造材としての遮

蔽効果を無視する保守的な組合せを仮定する。 

・バスケット外周領域：燃料領域より外側のバスケットは，バスケット

最外周の最小板厚の円環としてモデル化し，燃料領域より外側のバス

ケットの物量よりも円環としてモデル化したバスケットの物量は少

ない設定とする。 

・側部中性子遮蔽体領域：伝熱フィンのような小さいものが比較的多く

配置されている中性子遮蔽体領域では，レジンと伝熱フィンを均質化

したモデルとする。伝熱フィンが占有する面積を考慮して，中性子遮

蔽体としてのレジンの均質化密度を安全側に低下させる。また，伝熱

フィンの密度をゼロとし，ガンマ線遮蔽体としての寄与を無視する。 

・トラニオン部：トラニオン有モデルとトラニオン無モデルで線種ごと

に線量当量率を求め，トラニオン有モデルが大きい場合は，本体モデ

ルの計算結果にその差分を加算するが，トラニオン有モデルが小さい

場合は，その低下は無視する。 

線源強度 

・中央部に最高燃焼度注 1)の使用済燃料集合体，外周部に平均燃焼度注 2)

の使用済燃料集合体を配置する。 

・軸方向燃焼度分布を包絡する燃焼度分布を仮定しており，実際を上回

る線源強度で評価する。 

・線源強度は収納燃料集合体全数が貯蔵開始時(収納物最短冷却期間)

と仮定する。 

劣化評価 

・レジン系中性子遮蔽材の経年劣化評価試験結果の知見を踏まえて，加

熱に伴う熱分解によるレジンの重量減損分を遮蔽体として考慮しな

いこととし，中性子遮蔽材について減損分を含まない原子個数密度を

線量当量率計算に用いる。 

注 1）：金属キャスクに収納可能な使用済燃料集合体の燃焼度の上限 

注 2）：金属キャスクに収納する使用済燃料集合体の燃焼度の平均値 
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表 2－3 遮蔽解析評価の不確かさの考慮 

項目 内容 

寸法公差 
・解析モデルの各種寸法は公称値でモデル化するが，各遮蔽体の最小厚さを

密度係数(最小寸法／公称寸法)としてばらつきの下限値を考慮する。 

材料密度 ・ばらつきを考慮して，最小密度を使用して原子個数密度を評価する。 
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図 2－1 金属キャスクの遮蔽解析フロー 

  

評 価 
表面線量当量率：２mSv/h 以下 

表面から１ｍの位置における線量当量率：100μSv/h 以下 

使 用 済 燃 料 

集 合 体 仕 様 
種類，燃焼度，濃縮度，冷却期間等 

遮蔽解析 
輸送計算コード 

(ＤＯＴ3.5） 

解析モデル 
ガンマ線遮蔽解析モデル 

中性子遮蔽解析モデル 

評価項目 
金属キャスク表面線量当量率 

金属キャスク表面から１ｍの位置における線量当量率 

金属キャスク 

仕  様 

構造，材料 

使用済燃料集合体収納体数 

金属キャスク 

遮蔽解析条件 

使用済燃料集合体収納配置 

中性子遮蔽材の重量減損量 

線 源 強 度 

評  価 

燃焼計算コード（ＯＲＩＧＥＮ２） 

燃料集合体構造材，チャンネルボックス構造材の放射化計算式 

断 面 積 

ライブラ リ 

ＤＬＣ－23／ＣＡＳＫ 

ライブラリ 

線 源 強 度 
ガンマ線線源強度 

中性子線源強度 
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3. 遮蔽（使用済燃料貯蔵建屋） 前回申請に同じ 

3.1 基本設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」に基づいて管理

区域を定めるとともに，放射線業務従事者が受ける線量が「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められ

た線量限度を超えないようにし，さらに，放射線業務従事者及び一時立入者（以下「放

射線業務従事者等」という。）の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低

減できるように，使用済燃料貯蔵建屋に遮蔽壁及び遮蔽ルーバを設け，また，貯蔵区

域への入口に迷路又は遮蔽扉を設けて，遮蔽及び機器の配置を行うとともに，各場所

への立入頻度，滞在時間及び立入エリアを制限することにより，放射線業務従事者等

の被ばくを低減する。（表3－1，図3－1参照） 

使用済燃料貯蔵建屋の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度，滞在

時間及び立入エリアを考慮して外部放射線に係る基準線量率を設け，これを満足する

ようにする。 

また，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所における線量を合理的に達成で

きる限り低くし公衆の線量限度以下に低減できるよう，外部放射線に係る線量の測定

を行い，必要に応じて区画の実施，作業時間の制限等，適切な措置を講ずる。 
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3.2 遮蔽設計の方針 

(1) 遮蔽設備 

ａ．遮蔽壁 

遮蔽壁は，使用済燃料貯蔵建屋側壁，天井，貯蔵区域区画壁及び貯蔵区域仕切壁

のコンクリート壁で構造材を兼用する。 

ｂ．遮蔽ルーバ 

遮蔽ルーバは，使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域における排気口までの経路に設けら

れたコンクリート製の平板で，排気口からの放射線の漏えいを低減する。 

  ｃ．解析モデルの寸法 

    解析モデルの各種寸法は，公称値に施工誤差-5mm を考慮した厚さでモデル化する。 

(2) 機器の配置 

金属キャスクは，使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域に配置し，その入口には迷路又は遮

蔽扉を設ける。 

(3) 遮蔽設備の貫通部の措置 

 使用済燃料貯蔵建屋には，貯蔵区域から受入れ区域へのケーブル貫通口がある。放

射線の漏えいを防止するため，鉛毛マットにより貫通部の隙間を埋める措置を講ず

る。ケーブル貫通部を図 2－2に示す。 

(4) 公衆の線量 

使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域に収容されている金属キャスク 288 基からの直接線

及びスカイシャイン線について評価する。 

(5) 使用済燃料貯蔵建屋内外の線量 

受入れ区域は，金属キャスクの搬出入作業のため，最大８基の金属キャスクを仮置

きするが，保守的に線量を評価するため，使用済燃料貯蔵建屋貯蔵区域に収容されて

いる金属キャスク最大 288 基，受入れ区域に仮置きしている金属キャスク最大９基

（たて起こし架台１基，仮置架台７基，検査架台１基）を適切に配置して使用済燃料

貯蔵建屋内外の線量を評価し，その評価結果が表 3－1に示す外部放射線に係る基準

を満足することを確認する。 

なお，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所については，作業場所の外部放

射線に係る線量の測定を行い，必要に応じて区画の実施，立入時間の管理，被ばくに

対する注意喚起といった線量低減措置を講ずることにより，当該場所に滞在する者

の線量を公衆の線量限度以下とする。 
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表 3－1 外部放射線に係る設計基準 

区 分 
外部放射線に係る 

設計基準 
区 域 

管理区域外 Ａ 0.0026mSv/h 以下 付帯区域 

管理区域内 

Ｂ 0.01mSv/h 未満 
受入れ区域 

貯蔵区域 
Ｃ 0.01mSv/h 以上 

※ 受入れ区域は，金属キャスクが仮置きされていない場合はＢ区分となるよう

に設計 

 

【補足：遮蔽区分の考え方】 

区分Ａ：付帯区域（監視盤室，チェックポイント等） 

滞在時間：500 時間/3 月間（管理区域境界の作業者） 

1.3（mSv）/500（時間）＝0.0026mSv/h 

 

区分Ｂ：金属キャスクが仮置きされていない受入れ区域 

滞在時間：130 時間/3 月間（2 時間/日×65日） 

1.3（mSv）/130（時間）＝0.01 mSv/h 

機器点検等の作業時における放射線業務従事者の被ばく低減の観点から，管理

区域外と同様の考え方で基準を設定。 

 

区分Ｃ：受入れ区域，貯蔵区域 

金属キャスクの除熱機能維持の観点から，使用済燃料貯蔵建屋内の遮蔽設計と

して特別な考慮はせず，放射線管理設備及び入域時間制限等の運用により，放

射線業務従事者の線量を管理。 

 

※ 外部放射線に係る線量が1.3mSv/3月間を超える区域を管理区域として設定する。 
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図 3－1 遮蔽設計区分概略図  



 

 

12E 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－2 ケーブル貫通口 

 ケーブル貫通口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 4－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 4－1－1 金属キャスクの放射線の遮蔽に関する説明書 

    （ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 
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（別 添） 

別添 1 金属キャスクの遮蔽解析について 
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1. 設計方針 

金属キャスクの放射線の遮蔽に関する設計方針については，添付 4「放射線による被

ばくの防止に関する説明書」のとおりである。 

 

2. 遮蔽設計 

(1) 遮蔽構造 

金属キャスクは，遮蔽のために以下の設計上の配慮を行う。 

ａ．金属キャスクは，ガンマ線遮蔽と中性子遮蔽の機能を有する。 

ｂ．ガンマ線遮蔽材は，金属キャスク構造体(胴，外筒，蓋及び底板)の炭素鋼等で

構成する。 

ｃ．中性子遮蔽材は，レジンで構成する。 

 

(2) 遮蔽解析(別添 1～3参照) 

金属キャスクのモデル化の概要を第 1 図に示す。 

ａ．線源条件 

使用済燃料集合体の線源強度計算手法を第 1表に示す。 

ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の遮蔽解析評価においては，収納する使用済

燃料集合体の燃焼度が高いほど中性子照射や核分裂で放射性核種が生成されるため

線源強度が高くなり，また，燃焼度が同じでも，初期濃縮度が低いほど同じ出力が

得られるまでにより多くの中性子が照射され中性子源となる超ウラン元素の生成が

増加するため，線源強度が最も高くなるのは新型８×８ジルコニウムライナ燃料と

なる。 

ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の線源強度を第 2表に，各収納配置における

使用済燃料集合体の仕様を第 3 表に示す。 

ｂ．金属キャスクの線量当量率評価方法 

金属キャスク表面及び表面から 1ｍの位置までの線量当量率については，別添 2

のとおり評価する。 

燃料型式別の金属キャスクの線量当量率を第 4表，第 2 図に示す。 

ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の遮蔽解析評価においては，いずれの部位に

おいても高燃焼度８×８燃料全数収納時よりも新型８×８ジルコニウムライナ燃料

全数収納時の線量当量率が高いことから，ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の遮

蔽評価としては，新型８×８ジルコニウムライナ燃料を全数収納した場合が最も厳

しくなる。 

 

(3) 遮蔽解析結果 

金属キャスクの遮蔽解析結果を第 5表に示す。 

遮蔽解析結果から，金属キャスクの表面及び表面から 1ｍの位置における線量当量

率は，それぞれの基準値である 2 mSv/h 以下，100μSv/h 以下を満足している。 

なお，金属キャスクの遮蔽解析に使用する断面積ライブラリとしては，実績のあ
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る DLC-23/CASK を用いて評価している。 
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第 1表 ＢＷＲ使用済燃料集合体の線源強度計算手法 

評価内容 評価方法 評価条件 

燃料有効部の

ガンマ線及び

中性子 

燃焼計算コードＯＲＩ

ＧＥＮ2 を用い，ガンマ

線及び中性子線源強度

を計算。使用済燃料集合

体は，中央部に最高燃焼

度の燃料，外周部に平均

燃焼度の燃料を配置し，

軸方向に階段状の燃焼

度分布を持つため，これ

を考慮。また，中性子に

ついては実効増倍率を

考慮。 

燃料型式：新型８×８ジルコニウムライナ燃料注) 

最高燃焼度：40,000（MWd/t） 

平均燃焼度：34,000（MWd/t） 

比出力：25.3（MW/t） 

濃縮度：2.88（％）(最小値)  

冷却期間：18（年） 

ウラン重量：177（kg） 

ＯＲＩＧＥＮ2ライブラリ：BWR-U 

燃料構造材及

びチャンネル

ボックス構造

材放射化によ

るガンマ線 

構造材の 59Co含有量に従

い，放射化計算式に基づ

き 59Coから 60Coへの放射

化量を計算。 

放射化計算式 

A=No･σ･φ･{1-exp(-λ･T1)}･exp(-λ･T2) 

A :放射化核種(60Co)の放射能（Bq） 

N o:ﾀｰｹﾞｯﾄ核種(59Co)の個数（atoms） 

σ:2,200m/s の中性子による 59Co 反応断面積

（cm2） 

φ:炉内照射熱中性子束（n/(cm2･s)） 

λ:60Co の崩壊定数 

T 1:照射期間（日） 

T 2:冷却期間（日） 

 

注：ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の遮蔽解析評価において，線源強度が最も高くな

るのは新型８×８ジルコニウムライナ燃料となる。 
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第 2 表 ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)の線源強度 

(キャスク 1 基当たり) 

注：収納配置の範囲内で，最大の燃焼度の使用済燃料集合体を収納した場合の値。 

 

 

 

 

使用済燃料の種類 
新型８×８ジルコニ

ウムライナ燃料 
高燃焼度８×８燃料 

新型８×８ジルコニウ

ムライナ燃料と 

新型８×８燃料 

新型８×８燃料 

線 

源 

強 

度 
注) 

燃料有効部のガンマ線の線

源強度(photons/s) 
8.9×1016 8.9×1016 7.1×1016 5.8×1016 

構造材放射化ガンマ線の線

源強度(60Co：Bq) 
1.3×1014 1.3×1014 5.5×1013 4.6×1013 

全 中 性 子 源 強 度 

(ｎ/s) 
1.4×1010 1.0×1010 7.5×109 2.9×109 

収納配置 

(第 3 表） 
配置Ａ 配置Ａ 配置Ｂ 配置Ｃ 
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4
－
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－
1 第 3 表 使用済燃料集合体の収納条件 
収納する使用済 

燃料集合体 
①新型８×８ジルコニウムライナ燃料 ，  ②高燃焼度８×８燃料 ，  ③新型８×８燃料 

収納配置 

①のみ収納 

②のみ収納 

①及び②を収納 

①及び③を収納 ③のみ収納 

  

 

 

 

 

 

 

：平均燃焼度を超える使用済燃料

集合体の収納範囲 

：新型８×８燃料を収納しない

範囲 

：平均燃焼度を超える使用済燃

料集合体の収納範囲 

収納物平均燃焼度 34,000 MWd/t 34,000 MWd/t 26,000 MWd/t 

収納物最高燃焼度 40,000 MWd/t 34,000 MWd/t 28,500 MWd/t 

冷却期間 18 年以上 24 年以上 24 年以上 

最大崩壊熱量 12.1 kW/基 10.9 kW/基 8.0 kW/基 

収納配置と燃料仕

様の選定の考え方 

燃焼度及び冷却期間を制限し，新型８

×８ジルコニウムライナ燃料の最大崩

壊熱量と線源強度を超えないような高

燃焼度８×８燃料を収納する。 

中央部に最高燃焼度燃料，外周部に平

均燃焼度燃料を配置する。 

燃焼度及び冷却期間を制限し，収納配

置を管理し，配置Ｃよりも高い燃焼度

の新型８×８燃料の燃料被覆管温度の

制限値を満足するように，新型８×８

ジルコニウムライナ燃料と新型８×８

燃料を収納する。 

新型８×８ジルコニウムライナ燃料の

最高燃焼度を 34,000 MWd/t 以下に制限

するとともに，中央部には新型８×８

燃料を収納しない配置としている。 

燃焼度及び冷却期間を制限し，新型８×

８燃料をすべて収納しても，燃料被覆管

温度の制限値を満足するような新型８

×８燃料を収納する。燃料被覆管の温度

を安全側に評価するように，平均燃焼度

を超える燃料を中央部に配置している。

燃焼度及び冷却期間の条件から配置Ａ

の線量当量率を超えることはない。 

配置Ａ 配置Ｂ 配置Ｃ 



 

 

6
 

4
－
1
－
1 第 4 表(1) 新型８×８ジルコニウムライナ燃料収納時の線量当量率 

 

(単位：μSv/h) 

評  価  点 

頭 部 

側部中央 

底 部 

軸 方 向 径 方 向 
径 方 向 

(トラニオン部) 
径 方 向 

径 方 向 

(トラニオン部) 
軸 方 向 

① ③a ③b ⑤ ⑦a ⑦b ⑨ 

表 
 

 

面 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 7.3 0.5 0.5 11.5 95.8 1.3 24.2 9.0 3.0 

構造材放射化 692.8 132.5 110.4 153.9 0.1 12.8 63.2 139.9 19.1 

二次ガンマ線 0.5 2.0 2.1 4.1 26.9 4.6 7.8 2.5 2.3 

中 性 子 118.9 253.9 505.2 7.3 72.7 706.9 1012.5 51.5 265.9 

合   計 819.5 388.9 618.2 176.8 195.5 725.6 1107.7 202.9 290.3 

評  価  点 ② ④a ④b ⑥ ⑧a ⑧b ⑩ 

表
面
か
ら
１
ｍ
の
位
置 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 0.5 12.9 12.9 40.5 21.2 21.2 3.9 

構造材放射化 45.6 24.0 24.0 0.7 8.1 8.1 59.3 

二次ガンマ線 0.2 3.1 3.1 10.5 5.3 5.3 0.9 

中 性 子 28.7 17.3 20.9 26.2 13.4 24.5 16.2 

合   計 75.0 57.3 60.9 77.9 48.0 59.1 80.3 
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4
－
1
－
1 第 4 表(2) 高燃焼度８×８燃料収納時の線量当量率 

(単位：μSv/h) 

 

評  価  点 

頭 部 

側部中央 

底 部 

軸 方 向 径 方 向 
径 方 向 

(トラニオン部) 
径 方 向 

径 方 向 

(トラニオン部) 
軸 方 向 

① ③a ③b ⑤ ⑦a ⑦b ⑨ 

表 
 

 

面 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 7.2 0.5 0.5 10.8 93.2 0.9 17.9 6.7 2.2 

構造材放射化 678.6 131.0 108.9 152.5 0.1 12.6 62.0 137.2 18.8 

二次ガンマ線 0.4 1.6 1.7 3.3 19.7 2.5 4.3 1.3 1.2 

中 性 子 95.3 204.2 406.9 5.9 53.6 365.6 532.5 24.3 137.1 

合   計 781.5 337.3 518.0 172.5 166.6 381.6 616.7 169.5 159.3 

評  価  点 ② ④a ④b ⑥ ⑧a ⑧b ⑩ 

表
面
か
ら
１
ｍ
の
位
置 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 0.5 12.7 12.7 38.2 18.7 18.7 2.8 

構造材放射化 44.6 23.7 23.7 2.0 8.0 8.0 58.5 

二次ガンマ線 0.1 2.5 2.5 7.2 3.5 3.5 0.5 

中 性 子 23.0 13.7 16.6 18.7 8.5 14.4 7.8 

合   計 68.2 52.6 55.5 66.1 38.7 44.6 69.6 
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第 5 表 金属キャスクの遮蔽解析結果 

 線量当量率 

表 面 ( μ S v / h ) 

ガンマ線 95.2 

中 性 子 1012.5 

合 計 1107.7 

基 準 値 2000 

表 面 か ら 1 ｍ の 

位 置 ( μ S v / h ) 

ガンマ線 64.1 

中 性 子 16.2 

合 計 80.3 

基 準 値 100 
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 ［実形状］   ［二次元モデル化(Ｒ－Ｚ体系)］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 金属キャスクのモデル化の概要 

 

 

モデル化 

 胴  

外筒  

バスケット 

二次蓋 

中性子遮蔽材(レジン） 

中性子遮蔽材(レジン) 

中性子遮蔽材(レジン）  

トラニオン 
一次蓋 

平均燃焼度燃料下部領域 

平均燃焼度燃料中央部領域 

平均燃焼度燃料上部領域 

ボイド（物質が存在しない空間） 中性子遮蔽材領域(レジン） 

中性子遮蔽材領域(レジン+炭素鋼） 

中性子遮蔽材領域(レジン+炭素鋼+銅） 

蓋部中性子遮蔽材カバー(ステンレス鋼） 

胴，底板，一次蓋，二次蓋，外筒(炭素鋼） 

最高燃焼度燃料下部領域 

最高燃焼度燃料中央部領域 

最高燃焼度燃料上部領域 
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第 2 図(1) 新型８×８ジルコニウムライナ燃料収納時の各位置における線量当量率 

底部径方向 

底部径方向 側部 側部 頭部径方向 

頭部径方向 

④a ⑥ ⑧a 

② 
⑩ 

77.9 57.3 48.0 

195.5 388.9 725.6 

290.3 

202.9 
75.0 80.3 

819.5 

③b 

176.8 

⑦b 

頭部径方向 

(トラニオン部) 

底部径方向 

(トラニオン部) 
618.2 1107.7 

頭部径方向 

(トラニオン部) 
底部径方向 

(トラニオン部) 
側部 

④b ⑧b 

側部 

59.1 60.9 

 ：線量当量率(μSv/h) 

頭部軸方向 底部軸方向 

底部軸方向 頭部軸方向 

③a ⑤ ⑦a 

⑨ 

① 



 

 

 

4
－
1
－
1 

 
1
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図(2) 高燃焼度８×８燃料収納時の各位置における線量当量率  

底部径方向 

底部径方向 側部 側部 頭部径方向 

頭部径方向 

頭部軸方向 

① 
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別添 1 

金属キャスクの遮蔽解析について 

 

1. 使用済燃料集合体の線源強度について 

使用済燃料集合体の線源強度は，「燃料有効部からのガンマ線及び中性子」，「使用済燃

料集合体の構造材からの放射化ガンマ線」，「ＢＷＲ燃料集合体におけるチャンネルボッ

クスからの構造材ガンマ線」に分けられる。 

遮蔽計算においては，別添 1－1図に示すとおり，使用済燃料集合体を領域分けして，

領域ごとに線源強度を計算する。 

ガンマ線及び中性子の線源強度(キャスク 1基当たり)を別添 1－1表に示す。また，燃

料有効部のガンマ線のエネルギごとの線源強度及び中性子エネルギスペクトルを別添 1

－2表，別添 1－3 表に示す。 

 

2. 遮蔽解析のモデル化について 

遮蔽機能は，従来の輸送容器等で実績のある二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5 により，

R-Z 体系の円筒型モデルで解析している。そのため，周方向に配置されたバスケットや

トラニオンなどは，構造上の特徴を考慮して，均質化あるいは線束引継ぎによって評価

している。 

(1) 燃料領域(添付 1 参照) 

燃料領域(線源領域)については，使用済燃料集合体とバスケットを均質化したモデ

ルとしている。別添 1－2図に示すとおり，使用済燃料集合体は中心に最高燃焼度燃料

を，外周部に平均燃焼度燃料を収納するため，それぞれの占有領域と等価な面積を持

つ二重円(円筒)にモデル化し，線源領域としている。 

(2) バスケット外周領域 

燃料領域より外側のバスケット部は，板材を組み合わせる構造であることから，バ

スケット最外周板厚と同一の円環としてモデル化している。燃料領域より外側のバス

ケットの物量よりも，円環としてモデル化したバスケットの物量の方が少なく，遮蔽

体としては安全側である。(別添 1－2 図参照) 

(3) 中性子遮蔽体領域 

伝熱フィンのような小さなものが比較的多く配置されている中性子遮蔽体領域で

は，レジンと伝熱フィンを均質化したモデルとし，伝熱フィンが占有する面積を考慮

して，中性子遮蔽体としてのレジンの均質化密度を安全側に低下させている。また，

伝熱フィンの密度をゼロとしガンマ線遮蔽体としての寄与を無視している。(別添 1－

4 表参照) 

伝熱フィンをモデル化した場合に，中性子とガンマ線の合計最大値は，ガンマ線の

寄与が大きいため，伝熱フィン部よりもレジン部で線量当量率が大きくなっており，

中性子は，伝熱フィン部で最大となっている。線量当量率が過小評価とならないこと

を確認している。(別添1－3図(1)，別添1－3図(2)参照) 
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(4) トラニオン部の評価手法 

トラニオンのような一部に大きなものが配置された場合には，実形状を模擬したト

ラニオンを別途モデル化して評価している。 

トラニオンを無視した本体モデルにて得られた線束を別途モデル化したトラニオン

R-Z軸対称モデルの境界線源として評価する。概略図を別添１－４図に示す。トラニオ

ン部は，トラニオン中心を通る断面でトラニオン底面及び本体の一部を含めてモデル

化し，トラニオンモデルの底面で線束の引継ぎを行っている。 

トラニオン部の線量当量率は，トラニオン有モデルとトラニオン無モデルの計算結

果より線種ごとの計算結果の差を求め，本体モデルの計算結果にその差異を考慮して

評価する。別添1－5図(1)～別添1－5図(4)に線量当量率分布を示す。なお，トラニオ

ンによる線量当量率の増加は，別添1－5図(5)に示すように，主にトラニオン周囲で生

じており，距離が離れるにしたがって，その影響は減衰するため，表面から1ｍの位置

における最大線量当量率を示すのは側部中央部となる。なお，本体モデルは，キャス

ク中央付近で二分割して評価しており，側部中央部の線量当量率には大きな方の値を

採用する。（添付2参照） 
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3. 貯蔵期間中の遮蔽性能の低下について 

金属キャスクの貯蔵期間中に受ける放射線の照射量はわずかであり，遮蔽材の特性を

変化させることはない。 

レジン系中性子遮蔽材の経年劣化評価試験結果の知見を踏まえて，加熱に伴う熱分解

によるレジンの重量減損分を遮蔽体として考慮しないこととしており，中性子遮蔽材に

ついて減損分を含まない原子個数密度を線量当量率計算に用いている。 

 

4. 遮蔽解析結果について 

二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5 を使用して求めた金属キャスク表面及び表面から 1

ｍの位置における線量当量率を別添 1－5 表に，評価点ごとの最大線量当量率を与える

位置を別添 1－6図に示す。 





 

 

16 4－1－1 

別添 1－3 表 中性子エネルギスペクトル 

エネルギ群数 上限エネルギ(eV) スペクトル
注)
 

1 1.492×107 5.72×10-4 

2 1.220×107 2.02×10-3 

3 1.000×107 6.07×10-3 

4 8.180×106 2.00×10-2 

5 6.360×106 4.12×10-2 

6 4.960×106 5.27×10-2 

7 4.060×106 1.10×10-1 

8 3.010×106 8.74×10-2 

9 2.460×106 2.28×10-2 

10 2.350×106 1.15×10-1 

11 1.830×106 2.07×10-1 

12 1.110×106 1.89×10-1 

13 5.500×105 1.31×10-1 

14 1.110×105 1.59×10-2 

15 3.350×103 8.12×10-5 

16 5.830×102 5.89×10-6 

17 1.010×102 3.89×10-7 

18 2.900×101 5.53×10-8 

19 1.070×101 1.33×10-8 

20 3.060×100 1.88×10-9 

21 1.120×100 4.19×10-10 

22 4.140×10-1 1.20×10-10 

注） 239Pu の核分裂スペクトルを DLC－23／CASK ライブラリの中性子 22 群構

造に振り分けたものである。 
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別添 1－5表 貯蔵時の線量当量率 

(単位：μSv/h) 

注 1)   ：最大値 

注 2) 評価点の値は，「別添１－６図」中の同じ番号の矢印位置に対応。 

評  価  点 

頭  部 
側  部 

中  央 

底  部 

径 方 向 
径 方 向 

(トラニオン部) 
軸 方 向 径 方 向 

径 方 向 

(トラニオン部) 
軸 方 向 

③ａ ③ｂ ① ⑤ ⑦ａ ⑦ｂ ⑨ 

表 
 
 

面 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 0.5 0.5 7.3 95.8 1.3 24.2 3.0 

構造材放射化 132.5 110.4 692.8 0.1 12.8 63.2 19.1 

二次ガンマ線 2.0 2.1 0.5 26.9 4.6 7.8 2.3 

中 性 子 253.9 505.2 118.9 72.7 706.9 1012.5 265.9 

合   計 388.9 618.2 819.5 195.5 725.6 1107.7 290.3 

評  価  点 ④ａ ④ｂ ② ⑥ ⑧ａ ⑧ｂ ⑩ 

表
面
か
ら
１
ｍ
の
位
置 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 12.9 12.9 0.5 40.5 21.2 21.2 3.9 

構造材放射化 24.0 24.0 45.6 0.7 8.1 8.1 59.3 

二次ガンマ線 3.1 3.1 0.2 10.5 5.3 5.3 0.9 

中 性 子 17.3 20.9 28.7 26.2 13.4 24.5 16.2 

合   計 57.3 60.9 75.0 77.9 48.0 59.1 80.3 
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別添 1－1 図 ＢＷＲ使用済燃料集合体の線源強度計算に係る領域分け 

 

ハンドル部 

上部グリッド部 

燃料有効部 

上部プレナム部 

下部タイプレート部 

燃焼度分布の設定 

（新型８×８ジルコニウムライナ燃料の場合） 

1.0 0  (PF) 

PF=1.3 

PF=1.2 

PF=1.1 

PF=1.0 

PF=0.8 

PF=1.2 

PF=1.1 

PF=1.0 

PF=0.8 

PF=0.7 

PF：ピーキングファクタ 
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別添 1－2 図 キャスク中央断面の実形状と解析モデル 

 

最高燃焼度燃料 平均燃焼度燃料 バスケット

伝熱フィン

レジン

胴

外筒

最高燃焼度燃料 平均燃焼度燃料 バスケット

伝熱フィン

レジン

胴

外筒

均質化燃料領域
（最高燃焼度線源）

均質化燃料領域
（平均燃焼度線源）

バスケット
（円環）

均質化レジン領域
（伝熱フィン/レジン ）

胴

外筒

均質化燃料領域
（最高燃焼度線源）

均質化燃料領域
（平均燃焼度線源）

バスケット
（円環）

均質化レジン領域
（伝熱フィン/レジン ）

胴

外筒

［実形状］ ［解析モデル］ 
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別添 1－4 図 トラニオン部の線束引継ぎ計算の概略図 
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(本体モデルでは無視) 
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別添 1－6図 貯蔵時の線量当量率評価位置 

 

底部軸方向 

底部径方向 

底部径方向 側部 側部 頭部径方向 

頭部径方向 

頭部径方向 

(トラニオン部) 

底部軸方向 

頭部軸方向 

頭部軸方向 

頭部径方向 

(トラニオン部) 
底部径方向 

(トラニオン部) 

底部径方向 

(トラニオン部) 

側部 側部 

① ② 

③a 

④a 

⑤ 

⑥ 

⑨ 
⑩ 

⑦a 

⑧a 

③b 

④b 

⑦b 

⑧b 

：領域ごとの線量当量率最大位置 

：表面及び表面から１ｍの位置における線量当量率
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添付 1 

 

燃料領域の遮蔽解析の妥当性について 

 

1. 金属キャスクの収納条件について 

キャスクの収納条件では，中央部に平均燃焼度以上の使用済燃料集合体，外周部に平

均燃焼度以下の使用済燃料集合体を配置している。この収納条件は，平均燃焼度を超え

る使用済燃料集合体を側部線量当量率への寄与の小さい中央部に収納することで遮蔽体

としての効果を期待している。 

また，各領域で最大の線源強度を設定していることから，線源強度として保守性を有

している。（添付 1－1 図参照） 

線量率として，外周部の平均燃焼度燃料集合体によって中央部の最高燃焼度燃料集合

体の放射線が完全に遮蔽されることはないため，総線源強度として平均燃焼度の使用済

燃料集合体をすべて収納した場合の線量当量率を上回る。なお，収納条件の制約から外

周部に平均燃焼度以上の使用済燃料集合体を配置することはない。 

 

2. 遮蔽解析における収納配置及び軸方向燃焼度分布の妥当性について 
(1) 収納配置の妥当性について 

金属キャスクの遮蔽設計では，中央部に最高燃焼度の使用済燃料集合体，外周部に

平均燃焼度の使用済燃料集合体を配置しており，軸方向については，階段状の燃焼度

分布を設定している。 
解析においては，最高燃焼度及び平均燃焼度に対して，階段状の分布を掛け合わせ

て，軸方向の燃焼度分布を考慮している。軸方向領域(ノード)のそれぞれの燃焼度か

ら，軸方向領域(ノード)ごとの線源強度を算出している。二次元輸送計算コードＤＯ

Ｔ3.5 の解析では，最高燃焼度及び平均燃焼度の使用済燃料集合体に対して，軸方向

領域(ノード)ごとに計算した線源強度を入力値にして，収納条件を包絡するように，

線源強度を設定している。 
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(2) 軸方向燃焼度分布の妥当性について 

軸方向燃焼度分布(ピーキングファクタ：PF)は，以下のようにして設定しており，

対象とする使用済燃料集合体の軸方向の燃焼度分布を包絡できるようにしている。 

ａ．PF設定の考え方 

・キャスク設計においては，燃焼度の高い使用済燃料集合体の線源強度が高く，遮

蔽性能の評価で重要であるため，燃焼度の高い取替燃料の PFを調査する。 

なお，高いピーキングを示す比較的低い燃焼度の使用済燃料集合体も調査の対象

とする。 

・貯蔵対象となる使用済燃料集合体が装荷されたプラントの炉型毎に代表プラント

を選定し，調査を実施した。 

ｂ．調査項目 

・ａで設定したプラントの取出燃料の燃焼度，PFを調査した。 

・燃焼度の最も高い上位 10 体及びピーキングの最も高い上位 10 体の軸方向燃焼度

を調査した。 

ｃ．PFの設定 

・ａ及びｂで調査したデータから各プロットを線で結び，ピーキングを包絡するよ

うに PFを設定した。(添付 1－2図参照) 

・ＢＷＲ用大型キャスク(タイプ２Ａ)に収納する新型８×８ジルコニウムライナ燃

料の軸方向領域ごとの線源強度の算定結果の例を添付 1－1 表に示す。 
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添付 1－1 図 金属キャスクの遮蔽評価における中央断面線源強度の概念図 

 

最高燃焼度の使用済燃料集合体領域 

平均燃焼度の使用済燃料集合体領域 

線
源
強
度 

径方向位置(r) 

最高燃焼度の中央断面線源強度 

平均燃焼度の中央断面線源強度 

実燃料の中央断面線源強度分布の例 
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添付 2 

トラニオン部の遮蔽解析の妥当性について 

 

1. トラニオン部の評価方法の妥当性 

表面の線量当量率が最も高くなる底部トラニオン表面を，三次元計算コードＭＣＮＰ

5 （ライブラリ FSXLIB-J33，MCPLIB02）で計算した結果を添付 2－1表，添付 2－1図，

添付 2－2 図に示す。二次元輸送計算コードＤＯＴ3.5 の二次元円筒モデルをつないで

評価した申請値は，三次元計算結果より保守的な値となっている。 

 

2. トラニオン部ＤＯＴ3.5 計算モデル範囲外の線量当量率の評価方法 

(1) 接続位置の対応 

接続位置として線束の引継ぎ面は，本体モデルの線量当量率等高線分布から放射線

の流れを確認し，本体モデルの分布が保たれるようトラニオンモデルの線束引継ぎを

行った。(添付 2－3図参照) 

 

(2) 角度束の扱い 

引き継ぐ線束は，本体モデルの燃料有効部寄り(キャスク中心)のＲ方向とＺ方向に

平行な面の角度束をトラニオンモデルの底面(Ｒ方向)と側部(Ｚ方向)の角度束に入

れ替えているため，トラニオンモデルでは底部，側部とも全周にわたり線束が高い燃

料有効部寄りの値になっており，トラニオン部の中心軸に対して線対称に高い線束で

評価している。(添付 2－4 参照) 

 

(3) メッシュ分割 

メッシュ分割の違いの処理に関して，本体モデルに比べてトラニオンの分割は細か

く，完全に一致させることができないため，トラニオンモデルのメッシュと同じ領域

にある本体モデルの線束を入力値としている。(添付 2－5図参照) 

本体モデル，トラニオン有モデルとトラニオン無モデルの底部側の線量当量率等高

線分布(中性子)とトラニオンモデル線束引継ぎ面を添付 2－3図に示す。 

 

(4) 範囲外の線量当量率 

トラニオン部ＤＯＴ計算モデル範囲外の線量当量率については，添付 2－6 図に示

すように本体モデルの線量当量率にＳＰＡＣＥＴＲＡＮ－Ⅲにより求めたトラニオ

ンによる線量当量率の増加分を重ね合わせた。 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 4－2 使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する説明書 
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1. 設計方針 

使用済燃料貯蔵建屋の放射線の遮蔽に関する設計方針については，添付 4「放射線に

よる被ばくの防止に関する説明書」のとおりである。 

なお遮蔽設計に用いる線源と評価結果を別添 1 に示す。 

 

2. 遮蔽設計 

(1) 遮蔽設備 

遮蔽設備の主要仕様を第 2－1表及び第 2－1図に示す。 

(2) 公衆の線量 

貯蔵建屋貯蔵区域に収容されている金属キャスク 288 基からの直接線及びスカイ

シャイン線について評価した結果，敷地境界外における公衆の実効線量は，年間約 2.8

×10-2mSv であり，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」（第 2条）に示されている周辺監視区域外における線

量限度１mSv/年，並びに，貯蔵事業許可基準規則の解釈第 4 条（遮蔽等）に示される

50μSv/年以下を十分に下回る。 

直接線及びスカイシャイン線による評価の詳細を別添 2 に示す。 

(3) 貯蔵建屋内外の線量 

貯蔵建屋遮蔽評価の詳細を別添 3 に，放射線業務従事者の貯蔵区域内及び受入れ区

域内の線量低減に向けた措置を別添 4 に示す。 
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第 2－1図(2) 遮蔽設備（遮蔽ルーバ）の主要仕様 

 

遮蔽ルーバ： 

厚さ0.32ｍ， 

長さ4.00ｍ 

コンクリート板5枚 
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別添 1 

遮蔽設計に用いる線源と評価結果 

 

1. 金属キャスクの表面エネルギスペクトル（添付１参照） 

解析に使用する金属キャスクの表面エネルギスペクトルについては，（一財）原子力安

全研究協会にて，使用済燃料貯蔵施設（金属キャスク方式）における線量評価用の表面

エネルギスペクトル（以下「包絡スペクトル」という。）を，ＢＷＲ燃料用金属キャスク

10 種類，ＰＷＲ燃料用金属キャスク４種類の設計から得られたガンマ線及び中性子線の

それぞれの表面エネルギスペクトルに対して保守的な線量評価を与えるように作成して

いる。本施設で使用する予定の金属キャスクと包絡スペクトルの関係を添付 1－2 図に

示す。各キャスクの表面エネルギスペクトルと包絡スペクトルについてコンクリート透

過率を求めたところ，包絡スペクトルは全ての設計スペクトルに対してコンクリート透

過率が高いことを確認した。 

 

2. 金属キャスクの線量当量率（添付２参照） 

本施設にて使用する金属キャスクは全て輸送貯蔵兼用であることから，輸送時の線量

当量率の基準を満足する。輸送時の線量当量率は金属キャスクから 1ｍの距離において

100μSv/h 以下と定められていることから，線源条件として設定している金属キャスク

の各面の平均が 100μSv/h と規格化したものを採用している。線源条件として設定して

いる金属キャスクの線量分布と，本施設で使用する金属キャスクの線量当量率分布を添

付 2－2 図に示す。いずれも線源条件として設定している金属キャスクの方が高い値と

なっている。 
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添付 1 

金属キャスク表面のエネルギスペクトルについて 

 

1. 基本的考え方 

本施設では，設計の異なる複数タイプの金属キャスクを使用する。また，金属キャス

クは，鉄筋コンクリート造の貯蔵建屋内で貯蔵することから，金属キャスク表面のエネ

ルギスペクトルの違い及びそれぞれのコンクリートの透過率を考慮する必要がある。 

よって，本評価で使用する金属キャスク表面のエネルギスペクトルには，金属キャス

ク設計から得られた表面エネルギスペクトル（以下「設計スペクトル」という。）に比べ，

コンクリートの透過率が高いものを設定する。 

 

2. 選定及び妥当性評価 

(1) 選定及び評価 

原子力安全研究協会では，使用済燃料中間貯蔵施設（金属キャスク方式）における

線量評価用の表面エネルギスペクトル（以下「包絡スペクトル」という。）を作成して

いる。包絡スペクトルは，ＢＷＲ燃料用金属キャスク 10種類，ＰＷＲ燃料用金属キャ

スク４種類の設計から得られたガンマ線及び中性子のそれぞれの表面エネルギスペ

クトルに対して，保守的な線量評価結果を与えるように作成されたものである。 

本施設の線量評価において，包絡スペクトルを使用することにより，敷地境界外の

線量を保守的に評価できるかどうかを確認するため，包絡スペクトル及び設計スペク

トルそれぞれのコンクリート中における実効線量率の減衰割合を評価した。 

包絡スペクトル作成方法及びコンクリート中の実効線量率減衰割合の評価方法を

以下に示す。 

ａ．包絡スペクトル作成方法 

(a) 収納燃料仕様 

○BWR 用燃料：STEPⅠ，STEPⅡ 

・燃焼度（最大／平均）STEPⅠ：40,000 MWd/t／33,000 MWd/t 

STEPⅡ：50,000 MWd/t／45,000 MWd/t 

・冷却期間 10 年 

○PWR 用燃料：STEPⅡ 

・燃焼度（最大／平均）   55,000 MWd/t／50,000 MWd/t 

・冷却期間 10 年 

(b) ガンマ線包絡スペクトル 

一次元輸送コードＡＮＩＳＮ用群定数断面積 DLC23/F のエネルギ群（1 群～18 群）

のそれぞれのスペクトル強度を以下のとおり設定する。 

・高エネルギ側の 1 群のスペクトル強度を 0.01，2 群から 8 群までのスペクトル強

度を 0.1 として，遮蔽コンクリートの減衰効果に寄与が大きいと考えられる，1

群から 8 群までモデルキャスクのスペクトル強度を包絡し，残りの 9 群以下のエ

ネルギ強度を 1～18 群全体の「スペクトル強度×エネルギ強度」を 1 に規格化す
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るよう 0.164 とする（添付 1－1表，添付 1－1 図参照）。 

(c) 中性子包絡スペクトル 

燃料の燃焼終了直後において中性子源として支配的な 242Cm(α,n)反応による中

性子のエネルギスペクトルとする。 

(2) コンクリート中の実効線量率減衰割合の評価方法 

・包絡スペクトル及び設計スペクトルを用いて，表面から 1ｍの位置で 100μSv/h に

規格化した線源から放出されるガンマ線，中性子を無限平板（コンクリート厚さ

180cm）のコンクリートに垂直入射する。コンクリートの組成は，建屋コンクリー

トの組成を使用する。 

・コンクリート中での実効線量率の減衰率を一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）に

より計算する。 

(3) 妥当性評価結果 

評価の結果，包絡スペクトルは，全ての設計スペクトルに比べ，コンクリートの透

過率が高いことを確認している。包絡スペクトル及び設計スペクトルのガンマ線，中

性子スペクトル分布を添付 1－2 図に，コンクリート中の実効線量率減衰比（側部中

央）を添付 1－3図，1－4 図に示す。
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添付 1－1 表 ガンマ線包絡スペクトル 

エネルギ群 
エネルギ(MeV) スペクトル 

（1/ΔU） 

 レサジー幅 

ΔU 
スペクトル 

上限 下限  

 1 1.00E+07 8.00E+06 1.0000E-02  0.2231 2.231E-03 

 2 8.00E+06 6.50E+06 1.0000E-01  0.2076 2.076E-02 

 3 6.50E+06 5.00E+06 1.0000E-01  0.2624 2.624E-02 

 4 5.00E+06 4.00E+06 1.0000E-01  0.2231 2.231E-02 

 5 4.00E+06 3.00E+06 1.0000E-01  0.2877 2.877E-02 

 6 3.00E+06 2.50E+06 1.0000E-01  0.1823 1.823E-02 

 7 2.50E+06 2.00E+06 1.0000E-01  0.2231 2.231E-02 

 8 2.00E+06 1.66E+06 1.0000E-01  0.1863 1.863E-02 

 9 1.66E+06 1.33E+06 1.6442E-01  0.2216 3.644E-02 

10 1.33E+06 1.00E+06 1.6442E-01  0.2852 4.689E-02 

11 1.00E+06 8.00E+05 1.6442E-01  0.2231 3.669E-02 

12 8.00E+05 6.00E+05 1.6442E-01  0.2877 4.730E-02 

13 6.00E+05 4.00E+05 1.6442E-01  0.4055 6.667E-02 

14 4.00E+05 3.00E+05 1.6442E-01  0.2877 4.730E-02 

15 3.00E+05 2.00E+05 1.6442E-01  0.4055 6.667E-02 

16 2.00E+05 1.00E+05 1.6442E-01  0.6931 1.140E-01 

17 1.00E+05 5.00E+04 1.6442E-01  0.6931 1.140E-01 

18 5.00E+04 1.00E+04 1.6442E-01  1.6094 2.646E-01 

      1.000E+00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：ANISN 用群定数断面積 DLC23/F を使用 

添付 1－1図 ガンマ線スペクトル分布図 
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（ガンマ線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中性子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 1－2 図 包絡スペクトル，設計スペクトル分布図 
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（注）コンクリート表面から厚さ 5 cm 程度の範囲では，ガンマ線の後方散乱の影響によ

り，線量が増加する。  
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BWR用大型キャスク（タイプ２／２A）

添付 1-3 図 コンクリート中のガンマ線の実効線量率減衰比 
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（注）コンクリート表面から厚さ 5 cm 程度の範囲では，中性子の後方散乱の影響によ

り，線量が増加する。  
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添付 1-4 図 コンクリート中の中性子線の実効線量率減衰比 
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添付 2 

金属キャスクの線量当量率について 

 

1. 基本的考え方 

本施設にて使用する金属キャスクは，全て輸送貯蔵兼用の容器であり，輸送時の線量

当量率の基準を満足する。よって，本評価では，本施設にて使用する全ての金属キャス

クの線量条件を包絡するよう，金属キャスクの線量当量率を表面から１ｍの位置におい

て 100μSv/h となるように規格化する。 

 

2. 線量当量率の規格化の方法 

金属キャスクの線量当量率は，添付 2－1図に示すとおり，金属キャスク側面より 1ｍ

位置における円筒側面を S1，キャスク上面より 1ｍ位置における円盤を S2（下面は上面

と対称）とし，各面の平均が 100μSv/h となるように規格化（以下「規格化線量」とい

う。）する。この規格化線量は，基準値である 100μSv/h に比べ側面中央点 P1で約 10％，

上面中央点 P2 で約 20％保守側の設定となっている。 

本評価の線源条件として設定している金属キャスクの規格化線量の分布と，本施設で

使用する金属キャスクの線量当量率の分布を添付 2－2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 2－1 図．キャスク表面線量の規格化のイメージ  

面 S1 

面 S2 

キャスク 

表面より 1ｍ位置 

側面中央 P1 

上面中央 P2 



 

13 
4－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 2－2 図(1) 金属キャスク表面から 1ｍ位置での線量当量率分布 

表面より 1ｍ位置 

260cm 

5
5
0
c
m 

規格化線量評価地点 

（点検出器） 

表面より 1ｍ位置 

2
7
5
c
m 

130 cm 

キャスク中心（0 cm） 

キャスク中心（0 cm） 

（規格化線量の計算位置） 

拡大図 

（蓋 部） （底 部） 

基準線量当量率 基準線量当量率 
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添付 2－2 図(2) 金属キャスク表面から１ｍ位置での線量当量率分布 

（上部トラニオン部） （下部トラニオン部） 

（側部上端） （側部下端） 

 

基準線量当量率 

基準線量当量率 基準線量当量率 
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別添 2 

直接線及びスカイシャイン線による評価について 

 

貯蔵建屋に収容されている金属キャスク（線源）が放出する放射線が直接的又は空気中

で散乱されて敷地境界外に到達する直接線及びスカイシャイン線について，以下のとおり

評価している。 

 

1. 評価条件，評価方法 

(1) 解析コード 

リサイクル燃料備蓄センターは，貯蔵建屋から敷地境界までの距離が短く，貯蔵建

屋には除熱のための大きな開口部が存在することから，開口部からの中性子ストリー

ミング線量は敷地境界外における線量への寄与が大きくなる。また，貯蔵建屋貯蔵区

域に配置する金属キャスク 288 基は，放射線を放出する線源であると同時に遮蔽体で

もある（相互遮蔽効果）。 

本評価では，開口部からの中性子ストリーミング線量，金属キャスク相互の遮蔽効

果等を適切に評価できるＭＣＮＰ※コード(1)を使用している。 

ａ．解 析 コ ー ド：三次元連続エネルギーモンテカルロ法コードＭＣＮＰ※-4C 

ｂ．断面積ライブラリ：MCNPDLC-200/MCNPDATA（ENDF/B-ⅥをベースとしてＭＣＮＰコード

用に作成された内蔵ライブラリ） 

※ ＭＣＮＰ（ＭＣＮＰ：Monte Carlo N-Particle Transport Code System）は，

米国 Los Alamos 国立研究所（LANL）において開発されたモンテカルロ法によ

る中性子，ガンマ線及び中性子・ガンマ線結合系を対象とする汎用の輸送計算

コードである。幾何形状の設定の自由度が大きいことや，断面積の取り扱いに

連続エネルギを採用していること等の利点があり，モンテカルロ輸送計算コー

ドの主流なものとなっている。また，米国では，使用済燃料貯蔵施設の審査指

針である NUREG-1567 において，遮蔽解析ツールとして記載されており，遮蔽設

計，線量評価等で使用されている。 

 

(2) 線源条件 

金属キャスクから放出される放射線（中性子，ガンマ線）の比率，線量当量率及び

金属キャスク表面のエネルギスペクトルは，設計，収納燃料条件等によりそれぞれ異

なることから，線源条件は，リサイクル燃料備蓄センターで使用する金属キャスクの

遮蔽解析結果を包絡するよう，以下のとおり設定する。 

ａ．線源 

使用済燃料集合体を収納した金属キャスクとし，その基数は，事業開始以降，金属

キャスクの基数及び配置がいずれの状態においても最も厳しい条件となるように，貯

蔵建屋貯蔵区域に配置した 288 基とする。 

ｂ．評価線質 

金属キャスクからの放射線を全て中性子とした場合（中性子 100％）及び全てガン
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マ線とした場合（ガンマ線 100％）のそれぞれの線質に対して敷地境界外における実

効線量を評価し，そのうち，保守的な値を公衆の線量とする。 

ｃ．線源強度 

リサイクル燃料備蓄センターでは，金属キャスクを鉄筋コンクリート造の貯蔵建屋

内で貯蔵することから，金属キャスク表面のエネルギスペクトルの設定に当たっては，

コンクリートの透過率を考慮し，コンクリート中の減衰割合が小さいエネルギスペク

トル（以下「包絡スペクトル」という。）(2)を設定している。 

包絡スペクトルは，（一財）原子力安全研究協会により，使用済燃料中間貯蔵施設（金

属キャスク方式）における線量評価用のエネルギスペクトルとして，ＢＷＲ燃料用金

属キャスク 10 種類，ＰＷＲ燃料用金属キャスク 4 種類の設計から得られたガンマ線

及び中性子のそれぞれの表面エネルギスペクトルに対して，保守的な線量評価結果を

与えるように作成されたものである。ガンマ線の包絡スペクトルは，遮蔽コンクリー

トの減衰効果に寄与が大きいと考えられる高エネルギ側（群定数断面積 DLC23/F の１

群～８群）について，上記 14種類のモデルキャスクのスペクトル強度を包絡するよう

に設定されている。中性子の包絡スペクトルは，Cm-244 自発核分裂，Pu-239 核分裂の

スペクトルに比べコンクリート中の減衰割合が小さい Cm-242（α，ｎ）反応のスペク

トルが設定されている。 

金属キャスク表面の中性子エネルギスペクトルを別添 2－1 表に，ガンマ線エネル

ギスペクトルを別添 2－2表に示す。 

また，金属キャスクの線量当量率は，表面から 1ｍにおける位置での平均が，輸送

時の線量基準値である 100μSv/h（1cm 線量当量率）となるように規格化している。 

金属キャスク 1基当たりの線源強度を別添 2－3表に示す。 

(3) 解析モデル 

ＭＣＮＰでは，金属キャスク及び貯蔵建屋を三次元でモデル化している。 

ａ．金属キャスクは，直径 2.6ｍ，高さ 5.5ｍの円柱形状とし，散乱体として外筒 4 cm，

中性子遮蔽材 10cm を考慮している。また，キャスク内部は吸収体としており，吸収体

に進入した中性子及びガンマ線は消去される。 

金属キャスクの解析モデルを別添 2－1 図に示す。また，解析モデルの妥当性につい

て，添付１に示す。なお，包絡スペクトルの妥当性については，別添１の添付１に示

す。 

ｂ．貯蔵建屋は，躯体，給排気口等の構造を模擬してモデル化する。また，中性子の線

量評価結果が保守的な値となるよう，貯蔵建屋のコンクリートは絶乾状態（自由水分

を考慮しない），貯蔵建屋内外の空気は水分量が少ない乾燥空気相当に設定している。 

貯蔵建屋の解析モデルを別添 2－2 図及び別添 2－3 図に示す。 

(4) 計算地点 

線量の計算は，貯蔵建屋の貯蔵区域からの距離，貯蔵区域における給気口及び排気

口の開口の向き，側壁等による遮蔽効果及び金属キャスクの配置を考慮して，貯蔵建

屋の貯蔵区域からの距離が最短となる東側の敷地境界外（貯蔵建屋貯蔵区域の直角東

方向）及び遮蔽壁による線量低減効果が最も小さくなる南側の敷地境界外（貯蔵建屋
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貯蔵区域の直角南方向）について評価している。また，参考として，貯蔵建屋貯蔵区

域の直角北方向（直角西方向は直角東方向と対称であり，敷地境界外までの距離が直

角東方向の方が短いため，直角西方向については省略）及び貯蔵建屋貯蔵区域中心か

ら 16方位の敷地境界外における線量を評価している（合計 19地点）。 

線量の計算地点を別添 2－4図に示す。 

(5) その他 

リサイクル燃料備蓄センターからの放射線による評価は，バルク線量，給気口スト

リーミング線量，排気口ストリーミング線量をそれぞれ評価し，その合算値を敷地境

界外の線量としている。 

 (6) 評価方法 

「(3) 解析モデル」に示したように，金属キャスク形状，貯蔵建屋構造等を考慮し， 

ＭＣＮＰコードを用いて計算地点における中性子束又はガンマ線束を算出している。 

計算地点における中性子束又はガンマ線束からの実効線量の算出には，国際放射線

防護委員会（ＩＣＲＰ）の Publication74 の換算係数を用いている。 

 

2. 公衆の線量評価結果 

リサイクル燃料備蓄センターからの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外

の実効線量の計算を行った結果，評価線質が中性子の場合，東側敷地境界外において最

大となり，その値は年間約 2.8×10-2 mSv である。また，評価線質がガンマ線の場合，南

側敷地境界外において最大となり，その値は年間約 6.6×10-3 mSv である。 

敷地境界外における線量の計算結果の詳細を別添 2－4表に示す。 
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別添 2－1 表 中性子エネルギスペクトル 

エネルギ群 
上限エネルギ 

 (MeV) 
スペクトル 

1 1.492E+01 0.000E+00 

2 1.220E+01 0.000E+00 

3 1.000E+01 0.000E+00 

4 8.180E+00 0.000E+00 

5 6.360E+00 0.000E+00 

6 4.960E+00 5.240E-02 

7 4.060E+00 3.940E-01 

8 3.010E+00 2.800E-01 

9 2.460E+00 4.660E-02 

10 2.350E+00 1.510E-01 

11 1.830E+00 6.840E-02 

12 1.110E+00 6.700E-03 

13 5.500E-01 1.100E-03 

14 1.110E-01 0.000E+00 

15 3.350E-03 0.000E+00 

16 5.830E-04 0.000E+00 

17 1.010E-04 0.000E+00 

18 2.900E-05 0.000E+00 

19 1.070E-05 0.000E+00 

20 3.060E-06 0.000E+00 

21 1.120E-06 0.000E+00 

22 4.140E-07 0.000E+00 

* 1.000E-08 － 

*第 22 群の下限エネルギ 
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別添 2－2 表 ガンマ線エネルギスペクトル 

エネルギ群 
上限エネルギ 

(MeV) 
スペクトル 

1 1.000E+01 2.231E-03 

2 8.000E+00 2.076E-02 

3 6.500E+00 2.624E-02 

4 5.000E+00 2.231E-02 

5 4.000E+00 2.877E-02 

6 3.000E+00 1.823E-02 

7 2.500E+00 2.231E-02 

8 2.000E+00 1.863E-02 

9 1.660E+00 3.644E-02 

10 1.330E+00 4.689E-02 

11 1.000E+00 3.669E-02 

12 8.000E-01 4.730E-02 

13 6.000E-01 6.667E-02 

14 4.000E-01 4.730E-02 

15 3.000E-01 6.667E-02 

16 2.000E-01 1.140E-01 

17 1.000E-01 1.140E-01 

18 5.000E-02 2.646E-01 

** 1.000E-02 － 

**第 18 群の下限エネルギ 

 

 

別添 2－3 表 金属キャスク１基当たりの線源強度 

条 件 線源強度 

中性子 100％の場合 8.48×107（neutrons/sec・基） 

ガンマ線 100％の場合 1.31×1010（photons/sec・基） 
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別添 2－4 表（参考）敷地境界外線量評価結果 

計算地点 
実効線量（μSv/y） 

中性子 100％ ガンマ線 100％ 

北（直角） 7.5 0.5 

東（直角） 27.7 3.0 

南（直角） 11.3 6.6 

北 7.2 0.5 

北北東 4.7 0.3 

北東 16.8 1.0 

東北東 26.4 2.5 

東 23.5 2.6 

東南東 17.6 1.3 

南東 4.9 0.6 

南南東 8.7 4.2 

南 11.5 6.5 

南南西 7.4 1.6 

南西 2.3 0.2 

西南西 2.9 0.4 

西 3.0 0.5 

西北西 2.0 0.2 

北西 4.0 0.2 

北北西 6.9 0.4 
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別添 2－1 図 金属キャスクモデル
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別添 2－2 図(2) 貯蔵建屋モデル（貯蔵建屋（南北方向）立面図） 
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別添 2－4 図 線量の計算地点  
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別添 3 

貯蔵建屋の遮蔽評価について 

 

1. 遮蔽能力 

貯蔵建屋は，公衆及び放射線業務従事者に対して，放射線被ばく上の影響を及ぼすこ

とのないように設計する。遮蔽材には，貯蔵建屋のコンクリート壁，遮蔽ルーバ及び遮

蔽扉を用いる。 

 

2. 遮蔽設計基準 

貯蔵建屋の遮蔽設計基準を別添 3－1表に示す。 

 

3. 評価条件，評価方法 

評価条件，評価方法は，以下に示す線源及び評価位置（計算地点）の条件を除き，別

添２（直接線及びスカイシャイン線による評価について）に同じ。 

(1) 線源 

ａ．貯蔵建屋貯蔵区域外壁及び同建屋受入れ区域（受入れ区域に金属キャスクが仮置き

されていない場合）内の評価では，同建屋貯蔵区域に金属キャスク 288 基（最大収納

基数）を配置する。 

ｂ．貯蔵建屋付帯区域内及び外壁並びに同建屋受入れ区域外壁の評価では，貯蔵区域に

配置した金属キャスク 288 基に加え，受入れ区域に金属キャスク 9 基（たて起こし架

台 1基，仮置架台 7基，検査架台 1基）を配置する。 

(2) 評価位置 

貯蔵建屋遮蔽評価における評価位置を別添 3－2 図に,遮蔽設計区分の概略を別添 3

－1図に示す。 

 

4. 評価結果 

貯蔵建屋の遮蔽評価結果を別添 3－2表に示す。 

本表に示すとおり，貯蔵建屋の遮蔽能力は設計基準値を満足している。また，事業所

内の管理区域以外の人が立ち入る場所については，定期的に行う外部放射線に係る線量

測定，金属キャスクの搬入時に線量上昇が考えられる付帯区域等における外部放射線に

係る線量測定及び金属キャスクの構内運搬時の金属キャスク表面及び表面から１ｍの位

置における線量当量率測定（記録確認含む）を行う。当該場所に立ち入る者の線量が「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」に定められた線量限度（１mSv/y）を超えるおそれがある場合には，以下のよう

な措置を講ずることにより，線量限度を超えないように管理する。 

・区画の設置による関係者以外の者の立ち入り制限を行う。 

・必要に応じて一時的な管理区域の設定，遮蔽体の設置，作業時間の管理・制限等

を行う。 
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また，運搬経路には標識を設ける等の方法により，関係者以外の者及び他の車両の立

ち入りを制限する。 

詳細の管理方法については，保安規定・マニュアルで定める。 

 

 

別添 3－1 表 貯蔵建屋の遮蔽設計基準 

区 分 設計基準 区 域 

管理区域外 Ａ 0.0026 mSv/h 以下 付帯区域 

管理区域内 

Ｂ 0.01 mSv/ｈ未満 
受入れ区域 

貯蔵区域 
Ｃ 0.01 mSv/h 以上 

※ 受入れ区域は，金属キャスクが仮置きされていない場合はＢ区分となるよう

に設計 
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別添 3－1 図 遮蔽設計区分概略図 
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別添 3－2 表 貯蔵建屋の遮蔽評価結果 

評価位置※ 線 源 評価結果（mSv/h） 備 考 

① 

（建屋外壁） 

中 性 子100％ 0.00093   

ガンマ線100％ 0.00011   

② 

（建屋外壁） 

中 性 子100％ 0.00120 建屋外壁最大 

ガンマ線100％ 0.00023  

③ 

(受入れ区域) 

中 性 子100％ 0.00033 受入れ区域最大 

ガンマ線100％ 0.00013  

④ 

(受入れ区域) 

中 性 子100％ 0.00022   

ガンマ線100％ 0.00012   

⑤ 

（付帯区域） 

中 性 子100％ 0.00055   

ガンマ線100％ 0.00018   

⑥ 

（付帯区域） 

中 性 子100％ 0.00150 付帯区域最大 

ガンマ線100％ 0.00079  

⑦ 

（建屋外壁） 

中 性 子100％ 0.00027   

ガンマ線100％ 0.00015   

 

※ ①～④は，別添 3－2図(1)参照 

① ：貯蔵区域外壁面の西（東）面の管理区域境界の最大線量となる所 

② ：貯蔵区域外壁面の南面の管理区域境界の最大線量となる所 

③ ：貯蔵区域外壁面の北側の扉部分（遮蔽厚が薄い） 

④ ：貯蔵区域外壁面の北面の最大線量となる所（ただし③は除く） 

（金属キャスクの状況：貯蔵区域に 288 基貯蔵） 

  ⑤～⑦は，別添 3－2図(2)参照 

⑤ ：管理区域境界（貯蔵区域と検査架台の両方の影響がある） 

⑥ ：管理区域境界（検査架台に最も近い所） 

⑦ ：貯蔵建屋外壁面の北面の管理区域境界の最大線量となる所 

（金属キャスクの状況：貯蔵区域に 288 基貯蔵，受入れ区域に９基仮置き） 
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別添 3－2 表（参考） 貯蔵建屋の遮蔽評価結果（貯蔵区域内） 

評価位置 線 源 評価結果（mSv/h） 備 考 

Ａ 
中 性 子100％ 0.28  

ガンマ線100％ 0.13  

Ｂ 
中 性 子100％ 0.60 貯蔵区域最大 

ガンマ線100％ 0.37   

Ｃ 
中 性 子100％ 0.32   

ガンマ線100％ 0.17   
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別添 4 

 

線量低減に向けた措置 

 

1. 放射線業務従事者に対する遮蔽等に関する設計方針 

貯蔵建屋は，貯蔵区域，受入れ区域，付帯区域の 3 つの区域に分けられる。 

金属キャスクが仮置きされていない状態の受入れ区域における雰囲気線量は，貯蔵区

域に配置されている金属キャスクからの影響を受けることとなる。そこで受入れ区域と

貯蔵区域の間に仕切壁（コンクリート厚さ 1ｍ），遮蔽扉（金属キャスク搬出入口），迷

路（作業員の出入口）等を設けることにより，貯蔵区域に配置されている金属キャスク

からの影響を低減して，受入れ区域における雰囲気線量が低くなるように設計する。こ

れにより，受入れ区域に設置されている金属キャスク取扱い設備や放射線監視設備等の

保守・点検作業を実施する際の作業員（放射線業務従事者）が適切に防護されると考え

る。 

受入れ作業時の受入れ区域，貯蔵区域における雰囲気線量は，各々の区域に仮置き，

または配置されている金属キャスクからの影響が支配的になるため，作業員を防護する

ためには区域内に遮蔽等を設ける必要がある。しかし金属キャスクの除熱性能維持の観

点から，建屋内の遮蔽設計として特別な考慮はせず，入域時間制限や一時的遮蔽体の設

置等，所要の防護処置を講ずる。また，必要に応じて事前に作業訓練を行うなど作業時

間の短縮を図ることにより，放射線業務従事者の線量を法令で定められている線量限度

（100 mSv/5y，50 mSv/y）を超えないようにすることはもちろんのこと，合理的に達成

できる限り低減する。 

 

2. 遮蔽基準について 

貯蔵建屋内では，放射線業務従事者の関係各場所への立入頻度，滞在時間及び金属

キャスクの配置を考慮した上で，遮蔽設計の基準となる線量率を建屋内の区分に応じて

以下のように定め，それを満足するように設計する。（別添 4－1表，別添 4－1図参照） 
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別添 4－1 表 外部放射線に係る設計基準 

区 分 
外部放射線に係る 

設計基準 
区 域 

管理区域外 Ａ 0.0026 mSv/h 以下 付帯区域 

管理区域内 

Ｂ 0.01   mSv/h 未満 
受入れ区域 

貯蔵区域 
Ｃ 0.01   mSv/h 以上 

※ 受入れ区域は，金属キャスクが仮置きされていない場合は区分Ｂとなるよう

に設計 

 

【遮蔽区分の考え方】 

区分Ａ：付帯区域（監視盤室，チェックポイント等） 

滞在時間：500 時間/3 月間（管理区域境界の作業者） 

1.3（mSv）/500（時間）＝0.0026 mSv/h 

区分Ｂ：金属キャスクが仮置きされていない受入れ区域 

滞在時間：130 時間/3 月間（2 時間/日×65日） 

1.3（mSv）/130（時間）＝0.01 mSv/h 

機器点検等の作業時における放射線業務従事者の被ばく低減の観点から，管理

区域外と同様の考え方で基準を設定。 

区分Ｃ：受入れ区域，貯蔵区域 

金属キャスクの除熱機能維持の観点から，建屋内の遮蔽設計として特別な考慮

はせず，放射線管理設備及び入域時間制限等の運用により，放射線業務従事者

の線量を管理。 

 

※ 外部放射線に係る線量が1.3 mSv/3月間を超える区域を管理区域として設定する。
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別添 5 

放射線漏えいの低減措置 

 

「遮蔽設備に開口部又は配管その他貫通部がある場合は，必要に応じ放射線漏えいの低

減措置を講ずる」としている。具体的な貫通部箇所及び措置内容には以下のとおりである。 

貯蔵建屋の機器搬出入口，人の出入口（貯蔵区域 2 箇所，受入れ区域 1 箇所），貯蔵区域

から受入れ区域へのケーブル貫通口（3箇所）が該当し，以下の対策を実施している。 

① 機器搬出入口：遮蔽扉の設置 

② 人の出入口：迷路＋遮蔽扉 

③ 人の出入口：迷路 

④ ケーブル貫通口：鉛毛マットによる貫通部の隙間を埋める 

⑤ 排気口までの経路：遮蔽ルーバの設置 

⑥ 給 気 口：迷路構造の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤ 排気口までの経路 ⑥ 給気口 

添付 5－1 図 放射線漏えいの低減措置 
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添付 5－2 図 放射線漏えいの低減措置  

A A 

① 機器搬出入口 

② 人の出入口 

③ 人の出入口 

④ ケーブル貫通口 
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別添 6 

管理区域以外の場所の線量低減措置と線量管理 

 

 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所については，定期的に行う外部放射線に係

る線量測定，金属キャスクの搬入時に線量上昇が考えられる付帯区域等における外部放射

線に係る線量測定及び金属キャスクの構内運搬時の金属キャスク表面及び表面から 1ｍの

位置における線量当量率測定（記録確認含む）を行い，当該場所に立ち入る者の線量が「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める

告示」に定められた線量限度（1 mSv/y）を超えるおそれがある場合には，以下のような措

置を講ずることにより，線量限度を超えないように管理する。 

 

(1) 区画の設置による関係者以外の者の立ち入り制限を行う。 

(2) 必要に応じて一時的な管理区域の設定，遮蔽体の設置，作業時間の管理・制限等を行

う。 

 

また，運搬経路には標識を設ける等の方法により，関係者以外の者及び他の車両の立ち

入りを制限する。 

管理方法等については，保安規定で定め運用する。 

 

 


